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この計画は、デジタル社会形成基本法に規定する重点計画、情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に規定する情報シス

テム整備計画及び官民データ活用推進基本法に規定する官民データ

活用推進基本計画として策定するものであり、官民データ活用推進

基本法の規定に基づき、国会に報告するものである。 
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第１ 目指す姿、理念・原則、重点的な取組 

１．デジタルにより目指す社会の姿 

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（2020年 12月 25日閣議決定）では、デジタル社会の

目指すビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことがで

き、多様な幸せが実現できる社会」を掲げており、このような社会を目指すことは、「誰一人取り残さな

い、人に優しいデジタル化」を進めることにつながるとしている。 

デジタル社会形成基本法1の施行後、最初に策定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021年

12月 24日閣議決定）において、ビジョンを実現するために、①デジタル化による成長戦略、②医療・教

育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化、③デジタル化による地域の活性化、④誰一人取り残され

ないデジタル社会、⑤デジタル人材の育成・確保、⑥DFFTの推進を始めとする国際戦略、の推進を定め、

以下の６つの目指す社会の姿を示している。 

 

① デジタル化による成長戦略 

少子高齢化や地域の人口減少が進行し、我が国経済の成長力を底上げしていくことが課題となって

いる。 

イノベーションとテクノロジーの社会実装の推進、デジタル化により蓄積されたデータを官民でフ

ル活用した新しい付加価値・サービスの創出、スタートアップ等により開発・提供される新しい技術・

サービスの積極的な活用、デジタル原則を含む、規制改革の徹底等により、社会全体の生産性を向上

させていく。諸外国と比べて、我が国が圧倒的に優位に立つ高齢者や災害に係るデータの収集・蓄積

をフルに活用しつつ、社会的課題の解決を図ることが成長戦略の重要分野となる。 

これらにより、デジタルの可能性を最大限引き出し、社会課題の解決を図りつつ、我が国全体のデ

ジタル競争力が底上げされ、成長していく持続可能な社会を目指す。 

 

② 医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化 

準公共分野においては、データ連携が進んでいないことが課題となっている。官民間やサービス主

体間での分野を越えたデータの利活用を促進し、安全・安心を確保しつつ、国民一人ひとりに最適な

サービスを提供できるようにする。個々のデータの取扱ルールを含めたアーキテクチャを設計した上

で、各分野における実態や制度等を踏まえ、データ連携基盤の構築等を進める。 

これらにより、国民一人ひとりのニーズやライフスタイルに合ったサービスが提供される豊かな社

会、これまで以上に安全・安心が確保された社会の実現を目指す。 

 

  

 

 
1 令和３年法律第35号。 
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③ デジタル化による地域の活性化 

地域においては様々な社会課題に直面しており、デジタルを地域づくりに活用する。準公共分野を

始めとしたサービスの質の向上、地域雇用の創出、地域企業の新たな販路開拓、脱炭素化・循環経済

への移行の加速、住民の利便性向上、地方公共団体の職員の業務時間やコスト削減を図る。 

また、地域における課題解決・横展開の実現を図るとともに、地域コミュニティの力を引き出し、

地域の自立を促す。 

これらにより、地域からデジタル改革、デジタル実装を進め、地方分散型社会の実現、地域におけ

る魅力ある多様な就業機会の創出、地方公共団体共同型の課題解決、一つ一つの地域において長らく

大切に培われてきた地域の魅力が向上し、持続可能性が確保された社会の実現を目指す。 

 

④ 誰一人取り残されないデジタル社会 

以下のアからオまでに掲げる基本的な考え方を共通認識とし、官民を挙げて「皆で支えあうデジタ

ル共生社会」の構築に向けた環境整備を行う。 

 

ア 機器・サービスに不慣れな人のほか、機器等の利用が困難な人や利用しない人も、サービス提供

者側での対応によりデジタル化の恩恵を実感できること。また、デジタルを利用する人に向けて

は、利用者の視点を第一に、ユーザー体験、使いやすさ（ユーザビリティ）及びアクセシビリティ

に最大限配慮したデジタル機器・サービスを、利用シーンに応じ、様々なニーズも踏まえ、きめ

細かく提供すること。 

イ デジタルに不慣れな方に対してデジタル機器・サービスの利用を支援する場合、機器等の操作方

法等とともに、機器等で何ができて、どのような課題を解決できるかを分かりやすく情報共有す

ること。 

ウ デジタル機器・サービスのアクセシビリティ確保は、障害者のみならず、幅広い国民一般にその

利便性が裨益
ひ え き

するものであり、新たなイノベーション創出や市場形成につながること。 

エ アクセシビリティに係るガイドラインやその実効性の確保に関し、法的措置も含め、国際的な整

合性を図りつつ対応すること。また、そのことが我が国企業等による関連技術やアイデアを生か

した国際競争力の強化にもつながること。 

オ デジタル化の進展に伴う、社会の分断化等の負の影響についても社会全体として情報共有を促進

し、国内外を問わず、安全・安心なデジタル社会を実現していくこと。負の側面の影響を最小化

する施策を総合的に展開すること。 

 

これらにより、地理的な制約、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、経済的な状況等にかかわら

ず、誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受でき、様々な課題を解決し、豊かさを真に実感できる「誰

一人取り残されない」デジタル社会の実現を目指す。 
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⑤ デジタル人材の育成・確保 

デジタル改革やデジタル実装を進めていくための人材不足という課題が、国、地方、企業などあら

ゆる局面で顕在化している。 

まずは、デジタル庁自身が、デジタル人材の育成の場となるとともに、デジタル社会の実現に関す

る司令塔として、人材の確保・育成の役割を十分に果たせるよう体制を整備する。 

各府省庁は、行政機関等におけるデジタル人材の育成・確保を図るとともに、優秀なデジタル人材

が産学官を行き来できる環境を整備し、外部組織や外部デジタル人材との協力によるデジタル化を実

現する。 

また、全国民が当事者であるとの認識に立ち、それぞれのライフステージに応じて必要とする ICT

スキルを継続的に学ぶことができ、我が国のデジタル人材の底上げと専門性の向上を図り、デジタル

人材が育成・確保されるデジタル社会を実現する。 

 

⑥ DFFTの推進を始めとする国際戦略 

国際的に、デジタル化のもたらすプライバシーやセキュリティ上の懸念、情報の極端な偏在、競争

上の問題などが課題となっている。 

信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保を図るため、「信頼性のある自由なデータ流通（Data 

Free Flow with Trust：DFFT）」の一層の具体的推進に資する成果の創出に向けて取り組んでいく。 

また、デジタル庁を含め関係府省庁が、諸外国・地域等と連携し、信頼を基盤とした国際協力を推

進していくことに加え、データ格差を抱える新興国等への支援や協力等に取り組む。 

これらにより、データがもたらす価値を最大限引き出し、プライバシーやセキュリティ等に適切に

対処することにより信頼を維持・構築し、国境を越えた自由なデータ流通が可能な社会の実現を目指

す。 

 

以上に記載した、これまでに示してきたビジョンや６つの目指す社会については、現在においても、引

き続き、政府として追及していくべきものである。 

この６つの姿を実現するための政策については、第三部において、とりまとめている。 

 

そのうえで、理念・原則及びデジタルにより政府が取り組むべき喫緊の課題と対応の方向性、重点的な

取組について、示すこととする。 
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２．デジタル社会の実現に向けての理念・原則 

（１）デジタル社会形成のための基本原則 

2021年のデジタル庁創設に先立ち、2020年に我が国のデジタル社会の将来像やデジタル庁設置の考

え方等を示す「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が策定され、デジタル社会を形成する

ための基本原則として、以下の 10原則を掲げている。 

 

①オープン・透明 ⑥迅速・柔軟 

②公平・倫理 ⑦包摂・多様性 

③安全・安心 ⑧浸透 

④継続・安定・強靱
きょうじん

 ⑨新たな価値の創造 

⑤社会課題の解決 ⑩飛躍・国際貢献 

 

また、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2では、デジタル３原則（①デジタル第一

原則（デジタルファースト3）、②届出一度きり原則（ワンスオンリー4）及び③手続一か所原則（コネ

クテッド・ワンストップ5））を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化を原

則としている。 

デジタル社会の実現に向けては、こうした基本的な原則に則して取組を進めるものとする。 

 

（２）業務改革（BPR6）の必要性 

デジタル化を進めるに際しては、オンライン化等が自己目的とならないように、本来の行政サービ

ス等の利用者の利便性向上及び行政運営の効率化等に立ち返って、業務改革（BPR）に取り組む必要が

ある。 

業務改革（BPR）の実施に当たっては、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（2021 年 12

月 24日デジタル大臣決定。以下「情報システム整備方針」という。）に定めるサービス設計 12箇条に

基づき、利用者のニーズ、利用状況及び現場の業務を詳細に把握・分析した上で、あるべきプロセス

を制度・体制・手法を含めて一から検討する。 

 

第１条 利用者のニーズから出発する 第７条 利用者の日常体験に溶け込む 

第２条 事実を詳細に把握する 第８条 自分で作りすぎない 

第３条 エンドツーエンドで考える 第９条 オープンにサービスを作る 

第４条 全ての関係者に気を配る 第 10条 何度も繰り返す 

第５条 サービスはシンプルにする 第 11条 一遍にやらず、一貫してやる 

第６条 デジタル技術を活用し、サービスの価

値を高める 

第 12条 情報システムではなくサービスを作る 

 

  

 

 
2 平成14年法律第151号。 
3 個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること。 
4 一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること。 
5 民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること。 
6 Business Process Re-engineeringの略称。 
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（３）構造改革のためのデジタル原則 

デジタル臨時行政調査会7は、デジタル改革、規制改革、行政改革に通底する５つの原則からなる「構

造改革のためのデジタル原則」（①デジタル完結・自動化原則8、②アジャイルガバナンス原則9、③官

民連携原則10、④相互運用性確保原則11、⑤共通基盤利用原則12）を 2021年 12月に策定した。これらの

原則を踏まえ、デジタル時代にふさわしい政府への転換を進めていく。 

この原則を徹底するために、制度・業務・システムの整合性を確保して、三位一体で取組を進めて

いく。さらに、アナログをデジタルへ切り替えた途端、アナログより厳格な確認を求める等といった

運用については、逆に国民や事業者の手間やコストが増えることになることから、利便性の観点から

国民や事業者の立場に立って、手続や業務フローを実装・運用する。 

 

（４）クラウド第一原則（クラウド・バイ・デフォルト原則） 

各府省庁において必要となる情報システムの整備に当たっては、迅速かつ柔軟に進めるため、クラ

ウド第一原則（クラウド・バイ・デフォルト原則）を徹底し、クラウドサービスの利用を第一候補とし

て検討するとともに、共通的に必要とされる機能は共通部品として共用できるよう、機能ごとに細分

化された部品を組み合わせて適正（スマート）に利用する設計思想に基づいた整備を推進する。 

 

（５）個人情報等の適正な取扱いの確保及び効果的な活用の促進 

デジタル化の進展に伴い個人情報等の利用が拡大している中で、個人情報の保護に関する法律（以

下「個人情報保護法」という。）13の目的（第１条）及び基本理念（第３条）に則し、個人情報の保護

に関する基本方針14等に基づいて個人の権利利益の保護と個人情報の適正かつ効果的な活用のバラン

スを考慮した取組を実施する。 

  

 

 
7 2023年10月６日廃止。 
8 書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結、機械での自動化を基本とし、行政内部も含めエン

ドツーエンドでのデジタル対応を実現すること。国・地方公共団体を挙げてデジタルシフトへの組織文化作りと具体的対応を進めること。 
9 一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を規定して達成に向けた民間の創意工夫を尊重するとともに、データに基づく

EBPMを徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善を可能とすること。データを活用して政策の点検と見直しをスピーディに繰り返す、機動的な政

策形成を可能とすること。 
10 公共サービスを提供する際に民間企業のUI/UXを活用するなど、ユーザー目線で、ベンチャーなど民間の力を最大化する新たな官民連携を可

能とすること。 
11 官民で適切にデータを共有し、世界最高水準のサービスを享受できるよう、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野間のばらつきを解

消し、システム間の相互運用性を確保すること。 
12 ID、公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）等は、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野ごとの縦割りで独自仕様のシス

テムを構築するのではなく、官民で広くデジタル共通基盤を利用するとともに、調達仕様の標準化・共通化を進めること。 
13 平成15年法律第57号。 
14 平成16年４月２日閣議決定、令和４年４月１日一部変更。 
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３．重点課題 

（１）デジタル化を通じて集中対応すべき課題 

我が国が直面している諸課題のうち、デジタル化・デジタル技術の果たす役割が多いものについて、

デジタル化を通じて集中対応すべき課題として掲げ、取組を加速する。 

 

① 人口減少及び労働力不足（リソースの逼迫
ひっぱく

） 

我が国の総人口は 2070年に現在の約７割に減少し、65歳以上が人口の約４割を占めると予測15され

ており、さらに東京などのいわゆる大都市圏への人口集中は続いていることから、既存の公共サービ

スを維持できなくなることも懸念される。 

また、生産年齢人口についても、2050年には 5,257万人と 2021年から 29.2％減少16することが見込

まれており、供給側・需要側ともに、無駄（時間の浪費）も不便も許されないが、行政手続をはじめと

してまだ相当程度の無駄・不便が残存しており、業務改革（BPR）を進めるとともに、インフラ危機に

対しデジタル技術の適用による更なる最適化・効率化が求められる。 

 

② デジタル産業をはじめとする産業全体の競争力の低下 

医療・教育・防災・こども等の準公共分野をはじめとして、各分野内・分野間の双方においてデータ

の取扱ルールが異なるなど、データの蓄積・利活用が進んでおらず、データが必要な主体間で連携さ

れていないことで、国民・事業者に対して最適なサービスが提供されていない。また、生成 AI等の競

争環境を一変させ得る先端技術の戦略的活用が諸外国と比較して進んでおらず、産業全体の競争力低

下につながっている。 

加えて、クラウドサービスを含めて、生成 AIなどの破壊的イノベーションを生み出すソリューショ

ンについても、海外からの供給への依存度が高く、国内のデジタルトランスフォーメーション（以下

「DX」という。）が進むほどにデジタル収支が悪化し、いわゆる「デジタル赤字17」は依然として拡大

傾向にある。 

供給側であるデジタル産業、需要側である各産業ともに、最適なデジタル化を進め、生産性向上や

新たなビジネスの創出において成果を出すことが求められる。 

 

③ 持続可能性への脅威 

2024年１月に発生した能登半島地震など大規模な自然災害の発生、気候変動、自然資産の喪失（食

料・水・土壌の養分の不足・偏在、資源枯渇等）、廃棄物処理の環境負荷の増大、感染症の世界的流行

（パンデミック）等、我が国を取り巻く持続可能性への脅威が増している。これらの脅威は企業行動

にも大きな影響を与えており、対応の遅れが個々の企業の存立にも関わるようになってきている。デ

ータ連携をはじめ、デジタル技術を活用したシミュレーションなどデジタル化が課題解決に有効だが、

サイバー攻撃への対処能力、情報収集・分析能力の強化等のデジタル自体における持続可能性もまた

課題となっている。 

 

  

 

 
15 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」より。 
16 総務省「令和４年版情報通信白書」より。 
17 デジタル関連収支（コンピュータサービス、著作権等使用料、専門・経営コンサルティングサービス）の赤字のこと。財務省・日本銀行「国

際収支統計」によると、2023年の「デジタル赤字」は 5兆3,452億円となっている。 
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（２）「デジタル化」に対する不安やためらい 

一般的に、社会の「デジタル化」について良いと思わないという声や、デジタル化に適応できてい

ないとする声が一定数存在18している。また、諸外国と比較して官民双方のオンラインサービスに対す

る満足度がともに低調であるとともに、デジタルツールを「使ってみる」こと自体に対しても諸外国

と比較して抑制的であるとする調査もある。今後、「デジタル化」に取り組むに際しては、これらの「デ

ジタル化」に対する不安やためらいが一定程度存在していることを念頭に置かなければならない。 

 

 

  

 

 
18 デジタル庁「社会のデジタル化やデジタル行政サービスの意識調査の結果」において、「社会のデジタル化を良いと思わない人」は約 12％、

「社会のデジタル化に適応できていないと思っている人」は約 34％となっている。 
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４．重点課題への対応の方向性 

（１）デジタル産業基盤の強化 

我が国の産業競争力強化と労働生産性上昇を実現していくには、最先端技術の利用やデータ駆動型

経営への転換も含めた「デジタル化」によって、効率化によるコスト削減と、既存事業の付加価値向

上や新たなビジネスの創出を図り、持続的な成長につなげることが重要である。この観点から、産業

基盤、特にデジタル化に係る産業基盤を整えていく。 

また、データ時代、AI時代におけるふさわしいインフラ整備・基盤整備についても進めていく。 

第一に、AI等の最先端技術・データの徹底した利用である。特に、AIは競争環境を一変させ得る技

術であり、国家全体で利用し尽くすべきことから、政府のデジタル化に係るあらゆる取組において、

AIを積極的に利用していく。AIの利用においてはガバナンスが重要になるため、適切なルール策定と、

品質が確保された活用しやすいデータ整備とを、バランス良く両輪で進めていく。また、デジタル化

を巡るあらゆる取組において、官民を問わず、データをどのように整備、活用、連携するかが重要と

なるため、官民でデータに係る取組を強化する。 

第二に、デジタル化に係る供給側・需要側双方の産業のモダン化19である。供給側においては、拡大

傾向にある「デジタル赤字」も考えると、我が国のデジタル産業が、自らモダンなシステムやサービ

スを供給できるようになるとともに、海外市場を獲得していく必要がある。需要側においては、生産

性や事業の継続可能性を高めるために、システムをモダン化していく必要がある。これらは供給側・

需要側双方におけるリソース逼迫
ひっぱく

への対応としても必須である。この観点から、政府においては、モ

ダン化と相反する方向性の取組は実施しないこととし、少なくとも政府が関わる情報システムについ

ては、海外展開や国際競争を意識して、それに耐え得るアーキテクチャを具備できるようにし、制度

や業務をモダン化されたシステムに合わせていく。 

第三に、デジタル活用や DX推進のための人材育成である。デジタル化の担い手は我が国の産業界で

あるが、デジタル化を進め、業務を効率化し、顧客体験・利用者視点を徹底していく上で、その最も重

要な基盤が人材である。よって、デジタル化や DX推進のための人材育成に係る取組を強化する。 

 

（２）データ連携による持続可能性の強化 

自然災害等の持続可能性への脅威という重点課題に対応するための取組を強化する。特に、データ

連携の推進や信頼性を確保しつつデータを共有できる標準化された仕組み（データスペース）20の構築

について、国境を越えて広がるサプライチェーン21・バリューチェーン22のデータを活用した把握等に

向けて、官民でも協調する必要があるが、持続可能性への脅威は、我が国だけでなく世界各国も直面

していることから、取組を強化することで海外展開へつながる可能性もあり、産業競争力の強化も視

野に取り組んでいく。 

また、社会全体がデジタル化する中で、国民生活の持続可能性を確保するためには、有事や大規模

災害の発生も考慮し、データ自体の消失、システムの不具合、ネットワークや電力供給の途絶等のデ

ジタル化に伴うリスクマネジメントを強化する必要があり、インフラ整備・基盤整備等にも取り組む。 

  

 

 
19 古いハードウェアやソフトウェアを使用しているレガシーシステムについて、「クラウド第一原則」に基づいて、クラウドサービスの利用を

行うとともに、マネージドサービスの組合せだけでシステムを構成する、自らサーバを構築せずシステムを構成するなど、クラウドならでは

の考え方とする、マイクロサービスアーキテクチャの採用や継続的な改善（開発）等を行い、最新の技術トレンドや標準に合わせて最適化し、

総合的に生産性・信頼性を向上させること。 
20 信頼性を確保しつつデータを共有できる標準化された仕組み。EUではデータスペースの取組を体系的に進めており、同時に、世界に向けて、

デジタル基盤や参照モデルなどを発表することで EU主導による国際的な標準化を進めている。 
21 商品・製品の企画・開発から、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売、消費（利用・使用）までのプロセス全体のことであ

り、「モノの流れ」に着眼した考え方。 
22 商品・製品の企画・開発から、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売、消費（利用・使用）までのプロセス全体のことであ

り、各工程を経て付加される価値創造に着眼した考え方。 
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（３）デジタルを活用した課題解決により、結果として「デジタル化」が「当たり前」となる取組の強化 

デジタルを活用し、我が国の様々な課題を具体的に解決する。極力人手を介さないこと、無駄・不

便を発生させないことにより、良質な体験と満足につなげる。こうしたことを通じて、デジタル化の

メリットを実感できる分野を着実に増やしていき、その結果として、従来のアナログな仕組みに慣れ

ている方も含め、「デジタル化」に対する不安やためらいを払拭していく。また、政策データの可視化

（政策ダッシュボード23等）の取組を強化し、目指す社会に向けた進捗をモニタリングし、政府の取組

の際に参照するとともに、公表し、継続的改善を実施する。さらに、デジタルを活用した具体的な取

組や成果についての情報発信・広報も積極的に行い、実際に生活が便利になっていることを事例をも

って示していく。 

 

（４）国・地方デジタル共通基盤の整備・運用  

人口減少社会においても公共サービスをデジタルの力で維持・強化していくには、約 1,800 の自治

体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力して共通システムを開発し、それ

を幅広い自治体が利用する仕組みを広げていくことが重要であり、「第６ 国・地方デジタル共通基盤

の整備・運用に関する基本方針」に基づき、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に取り組む。 

 

（５）国際連携強化 

気候変動や感染症の世界的流行（パンデミック）など、世界的規模での持続可能性に関する課題を

デジタルで解決するためには国際連携は必須である。また、デジタル産業基盤強化の観点からも、我

が国の市場に閉じたデジタル化の推進は意味をなさず、国際展開を常に視野に入れた市場形成や施策

が必要となる。 

また、感染症の世界的流行（パンデミック）や昨今大きく変化している地政学的状況においては、

サイバーセキュリティやデータの信頼ある流通の枠組みなど、デジタルに係る基盤整備において有志

国との間での国際連携を強化するという視点が重要である。 

  

 

 
23 デジタル庁が公開している、政策に関する進捗等の情報を、複数の数値やグラフといったデータによって一元的に表示して閲覧できるツール

のこと。 
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５．重点課題に対応するための重点的な取組 

（１）デジタル共通基盤構築の強化・加速 

① デジタル共通基盤構築 

デジタルを活用して課題を具体的に解決し、実際に生活が便利になっていくことで、「デジタル化」

が「当たり前」だと受け止められれば、さらにデジタルを活用した課題解決が進んでいく。この観点

から、まずはデジタル完結の基盤を整えるとともに、行政関連手続において紙や訪問・対面等が介在

する余地をなくし、無駄・不便を徹底して除去していく。デジタル完結の基盤として、マイナンバー

制度/マイナンバーカードをはじめとするデジタル共通基盤に係る取組を強化・加速していくとともに、

マイナンバー制度/マイナンバーカード等の安全性・信頼性、利便性向上等について国民に広く周知し

ていく。 

 

ア 個人におけるデジタル完結の基盤となるマイナンバー制度/マイナンバーカードに係る取組の強

化・加速 

Ａ マイナンバー制度の推進 

マイナンバー制度は、国民の利便性向上と行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的としてい

る。各種の行政手続において、「誰の」個人情報であるかを正確に特定し、行政機関同士で情報連携

を行うことで、添付書類の省略等が可能となっている。 

2023 年６月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律24」によって、社会保障制度、税制、災害対策分野以外の行政手続におい

てもマイナンバーの利用の推進を図ることとなっている。2024 年夏までに各制度所管省庁に対して

それぞれの事務においてマイナンバー制度の利用可能性の悉皆
しっかい

的な調査を行い、その結果を踏まえ、

2025年通常国会への法案提出を目指すなど、マイナンバー制度の推進を図る。 

また、マイナンバー情報総点検を踏まえ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律25（以下「マイナンバー法」という。）に新設された特定個人情報の正確性の確保の

ための支援規定に基づき、紐
ひも

付け実施機関に対する丁寧な支援を実施する。併せて、マイナンバー登

録事務のデジタル化を進める。 

 

Ｂ マイナンバーカードの普及と利活用の推進 

マイナンバーカードはデジタル空間における最高位の本人確認機能を有しており、一人一人に最適

化された利便性の高い行政サービスの提供や、行政機関の事務処理の効率化を実現するために重要な

基盤である。 

引き続き、マイナンバーカードへの理解を促進し、円滑なカード取得のための申請環境及び交付体

制の整備を更に促進する。また、スマートフォンから様々な行政手続ができる「オンライン市役所サ

ービス」の徹底と、マイナンバーカードを日常生活の様々な局面で利用できるようにする「市民カー

ド化」を推進する。そして、マイナンバーカードが持つ本人確認機能の民間ビジネスにおける利用の

普及に取り組む。 

 

今後、マイナンバー制度の推進、マイナンバーカードの普及と利活用の推進のために、主に以下の

取組を進める。 

 

  

 

 
24 令和５年法律第48号。 
25 平成25年法律第27号。 
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ａ マイナンバーカードと健康保険証の一体化 

現行の健康保険証について、2024年 12月２日から新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする

仕組みに移行することとしている。マイナ保険証への移行に際しては、紐
ひも

づけの総点検に加え、登録

済みデータ全体の住民基本台帳情報との突合とその後の確認作業を行い、国民の不安払拭のための措

置を講じた。また、現行の健康保険証の新規発行終了後も最大１年間、現行の保険証が使用可能であ

るほか、マイナ保険証を保有しない方には申請によらず資格確認書を発行するなど、デジタルとアナ

ログの併用期間を設けることで、全ての方々が安心して確実に保険診療を受けていただける環境整備

に取り組む。 

マイナ保険証は医療の質の向上につながるものであり、今後医療 DX を進めることで様々なメリッ

トが増えていく。こうしたメリットを訴求する動画を作成してテレビ CM など様々な媒体で周知広報

するとともに、マイナ保険証体験会により実際にご利用いただく機会を提供するなどマイナ保険証の

利用促進・広報に取り組む。また、マイナ保険証の医療現場における利用勧奨について関係者一丸と

なって積極的に取り組む。 

 

ｂ マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化 

救急隊がマイナンバーカードを活用して、オンライン資格確認等システムから傷病者情報を正確か

つ早期に把握することによる救急業務の迅速化・円滑化について、2024年度に先行実施する 67消防

本部 660隊が参画する全国規模の実証事業の結果を踏まえ、2025年度に全国展開を推進する。 

 

ｃ 健康・医療・介護分野におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化 

法律にその実施根拠がある公費負担医療や地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度（以下

「公費負担医療制度等」という。）の受給者証、予防接種の接種券、母子保健（健診）の受診券、医

療機関の診察券、介護保険証等をマイナンバーカードと一体化することにより、マイナンバーカード

一枚で受診できる環境整備など、医療 DXの推進に関する工程表等に基づき取組を進める。 

マイナンバーカードを公費負担医療制度等の受給者証として利用する取組については 2023 年度末

より、予防接種の接種券、母子保健（健診）の受診券、介護保険証として利用する取組については、

2024 年度より先行実施の対象自治体において順次事業を開始するとともに、その上で、全国的な運

用を 2026年度以降より順次開始する。 

 

ｄ 運転免許証とマイナンバーカードの一体化 

2024 年度末までの少しでも早い時期に運転免許証とマイナンバーカードとの一体化の運用を開始

する。スマートフォンに免許情報を記録するモバイル運転免許証については、デジタル庁が整備中の

各種資格者証の情報を格納できる汎用的なシステムの活用を前提に検討を進め、デジタル庁と連携し

て当該システムの整備状況を踏まえつつ、一体化の運用開始後、極力早期の実現を目指す。 

 

ｅ マイナンバーカードと在留カードの一体化 

2024年通常国会において成立した「出入国管理及び難民認定法等一部改正法26」に基づき、早期の

施行に向けて、関係省庁とともに政省令やシステム等を整備する。 

 

ｆ 障害者手帳とマイナンバーの連携の強化 

マイナンバー連携を活用し、スマートフォンアプリやウェブサービスで障害者手帳情報を簡便に利

用できる民間の仕組みについて、障害当事者への情報提供を進める。 

 

 
26 令和６年法律第59号。 
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ｇ 年金情報とマイナンバーカードの連携の強化 

マイナポータルにログインをすることにより、「ねんきんネット」上の年金加入記録等の情報を閲

覧可能となっている。今後、「ねんきん定期便」のデジタル化を更に促進し、日本年金機構が作成す

る「ねんきん定期便」情報を本人の申請や確認を待たずしてマイナポータル上でお知らせする機能を

構築する。 

 

ｈ 資格情報のデジタル化 

医師、歯科医師等の約 30 の社会保障等に係る国家資格等は、資格管理者等が共同利用できる国家

資格等情報連携・活用システムの開発・構築を行い、マイナンバーカード・マイナポータルを活用し

手続をオンライン化・デジタル化する。また、技能士資格情報や、技能講習修了証明書、建設キャリ

アアップカード27のオンライン・デジタル化に更に徹底して取り組む。 

 

ｉ 確定申告の利便性向上に向けた取組の充実 

マイナポータルと e-Taxを連携することで、確定申告に必要な各種証明書等のデータを自動入力す

る仕組みを構築しているところ、この取組を更に充実させ、数回のクリック・タップで申告が完了す

る仕組み（「日本版記入済み申告書」（書かない確定申告））の実現を図る。 

 

ｊ 引越し手続のデジタル化の更なる推進とデジタル完結の検討 

全市区町村においてマイナポータルから転出届の提出・転入予定市区町村への来庁予定の連絡を可

能とする「引越し手続オンラインサービス」について、引き続き、国民の利便性向上及び市区町村で

の業務効率化に向け必要な取組を行う。加えて、引越しを行った者が、マイナポータル等で民間事業

者に提供同意を示すことで、民間事業者が変更後の住所情報を受領できるサービスの構築を検討する。 

さらに、確実な本人確認や居住実態の確認等に関する課題を踏まえた方策について検討を行った上

で、地方公共団体の標準準拠システムへの移行状況も踏まえつつ、転入時に必要な手続を含めた、将

来的な完全オンライン化を目指す。 

 

ｋ 死亡相続手続のデジタル完結  

死亡に関する手続（死亡届及び死亡診断書（死体検案書）の提出）のオンライン・デジタル化に向

けて、デジタル庁において、厚生労働省及び法務省とともに課題の整理を行うとともに、オンライン・

デジタル化実現に向けた具体的なシステム設計に関する検討を進める。また、法定相続人の特定に係

る遺族等の負担軽減策について、社会実装に向けた論点整理を行い、その実現を支援する。 

 

ｌ 在外選挙人名簿登録申請のオンライン化等の検討 

関係省庁及び地方公共団体の選挙管理委員会と連携し準備を進め、電子メールの利用等による在外

選挙人証の交付等の迅速化を図る。在外選挙人名簿登録申請手続におけるマイナンバーカードの活用

については、関係省庁と連携して検討する。また、在外選挙におけるネット投票の検討については、

課題の整理、対応など調査研究を進める。 

 

ｍ 「市民カード化」の推進 

マイナンバーカードを日常生活の様々なシーンに持ち歩き、安全、安心に様々な形で利用ができる

 

 
27 建設キャリアアップシステムに登録した技能者に発行されるカード。 
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ようにする。図書館カード、印鑑登録証、書かない窓口の実現など、行政による市民サービスにおけ

るマイナンバーカードの利活用については、自治体が共同利用できるシステムやアプリの提供を行う

と共に、推奨すべきケースやソフト/システムを積極的に特定し、当該サービスの全国への展開を積

極的に支援する。 

なお、コンビニ交付サービスや行政手続のオンライン化をはじめとしたフロントヤード改革28につ

いても、引き続き推進する。 

 

ｎ 公金受取口座の活用推進 

金融機関経由での登録受付については、マイナンバー検証機能の導入に伴うシステム開発完了後に

開始する。行政機関経由登録（含む特例制度）については、システム開発完了後、順次開始する。 

 

ｏ スマートフォンへの搭載等マイナンバーカードの利便性の向上 

スマートフォン用電子証明書サービスについて、2023 年５月に Android 端末への搭載を開始して

おり、順次対応サービスの拡大を図る。また、iOS端末についても実現に向けた検討を進める。加え

て、マイナンバーカードの電子証明書機能に加え、マイナンバーカードが保有している基本４情報等

（氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー、顔写真）をスマートフォンに搭載することを目指す。 

 

ｐ 様々な民間ビジネスにおける利用の推進 

マイナンバーカードが持つ本人確認機能の民間ビジネスにおける利用の普及を図るため、手数料の

当面無料化、最新の住所情報等の提供、スマートフォン用電子証明書搭載サービスを推進する。 

また、エンタメ分野や酒・たばこ販売時の年齢確認サービスなど、各分野における新たなユースケ

ース創出のための実証実験を行う。 

 

ｑ マイナポータル APIの利用拡大等による官民のオンラインサービスの推進 

マイナポータルで提供している自己情報取得 API29や医療保険情報取得 API といった各種 APIにつ

いて、ウェブサービス提供者等の声を聞きつつ、関係省庁と必要に応じて連携した上で、より利用し

やすいサービスとなるための取組を検討し、利便性の向上を目指す。また、マイナポータル API仕様

公開サイト等を通じて、マイナポータル APIに関する情報発信を行う。 

 

イ 法人におけるデジタル完結の基盤となる取組の強化・加速 

Ａ 公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）の整備 

行政手続において情報の提出は一度限りとすること（ワンスオンリー）や民間事業者の DX 促進等

に向けて、行政機関間の情報連携や民間事業者を含めたデータの利活用を推進するために、公的基礎

情報データベース（ベース・レジストリ30）として、社会の基盤となるデータ群の整備や利活用を進

めているところ。 

今後、公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）について、2024年通常国会で成立した情

報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律31（以下「デジタル社会形成基本法

等の一部改正法」という。）に基づき、公的基礎情報データベース整備改善計画（以下「整備改善計

 

 
28 オンライン申請、「書かないワンストップ窓口」等、住民との接点の多様化・充実化やデータ対応の徹底など。 
29 Application Programming Interfaceの略称。他システムの情報や機能等を利用することで、アプリケーションの開発やデータの共有・利活

用を容易にするための仕組み。 
30 住所・所在地、法人の名称など、制度横断的に多数の手続で参照されるデータからなるデータベースであって、整備を行うことで国民の利便

性向上や行政運営の効率化等に資するもの。 
31 令和６年法律第46号。 
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画」という。）を策定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進する。公的基礎情報データベース（ベ

ース・レジストリ）を構成するデータの品質を確保するため、関係機関の果たすべき役割や具体的な

取組を検討し、整備改善計画において定める。 

商業登記・不動産登記関係データベースについては、整備改善計画で定めた全ての国の行政機関や

自治体が利用できるデータベースの整備を行うとともに、同計画に基づき利用目的の特定、変更を行

う等の個人情報の適正な取扱いの観点から必要な対応を行う。 

住所・所在地関係データベースについては、地方公共団体の協力を得て、関係省庁と連携し 2024

年度中に町字情報を整備し、地方公共団体から町字の変更について提供を受けデータの最新性を保つ。 

民間企業に対する登記情報 APIの開放について、利便性向上及び個人情報の適正な取扱いの観点か

ら登記制度の趣旨を踏まえて検討する。 

 

Ｂ 全体最適を意識した事業者向けサービスのシステム整備 

事業者向けの行政サービスについても、個人向けの行政サービスと同様に、全体最適を意識したシ

ステム整備が重要である。①事業者向けの行政サービスの利用者体験向上に向けた環境の整備、②事

業者向け行政サービスで利用する共通機能の整備、③各省庁における事業者向け行政手続の効率的な

デジタル化の３点を大きな課題として整理してきたところ。 

 

ａ 事業者向けの行政サービスの利用者体験向上に向けた環境の整備 

利用者体験の整備においては、事業者の目線に立って、事業者の行政サービスの体験プロセスを

具体的に整理する。あわせて、事業者がワンストップで様々な行政サービスにアクセスできる環境

を整備するため、事業者が手続を行う際のポータル（事業者向けポータル）について、正式版の運

用を念頭に、e-Gov の機能の活用可能性を含めた検討及び実証版の構築を行っていく。また、調達

ポータルについては、次期システムにおいて国の調達全般にかかるポータルサイトを目指すことで、

事業者への利便性向上を図る。 

 

ｂ 事業者向け行政サービスで利用する共通機能 

事業者等の法人（個人事業主を含む。）が様々なサービスにログインできる認証機能である Gビズ

IDを、原則すべての行政手続で採用すべく各省庁と連携して検討を進める。行政手続における料金

支払い等の決済、事業者向けの通知、各種行政文書の保管等については、デジタル庁が保有する政

府共通決済基盤、e-Govの電子送達機能の活用可能性等を検討した上で、今後実装計画を整備する。 

また、官民取引や企業間取引のデジタル完結とデータ相互運用性の確保を目指し、関係府省庁や

事業者との連携を進める。 

 

ｃ 各省庁における事業者向け行政手続・補助金申請等のデジタル化 

事業者向けの行政手続・補助金申請においては、デジタル庁が整備した調査ツールによる各省庁

の状況調査を行い、引き続き、各省庁はデジタル化に関する取組を推進する。特に年間手続件数の

少ない行政手続についてはデジタル庁が整備した共通機能の活用等を通じて、各省庁において効率

的なサービス開発を進め、費用負担の低減を目指す。また、各省庁において、重要度が高く、大規

模な行政手続システムについては、システムのモダン化の検討を行う。 

事業者向け補助金申請については、J グランツを改修し対応可能な補助金の種類数を増加させる

ことで、2025年度以降、各省庁において、事業者向け補助金の電子申請対応を原則とすることとし、

事業者による電子申請率の向上を図る。 
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② 包摂的なデジタル社会に向けた環境整備 

デジタルを活用した具体的な課題解決によって良質な体験ができるようになることで、結果として

｢デジタル化」が「当たり前｣であると受け止められることを目指していくが、その際、デジタルから

排除されることで良質な体験ができない方々がいると、「デジタル化」は「当たり前」のものにならず、

「誰一人取り残されない人に優しいデジタル化」は実現しない。したがって、包摂的なデジタル社会

に向けた環境整備は極めて重要である。環境整備の結果、ユーザーである国民、企業、行政職員のデ

ジタル行政サービスに係る満足度や各サービスの浸透度も高まっていくことを想定し、これらを重要

な指標と捉えて調査を行う。また、「デジタル化」に対する国民の不安やためらいについても合わせて

調査・モニタリングしていくとともに、結果も公表し、継続的改善を実施する。その上で、包摂的なデ

ジタル社会に向けた環境整備に係る取組を、国際的な議論も参照しつつ、以下の 3 つの枠組みの下で

進めていく。アについては、我が国では国際的にも進んでいるため引き続き取り組むとともに、イと

ウをさらに強化していく。 

 

ア デジタルの利用環境・インフラ整備 

デジタル田園都市国家インフラ整備計画（2023年４月改訂）等に基づき、光ファイバの未整備地域

の解消や 5Gの人口カバー率拡大、非居住地域における利用用途に応じた通信環境整備、非地上系ネッ

トワークやデータセンターの整備を推進する等、引き続き利用環境・インフラ整備を進める。 

 

イ デジタルを正しく理解し活用する力（デジタルリテラシー）の向上 

デジタル活用支援推進事業や、デジタル推進委員の取組を継続的に実施し、動画等の分かりやすい

コンテンツ等も活用して、高齢者や障害者をはじめ、デジタル機器やサービスに不慣れな方の不安解

消に取り組む。また、インターネット上に流通・拡散する偽・誤情報への対応等について、国際的な動

向を踏まえつつ、プラットフォーム事業者の取組の透明性・アカウンタビリティの確保、デジタル広

告に関する課題への対応、幅広い世代におけるリテラシー向上等、制度面も含む総合的な対策を進め

る。 

 

ウ 誰でもデジタルに関する製品やサービスを利用できる環境（アクセシビリティ）の確保 

ウェブコンテンツ（行政サービス、オンラインシステム、ホームページ、動画や資料等を含む）や放

送において誰でもデジタルに関する製品やサービスを利用できる環境（アクセシビリティ）の確保を

徹底し、すべての方々にとってアクセス可能となる情報コミュニケーション基盤を確立する。そのた

め、WCAG 2.232等の国際的な最新技術動向も踏まえ、ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック33の改

定を行う。行政機関の情報提供や行政手続のウェブサービスについては、利用者の誤解や操作ミスを

防ぎ、誰もが便利で簡易に使えるよう、開発工程から一貫して取り組むとともに、試験等の品質確認

の確実な実施を徹底する。放送についても、情報アクセス機会の均等化を実現する。 

また、利用者中心のデジタルサービスの提供にあたっては、「窓口で相談してからオンラインで申請」、

「ウェブ自動応答（チャットボット）で問い合わせをしてからオンライン手続」等、アナログとデジ

タルのメリットを組み合わせ、利用者にとって最も利便性が高く、体験が良くなる手段を選択できる

ことが望ましい。そこで、各サービス利用者が得られる価値を、利用者の立場に立って最大化するた

め、各サービス間で情報を連携して利用体験を連動させることで、すべての方々にサービスの利用機

会・体験が保障されるようにする。デジタル庁及び総務省は、サービス改善に取り組む行政関係者向

けの情報提供や行政評価の枠組みの検討を行う。 

 

 
32 Web Content Accessibility Guidelines 2.2（W3C Recommendation 05 October 2023） 
33 多様な人々が、障害等の有無やその度合い、年齢や利用環境に関わらず、デジタルで提供されている情報やサービスを利用できるようにする

こと（ウェブアクセシビリティ）に初めて取り組む行政官や事業者向けのガイドブック。 
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③ デジタル人材育成 

デジタルを活用した課題解決を進め、実際に生活を便利にして「デジタル化」を「当たり前」にして

いくためには、その担い手たる人材が必要であるが、現在、質・量ともに不足していることから、現状

を把握した上で、デジタル人材育成の取組を強化する必要がある。 

これまで DXを推進する人材に必要となる役割やスキルを明確化した「デジタルスキル標準」を定め、

スキル標準に基づく教育コンテンツの一元的な提示や、地域企業と協働して実際の企業の課題解決に

取り組むプログラムなどを実施する「デジタル人材育成プラットフォーム」の整備を進めてきた。今

後は、個人が持つデジタルスキル、スキルアップ状況、試験によるスキル評価のデータを蓄積・可視

化し、保有スキルの証明をデジタル資格証明（デジタルクレデンシャル34）の形で発行していくことで、

個人における継続的な学びと、目的をもったキャリア形成の実現を目指し、これを独立行政法人情報

処理推進機構（以下「IPA」という。）で運用していく仕組みを検討する。 

また、教育の観点では、教育カリキュラム等の充実や専門性の高い指導者・教員の確保等に引き続

き取り組んでいく。例えば、数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアムにおける活動

や、大学等の優れた教育プログラムを国が認定する制度、大学院における人文・社会科学系等の分野

と情報系の分野を掛け合わせた学位プログラムの構築等を通して、大学等における数理・データサイ

エンス・AI教育を進めていく。 

加えて、小規模の市町村等において、DX推進を担う人材確保が困難であることを背景に、都道府県

を中心に都道府県と市町村が連携した地域 DX推進体制の構築が進みつつある。こうした取組を更に加

速化し、2025年度中に、各都道府県の実情を踏まえつつ、全ての都道府県で「自治体 DX推進センター

（仮称）」といった推進体制を構築し、その中で、市町村が求める DX 支援のための人材プール機能を

確保できるよう、総務省において、都道府県間の連携も促進しながら、デジタル庁と連携し、支援の

取組を進める。 

 

  

 

 
34 個人の経歴、資格、スキル等の広範な情報を記載したデジタル形式の証明書。 
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（２）制度・業務・システムの三位一体での取組  

デジタル臨時行政調査会において策定された「構造改革のためのデジタル原則」に基づく業務・制

度の見直しは極めて重要な取組であり、これに基づき、これまでアナログ規制一掃に向けた取組を進

めてきたところ。 

我が国が直面する人口減少・労働力不足の中で、極力不要な人手を介さない、無駄・不便を生み出

さない、といった、需要側・供給側の双方にとって便利で良質な体験が得られるようにするためには、

制度・業務まで含めた改革が不可欠である。このため、今後、「構造改革のためのデジタル原則」等を

さらに徹底し、政策の企画・立案段階から、制度・業務・システムを一体として捉えた検討を行い、こ

れらの整合性を確保して「三位一体」で取組を推進することをデジタル政策における大前提とする。 

その上で、この大前提の下に、既存制度・業務のデジタル化においても、システムだけではなく制

度・業務も同時に改革していく。毎年、重点分野を定めて政府のリソースを集中させ、デジタル関係

制度改革検討会等において、三位一体での取組を進めていくこととし、デジタル化のメリットを実感

できる分野を着実に増やしていく。 

新たな政策立案・制度創設等においても、企画・立案段階から業務設計、情報システムの整備・運用

に係る検討が行われるよう、新規法令等のデジタル原則適合性確認プロセス（デジタル法制審査）の

機能等を強化し、政府情報システムのプロジェクトにおける予算要求段階、執行段階といった各フェ

ーズに応じたレビューを通じて、上記「三位一体の大前提」に基づき、制度・業務・システムの整合性

の確保を進める。 

また、ドローン、自動運転等の現実空間（フィジカル空間）で革新をもたらすデジタル技術を活用

することでも、物理制約を超え、人手が介在する余地を減らす可能性がある。実際に効率化や利便性・

体験の向上につなげるためには、制度・業務・システムの三位一体で取り組まなければならず、デジ

タル技術の導入支援を含め、「デジタルライフライン全国総合整備計画35」によりハード・ソフト・ル

ールの整備を進めていく。 

 

（３）デジタル行財政改革 

急激な人口減少等を見据え、利用者起点で行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して

公共サービス等の維持・強化等を実現すべく、「デジタル行財政改革取りまとめ 202436」に基づき取組

を実行する。教育、交通、医療・介護、子育て、福祉相談、防災等の各分野において、教育 DX、介護

現場の生産性向上、専門事故調査に関する体制整備等による自動運転の社会実装の加速37等に向けた制

度やシステムの整備を推進する。「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針 36」に基

づき、国・地方が共通デジタルサービスを利用できるよう、国・地方公共団体間の連絡協議を深め、縦

割りの弊害を排して政府横断的な推進体制の下で各府省庁がデジタル庁・総務省と連携し、主体的に

業務見直しとシステム構築を行うとともに、デジタル庁を中心に必要な専門人材を確保しつつ、初期

開発や移行・普及支援、公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）などのデジタル公共インフ

ラの整備、地方への普及支援等を推進する。同時に都道府県に公共サービス DX推進のハブ機能を形成

し、都道府県は域内基礎自治体を支援するとともに、国は、専門人材の採用支援を行う。そして、重要

分野の改革推進のため、中長期的 KPI の設定と政策手段と政策目的の論理的なつながりを図示化した

もの（ロジックモデル）38の構築等により政策の進捗モニタリングと改善を行う。また、基金全体の不

断の点検・検証を進める。 

 

 

 
35 デジタルライフライン全国総合整備実現会議決定（2024年６月５日）、デジタル行財政改革会議決定（2024年６月18日） 
36 2024年６月18日デジタル行財政改革会議決定。 
37 「モビリティ・ロードマップ2024」。 
38 政策手段と政策目的の論理的なつながりを明確化するため、政策手段から政策目的までの「経路」（ロジック）を図示化したもの。 
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（４）デジタル・ガバメントの強化（システムの最適化） 

引き続きデジタル・ガバメントの強化に取り組むが、その際、供給側・需要側の双方において、有限

の労働力や時間が生産的・効率的に使われるようにするという観点を持ち、我が国のリソースに思い

を致すことが重要である。基本的方向性として、供給側については、デジタル化に係る重複投資を避

けること、古いテクノロジーにリソースが張り付くことを避けること、リソース育成にも資する取組

を講じていくことにより、産業界の動向と整合性を取る。需要側については、政府の業務効率化、IT

調達や運用に係る業務負担の低減、ユーザーの利便性の向上等により無駄・不便を取り除いていく。 

この観点からは、公共分野における IT調達等のデジタルに係る事業が、携わる人材も含め、民間部

門における事業と大きく異なった特殊なものとならないようにしていく必要がある。また、公共分野

における事業が海外展開にもつながり得るように組み立てることが重要なため、公共分野のシステム

全体のアーキテクチャを戦略的に定義する。併せて、情報システム関係経費の費用対効果の可視化に

も取り組む。 

 

① 公共分野における取組 

人口減少社会においても公共サービスをデジタルの力で維持・強化していくには、各府省庁や約

1,800 の自治体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力して共通システム

を開発し、それを幅広い自治体が利用する仕組みを広げていくことが重要である。 

「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づき、①システムは共通化、

政策は地方公共団体の創意工夫という最適化された行政、②即時的なデータ取得により社会・経済

の変化等に柔軟に対応し、有事の際に状況把握等の支援を迅速に行うことができる強靱
きょうじん

な行政、③

規模の経済やコストの可視化及び調達の共同化を通じた負担の軽減により、国・地方を通じ、トー

タルコストが最小化された行政を目指すとの基本的価値を国と地方が共有しつつ、連絡協議の枠組

みの下、「各府省庁による所管分野の BPRとデジタル原則の徹底（タテの改革）」と「デジタル公共

インフラ（DPI39）の整備・利活用と共通 SaaS40利用の推進（ヨコの改革）」の取組を進める。 

このことから、国においては、まず、原則として、政府情報システムは、クラウドに最適化され

たシステムをガバメントクラウド上に構築し、クラウドサービス事業者が提供するサービスを活用

して効率的に運用する。全機能の個別スクラッチ開発は極力避け、機動的なシステム構築を推進す

るとともに、可能な限り既製の SaaSを活用し、システムの統廃合や共通化・共同化の検討も徹底す

る。このため、業務にシステムを合わせるのではなくシステムに業務を合わせ、業務やその前提と

なる制度を改めることとする。 

デジタル庁は共通で利用できる機能の部品化（コンポーネント化）を進め、認証・署名・決済・

ポータル・申請・手続処理・データベース・端末・サーバ・ネットワークなどの共通機能、API、SaaS

のカタログを整備するとともに、ガバメントクラウドを活用した政府情報システムの効率的な活用

を支援する。 

各府省庁は、情報システム整備方針等を踏まえ、業務改革（BPR）の推進、共通機能の活用の徹底、

システムの統廃合・サブシステムや機能の集約等を進める。例えば、申請・届出、個人や法人の認

証等に係る機能等は既に整備されているものを活用する。ガバメントクラウド上に構築したシステ

ムは稼働状況を逐次把握可能となることから、利用状況やニーズなどのデータに応じたサイジング

を行う。 

 

 

 
39 Digital Public Infrastructureの略称。 
40 Software as a Serviceの略称。利用者が必要とする業務アプリケーションやコミュニケーション機能等を既に構築・運用されているサービ

スをインターネット経由で利用することができるもの。システムを個別に構築することなく、デジタル化が可能で、「作る」から「使う」への

転換につながる。 
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これらを具体的に進めるために、まず、機能的共通性を検証し、その実現可能性等についての結

果に基づき、対応可能なシステムから、共通機能等の組み合わせ方、統廃合等を検討の上、次期シ

ステム更改での実装を目指すこととする。次に、そこで得られた知見を踏まえ、システム更改時期

を考慮しつつ、随時、全システムに検討の範囲を拡大する。その際、プロジェクト計画書等に基づ

いて詳細に検討し、優先順位を付けた上で、活用可能な共通機能、共通化・共同化、既製の SaaSの

活用等の選択肢の中から、順次、実行する。最終的には、実行したプラクティスを基に取組を改善

した上で、すべての政府情報システムについて必要な取組を実行し、最適化を進める。 

加えて、アーキテクチャ・データ連携のあり方についても定め、その観点から政府情報システム

の全体としての最適化の進め方も検討する。 

より良い行政サービスを低コストで国民に提供するために、また、予算全体の抑制の観点から、

デジタル化による利便性の向上や行政の効率化等を進め、その成果を国民に実感してもらうために

可視化する必要がある。政府情報システム全体の最適化を進めるために、今後５年間を集中取組期

間と位置付け、ライフサイクルに応じて、これらの施策に集中して取り組む。システム経費や費用

対効果の「見える化」の観点から、以下の取組みを進める。 

• 需要側・供給側の双方にとって便利で良質な体験が得られることを目指し、制度・業務・システ

ムの三位一体での取組の結果に基づき、政府情報システムの運用等経費等の３割削減目標に引

き続き取り組み、毎年度の決算に基づき達成状況を公表する。 

• 利用者の利便性向上、将来の情報システム経費の抑制、削減、行政の効率化、新たなサービスや

事業機会創出による経済効果などデジタル化によって得られる効果全体の最大化に向けて、行

政事業レビューシートの枠組みを活用して情報システム関係経費の費用対効果を定量的に可視

化した上で公表する。 

• 各システム経費の実績の一覧を公表し、継続的改善を促す。 

なお、クラウド活用が原則になることを考えると、クラウドの選択肢が絞られないことが重要で

あり、クラウドに係る人材不足がボトルネックとならないように、人材育成等を戦略的に進める必

要があることには留意しなければならない。 

 

さらに、地方公共団体情報システムの統一・標準化の取組についても、基幹業務システムを利用

する全ての地方公共団体が、原則 2025年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠シ

ステムへ円滑かつ安全に移行できるよう、環境を整備する。その際、2025年度に向けて、制度改正

等が移行作業に与える影響を地方公共団体や事業者を通じて丁寧に把握し、移行困難システムを含

む基幹業務システムの標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行に向けて積極的に支援する。 

標準準拠システムは、データ要件・連携要件に関する標準化基準に適合することにより、当該デ

ータの公共サービスメッシュ（情報連携の基盤）への連携を迅速かつ円滑に行える拡張性を有する。

公共サービスメッシュ（情報連携の基盤）は、行政が保有するデータを安全・円滑に連携できるよ

う、機関間の情報連携・地方公共団体内の情報活用・民間との対外接続を一貫した設計で実現する。

マイナンバー制度に基づく機関間の情報連携については、現行の中間サーバ等に相当する共通機能

の提供や情報提供ネットワークシステムの刷新を行う。地方公共団体内の情報活用については、順

次、地方公共団体が必要な機能を実証的に利用可能とする。 
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② 準公共分野等における取組 

これまでの「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、準公共分野41として、「健康・医療・

介護」、「教育」、「防災」、「こども」、「モビリティ」、「農林水産業・食関連産業」、「港湾（港湾物流分

野）」、「インフラ」の８分野を指定してきた。さらに、横断的な連携が重要な相互連携分野として、「取

引（受発注・請求・決済）」、「スマートシティ」の２分野を指定してきた。引き続き、これらの分野を

指定し、必要な取組を進めていく。 

準公共分野等においても、制度・業務・システムの整合性を確保した三位一体を前提として取組を

進め、無駄・不便を取り除き利便性を向上させるという成果を具体的に出していくことが重要である。

生活に密接に関連していることから、「デジタル化」が「当たり前」のものだと多くの方々に受け止め

られていくことが期待される。その際、「①公共分野における取組」の記載と同様に、システムの最適

化を進めていく。 

その上で、主に、以下の取組について進める。 

 

ア 健康・医療・介護分野 

Ａ 電子カルテの標準化 

医療機関等での電子カルテ情報の共有について、オンライン資格確認等システムを拡充し、電子カ

ルテ情報共有サービスを構築するとともに、2024 年度中に先行的な医療機関等から順次運用を開始

する。 

さらに、必要な患者の医療情報を共有するため、遅くとも 2030 年には概ねすべての医療機関にお

いて電子カルテの導入を目指すこととし、まずは医科診療所向けに、標準規格に準拠したクラウドベ

ースの電子カルテ（標準型電子カルテα版）を 2024年度中に開発し、試行的実施を目指す。 

 

Ｂ 診療報酬改定 DX 

医療機関等の各システム間の共通算定マスタとなる医薬品マスタを改善し、2024 年度中に提供す

ることで、自治体、医療機関等の間で生じる情報共有にかかる間接コストの軽減を図る。あわせて、

診療報酬算定と患者の窓口負担金計算を行うための全国統一の共通算定モジュールについて、2024年

２月に設計・開発を開始し、2025年度にモデル事業を実施した上で、2026年度に本格的に提供する。 

 

Ｃ オンライン診療の促進 

オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針に基づき、2024 年度に遠隔医療の調査

を行い、課題と解決策等の検討を行うとともに、2024年度以降、オンライン診療等の標準的な活用方

法を既存の診療ガイドラインに位置づけることを目的とした臨床研究を推進する。 

 

イ こども分野 

Ａ 必要な情報を最適に届ける仕組みの構築 

2024 年度に全国の子育て支援制度の網羅的調査を実施し、同年度中に「子育て支援制度レジスト

リ」を整備する。整備されたレジストリを民間の子育てアプリと連携可能とすることにより、子育て

世帯が必要な情報を、日常使う子育てアプリに、最適なタイミングで配信する仕組みを 2025 年度以

降実現する。 

  

 

 
41 生活に密接に関連していて、国と民間が協働して支えている準公共サービスのうち、国による関与（予算措置等）が大きく、他の民間分野へ

の波及効果が大きい分野。 
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Ｂ 出生届のオンライン化 

全ての自治体において出生届のオンライン化を可能とするため、マイナポータルから戸籍情報連携

システムを介したオンライン届出を 2026 年度を目途に実現することを目指すとともに、出生証明書

については自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム（PMH42）等を介して医療機関から自治体に

直接提出することを可能とすべく、検討を進める。 

それまでの間、出生証明書について医師等の電子署名の付与を不要とする省令改正を実施し、希望

する市区町村が、試行的に出生証明書の画像情報による添付を可能とした上で、マイナポータルの「手

続の検索・電子申請」機能を用いた出生届のオンライン届出を 2024年８月中を目途に実現する。 

 

Ｃ 母子保健分野におけるデジタル化の推進 

自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム（PMH）を活用し、マイナンバーカードを健診の受診

券として利用するとともに、マイナポータル等を活用して事前に問診票をスマートフォンで入力でき

る取組等について、希望する自治体において先行的に運用を開始する。2024年度以降、導入自治体の

拡大を図るとともに、必要な機能の拡充を行う。 

あわせて、電子版母子健康手帳を原則とすることを目指し、2024 年度から課題と対応を整理した

上で、2025年度にガイドライン等を発出し、2026年度以降の電子版母子健康手帳の普及につなげる。 

 

Ｄ 里帰りする妊産婦への支援 

2024年度に自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム（PMH）を活用した里帰り妊産婦に係る

母子保健情報の自治体間連携システムを整備するとともに、希望する自治体において先行的に運用を

開始する。その上で、2026 年度以降の全国展開に向け、2025 年度においては実施自治体の拡大を図

る。 

 

Ｅ 保育業務の届出一度きり原則（ワンスオンリー）実現に向けた基盤整備 

給付・監査等の場面における保育士等や自治体担当者の事務負担の軽減を図るため、2025 年度ま

でに様式・通知等の見直しを進める。また、保育施設や自治体の業務システムと連携した施設管理プ

ラットフォームを整備することにより、データ連携に基づく新たな業務の運用を開始し、2026 年度

以降その全国展開を進める。 

 

Ｆ 保活ワンストップシステムの全国展開 

「保活」に係る保護者等の負担軽減を図るため、一連の「保活」がワンストップで完結できるよう、

保活情報連携基盤を 2025 年度中に構築することでシステムや行政手続間の連携を確保するとともに、

申請事務・届出情報の標準化や、再調整・引越しの際の申請手続の簡素化を進め、2025年度に所要の

通知等の見直しを行い、2026年度の入所申請に向けた「保活」から運用改善を開始する。 

 

Ｇ 就労証明書のデジタル化 

就労証明書について、2025 年度入所申請に向けて「追加項目」の精査・標準化を行い、2024 年夏

までに標準化された「追加項目」をマイナポータル上にデータ化するとともに、2026年度の保活ワン

ストップシステムの実装までにオンライン提出を可能とする。保護者、自治体、企業に最も負担が少

なく、合理的な方法を検討し、結論を得て 2025年度中に保活情報連携基盤の機能を拡張する。 

  

 

 
42 Public Medical Hubの略称。医療費助成、予防接種、母子保健等の分野におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化を実現するため

の、自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム。 
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Ｈ 保育現場における ICT環境整備 

2025 年度中に保育施設等における ICT 端末導入率 100%を目指し、ICT 導入状況等に関する調査研

究を実施するとともに施設管理プラットフォームや保活情報連携基盤とデータ連携が可能な保育ICT

システムの標準仕様を検討し、それらの結果を踏まえ、段階的・計画的に整備を進める。 

また、テクノロジーを活用して一層安全な保育環境を整備するため、こどもの安全対策に資する設

備等の導入を推進する。 

 

Ｉ 放課後児童クラブ DXの推進 

2024 年度中に放課後児童クラブの ICT 導入や活用に関する調査を行い、課題等を把握する。あわ

せて、放課後児童支援員に対する ICT導入に係る研修を含め ICT利活用の好事例の横展開等を行い、

利活用支援を行う。また、2025年度以降に利用手続や事業運営に関する DX推進実証事業の実施に向

けて検討を進める。 

 

Ｊ こどもに関するデータ連携の検討 

データ連携等により、潜在的に支援が必要なこどもや家庭を把握し、支援につなげる際の課題等を

検証する実証事業において、データ連携項目、個人情報の適正な取扱い、システムの在り方、支援へ

の接続方法などを整理し、2024 年度末までに地方公共団体がこどもデータ連携に取り組むためのガ

イドラインを策定する。 

 

ウ 教育分野 

Ａ 校務 DXの推進 

2026年度から４年間かけてパブリッククラウド環境を前提とした次世代校務 DX環境への移行を順

次進める。併せて都道府県単位での校務支援システムの共同調達を推進することで、コスト削減を図

るとともに、教師の異動に際する負担の軽減、自治体における事務負担の軽減、特に小規模自治体で

の安定的な調達を後押しする。校務 DX の着実な推進のため、文部科学省は引き続き各教育委員会に

よる教育情報セキュリティポリシーの策定及び見直しを働きかけるとともに、政策に関する進捗等の

情報を可視化し、一元的に表示・閲覧できるツール（政策ダッシュボード）等も活用し、全国の校務

DXの実態を把握しながら必要な施策を進める。 

また、次世代型校務支援システムの導入に際して、県内を異動する教師の負担軽減、校務支援シス

テムの調達費用の削減、及びデータの引継ぎの効率化のため、小中学校等における指導要録、健康診

断票、出席簿、調査書については国または都道府県単位で共通化やデータ標準化を行い、その他の帳

票も含めて特段の支障がない限りカスタマイズ（独自仕様の導入）を行わないよう働きかける。 

加えて、中学校・高校の教師の事務負担に加え、生徒・保護者にとっても負担となる高校入試事務

手続のデジタル化を推進するため、技術仕様の検討を速やかに行い、意欲ある地方公共団体と連携し

て実証に取り組む。 

更に、ネットワークについては、自治体に必要なネットワーク速度を定めた上でネットワークアセ

スメントの実施を促し、2025 年度末までに、全ての学校で必要なネットワーク環境が整備されるよ

う措置を講じる。 

 

Ｂ オンライン教育・民間人材活用の促進 

デジタル田園都市国家構想交付金 TYPESにより、中山間地域や離島の小中学校の「多様な学び」を

実現することを目指して、オンライン授業の発信者となる専門性の高い教師や民間人材をリスト化し、

リストに掲載される発信者と、受信者となる教師とをつなぐマッチング機能等を備えた全国への横展

開可能な共通利用基盤を 2024年度に構築し、2025年度以降に横展開を図る。 
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Ｃ デジタル教材の活用促進 

デジタル田園都市国家構想交付金 TYPESにより、都道府県内の学校・市町村教育委員会等が共通で

利用できるデジタル教材等のプラットフォームを整備するとともに、効果的なデジタル教材等の在り

方についての検証を行い、全国への横展開モデルとなる教師が利用しやすい共通利用基盤を 2024 年

度に構築し、2025年度以降に横展開を図る。 

また、地理的・人的要因によるスポーツ体験格差の解消を図り、持続可能な形でこどもたちが多様

なスポーツ活動に親しむ環境を構築するため、2024 年度中に、主に中学生の主体的な学びに資する

自主学習用の動画コンテンツを掲載した特設サイトを開設する。 

 

Ｄ 教育データの効果的な利活用の推進とそれに必要な環境整備 

児童生徒１人１台端末環境において、全てのこどもたちの力を最大限に引き出すことができるよう、

官民が役割分担して、学びの利便性向上やデータ利活用を推進するための環境を整えるとともに、各

学校における効果的なデジタル教材等の導入を促進するためのデジタル基盤の構築に向けた検討に

着手したが、教育におけるシステム間・自治体間のデータ連携に課題がある等の理由で教育データ利

活用が全国的な動きになっていない。このため、教育データ利活用ロードマップの改定（2024年度内

を目途）、自治体間連携のためのデータ連携基盤やアーキテクチャ・ID管理の実現方策の検討、自治

体における教育データ利活用の支援等を進める。 

 

上記、Ａ～Ｄの取組に加え、GIGA スクール構想の下、「令和の日本型学校教育」の構想を現実化し、

持続可能なものとするため、デジタル社会を見据えた中長期的な教育について、現場の声も聴きなが

ら関係府省庁で検討し、随時、必要な制度的その他の措置を講ずる。 

 

エ モビリティ分野 

Ａ モビリティ・ロードマップの策定および施策の推進 

自動運転の社会実装に向けた今後の検討体制・スケジュール等を「モビリティ・ロードマップ2024」

として取りまとめ、自動走行車両を巡る交通事故等に関する社会的ルールの在り方について、論点を

整理し、必要な施策を進めていく。 

2024年度に全都道府県において、自動運転に係る事業性確保に必要な初期投資に係る支援を行い、

空間情報基盤の構築等、モビリティ・ロードマップに関わる施策を進め、毎年度確認することで、自

動運転の社会実装を着実に推進していく。 

 

③ SaaSの徹底活用 

「作る」から「使う」へと転換していく取組を推進するために、優れたソフトウェア（SaaS）等を

国・地方公共団体が迅速・簡易に調達する仕組みとして、2023年度にカタログサイトを利用した新し

いソフトウェア調達手法（デジタルマーケットプレイス）のα版をリリースし、実証を行った。今後、

国・地方公共団体の会計制度を踏まえ、セキュリティに配慮し、調達プロセスを設計するとともに、

カタログサイト正式版を構築し、2024年度後半の本格稼働を目指す。 

また、ISMAP43及び ISMAP-LIU44についても、信頼性・安定性の保持を前提に制度運用を合理化する観

点から在り方を検討し、活用拡大等を推進していく。 

 

 
43 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（Information system Security Management and Assessment Program : 通称、ISMAP（イ

スマップ））のこと。政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサー

ビス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。 
44 ISMAPのうち、リスクの小さな業務・情報の処理に用いるSaaS サービスを対象とする仕組みの名称を、ISMAP for Low-Impact Use: ISMAP-

LIU（イスマップ エルアイユー）という。 
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（５）デジタル化に係る産業全体のモダン化 

2018年に公表された「DXレポート～ITシステム「2025年の崖」克服と DXの本格的な展開～」で提

起された課題はまだ解決を見ていない。多くの企業において、レガシーシステム45が残存し、技術的負

債を抱え、「攻めの IT 投資」を進める上での足枷
あしかせ

となっている。システムを提供するベンダー側にお

いても、成長領域であるクラウドベースのサービス開発・提供に十分にリソースを割けず、人月商売

の多重下請構造から脱却できない。 

レガシーシステムが残存すると、ブラックボックス化による保守性の低下等の問題から、保守切れ

の可能性が高まり、システムを適切なコストで安全に継続できなくなる恐れがあり、安定供給や事業

継続におけるリスクを抱えている。レガシーシステムのベンダーが撤退した場合、リスクが一気に顕

在化することになる。また、レガシーシステムの残存率は、業種間のばらつきが大きく、業種ごとに

抱えている課題が異なることがうかがわれる。 

デジタル化に係るユーザー（需要側）、ベンダー（供給側）の双方を含めた産業全体のモダン化を進

め、セキュリティや冗長性・回復性・強靱
きょうじん

性（レジリエンス）の向上、多重下請構造からの脱却と賃

金上昇、デジタル人材の育成、産業全体の即応性・適応性、生産性・効率性の向上を実現することで、

デジタル化に係る産業の今後の発展やイノベーションの基盤となることが期待される。そこで、業種

ごとに現状と課題を把握して、レガシーシステムからの脱却やモダン化を進める方策を定め、公共分

野も含め、実施していく必要がある。 

このため、IPA を事務局として、IPA を所管するデジタル庁と経済産業省（ベンダーも所管）、業種

所管省庁の参画を得て、「レガシーシステム脱却・システムモダン化協議会（仮称）」を立ち上げる。同

協議会において、レガシーシステムの現状と業種特有および横断的な課題の把握、対応策を検討する。 

なお、モダン化に際してはクラウドの活用と再利用可能な部品化が重要な役割を果たす。政府情報

システムについても、今後、ガバメントクラウドの活用が原則となることを考えると、ソフトウェア

エンジニア46の不足やその取り扱えるクラウドサービスの偏りがボトルネックとなって、新たなクラウ

ドサービスの発展が停滞する事態や本来活用したいクラウドサービス事業者を選んで活用できない事

態を避ける必要がある。このため、デジタル庁、総務省、経済産業省及び厚生労働省は連携してソフ

トウェアエンジニアの育成と多様性確保を進めていく。 

 

  

 

 
45 技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化等の問題があり、その結果として経営・事業戦略上の足かせ、高コスト構

造の原因となっているシステム。 
46 IPAが定めるデジタルスキル標準v1.1に定義される５つの人材類型のうちの1つであり、DXの推進において、デジタル技術を活用した製品・

サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材。ソフトウェアエンジニアは業務の違いによって、クラウ

ドを活用したソフトウェアの開発や運用環境の最適化を担うクラウドエンジニア/SRE（Site Reliability Engineer）、ソフトウェアやアプリ

ケーションに関してサーバ側の機能の開発を担うサーバエンジニアとユーザインタフェース側の機能の開発を担うフロントエンジニアなどに

区分される。IaaS、PaaS、SaaSはこれらのエンジニアにより構築・運用される。 
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（６）データを活用した課題解決と競争力強化 

データは付加価値・競争力の源泉であるだけでなく、高まる持続可能性確保の必要性に対応する上

でも不可欠であり、課題先進国である日本の社会課題を解決する切り札でもある。データ利活用に関

する技術が進展し、データ流通に関して各国が戦略的に取り組む中、我が国も「包括的データ戦略」

を定め、DFFTも推進してきた。 

2023 年 12月には、以下の３点を柱とする「AI時代の官民データの整備・連携に向けたアクション

プラン」を策定した。第一に、品質が確保された活用しやすいデータを整備しオープンにするために、

データ標準確保のための政府相互運用性フレームワーク（GIF47）の見直し及び実装強化に向けた取組、

公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）の整備、生成 AIの技術進展等を踏まえたオープン

データ等の取組強化を実施する。第二に、整備したデータを安心して活用・連携できるツール・仕組

みを整備するために、公共・準公共分野におけるデータ連携の推進、産業分野におけるデータ連携に

向けた検討、国境・産業等をまたいだデータ連携や保護措置を促す枠組み（国際データガバナンス）

の形成に向けた官民連携を実施する。第三に、こうした取組の実施に必要な体制として、公的基礎情

報データベース（ベース・レジストリ）の整備やデータ標準化等の観点から IPA 及び独立行政法人国

立印刷局との連携強化（これらについては 2024年通常国会で成立したデジタル社会形成基本法等の一

部改正法により、業務追加を行うとともに、当該業務等についてデジタル庁も共管することとなった）、

デジタル人材の育成を実施することとした。 

これらの取組を着実に実行するとともに、生成 AI技術の急速な進展も背景にデータの価値が高まる

中、データを起点としたバリューチェーンを巡る国際競争の激化やデータの越境移転の拡大への対応

を強化するために、特に、以下の取組を進める。 

 

① 信頼性を確保しつつデータを共有できる標準化された仕組み(データスペース48)の構築とDFFTの推進 

欧州、米国、東南アジア等においてデータ流通の仕組みが構築されつつあるが、さらには、国境を

越えて広がるサプライチェーン・バリューチェーンについて、データを活用して把握することが求め

られるようになっている。例えば、脱炭素や循環経済（サーキュラーエコノミー）等の観点から、ある

種の社会的規制と結び付いた形で、CFP49や再生材の使用比率等を把握するために、サプライチェーン・

バリューチェーンのデータの流通・共有・利用をしようとする信頼性を確保しつつデータを共有でき

る標準化された仕組み（データスペース）の動きも広がりつつある。 

我が国でも、ウラノス・エコシステム50において蓄電池を対象にしたデータ連携基盤を構築している

が、国際的なデータ流通の仕組みの実装が進む中、サプライチェーン・バリューチェーン全体を貫く

マネジメントのために、今後とも、アーキテクチャ設計や標準化の観点で IPA と連携しつつ、海外と

の相互運用性の確保も視野に、ウラノス・エコシステム等において、信頼性を確保しつつデータを共

有できる標準化された仕組み（データスペース）を様々な領域で構築していく必要がある。併せて、

個人情報・非個人情報の取扱いに関する、保護と利活用のバランスのとれた制度に向け、分野横断的

な議論が必要である。 

 

 
47 Government Interoperability Frameworkの略称。デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインのもと、データの利活用、連携がスムーズに

行える社会を実現するための技術的体系として、GIFを提供している。この枠組みを利用してデータを整備することで、拡張性が高く、連携が

容易なデータを設計することが可能となる。 
48 信頼性を確保しつつデータを共有できる標準化された仕組み。EUではデータスペースの取組を体系的に進めており、同時に、世界に向けて、

デジタル基盤や参照モデルなどを発表することで EU主導による国際的な標準化を進めている。（AI時代の官民データの整備・連携に向けたア

クションプランより） 
49 Carbon Footprint of Products：製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される 

GHG の排出量を CO2 排出量に換算し、製品に表示された数値もしくはそれを表示する仕組み。 
50 信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）の実現に向け、運用者や管理者等が異なる複数の情報処理システムを連携させ、企業・業界を横断し

たデータの利活用を促進するための官民協調の取組の総称（例：データ連携に必要となる仕様や標準等の策定、データ連携システムの開発、

必要となる政策・制度の整備等）。 
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そして、国境を越えてデータを共有する場面では、我が国の企業の営業秘密の侵害等、我が国の個

人・法人の保有するデータが様々な障壁に直面する可能性もあり、その観点からも、国際的にデータ

に関する相互運用性の確保やルール策定を主導していく必要がある。信頼性のある情報の自由かつ安

全な流通の確保をグローバルに実現するため、我が国が提唱した DFFTの実現に向けた取組を進める必

要があり、多数国間では DFFT具体化のための国際的な枠組み（IAP51）において、データの越境移転時

に直面する課題解決につながるプロジェクトを実施する。２か国間では、より野心の高い取組及びよ

り政治的配慮が必要な各国の国情に照らし機微なデータなどについて議論を進める。また、このよう

な国境・産業等をまたいだデータ連携や保護措置を促す枠組み（国際データガバナンス）について国

内外一体的に進めるため、国際データガバナンスアドバイザリー委員会52や国際データガバナンス検討

会53を活用し、産業界のニーズを踏まえ、国際的なデータ流通・利活用に係る官民協力及び関係省庁連

携の強化を図る。 

 

② トラスト及びデジタル上における属性情報の集合（デジタル・アイデンティティ） 

国境を越えたデータの流通・共有においては、やり取りする相手やそのデータ等に係るトラストを

確保できる環境が求められている。 

また、デジタル上における属性情報の集合（デジタル・アイデンティティ）の管理が中央集権的な

主体に依存していることに伴う様々な課題が提唱される中、必要最低限の情報開示のみで安全かつ簡

便に手続や取引を行うための属性情報の管理手法も注目されている。これらのいわゆる「自己主権型」

の管理手法の確立に向けて、検証可能なデジタル証明書（VC54）や分散型識別子（DID55)の新しい技術

の推進や、その技術標準に関する国際的な議論が急速に進展している。また、本人を介した情報連携

のハブ機能となる個人・法人の属性や資格情報を保存し提示できる仕組み及びアプリ（デジタル・ア

イデンティティ・ウォレット）についても国際的な議論が進んでいる。 

かかる情勢を踏まえ、国際標準化をはじめとした議論へ参画し、内閣官房やデジタル庁が中心とな

って進めるデータのやり取りにおける新たな信頼の枠組みを構築する取組（Trusted Web56）の検討も

踏まえながら、実装に当たっての制度的・技術的課題の整理等を進める。また、VCや DIDの社会実装

を促すため、マイナポータル等の我が国の仕組みとも連携しつつ、行政における先行的なユースケー

スの創出に関係省庁が連携して取り組む。個人・法人の属性や資格情報を保存し提示できる仕組み及

びアプリ（デジタル・アイデンティティ・ウォレット）がデジタル社会における産業政策上・競争政策

上の要衝となり得ることを踏まえ、実装に向けたロードマップをまとめる。「日 EU デジタルパートナ

ーシップにおけるデジタル・アイデンティティに関する協力覚書」に基づき、事業活動や学生の国際

交流等における属性情報の相互運用の実証に向けた検討に着手する等、日 EUをはじめとする国際的な

連携を推進する。国際的な協調や相互運用性の確保という観点から、電子署名や電子認証等を包括す

る国内制度やトラストサービス規範の創設等を検討する。 

 

  

 

 
51 Institutional Arrangement for Partnershipの略称。 
52 国内外一体的なデータ経済圏の実現に向け、OECDの下で設立した IAP等の国際枠組みを通じてDFFTの具体化を推進するため、企業経営層を

中心に委員として招集し、官民協力の強化を目的とした会議体。 
53 IAP 等の国際枠組みにおける DFFT 具体化に向けた日本政府の取組や提案形成において、我が国・企業等の情報や要望を反映し、その実施を

支援するために、有識者による議論・検討・提言を行うことを目的とした会議体。 
54 Verifiable Credentialの略称。内容の検証がオンラインで可能な自己主権型のデジタル証明書のこと。 
55 DID とは、Decentralized Identifiers （分散型識別子）の略で、新しいタイプの一意な識別子である。個人や組織が、自らが信頼できるシ

ステムを使って自分の識別子を生成できるように設計されている。この新しい識別子は、デジタル署名などの暗号証明を用いて認証すること

により、人やモノといった主体（エンティティ）がその識別子を管理していることを証明することが可能。 
56 特定のサービスに依存せずに、個人・法人の自身によるデータの管理を強化する仕組みや、やり取りするデータや相手方を検証できる仕組み

などの新たな信頼の枠組みを構築する取組。 
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③ 防災 DX 

災害発生時に、被災者を命の危機から救い、適切な支援を行うために、国、地方公共団体、指定公共

機関等の災害対応機関等において、被害状況の迅速な把握、的確な意思決定、その共有と行動といっ

た一連の行動様式の確立が求められる。そのためには、「情報」が不可欠である。このため、防災 DXを

危機管理政策として捉え、災害対応機関等が情報連携共有体制を強化し、一体的な災害対応を実行し

ていくことが重要である。 

また、住民等が平時から災害への備えを徹底し、災害時には命を守る行動等がとれるよう、防災ア

プリ等を通じて個々の住民の状況に応じたきめ細かな支援を提供するとともに、被災者視点で考え、

利便性の向上を図っていくことが重要である。 

こうした点を踏まえ、令和６年能登半島地震の教訓もいかしつつ、制度面・システム面・運用面の

多面的側面から、防災 DXの更なる改善・推進を図っていくとともに、政府情報システム等の冗長性を

高めていく必要がある。 

これらの観点から、主に以下の取組について進める。 

 

ア 防災デジタルプラットフォームの構築 

2024年４月に運用を開始した新総合防災情報システム（SOBO-WEB）を中核として、各防災情報関係

システムのデータを自動連携等で集約し、災害対応機関等で共有する防災デジタルプラットフォーム

を 2025 年までに構築する。新システムについては、効果的な研修や訓練等を通じて操作習熟と利活

用を促すとともに、防災 IoTインターフェース57におけるリアルタイムの映像共有の実装等を進める。 

また、災害情報の集約・地図化・共有を支援する災害時情報集約支援チーム（ISUT58）の強化に取

り組み、新システムと国民向けのデータ連携基盤や Lアラートとの連携など、防災分野のデータ流通

促進に向けた取組を行う。併せて、システム活用を前提とした的確な災害応急対応を行うための、実

践的な訓練（机上演習（TTX59）等）を行う。 

 

イ 防災アプリ開発・利活用の促進等/データ連携基盤の構築 

防災分野では、民間企業や地方公共団体により多くの優れたアプリ・サービス等が提供されており、

これらを最大限に活用した防災施策を展開していくため、優れたアプリやサービスを効率的に検索で

きる「防災 DX サービスマップ/サービスカタログ」や、それらの調達を容易にする「モデル仕様書」

の拡充を図り、それに適合した優良なシステム・サービスの開発促進及び早期社会実装・横展開を、

デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、推進していくとともに、カタログサイトを利用した新し

いソフトウェア調達手法（デジタルマーケットプレイス）との連携・活用により、各地方公共団体に

おける調達手続の迅速化・円滑化を図る。また、防災アプリ・サービス間でのデータ連携を図ること

で、届出一度きり原則（ワンスオンリー）を実現するとともに、新総合防災情報システム（SOBO-WEB）

と連携を図っていくため、防災分野のデータ連携基盤の構築を推進する。こうした取組により、優れ

た防災アプリの開発・利活用の促進を図る。 

 

ウ 一人一人の状況に応じた被災者支援の充実 

災害時に被災者一人一人が災害の状況に応じた適切な支援を受けられるよう、マイナンバーカード

の活用促進を図り、避難所等における受付や、薬剤情報をはじめとする健康医療情報の取得、罹災
り さ い

証

明書のオンライン申請等、被災者の利便性を向上させる取組を促進する。また、救助機関等が人命救

助の場面で携帯電話の位置情報を活用できるよう検討を行うなど、位置情報の活用等を推進する。 

 

 
57 災害時等にドローン・センサー等を活用し情報収集を行う機能のこと。 
58 Information Support Teamの略称。 
59 Table Top Exerciseの略称。 
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また、広域的な災害時にも切れ目のない被災者支援を展開するため、物資調達・輸送調整等支援シ

ステムを活用したプッシュ型支援60の効果的な実施や、市町村の区域を超えて被災者情報を集約し、

共有するための正本となるデータベースの構築を進めるなど、地方公共団体の災害対応をデジタル面

から支援して、効率的かつきめ細かな被災者支援を実現する。 

併せて、関連する個人情報の取扱いについて、災害時に担当者が悩むことのないよう、取扱いの明

確化等を図っていく。 

 

エ 官民連携による防災 DXの更なる推進 

令和６年能登半島地震では、民間のデジタル人材が被災地方公共団体の現場に入り、災害対応をデ

ジタル面から支援し、活躍した。こうした経験を踏まえ、民間のデジタル人材等を派遣する仕組みに

ついて検討を行い、実現を図る。 

また、各種防災 DXの取組を進めるに際し、防災 DX官民共創協議会等の防災関連団体等と連携し、

防災に関する産官学や NPO等、多様な関係者と意見交換を図りながら進めていく。 

 

オ 通信・放送・電力インフラの強靱
きょうじん

化 

災害時に災害対応機関等が行う情報収集・共有、被災者視点で重要となる災害関連情報の取得など

の前提となる、市町村役場や避難所等における通信・放送・電力のサービス継続及びその早期復旧に

向け、これらのインフラの強靱
きょうじん

化や冗長性の確保、点検の効率化、被災した際の早期応急復旧のた

めの機器の設置等に官民が連携して取り組む。また、能登半島地震の教訓も踏まえ、非常時における

事業者間ローミングの実現を含め、通信インフラの強靱
きょうじん

化を推進するとともに、地上波中継局の共

同利用の促進、ケーブルテレビの光化等の耐災害性強化等による放送インフラの強靱
きょうじん

化を図る。 

 

カ 防災デジタル技術の更なる発展と海外展開 

産官学による将来予測、デジタルツイン、AI活用等の技術研究開発を促進し、未来に向けた構想を

推進していくとともに、我が国の優れた防災 DX技術・産業の海外展開を推進する。 

 

（７）セキュリティ 

国家を背景とするグループからの攻撃をはじめとするサイバー攻撃の深刻化や巧妙化が一層進展し、

政府機関等への攻撃や、重要インフラ事業者を中心とした民間企業へのサプライチェーン・リスクを

突いた攻撃、ランサムウェア61等による被害が拡大するなど、我が国を取り巻くサイバー脅威はますま

す高まってきている。対策の立ち遅れやスピード感の欠如があれば、我が国の安全保障や経済社会基

盤に大きな悪影響を及ぼすのみならず、世界における我が国のプレゼンスの大いなる低下を招く事態

となりかねない。 

そのような状況を踏まえ、情報システムに対して効率的にセキュリティを確保するため、企画から

運用まで一貫したセキュリティ対策を実施する考え方（セキュリティ・バイ・デザイン）が改めて重

要になるとともに、デジタル化の進展と併せてサイバーセキュリティ確保に向けた取組を同時に推進

すること（“DX with Cybersecurity”）が一層重要になっている。そこで、国民目線に立った利便性

向上の徹底とサイバーセキュリティの確保との両立を図っていくため、国家安全保障戦略及びサイバ

ーセキュリティ戦略に基づき、政府全体として、これらの戦略を踏まえた施策を着実に講じていくこ

とにより、サイバーセキュリティの強化に努める。 

 

 
60 国が被災都道府県からの具体的な要請を待たないで、避難所避難者への支援を中心に必要不可欠と見込まれる物資を調達し、被災地に物資を

緊急輸送すること。 
61 「Ransom（身代金）」と「Software（ソフトウェア）」を組み合わせた造語。感染したパソコンに特定の制限をかけ、その制限の解除と引き換

えに金銭を要求する不正プログラムのこと。 



29 

 

特に、内閣サイバーセキュリティセンター（以下「NISC」という。）は 2024 年度から政府機関のサ

イバーセキュリティ確保をこれまで以上に戦略的に進めるため、PDCA サイクル62による継続的な政策

改善と OODA ループ63による機動的なオペレーション強化を進めることとしているが、デジタル庁など

の関係省庁の諸施策及び各府省庁が自主的に行うサイバーセキュリティ対策は、これらと一体的に実

施する。なお、前者としてはレッドチームテスト64の実施に向けた検討といった取組を、後者としては

横断的なアタックサーフェスマネジメント65による脆弱
ぜいじゃく

性把握やプロテクティブ DNS66による情報収

集を 2024年度から新たに開始する。 

その上で、個別の施策としては、まず、全ての政府機関等は、共通的なセキュリティ対策を統一基

準群を前提として引き続き実施・推進する。デジタル庁においては NISC と連携し、「政府情報システ

ムの管理等に係るサイバーセキュリティについての基本的な方針」に基づく政府情報システムの整備・

運用を実施する。特に、政府の共通基盤や国民・企業の認証システム等を構築・運用するデジタル庁

は、総合的な運用・監視システムの構築運用を含め、システムの強靱
きょうじん

化及び運用・監視・インシデン

ト対応体制の整備強化を図る。その際、情報システムに対して効率的にセキュリティを確保するため、

企画から運用まで一貫したセキュリティ対策を実施する考え方（セキュリティ・バイ・デザイン）を

前提としたシステム構築等、セキュリティ対策の強化を図るとともに、デジタル庁の専門家チーム及

び IPAによる必要な検証・監査を着実に進める。 

また、政府の重要情報基盤を整備・運用するデジタル庁は、NISCと連携し、常時リスク診断・対処

（CRSA67）システムの構築・拡大による迅速な脆弱
ぜいじゃく

性対処等を推進するとともに、政府横断的な情報

収集、攻撃等の分析・解析、政府関係機関への助言、政府関係機関の相互連携促進及び情報共有等の

業務を行う GSOC68の機能強化等の推進及び着実な運用に資するよう必要な情報の提供を行うなど、政

府情報システムのセキュリティ強化を図る。 

さらに、サイバー攻撃が激化する中、サイバーセキュリティに関する諸外国の機関との連携を強化

するとともに、重要インフラのレジリエンス強化を図るため官民連携の実践に重点を置いた演習を実

施する。総務省においては、我が国独自のセキュリティ分析能力及び政府機関のセキュリティを強化

するため、安全性や透明性の検証が可能なセンサーを開発・導入し、政府端末情報を集約・分析する

事業（CYXROSS69）を進め、2023年度中に一部端末へのセンサー導入を開始し、2024年度からは導入府

省庁を拡大し、情報を統合分析してレポートを作成・提供する。加えて、総務省は、デジタル庁、NISC

等と連携を図り、2025年度中に、導入府省庁の更なる拡大により収集情報を増やすことで、GSOCとの

連携を含め、更なるサイバーセキュリティ脅威情勢分析能力の強化及び政府機関のサイバーセキュリ

ティの強化に取り組む。 

 

  

 

 
62 「Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務などの改善や効率化

を図る考え方の一つ。 
63 「Observe（観察）・Orient（状況判断）・Decide（意思決定）・Act（実行）」の頭文字をとったもの。PDCAサイクルに比べ、自由度が高く、変

化の速い環境に適応しやすいと言われる。 
64 テスト対象ごとの脅威分析を踏まえたシナリオに基づき、攻撃者を模した「レッドチーム」が攻撃を実施し、テスト対象側のサイバー攻撃へ

の対応等の実効性等を検証する、実践的な侵入テスト。 
65 政府機関等の情報システムをインターネット上から組織横断的に常時評価し、脆弱性等の随時是正を促す取組。 
66 ドメインネームシステム（DNS）を活用して悪意あるウェブサイトやマルウェア等の脅威からユーザーを保護し、またそれらの脅威の使用す

るドメイン名や IPアドレスを蓄積する取組。 
67 Continuous Risk Scoring and Actionの略称。 
68 Government Security Operation Coordination teamの略称。政府関係機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム。各機関に設置した

センサーを通じた政府横断的な監視、攻撃等の分析・解析、各機関への助言、各機関の相互連携促進及び情報共有を行うための GSOCシステム

を運用する体制のこと。 
69 CYNEX XROSS-organ observatory Projectの略称。 
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（８）最先端技術における取組 

今後のデジタル社会において競争環境を一変させ得る最先端技術については、その戦略的活用や研

究開発において、激しい国際競争が起きている。その中でも、AI、量子コンピュータ、デジタルツイ

ン、Beyond 5G（6G）等の実装フェーズに入った技術については、先んじて徹底的に利用していくこと

が重要となる。政府調達や政府による利用が果たす役割も極めて大きいため、官民の役割を整理した

上で、利用促進に向けた所要の措置を講じていく。 

AIに関しては、生成 AIを含む AIの様々なリスクを抑え、安全・安心な環境を確保しつつ、イノベ

ーションを加速する好循環の形成を図っていく。加えて、我が国が主導する広島 AIプロセス等を通じ

て、今後も国際的にリーダーシップを発揮していく。 

「AIのイノベーションと AIによるイノベーションの加速」に関しては、大規模言語モデル（LLM70）

に必要となる学習用言語データの整備・拡大を始めとした AIの開発力の強化等人材の育成・確保や計

算資源等のインフラの高度化とともに、AI 利活用の推進と研究開発力の強化を一体的に官民が連携し

て進めていく。AIの進化のためにはデータが不可欠であり、AI関連の政策をデータ戦略と連携して実

施する。 

「AIの安全・安心の確保」に関しては、イノベーション推進のためにもガードレールとなる AI利用

の安全・安心を確保するためのルールが必要である。我が国は、変化に迅速かつ柔軟に対応するため、

「AI事業者ガイドライン」に基づく事業者等の自発的な取組を基本としている。AIセーフティ・イン

スティテュート71を中心とした AI安全性評価手法の確立等、今後、AIに関する様々なリスクや、規格

やガイドライン等のソフトロー72と法律・基準等のハードロー73に関する国際的な動向等も踏まえ、制

度の在り方について検討するとともに、政府調達において留意すべきリスクや求められる品質確保に

ついても整理する。 

「国際的な連携・協調の推進」に関しては、広島 AIプロセス等を通じて、安全・安心で信頼できる

AIの実現に向け、国際的な取組を引き続き主導するとともに、アジア諸国やグローバル・サウス74とも

協調しながら、イノベーション創出を引き続き推進する。 

Web3.075に関しては、革新的なサービスが生まれる可能性が指摘されており、これらを実現するため

には、コンテンツに係る関係者の権利保護及び海外展開支援や Web3.0の健全な発展を担う主体とアイ

デアの裾野の拡大を図りつつ、関連する人材の育成・確保にも取り組む必要がある。同時に、NFT76や

分散型自律組織（DAO77)などの新しいデジタル技術を様々な社会課題の解決を図るツールとするととも

に、Web3.0の健全な発展に向けて、引き続き、安全安心な利用環境整備などの観点を踏まえつつ、様々

なチャレンジが不合理な障壁なく行える環境整備に取り組む必要がある。そのため、相談窓口の整備、

ユースケース創出、技術開発・人材育成、グローバル化、地方創生などに係る様々な取組を行ってい

く。量子技術に関しては、著しい技術進展を背景として、各国で国家戦略の策定や国際連携が活発化

するなど、我が国を取り巻く状況が大きく変化している。国内外における実用化・産業化に向けた状

況変化にいち早く対応していくため、これまでに策定した「量子技術イノベーション戦略78」「量子未

 

 
70 Large Language Modelsの略称。 
71 AI の安全性の評価手法の検討等を行う機関として、内閣府をはじめ関係省庁、関係機関の協力の下、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

に設置されたもの。 
72 民間で自主的に定められているガイドラインのほか、行政府が示す法解釈等も含む広い概念。 
73 法的な拘束力のある法律・条例などを指し、ソフトローの対義語として使用される場合が多い。 
74 アジア・アフリカ・中南米などの新興国の総称。 
75 Web3.0とは、インターネット上で、主にブロックチェーン技術を基盤とする「トークン（ブロックチェーン上で発行・管理されるデジタルデ

ータ）」を価値や権利の表象として活用することで、情報や価値のやりとりを個人間で自律分散的に行うことを可能にする新たなインターネッ

トの概念およびそれに基づく潮流を指す。 
76 Non Fungible Tokenの略称。非代替性トークンのこと。 
77 Decentralized Autonomous Organizationの略称。ブロックチェーン技術やスマートコントラクトを活用し、中央集権的な管理機構を持たず、

参加者による自律的な運営を目指す組織形態のこと。 
78 2020年１月21日 統合イノベーション戦略推進会議決定。 
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来社会ビジョン79」「量子未来産業創出戦略80」を強化し、補完すべき内容を量子技術イノベーション会

議が「量子産業の創出・発展に向けた推進方策81」としてまとめ、2024年４月に統合イノベーション戦

略推進会議に報告した。これらの戦略や方策に基づき、量子技術に関する基礎研究や応用研究に着実

に取り組むとともに、量子技術と基盤技術（AI技術や古典計算基盤等）の融合を推進する。更に、次

世代の大規模量子コンピュータに向けた技術開発や、グローバルサプライチェーンの構築・強靱
きょうじん

化、

国際標準化活動の推進、量子計算資源や量子暗号通信等の利用環境の整備を進め、バイオ、マテリア

ル等の多様な分野における実用的なユースケースの創出・実証、スタートアップや新事業等の創出を

支援する。さらに、量子技術の早期産業化に向け、産業技術総合研究所に昨年設置した「量子・AI融

合技術ビジネス開発グローバル研究センター（G-QuAT）」の設備を活用した量子コンピュータ産業エコ

システムの構築、情報通信研究機構における広域テストベッド82を活用した社会実装を図る。 

デジタルツインは、サイバー空間と現実空間（フィジカル空間）を融合し、常に変化し続けるダイ

ナミックな好循環を生み出す社会へと変革することを目指すデジタル社会の形成のための基盤である。

電子国土基本図の整備・更新や、3D都市モデルの整備・活用の支援や地下インフラのデジタルツイン

構築によるインフラ管理の DXの実現を始めとして、先行的な取組を進めていきながら、あらゆるモノ

やサービスに関する多種多様なデータを基にしたデジタルツインをサイバー空間に構築されているこ

とを目指す。 

Beyond 5G（6G）は、オール光ネットワーク技術等を活用した、超高速・大容量、低遅延・低消費電

力で品質保証を可能とする、柔軟・低コストな次世代情報通信基盤であり、AI利用をはじめとする我

が国全体のデジタル化を支えるインフラとして期待される。これを早期に実現し、我が国の国際競争

力強化につなげるため、研究開発、国際標準化及び社会実装・海外展開の取組を一体的に推進する。 

 

  

 

 
79 2022年４月22日 統合イノベーション戦略推進会議決定。 
80 2023年４月14日 統合イノベーション戦略推進会議決定。 
81 2024年４月９日 量子技術イノベーション会議が統合イノベーション戦略推進会議に報告。 
82 量子暗号通信の社会実装に向けて国立研究開発法人情報通信研究機構が整備する技術実証環境。 
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第２ 推進体制の強化 

デジタル庁は、新型コロナウイルス感染症を契機に 2021 年９月１日に設置されて以降、「デジタル社

会の実現に関する司令塔」として、一気にデジタル化を進めることを期待され、政府としてそれまで不十

分だった取組や未着手だった取組を進めてきている。しかしながら、その中には、新規の個別アプリ開発

のような短期的な成果を出しやすいものもある一方で、新たな共通基盤の整備（ガバメント・ソリューシ

ョン・サービス（GSS）、ガバメントクラウド、公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）等）、

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化、既存システムの最適化、行政サービスにおける届出一

度きり原則（ワンスオンリー）等の実現に向けた関係府省庁・地方公共団体等の様々な主体間での関連制

度やデータ連携に関する調整、DFFT 具体化に向けた国際的な取組など、難度が高く、腰を据えて行うべ

きものも多く含まれている。成果を出すためには、引き続き粘り強く取り組まなければならず、十分な体

制を継続的に確保する必要がある。 

その上で、さらに、「重点課題に対応するための重点的な取組」を進め、「デジタルにより目指す社会の

姿」を実現し、新たな期待・要請にも応えていくために、各府省庁を含め、さらなる体制の強化に取り組

む。特に、今後５年間は DXや政府情報システムの最適化を推進するための「集中取組期間」であり、こ

の間は十分に体制を強化する必要がある。 

 

１．３つの取組の強化と横断的機能の強化 

デジタル庁において、特に体制を強化して推進すべきは、①制度・業務・システムの三位一体の取組に

より、準公共分野をはじめとする様々な分野において無駄・不便を除去して、利便性を向上し、良質な体

験を作り出していくこと、②「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づいて、

国・地方デジタル共通基盤の整備・運用していくこと、③AI・データの徹底した利活用等によりデジタル

産業基盤を強化していくこと、である。さらに、これらを進める上で、広報、人事といったバックオフィ

ス機能に係る体制整備も必要である。 

 

（１）制度・業務・システムの三位一体の取組の推進 

具体的に成果を出すためには、制度・業務・システムを所管する各府省庁の行動変容を引き起こす

必要があり、調整能力を質・量ともに高めていかなければならない。このため、第一に、デジタル庁の

政府情報システムに係る統括・監理と予算の一括計上、デジタル関係制度改革といった諸機能を一体

的・横断的に運用するとともに、プロジェクト管理等の執行にとどまらず、制度・業務・システムの最

適化されたあるべき姿を構想し、三位一体で改革を進めていくための企画・立案機能を抜本的に強化

する。体制整備については、システムに関連する領域における民間事業者の活用等についても検討す

る。 

なお、民間事業者の適切な活用のためには、発注能力を高めることが重要であり、そのための体制

も整備する。良質な体験を作るという観点から、ユーザーからのフィードバックを受けた迅速な改善

活動が可能となるため、ユーザー接点の多い一部のシステム・サービスにおいてフロントエンド等の

部分的な内部開発を組み合わせていく。また、これにより獲得した内部開発能力により、緊急時に国

民のニーズに迅速に応えることも可能となる。この他に、設計仕様により踏み込んで関与することで、

モダン化されたあるべきシステムの姿を実現する能力を高めることにもなり、いわゆるベンダーロッ

クインを回避することにもつながる。 

第二に、各府省庁に対するガバナンスを強化するための仕組みや環境が重要であり、「各府省庁 DX

推進連絡会議」（仮称）と「デジタル社会推進会議幹事会」を併せて活用していく。 
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第三に、各府省庁においても、主体的に各府省庁自身の DXや所掌分野に係るデジタル化を三位一体

で推進するべきことから、そのための体制を強化する。PMO・PJMO等の充実や民間事業者の活用だけで

なく、デジタル政策についての体制を強化する。また、デジタル庁から各府省庁への支援も強化する。 

 

（２）国・地方デジタル共通基盤の整備・運用 

第一に、国・地方公共団体の双方において、各部門が個々にデジタル化に取り組んでいる中、地方

公共団体との接点を強める。地方公共団体のニーズを徹底的に把握しながら、全体像を掴んだ上で、

最適なシステムの在り方を構想するとともに、きめ細かな支援を行う体制を整える。 

第二に、「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づいて「国・地方デジタ

ル共通基盤推進連絡協議会」において地方公共団体と協議の上で選定された業務とシステムの共通化

を進めていくには、初期段階における業務の標準化を含む実証、システム開発等を経た上で、地方公

共団体の意見を聴きながら標準仕様書を策定し、複数の事業者が原則ガバメントクラウド上で標準仕

様書に沿ったシステムを構築し、地方公共団体がその複数のシステムの中から選択をするというプロ

セスが必要となる。このプロセスに加え、制度改革も必要であり、これらを推進するための体制を整

備する。 

 

（３）デジタル産業基盤の強化 

第一に、AI・データに係る施策等、実施すべき施策の所掌が各府省庁に分散していることから、司

令塔としての機能が必要とされており、そのための人材の確保や体制を確立する。また、AI・データ

等の先端技術等のめまぐるしく動く分野の最新の国際的動向を押さえなければ政策の企画・立案も司

令塔機能も発揮できないことから、専門家を積極的に登用していく。 

第二に、産業界との密接な連携が欠かせない。公共分野を含め、デジタル化に係る重複投資の回避

等やモダン化が必要であり、産業界の動向と整合性を取らなければならないため、産業界との意思疎

通や連携を組織的に行っていくための体制を整えるとともに、産業界による政府動向に係る予見可能

性を高めていく。 

 

デジタルの活用による課題解決は待ったなしである。デジタル庁は、制度・業務・システムの三位一体

の取組を推進して成果を出すために、既存業務の整理及び関係プロジェクト間の連携強化を行った上で、

政府情報システムに係る統括監理などデジタル庁に求められる業務に適した体制を構築するため、最適

な人材配置等を不断に見直しながら、当面は、1,500人規模の組織とすることを１つの目安とし、継続的

に必要な体制整備を行う。同時に、５年間の「集中取組期間」において、整備された体制の下で、システ

ムの最適化等、どれだけの成果を出し、社会に貢献できたか、十分に検証する。 

このため、デジタル庁という組織全体をデータ駆動型に変革し、データを駆使した高いパフォーマン

スの発揮とデータによる検証の好循環を実現する。 

その上で、今後のさらなる体制整備については、IT 投資を有効に機能させるための民間企業における

IT担当人材の在り方も参考に、検討する。 
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２．関係機関との連携強化 

2023 年６月９日に改定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においては、関係機関との連携

強化について、以下の趣旨の記載をしている。 

 

デジタル化を進めていくためには、司令塔としてのデジタル庁において、新規施策や新しいシステム開

発を拡充していく必要があるが、各システムには運用・保守が伴う。人員が不足するからといって、安易

に外部に委託すればコストだけでなく、運用のノウハウ蓄積機会が失われ、利便性向上に向けた更新もお

ろそかになる可能性がある。また、行政、準公共、民間分野を通じて官民でのデータ活用等を加速するた

めにはデジタル庁の政策方針に沿ってデジタル分野の基準・標準を策定・普及し、継続的に保守管理して

いくことも重要になる。このため、これまでデジタル業務で実績のある独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）、独立行政法人国立印刷局、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）、国立研究開発法人情報通信

研究機構（NICT）を始めとする関係機関とデジタル庁が一体となって、各種施策の運用等について行うこ

とができるよう、必要な体制整備を進める。 

 

この記載に基づいて、2024年通常国会で成立したデジタル社会形成基本法等の一部改正法により、IPA

及び独立行政法人国立印刷局について、業務追加を行うとともに、デジタル庁も当該業務等について共

管することとなり、連携を強化したところである。今後とも、関係機関との連携をさらに強化していく。 

 

３．中長期的な方向性の検討 

デジタル庁設置法では、デジタル庁の設置後 10年を経過した際、デジタル庁の在り方を検討し、必要

な措置を講ずることとされている。デジタル庁の在り方は、今後の我が国の政府組織の在り方や官民で

人材が行き来する「リボルビングドア」の在り方にも影響を与えるため、その観点からも重要な検討とな

ることから、10 年を経過する前から検討を進める。民間の知見を有する人材をどのような形で登用しい

かしていくべきか等の人事制度の在り方の総括に加え、今後、デジタル庁が整備したシステムは安定的

な稼働・運用が重要になるフェーズに移っていくことになるが、そのフェーズにおける企画・立案と執行

の好循環や効率的な執行体制の在り方について、地方公共団体の取組等も参考にしつつ、検討する。 
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.
 
1
0
0 

○
[
N
o.
3
-3
0]
 
地

域
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

推
進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
0 

○
[
N
o.
3
-3
1]
 
公

共
サ
ー
ビ
ス
メ
ッ
シ
ュ
の
整
備
等
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー

制
度

に
基

づ
く

機
関

間
の

情
報

連
携

）
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
0 

○
[
N
o.
3
-3
2]
 
公

共
サ
ー
ビ
ス
メ
ッ
シ
ュ
の
整
備
等
（
地
方
公
共

団
体

内
の

情
報

活
用

）
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
1 

○
[
N
o.
3
-3
3]
 
地

方
公
共
団
体
の
基
幹
業
務
等
シ
ス
テ
ム
の
統
一

・
標

準
化
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
1 

４
．

誰
一

人
取

り
残

さ
れ
な
い
デ
ジ
タ
ル
社
会

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
2 

○
[
N
o.
4
-1
] 

デ
ジ

タ
ル

活
用
支
援
推
進
事
業

.
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.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
2 

○
[
N
o.
4
-2
] 

利
用

者
視

点
に
よ
る
品
質
向
上
に
向
け
た
情
報
ア
ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
確

保
の

た
め

の
環

境
整

備
及

び
行

政
機

関
へ

の
浸

透
（
利
用
者
視
点
：
サ
ー
ビ
ス
受
益
者
の
み
な

ら
ず

、
提
供

者
の

視
点

も
含

む
）
 .

.
.
 
1
0
2

○
[
N
o.
4
-3
] 

サ
ー

ビ
ス

デ
ザ
イ
ン
体
制
の
強
化
及
び
行
政
機
関
へ
サ

ー
ビ

ス
デ

ザ
イ

ン
の

浸
透

 .
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
2 

○
[
N
o.
4
-4
] 
e-

G
ov

の
利
用
促
進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
2 

○
[
N
o.
4
-5
] 

デ
ジ

タ
ル

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
満
足
度
や
浸
透
度
に
関
す

る
調

査
事

業
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
3 

○
[
N
o.
4
-6
] 

デ
ジ

タ
ル

推
進
委
員
の
取
組

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
3 

○
[
N
o.
4
-7
] 

政
府

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
発
信
力
の
向
上
支
援
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
3 

○
[
N
o.
4
-8
] 

地
方

公
共

団
体
等
の
声
を
直
接
聴
く
仕
組
み
の
更
な
る

活
用
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
3 

○
[
N
o.
4
-9
] 

通
信

・
放

送
分
野
に
お
け
る
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
促
進

支
援

等
/
公

的
機

関
や

企
業

の
情

報
ア

ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
対

応
の

促
進
等

/
字
幕
番
組
、
解
説
番
組
、
手
話
番
組
等

の
制

作
促

進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
4 

○
[
N
o.
4
-1
0]
 
ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
光
化
等
に
よ
る

耐
災

害
性

強
化

事
業

／
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

強
靱

化
に

向
け

た
支

援
事
業
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
4 

○
[
N
o.
4
-1
1]
 
無
線

L
AN

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

 .
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1
0
4 

○
[
N
o.
4
-1
2]
 
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確

保
 .
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
4 

○
[
N
o.
4
-1
3]
 
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確

保
(
リ

ア
ル
タ

イ
ム

監
視

) 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
5 

○
[
N
o.
4
-1
4]
 
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確

保
(
利

便
性
と

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

確
保

の
両

立
) 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
5 

○
[
N
o.
4
-1
5]
 
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
5 

○
[
N
o.
4
-1
6]
 
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
に
基
づ
く
施
策
の

推
進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
5 

○
[
N
o.
4
-1
7]
 
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確

保
(I
S
MA
P)
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
5 

○
[
N
o.
4
-1
8]
 
重

要
イ
ン
フ
ラ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
を
図
る
た

め
の

演
習

の
実

施
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
6 

○
[
N
o.
4
-1
9]
 
政

府
機
関
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の

戦
略

的
推

進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
6 

○
[
N
o.
4
-2
0]
 
総

合
的
な
運
用
監
視
に
よ
る
強
靭
な
政
府
情
報
シ

ス
テ

ム
の

実
現

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
6 

○
[
N
o.
4
-2
1]
 
ト

ラ
ス
ト
及
び
デ
ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

③
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
6 

○
[
N
o.
4
-2
2]
 
政

府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

監
理

の
実

施
等

①
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
7 

○
[
N
o.
4
-2
3]
 
政

府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

監
理

の
実

施
等

②
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
7 

○
[
N
o.
4
-2
4]
 
政

府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

監
理

の
実

施
等

③
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
7 

○
[
N
o.
4
-2
5]
 
政

府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

監
理

の
実

施
等

④
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1
0
7 

○
[
N
o.
4
-2
6]
 O
DR

の
推
進
 .
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1
0
8 

○
[
N
o.
4
-2
7]
 
遺

言
制
度
の
デ
ジ
タ
ル
化

 .
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.
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1
0
8 

５
．

デ
ジ

タ
ル

人
材

の
育
成
・
確
保
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1
0
9 

○
[
N
o.
5
-1
] 

政
府

デ
ジ

タ
ル
人
材
（
部
内
育
成
の
専
門
人
材
）
の
確
保
・
育
成

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
0
9 

○
[
N
o.
5
-2
] 

高
度

デ
ジ

タ
ル
人
材
（
外
部
か
ら
登
用
す
る
高
度
な
専
門
人
材
）
の
確
保
・
協
働

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
0
9 

○
[
N
o.
5
-3
] 

政
府

デ
ジ

タ
ル
人
材
の
確
保
・
育
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
0
9 

○
[
N
o.
5
-4
] 

ク
ラ

ウ
ド

エ
ン
ジ
ニ
ア
を
始
め
と
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
育
成
及
び
多
様
性
確
保
事

業
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
0
9 

○
[
N
o.
5
-5
] 

地
域

情
報

化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
0
9 

○
[
N
o.
5
-6
] 

地
方

自
治

体
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
・
育
成
の
促
進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
0 

○
[
N
o.
5
-7
] 

都
道

府
県

と
市
町
村
が
連
携
し
た
推
進
体
制
の
構
築
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
0 

○
[
N
o.
5
-8
] 

デ
ジ

タ
ル

人
材
育
成
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
0 

○
[
N
o.
5
-9
] 

サ
イ

バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
育
成

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
0 

○
[
N
o.
5
-1
0]
 
実

践
的
サ

イ
バ
ー
防
御
演
習
「

C
Y
DE
R
」
に
よ
る
組
織
内
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
の
育
成
 .
.
.
.
.
 1
1
1 

○
[
N
o.
5
-1
1]
 
数

理
・
デ

ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
・

A
I
教
育
の
推
進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
1 

○
[
N
o.
5
-1
2]
 
統

計
エ
キ

ス
パ
ー
ト
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
1 

○
[
N
o.
5
-1
3]
 
情

報
教
育

の
強
化
・
充
実

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
1 

○
[
N
o.
5
-1
4]
 
デ

ジ
タ
ル

等
成
長
分
野
を
支
え
る
人
材
育
成
の
抜
本
的
強
化
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
2 

○
[
N
o.
5
-1
5]
 
女

性
デ
ジ

タ
ル
人
材
育
成
の
推
進

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
2 

６
．

D
F
FT

の
推

進
を

始
め

と
す
る
国
際
戦
略

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
3 

○
[
N
o.
6
-1
] 

信
頼

性
の

あ
る
個
人
デ
ー
タ
流
通
の
観
点
か
ら
個
人
情
報
を
安
全
・
円
滑
に
越
境
移
転
で
き
る
環

境
の

構
築

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
3 

○
[
N
o.
6
-2
] 
DF
FT

の
具

体
化
推
進
に
向
け
た
国
際
連
携

/
IA
P
の
設
立
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

 .
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
3 

○
[
N
o.
6
-3
] 
DF
FT

の
具

体
化
推
進
に
向
け
た
少
数
国
間
連
携
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
3 

○
[
N
o.
6
-4
] 
e
シ
ー

ル
及

び
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
利
活
用
拡
大
の
推
進
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
3 

○
[
N
o.
6
-5
] 

政
府

シ
ス

テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
国
際
動
向
等
の
調
査
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
4 

○
[
N
o.
6
-6
] 

簡
易

な
送

金
決
済
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
と
国
際
的
な
実
証
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
4 

○
[
N
o.
6
-7
] 

諸
外

国
の

デ
ジ
タ
ル
政
策
に
関
わ
る
機
関
と
の
連
携
強
化
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
4 

○
[
N
o.
6
-8
] 

諸
外

国
の

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
に
関
わ
る
機
関
と
の
連
携
強
化

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
4 

○
[
N
o.
6
-9
] 

他
国

へ
の

支
援
・
協
力
等
を
通
じ
た
我
が
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
向
上

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
4 

○
[
N
o.
6
-1
0]
 
サ

イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野
に
お
け
る
他
国
へ
の
支
援
・
協
力
等
を
通
じ
た
我
が
国
の
プ
レ
ゼ

ン
ス

の
向

上
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
4 

○
[
N
o.
6
-1
1]
 
民

主
的
な

「
メ
タ
バ
ー
ス
」
の
実
現

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
5 

○
[
N
o.
6
-1
2]
 
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
連
携
と
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
連
携
の
強

化
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
5 

○
[
N
o.
6
-1
3]
 
民

主
主
義

的
な
価
値
に
基
づ
い
た
人
間
中
心
の

AI
原
則
の
実
践
の
支
援

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
5 

○
[
N
o.
6
-1
4]
 日

A
SE
AN

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
能
力
構
築
セ
ン
タ
ー

(A
J
CC
B
C)

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
及
び
大
洋
州

島
嶼

国
に

お
け

る
サ

イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
能
力
構
築
支
援
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
5 

○
[
N
o.
6
-1
5]
 
ト

ラ
ス
ト

及
び
デ
ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

①
/
利
用
者
本
位
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
に

向
け

た
国

際
協

力
関

係
の

構
築
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
6 

○
[
N
o.
6
-1
6]
 
行

政
機
関

に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
に
向
け
た
国
際
協
力
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
6 

○
[
N
o.
6
-1
7]
 
国

際
デ
ー

タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
委
員
会

/
産
業
デ
ー
タ
の
国
際
的
な
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ

ン
ス

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
1
6 
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１
．

デ
ジ
タ

ル
化
に

よ
る

成
長

戦
略

 

○
[N

o
.1

-1
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
推
進

 

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制
度
は
、
国
民
の
利
便
性
向
上
と
行
政
の
効

率
化
、

公
平
・

公
正

な
社

会
の

実
現
を

目

的
と

し
て
い

る
。
各
種
の
行
政
手
続
に
お
い
て
、
「
誰
の
」

個
人
情

報
で
あ

る
か

を
正

確
に

特
定
し

、

行
政

機
関
同

士
で
情
報
連
携
を
行
う
こ
と
で
、
添
付
書
類
の

省
略
等

が
可
能

と
な

っ
て

い
る

。

・
2
02
3
年

６
月

の
法
改
正
で
、
基
本
理
念
に
お
い
て
社
会
保
障

制
度
、

税
制
、

災
害

対
策

分
野

以
外
の

行

政
手

続
に
お

い
て
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
の
推
進
を
図
る

こ
と
と

な
っ
た

。
2
02
4
年

夏
ま

で
に
各

制

度
所

管
府
省

庁
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
に
お
い
て
マ
イ

ナ
ン
バ

ー
の
利

用
可

能
性

の
悉

皆
的
な

調

査
を

行
い
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
20
2
5年

通
常
国
会
へ
の

法
案
提

出
を
目

指
す

な
ど

、
マ

イ
ナ
ン

バ

ー
制

度
の
推

進
を
図
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
や
情
報
連
携
を
行
う
べ

き
も

の
に
つ

い
て
20
24

年
夏

ま
で

に
関

係

府
省
庁
に
対
し
て
悉
皆
的
な
調
査
を
行
い
、
そ

の
結

果
を
踏

ま
え
20
25

年
通

常
国

会
で

の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
改
正
を
目
指
す
。

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-2
] 
デ
ー
タ
の
品
質
の
確
保

 

・
手

入
力

に
よ

る
誤
記
や
表
記
揺
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
電
子

申
請
等

に
お
け

る
法

人
の

名
称

や
本
店

所

在
地

、
個
人

の
住
所
、
事
務
所
の
所
在
地
等
の
入
力
に
当
た

っ
て
は

、
整
備

さ
れ

た
ベ

ー
ス

・
レ
ジ

ス

ト
リ

や
関
連

す
る
参
照
実
装
の
利
用
を
推
進
す
る
。

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
情
報
総
点
検
を
踏
ま
え
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
に
新

設
さ
れ

た
特

定
個

人
情

報
の
正

確

性
の

確
保
の

た
め
の
支
援
規
定
に
基
づ
き
、
紐
付
け
実
施
機

関
に
対

す
る
丁

寧
な

支
援

を
実

施
す
る

。

あ
わ

せ
て
、

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
用

い
て
手

入
力

に
よ

ら
ず

に
マ
イ

ナ

ン
バ

ー
を
登

録
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
他
の

情
報
も

併
せ

て
マ

イ
ナ

ン
バ
ー

カ

ー
ド

か
ら
登

録
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 電

子
申
請
等
に
お
い
て
、
20
30

年
ま
で
に

50
0手

続
で
住

所
・
所

在
地
関

係
デ
ー

タ
ベ

ー

ス
（
ア
ド
レ
ス
・
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
）
を

参
照

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
紐
付
け
実
施
機
関
に
お
い
て

、
マ

イ
ナ
ン

バ
ー
の

新
規
の

紐
付

け
誤

り

を
可
能
な
限
り
な
く
し
て
い
く
。

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-3
] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善

 

・
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル
は

、
特
に
国
民
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
行
政
手
続
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
際
に

原
則

と
し
て

利
用
さ

れ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
関
係
府
省
庁
と
連
携
し
な
が
ら
、
マ
イ
ナ
ポ

ー
タ

ル
で
提

供
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
順
次
拡
大
を
目
指
す
と
と
も
に
、
既
に
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い

て
も
、

利
用
者

や
関
係
府
省
庁
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
よ
り
利
便
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス

に
な

る
よ
う

、
継
続

的
に
改
善
を
行
う
。
ま
た
、
20
25

年
度
中
に
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
機
能
の
更
改
を
行

い
、

よ
り
柔

軟
な
シ

ス
テ
ム
改
修
・
運
用
の
実
現
及
び
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
を
目
指
す
。
加
え
て
、
マ

イ
ナ

ポ
ー
タ

ル
ア
プ

リ
に
つ
い
て
は
、
ア
プ
リ
の
機
能

や
在
り
方
を
再
検
討
し
、
設
計
・
開
発
に
係
る

作
業

を
内
部

で
実
施

す
る
こ
と
で
UI
/U
X
を
柔
軟
に
改
善
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
中
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
機
能
改
善
に
向
け
た
リ
リ
ー
ス
数

 
４
回
以
上
 

2
02
5
年

度
中
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
機
能
刷
新
に
向
け
た
対
応
 

マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
の
設
計
・
開
発
の
一
部
を
内
製
化

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-4
] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
「
年
末
調
整
・
確
定
申
告
の
利
便

性
向
上
」

 

・
年

末
調

整
や

所
得
税

確
定
申
告
を
簡
単
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
経
由
で
、

各
種

控
除
証

明
書
等

の
デ
ー
タ
を
一
括
取
得
し
、
取
得
し
た
デ
ー
タ
を
各
種
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自

動
入

力
す
る

仕
組
み

（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
）
を
構
築
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携

を
利

用
す
る

た
め
に

は
、
事
前
準
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
現
状
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み

取
り

回
数
が

多
い
こ

と
や
、
利
用
者
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
U
Iに

な
っ
て
い
る
等
の
課
題
が
あ
る
。

当
該

事
前
準

備
を
利

用
者
が
迷
わ
ず
簡
単
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
現
行
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に

お
け

る
課
題

を
整
理

し
た
上
で
、
連
携
方
法
や
全
体
の

作
業
フ
ロ
ー
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
利

便
性

を
向
上

さ
せ
る

た
め
の
対
応
を
順
次
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
の
連
携
時
に
必
要
と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
回
数
の
削
減
 

利
用

者
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
た
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
等
の
UI
改
善
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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○
[N

o
.1

-5
] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
「
健
康
医
療
情
報
の
連
携
拡
大
」

 

・
こ

れ
ま

で
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

等
シ
ス

テ
ム
や

PM
H
と

の
連

携
を
通

じ

て
、

取
得
・

閲
覧
で
き
る
情
報
を
順
次
拡
大
し
、
利
便
性
の

向
上
を

行
っ
て

き
た

。
今

回
、

電
子
カ

ル

テ
情

報
共
有

サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
を
実
現
し
、
傷
病
名
や
感

染
症
に

関
す
る

情
報

等
、

マ
イ

ナ
ポ
ー

タ

ル
か

ら
取
得

・
閲
覧
で
き
る
健
康
医
療
情
報
の
拡
充
を
目
指

す
。
ま

た
、
PM
Hと

連
携

し
て

行
う
こ

と

が
で

き
る
予

診
票
入
力
機
能
に
つ
い
て
対
象
範
囲
を
拡
大
す

る
な
ど

、
マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
か

ら
利
用

で

き
る

各
種
手

続
の
拡
充
を
目
指
す
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
度
中
に
P
MH

と
連
携
し
た
予
診
票
提
出

機
能

の
実
装
 

2
02
5
年
度
中
に
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー

ビ
ス
と

の
連
携

を
本
格

的
に
開

始
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-6
] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
「
個
人
が
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
・
届
出
等
の
拡
充
」

 

・
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン
か
ら
様
々
な
行
政
手
続
が
で
き
、
お
知
ら

せ
が
届

く
「
オ

ン
ラ

イ
ン

市
役

所
サ
ー

ビ

ス
」

の
推
進

に
向
け
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
充

実
さ
せ

、
自
治

体
の

オ
ン

ラ
イ

ン
申
請

等

と
プ

ッ
シ
ュ

通
知
の
抜
本
的
拡
大
を
図
る
。
具
体
的
に
は
、

オ
ン
ラ

イ
ン
化

の
推

進
に

よ
る

住
民
等

の

利
便

性
の
向

上
や
業
務
効
率
化
の
効
果
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
手
続

を
中
心

に
、

関
係

府
省

庁
と
連

携

し
な

が
ら
必

要
な
機
能
実
装
を
行
い
、
地
方
公
共
団
体
へ
の

行
政
手

続
の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
を

推
進
す

る
。

ま
た
、

行
政
機
関
等
か
ら
各
種
お
知
ら
せ
を
受
け
取
る

機
能
を

改
修
し

、
よ

り
多

様
な

お
知
ら

せ

の
受

け
取
り

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
国
民
生
活
の

利
便
性

向
上
を

目
指

す
。

具
体

的
な
目

標
：
 自

治
体
が
簡
単
に
電
子
申
請
を
開
始
で
き
る
よ

う
に

す
る
た

め
の
新

た
な
標

準
様

式
の

追

加
 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
お
知
ら
せ
機
能
の
改
善

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-7
] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
「
戸
籍
に
関
す
る
情
報
連
携
と
手

続
の
実
装
」

 

・
2
02
4
年

度
中

に
戸
籍
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
を
実
現

し
、
マ

イ
ナ
ポ

ー
タ

ル
に

よ
る

旅
券
申

請

や
免

許
情
報

の
記
載
事
項
変
更
の
際
に
戸
籍
電
子
証
明
書
を

利
用
で

き
る
よ

う
に

す
る

。
ま

た
、
戸

籍

へ
の

振
り
仮

名
の
記

載
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
民
が
必
要
と
な
る
手
続
が

20
2
5年

５
月
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン

で
で
き

る
よ
う

に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
お
い
て
必
要
な
申
請
機
能
等
の
実
装
を
行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
中
に
戸
籍
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
の
実
現
 

2
02
5
年

５
月
か
ら
戸
籍
へ
の
振
り
仮
名
記
載
を
実
現
す
る
た
め
の
申
請
機
能
の
実
現
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-8
] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

A
P

I
の
利
用

拡
大
」

 

・
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル
で

提
供
し
て
い
る
自
己
情
報
取
得

AP
I
や
医
療
保
険
情
報
取
得

AP
Iと

い
っ
た
各
種

A
PI

に
つ

い
て
、

ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
等
の
声
を
聞
き
つ
つ
、
関
係
府
省
庁
と
必
要
に
応
じ
て
連

携
し

た
上
で

、
よ
り

利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
た
め
の
取
組
を
検
討
し
、
利
便
性
の
向
上
を
目

指
す

。
ま
た

、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
AP
I仕

様
公
開
サ
イ
ト
等
を
通
じ
て
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

AP
I
に
関
す

る
情

報
発
信

を
行
う

。

具
体

的
な
目

標
：
 事

業
者
ニ
ー
ズ
の
把
握
 

事
業

者
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
改
修
方
針
の
検
討
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-9
] 
社
会
保
険
・
税
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
社

会
保

険
・

税
手
続

に
つ
い
て
2
02
0
年
1
1月

か
ら
開
始
し
た
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
A
PI

を
活
用
し
た
オ
ン

ラ
イ

ン
・
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ
化
の
対
象
手
続
を
順
次
拡
大
す
る
。
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ド
上
の
デ
ー
タ
を
行
政

機
関

等
が
参

照
し
た

社
会
保
険
・
税
手
続
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
20
22

年
１
月
提
出
分
か
ら
運
用
を
開

始
し

て
お
り

、
ク
ラ

ウ
ド
提
出
済
み
の
デ
ー
タ
を
確
定
申
告
等
の
利
活
用
に
つ
い
て
は
、
20
23

年
１
月

か
ら

運
用
を

開
始
し

て
い
る
。
今
後
、
国
民
・
事
業
者
の
負
担
軽
減
と
な
る
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て

も
、

対
象
拡

大
に
向

け
て
検
討
を
進
め
る
。

・
公

的
年

金
等

を
通
じ

て
、
個
々
人
の
現
在
の
状
況
と
将
来
の
見
通
し
を
全
体
と
し
て
見
え
る

化
す
る
年

金
簡

易
試
算

We
b
（

公
的
年
金
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
）
も
2
02
2
年
４
月
に
運
用
を
開
始
し
て
お
り
、
引
き

続
き

、
利
用

状
況
や

運
用
実
験
等
を
踏
ま
え
、
U
I/
U
Xを

向
上
す
る
た
め
の
改
善
を
継
続
的
に
実
施
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 新

た
な
認
定
ク
ラ
ウ
ド
企
業
の
参
画
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デ
ー
タ
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
対
象
調
書

の
拡

大
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
0
] 
預
貯
金
口
座
付
番
の
円
滑
化

 

・
2
02
4
年

４
月

１
日
の
口
座
管
理
法
施
行
に
よ
り
、
同
法
に
基

づ
く
自

金
融
機

関
で

の
預

貯
金

口
座
付

番

を
開

始
し
た

。
他
金
融
機
関
を
含
め
た
預
貯
金
口
座
付
番
及

び
災
害

時
・
相

続
時

口
座

照
会

に
つ
い

て

は
、

マ
イ
ナ

ン
バ
ー
検
証
機
能
※
の
導
入
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

開
発
完

了
後
の

20
2
4年

度
末
頃

に
開
始

す

る
予

定
。

・
※

申
請

者
か

ら
提
示
を
受
け
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
て
、

地
方
公

共
団
体

情
報

シ
ス

テ
ム

機
構
（

J-

L
IS

）
か

ら
取
得
し
た
情
報
と
申
請
者
情
報
を
照
合
し
、
申

請
者
と

マ
イ
ナ

ン
バ

ー
の

紐
付

け
の
真

正

性
を

検
証
す

る
機
能
。

具
体

的
な
目

標
：
 他

金
融
機
関
を
含
め
た
預
貯
金
口
座
付
番
及
び

災
害

時
・
相

続
時
口

座
照
会

の
開

始

（
20
24

年
度
末
頃
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
1
] 
個
人
向
け
認
証
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
デ
ジ
タ
ル
認
証
ア
プ
リ
）

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー
ド
が
持
つ
本
人
の
確
認
機
能
の
利
用
の

拡
大
を

図
る
た

め
、

20
24

年
度

中
の
運

用

開
始

に
向
け

て
「
デ
ジ
タ
ル
認
証
ア
プ
リ
」
の
開
発
を
進
め

る
と
と

も
に
、

行
政

機
関

、
民

間
事
業

者

等
へ

の
当
該

ア
プ
リ
の
普
及
活
動
を
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
認
証
ア
プ
リ
導
入
予
定
の
行
政
機
関

・
民

間
事
業

者
数
：

70
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
2
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
及
び
利
用
の
推
進

 

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー
ド
は
、
対
面
・
非
対
面
問
わ
ず
確
実
・

安
全
な

本
人
確

認
・

本
人

認
証

が
で
き

る

「
デ

ジ
タ
ル

社
会
の
パ
ス
ポ
ー
ト
」
で
あ
る
。
引
き
続
き
、

マ
イ
ナ

ン
バ
ー

カ
ー

ド
へ

の
理

解
を
促

進

し
、

希
望
す

る
全
て
の
国
民
が
取
得
で
き
る
よ
う
、
円
滑
に

カ
ー
ド

を
取
得

し
て

い
た

だ
く

た
め
の

申

請
環

境
及
び

交
付
体
制
の
整
備
を
更
に
促
進
す
る
。
ま
た
、

そ
の
利

活
用
の

推
進

に
向

け
、

「
オ
ン

ラ

イ
ン

市
役
所

サ
ー
ビ
ス
」
の
徹
底
と
、
生
活
の
様
々
な
局
面

で
利
用

さ
れ
る

「
市

民
カ

ー
ド

化
」
を

推

進
す

る
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
継
続
的
改
善
・
利
用

シ
ー
ン

拡
大
等

を
通

じ
、

そ
の

利
便
性

向

上
を

図
る
と

と
も
に

、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
持
つ
本
人
確
認
機
能
の
民
間
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
利

用
の

普
及
に

取
り
組

む
。

具
体

的
な
目

標
：
 自

治
体
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
活
用
の
推
進
 

民
間

事
業
者
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
活
用
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
3
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
支
援
策
等

 

・
マ

イ
ナ

保
険

証
を
基

本
と
す
る
仕
組
み
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
、
紛
失
等
に
よ
り
速
や
か
に
カ
ー
ド

を
取

得
す
る

必
要
が

あ
る
場
合
を
対
象
に
、
最
短
５
日
間
で
発
行
・
交
付
が
で
き
る
特
急
発
行
・
交
付

の
仕

組
み
の

構
築
に

向
け
た
シ
ス
テ
ム
改
修
や
関
係
法
令
を
整
備
す
る
。

・
１

歳
未

満
の

申
請
に

係
る
顔
写
真
な
し
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
出
生
届
の
提
出
に
併
せ
て
申
請
で

き
る

よ
う
、

20
2
4年

12
月
ま
で
に
様
式
、
手
続
等
の
見
直
し
を
す
る
。

・
写

真
の

撮
影

ル
ー
ル

や
顔
認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
周
知
し
、
介
護
福
祉
施
設
の
職
員
等
に
向
け

た
マ

ニ
ュ
ア

ル
を
改

訂
・
普
及
さ
せ
、
出
張
申
請
受
付
を
希
望
す
る
施
設
等
の
情
報
を
取
り
ま
と
め
て

定
期

的
に
市

町
村
へ
提
供
す
る
等
、
カ
ー
ド
の
取
得
に
課
題
の
あ
る
方
の
取
得
促
進
を
強
化
す
る
。

・
カ

ー
ド

や
電

子
証
明

書
の
更
新
需
要
の
急
増
を
見
据
え
、
申
請
受
付
体
制
を
適
切
に
構
築
し
つ
つ
、
日

本
郵

便
株
式

会
社
と

連
携
し
た
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
等
を
強
化
し
、
郵
便
局
へ
の
事
務
委
託
を
推
進
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
へ
の
移
行
に
向
け
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ
の

理
解

を
促
進
し
、
希
望
す
る
全
て
の
国
民
が
取
得
で
き
る
よ
う
、
20
24

年
12
月
ま
で
に
円

滑
な

カ
ー
ド
取
得
環
境
及
び
交
付
体
制
の
整
備
を
促
進
す
る
。
 

ま
た

、
2
02
5
年
か
ら

20
2
7年

に
か
け
て
電
子
証
明
書
の
更
新
需
要
が
急
増
す
る
見
込
み
で

あ
り

、
ま
た
今
後
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
新
需
要
が
急
増
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ

と
を

受
け
、
円
滑
な
交
付
申
請
受
付
等
が
可
能
な
体
制
の
整
備
等
に
取
り
組
む
。

 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
4
] 
健
康
保
険
証
と
の
一
体
化

・
現

行
の

健
康

保
険
証

に
つ
い
て
、
20
24
年
12

月
２
日
か
ら
新
規
発
行
を
終
了
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
基

本
と

す
る
仕

組
み
に

移
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促
進
に
積
極

的
に

取
り
組

む
と
と

も
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
の
併
用
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期
間

を
設
け

る
こ
と
で
、
全
て
の
方
々
が
安
心
し
て
確
実
に

保
険
診

療
を
受

け
て

い
た

だ
け

る
環
境

整

備
に

取
り
組

ん
で
い
く
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

用
途
拡

大
を
進

め
る

と
と

も
に

、
マ
イ

ナ

ン
バ

ー
カ
ー

ド
の
機
能
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
搭
載
を
踏

ま
え
、

ス
マ
ー

ト
フ

ォ
ン

を
活

用
し
た

オ

ン
ラ

イ
ン
資

格
確
認
の
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
1
2月

２
日
か
ら
の
現
行
の
健
康
保
険

証
の
新

規
発
行

終
了
に

向
け
た

マ
イ

ナ
保

険

証
の
利
用
促
進
と
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
円
滑
な

移
行
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.1

-1
5
] 
医
療
費
助
成
の
受
給
者
証
や
診
察
券
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化

 

・
法

律
に

そ
の

実
施
根
拠
が
あ
る
公
費
負
担
医
療
や
子
ど
も
医

療
費
等

の
地
方

公
共

団
体

が
単

独
に
設

け

た
医

療
費
等

の
助
成
制
度
の
受
給
者
証
及
び
医
療
機
関
の
診

察
券
の

マ
イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

化
を
推

進

し
、

マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
一
枚
で
医
療
機
関
・
薬
局
を
受

診
等
で

き
る
環

境
整

備
を

進
め

る
。

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
医
療
費
助
成
の
受
給
者
証
と
し
て

利
用
で

き
る
よ

う
に

す
る

取
組

に
つ
い

て

は
、
20
2
3年

度
か
ら
、
希
望
す
る
自
治
体
で
運
用
を
開
始
し

て
い
る

。
2
02
4
年
度

は
、

先
行

実
施
の

対

象
自

治
体
を

大
幅
に
拡
大
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
上
で

、
早
期

の
全
国

展
開

を
図

る
。

・
オ

ン
ラ

イ
ン

資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
医

療
機
関

に
お
い

て
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ
ー

カ

ー
ド

を
診
察

券
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
仕
組
み
と
し
て
可

能
で
あ

る
。
実

際
に

活
用

す
る

医
療
機

関

も
出

て
き
て

お
り
、
引
き
続
き
、
こ
う
し
た
好
事
例
を
周
知

す
る
と

と
も
に

、
必

要
な

支
援

を
実
施

し

つ
つ

普
及
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 ＜

受
給
者
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体

化
＞
 

2
02
3
年
度
：
情
報
連
携
基
盤
の
整
備
と
先
行

実
施
事

業
の
開

始
 

2
02
4
年
度
・

20
2
5年

度
：
情
報
連
携
基
盤
の
機

能
拡

充
と
先

行
実
施

事
業
の

参
加

自
治

体

の
拡
大
 

2
02
6
年
度
以
降
：
全
国
的
な
運
用
の
順
次
開

始
 

＜
診
察
券
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化

＞
 

好
事
例
の
周
知
と
普
及
の
た
め
の
支
援
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
6
] 
母
子
保
健
分
野
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用

 

・
母

子
保

健
情

報
等
の

情
報
連
携
基
盤
（
以
下
「
P
MH

」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を

健
診
の

受
診
券

と
し
て
利
用
す
る
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
等
を
活
用
し
て
事
前
に
問
診
票

を
ス

マ
ー
ト

フ
ォ
ン

で
入
力
で
き
る
取
組
等
の
先
行
実
施
に
向
け
て
、
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
で

2
02
3
年

度
か

ら
実
証
事
業
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
。
20
24

年
５
月
中
を
目
途
に
先
行
実
施
を
開
始
し
、

2
02
4
年

度
以

降
、
PM
Hの

機
能
や
導
入
す
る
地
方
公
共
団
体
を
順
次
拡
大
し
、
全
国
展
開
を
し
て
い
く

こ
と

に
よ
り

、
住
民

、
医
療
機
関
、
地
方
公
共
団
体
間
の
母
子
保
健
情
報
の
迅
速
な
共
有
や
業
務
効
率

化
を

進
め
る

。

・
あ

わ
せ

て
、

電
子
版

母
子
健
康
手
帳
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
2
02
4
年
度
か
ら
課
題
と
対
応
を

整
理

し
た
上

で
、
20
25

年
度
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
発
出
し
、
2
02
6
年
度
以
降
の
電
子
版
母
子
健
康
手

帳
の

普
及
に

つ
な
げ

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 住

民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
自
治
体
や
医
療
機
関
で
の
健
診
等
に
係
る
事

務
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
電
子
版
母
子
健
康
手
帳
の
普
及
を
含
め
、
母
子
保
健

DX
の
全

国
展

開
を
推
進
す
る
。
 

そ
の

一
環
と
し
て
、

20
2
4年

５
月
中
を
目
途
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
等
を
活
用
し
て
事
前

に
問

診
票
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
入
力
で
き
る
取
組
等
の
先
行
実
施
を
開
始
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

○
[N

o
.1

-1
7
] 
介
護
保
険
証
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

 

・
介

護
保

険
証

等
、
介

護
分
野
の
各
種
証
明
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
行
え
る
よ
う
、
医
療

DX
の
推
進

に
関

す
る
工

程
表
に

基
づ
き
引
き
続
き
取
組
を
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
活
用
を
含
め
被
保
険
者
証
の
電
子
化
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
情

報
を

情
報
基
盤
か
ら
取
得
す
る
こ
と
で
資
格
確
認
等
を
可
能
と
し
、

20
2
6年

度
中
に
必
要

な
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.1

-1
8
] 
運
転
免
許
証
と
の
一
体
化

・
警

察
庁

及
び

都
道
府

県
警
察
の
運
転
免
許
の
管
理
等
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
警
察
庁
が
整
備
す
る
共
通
基

盤
（

警
察
共

通
基
盤

）
上
に
集
約
す
る
と
と
も
に
、
一
体
化
に
必
要
な
改
修
を
行
い
、
2
02
4
年
度
末
ま

で
の

少
し
で

も
早
い

時
期
に
運
転
免
許
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
の
一
体
化
の
運
用
を
開
始
す



43
 

る
。

ま
た
、

一
体
化
に
伴
う
相
当
の
行
政
コ
ス
ト
の
削
減
効

果
を
踏

ま
え
、

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー
ド

と

一
体

化
し
た

運
転
免
許
の
更
新
手
数
料
の
引
下
げ
な
ど
を
検

討
し
、

利
用
者

負
担

の
軽

減
を

図
る
た

め

の
措

置
を
講

ず
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
免
許
情
報
を
記
録

す
る
モ

バ
イ
ル

運
転

免
許

証
に

つ
い
て

は
、

デ
ジ
タ

ル
庁
が
整
備
中
の
各
種
資
格
者
証
の
情
報
を
格

納
で
き

る
汎
用

的
な

シ
ス

テ
ム

の
活
用

を

前
提

に
検
討

を
進
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
と
連
携
し
て
当
該
シ
ス

テ
ム
の

整
備
状

況
を

踏
ま

え
つ

つ
、
一

体

化
の

運
用
開

始
後
、
極
力
早
期
の
実
現
を
目
指
す
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
5
年
３
月
中
の
少
し
で
も
早
い
時
期
を
目

処
に
運

転
免
許

証
と
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド

の
一
体
化
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
一
体
化
の

実
現

に
よ
る

行
政
コ

ス
ト
の

削
減

を
踏

ま

え
た
利
用
者
負
担
の
軽
減
措
置
を
実
現
す
る
こ

と
を

目
指
す

。
 

主
担

当
省
庁

：
 警

察
庁
 

○
[N

o
.1

-1
9
] 
在
留
カ
ー
ド
と
の
一
体
化

・
外

国
人

は
、

在
留
カ
ー
ド
等
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関

す
る

手
続

を
そ

れ
ぞ

れ
別

の
行

政
機

関

に
お

い
て

行
う

必
要
が
あ
り
、
煩
雑
な
手
続
を
余
儀
な
く

さ
れ

て
い

る
。

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー
ド
と
在
留
カ
ー
ド
の
一
体
化
に
つ
い
て

、
20
24
年

通
常

国
会

に
お

い
て

出
入

国

管
理

及
び

難
民

認
定
法
等
一
部
改
正
法
が
成
立
し
た
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
在
留
カ
ー
ド
の
一
体

化
に

つ
い
て

、
改
正

法
の
公

布
後

２
年

以

内
の
施
行
に
向
け
て
、
関
係
省
庁
と
と
も
に
政

省
令

や
シ
ス

テ
ム
等

を
整
備

す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

○
[N

o
.1

-2
0
] 
障
害
者
手
帳
情
報
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
連
携
の
普
及

 

・
障

害
者

手
帳

に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
連
携
を
活
用
し

、
ス
マ

ー
ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ
や

ウ
ェ
ブ

サ

ー
ビ

ス
で
手

帳
情
報
を
簡
便
に
利
用
で
き
る
民
間
の
仕
組
み

に
つ
い

て
周
知

を
す

る
こ

と
に

よ
っ
て

障

害
当

事
者
へ

の
情
報
提
供
を
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 障

害
者
手
帳
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
連

携
を

活
用
し

、
ス
マ

ー
ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ

や
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
で
手
帳
情
報
を
簡
便
に
利

用
で

き
る
民

間
の
仕

組
み
に

つ
い

て
、

2
02
4
年
度
中
に
地
方
自
治
体
及
び
関
係
団
体

を
通
じ

て
周
知

を
す
る

こ
と
に

よ
っ

て
障

害

当
事
者
へ
の
情
報
提
供
を
進
め
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.1

-2
1
] 
ね
ん
き
ん
定
期
便
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
年

金
分

野
に

お
い
て

は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
ロ
グ
イ
ン
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」

上
の
年

金
加
入

記
録
等
の
情
報
を
閲
覧
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

・
今

後
、

「
ね

ん
き
ん

定
期
便
」
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
更
に
促
進
し
、
20
24

年
度
を
目
途
に
、
日
本
年
金
機

構
が

作
成
す

る
「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
情
報
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
上
で
プ
ッ
シ
ュ
型
で
お
知
ら
せ
す
る

機
能

を
構
築

す
る
。

・
そ

の
た

め
、

20
2
3年

度
ま
で
に
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
、
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
か
ら
「
ね
ん
き

ん
定

期
便
」

情
報
を

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
へ
送
付
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
係
る
詳
細
な
設
計
等
を

行
っ

た
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
を
目
途
に
、
日
本
年
金
機
構
が
作
成
す
る
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
情
報
を
マ
イ

ナ
ポ

ー
タ
ル
上
で
プ
ッ
シ
ュ
型
で
お
知
ら
せ
す
る
機
能
を
構
築
す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.1

-2
2
] 
就
労
分
野
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用

 

・
2
02
2
年

度
か

ら
利
用
が
開
始
さ
れ
た
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
付
シ
ス
テ
ム
な

ど
、

就
労
分

野
で
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
を
促
進
す
る
。

20
2
4年

度
か
ら
、
原
則
マ
イ
ナ
ン

バ
ー

カ
ー
ド

に
移
行

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
に
よ
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
受
付
利
用
率
：

60
％
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.1

-2
3
] 
国
家
資
格
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
医

師
、

歯
科

医
師
等

の
約
30

の
社
会
保
障
等
に
係
る
国
家
資
格
等
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
整
備
法
を

踏
ま

え
た
優

先
的
な

取
組
と
し
て
、
資
格
管
理
者
等
が
共
同
利
用
で
き
る
国
家
資
格
等
情
報
連
携
・
活

用
シ

ス
テ
ム

の
開
発

・
構
築
を
行
い
、
2
02
4
年
度
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

活
用

し
手
続

の
オ
ン

ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
を
開
始
す
る
。
具
体
的
に
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

シ
ス
テ

ム
及
び

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
等
に
よ
る
資
格
取
得
・
更
新
等
の

手
続

時
の
添

付
書
類

の
省
略
を
目
指
し
、
資
格
所
持
者
が
当
該
資
格
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
提
示
・

証
明

で
き
る

よ
う
に

す
る
。
さ
ら
に
、
社
会
保
障
等
以
外
の
分
野
を
含
め
た
約
5
0の

国
家
資
格
等
に
つ

い
て

、
2
02
3
年

に
成

立
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
一
部
改
正
法
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
を
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可
能

と
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
省
令
等
の
所
要
の
整
備
を

実
施
し

た
上
で

、
順

次
デ

ジ
タ

ル
化
を

開

始
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 国

家
資
格
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
の

拡
大
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-2

4
] 
技
能
士
資
格
情
報
、
技
能
講
習
修
了
証
明
書
、
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
の
オ
ン
ラ
イ

ン
、
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

＜
厚

生
労
働

省
＞
技
能
士
、
技
能
講
習
等
に
つ
い
て
、
デ
ジ

タ
ル
庁

が
開
発

す
る

国
家

資
格

等
情
報

連

携
・

活
用
シ

ス
テ
ム
と
の
連
携
を
開
始
す
る
た
め
、
必
要
な

調
整
等

を
実
施

。
 

・
 

＜
国

土
交
通

省
＞
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
経
由
し
た
建
設
キ
ャ

リ
ア
ア

ッ
プ
シ

ス
テ

ム
と

「
国

家
資
格

等

情
報

連
携
・

活
用
シ
ス
テ
ム
」
と
の
情
報
連
携
に
向
け
て
、

シ
ス
テ

ム
仕
様

の
検

討
を

デ
ジ

タ
ル
庁

及

び
厚

生
労
働

省
と
連
携
の
も
と
実
施
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 厚

生
労
働
省
：
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
受
検
申
請

の
割

合
（
20
26

年
度

：
1
0％

）
 

国
土
交
通
省
：
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
経
由
し
た

建
設

キ
ャ
リ

ア
ア
ッ

プ
シ
ス

テ
ム

と
国

家

資
格
等
情
報
連
携
・
活
用
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

を
開

始
。
（

20
2
6年

度
）
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-2

5
] 
確
定
申
告
の
利
便
性
向
上
に
向
け
た
取
組
の
充
実

 

・
 

マ
イ

ナ
ポ
ー

タ
ル
と
e-
T
ax

を
連
携
す
る
こ
と
で
、
確
定
申

告
に
必

要
な
各

種
証

明
書

等
の

デ
ー
タ

を

自
動

入
力
す

る
仕
組
み
を
構
築
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
取

組
を
更

に
充
実

さ
せ

、
数

回
の

ク
リ
ッ

ク
・

タ
ッ
プ

で
申
告
が
完
了
す
る
仕
組
み
（
「
日
本
版
記
入

済
み
申

告
書
」

（
書

か
な

い
確

定
申

告
）

）
の
実

現
を
図
る
。
特
に
、
企
業
等
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
提
出

さ
れ
た

給
与

所
得

の
源

泉
徴
収

票

の
情

報
を
自

動
入
力
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
20
23

年
分

確
定
申

告
か
ら

開
始

し
た

と
こ

ろ
で
あ

る

が
、

確
定
申

告
者
が
本
仕
組
み
の
恩
恵
を
受
け
る
た
め
に
は

源
泉
徴

収
票
が

オ
ン

ラ
イ

ン
で

提
出
さ

れ

る
必

要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
引
き
続
き
政
府
を
挙
げ
て
、

企
業
等

に
対
し

て
源

泉
徴

収
票

の
オ
ン

ラ

イ
ン

提
出
の

働
き
か
け
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 e
-T
a
xの

利
用
状
況
（
所
得
税
の
申
告
手
続
）

（
80

％
 
20
26

年
度

）
 

主
担

当
省
庁

：
 財

務
省
 

 

 
○

[N
o

.1
-2

6
] 
地
方
公
共
団
体
の
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
推
進

 

・
 

国
民

の
利
便

性
の
向

上
を
図
る
観
点
か
ら
、
「
地
方
公
共
団
体
が
優
先
的
に
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
推
進
す

べ
き

手
続
」

 や
、

引
越
し
等
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
。
具
体
的
に

は
、

先
行
分

野
に
お

け
る
取
組
を
着
実
に
推
進
し
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
有
効
な
活
用
方
法
を
含
め
、

先
行

分
野
で

得
ら
れ

た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
成
果
を
、
他
の
分
野
に
お
け
る
個
人
・
法
人
に
よ
る
行
政
情
報
の

収
集

や
行
政

手
続
等

に
順
次
展
開
す
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
支
援
に
よ

り
、

子
育
て

・
介
護

に
関
連
す
る
手
続
を
含
む
「
特
に
国
民
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
行
政
手
続
」

に
お

け
る
オ

ン
ラ
イ

ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
が
全
国
で
急
速
に
進

展
し
て
き
た
。
引
き
続
き
「
地
方
公
共
団

体
が

優
先
的

に
オ
ン

ラ
イ
ン
化
を
推
進
す
べ
き
手
続
」
の
う
ち
、
処
理
件
数
の
多
い
手
続
を
中
心
に
、

関
係

府
省
庁

と
連
携

し
な
が
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 手

続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-2

7
] 
引
越
し
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

 

・
 

転
出

証
明
書

情
報
の

事
前
通
知
に
関
す
る
制
度
改
正
を
踏
ま
え
、
全
市
区
町
村
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル

か
ら
転

出
届
の

提
出
・
転
入
予
定
市
区
町
村
へ
の
来
庁
予
定
の
連
絡
を
可
能
と
す
る
「
引
越
し
手

続
オ

ン
ラ
イ

ン
サ
ー

ビ
ス
」
を
2
02
2
年
度
か
ら
開
始
し
た
。
引
き
続
き
、
国
民
の
利
便
性
向
上
及
び
市

区
町

村
で
の

業
務
効

率
化
に
向
け
必
要
な
取
組
を
行
う
。
加
え
て
、
引
越
し
を
行
っ
た
者
が
、
マ
イ
ナ

ポ
ー

タ
ル
等

で
民
間

事
業
者
に
提
供
同
意
を
示
す
こ
と
で
、
民
間
事
業
者
が
変
更
後
の
住
所
情
報
を
受

領
で

き
る
サ

ー
ビ
ス

の
構
築
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
2
02
4
年
度
を
目
途
に
確
実
な
本
人
確
認
や
居
住

実
態

の
確
認

等
に
関

す
る
課
題
を
踏
ま
え
た
方

策
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
地
方
公
共
団
体
の

標
準

準
拠
シ

ス
テ
ム

へ
の
移
行
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
転
入
時
に
必
要
な
手
続
を
含
め
た
、
将
来
的
な

完
全

オ
ン
ラ

イ
ン
化

を
目
指
す
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 転

入
時
に
必
要
な
手
続
の
将
来
的
な
完
全
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
向
け
た
検
討
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-2

8
] 
死
亡
・
相
続
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

2
02
0
年

度
に

デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
分
科
会
で
報
告
し
た
方
針
等
に
基
づ
き
、
関
係
府
省
庁
や
地
方

公
共

団
体
の

協
力
の

下
、
次
の
施
策
を
推
進
す
る
。
 

・
 

2
02
1
年

度
中

に
行
わ
れ
た
実
証
実
験
等
を
踏
ま
え
て
、
死
亡
に
関
す
る
手
続
（
死
亡
届
及
び
死
亡
診
断

書
（

死
体
検

案
書
）

の
提
出
）
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
に
お
い
て
、
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厚
生

労
働
省

及
び
法
務
省
と
と
も
に
課
題
の
整
理
を
行
う
と

と
も
に

、
オ
ン

ラ
イ

ン
・

デ
ジ

タ
ル
化

実

現
に

向
け
た

具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
設
計
に
関
す
る
検
討
を
進

め
る
。
 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

は
、
法
定
相
続
人
の
特
定
に
係
る
遺
族
等
の
負

担
軽
減

策
に
つ

い
て

、
こ

れ
ま

で
の
検

討

を
基

に
、
法

務
省
と
と
も
に
社
会
実
装
に
向
け
た
論
点
整
理

を
行
い

、
そ
の

実
現

を
支

援
す

る
。
戸

籍

情
報

連
携
シ

ス
テ
ム
を
活
用
し
た
法
定
相
続
人
の
特
定
に
関

す
る
支

援
等
を

検
討

す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 死

亡
診
断
書
・
死
亡
届
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ
タ

ル
化

の
開
始
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-2

9
] 
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
の
検
討

 

・
 

公
職

選
挙
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
６
年

政
令
第

11
号
）

の
施

行
（

施
行

日
：
20
24

年
７

月
1
9日

）
に
向
け
関
係
府
省
庁
及
び
市
町
村
選
管
と
連

携
し
準

備
を
進

め
、

電
子

メ
ー

ル
の
利

用

等
に

よ
る
在

外
選
挙
人
証
の
交
付
等
の
迅
速
化
を
図
る
。
在

外
選
挙

人
名
簿

登
録

申
請

手
続

に
お
け

る

マ
イ

ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
関
係
府
省
庁

と
連
携

し
て
検

討
す

る
。
 

・
 

在
外

選
挙
に

お
け
る
ネ
ッ
ト
投
票
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き

課
題
の

整
理

、
対

応
な

ど
調
査

研

究
を

進
め
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
度
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

手
続
に

お
け
る

マ
イ
ナ

ン
バ
ー

カ
ー

ド
活

用

の
論
点
の
整
理
を
行
う
 

2
02
4
年
度
は
、
在
外
選
挙
に
お
け
る
ネ
ッ
ト

投
票
の

技
術
的

検
討
を

実
施
す

る
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-3

0
] 
「
市
民
カ
ー
ド
化
」
の
推
進

 

・
 

マ
イ

ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
日
常
生
活
の
様
々
な
シ
ー
ン
に
持

ち
歩
き

、
安
全

、
安

心
に

様
々

な
形
で

利

用
が

で
き
る

よ
う
に
す
る
。
 

・
 

図
書

館
カ
ー

ド
、
印
鑑
登
録
証
、
書
か
な
い
窓
口
の
実
現
な

ど
、
行

政
に
よ

る
市

民
サ

ー
ビ

ス
に
お

け

る
マ

イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
利
活
用
に
つ
い
て
は
、
自
治
体

が
共
同

利
用
で

き
る

シ
ス

テ
ム

や
ア
プ

リ

の
提

供
を
行

う
と
共
に
、
推
奨
す
べ
き
ケ
ー
ス
や
ソ
フ
ト
/
シ
ス

テ
ム
を

積
極
的

に
特

定
し

、
当
該

サ

ー
ビ

ス
の
全

国
へ
の
展
開
を
積
極
的
に
支
援
す
る
。
な
お
、

コ
ン
ビ

ニ
交
付

サ
ー

ビ
ス

や
行

政
手
続

の

オ
ン

ラ
イ
ン

化
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 自

治
体
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド

の
利
活

用
の
推

進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-3

1
] 
デ
ジ
田
交
付
金
に
よ
る
優
良
ケ
ー
ス
の
開
発
及
び
横
展
開

 

・
 

自
治

体
に
よ

る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
活
用
ケ
ー
ス
の
開
発
や
優
良
ケ
ー
ス
の
徹
底
的
な
横
展
開

を
進

め
る
た

め
、
デ

ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
に
よ
り
ケ
ー
ス
の
創
出
を
後
押
し
す
る
と
と

も
に

、
容
易

な
調
達

に
つ
な
が
る
よ
う
、
優
良
な
事
例
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス

/シ
ス
テ
ム
の
カ
タ
ロ
グ

や
モ

デ
ル
的

な
仕
様

書
に
つ
い
て
改
定
し
、
各
自
治
体
に
お
け
る
導
入
手
続
の
更
な
る
迅
速
化
・
円
滑

化
を

図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
田
交
付
金
を
活
用
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
活
用
事
例
等
の
FU
調
査
・
優
良

事
例

（
実
装
や
拡
充
に
当
た
っ
て
の
工
夫
含
む
）
の
整
理
及
び
地
方
公
共
団
体
へ
の
情
報

提
供

、
交
付
金
を
活
用
し
た
実
装
支
援
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-3

2
] 
教
育
分
野
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用

 

・
 

教
育

分
野
に

お
い
て

も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
便
性
等
に
つ
い
て
ま
と
め
た
教
材
を
関
係
府
省

庁
で

作
成
し

、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
と
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
の
推
進
を
後
押
し
す
る
。

ま
た

、
大
学

で
の
出

席
・
入
退
館
管
理
や
各
種
証
明
書
発
行
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用
の
先
進

事
例

に
つ
い

て
周
知

し
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
。
国
立
大
学
法
人
に
お
い
て
は
、

デ
ジ

タ
ル
キ

ャ
ン
パ

ス
の
推
進
に
つ
い
て
第
４
期
の
中
期
目
標
・
中
期
計
画
へ
記
載
し
て
お
り
、
20
26

年
度

か
ら
、

設
定
さ

れ
た
中
期
目
標
・
中
期
計
画
に
基
づ
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
活
用
を
含
め

た
業

務
の
実

績
に
つ

い
て
、
国
立
大
学
法
人
制
度
の

中
で
評
価
を
開
始
し
、
運
営
費
交
付
金
の
配
分
に

反
映

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 キ

ャ
ン
パ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
て
右
記
取
組
の
着
実
な
準
備
・
実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-3

3
] 
公
金
受
取
口
座
の
登
録
、
利
用
推
進

 

・
 

公
金

受
取
口

座
の
登

録
・
利
用
を
推
進
し
、
給
付
事
務
の
効
率
化
を
図
る
。
 

・
 

金
融

機
関
経

由
で
の

登
録
受
付
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
検
証
機
能
※
の
導
入
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

開
発

完
了
後

の
2
02
4
年
度
末
頃
に
開
始
す
る
予
定
。
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・
※

申
請

者
か

ら
提
示
を
受
け
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
て
、

地
方
公

共
団
体

情
報

シ
ス

テ
ム

機
構
（

J-

L
IS

）
か

ら
取
得
し
た
情
報
と
申
請
者
情
報
を
照
合
し
、
申

請
者
と

マ
イ
ナ

ン
バ

ー
の

紐
付

け
の
真

正

性
を

検
証
す

る
機
能
。

・
行

政
機

関
経

由
登
録
（
含
む
特
例
制
度
）
に
つ
い
て
は
、
シ

ス
テ
ム

開
発
完

了
後

、
順

次
開

始
す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 公

金
受
取
口
座
情
報
を
利
用
可
能
な
公
的
給
付

の
支

給
等
の

種
類
の

数
/
制

度
上

定
め

ら

れ
た
公
的
給
付
の
支
給
等
の
種
類
の
数
 

2
02
5
年
度
：

10
0
% 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-3
4
] 
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
電
子
証
明
書
搭
載
サ
ー
ビ
ス

 

・
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン
用
電
子
証
明
書
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
20
23

年
５

月
に
An
dr
o
id

端
末

へ
の
搭

載
を

開
始

し
て
お

り
、
順
次
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
を
図
る
。
ま

た
、
iO
S端

末
に
つ

い
て

も
実

現
に
向

け

た
検

討
を
進

め
る
。

・
加

え
て

、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
機
能
に
加

え
、
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
が

保
有
し

て

い
る

基
本
４

情
報
等
（
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
性
別
、

マ
イ
ナ

ン
バ
ー

、
顔

写
真

）
を

ス
マ
ー

ト

フ
ォ

ン
に
搭

載
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

具
体

的
な
目

標
：
 i
Ph
o
ne

端
末
へ
の
ス
マ
ホ
搭
載
の
実
現
 

基
本
４
情
報
等
の
ス
マ
ホ
搭
載
の
実
現
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-3
5
] 
民
間
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
利
用
の
推
進
・
電
子
証
明
書
失
効
情
報
の
提
供
に
係
る
手
数
料
の

当
面
無
料
化

 

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー
ド
が
持
つ
本
人
確
認
機
能
の
民
間
ビ
ジ

ネ
ス
に

お
け
る

利
用

の
普

及
を

図
る
た

め
、

手
数
料

の
当
面
無
料
化
、
最
新
の
住
所
情
報
等
の
提
供

、
ス
マ

ー
ト
フ

ォ
ン

用
電

子
証

明
書
搭

載

サ
ー

ビ
ス
を

推
進
す
る
。

・
ま

た
、

エ
ン

タ
メ
分
野
や
酒
・
た
ば
こ
販
売
時
の
年
齢
確
認

サ
ー
ビ

ス
な
ど

、
各

分
野

に
お

け
る
新

た

な
ユ

ー
ス
ケ

ー
ス
創
出
の
た
め
の
実
証
実
験
を
行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 民

間
事
業
者
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ

ー
ド
の

利
活
用

の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-3
6
] 
犯
収
法
等
に
お
け
る
非
対
面
本
人
確
認
方
法
の

JP
K

I
一
本
化

 

・
犯

罪
に

よ
る

収
益
の

移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
、
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確

認
等

及
び
携

帯
音
声

通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止

法
）

に
基
づ

く
非
対

面
の
本
人
確
認
手
法
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
公
的
個
人
認
証
に
原
則
と
し

て
一

本
化
し

、
運
転

免
許
証
等
を
送
信
す
る
方
法
や
、
顔
写
真
の
な
い
本
人
確
認
書
類
等
は
廃
止
す

る
。

対
面
で

も
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
の

IC
チ
ッ
プ
情
報
の
読
み
取
り
を
犯
収
法
及
び
携
帯
電
話
不

正
利

用
防
止

法
の
本

人
確
認
に
お
い
て
義
務
付
け
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
な

IC
チ
ッ
プ
読
み
取

り
ア

プ
リ
等

の
開
発

を
検
討
す
る
。
加
え
て
、
公
的
個
人
認
証
に
よ
る
本
人
確
認
を
進
め
る
な
ど
し
、

本
人

確
認
書

類
の
コ

ピ
ー
は
取
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 犯

収
法
、
携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
に
お
け
る
本
人
確
認
方
法
の
見
直
し
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
、
警
察
庁
、
総
務
省
 

○
[N

o
.1

-3
7
] 

e
-G

o
v
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用

 

・
e
-G
o
vに

お
い
て

、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
利
用
に
よ
る
利
便
性
向
上
の
方
策
を
検
討
し
、
必
要
な
機

能
改

修
を
行

う
。

具
体

的
な
目

標
：
 機

能
改
修
の
実
施
（

20
2
4年

10
月
以
降
）

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-3
8
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
在
留
関
連
手
続
へ
の
活
用

 

・
外

国
人

の
在

留
資
格

手
続
で
は
、
添
付
書
類
の
準
備
の
た
め
複
数
の
公
的
機
関
等
に
赴
く
必
要
が
あ

り
、

申
請
者

の
負
担

と
な
っ
て
い
る
。

・
2
02
3
年

の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
法
改
正
に
よ
り
、
外
国
人
の
在
留
資
格
手
続
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利

用
す

る
こ
と

が
可
能

と
な
っ
た
。

・
必

要
な

法
令

整
備
及

び
シ
ス
テ
ム
開
発
に
着
手
し
、
在
留
資
格
手
続
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用

に
よ

り
、
添

付
書
類

の
省
略
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
及
び
正
確
な
情
報
に
基
づ
く
円
滑
な
審
査
の
実
現

を
目

指
す
。
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具

体
的

な
目

標
：
 2
02
6
年
度
末
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
た

情
報
連

携
を
開

始
す
る

こ
と
を

目
指

す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-3

9
] 
在
留
関
係
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

在
留

関
係
手

続
に
つ
い
て
、
一
時
保
存
機
能
が
な
い
な
ど
の

在
留
申

請
オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
の
利

便

性
が

低
い
こ

と
へ
の
対
応
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

・
 

2
02
4
年

度
及

び
2
02
5
年
度
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
つ
い
て
は
、

利
便
性

向
上
に

係
る

シ
ス

テ
ム

開
発
を

優

先
し

て
行
う

と
こ
ろ
、
定
期
的
に
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
、

オ
ン
ラ

イ
ン

利
用

率
の

向
上
に

向

け
て

、
利
便

性
の
向
上
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
度
の
在
留
申
請
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ

ム
利
用

率
を
25
%と

す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-4

0
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
国
外
継
続
利
用

 

・
 

2
02
6
年
1
0月

に
在
外
公
館
に
統
合
端
末
を
設
置
す
る
た
め
の

規
模
や

シ
ス
テ

ム
改

修
の

検
討

を
進
め

る
。

ま
た
、

国
外
転
出
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
オ
ン

ラ
イ
ン

申
請
に

つ
い

て
検

討
を

進
め
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
５
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
国

外
利
用

及
び
在

外
公
館

で
の
マ

イ
ナ

ン
バ

ー

カ
ー
ド
の
交
付
等
の
開
始
を
受
け
、
国
外
転
出

者
の

円
滑
な

マ
イ
ナ

ン
バ
ー

カ
ー

ド
の

申

請
・
交
付
等
を
行
う
た
め
、

20
2
6年

10
月
に

在
外
公

館
に
統

合
端
末

を
設
置

す
る

こ
と

と

し
、
そ
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
検
討
を

進
め

る
。
ま

た
、
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

制
度

を

活
用
し
た
円
滑
な
領
事
業
務
の
在
り
方
の
検
討

を
進

め
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-4

1
] 
次
期
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
検
討

 

・
 

2
02
4
年

３
月

の
「
次
期
個
人
番
号
カ
ー
ド
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

」
の
最

終
取
り

ま
と

め
を

ふ
ま

え
、
個

人

番
号

カ
ー
ド

の
導
入
か
ら
10

年
を
迎
え
る

20
26

年
を
ひ
と
つ

の
視
野

に
入
れ

、
様

々
な

関
連

シ
ス
テ

ム

の
対

応
等
に

十
分
考
慮
し
、
極
力
、
早
期
の
安
全
で
利
便
性

の
高
い

魅
力
あ

る
次

期
個

人
番

号
カ
ー

ド

の
導

入
を
目

指
す
。

 

 

具
体

的
な
目

標
：
 魅

力
あ
る
次
期
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
導
入
の
実
現
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-4

2
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
広
報
の
強
化

 

・
 

全
業

所
管
府

省
庁
を

通
じ
、
関
係
業
界
団
体
等
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
や
、
企
業
等

に
お

け
る
マ

イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
積
極
的
な
取
得
と
利
活
用
の
促
進
を
要
請
す
る
。
 

・
 

ま
た

、
引
き

続
き
、

カ
ー
ド
を
保
有
す
る
メ
リ
ッ
ト
や
安
全
性
等
は
も
と
よ
り
、
新
た
に
広
が
る
利
活

用
の

方
法
な

ど
に
つ

い
て
も
、
国
民
・
自
治
体
・
民
間
事
業
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
か
り
や
す
く
伝
え
ら

れ
る

よ
う
、

マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
広
報
を
強
化
す
る
。
 

・
 

特
に

、
よ
り

質
の
高

い
医
療
の
実
現
の
た
め
、
一
人
で
も
多
く
の
国
民
の
皆
様
に
マ
イ
ナ
保
険
証
の
メ

リ
ッ

ト
を
周

知
す
る

と
と
も
に
実
感
し
て
利
用
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
医
療
機
関
・
薬
局
、

保
険

者
、
事

業
主
、

行
政
な
ど
、
医
療
に
関
わ
る
全
て
の
主
体
が
一
丸
と
な
っ
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用

促
進
に

取
り
組

む
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
広
報
の
強
化
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-4

3
] 
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
（
公
的
基
礎
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
の
整
備
・
利
用
促
進

 

・
 

ベ
ー

ス
・
レ

ジ
ス
ト

リ
に
つ
い
て
、

20
2
4年

通
常
国
会
で
成
立
し
た
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の

一
部

改
正
法

に
基
づ

き
、
多
数
の
手
続
に
お
い
て
参
照
さ
れ
、
国
民
の
利
便
性
向
上
や
行
政
運
営
の
改

善
に

資
す
る

も
の
に

つ
い
て
、
2
02
5
年
夏
ま
で
に
、
公
的
基
礎
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
整
備
改
善
計
画

（
「

整
備
改

善
計
画

」
）
を
策
定
し
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
整
備
や
利
用
を
推
進
す
る
。
ベ
ー
ス
・

レ
ジ

ス
ト
リ

を
構
成

す
る
デ
ー
タ
の
品
質
を
確
保
す
る
た
め
、

①
標
準
化
に
係
る
横
断
的
な
基
準
等
を

策
定

す
る
デ

ジ
タ
ル

庁
②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
デ
ー
タ
の
元
と
な
る
情
報
を
所
管
し
、
そ
の
内

容
を

正
確
か

つ
最
新

に
保
つ
行
政
機
関
③
標
準
化
に
適
合
し
、
利
用
環
境
を
担
保
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

や
シ

ス
テ
ム

を
整
備

・
管
理
す
る
行
政
機
関
に
つ
い
て
、
果
た
す
べ
き
役
割
や
具
体
的
な
取
組
を
検
討

し
、

整
備
改

善
計
画

に
お
い
て
定
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年

夏
ま
で
に
、
公
的
基
礎
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
整
備
改
善
計
画
の
策
定
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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○
[N

o
.1

-4
4
] 
商
業
・
法
人
登
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
不
動
産
登
記
関
係
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
住
所
・
所
在
地
関

係
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

 

・
商

業
・

法
人

登
記
情
報
は
20
25

年
度
、
不
動
産
登
記
情
報
は

20
2
7年

度
以
降

順
次

全
て

の
行

政
機
関

が

デ
ー

タ
に
ア

ク
セ
ス
す
る
環
境
（
20
25
年
度
か
ら
不
動
産
登

記
情
報

の
提
供

を
年

次
で

行
う

こ
と
を

含

む
。

）
を
整

備
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
・
法
務
省
で
シ
ス

テ
ム
整

備
を
検

討
す

る
。

法
施

行
後
直

ち

に
整

備
改
善

計
画
を
策
定
し
、
デ
ジ
タ
ル
庁
・
法
務
省
で
当

該
計
画

に
基
づ

く
利

用
目

的
の

特
定
又

は

変
更

を
行
う

等
の
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
観
点
か
ら

必
要
な

対
応
を

行
う

。

・
地

方
公

共
団

体
の
協
力
を
得
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
は
総
務
省
等

の
関
係

府
省
庁

と
連

携
し
2
02
4
年

度
中

に

町
字

情
報
を

整
備
し
た
上
で
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
町
字
の

変
更
に

つ
い
て

提
供

を
受

け
デ

ー
タ
の

最

新
性

を
保
つ

。
2
02
5
年
度
以
降
の
行
政
機
関
の
町
字
情
報
利

用
や
町

字
以
外

の
情

報
整

備
に

関
す
る

方

針
を

検
討
す

る
。

・
支

援
情

報
に

関
し
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
の
シ
ス
テ
ム
統
廃
合

を
行
う

。

具
体

的
な
目

標
：
 年

約
5,
0
00

万
件
の
手
続
の
効
率
化
 

電
子
申
請
等
に
お
い
て
、
20
30

年
ま
で
に

50
0手

続
で
住

所
・
所

在
地
関

係
デ
ー

タ
ベ

ー

ス
（
ア
ド
レ
ス
・
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
）
を

参
照

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-4
5
] 
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
（
公
的
基
礎
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
運
用
体
制

 

・
政

府
と

し
て

効
果
的
に
整
備
を
行
う
た
め
、
政
府
が
策
定
す

る
公
的

基
礎
情

報
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
整
備

改

善
計

画
に
お

い
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
等
を
行
う
関
係

行
政
機

関
の
責

務
と

と
も

に
、

国
立
印

刷

局
の

果
た
す

べ
き
役
割
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
国
立
印

刷
局
が

住
所
・

所
在

地
関

係
デ

ー
タ
ベ

ー

ス
及

び
商
業

・
不
動
産
関
係
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
事
務
（

「
デ
ー

タ
の
加

工
、

記
録

、
保

存
及
び

提

供
」

を
い
う

。
以
下
同
じ
）
を
担
え
る
よ
う
に
す
る
。
特
に

、
住
所

・
所
在

地
関

係
デ

ー
タ

ベ
ー
ス

に

つ
い

て
は
、
20
2
4年

度
に
国
立
印
刷
局
に
お
い
て
運
用
体
制

構
築
の

た
め
の

準
備

行
為

を
行

う
と
と

も

に
、
20
2
5年

度
以
降
、
国
立
印
刷
局
が
同
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の

運
用
事

務
を
担

う
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
度
に
国
立
印
刷
局
に
お
い
て
運
用
体

制
構
築

の
た
め

の
準
備
 

2
02
5
年
度
以
降
、
国
立
印
刷
局
が
同
デ
ー
タ

ベ
ー
ス

運
用
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-4
6
] 
事
業
者
向
け
ポ
ー
タ
ル
（
仮
称
）
の
機
能
検
討
・
開
発

 

・
個

人
向

け
の

行
政
サ

ー
ビ
ス
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
集
約
さ
れ
て
い
る
一

方
、

事
業
者

向
け
の

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
の
情
報
が
散
逸
し
て
い
る
。
事
業
者
の
行

政
サ

ー
ビ
ス

の
利
用

体
験
を
改
善
し
、
利
用
者
中
心
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
た
め
、

20
2
4年

度

中
に

事
業
者

の
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
体
験
整
理
を
行
い
、
事
業
者
が
手
続
を
行
う
際
の
ポ
ー
タ
ル
で
あ
る

「
事

業
者
向

け
ポ
ー

タ
ル
」
を
整
備
す
る
こ
と
を
前
提
に
、

20
2
4年

度
に
検
討
・
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
作
成

を
行

う
。
20
25

年
度

以
降
に
、
事
業
者
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
様
々
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
環

境
の
構

築
を
目

指
す
。

具
体

的
な
目

標
：
 事

業
者
目
線
で
の
行
政
手
続
に
関
す
る
事
業
者
向
け
ポ
ー
タ
ル
の
検
討
（
20
24
年
度
モ
ッ

ク
ア

ッ
プ
構
築
）

各
府

省
の
行
政
手
続
・
補
助
金
の
事
業
者
向
け
ポ
ー
タ
ル
へ
の
掲
載
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-4
7
] 
ガ
バ
メ
ン
ト
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
（

G
S

S
）

 

・
行

政
機

関
に

お
け
る

、
生
産
性
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
向
上
を
図
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
は
、
最
新
技
術

を
採

用
し
つ

つ
、
各

府
省
庁
の
環
境
の
統
合
を
順
次
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
共
通
の
標
準
的
な
業

務
実

施
環
境

（
業
務

用
P
Cや

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
）
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る

GS
S
を
提
供
す

る
。

・
各

府
省

庁
は

、
引
き

続
き
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
更
改
等
を
契
機
に
、
原
則
、
こ
の
環
境
へ
の
移
行
を
進
め

る
。

・
さ

ら
に

、
GS
Sは

、
府
省
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
接
続
、
府
省
LA
N等

政
府
の

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
基
盤

と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。
今

後
の

利
用
省

庁
や
ユ

ー
ザ
ー
数

等
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
や
、
各
府
省
庁

の
人

的
協
力

を
得
て

保
守
・
運
用
体
制
の
充
実
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
GS
S情

報
ポ
ー
タ
ル
等
利
用

者
向

け
の
サ

ー
ビ
ス

の
利
便
性
向
上
に
取
り
組
む
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
末
ま
で
に
、
内
閣
法
制
局
、
金
融
庁
、
総
務
省
の

GS
S
移
行
完
了
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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○
[N

o
.1

-4
8
] 
国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
移
行

 

・
2
02
4
年

度
は

、
引
き
続
き
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
先
行
事
業

等
を
実

施
す
る

と
も

に
、

各
府

省
庁
や

地

方
公

共
団
体

等
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
業
務
の
見
直

し
及
び

費
用
削

減
の

努
力

を
徹

底
し
た

上

で
の

ガ
バ
メ

ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
を
進
め
る
ほ
か
、
ガ

バ
メ
ン

ト
ク
ラ

ウ
ド

テ
ン

プ
レ

ー
ト
や

利

用
ガ

イ
ド
等

の
拡
充
、
移
行
支
援
体
制
の
整
備
等
を
実
施
す

る
。

・
な

お
、

各
府

省
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ド
サ

ー
ビ
ス

の
利
用

の
検

討
に

当
た

っ
て
は

、

ガ
バ

メ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ド
の
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
ク

ラ
ウ
ド

化
等
を

進
め

る
場

合
に

は
、
構

築

の
迅

速
性
・

柔
軟
性
の
向
上
、
高
い
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
実
現

、
コ
ス

ト
効
率

の
向

上
な

ど
、

ク
ラ
ウ

ド

化
の

効
果
追

求
を
図
る
。

・
ま

た
、

各
府

省
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
に
つ
い
て
も
、
適

切
な
費

用
負
担

の
も

と
ガ

バ
メ

ン
ト
ク

ラ

ウ
ド

を
活
用

で
き
る
仕
組
み
を
検
討
し
、
20
25

年
度
か
ら
の

利
用
を

目
指
す

。

具
体

的
な
目

標
：
 ①

ガ
バ
ク
ラ
移
行
予
定
業
務
シ
ス
テ
ム
数
（
＝

各
府

省
庁
の

シ
ス
テ

ム
数
＋

地
方

公
共

団

体
20

業
務
数
）
 

2
02
4
年
度
末
ま
で
に

10
,
61
2
業
務
シ
ス
テ
ム
が

ガ
バ

メ
ン
ト

ク
ラ
ウ

ド
上
で

稼
働

（
国

1
12

、
地
方
1
0,
5
00

）
 

②
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
上
で
の
基
盤
経
費
削

減
額

（
各
府

省
庁
の

シ
ス
テ

ム
）

2
02
4
年
度
末

10
.
6億

円
 

※
20
24

年
度
中
ま
で
に
本
番
稼
働
し
た
シ
ス

テ
ム
が

対
象
、

新
規
シ

ス
テ
ム

は
対

象
外

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-4
9
] 
レ
ガ
シ
ー
シ
ス
テ
ム
脱
却
・
シ
ス
テ
ム
モ
ダ
ン
化
協
議
会
（
仮
称
）

 

・
I
PA

を
事

務
局
と
し
て
、
IP
A
を
所
管
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
と
経

済
産
業

省
（
ベ

ン
ダ

ー
も

所
管

）
、
業

種

所
管

省
庁
の

参
画
を
得
て
、
「
レ
ガ
シ
ー
シ
ス
テ
ム
脱
却
・

シ
ス
テ

ム
モ
ダ

ン
化

協
議

会
（

仮
称
）

」

を
立

ち
上
げ

る
。
同
協
議
会
に
お
い
て
、
レ
ガ
シ
ー
シ
ス
テ

ム
の
現

状
と
業

種
特

有
お

よ
び

横
断
的

な

課
題

の
把
握

、
対
応
策
を
検
討
す
る
。

・
こ

う
し

た
取

組
を
通
じ
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
係
る
ユ
ー
ザ
ー

（
需
要

側
）
、

ベ
ン

ダ
ー

（
供

給
側
）

の

双
方

を
含
め

た
産
業
全
体
の
モ
ダ
ン
化
を
進
め
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
や

レ
ジ
リ

エ
ン

ス
の

向
上

、
多
重

下

請
構

造
か
ら

の
脱
却
と
賃
金
上
昇
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成

、
産
業

全
体
の

即
応

性
・

適
応

性
、
生

産

性
・

効
率
性

の
向
上
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
デ
ジ
タ
ル
化
に

係
る
産

業
の
今

後
の

発
展

や
イ

ノ
ベ
ー

シ

ョ
ン

の
基
盤

と
す
べ
く
進
め
て
い
く
。

具
体

的
な

目
標

：
20
25
年
６
月
を
目
途
に
、
レ
ガ
シ
ー
シ
ス
テ
ム
脱
却
・
シ
ス
テ
ム
モ
ダ
ン
化
協
議
会
（
仮

称
）

を
通
じ
て
、
レ
ガ
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
課
題
お
よ
び
対
応
策
を
整
理
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-5
0
] 
政
策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
等
を
活
用
し
た
ア
ジ
ャ
イ
ル
な
政
策
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
推
進

 

・
我

が
国

の
政

策
に
お

け
る
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
進
捗
の
指
標
化
・
計
測
・
見
え
る
化
等
の
推
進
が
政
府

内
で

必
要
と

さ
れ
て

い
る
背
景
を
受
け
、
デ
ジ
タ
ル
庁
は
20
22

年
度
か
ら
20
24
年
度
に
か
け
て
、
デ
ジ

タ
ル

政
策
を

中
心
に

デ
ー
タ
の
可
視
化
と
分
析
を
目
的
と
し
た
政
策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
の
開
発
、
運

用
、

公
開
を

順
次
推

進
し
て
い
る
。

・
今

後
は

、
本

取
組
を

更
に
推
し
進
め
、
各
政
策
に
お
け
る
成
果
の
デ
ー
タ
に
よ
る
見
え
る
化
を
加
速
さ

せ
る

。
デ
ジ

タ
ル
庁

の
専
門
人
材
等
が
持
つ
専
門
性
を
生
か
し
た
助
言
、
デ
ー
タ
基
盤
の
整
備
拡
大
、

ガ
イ

ド
ブ
ッ

ク
等
に

よ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
公
開
等
、
各
府
省
庁
の
政
策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
の
作
成
・
公
表

を
支

援
し
て

い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 政

策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
を
利
用
、
公
開
等
を
実
施
し
た
政
策
の
件
数
（
累
計
）
：

20
25

年

度
ま

で
に
15

件
 

政
策

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
掲
載
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
数
（
累
計
P
V数

）
：
20
25

年
度
ま
で
に

15
万

P
V 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-5
1
] 

V
is

it
 J

a
p

a
n

 W
e

b
に
よ
る
入
国
手
続
の
効
率
化

 

・
訪

日
外

国
人

が
急
増

す
る
中
、
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
も
活
用
し
、
入
国
手
続
（

CI
Q
手
続
）
の
利
便
性
等

を
一

層
高
め

て
い
く

必
要
が
あ
る
。

・
そ

の
た

め
、

Vi
s
it
 
Ja
p
an
 
We
b
（
入
国
手
続
に
係
る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
）
に
つ
い
て
は
、
利
便

性
向

上
の
た

め
、
20
24

年
１
月
に
入
国
審
査
・
税
関
申
告
の
た
め
の
２
次
元
コ
ー
ド
の
統
一
を
行
っ
た

と
こ

ろ
、
こ

れ
を
活

用
し
て
入
国
手
続
に
お
け
る
「
重
複
の
解
消
」
と
「
手
続
時
間
の
短
縮
」
を
実
現

す
る

た
め
、

関
係
省

庁
で
連
携
の
上
、
2
02
4
年
度
中
に
「
統
一
さ
れ
た
２
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
た

め
の

新
た
な

端
末
」

を
東
京
国
際
空
港
、
成
田
国
際
空
港
及
び
関
西
国
際
空
港
に
導
入
し
、
さ
ら
に
、

2
02
5
年

度
以

降
、
順
次
拡
大
を
検
討
し
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
の
入
国
手
続
完
結
を
実
現
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 シ

ス
テ
ム
の
稼
働
率
：
9
9.
9
％
以
上
 

シ
ス

テ
ム
の
登
録
率
：
3
0%

以
上
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主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-5
2
] 
調
達
ポ
ー
タ
ル
利
活
用
の
推
進

 

・
現

在
調

達
ポ

ー
タ
ル
は
、
国
の
調
達
の
う
ち
、
電
子
調
達
シ

ス
テ
ム

で
処
理

を
行

っ
た

物
品

・
役
務

の

調
達

に
か
か

る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
と
し
て
の
機
能
を
実
装
し

て
い
る

。

・
2
02
5
年

度
に

公
共
工
事
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
統
合
に
向
け

た
調
査

研
究
が

実
施

さ
れ

る
予

定
で
あ

る

こ
と

か
ら
、

当
該
シ
ス
テ
ム
の
検
討
状
況
を
踏
ま
え
、
当
該

シ
ス
テ

ム
と
調

達
ポ

ー
タ

ル
の

連
携
の

可

能
性

を
2
02
5
年
度
末
ま
で
に
検
討
す
る
。

・
こ

れ
に

よ
り

、
調
達
ポ
ー
タ
ル
が
国
の
調
達
全
般
に
か
か
る

ポ
ー
タ

ル
サ
イ

ト
に

な
る

こ
と

か
ら
事

業

者
へ

の
利
便

性
向
上
が
見
込
ま
れ
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
5
年
度
に
公
共
工
事
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム

の
 
統

合
に

向
け
た

調
査
研

究
が
実

施
さ

れ

る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の

検
討

状
況
を

踏
ま
え

、
当
該

シ
ス

テ
ム

と

調
達
ポ
ー
タ
ル
の
連
携
の
可
能
性
を

20
2
5年

度
末
ま

で
に
検

討
す
る
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-5
3
] 
法
人
共
通
認
証
基
盤
（

G
ビ
ズ

ID
）
の
普
及

 

・
事

業
者

等
の

法
人
（
個
人
事
業
主
を
含
む
。
）
が
、
様
々
な

サ
ー
ビ

ス
に
ロ

グ
イ

ン
で

き
る

認
証
サ

ー

ビ
ス

を
実
現

す
る
「
Gビ

ズ
I
D」

に
つ
い
て
、
2
02
4
年
度
中

に
事
業

所
や
支

社
単

位
で

の
手

続
を
可

能

と
す

る
と
と

も
に
、
行
政
書
士
等
の
代
理
人
へ
の
委
任
が
で

き
る
よ

う
機
能

の
拡

充
を

行
う

。
加
え

て
、

商
業
登

記
電
子
証
明
書
と
の
連
携
の
た
め
の
整
備
を
進

め
る
。

ま
た
、

民
間

サ
ー

ビ
ス

と
の
連

携

に
関

す
る
実

証
を
行
い
、
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 ほ

ぼ
全
て
の
法
人
が

Gビ
ズ
I
Dを

取
得
（

20
25

年
度

）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-5
4
] 
事
業
者
向
け
行
政
手
続
・
補
助
金
の
電
子
申
請
対
応

 

・
各

府
省

庁
に

お
け
る
事
業
者
向
け
行
政
手
続
及
び
補
助
金
の

効
率
的

な
電
子

申
請

対
応

に
つ

い
て
は

、

デ
ジ

タ
ル
庁

が
用
意
し
た
調
査
ツ
ー
ル
で
あ
る
D
XS

に
て
各

府
省

庁
の
状

況
調
査

を
行

い
、

そ
の
調

査

結
果

を
踏
ま

え
、
電
子
申
請
化
に
お
け
る
支
援
を
行
う
。

・
事

業
者

向
け

補
助
金

申
請
に
つ
い
て
は
、

20
23

年
度
秋
の
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
及
び
デ
ジ
タ
ル
行
財
政

改
革

中
間
と

り
ま
と

め
の
内
容
を
踏
ま
え
、

20
2
4年

度
中
に

Jグ
ラ
ン
ツ
を
改
修
し
対
応
可
能
な
補
助

金
の

種
類
数

を
増
加

さ
せ
る
こ
と
で
、
2
02
5
年
度
以
降
、
各
府
省
庁
に
お
い
て
、
全
て
の
補
助
金
に
お

け
る

電
子
申

請
対
応

を
原
則
と
す
る
こ
と
と
し
、
事
業
者
に
よ
る
電
子
申
請
率
の

向
上
を
図
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 事

業
者
向
け
の
行
政
手
続
に
お
け
る
電
子
申
請
対
応
率
の
向
上
 

2
02
5
年

度
以
降
、
事
業
者
向
け
補
助
金
に
お
け
る
電
子
申
請
対
応
の
原
則
化
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-5
5
] 

J
グ
ラ
ン
ツ
の
利
便
性
向
上

 

・
汎

用
的

な
補

助
金
申

請
シ
ス
テ
ム
（

Jグ
ラ
ン
ツ
）
に
つ
い
て
、
20
24

年
度
、
U
I/
U
X改

善
を
行
う
こ
と

で
申

請
時
の

事
業
者

・
事
務
局
双
方
の
負
担
軽
減
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
補
助
金
・
助
成
金
事
業
で
利

用
可

能
と
な

る
よ
う

シ
ス
テ
ム
処
理
能
力
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
改
善
を
行
う
。
ま
た
、
補
助
金
・
助
成

金
等

の
交
付

手
続
の

迅
速
化
・
効
率
化
の
ほ
か
、
災
害
等
の
緊
急
時
に
、
事
業
者
に
対
す
る
迅
速
な
給

付
金

等
の
振

込
み
・

払
込
み
を
可
能
に
す
る
た
め
、
事
業
者
の
存
在
確
認
済
み
の
預
貯
金
口
座
情
報

を
、
Jグ

ラ
ン
ツ

に
登
録
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 1
,4
0
0補

助
金
で

Jグ
ラ
ン
ツ
を
利
用
（
2
02
4
年
度
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-5
6
] 
非
地
上
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進

 

・
デ

ジ
タ

ル
田

園
都
市

国
家
イ
ン
フ
ラ
整
備
計
画
（
20
23

年
４
月
改
訂
）
に
基
づ
き
、
衛
星
通
信
・
HA
PS

等
の

非
地
上

系
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
NT
N）

の
早
期
国
内
展
開
（
2
02
5
年
度
以
降
）
に
向
け
、
制
度
整
備

や
周

波
数
の

確
保
、

更
に
は
研
究
開
発
の
加
速
が
必
要
。

・
こ

の
た

め
、

周
波
数

の
国
際
的
な
調
整
を
行
う
世
界
無
線
通
信
会
議
（
W
RC
-
23
）
（

20
2
3年

11
月
-1
2

月
開

催
）
に

お
い
て

、
衛
星
通
信
・

HA
P
S用

と
し
て
利
用
可
能
な
周
波
数
の
拡
大
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
20
2
3年

度
か
ら

、
情
報
通
信
審
議
会
等
に
お
い
て
制
度
整
備
に
向
け
た
技
術
的
条
件
の
検
討
を
開

始
。

・
ま

た
、

技
術

的
な
対

応
が
必
要
と
な
る
課
題

の
解
決
に
向
け
、
研
究
開
発
や
技
術
実
証
を
推
進
。

具
体

的
な
目

標
：
 大

阪
・
関
西
万
博
で
の
H
AP
S
の
実
証
・
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
（

20
2
5年

度
）
 

衛
星

通
信
に
係
る
周
波
数
確
保
、
制
度
整
備
等
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主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-5

7
] 
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
事
故
・
災
害
対
策

 

・
 

国
民

が
平
時

か
ら
安
心
し
て
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
す
る

こ
と
が

で
き

、
ま

た
、

災
害
時

に

お
い

て
も
家

族
等
と
の
連
絡
手
段
や
必
要
な
情
報
の
入
手
・

発
信
の

手
段
、

関
係

機
関

に
よ

る
復
旧

活

動
に

お
け
る

連
絡
手
段
等
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、

電
気
通

信
事

故
の

検
証

や
停
電

対

策
な

ど
電
気

通
信
設
備
が
満
た
す
べ
き
基
準
の
運
用
等
を
通

じ
、
安

全
・
安

心
で

信
頼

で
き

る
通
信

イ

ン
フ

ラ
の
構

築
・
運
用
等
を
推
進
す
る
。
 

・
 

ま
た

、
災
害

発
生
時
に
お
け
る
M
IC
-
TE
A
M（

災
害
時
テ
レ
コ

ム
支
援

チ
ー
ム

）
や

携
帯

基
地

局
等
の

電

源
確

保
の
た

め
の
移
動
電
源
車
の
派
遣
、
災
害
対
策
用
移
動

通
信
機

器
の
配

備
等

に
つ

い
て

促
進
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 安

全
・
安
心
で
信
頼
で
き
る
通
信
イ
ン
フ
ラ
の

構
築

・
運
用

等
を
推

進
 

大
規
模
災
害
発
生
時
の
避
難
所
等
の
通
信
確
保
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-5

8
] 
ポ
ス
ト

5
G
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
研
究
開
発
・
推
進

 

・
 

第
５

世
代
移

動
通
信
シ
ス
テ
ム
（
5G

）
は
各
国
で
商
用
サ
ー

ビ
ス
が

開
始
さ

れ
て

い
る

中
、

さ
ら
に

超

低
遅

延
や
多

数
同
時
接
続
と
い
っ
た
機
能
が
強
化
さ
れ
た
5G

（
ポ
ス

ト
5
G）

は
工

場
や

自
動

運
転
と

い

っ
た

多
様
な

産
業
用
途
へ
の
活
用
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
我

が
国
の

競
争
力

の
核

と
な

り
得

る
技
術

と

期
待

さ
れ
て

い
る
。
ポ
ス
ト
5G
に
対
応
し
た
情
報
通
信
シ
ス

テ
ム
の

中
核
と

な
る

技
術

を
開

発
す
る

こ

と
で

我
が
国

の
ポ
ス
ト
5
G情

報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
製

造
基
盤

強
化
を

目
指

す
。

特
に

通
信
に

お

い
て

は
2
02
3
年
度
に
オ
ー
プ
ン
R
AN

に
関
す
る
海
外
で
の
Po
C含

む
研
究

開
発
を

開
始

し
て

お
り
、

国
際

連
携

を
通
じ

て
日
本
が
強
み
を
持
つ
オ
ー
プ
ン
R
AN

の
普
及

展
開

に
取
り

組
む
。

ま
た

、
今

後
通
信

デ

ー
タ

量
の
増

大
に
伴
い
、
消
費
電
力
の
削
減
が
求
め
ら
れ
て

い
る
基

地
局
の

省
エ

ネ
化

技
術

や
ロ
ー

カ

ル
5G
の

普
及

拡
大
等
を
目
指
し
技
術
開
発
を
行
っ
て
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 有

識
者
の
意
見
に
基
づ
き
開
発
テ
ー
マ
ご
と
に

設
定

し
た
目

標
の
達

成
率
が

（
先

端
研

究

を
除
き
）
80

％
を
達
成
す
る
 

本
事
業
で
開
発
し
た
技
術
が
各
採
択
テ
ー
マ
終

了
後

お
お
む

ね
３
年

時
点
で

（
先

端
研

究

を
除
き
）
50

％
以
上
実
用
化
す
る
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

 

 
○

[N
o

.1
-5

9
] 

D
X
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
取
組

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

に
お
い

て
は
、
新
た
な
制
度
や
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
際
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
を
よ
り

一
層

組
み
込

ん
で
い

く
考
え
方
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
バ
イ
・
デ
ザ
イ
ン
）
の
徹
底
を
図
る
。
 

・
 

こ
れ

を
実
現

す
る
た

め
、
体
制
・
プ
ロ
セ
ス
の
整
備
、
専
門
人
材
の
活
用
、
有
識
者
の
知
見
収
集
等
に

取
り

組
む
ほ

か
、
研

修
等
を
通
じ
職
員
の
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
報
保
護

と
の

バ
ラ
ン

ス
を
踏

ま
え
た
安
全
安
心
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
不
適
切
な
取
扱
い

の
防

止
に
努

め
る
。
 

・
 

な
お

、
社
会

全
体
の

DX
推
進
に
際
し
て
は
、
デ
ー
タ
の
利
活
用
と
個
人
情
報
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要

で
あ

り
、
デ

ジ
タ
ル

庁
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
関
す
る
司
令
塔
と
し
て
、
引
き
続
き
関
係
機
関

等
と

連
携
を

図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 プ

ラ
イ
バ
シ
ー
・
バ
イ
・
デ
ザ
イ
ン
対
応
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数

 
3
0件

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-6

0
] 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
偽
・
誤
情
報
対
策
の
推
進

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
空

間
に
お

け
る
情
報
流
通
の
健
全
性
確
保
に
向
け
た
今
後
の
対
応
方
針
と
具
体
的
な
方
策
に

つ
い

て
検
討

す
る
た

め
、
20
23

年
11

月
か
ら
「
デ
ジ
タ
ル
空
間
に
お
け
る
情
報
流
通
の
健
全
性
確
保
の

在
り

方
に
関

す
る
検

討
会
」
に
お
い
て
検
討
を
開
始
し
て
い
る
。
 

・
 

同
検

討
会
は

20
2
4年

夏
頃
ま
で
に
取
り
ま
と
め
を
予
定
し
て
お
り
、
本
取
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ
ー

ム
事
業

者
の
取
組
の
透
明
性
・
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の

推
進

、
技
術

・
研
究

開
発
の
推
進
、
デ
ジ
タ
ル
広
告
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
、
国
際
的
な
連
携
強
化

に
加

え
、
子

供
か
ら

高
齢
者
ま
で
の
幅
広
い
世
代
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
な
ど
、
総
合
的
な
対
策

を
進

め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
偽
・
誤
情
報
に
対
す
る
総
合
的
な
対
策
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-6

1
] 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
・
有
害
情
報
へ
の
対
策
の
推
進

 

・
 

イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
上

の
違
法
・
有
害
情
報
へ
の
対
応
と
し
て
、
削
除
対
応
の
迅
速
化
や
運
用
状
況
の
透

明
化

を
大
規

模
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
義
務
付
け
る
た
め
の
情
報
流
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
対

処
法

（
プ
ロ

バ
イ
ダ

責
任
制
限
法
の
一
部
改
正
）
に
基
づ
き
、
省
令
等
の
制
度
整
備
や
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
等

を
通
じ

ど
の
よ

う
な
情
報
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
法
令
違
反
や
権
利
侵
害
と
な
る
の
か
の
明
確
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化
、

及
び
そ

れ
ら
の
適
切
な
運
用
を
図
る
な
ど
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー

ム
事
業

者
に

対
す

る
実

効
的
な

対

策
を

推
進
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
・
有
害
情
報
へ
の

総
合

的
な
対

策
の
推

進
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-6
2
] 
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
横
断
的
な
見
直
し

 

・
ア

ナ
ロ

グ
規

制
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
「
デ
ジ

タ
ル
原

則
を
踏

ま
え

た
ア

ナ
ロ

グ
規
制

の

見
直

し
に
係

る
工
程
表
」
に
沿
っ
た
見
直
し
作
業
を
進
め
、

工
程
表

に
定
め

ら
れ

た
ア

ナ
ロ

グ
規
制

見

直
し

を
完
了

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
原
則
を
踏
ま
え
た
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の

見
直

し
条
項

：
2
02
4
年

度
末

 6
,
28
5
条

項
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-6
3
] 
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
点
検
・
見
直
し
支
援

・
地

方
公

共
団

体
に
お
け
る
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
点
検
・
見
直
し

に
つ
い

て
、
全

国
の

取
組

を
更

に
推
進

す

る
観

点
か
ら

、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
、
ア
ナ
ロ
グ
規
制

の
見
直

し
に
係

る
モ

デ
ル

的
な

条
例
等

案

の
作

成
・
共

有
に
向
け
た
分
析
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査

結
果
等

を
踏
ま

え
、

「
地

方
公

共
団
体

に

お
け

る
ア
ナ

ロ
グ
規
制
の
点
検
・
見
直
し
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
20
23

年
12
月

改
訂

）
」

を
改

訂
す

る
等
、

必

要
な

支
援
を

行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
度
に
実
施
す
る
全
国
の
地
方
公
共
団

体
の
取

組
状
況

調
査
の

結
果
を

踏
ま

え
て

設

定
予
定
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-6
4
] 
デ
ジ
タ
ル
法
制
審
査

 

・
新

規
法

令
等

の
デ
ジ
タ
ル
原
則
適
合
性
確
認
プ
ロ
セ
ス
（
デ

ジ
タ
ル

法
制
審

査
）

に
つ

い
て

、
各
府

省

庁
は

、
デ
ジ

タ
ル
規
制
改
革
推
進
の
一
括
法
を
踏
ま
え
、
指

針
に
基

づ
き
、

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

マ
ッ
プ

・

技
術

カ
タ
ロ

グ
を
適
切
に
活
用
し
つ
つ
、
ア
ナ
ロ
グ
規
制
に

つ
い
て

点
検
す

る
と

と
も

に
、

法
令
等

の

立
案

段
階
か

ら
デ
ジ
タ
ル
原
則
に
適
合
し
た
運
用
を
見
据
え

た
業
務

・
シ
ス

テ
ム

の
設

計
等

が
行
わ

れ

る
よ

う
に
情

報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
が
見
込
ま
れ
る
行
政
手
続
を
定
め
る
規
定
等
に
つ
い
て
点
検
を
実
施

し
、

点
検
結

果
を
デ

ジ
タ
ル
庁
に
提
出
す
る
。
 

・
デ

ジ
タ

ル
庁

は
、
こ

れ
ま
で
の
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直
し
や
そ
の
た
め
の
技
術
実
証
の
結
果
等
を
踏
ま

え
、

各
府
省

庁
や
地
方
自
治
体
に
対
し
て
、
業
務
・
シ
ス
テ
ム
を
含
む
法
令
の
運
用
面
で
の
更
な
る
デ

ジ
タ

ル
化
の

促
進
、

ア
ナ
ロ
グ
規
制
点
検
ツ
ー
ル
の
開
発
・
展
開
等
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
点
検
結

果
を

公
表
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 ア

ナ
ロ
グ
規
制
を
課
す
条
項
の
新
設
防
止

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-6
5
] 
行
政
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
完
結

 

・
年

間
件

数
１

万
件
以

上
の
申
請
等
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
処
分
通
知
等
に
つ
い
て
、

20
23

年
12
月
に
取
り

ま
と

め
た
「

行
政
手

続
の
デ
ジ
タ
ル
完
結
に
向
け
た
工
程
表
」
に
基
づ
き
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
取
り
組

み
、

工
程
表

に
定
め

ら
れ
た
デ
ジ
タ
ル
完
結
を
実
現
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 申

請
か
ら
処
分
通
知
ま
で
の
デ
ジ
タ
ル
完
結
を
実
現
し
た
手
続
の
件
数
：
20
24
年
度
末
 

7
86

件
、

20
2
5年

度
末
 1
,1
6
0件

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-6
6
] 
ト
ー
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
で
目
指
す
姿
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

6
0
秒
で
手
続
が
完
結
）

 

・
行

政
関

連
手

続
に
お

け
る
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
60

秒
で
手
続
が
完
結
」
「
７
日
間
で
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
立

ち
上
げ

ら
れ
る

」
「
民
間
並
み
の
コ
ス
ト
」
実
現
に
向
け
て
、
デ
ー
タ
の
分
散
管
理
や
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ

、
個
人

情
報
保

護
、
災
害
等
に
対
す
る
強
靭
性
の
確
保
を
し
つ
つ
、
毎
年
、
重
点
分
野
を
定
め

て
、

シ
ス
テ

ム
・
制

度
・
業
務
の
三
位
一
体
で
業
務
効
率
化
、
利
便
性
・
利
用
者
体
験
の
向
上
を
図

る
。

・
具

体
的

に
ま

ず
は
、

出
生
・
子
育
て
分
野
の
手
続
の
う
ち
、
多
く
の
国
民
が
申
請
・
届
出
を
行
う
手
続

に
関

し
、
20
25

年
度

を
目
途
に
、
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
に
よ
る
申
請
が
で
き
る
環
境
を
整

備
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
5
年

度
を
目
途
に
、
主
な
出
生
・
子
育
て
分
野
の
手
続
に
関
し
、
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ワ

ン
ス

ト
ッ
プ
申
請
の
環
境
を
整
備
す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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○
[N

o
.1

-6
7
] 
戸
籍
の
記
載
事
項
へ
の
振
り
仮
名
の
追
加

 

・
行

政
機

関
等

が
保
有
す
る
氏
名
の
情
報
の
多
く
は
漢
字
で
表

記
さ
れ

て
い
る

と
こ

ろ
、

漢
字

に
は
様

々

な
字

体
が
あ

る
た
め
、
検
索
に
時
間
を
要
し
て
い
た
が
、
氏

名
の
振

り
仮
名

を
戸

籍
上

一
意

に
公
証

す

る
こ

と
で
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
の
検
索
等
の
処
理
が
容
易
に

な
る
。

・
氏

名
の

振
り

仮
名
を
戸
籍
の
記
載
事
項
と
す
る
「
行
政
手
続

に
お
け

る
特
定

の
個

人
を

識
別

す
る
た

め

の
番

号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
が

、
2
02
3
年
６

月
９

日
に

公
布
さ

れ

た
と

こ
ろ
、

公
布
後
２
年
以
内
の
施
行
に
向
け
て
、
市
区
町

村
の
戸

籍
情
報

シ
ス

テ
ム

改
修

や
関
係

す

る
規

則
改
正

な
ど
の
準
備
を
着
実
に
進
め
て
い
く
と
と
も
に

、
公
布

後
３
年

以
内

に
実

現
す

る
こ
と

と

さ
れ

て
い
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ
の
氏
名
の
振
り
仮
名

記
載
及

び
希
望

者
に

対
す

る
ロ

ー
マ
字

表

記
の

実
現
の

た
め
、
関
係
府
省
庁
と
連
携
し
、
必
要
な
準
備

を
進
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
5
年
５
月
時
点
に
お
け
る
全
て
の
国
民
に

、
2
02
6
年

８
月

を
目
途

に
そ
の

戸
籍

に
振

り

仮
名
を
記
載
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

○
[N

o
.1

-6
8
] 
登
記
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

 

・
行

政
機

関
等

へ
の
法
令
に
基
づ
く
手
続
で
は
登
記
事
項
証
明

書
の
添

付
を
求

め
る

も
の

が
多

く
、
そ

の

入
手

の
費
用

・
時
間
等
が
利
用
者
の
負
担
と
な
っ
て
お
り
、

国
の
行

政
機
関

等
で

は
登

記
情

報
連
携

の

利
用

等
に
よ

り
添
付
省
略
が
進
ん
で
い
る
が
、
地
方
公
共
団

体
で
は

添
付
を

求
め

る
手

続
が

依
然
多

い
。

ま
た
、

登
記
情
報
の
確
認
の
た
め
の
公
用
請
求
に
よ
る

登
記
事

項
証
明

書
の

取
得

が
、

地
方
公

共

団
体

を
始
め

行
政
機
関
等
の
事
務
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
法

務
省
と

デ
ジ
タ

ル
庁

は
、

登
記

情
報
連

携

の
利

用
推
進

及
び
地
方
公
共
団
体
へ
の
大
幅
な
利
用
拡
大
に

よ
り
添

付
省
略

を
更

に
推

進
す

る
ほ
か

、

公
用

請
求
の

代
替
と
し
て
登
記
情
報
連
携
の
利
用
の
検
討
を

進
め
、

地
方
公

共
団

体
で

の
試

行
を
拡

大

す
る

。

・
所

有
者

不
明

土
地
問
題
等
の
社
会
的
要
請
へ
の
対
応
に
配
慮

し
つ
つ

、
登
記

情
報

シ
ス

テ
ム

の
更
改

を

契
機

と
し
て

、
シ
ス
テ
ム
構
成
の
見
直
し
等
に
よ
る
運
用
等

経
費
の

削
減
を

進
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 添

付
省
略
を
目
的
と
し
た
登
記
情
報
連
携
の
利

用
対

象
と
な

る
地
方

公
共
団

体
の

大
幅

な

拡
大
（
2
02
4
年
度
に
お
い
て
前
年
度
比
で
倍
増

以
上

）
 

公
用
請
求
の
代
替
と
し
て
登
記
情
報
連
携
が
利

用
可

能
と
な

る
地
方

公
共
団

体
の

拡
大

（
20
24

年
度
中
に
被
災
自
治
体
以
外
で
も
試

行
実
施

）
 

登
記
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
等
経
費
の
削
減
（
2
02
5
年

度
に

お
い
て

20
2
0年

度
比

で
３

割

を
削
減
）
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

○
[N

o
.1

-6
9
] 
商
業
登
記
電
子
証
明
書
の
普
及
等

 

・
2
02
3
年

度
ま

で
に
、
商
業
登
記
電
子
証
明
書
に
つ
い
て
、
リ
モ
ー
ト
署
名
方
式
の
導
入
に
係
る
課
題
等

の
整

理
を
行

う
と
と

も
に
、
同
電
子
証
明
書
に
係
る
認
証
局
の
更
改
に
む
け
た
作
業
を
開
始
し
た
と
こ

ろ
で

あ
る
。

こ
れ
ら

の
整
理
等
を
踏
ま
え
て
、
G
ビ
ズ
ID

と
の
連
携
を
前
提
に
、

20
24

年
度
に
お
い
て

も
引

き
続
き

同
認
証

局
の
更
改
に
向
け
た
作
業
を
実
施
し
、

20
2
5年

度
中
に
同
認
証
局
の
更
改
を
行
う

と
と

も
に
、

20
2
6年

度
ま
で
の
可
能
な
限
り
早
期
に
リ
モ
ー
ト
署
名
の
実
現
を
目
指
す
。

具
体

的
な
目

標
：
 商

業
登
記
電
子
証
明
書
の
認
証
局
の
更
改
（

20
2
5年

度
）
 

リ
モ

ー
ト
署
名
の
実
現
（
20
26

年
度
）

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-7
0
] 
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
全
国
総
合
整
備
計
画

 

・
「

デ
ジ

タ
ル

ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
全
国
総
合
整
備
計
画
」
に
沿
っ
て
、
各
府
省
庁
が
一
体
と
な
っ
て
実
証
段

階
か

ら
実
装

へ
の
移

行
を
加
速
し
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
・
ル

ー
ル

に
わ
た

る
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
全
国
整
備
を
推
進
す
る
。
こ
の
際
、
共
通
の
仕
様
や
規
格

等
を

策
定
し

、
合
意

が
得
ら
れ
た
仕
様
に
つ
い
て
は
事
業
者
等
に
準
拠
を
求
め
る
こ
と
を
基
本
と
す

る
。
20
2
4年

度
か
ら

先
行
的
な
取
組
「
ア
ー
リ
ー
ハ
ー
ベ
ス
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
開
始
し
、
送
電
網

や
河

川
上
空

に
お
け

る
ド
ロ
ー
ン
航
路
の
整
備
や
新
東
名
高
速
道
路
の
一
部
区
間
等
に
お
け
る
自
動
運

転
サ

ー
ビ
ス

支
援
道

の
設
定
、
関
東
地
方
の
都
市
に
お

け
る
イ
ン
フ
ラ
管
理
の
D
Xの

実
現
等
を
目
指

し
、

そ
の
成

果
の
他

地
域
へ
の
横
展
開
を
進
め
る
。
ま
た
、
災
害
か
ら
の
創
造
的
復
興
を
目
指
し
、
石

川
県

に
お
け

る
奥
能

登
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
支
援
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
中
に
、
 

・
送

電
網
等
に
お
け
る
1
80
k
mの

ド
ロ
ー
ン
航
路
の
整
備

・
新

東
名
高
速
道
路
の
一
部
区
間
に
お
け
る

10
0
km

の
自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス
支
援
道
の
設

定 ・
関

東
地
方
の
都
市
に
お
け
る
2
00

㎢
の
地
下
イ
ン
フ
ラ
の
デ
ジ
タ
ル
ツ
イ
ン
構
築

を
進

め
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
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○
[N

o
.1

-7
1
] 
自
動
物
流
道
路
の
構
築

 

・
物

流
危

機
へ

の
対
応
や
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に
向
け
て
、
新

た
な
物

流
形
態

と
し

て
、

道
路

空
間
を

活

用
し

た
「
自

動
物
流
道
路
」
の
構
築
に
向
け
た
検
討
を
進
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 1
0年

後
の
実
現
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.1

-7
2
] 

E
T

C
専
用
化
の
推
進

 

・
国

土
交

通
省

及
び
高
速
道
路
６
社
で
は
、
料
金
所
に
お
け
る

業
務
の

効
率
化

や
渋

滞
の

解
消

等
を
図

る

た
め

、
高
速

道
路
の
ET
C
専
用
化
に
よ
る
料
金
所
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ

ス
化
を

計
画

的
に

推
進

し
て
い

る
。

・
引

き
続

き
、

周
知
・
広
報
や
ET
C
の
利
用
環
境
の
整
備
な
ど

を
実
施

し
な
が

ら
、

導
入

状
況

な
ど
も

踏

ま
え

料
金
所

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
順
次
拡
大
し
て
い
く

。

具
体

的
な
目

標
：
 E
TC

専
用
料
金
所
を
順
次
導
入
し
、
E
TC
専
用

化
に
よ

る
料
金

所
の
キ

ャ
ッ
シ

ュ
レ

ス
化

を

推
進
し
て
い
く
。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.1

-7
3
] 
中
長
期
の
視
点
で
全
体
最
適
と
な
る
「
国
・
地
方
を
通
じ
た
デ
ジ
タ
ル
基
盤
」
と
し
て
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
現

 

・
今

後
、

国
・

地
方
の
更
な
る
連
携
強
化
や
コ
ス
ト
効
率
化
、

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

強
化

、
サ

ー
ビ

ス
レ
ベ

ル

の
向

上
を
実

現
す
る
た
め
、
「
2
03
0
年
頃
の
国
・
地
方
の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
の

将
来

像
」

（
注

１
）
の

実

現
に

向
け
、

以
下
の
取
組
を
着
実
に
進
め
る
。

・
国

・
地
方

の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
国
が
主
体
的
に
整

備
す
る

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
基

盤
の

共
用
化

の

検
討

・
地

方
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
ゼ
ロ
ト
ラ
ス

ト
ア
ー

キ
テ
ク

チ
ャ

の
考

え
方

の
導
入

に

向
け

た
調
査

・
分
析
・
検
証

・
行

政
職
員

が
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に
必
要
な
技
術
研

鑽
等
が

可
能
な

人
材

育
成

環
境

の
整
備

等
に

つ
い
て

、
可
能

な
も
の
か
ら
速
や
か
に
実
施
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
将
来
像
へ
の
移
行
プ
ロ
セ
ス
の

具
体

化
、
安

定
的
か

つ
持
続
的
な
運
用
管
理
体
制
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
注

２
）
等

に
つ
い

て
更
な
る
検
討
を
行
う
。
 

・
（

注
１

）
「

国
・
地

方
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
将
来
像
及
び
実
現
シ
ナ
リ
オ
に
関
す
る
検
討
会
 
報
告
書
」

（
令

和
６
年

５
月
）

参
照

・
（

注
２

）
「

地
方
公

共
団
体
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
総

務
省
）

具
体

的
な
目

標
：
 国

・
地
方
の
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
移
行
を
20
30

年
頃
に
実
現
で
き
る
よ
う
、
検
証

等
を

可
能
な
も
の
か
ら
速
や
か
に
実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-7
4
] 
行
政
の
手
続
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
推
進

 

・
デ

ジ
タ

ル
庁

に
お
い

て
政
府
共
通
決
済
基
盤
を
構
築
し
、
20
23

年
度
に
地
方
公
共
団
体
へ
納
付
す
る
手

数
料

の
取
扱

い
を
開

始
。

・
引

き
続

き
地

方
公
共

団
体
で
の
利
用
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
各
府
省
庁
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

化
が

効
率
的

・
効
果

的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
政
府
共
通
決
済
基
盤
の
国
庫
納
付
へ
の
対
応
に
向
け
た

検
討

を
行
い

、
必
要

な
設
計
・
開
発
を
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 政

府
共
通
決
済
基
盤
に
お
け
る
国
庫
納
付
機
能
に
つ
い
て
、

20
2
5年

度
か
ら
の
設
計
・
開

発
に

向
け
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-7
5
] 
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
改
組

 

・
「

医
療
D
Xの

推
進
に

関
す
る
工
程
表
」
に
記
載
さ
れ
た
施
策
に
係
る
業
務
を
担
う
主
体
に
つ
い
て
、
社

会
保

険
診
療

報
酬
支

払
基
金
を
審
査
支
払
機
能
に
加
え
、
医
療
D
Xに

関
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
運
用

主
体

の
母
体

と
し
、

抜
本
的
に
改
組
す
る
。
こ
の
改
組
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
関
係
者
等
の
参
画
を
得

つ
つ

、
国
が

責
任
を

持
っ
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
発
揮
で
き
る
仕
組
み
を
確
保
し
、
絶
え
ず
進
歩
す
る
Io
T

技
術

や
シ
ス

テ
ム
の

変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
一
元
的
な
意
思
決
定
が
可
能
と
な
る
仕
組
み
と
す
る
と

と
も

に
、
既

存
の
取

組
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
体
制
を
構
築
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、

具
体

的
な
組

織
の
在

り
方
、
人
員
体
制
、
受
益
者
負
担
の
観
点
を
踏
ま
え
た
公
的
支
援
を
含
む
運
用
資

金
の

在
り
方

等
に
つ

い
て
速
や
か
に
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
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具
体

的
な
目

標
：
 医

療
DX
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
運
用

主
体
と

し
て
抜

本
的
に

改
組
す

る
た

め
具

体

的
な
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討

す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-7

6
] 
デ
ジ
タ
ル
庁
・
各
府
省
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

は
、
登
記
情
報
シ
ス
テ
ム
、
国
税
情
報
シ
ス
テ

ム
、
社

会
保
険

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ
ム

、

ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
、
特
許
事
務
シ
ス
テ
ム
等
、
運
用

等
経
費

の
大
き

い
情

報
シ

ス
テ

ム
や
、

デ

ジ
タ

ル
庁
の

技
術
的
知
見
や
共
通
基
盤
を
生
か
し
た
整
備
を

要
す
る

等
の
情

報
シ

ス
テ

ム
に

つ
い
て

、

各
府

省
と
共

同
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
レ

ガ
シ
ー

な
構
造

の
刷

新
や

情
報

シ
ス
テ

ム

の
経

費
削
減

、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
、
行
政
の
効
率
化
等

を
勘
案

し
た
費

用
対

効
果

の
最

大
化
、

共

通
機

能
の
活

用
、
ク
ラ
ウ
ド
化
、
UI
/U
X
の
改
善
な
ど
を

促
進
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 各

府
省
と
共
同
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る

こ
と

で
、
レ

ガ
シ
ー

な
構
造

の
刷

新
や

情

報
シ
ス
テ
ム
の
経
費
削
減
、
利
用
者
の
利
便
性

向
上

、
行
政

の
効
率

化
等
を

勘
案

し
た

費

用
対
効
果
の
最
大
化
、
共
通
機
能
の
活
用
、
ク

ラ
ウ

ド
化
、

UI
/
UX

の
改

善
な
ど

を
促

進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-7

7
] 
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
方
針
を
踏
ま
え
た
独
立
行
政
法
人
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理

の
推
進

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

は
、
総
務
省
と
協
力
し
、
主
務
大
臣
が
実
施
す

る
目
標

策
定
・

評
価

に
関

与
す

る
。
20
23

年
度

ま
で
に

全
て
の
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
P
MO

の
設
置

や
情

報
シ
ス

テ
ム
整

備
方

針
へ

の
準
拠

等

を
目

標
に
盛

り
込
ん
で
お
り
、
2
02
4
年
４
月
時
点
で
全
8
7法

人
中
82
法

人
が

設
置

済
み

と
な

っ
て
い

る
。
 

・
 

各
主

務
大
臣

は
、
引
き
続
き
、
目
標
の
策
定
又
は
変
更
（
情

報
シ
ス

テ
ム
に

関
係

す
る

変
更

の
場
合

に

限
る

。
）
に

当
た
り
あ
ら
か
じ
め
デ
ジ
タ
ル
庁
に
協
議
す
る

と
と
も

に
、
評

価
の

結
果

を
デ

ジ
タ
ル

庁

に
遅

滞
な
く

通
知
し
、
デ
ジ
タ
ル
庁
は
必
要
に
応
じ
て
情
報

シ
ス
テ

ム
に
関

係
す

る
意

見
を

述
べ
る

。

こ
れ

ら
の
取

組
を
通
じ
、
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
方
針
を
踏
ま

え
た
独

立
行
政

法
人

に
お

け
る

デ
ジ
タ

ル

化
を

推
進
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 P
MO

設
置
法
人
数
（
全
87

法
人
で
の
設
置
）
 

独
立
行
政
法
人
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備

方
針

を
踏
ま

え
た
情

報
シ
ス

テ
ム

の
整

備

及
び
管
理
の
実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-7

8
] 
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
（
工
事
・
業
務
）
の
利
便
性
向
上
に
よ
る
電
子
契
約
の
普
及
促
進

 

・
 

電
子

契
約
シ

ス
テ
ム

（
工
事
・
業
務
）
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
要
望
を
踏
ま
え
た
各
種
機
能
改
善
を
実

施
し

、
利
用

者
の
利

便
性
向
上
に
よ
る
電
子
契
約
の
更
な
る
普
及
を
目
指
し
た
対
応
を
進
め
る
。
 

・
 

次
期

シ
ス
テ

ム
へ
の

切
替
え
に
伴
い
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
に
必
要
な
対
応
を
進
め
る
。
 

・
 

モ
ダ

ン
化
改

修
の
実

施
に
要
す
る
設
計
開
発
期
間
が
想
定
を
上
回
る
た
め
、

20
2
6年

８
月
後
半
か
ら
ガ

バ
メ

ン
ト
ク

ラ
ウ
ド

上
で
の
本
番
運
用
開
始
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 電

子
契
約
率
の
向
上
と
維
持
（
電
子
契
約
率

60
%
）
 

ガ
バ

メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
（

20
2
6年

８
月
後
半
か
ら
の
本
番
運
用
開
始
を
想
定
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-7

9
] 
情
報
公
開
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

総
務

省
と
各

府
省
等

と
の
間
で
整
理
し
て
き
た
標
準
的
な
事
務
フ
ロ
ー
も
踏
ま
え
つ
つ
、
総
務
省
の
フ

ォ
ロ

ー
の
も

と
、
関

係
府
省
に
お
い
て
、
公
文
書
管
理
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
検
討
の
進
展
に
対
応
し
て
、

業
務

の
プ
ロ

セ
ス
全

体
が
効
率
化
さ
れ
る
よ
う
業
務
改
革
（

BP
R
）
を
行
い
な
が
ら
、
可
能
な
も
の
か

ら
順

次
措
置

を
講
じ

て
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 各

府
省
等
に
お
け
る
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

0
] 
国
家
公
務
員
の
人
事
管
理
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

国
家

公
務
員

の
人
事

管
理
分
野
は
、
事
務
手
続
全
体
の
電
子
化
や
府
省
等
共
通
の
仕
組
み
の
構
築
等
を

通
じ

た
デ
ジ

タ
ル
化

に
よ
る
業
務
の
効
率
化
の
余
地
は
大
き
い
。
ま
た
、
職
員
の
働
き
方
や
キ
ャ
リ
ア

の
希

望
等
に

配
慮
し

た
人
事
管
理
が
重
要
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
人
事
管
理
情
報
を
シ
ス
テ
ム
で
蓄

積
・

管
理
す

る
こ
と

が
有
効
で
あ
る
。
 

・
 

こ
れ

ら
を
踏

ま
え
、

各
府
省
等
が
共
通
的
に
使
用
す
る
機
能
の
共
通
シ
ス
テ
ム
化
の
範
囲
や
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル

を
始
め

、
人
事

管
理
業
務
に
係
る
シ
ス
テ
ム
化
全
体
の
将
来
設
計
を
20
24
年
度
中
に
整
理
し
、
段

階
的

に
実
装

を
進
め

る
。
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・
 

そ
の

際
、
職

員
情
報
管
理
機
能
は
共
通
シ
ス
テ
ム
と
し
て
整

備
・
運

用
す
る

こ
と

と
し

、
人

給
シ
ス

テ

ム
の

活
用
も

含
め
最
適
な
在
り
方
を
検
討
す
る
。
 

・
 

ま
た

、
勤
務

時
間
管
理
機
能
は
各
府
省
等
の
勤
務
時
間
管
理

を
一
層

効
率
化

す
る

シ
ス

テ
ム

と
し
て

再

構
築

・
共
通

シ
ス
テ
ム
化
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
内
容

を
検
討

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 人

事
管
理
業
務
の
効
率
化
に
よ
る
事
務
負
担
の

削
減
 

求
め
ら
れ
る
人
事
管
理
の
在
り
方
の
変
化
へ
の

対
応
 

人
事
管
理
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
投

資
の

効
率
性

確
保
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
、
人
事
院
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

1
] 
職
員

ID
基
盤
の
実
現

 

・
 

現
状

、
各
府

省
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
I
D管

理
・
認
証
機
能

は
シ
ス

テ
ム
ご

と
に

整
備

さ
れ

て
い
る

が
、

シ
ス
テ

ム
整
備
の
効
率
化
・
迅
速
化
や
、
職
員
の
業
務

効
率
化

、
多
様

な
人

材
へ

の
対

応
等
を

図

る
た

め
、
政

府
全
体
と
し
て
統
合
化
さ
れ
た
職
員
ID

基
盤
を

整
備
す

る
。
 

・
 

2
02
3
年

度
に

は
、
政
府
職
員
等
に
ID

を
付
与
す
る
際
に
本
人

の
一
意

性
を
確

保
し

な
が

ら
、

各
府
省

庁

で
政

府
職
員

等
の
属
性
情
報
を
管
理
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

の
検
討

を
行
っ

た
。

ま
た

、
20
24

年
度

に

は
、

検
討
結

果
に
基
づ
い
て
職
員
ID

基
盤
の
実
現
に
向
け
た

シ
ス
テ

ム
整
備

を
開

始
す

る
と

共
に
、

デ

ジ
タ

ル
庁
と

各
府
省
庁
の
役
割
分
担
等
の
整
理
を
目
指
す
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年
度
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
政
府
職
員

を
対
象

に
職
員

ID
基
盤

を
整
備

し
、

先
行

す

る
情
報
シ
ス
テ
ム
で
利
用
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

2
] 
公
共
工
事
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
統
合

 

・
 

現
在

、
政
府

内
に
公
共
工
事
分
野
に
お
け
る
公
共
調
達
の
電

子
入
札

シ
ス
テ

ム
が

複
数

存
在

し
て
い

る

状
況

。
 

・
 

2
02
8
年

度
を

目
標
に
公
共
工
事
分
野
に
お
け
る
電
子
入
札
シ

ス
テ
ム

の
整
備

・
運

用
等

経
費

の
削
減

を

図
る

た
め
に

各
省
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
更
改
に
あ
わ
せ
シ

ス
テ
ム

統
合
を

行
う

。
 

・
 

こ
の

た
め
、

デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
関
係
府
省
（
文
部
科
学
省
、

農
林
水

産
省
、

国
土

交
通

省
及

び
防
衛

省
）

は
、
20
23

年
度
か
ら
統
合
の
基
盤
と
な
る
シ
ス
テ
ム
を

ガ
バ
メ

ン
ト
ク

ラ
ウ

ド
上

へ
整

備
す
る

設

計
開

発
調
整

を
行
う
と
と
も
に
2
02
5
年
度
を
目
標
に
統
合
に

向
け
た

調
査
研

究
を

実
施

す
る

。
 

 

具
体

的
な
目

標
：
 統

合
に
よ
る
整
備
・
運
用
等
経
費
の
削
減

※
20
2
1年

度
よ
り
、
約
６
億
円
の
コ
ス
ト
削
減
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

3
] 
会
計

D
X

 

・
 

各
府

省
共
通

業
務
の

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
の
一
つ
と
し
て
、
各
府
省
の
会
計
業
務
の

DX
に
つ
い
て
も
推
進

す
る

中
で
、

重
複
入

力
や
紙
の
介
在
等
の
非
効
率
な
業
務
が
残
存
し
、
会
計
に
関
す
る
デ
ー
タ
利
活
用

の
妨

げ
と
な

っ
て
い

る
各
府
省
の
予
算
執
行
管
理
を
対
象
と
し
て
、
徹
底
的
な
B
PR

や
デ
ー
タ
の
統

合
・

利
活
用

等
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 会

計
業
務
の
効
率
化
（
具
体
の
目
標
は
調
査
研
究
を
踏
ま
え
設
定
）
 

会
計

デ
ー
タ
の
統
合
・
利
活
用
（
同
上
）

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

4
] 
公
文
書
管
理
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

行
政

文
書
の

電
子
的

管
理
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
（
平
成
3
1年

総
理
決
定
）
及
び
公
文
書
管
理
委

員
会

で
の
議

論
を
踏

ま
え
、
制
度
面
に
お
い
て
は
、
政
令
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
正
し
、
デ
ジ
タ
ル
化

に
対

応
し
た

文
書
管

理
の
ル
ー
ル
の
整
備
・
浸
透
を
図
る
と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
面
に
お
い
て
は
、
デ

ジ
タ

ル
庁
及

び
内
閣

府
が
中
心
と
な
り
、
公
文
書
管
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
を

進
め
、

20
2
3年

度
に
、
業
務
・
シ
ス
テ
ム
の
要
件
定
義
を
行
っ
た
。
 

・
 

2
02
5
年

度
か

ら
シ
ス
テ
ム
の
設
計
開
発
を
行
い
、
20
26

年
度
に
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
段
階
的
導
入
が
開

始
で

き
る
よ

う
、
20
24

年
度
は
シ
ス
テ
ム
の
性
能
面
を
含
め

た
実
現
性
を
確
認
す
る
機
能
検
証
を
実
施

す
る

な
ど
、

引
き
続

き
、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
内
閣
府
に
お
い
て
必
要
な
取
組
を
進
め
、
制
度
及
び
シ
ス

テ
ム

の
両
面

か
ら
、

デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
た
確
実
か
つ
効
率
的
な
公
文
書
管
理
の
実
現
を
目
指
す
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
6
年

度
 

新
た
に
整
備
す
る
行
政
文
書
の
管
理
の
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
段
階
的
導

入
の

開
始
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
、
デ
ジ
タ
ル
庁
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○

[N
o

.1
-8

5
] 
警
察
業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

警
察

共
通
基

盤
上
へ
の
シ
ス
テ
ム
の
共
通
化
・
集
約
化
を
進

め
る
と

と
も
に

、
更

な
る

警
察

業
務
の

デ

ジ
タ

ル
化
を

図
り
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
や
負
担
軽
減
、

事
務
処

理
の
効

率
並

び
に

コ
ス

ト
削
減

を

進
め

る
。
 

・
 

こ
れ

ま
で
に

運
用
を
開
始
し
た
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
運
転
者

管
理
シ

ス
テ
ム

は
2
02
4
年

度
末

ま
で
、

遺

失
物

管
理
シ

ス
テ
ム
は
2
02
6
年
度
末
ま
で
に
全
都
道
府
県
警

察
で
の

運
用
を

開
始

。
 

・
 

2
02
3
年

度
末

か
ら
警
察
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
シ
ス
テ
ム

の
整
備

を
進
め

て
い

る
と

こ
ろ

、
2
02
5
年

中
の

運
用
開

始
を
目
指
し
引
き
続
き
推
進
。
 

・
 

ク
レ

ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
や
ペ
イ
ジ
ー
納
付
等
の
導
入
に
向

け
、
警

察
共
通

基
盤

の
活

用
と

そ
の
具

体

的
措

置
の
検

討
を
20
23

年
度
末
ま
で
に
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ

、
引
き

続
き
、

交
通

反
則

金
の

納
付
方

法

の
多

様
化
に

向
け
、
具
体
的
措
置
の
検
討
と
関
係
府
省
庁
と

の
調
整

等
を
進

め
、

必
要

な
措

置
を
実

施
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 警

察
共
通
基
盤
上
で
全
国
の
都
道
府
県
警
察
に

お
い

て
運
用

開
始
 

・
運
転
者
管
理
シ
ス
テ
ム
：

20
2
4年

度
末
ま
で
 

・
遺
失
物
管
理
シ
ス
テ
ム
：

20
2
6年

度
末
ま
で
 

警
察
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
シ
ス
テ
ム

 
20
2
5年

末
ま
で

に
運
用

開
始
 

交
通
反
則
金
の
支
払
い
方
法
拡
大
：
調
整
等
が

ま
と

ま
り
次

第
、
必

要
な
措

置
を

講
ず

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 警

察
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

6
] 
国
税
関
係
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

 

・
 

税
務

に
関
す

る
手
続
は
、
多
く
の
国
民
に
関
係
す
る
一
方
、

複
雑
で

あ
る
こ

と
か

ら
、

納
税

者
に
と

っ

て
簡

素
で
分

か
り
や
す
く
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

こ
の

た
め
、

手
続
の
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
、
納
税
者
目
線

で
業
務

・
シ
ス

テ
ム

を
一

体
で

見
直
し

、

U
I/
U
Xの

改
善
に
よ
り
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。
 

・
 

具
体

的
に
は

、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
e-

Ta
x
、
確
定
申

告
書

等
作
成

コ
ー
ナ

ー
な

ど
関

連
す
る

シ

ス
テ

ム
の
機

能
を
整
理
し
、
納
税
者
が
円
滑
に
手
続
を
完
了

で
き
る

環
境
を

整
備

す
る

。
 

・
 

こ
の

ほ
か
、

納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
や
現
金
管
理
に
伴
う

社
会
全

体
の
コ

ス
ト

削
減

等
の

観
点
か

ら
、

キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
の
更
な
る
普
及
を
図
る
と
と
も

に
、
電

話
に
よ

る
相

談
や

税
務

署
の
窓

口

に
お

け
る
納

税
者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
デ
ジ
タ
ル
に
よ
り

高
度
化

を
図
る

こ
と

で
、

あ
ら

ゆ
る
納

税

者
に

対
し
て

効
率
的
で
使
い
勝
手
の
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
実
現

す
る
。

 

 

具
体

的
な
目

標
：
 e
-T
a
xの

利
用
状
況
（
所
得
税
の
申
告
手
続
）
（
80

％
 
20
26

年
度
）
 

e
-T
a
xの

利
用
状
況
（
法
人
税
の
申
告
手
続
）
（
95

％
 
20
26

年
度
）
 

e
-T
a
xの

利
用
状
況
（
法
人
税
の
添
付
書
類
を
含
め
た
申
告
手
続
）
（
8
0％

 
2
02
6
年

度
）
 

e
-T
a
xの

利
用
状
況
（
消
費
税
(
法
人

)の
申
告
手
続
）
（
95

％
 
20
26

年
度
）
 

キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
利
用
状
況
（
4
0％

 
2
02
5
年
度
）
 

主
担

当
省
庁

：
 財

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

7
] 
国
税
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

 

・
 

「
国

税
総
合

管
理
シ

ス
テ
ム
」
（
KS
Kシ

ス
テ
ム
）
に
つ
い
て
は
、

20
2
6年

度
に
次
世
代
シ
ス
テ
ム
の

導
入

を
目
指

し
、
そ

の
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
。
 

・
 

次
世

代
シ
ス

テ
ム
は

、
「
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
」
と
「
課
税
・
徴
収
の
効
率
化
・
高
度
化
」
を
実

現
す

る
た
め

の
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
、

①
紙
か
ら
デ
ー
タ
、
②
縦
割
り
シ
ス
テ
ム
の
解
消
、
③
メ
イ
ン
フ

レ
ー

ム
か
ら

の
脱
却

を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
お
り
、
シ
ス
テ
ム
改
修
や
機
器
運
用
等
の
経
費
の
低
減
、

A
I等

の
最
新

技
術
の
導
入
や
デ
ー
タ
活
用
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

・
 

ま
た

、
次
世

代
シ
ス

テ
ム
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
て
、
現
行
シ
ス
テ
ム
と
あ
わ
せ
、
税
制
改
正
に
対

応
す

る
た
め

の
開
発

範
囲
や
内
容
の
精
査
、
テ
ス
ト
や
デ
ー
タ
移
行
な
ど
、
計
画
的
に
作
業
を
実
施
し

て
い

く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 次

世
代
シ
ス
テ
ム
の
開
発
（

20
2
6年

度
シ
ス
テ
ム
更
改
）
 

シ
ス

テ
ム
運
用
等
経
費
の
低
減
 

主
担

当
省
庁

：
 財

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

8
] 
国
税
地
方
税
連
携
の
推
進

 

・
 

国
税

・
地
方

税
当
局

間
で
情
報
連
携
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
所
得
税
・
法
人
税
申
告
書
・
法
定
調
書
等

の
情

報
に
つ

い
て
、

連
携
の
対
象
と
な
る
情
報
の
拡
大
を
図
る
こ
と
で
両
当
局
間
に
お
け
る
照
会
・
回

答
や

閲
覧
事

務
を
始

め
と
し
た
課
税
・
徴
収
事
務
に
つ
い
て
一
層
の
効
率
化
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ

ろ
。
 

・
 

2
02
6
年

度
に

予
定
し
て
い
る
国
税
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
の
刷
新
・
改
修
や

地
方

公
共
団

体
の
基

幹
業
務
等
シ
ス
テ
ム
の
統
一
・
標
準
化
に
係
る
取
組
の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
つ



58
 

 

つ
、

費
用
対

効
果
を
考
慮
し
た
上
で
、
2
02
6
年
度
に
連
携
の

対
象
と

な
る
情

報
の

更
な

る
範

囲
拡
大

及

び
国

税
・
地

方
税
当
局
間
で
の
照
会
・
回
答
業
務
の
デ
ジ
タ

ル
化
を

目
指
す

。
 

・
 

こ
れ

ら
の
取

組
に
よ
り
、
国
税
・
地
方
税
当
局
間
に
お
け
る

書
面
に

よ
る
照

会
・

回
答

事
務

や
対
面

に

よ
る

閲
覧
事

務
を
省
略
化
し
、
国
税
・
地
方
税
当
局
双
方
の

更
な
る

事
務
の

効
率

化
を

図
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
6
年
度
に
連
携
対
象
と
な
る
情
報
を
拡
大
 

国
税
・
地
方
税
職
員
の
業
務
の
効
率
化
 

主
担

当
省
庁

：
 財

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-8

9
] 
法
制
事
務
デ
ジ
タ
ル
化
及
び
法
令
デ
ー
タ
の
整
備
・
利
活
用
促
進

 

・
 

法
制

事
務
デ

ジ
タ
ル
化
及
び
法
令
デ
ー
タ
の
利
活
用
促
進
に

向
け
、

法
制
事

務
の

業
務

フ
ロ

ー
の
見

直

し
、

法
令
編

集
機
能
や
法
令
AP
I
の
改
善
、
法
制
事
務
ナ
レ

ッ
ジ
共

有
ツ
ー

ル
の

開
発

等
、

優
先
順

位

を
付

け
て
順

次
開
発
・
実
装
を
行
い
、
中
期
的
課
題
に
つ
い

て
調
査

実
証
を

行
う

と
と

も
に

、
法
制

事

務
支

援
ツ
ー

ル
の
プ
ロ
ト
タ
イ
ピ
ン
グ
、
法
令
デ
ー
タ
を
利

活
用
し

た
サ
ー

ビ
ス

の
開

発
促

進
を
実

施

す
る

。
告
示

に
つ
い
て
、
官
報
電
子
化
の
取
組
も
踏
ま
え
、

デ
ジ
タ

ル
庁
、

法
務

省
等

関
係

府
省
庁

が

連
携

し
、
整

備
を
行
う
対
象
範
囲
、
公
開
す
る
デ
ー
タ
形
式

等
に
つ

い
て
整

理
し

、
体

制
等

を
整
備

し

た
上

で
、
20
26

年
度
中
目
途
で
告
示
の
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト

リ
の
提

供
開
始

を
目

指
す

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 国

家
公
務
員
の
業
務
効
率
化
等
（
20
24
年
度

に
実
施

す
る
調

査
・
実

証
事
業

を
踏

ま
え

て

具
体
的
な
KP
Iを

設
定
予
定
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
、
総
務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

0
] 
旅
費
関
連
シ
ス
テ
ム
及
び
業
務
の
抜
本
的
な
効
率
化
と
刷
新

 

・
 

旅
費

業
務
は

現
行
制
度
・
運
用
に
よ
る
事
務
の
煩
雑
さ
か
ら

そ
の
事

務
負
担

の
大

き
さ

が
課

題
と
な

っ

て
お

り
、
「

旅
費
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
方
針
」
（
20
2
3年

９
月
８

日
旅
費

業
務

効
率

化
推

進
会
議

決

定
）

に
お
い

て
、
旅
費
業
務
の
抜
本
的
な
効
率
化
に
向
け
て

旅
費
法

を
始
め

と
す

る
関

係
法

令
や
業

務

プ
ロ

セ
ス
の

見
直
し
と
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
を
進
め
る
こ
と

と
さ
れ

て
い
る

。
 

・
 

上
記

方
針
及

び
旅
費
法
一
部
改
正
法
（
2
02
4
年
４
月

26
日
成

立
）
を

踏
ま
え

、
2
02
4
年

か
ら

、
今
後

の

デ
ジ

タ
ル
環

境
の
変
化
も
見
据
え
つ
つ
、
旅
費
関
係
業
務
プ

ロ
セ
ス

の
更
な

る
改

善
と

合
わ

せ
て
、

本

シ
ス

テ
ム
の
UI
/
UX

を
一
層
大
幅
に
改
善
す
る
こ
と
や
、
Sa
aS

製
品

含
む
民

間
の

パ
ッ

ケ
ー

ジ
製
品

を

可
能

な
限
り

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
せ
ず
に
導
入
す
る
こ
と
も
視
野

に
入
れ

た
シ
ス

テ
ム

の
将

来
検

討
を
行

い
、
20
2
8年

度
ま
で
に
次
期
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
。

 

 

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
に
概
念
実
証
（
Po
C）

を
実
施
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
を
策
定
 

2
02
5
年

度
以
降
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
を
策
定
時
に
設
定
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

1
] 
出
入
国
審
査
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

政
府

目
標
で

あ
る
20
30

年
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
数

6,
0
00

万
人
に
対
応
す
る
た
め
、
本
邦
へ
の
入
国

を
希

望
す
る

外
国
人

の
入
国
目
的
や
滞
在
先
等
を
入
国
前
に
審
査
し
、
我
が
国
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な

い
外

国
人
の

入
国
を

未
然
に
防
止
す
る
の
み
な
ら
ず
、
円
滑
な
出
入
国
審
査
を
可
能
に
す
る
電
子
渡
航

認
証

制
度
の

導
入
に

向
け
て
検
討
を
加
速
す
る
。
ま
た
、
同
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
出
入
国
審
査
の
自

動
化

を
推
進

す
る
な

ど
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
出
入
国
審
査
の
高
度
化
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 電

子
渡
航
認
証
制
度
を
導
入
し
、
円
滑
か
つ
厳
格
な
出
入
国
審
査
を
実
現
す
る
。

 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

2
] 
特
許
事
務
シ
ス
テ
ム
に
係
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

 

・
 

特
許

事
務
シ

ス
テ
ム

（
審
判
シ
ス
テ
ム
、
意
匠
商
標
シ
ス
テ
ム
）
の
刷
新
に
つ
い
て
、
2
02
3
年
度
ま
で

は
計

画
通
り

の
開
発

が
進
ん
で
い
る
。
2
02
4
年
度
は
、
審
判
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は

20
2
5年

１
月
の
本

格
稼

働
に
向

け
て
総

合
テ
ス
ト
工
程
を
着
実
に
進
め
、
意
匠
商
標
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
20
26

年
９
月

の
本

格
稼
働

に
向
け

て
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
設
計
等
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
7
年

１
月
ま
で
に
特
許
事
務
シ
ス
テ
ム
（
審
判
シ
ス
テ
ム
、
意
匠
商
標
シ
ス
テ
ム
）
を

段
階

的
に
刷
新
。
 

2
02
7
年

１
月
ま
で
に
、
現
状
の
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
構
造
を
簡
素
化
し
、
環
境
変
化
や
セ
キ

ュ
リ

テ
ィ
・
事
業
継
続
能
力
の
向
上
等
の
課
題
に
対
し
、
低
い
コ
ス
ト
で
迅
速
に
対
応
で

き
る

よ
う
に
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
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○

[N
o

.1
-9

3
] 
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
係
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

 

・
 

日
本

年
金
機

構
が
公
的
年
金
業
務
に
使
用
す
る
社
会
保
険
オ

ン
ラ
イ

ン
シ
ス

テ
ム

（
記

録
管

理
・
基

礎

年
金

番
号
管

理
シ
ス
テ
ム
及
び
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
）
は
、

多
年
に

わ
た
り

運
用

さ
れ

、
制

度
改
正

が

あ
り

、
極
め

て
大
規
模
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
課
題
が
あ
る
。
 

・
 

こ
の

た
め
、

発
注
者
主
導
に
よ
る
公
平
性
を
確
保
し
た
仕
組

み
の
整

備
や
新

た
な

デ
ー

タ
ベ

ー
ス
の

構

築
な

ど
に
よ

る
記
録
管
理
・
基
礎
年
金
番
号
シ
ス
テ
ム
の
課

題
の
解

消
に
取

り
組

み
、

業
務

の
一
層

の

改
善

を
図
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 シ

ス
テ
ム
の
オ
ー
プ
ン
化
及
び
デ
ー
タ
等
の
完

全
移

行
（
～

20
2
9年

１
月
）
 

公
的
年
金
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
を
安
全
・
確
実

に
実

施
（
～

20
2
9年

１
月
）
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

4
] 
刑
事
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

刑
事

手
続
に

お
い
て
、
書
類
の
電
子
デ
ー
タ
化
や
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の

発
受
、

非
対

面
・

遠
隔

で
の
手

続

を
可

能
と
す

る
な
ど
情
報
通
信
技
術
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
円

滑
・
迅

速
な

手
続

の
実

施
等
を

通

じ
て

安
全
・

安
心
な
社
会
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
関
与
す

る
国
民

の
負
担

軽
減

等
を

図
る

た
め
、

法

務
省

・
警
察

庁
は
、
最
高
裁
判
所
・
デ
ジ
タ
ル
庁
等
と
連
携

し
つ
つ

、
法
令

及
び

高
い

情
報

セ
キ
ュ

リ

テ
ィ

を
備
え

た
I
T基

盤
の
整
備
を
強
力
か
つ
迅
速
に
推
進
す

る
。
矯

正
及
び

更
生

保
護

行
政

に
お
い

て

も
引

き
続
き

デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。
 

・
 

刑
事

手
続
に

関
連
す
る
各
種
犯
則
調
査
手
続
に
つ
い
て
、
各

調
査
機

関
を
所

管
す

る
省

庁
等

は
、
法

務

省
・

最
高
裁

判
所
・
デ
ジ
タ
ル
庁
等
と
連
携
し
つ
つ
、
刑
事

手
続
の

デ
ジ
タ

ル
化

と
の

一
体

性
に
配

慮

し
、

可
及
的

速
や
か
に
、
犯
則
調
査
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
に

対
応
す

る
た
め

の
法

令
及

び
IT
基

盤
の

整

備
を

実
現
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 刑

事
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
実
現
の
た
め
の
法

整
備

に
関
し

、
法
制

審
議
会

の
答

申
の

内

容
を
踏
ま
え
、
2
02
4
年
度
中
の
で
き
る
限
り

早
期
の

国
会
へ

の
法
案

提
出
に

向
け

、
積

極

的
か
つ
迅
速
に
立
案
作
業
を
進
め
る
。
  

2
02
4
年
度
か
ら
シ
ス
テ
ム
基
幹
部
分
の
設
計

開
発
を

進
め
、

20
2
6年

度
中
に

シ
ス

テ
ム

の

一
部
運
用
を
開
始
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

5
] 
民
事
裁
判
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

民
事

訴
訟
手

続
に
つ

い
て
は
、
適
正
迅
速
な
裁
判
の
よ
り
一
層
の
実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
利
用
者
に

と
っ

て
よ
り

利
用
し

や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
、
e
提
出
・
e
法
廷
・

e事
件
管
理
の
「
３
つ
の
e
」
の
実

現
を

目
指
す

。
2
02
2
年
に
民
事
訴
訟
法
等
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

20
2
6年

５
月
ま
で
の
改
正

法
の

全
面
施

行
に
向

け
、
引
き
続
き
、
司
法
府
に
お
け
る
自
律
的
判
断
を
尊
重
し
つ
つ
、
環
境
整
備
に

取
り

組
む
。
 

・
 

ま
た

、
民
事

執
行
・

民
事
保
全
・
倒
産
及
び
家
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て

も
、
20
2
3年

に
民
事

執
行
法
等
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
20
26
年
５
月
ま
で
に
ウ
ェ
ブ

会
議

等
を
利

用
し
た

期
日
へ
の
参
加
等
の
運
用
を
開
始
し
、

20
2
8年

６
月
ま
で
に
改
正
法
の
全
面
施
行

が
で

き
る
よ

う
、
司

法
府
に
お
け
る
自
律
的
判
断
を
尊
重
し
つ
つ
、
環
境
整
備
に
取
り
組
む
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 改

正
法
の
円
滑
な
施
行
 

（
民

事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
2
02
6
年
５
月
ま
で
、
民
事
関
係
手
続
等
に

お
け

る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
は
20
2
8年

６
月
ま
で
に
全
面
施
行
と
さ
れ
て
い
る
。
）
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

6
] 
司
法
試
験
及
び
司
法
試
験
予
備
試
験
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

司
法

試
験
及

び
司
法

試
験
予
備
試
験
に
つ
い
て
は
、
受
験
者
の
利
便
性
の
向
上
、
試
験
関
係
者
の
負
担

軽
減

等
を
図

り
つ
つ

、
適
正
な
試
験
実
施
を
実
現
す
る
た
め
、
試
験
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
た
取
組
を

進
め

る
。
 

・
 

本
施

策
は
、

20
2
3年

度
ま
で
に
実
施
し
た
調
査
研
究
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、

20
2
4年

度
か
ら
シ
ス
テ
ム

設
計

・
開
発

等
を
進

め
、
20
25

年
度
か
ら
出
願
手
続
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
及
び
受
験
手
数
料
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス
化

を
導
入

し
た
上
、
2
02
6
年
に
実
施
す
る
試
験
か
ら
C
BT

方
式
に
よ
る
試
験
の
実
施
を
目
指

す
も

の
で
あ

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 出

願
手
続
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
及
び
受
験
手
数
料
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
導
入
（

20
2
5

年
度

～
）
 

C
BT

方
式
に
よ
る
試
験
の
実
施
（

20
2
6年

～
）
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
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○

[N
o

.1
-9

7
] 
電
子
植
物
検
疫
証
明
書
の
導
入

 

・
 

植
物

類
の
輸

出
入
に
は
、
植
物
検
疫
証
明
書
の
添
付
が
必
要

で
あ
り

、
国
際

植
物

防
疫

条
約

事
務
局

は
、

電
子
植

物
検
疫
証
明
書
（
e
Ph
y
to
）
を
多
国
間
で
交
換

す
る
た

め
の
シ

ス
テ

ム
を

開
発

、
運
用

し

て
い

る
。
現

在
、
80

か
国
以
上
が
当
該
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し

て
お
り

、
我
が

国
で

も
電

子
化

の
必
要

性

が
高

ま
っ
て

い
る
。
 

・
 

当
該

シ
ス
テ

ム
の
導
入
に
よ
り
、
証
明
書
の
不
備
や
不
着
に

よ
る
貨

物
の
滞

留
リ

ス
ク

が
大

幅
に
低

減

さ
れ

る
と
と

も
に
、
証
明
書
輸
送
の
コ
ス
ト
が
低
減
す
る
こ

と
等
に

よ
り
輸

出
入

の
円

滑
化

と
低
コ

ス

ト
化

が
可
能

。
ま
た
、
証
明
書
偽
造
の
防
止
に
よ
り
、
植
物

検
疫
上

の
リ
ス

ク
も

低
減

が
可

能
。
こ

れ

ら
に

よ
り
、

病
害
虫
の
侵
入
防
止
体
制
及
び
食
料
安
全
保
障

対
策
並

び
に
我

が
国

農
産

物
の

輸
出
競

争

力
の

強
化
を

図
る
。
 

・
 

2
02
5
年

度
中

に
e
Ph
y
to

機
能
を
実
装
し
、
貿
易
相
手
国
と
当

該
証
明

書
の
交

換
を

開
始

す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 輸

出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（

NA
C
CS

）
に

電
子
植

物
検
疫

証
明
書

（
eP
hy
t
o）

機
能
を

20
2
5年

度
中
に
実
装
し

、
日
本

と
貿
易

相
手
国

の
植
物

検
疫

当
局

間

で
eP
hy
t
oの

交
換
を
開
始
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

8
] 
海
事
行
政

D
X
の
推
進

 

・
 

ア
ナ

ロ
グ
な

行
政
手
続
と
情
報
の
個
別
管
理
に
よ
り
関
連
産

業
の
利

便
性
向

上
、

業
務

効
率

化
及
び

安

全
性

向
上
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

・
 

2
02
4
年

度
は

、
ア
ナ
ロ
グ
な
行
政
手
続
と
な
っ
て
い
る
旅
客

船
事
業

の
許
認

可
等

の
情

報
を

DB
化
し

、

監
査

情
報
と

連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
の
効
率
化
及

び
監
査

機
能
の

強
化

を
図

る
と

と
も
に

、

2
02
3
年

度
に

行
っ
た
海
事
行
政
全
般
の
B
PR

の
検
討
結
果

等
を
踏

ま
え
、

海
事
行

政
情

報
の

最
適
な

連

携
機

能
を
整

理
。
 

・
 

2
02
5
年

度
以

降
、
海
事
行
政
情
報
の
最
適
な
連
携
を
実
現
す

る
た
め

、
各
DB
間
の

情
報

連
携

機
能
を

有

す
る

基
盤
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、
海
事
行
政
の
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
か

ら
手
続

完
了

ま
で

の
業

務
効
率

化

を
図

る
。
 

・
 

水
産

庁
及
び

都
道
府
県
が
管
理
す
る
遊
漁
船
に
関
す
る
行
政

情
報
の

DB
化
の

進
捗

に
併

せ
て

、
海
事

関

係
情

報
と
遊

漁
船
情
報
の
DB

連
携
を
実
現
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年
度
以
降
、
紙
管
理
か
ら
D
B管

理
へ
の
移

行
、

手
続
の

デ
ジ
タ

ル
化
及

び
各

DB
間

の

連
携
機
能
を
順
次
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
海

事
行

政
情
報

の
一
体

的
な
管

理
を

実
現

。

こ
れ
に
よ
り
、
利
便
性
向
上
を
図
り
、
業
務
効

率
化

や
生
産

性
向
上

に
加
え

、
航

行
の

安

全
性
向
上
を
図
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-9

9
] 
文
教
施
設
の
工
事
契
約
情
報
等
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

 

・
 

文
教

施
設
工

事
情
報

調
達
情
報
公
開
・
収
集
シ
ス
テ
ム
で
は
文
教
施
設
の
入
札
・
契
約
情
報
、
競
争
参

加
資

格
者
情

報
及
び

工
事
・
設
計
成
績
情
報
等
の
様
々
な
デ
ー
タ
を
利
用
者
に
提
供
し
て
い
る
が
、

2
00
4
年

に
構

築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
リ
ス
ク
や
利
用
者
の

UI
/U
X
が
低
い
等
に

対
す

る
対
応

が
今
後

の
課
題
で
あ
る
。
 

・
 

そ
の

た
め
、

引
き
続

き
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
運
用
保
守
を
行
う
と
と
も
に
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
更
改
時
期

で
あ

る
2
02
7
年

度
の

移
行
を
目
指
す
。
ま
た
、
開
発
経
費
の
低
減
を
検
討
し
、
2
02
5
年
度
に
調
査
研
究

を
実

施
の
上

、
2
02
6
年
度
に
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
移
行
す
る
等
の
シ
ス
テ
ム
の
モ
ダ
ン
化
を
図
り
つ

つ
運

用
業
務

の
精
査

等
に
よ
る
見
直
し
を
行
い
、
効
率
的
な
運
用
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 利

用
者
の
利
便
性
向
上
（
20
25

年
度
に
実
施
す
る
調
査
研
究
で
具
体
的
な
KP
Iを

設
定
予

定
）

と
運
用
等
経
費
の
削
減
（
2
02
7
年
度
ま
で
に
20
23

年
度
の
運
用
等
経
費
と
比
較
し
て

２
割

削
減
）
を
図
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

0
0
] 
フ
ロ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

A
P

I
基
盤
の
構
築

 

・
 

国
、

地
方
公

共
団
体

及
び
民
間
事
業
者
が
提
供
す
る
各
種
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
等
で
の

業
務

効
率
化

、
利
便

性
・
利
用
者
体
験
の
向
上
の
た
め
、
利
用
者
の
接
点
と
な
る
フ
ロ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

で
必

要
と
な

る
電
子

申
請
機
能
等
の

AP
I
基
盤
（
フ
ロ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
AP
I基

盤
）
を
構
築
す
る
。
 

・
 

具
体

的
に
は

、
入
力

す
る
情
報
を
最
小
化
す
る
た
め
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
メ
ッ
シ
ュ
」
と
の
接
続
に
よ
り

利
用

者
が
行

政
手
続

を
行
う
際
に
自
治
体
等
が
保
持
す
る
情
報
が
プ
レ
表
示
さ
れ
申
請
書
へ
の
入
力
が

不
要

と
な
る

機
能
、

利
用
者
が
任
意
に
登
録
し
た
連
絡
先
等
の
情
報
を
申
請
書
に
転
記
す
る
機
能
等
を

2
02
5
年

度
以

降
に
順
次
提
供
し
て
い
く
。

 

・
 

ま
た

、
行
政

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
民
間
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
を
加
速
化
す
る
た
め
、
民
間
事
業
者
が
提

供
す

る
各
種

サ
ー
ビ

ス
か
ら
電
子
申
請
機
能
等
の
フ
ロ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
A
PI

基
盤
を
容
易
に
利
用
で
き

る
環

境
を
構

築
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ス

マ
ホ
で
60

秒
申
請
を
実
現
す
る
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
基
盤
の
構
築
：

20
2
5年

度
中
 

申
請

書
に
転
記
す
る
機
能
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
対
象
手
続
件
数
：
2
02
5
年
度

ま
で

に
1
0手

続
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主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
0
1
] 
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
マ
ッ
プ
等
の
整
備

 

・
情

報
通

信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

第
1
7条

に
基
づ

き
、

20
23

年
度

に
整
備

・

公
表

し
た
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
マ
ッ
プ
・
技
術
カ
タ
ロ
グ
等
に
つ

い
て
、

規
制
所

管
府

省
庁

や
地

方
自
治

体

と
連

携
し
つ

つ
技
術
検
証
を
実
施
し
、
結
果
を
反
映
す
る
等

、
マ
ッ

プ
・
カ

タ
ロ

グ
の

技
術

情
報
の

充

実
や

こ
れ
ら

を
掲
載
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
改
善
等
を
通

じ
た
効

果
的
な

情
報

提
供

に
継

続
し
て

取

り
組

む
。
ま

た
、
技
術
の
活
用
促
進
に
向
け
、
類
似
の
取
組

と
の
連

携
や
、

技
術

カ
タ

ロ
グ

の
活
用

状

況
に

つ
い
て

の
調
査
を
行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 技

術
カ
タ
ロ
グ
へ
収
載
さ
れ
た
製
品
・
サ
ー
ビ

ス
件

数
：
20
24

年
度
 1
0
0件

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
0
2
] 
総
合
的
な
フ
ロ
ン
ト
ヤ
ー
ド
改
革
の
促
進

 

・
こ

れ
ま

で
自

治
体
に
お
け
る
窓
口
業
務
改
革
は
、
個
別
ツ
ー

ル
の
導

入
等
に

と
ど

ま
り

、
業

務
フ
ロ

ー

の
見

直
し
（
BP
R
）
、
全
体
最
適
化
、
住
民
と
の
接
点
の
多

様
化
や

デ
ー
タ

対
応

の
徹

底
が

不
十
分

で

あ
る

ケ
ー
ス

が
あ
る
ほ
か
、
小
規
模
自
治
体
等
を
中
心
に
取

組
の
進

捗
に
差

が
生

じ
て

い
る

。

・
こ

の
た

め
、

地
方
自
治
体
と
住
民
と
の
接
点
（
「
フ
ロ
ン
ト

ヤ
ー
ド

」
）
の

改
革

と
し

て
、

20
2
4年

度

中
に

マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

や
「
書

か
な
い

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

窓
口
」

を

始
め

と
し
た

「
フ
ロ
ン
ト
ヤ
ー
ド
」
の
多
様
化
・
充
実
化
等

を
図
る

人
口
規

模
別

の
総

合
的

な
改
革

モ

デ
ル

等
を
構

築
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
、
住
民

の
利
便

性
向
上

、
業

務
効

率
化

に
関
す

る

効
果

を
示
し

つ
つ
、
自
治
体
の
規
模
や
状
況
を
踏
ま
え
な
が

ら
先
進

事
例
の

横
展

開
を

促
進

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 フ

ロ
ン
ト
ヤ
ー
ド
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
自

治
体

数
（
20
26

年
度

末
3
00

自
治

体
）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
0
3
] 
国
・
地
方
共
通
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
の
改
善

 

・
国

・
地

方
共

通
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
（
ガ
ボ
ッ
ト
）
に
つ

い
て
、

利
用
者

か
ら

の
フ

ィ
ー

ド
バ
ッ

ク
、

自
治
体

か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
機
能
改
善
や
自
治
体

と
の
連

携
を
進

め
る

こ
と

で
、

国
民
、

自

治
体

の
双
方

に
よ
り
利
便
性
を
実
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な

改
善
に

つ
い
て

検
討

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 回

答
の
充
実
（
2
02
4
年
４
月
以
降
随
時
）

 

対
象

分
野
の
拡
充
（

20
2
4年

10
月
目
途
）

 

機
能

の
改
善
（
2
02
5
年
度
以
降
）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
0
4
] 
給
付
支
援
サ
ー
ビ
ス

 

・
コ

ロ
ナ

禍
の

特
別
定

額
給
付
金
の
事
務
処
理
に
お
い
て
、
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い

な
い

こ
と
な

ど
に
よ

り
迅
速
な
給
付
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
環
境
整
備
が
必
要
で
あ
る
と

こ
ろ

、
各
自

治
体
で

個
別
に
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル

庁
に

お
い
て

共
同
利

用
型
の
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
給
付
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
構
築
し
て
い
る
。

・
2
02
3
年

度
は

、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
構
築
し
て
自
治
体
協
力
の
下
実
証
検
証
を
行
っ
た
。
給
付
金
・
定
額

減
税

一
体
措

置
に
関

す
る
給
付
に
お
い
て
、

20
2
4年

度
に
か
け
て
希
望
す
る
自
治
体
に
対
し
て
当
サ
ー

ビ
ス

及
び
調

整
給
付

の
た
め
の
算
定
ツ
ー
ル
を
提
供
し
た
。

・
2
02
4
年

度
は

、
東
京
都
の
01
8サ

ポ
ー
ト
に
お
い
て
当
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ほ
か
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
と

の
連
携

及
び
公

共
サ
ー
ビ
ス
メ
ッ
シ
ュ
に
関
す
る
実
証
検
証
を
行
い
、

UI
/
UX

の
継
続
的
改
善
を

行
う

。

具
体

的
な
目

標
：
 利

用
自
治
体
数
（
実
証
検
証
を
踏
ま
え
て

20
25

年
度
に
策
定
予
定
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.1

-1
0
5
] 
空
き
家
対
策
の

D
X

 

・
市

区
町

村
が

行
う
空

き
家
の
所
有
者
特
定
等
に
お
い
て
、
空
き
家
担
当
者
が
現
地
確
認
や
公
用
請
求
に

よ
り

物
理
的

に
収
集

し
、
取
得
し
た
情
報
を
紙
や
エ
ク
セ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
手
入
力
し
て
お
り
、

デ
ー

タ
ベ
ー

ス
も
情

報
が
自
治
体
毎
に
異
な
り
汎
用
性
が
な
く
、
活
用
す
る
に
は
情
報
を
加
工
す
る
必

要
が

あ
る
。

・
2
02
4
年

度
は

20
2
3年

度
に
行
っ
た
実
態
調
査
結
果
を
分
析
し
、
空
き
家
の
デ
ー
タ
を
一
元
的
に
管
理
・

活
用

可
能
な

シ
ス
テ

ム
に
必
要
な
仕
様
・
要
件
を
整
理
。

具
体

的
な
目

標
：
 各

市
区
町
村
が
活
用
可
能
な
空
き
家
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド

上
に

整
備
に
向
け
た
準
備
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
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○

[N
o

.1
-1

0
6
] 
医
療
等
情
報
の
二
次
利
用

 

・
 

我
が

国
で
は

、
カ
ル
テ
情
報
に
関
す
る
、
二
次
利
用
可
能
な

悉
皆
性

の
あ
る

DB
が

な
く

、
研

究
利
用

で

期
待

が
大
き

い
仮
名
化
情
報
の
利
活
用
も
進
ん
で
い
な
い
こ

と
か
ら

、
2
02
3
年
1
1月

に
「
医

療
等
情

報

の
二

次
利
用

に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
し

、
検
討

を
行
っ

て
い

る
。
 

・
 

本
WG
で

の
議

論
に
基
づ
き
、
以
下
の
取
組
等
を
進
め
る
。
 

・
 

①
厚

生
労
働

大
臣
が
保
有
す
る
医
療
・
介
護
の
公
的
DB
に
つ

い
て
、

仮
名
化

情
報

の
利

用
・

提
供
を

可

能
と

す
る
法

制
度
の
整
備
 

・
 

②
公

的
D
B等

に
利
活
用
者
が
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
し
、
一
元

的
か
つ

安
全
に

利
用

・
解

析
を

行
う
こ

と

が
で

き
る
Vi
si
t
in
g
解
析
環
境
（
ク
ラ
ウ
ド
）
の
情
報

連
携

基
盤
の

構
築
 

・
 

③
電

子
カ
ル

テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
で
収
集
す
る
電
子
カ
ル

テ
情
報

の
二
次

利
用

を
可

能
と

す
る
 

・
 

④
病

名
・
検

査
・
薬
剤
等
の
コ
ー
ド
の
標
準
化
、
各
コ
ー
ド

の
紐
付

け
を
行

う
マ

ス
タ

ー
の

整
備
等

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 法

制
度
の
整
備
を
含
め
た
各
種
取
組
を
進
め
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

0
7
] 
「
ヒ
ト
を
支
援
す
る

A
I
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
深
化

 

・
 

2
02
2
年

度
ま

で
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
荷
役
能
力
を
向
上
さ
せ
、

荷
役
時

間
を
短

縮
す

る
こ

と
等

を
目
的

と

し
て

い
る
「

ヒ
ト
を
支
援
す
る
A
Iタ

ー
ミ
ナ
ル
」
の
実
現
に

向
け
た

取
組
を

進
め

て
き

て
い

る
も
の

の
、

コ
ン
テ

ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
け
る
更
な
る
生
産
性
向
上

や
労
働

環
境
改

善
を

早
期

に
実

現
す
る

必

要
が

あ
る
。
 

・
 

2
02
3
年

度
か

ら
A
Iタ

ー
ミ
ナ
ル
の
取
組
を
深
化
さ
せ
、
「
港

湾
技
術

開
発
制

度
」

を
創

設
し

て
、
現

場

の
ニ

ー
ズ
を

踏
ま
え
た
効
果
の
高
い
技
術
開
発
を
集
中
的
に

推
進
し

て
お
り

、
2
02
4
年

度
も

引
き
続

き

取
組

を
進
め

て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
港
湾
に
お
け
る
更
な

る
生
産

性
向
上

や
労

働
環

境
改

善
が
図

ら

れ
、

我
が
国

経
済
・
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 「

港
湾
技
術
開
発
制
度
」
に
お
け
る
採
択
中
の

技
術

開
発
件

数
（
20
24

年
度

７
件

）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

0
8
] 
公
共
調
達
に
お
け
る
支
援
・
改
革
と
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
（

D
M

P
）
の
展
開

 

・
 

優
れ

た
ク
ラ

ウ
ド
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
等
の
民
間
サ
ー
ビ
ス
を
国
・
地
方
公
共
団
体
が
迅
速
・
簡
易
に
調
達

す
る

仕
組
み

（
デ
ジ

タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
（

DM
P
）
）
に
つ
い
て
、
2
02
4
年
度
後
半
か
ら
行
政

機
関

、
自
治

体
が
実

際
の
調
達
で
利
用
可
能
な
環
境
を
整
備
す
る
。
ま
た
、

20
2
5年

度
以
降
利
用
す
る

行
政

機
関
、

自
治
体

が
増
加
し
て
い
く
こ
と
を
想
定
し
、
DM
Pの

管
理
運
用
の
体
制
を
検
討
、
整
備

し
、

円
滑
な

ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
調
達
に
お
け
る
利
用
拡
大
を
目
指
す
。
 

・
 

こ
の

ほ
か
情

報
シ
ス

テ
ム
に
関
す
る
公
共
調
達
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
新
技
術
の
導
入
や
公
平
・
適

正
で

透
明
か

つ
迅
速

な
調
達
を
目
指
し
様
々
な
取
組
を
進
め
て
き
た
。
今
後

、
こ
れ
ら
の
効
果
を
見
極

め
つ

つ
、
社

会
全
体

へ
の
取
組
の
浸
透
を
図
る
と
と
も
に
、
新
規
参
入
者
の
拡
大
や
行
政
の
調
達
能
力

向
上

等
に
向

け
、
不

断
の
取
組
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 事

業
者
に
よ
る
正
式
版
カ
タ
ロ
グ
サ
イ
ト
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
登
録
数

 
3
00

件
 

行
政

・
自
治
体
職
員
に
よ
る
正
式
版
カ
タ
ロ
グ
サ
イ
ト
の
ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
数
 
15
0名

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

0
9
] 
デ
ー
タ
標
準
確
保
の
た
め
の

G
IF

の
見
直
し
及
び

G
IF

の
実
装
強
化
に
向
け
た
取
組

 

・
 

デ
ー

タ
標
準

に
つ
い

て
は
、

GI
F
（
G
ov
e
rn
m
en
t
 I
n
te
r
op
e
ra
b
il
i
ty
 
Fr
a
me
w
or
k
）
の
中
で
一
定
の

デ
ー

タ
モ
デ

ル
を
示

し
て
き
た
も
の
の
、
飽
く
ま
で
参
照
モ
デ
ル
と
し
て
示
す
に
留
ま
り
、
具
体
的
な

実
装

に
至
っ

て
い
な

い
と
の
課
題
が
あ
る
。
 

・
 

特
に

、
個
人

、
法
人

、
住
所
等
の
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
標
準
化
さ
れ
た
形
式

が
政

府
情
報

シ
ス
テ

ム
の
整
備
に
当
た
っ
て
採
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

そ
こ

で
、
政

府
情
報

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
デ
ー
タ
の
標
準
化
を
加
速
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
は
、

I
PA

と
連

携
し
つ

つ
、
デ
ー
タ
標
準
の
実
装
状
況
や
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
調
査
し
、
デ
ー
タ
標
準
化
の
参

照
モ

デ
ル
で

あ
る
GI
Fを

見
直
し
、
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
活
用
に
向
け
た
普
及
を
強
化
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 政

府
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
デ
ー
タ
標
準
の
実
装
状
況
及
び
政
府
内
に
お
け
る
デ
ー
タ

標
準

・
連
携
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
調
査
し
、
デ
ー
タ
標
準
の
実
装
を
進
め
る
に
当
た
っ
て

障
壁

と
な
っ
て
い
る
課
題
を
整
理
。
 

上
記

を
踏
ま
え
、
現
状
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
G
IF

の
改
訂
を
行
う
と
と
も
に
、

GI
Fを

用

い
た

デ
ー
タ
標
準
の
実
装
を
進
め
て
い
く
た
め
の
普
及
活
動
と
し
て
、
ま
ず
は
政
府
情
報

シ
ス

テ
ム
の
調
達
時
の
要
件
定
義
に
お
け
る
推
奨
事
項
を
明
確
化
す
る
こ
と
等
を
検
討
す

る
。
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そ
の
上
で
、
利
用
者
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、

継
続

的
に
ア

ッ
プ
デ

ー
ト
を

行
う

と
と

も

に
、

GI
F
の
実
装
状
況
を
継
続
的
に
確
認
で

き
る
体

制
を
整

備
す
る

こ
と
を

検
討

す
る

。
 

ま
た
、
デ
ー
タ
モ
デ
ル
の
作
成
に
よ
る
デ
ー
タ

標
準

化
の
ニ

ー
ズ
が

高
い
準

公
共

分
野

（
教
育
、
防
災
等
）
に
お
い
て
は
、
随
時
、
実

装
デ

ー
タ
モ

デ
ル
の

拡
充
を

行
う

と
と

も

に
、
実
装
デ
ー
タ
モ
デ
ル
の
普
及
を
進
め
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
0
] 
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
推
進

 

・
 

A
Iモ

デ
ル
の

性
能
に
は
、
AI

学
習
デ
ー
タ
の
量
と
質
が
影
響

す
る
と

こ
ろ
、

政
府

等
が

保
有

す
る
デ

ー

タ
は

、
そ
の

デ
ー
タ
形
式
が
PD
F
形
式
等
、
直
ち
に

AI
学
習

に
用
い

る
こ
と

が
難

し
い

場
合

も
多
く

、

ま
た

デ
ー
タ

の
ア
ク
セ
ス
権
限
な
ど
に
よ
り
活
用
が
難
し
い

も
の
が

散
見
さ

れ
、

そ
の

対
応

が
課
題

と

な
っ

て
い
る

。
 

・
 

そ
こ

で
、
AI

開
発
者
向
け
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
窓
口
を

通
じ
て

ニ
ー
ズ

が
あ

る
と

把
握

さ
れ
た

デ

ー
タ

に
つ
い

て
、
重
点
分
野
と
し
て
、
A
I学

習
容
易
な
形
へ

の
変
換

及
び
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

化
が
進

む

よ
う

仕
組
み

を
構
築
す
る
。
 

・
 

地
方

自
治
体

の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
は
一
元
的
に
検
索
で
き
る

仕
組
み

が
な
く

、
行

政
保

有
デ

ー
タ
利

活

用
上

課
題
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
地
方
自
治
体

の
オ
ー

プ
ン
デ

ー
タ

に
つ

い
て

も
e
-G
o
v

デ
ー

タ
ポ
ー

タ
ル
サ
ー
ビ
ス
で
検
索
可
能
と
な
る
よ
う
、
地

方
自
治

体
と
の

メ
タ

デ
ー

タ
連

携
に
係

る

実
証

を
行
う

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 行

政
保
有
デ
ー
タ
を

AI
学
習
に
容
易
な
形
に

変
換
す

る
た
め

、
最
新

の
技
術

・
ニ

ー
ズ

の

動
向
等
の
調
査
、
試
行
的
な
デ
ー
タ
の
変
換
・

提
供

を
目
的

と
し
た

調
査
研

究
等

を
実

施

す
る
。
 

e
-G
o
vデ

ー
タ
ポ
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
上
で
地
方

自
治

体
の
オ

ー
プ
ン

デ
ー
タ

も
検

索
で

き

る
仕
組
み
の
実
証
。
 

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
基
本
指
針
等
に
基
づ
き
、
公

開
す

る
こ
と

が
有
用

な
デ
ー

タ
の

う
ち

、

重
点
的
に
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
を
図
る
テ
ー
マ

を
設

定
し
、

オ
ー
プ

ン
デ
ー

タ
化

に
取

り

組
む
。
ま
た
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
に
取
り
組

む
に

あ
た
り

、
作
業

負
担
等

の
軽

減
に

資

す
る
取
組
を
検
討
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
1
] 
デ
ー
タ
取
扱
ル
ー
ル
の
実
装
の
推
進

 

・
 

分
野

間
デ
ー

タ
連
携

基
盤
や
分
野
ご
と
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
に
は
、
デ
ー
タ
の
表
現
対
象
と

な
る

被
観
測

者
（
個

人
・
法
人
を
含
む
。
）
、
デ
ー
タ
提
供
者
及
び
デ
ー
タ
利
用
者
が
デ
ー
タ
流
通
に

対
し

て
抱
く

懸
念
・

不
安
を
払
拭
す
る
た
め
、
デ
ー
タ
取
扱
ル
ー
ル
の
実
装
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 

プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー
ム

の
構
築
に
お
け
る
ル
ー
ル
実
装
の
際
に
踏
ま
え
る
べ
き
視
点
と
検
討
手
順
を
示
し

た
「

プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ

ー
ム
に
お
け
る
デ
ー
タ
取
扱
い
ル
ー
ル
の
実
装
ガ
イ
ダ
ン
ス

 v
er
1
.0

」
を
参
照

し
、

重
点
分

野
の
デ

ー
タ
連
携
基
盤
及
び
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
で
構
築
さ
れ
る
デ
ー
タ
連
携

基
盤

（
当
面

、
デ
ジ

タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金

デ
ジ
タ
ル
実
装
タ
イ
プ
 
TY
P
E 
2
/3
 
に
お
け
る

デ
ー

タ
連
携

基
盤
）

に
お
け
る
適
切
な
ル
ー
ル
実
装
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
利
用

促
進

の
た
め

、
利
用

状
況
等
の
調
査
で
課
題
を
把
握
し
改
善
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 重

点
分
野
の
デ
ー
タ
連
携
基
盤
及
び
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
で
構
築
さ
れ
る
デ
ー

タ
連

携
基
盤
に
お
け
る
デ
ー
タ
取
扱
ル
ー
ル
の
実
装
を
推
進
す
る
。
 

「
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
デ
ー
タ
取
扱
い
ル
ー
ル
の
実
装
ガ
イ
ダ
ン
ス
 

v
er
1
.0

」
の
利
用
状
況
や
課
題
点
の
把
握

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
2
] 
統
計
デ
ー
タ
等
の
利
活
用
推
進

 

・
 

社
会

経
済
の

デ
ジ
タ

ル
化
が
進
む
中
、
公
的
統
計
基
本
計
画
も
踏
ま
え
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
有

用
な

統
計
の

整
備
や

利
活
用
の
促
進
、
人
材
育
成
等
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、

EB
PM

の
実
現
や
新
た

な
サ

ー
ビ
ス

の
創
出

に
寄
与
す
る
こ
と
が
課
題
。
 

・
 

政
府

統
計
の

ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
「
e-

St
a
t」

に
つ
い
て
、
多
様
な
利
活
用
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
で

き
る

よ
う
な

機
能
の

充
実
や
使
い
や
す
さ
の
向
上
等
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
に
係

る
学

習
機
会

等
の
充

実
等
を
図
る
。
 

・
 

調
査

票
情
報

の
二
次

的
利
用
の
円
滑
化
や
利
便
性
向
上
を
推
進
す
る
た
め
、
調
査
票
情
報
に
係
る
提
供

基
盤

を
整
備

す
る
と

と
も
に
、
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
方
式
の
導
入
を
図
る
。
 

・
 

ビ
ッ

グ
デ
ー

タ
の
特

性
を
踏
ま
え
た
統
計
業
務
へ
の
利
活
用
可
能
性
を
把
握
・
検
証
し
、
そ
の
成
果
を

共
有

す
る
こ

と
等
に

よ
り
、
公
的
統
計
に
お
け
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
利
活
用
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 e
-S
t
at

の
統
計
デ
ー
タ
の
利
用
件
数
（
A
PI

機
能
に
よ
る
利
用
含
む
）
（

20
2
7年

度
ま
で

に
15
,0
0
0万

件
以
上
）
 

デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
人
材
の
育
成
（

20
2
4年

度
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
及
び
セ
ミ
ナ
ー
の
受

講
者

数
が
25
,6
0
0人

以
上
）
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国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
職
員
の
統
計
人
材
の

育
成

（
2
02
8
年

度
の

統
計
研

修
修

了
者

数

が
11
,0
0
0人

以
上
）
 

2
02
4
年
度
末
ま
で
に
、
調
査
票
情
報
に
係
る

提
供
基

盤
を
整

備
し
、

20
2
5年

度
末

ま
で

に

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
方
式
を
導
入
 

公
的
統
計
の
作
成
に
お
け
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の

利
活

用
の
推

進
（
ビ

ッ
グ
デ

ー
タ

等
の

活

用
を
検
討
又
は
経
常
的
に
活
用
し
て
い
る
公

的
統
計

等
の
数

の
増
加

）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
3
] 
国
土
交
通
分
野
の
デ
ー
タ
整
備
・
活
用
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（

P
ro

je
c
t 

L
IN

K
S
）

 

・
 

急
速

に
進
展

す
る
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
、
イ

ン
フ
ラ

、
防
災

、
交

通
、

ま
ち

づ
く
り

等

の
多

様
な
分

野
に
お
け
る
官
民
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
、
政

策
や
ビ

ジ
ネ

ス
に

お
け

る
デ
ー

タ

活
用

や
新
サ

ー
ビ
ス
創
出
等
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

幅
広

い
施
策

・
制
度
・
手
続
を
所
管
す
る
国
土
交
通
省
に
は

膨
大
な

行
政
情

報
が

蓄
積

さ
れ

て
い
る

が
、

機
械
利

用
で
き
る
形
で
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
次
利

用
を
含

め
十
分

活
用

さ
れ

ず
に

宝
の
持

ち

腐
れ

状
態
と

な
っ
て
い
る
。
 

・
 

こ
れ

ら
を
「

デ
ー
タ
」
と
し
て
整
備
し
、
官
民
が
利
用
可
能

な
基
礎

的
な
情

報
と

し
て

提
供

す
る
と

と

も
に

、
行
政

内
で
の
活
用
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
オ
ー

プ
ン
デ

ー
タ
を

利
用

し
た

ビ
ジ

ネ
ス
創

出

や
政

策
立
案

に
お
け
る
デ
ー
タ
活
用
（
E
BP
M
）
を
促
進
し
、

社
会
全

体
の
生

産
性

向
上

の
実

現
を
図

る

取
組

を
、
20
24

年
度
か
ら
本
格
的
に
展
開
す
る
（
Pr
oj
e
ct
 
LI
N
KS

）
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ー
タ
活
用
の
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
試
行
件
数
（

20
2
4年

度
 
10

件
程

度
）
 

※
20
25

年
度
以
降
の
目
標
は
、
2
02
5
年
３
月

末
ま
で

に
策
定

を
目
指

す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
4
] 
地
理
空
間
情
報
に
係
る
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
整
備
・
利
活
用
の
促
進

 

・
 

地
理

空
間
情

報
は
不
動
産
と
親
和
性
が
高
く
、
不
動
産
・
都

市
分
野

に
お
け

る
D
Xの

基
盤
で

あ
る
が

、

専
門

知
識
を

要
す
る
こ
と
等
か
ら
、
利
活
用
は
限
定
的
と
な

っ
て
い

る
。
 

・
 

そ
こ

で
、
近

年
D
L数

が
大
幅
に
伸
び
て
い
る
国
土
数
値
情
報

に
つ
い

て
、
「

開
か

れ
た

」
、

「
よ
り

使

わ
れ

る
」
オ

ー
プ
ン
デ
ー
タ
に
す
る
べ
く
検
討
会
を
設
置
し

、
３
月

に
中
間

取
り

ま
と

め
を

得
た
と

こ

ろ
で

あ
る
（

今
夏
、
整
備
方
針
を
策
定
予
定
）
。
20
24

年
度

に
は
、

こ
れ
を

踏
ま

え
、

地
理

空
間
情

報

の
質

・
量
の

充
実
を

図
る
と
共
に
、
人
流
デ
ー
タ
や
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
等
の
利
活
用
を
促
進
す

る
。
 

・
 

さ
ら

に
、
地

理
空
間

情
報
を
重
ね
て
表
示
し
不
動
産
取
引
の
円
滑
化
を
図
る
、
誰
で
も
使
え
る
G
IS

「
不

動
産
情

報
ラ
イ

ブ
ラ
リ
」
を
20
24
年
４
月
よ
り
公
開
開
始
し
た
と
こ
ろ
。
今
後
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま

え
、

利
便
性

の
向
上

に
努
め
て
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 国

土
数
値
情
報
D
L件

数
：
30
0万

件
（
20
26

年
度
）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
5
] 
デ
ー
タ
連
携
に
よ
る
生
産
・
流
通
改
革

 

・
 

国
内

外
の
市

場
や
消

費
者
の
ニ
ー
ズ
に
機
動
的
に
応
え
る
た
め
、
農
産
物
・
食
品
の
生
産
か
ら
加
工
・

流
通

・
消
費

・
販
売

に
至
る
ま
で
の
様
々
な
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
が
必
要
で
あ
る
。
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン

上
の
デ

ー
タ
連

携
が
不
十
分
で
あ
り
非
効
率
な
状
況
が
発
生
し
て
い
る
ほ
か
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に

依
存

し
て
い

る
中
で

物
流
20
24

問
題
等
の
解
決
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

SI
P
で
構
築
し
た
ス
マ
ー

ト
フ

ー
ド
チ

ェ
ー
ン

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
等
を
活
用
し
、
農
業
デ
ー
タ
の
川
下
と
の
連
携
に
よ
る
付
加

価
値

の
創
出

等
に
取

り
組
む
ほ
か
、

BR
I
DG
E
を
活
用
し
て
農
水
産
物
・
食
品
流
通
の
高
度
化
の
た
め
の

デ
ー

タ
連
携

実
証
を

実
施
す
る
。
デ
ジ
タ

ル
化
・
デ
ー
タ
連
携
（
納
品
伝
票
の
電
子
化
、
ト
ラ
ッ
ク
予

約
シ

ス
テ
ム

の
導
入

等
）
に
必
要
な
支
援
を
通
じ
、
省
力
化
・
自
動
化
等
に
よ
る
業
務
の
効
率
化
や
将

来
の

フ
ィ
ジ

カ
ル
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
物
流
に
対
応
し
得
る
取
組
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 農

業
の
担
い
手
の
ほ
ぼ
全
て
が
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
農
業
を
実
践
（

20
2
5年

度
ま
で
）
 

デ
ー

タ
連
携
等
に
よ
る
業
務
・
物
流
の
効
率
化
を
推
進
（
20
24

年
度
）
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

1
6
] 
筆
ポ
リ
ゴ
ン
デ
ー
タ
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
・
高
度
利
用
促
進

 

・
 

農
地

の
区
画

情
報
で

あ
る
筆
ポ
リ
ゴ
ン
は
、
農
林
水
産
省
が

20
1
9年

度
か
ら
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て

提
供

し
て
お

り
、
民

間
事
業
者
等
が
提
供
す
る
農
業
サ
ー
ビ
ス
へ
の
活
用
の
ほ
か
、
行
政
機
関
や
農
業

団
体

の
業
務

効
率
化

な
ど
様
々
な
場
面
で
活
用
さ
れ
て
お
り
、
更
な
る
利
便
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
と

し
て

い
る
。
 

・
 

こ
の

た
め
、

 2
0
24

年
度
は
、
20
21

年
度
に
構
築
し
た
筆
ポ
リ
ゴ
ン
管
理
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
20
23

年
度

に
更
新

し
た
筆

ポ
リ
ゴ
ン
デ
ー
タ
の
公
開
・
提
供
及
び

20
2
5年

度
の
公
開
に
向
け
た
筆
ポ
リ
ゴ
ン

の
更

新
を
行

う
。
こ

れ
に
加
え
、
筆
ポ
リ
ゴ
ン
の
高
度
利
用
の
促
進
に
向
け
、
よ
り
詳
細
な
利
用
実
態

の
把

握
に
取

り
組
む

。
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具
体

的
な
目

標
：
 筆

ポ
リ
ゴ
ン
の
利
用
件
数
（

20
2
4年

度
の
ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド
者

数
1
,6
5
0）

 

筆
ポ
リ
ゴ
ン
の
高
度
利
用
件
数
（
20
24
年
度

の
高
度

利
用
者

数
を
基

に
2
02
5
年
度

か
ら

設

定
）
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

○
[N

o
.1

-1
1
7
] 
中
小
企
業
支
援
の

D
X
推
進

 

・
各

支
援

施
策

に
係
る
中
小
企
業
等
の
申
請
デ
ー
タ
に
加
え
、

支
援
機

関
の
中

小
企

業
相

談
デ

ー
タ
等

、

官
民

の
中
小

企
業
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
連
携
基
盤
（
ミ
ラ

サ
ポ
コ

ネ
ク
ト

）
を

構
築

し
、

行
政
機

関
・

支
援
機

関
・
中
小
企
業
な
ど
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
が
分

析
・
活

用
を

行
う

こ
と

に
よ
り

、

中
小

企
業
等

支
援
の
官
民
連
携
を
推
進
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 オ

ン
ラ
イ
ン
で
個
社
に
適
し
た
支
援
策
・
支
援

者
等

が
見
つ

か
る
仕

組
み
等

を
活

用
し

た

事
業
者
・
支
援
者
数
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
1
8
] 
ク
ラ
ウ
ド
技
術
開
発
の
推
進

 

・
既

に
デ

ジ
タ

ル
社
会
に
お
け
る
重
要
な
社
会
基
盤
と
な
り
つ

つ
あ
る

ク
ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い
て

、

海
外

に
過
度

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
我
が
国
が
自
律
的
に
そ

の
サ
ー

ビ
ス
提

供
能

力
を

確
保

す
る
た

め

に
は

、
我
が

国
に
根
ざ
し
た
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
産
業
を
育

て
、
競

争
力
を

高
め

て
い

く
こ

と
が
不

可

欠
で

あ
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 引

き
続
き
、
国
内
で
安
定
的
に
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス

を
供
給

で
き
る

環
境
を

構
築

す
る

た

め
に
、
ク
ラ
ウ
ド
技
術
の
開
発
の
支
援
を
行
っ

て
い

く
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
1
9
] 
企
業
の

D
X
推
進

 

・
デ

ジ
タ

ル
ガ

バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
 
に
適
合
し
た
DX
の
取
り

組
み
を

行
う
企

業
を

認
定

す
る

DX
認
定

制

度
や

、
優
れ

た
D
Xの

取
組
を
行
う
上
場
企
業
を
選
定
す
る
DX

銘
柄
な

ど
に
よ

る
好

事
例

の
横

展
開
を

通

じ
て

我
が
国

企
業
の
DX
を
推
進
し
て
い
く
。

・
人

材
・

情
報

が
不
足

す
る
中
堅
・
中
小
企
業
等
は
独
力
の
DX
推
進
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
中
で
、
地
方
金

融
機

関
な
ど

の
地
域

の
伴
走
役
が
中
小
企
業
の
「
主
治
医
」
と
し
て

DX
支
援
に
本
業
と
し
て
取
り
組
む

こ
と

が
有
効

で
あ
る

た
め
、
地
域
の
伴
走
役
が
D
X支

援
を
実
施
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
事
項
や
具
体
的

な
DX

支
援
の

事
例
を
ま
と
め
た
「
DX

支
援
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
（

20
2
4年

３
月
）
を
全
国
規
模
で
普
及
さ
せ

る
と

と
も
に

、
地
域

金
融
機
関
等
の
支
援
機
関
に
向
け
た
支
援
策
も
活
用
し
な
が
ら

DX
支
援
の
モ
デ
ル

ケ
ー

ス
を
創

出
し
て

い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 D
X支

援
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
全
国
規
模
で
の
普
及
及
び
DX
支
援
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
創
出
等
を
通

じ
て

、
2
02
4
年
度
末
ま
で
に
、
D
X認

定
の
認
定
件
数
を
累
計

1,
4
00

件
以
上
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
2
0
] 
ウ
ラ
ノ
ス
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム

 

・
デ

ジ
タ

ル
に

よ
る
新

た
な
価
値
創
造
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
と
い
っ
た
社
会
課
題

の
解

決
に
貢

献
す
る

た
め
、
企
業
・
産
業
を
超
え
た
デ
ー
タ
連
携
の
取
組
で
あ
る
ウ
ラ
ノ
ス
・
エ
コ
シ

ス
テ

ム
に
つ

い
て
具

体
的
な
事
例
の
創
出
・
横
展
開
や
グ
ロ
ー
バ
ル
で
の
連
携
を
進
め
る
。
例
え
ば
、

2
02
2
年

度
～

20
2
3年

度
の
「
企
業
間
取
引
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
検
討
会
」
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、

蓄
電

池
の
サ

プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
に
関
し
て
、

①
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
運
営
法
人
の
立
ち

上
げ

、
②
欧

州
C
at
e
na
-
Xを

始
め
と
し
た
海
外
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
の
相
互
接
続
の
取
組
を
進
め
て

い
る

。
加
え

て
、
公

益
デ
ジ
タ
ル
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
事
業
者
の
認
定
制
度
の
立
ち
上
げ
や
モ
デ

ル
規

約
の
策

定
な
ど

、
デ
ー
タ
利
活
用
を
促
進
す
る
施
策
も
講
じ
な
が
ら
、
ウ
ラ
ノ
ス
・
エ
コ
シ
ス
テ

ム
を

推
進
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 ア

ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
設
計
と
デ
ジ
タ
ル
基
盤
に
関
す
る
新
規
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始

し
た

領
域
数
：
５
以
上
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
2
1
] 
ト
ラ
ス
ト
及
び
デ
ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
②

 

・
G
7、

G2
0
、
O
EC
D
等

に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
や
国
際

的
な

相
互
運

用
に
関

す
る
ル
ー
ル
形
成
に
向
け
た
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己

主
権

型
」
ア

イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
や
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
DI
D、

VC
、
DI
W等

の
技
術
標
準
に
関
す
る
議

論
も

進
展
し

て
い
る

。
か
か
る
状
況
に
鑑
み
、
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
に
依
存
せ
ず
に
や
り
取
り
す
る
デ
ー

タ
や

相
手
を

検
証
で

き
る
仕
組
み
等
の
新
た
な
信
頼
の
枠
組
み
を
付
加
す
る
こ
と
を
目
指
す
構
想
で
あ

る
「
Tr
u
st
e
d 
W
eb

」
に
つ
い
て
早
期
に
実
装
の
具
体
例
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
た
め
、
デ
ジ

タ
ル

・
ア
イ

デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
の
検
討
や
、

VC
や
DI
D等

の
社
会
実
装
を
促
す
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た
め

の
行
政

ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
の
創
出
、
競
争
政
策
等
の
観
点

も
踏
ま

え
た
DI
Wの

実
装

に
向

け
た
必

要

な
調

査
・
ロ

ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 T
ru
s
te
d
We
b
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

2
2
] 

P
D

S
・
情
報
銀
行
の
活
用

 

・
 

ス
マ

ー
ト
シ

テ
ィ
で
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
活
用
に
は
安
全

・
安
心

な
仕
組

み
の

構
築

が
課

題
で
あ

り
、

特
に
要

配
慮
個
人
情
報
に
該
当
す
る
健
康
・
医
療
デ
ー

タ
は
慎

重
な
取

扱
い

が
求

め
ら

れ
る
。

ス

マ
ー

ト
シ
テ

ィ
に
お
け
る
デ
ー
タ
連
携
に
情
報
銀
行
が
関
与

す
る
こ

と
に
よ

り
、

健
康

・
医

療
分
野

の

要
配

慮
個
人

情
報
を
安
全
・
安
心
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
地

域
課
題

の
解
決

を
実

現
す

る
ユ

ー
ス
ケ

ー

ス
を

実
証
し

、
認
定
指
針
の
課
題
を
検
証
す
る
。
 

・
 

ま
た

、
教
育

分
野
に
お
け
る
PD
S
は
個
別
最
適
な
学
び
の
実

現
の
た

め
に
期

待
さ

れ
る

技
術

の
一
つ

で

あ
り

、
デ
ー

タ
の
管
理
手
法
、
デ
ー
タ
の
同
意
取
得
の
在
り

方
等
、

将
来
的

な
実

装
に

向
け

た
技
術

的

検
討
事

項
が

複
数
存
在
す
る
た
め
、

PD
S
の
教
育
分
野
に

お
け
る

活
用
性

や
適
用

性
に

つ
い

て
検
証

を

行
う

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ス

マ
ー
ト
シ
テ
ィ
に
お
け
る
健
康
・
医
療
分
野

の
デ

ー
タ
連

携
に
情

報
銀
行

が
関

与
す

る

こ
と
に
つ
い
て
の
課
題
検
証
の
結
果
を
踏
ま
え

、
「

情
報
信

託
機
能

の
認
定

に
係

る
指

針
」
の
見
直
し
を
実
施
（
20
25

年
度
を
目
途
）
 

教
育
分
野
に
お
け
る

PD
S
の
活
用
に
向
け
て

、
技
術

的
要
件

等
に
関

す
る
調

査
研

究
及

び

実
証
事
業
を
実
施
し
、
事
業
者
等
が

PD
S
を

活
用

す
る
際

、
参
考

と
な
る

参
照
文

書
等

を

整
備
（
2
02
4
年
度
を
目
途
）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

2
3
] 
産
学
官
連
携
に
よ
る
自
律
的
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
処
能
力
の
強
化

 

・
 

巧
妙

化
・
複

雑
化
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
し
て
自
律
的
な

対
処
能

力
を
向

上
さ

せ
る

た
め

、
総
務

省

で
は
20
2
1年

度
か
ら
、
N
IC
T
を
通
じ
て
、
我
が
国
に
対
す
る

サ
イ
バ

ー
攻
撃

情
報

を
国

内
で

収
集
・

蓄

積
・

分
析
・

提
供
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
活
用
し
て

サ
イ
バ

ー
セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

人
材

を
育
成

す

る
た

め
の
共

通
基
盤
を
構
築
・
開
放
す
る
産
学
官
連
携
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
「
CY
NE
X
」

を
実

施
し
て

お

り
、
20
2
3年

10
月
に
参
画
組
織
に
よ
る
産
学
官
連
携
ア
ラ
イ

ア
ン
ス

を
発
足

さ
せ

た
。
2
02
4
年

度
か

ら

は
、

こ
れ
ま

で
実
施
し
て
き
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
観
測
や
分

析
、
人

材
育
成

に
係

る
取

組
等

を
継
続

す

る
と

と
も
に

、
医
療
分
野
を
対
象
と
し
た
新
た
な
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
人

材
育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

CY
N
EX

の

中
で

開
発
・

提
供
す

る
こ
と
で
、
我
が
国
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
す
る
自
律
的
な
対
処
能
力
の
一
層
の

向
上

を
図
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 C
YN
E
Xが

提
供
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
演
習
基
盤
の
利
用
者
数
（
20
25
年
度
ま
で

に
延

べ
3
,0
0
0人

）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

2
4
] 

Io
T

 セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化

 

・
 

脆
弱

性
を
有

す
る
ル

ー
タ
等
の
I
oT

機
器
を
悪
用
し
た
D
Do
S
攻
撃
等
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
増
加
し
通
信

サ
ー

ビ
ス
へ

の
脅
威

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
NI
CT

に
お
い
て
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染

機
器

及
び
脆

弱
性
を

有
す
る
機
器
の
調
査
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

IS
P
や
メ
ー
カ
等
の
関
係
者
と
連

携
し

て
、
利

用
者
の

リ
ス
ク
認
識
の
改
善
と
自
身
に
よ
る
Io
T機

器
の
適
正
な
管
理
を
促
す
。
ま
た
、

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
に
接

続
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

Io
T
機
器
に
対
し
て

IS
P
が

実
効

的
に
対

応
で
き

る
よ
う
検
討
を
進
め
る
。
あ
わ
せ
て
、

Io
T
機
器
に
攻
撃
指
令
を
出
す

C&
C
サ
ー
バ

に
つ

い
て
、

通
信
事

業
者
が
実
施
す
る
フ
ロ
ー
情
報
分
析
に
よ
っ
て
検
知
を
行
う
な
ど
攻
撃
イ
ン
フ
ラ

の
観

測
能
力

向
上
を

図
る
と
と
も
に
、
観
測
結
果
を
踏
ま
え
実
効
的
な
対
策
が
で
き
る
よ
う
検
討
を
進

め
る

等
、
総

合
的
な

Io
T
ボ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
対
策
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 I
oT

ボ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
に
起
因
す
る
重
大
な
通
信
事
故
を
発
生
さ
せ
な
い
 

2
02
5
年

度
末
ま
で
に
、
ル
ー
タ
等
の

Io
T
機
器
に
対
し
て
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
実
施

し
て

い
る
管
理
者
の
割
合
を

80
%
以
上
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

2
02
5
年

度
末
ま
で
に
、
N
OT
I
CE

の
取
組
に
賛
同
し
て
活
動
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ

ス
プ

ロ
バ
イ
ダ
（
IS
P）

、
メ
ー
カ
等
を

90
者
以
上
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

フ
ロ

ー
情
報
分
析
に
よ
り
C&
Cサ

ー
バ
の
検
知
を
行
う
事
業
者
数
を

20
2
5年

度
末
ま
で
に

2
02
3
年

度
末
比
で
２
倍
以
上
を
目
指
す
。

 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

2
5
] 
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

 

・
 

総
務

省
に
お

い
て
は

、
2
02
1
年
９
月
に
「
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
（

第
３
版
）
」
を
、
2
02
2
年
1
0月

に
「
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
利
用
・
提
供
に
お
け
る

適
切

な
設
定

の
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
・
公
表
し
て
お
り
、
2
02
4
年
４
月
に
は
後
者
の
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
の

内
容
を

解
説
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
公
表
。
引
き
続
き
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
イ
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ン
シ

デ
ン
ト

事
案
が
発
生
し
て
い
る
中
で
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
そ

の
も
の

や
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の
利

用

状
況

な
ど
を

把
握
し
た
上
で
、
過
去
に
策
定
し
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に

つ
い
て

、
普

及
啓

発
を

継
続
し

て

行
う

。

具
体

的
な
目

標
：
 安

心
安
全
な
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
利
活
用
推

進
の

た
め
、

「
ク
ラ

ウ
ド
サ

ー
ビ

ス
提

供

に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

（
第
３

版
）
」

や
「
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー

ビ
ス
利
用
・
提
供
に
お
け
る
適
切
な
設
定
の
た

め
の

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

」
な
ど

の
普

及
啓

発

を
実
施
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
2
6
] 
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
犯
罪
の
抑
止

 

・
国

民
が

安
心

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

を
利
用

し
、

そ
の

上
を

流
通
す

る

情
報

を
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、

フ
ィ
ッ

シ
ン
グ

や
ラ

ン
サ

ム
ウ

ェ
ア
に

よ

る
被

害
の
防

止
や
事
後
追
跡
可
能
性
の
確
保
等
に
向
け
た
官

民
連
携

、
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

の
違
法

情

報
・

有
害
情

報
対
策
の
推
進
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
脅
威
へ
の

対
処
能

力
の
向

上
及

び
国

際
連

携
、
サ

イ

バ
ー

事
案
に

関
す
る
警
察
へ
の
通
報
・
相
談
の
促
進
、
サ
イ

バ
ー
事

案
に
関

す
る

注
意

喚
起

の
実
施

等

に
取

り
組
む

。

・
ま

た
、

引
き

続
き
サ
イ
バ
ー
事
案
を
始
め
と
す
る
犯
罪
の
取

締
り
、

技
術
支

援
・

解
析

能
力

の
向
上

に

取
り

組
む
。

具
体

的
な
目

標
：
 効

果
的
な
被
害
防
止
対
策
の
推
進
 

社
会
情
勢
を
的
確
に
反
映
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上

の
違
法

情
報
・

有
害
情

報
対

策
の

推

進
 

サ
イ
バ
ー
事
案
の
被
害
の
未
然
防
止
・
拡
大
防

止
に

向
け
た

注
意
喚

起
等
の

実
施

サ
イ
バ
ー
事
案
に
関
す
る
警
察
へ
の
通
報
・
相

談
の

促
進

サ
イ
バ
ー
事
案
の
取
締
り
の
推
進
及
び
技
術
支

援
・

解
析
能

力
の
向

上

主
担

当
省
庁

：
 警

察
庁
 

○
[N

o
.1

-1
2
7
] 
「
政
府
機
関
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
基
準
」
の
継
続
的
な
見
直

し
と
監
査
等
の
取
組

 

・
「

政
府

機
関

等
の
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
基
準
」
に
関
し
て
、
最
新
の
技
術
・

脅
威

動
向
を

機
動
的

に
取
り
込
み
、
政
府
機
関
等
の
対
策
基
準
策
定
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定

や
監

査
等
を

実
施
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 政

府
機
関
等
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
水
準
の
維
持
・
向
上
に
資
す
る
た
め
、
政
府

機
関

等
の
対
策
基
準
策
定
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
や
、
監
査
等
の
取
組
を
実
施

す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.1

-1
2
8
] 

G
S

O
C
の
着
実
な
運
用
・

G
S

O
C
の
ク
ラ
ウ
ド
監
視
機
能
強
化

・
ク

ラ
ウ

ド
化

や
テ
レ

ワ
ー
ク
等
の
進
展
に
伴
っ
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
侵
入
起
点
と
な
り
う
る

IT
資
産
・

サ
ー

ビ
ス
が

急
増
し

て
い
る
等
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
巡
る
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

政
府

機
関
に

お
い
て

も
、
こ
の
環
境
変
化
に
対
応
し
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
一
層
の
強
化

が
喫

緊
の
課

題
と
な

っ
て
い
る
。

・
ク

ラ
ウ

ド
監

視
に
対

応
し
た

GS
O
Cの

機
能
強
化
等
の
推
進
及
び
G
SO
C
の
着
実
な
運
用
に
資
す
る
よ
う
、

政
府

の
共
通

基
盤
を

整
備
・
運
用
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
は
、
必
要
に
応
じ
情
報
を
G
SO
C
に
提
供
し
、
連
携

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 G
SO
C
の

運
用
に
よ
る
政
府
横
断
的
監
視
の
継
続
的
な
実
施
 

デ
ジ

タ
ル
庁
か
ら
GS
OC

へ
の
適
宜
の
情
報
提
供
・
連
携
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.1

-1
2
9
] 
政
府
端
末
情
報
を
活
用
し
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
情
報
の
収
集
・
分
析
に
係
る
実
証
事

業 ・
サ

イ
バ

ー
攻

撃
が
激

化
す
る
中
、
我
が
国
独
自
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
析
能
力
及
び
政
府
機
関
の
セ
キ
ュ

リ
テ

ィ
対
策

を
強
化

す
る
た
め
、
総
務
省
で
は
N
IC
T
を
通
じ
て
、
安
全
性
や
透
明
性
の
検
証
が
可
能
な

セ
ン

サ
ー
を

開
発
、

政
府
端
末
に
導
入
し
、
端
末
情
報
を
集
約
、
分
析
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

CY
X
RO
S
S

を
実

施
し
て

い
る
。

20
2
3 

年
度
は
総
務
省
一
部
端
末
に
セ
ン
サ
ー
を
導
入
し
て
実
証
を
開
始
し
た
。

2
02
4
年

度
は

セ
ン
サ
ー
導
入
府
省
庁
を
拡
大
し
、
情
報
を
統
合
分
析
し
た
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
、
提
供
を

開
始

す
る
。

さ
ら
に

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び

NI
SC

等
と
連
携
を
図
り
、

20
2
5年

度
中
に
、
利
用
府
省
庁
の
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ニ
ー

ズ
を
踏

ま
え
情
報
収
集
対
象
の
府
省
庁
を
更
に
拡
大
し

、
収
集

す
る
情

報
を

増
や

す
こ

と
で
、

更

な
る

サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
脅
威
情
勢
分
析
能
力
の
強
化

及
び
政

府
機
関

の
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ
リ

テ

ィ
の

強
化
（
GS
O
C 

と
の
連
携
を
含
む
。
）
に
取
り
組
む
。

具
体

的
な
目

標
：
 セ

ン
サ
ー
を
導
入
し
た
端
末
数
（
20
25
年
度

ま
で
に

約
7
,0
0
0台

）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
3
0
] 
中
小
企
業
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

 

・
異

常
監

視
や

、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
受
け
た
際
の
初
動
対
応
支

援
、
保

険
な
ど

、
中

小
企

業
に

必
要
な

対

策
を

安
価
か

つ
ワ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
ま
と
め
た
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ
お

助
け

隊
サ

ー
ビ

ス
に
つ

い

て
、
IP
A
と

と
も
に
、
新
た
な
類
型
が
追
加
さ
れ
た
当
該
サ

ー
ビ
ス

の
適
切

な
運

用
等

を
実

施
し
つ

つ
、

講
演
会

等
に
お
け
る
周
知
を
行
う
な
ど
、
普
及
・
啓
発

を
図
る

。

・
ま

た
、

自
社

の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
評
価
や
把
握
を
行

う
た
め

の
対
策

を
整

理
す

る
と

と
も
に

、

サ
イ

バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
精
通
し
た
人
材
の
不
足
状
況
を

解
消
す

る
た
め

、
情

報
処

理
安

全
確
保

支

援
士

（
登
録

セ
キ
ス
ペ
）
の
制
度
見
直
し
及
び
ユ
ー
ザ
ー
企

業
に
お

け
る
活

用
促

進
を

図
る

。

・
ま

た
、

産
業

界
と
連
携
し
、
中
小
企
業
を
含
む
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン

全
体
の

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ

対
策

を
促
進

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
度
ま
で
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

お
助
け

隊
サ
ー

ビ
ス
提

供
事
業

者
数

（
再

販

事
業
者
を
含
む
）
を

20
0
者
以
上
に
す
る
。
 

2
03
0
年
度
ま
で
に
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援

士
（
登

録
セ
キ

ス
ペ
）

の
登
録

者
数

を
5万

人
に
増
加
さ
せ
る
。
 

2
03
0
年
度
ま
で
に
SE
CU
R
IT
Y
 A
C
TI
O
N制

度
の

自
己

宣
言
を

し
た
事

業
者
の

数
を

40
万

者

以
上
に
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
3
1
] 
産
業
界
等
と
連
携
し
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
強
化

 

・
こ

れ
ま

で
CP
SF

に
基
づ
く
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
具
体
化
を

進
め
て

お
り
、

今
後

、
既

存
の

ガ
イ
ド

ラ

イ
ン

等
を
IP
Aが

一
元
的
に
管
理
・
体
系
化
し
、
企
業
等
の

サ
プ
ラ

イ
チ
ェ

ー
ン

の
実

態
を

踏
ま
え

た

満
た

す
べ
き

対
策
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
や
、
そ
の
対
策
状
況
を

可
視
化

す
る
仕

組
み

を
検

討
す

る
。

・
産

業
界

と
連

携
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
部
品
構
成
表
で
あ
る

SB
O
Mの

活
用
推

進
や

「
セ

キ
ュ

ア
・
バ

イ
・

デ
ザ
イ

ン
」
の
実
装
に
向
け
て
、
S
SD
F
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
開
発

者
等
の

責
務

の
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

を

整
備

す
る
と

と
も
に

、
I
oT

機
器
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
要
件
の
適
合
性
を
評
価
す
る
た
め
の
新
た
な
認
証

制
度

の
整
備

を
進
め

る
。
 

・
政

府
調

達
等

を
通
じ

た
活
用
や
国
際
的
な
制
度
調
和
を
促
す
こ
と
で
、
そ
の
実
効
性
を
強
化
す
る
。

・
あ

わ
せ

て
、

我
が
国

に
と
っ
て
重
要
な
領
域
を
中
心
に
高
品
質
な
国
産
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
製
品
・
サ
ー
ビ

ス
の

供
給
が

強
化
さ

れ
る
状
況
を
目
指
す
。

・
サ

イ
バ

ー
攻

撃
動
向

分
析
の
み
な
ら
ず
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
背
景
と
な
る
地
政
学
情
報
等
を
分
析
す
る

体
制

を
I
PA

に
整

備
し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
す
る
対
処
能
力
、
情
報
収
集
・
分
析
能
力
の
強
化
を
図

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 企

業
等
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
実
態
を
踏
ま
え
た
満
た
す
べ
き
対
策
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

や
、

そ
の
対
策
状
況
を
可
視
化
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
。
 

我
が

国
が
共
同
署
名
を
し
た
国
際
共
同
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
適
合
す
べ
く
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開

発
者

の
開
発
手
法
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
S
BO
M
の
活
用
を
推

進
す

る
。
 

「
Io
Tセ

キ
ュ
リ
テ
ィ
適
合
性
評
価
制
度
」
を
2
02
4
年
度
中
に
一
部
運
用
開
始
す
る
と
と

も
に

、
政
府
調
達
等
を
通
じ
た
活
用
や
国
際
的
な
制
度
調
和
を
促
す
。
 

我
が

国
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
産
業
の
振
興
に
向
け
た
強
化
策
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を

20
2
4

年
度

中
に
提
示
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
3
2
] 
安
全
・
安
心
な
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
支
え
る
高
度
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
技
術
等

 

・
研

究
開

発
の

国
際
競

争
力
の
強
化
や
産
学
官
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
、
実
践
的
な
研
究
開
発
の
推
進

に
向

け
て
、

サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
に
基
づ
き
、
関
係
府
省
庁
が
連
携
し
て
取
り
組
む
。
こ
れ

ま
で

サ
プ
ラ

イ
チ
ェ

ー
ン
リ
ス
ク
対
策
や
量
子
暗
号
通
信
等
に
係
る
取
組
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

こ
れ

ら
に
加

え
て
、

経
済
安
全
保
障
重
要
技
術
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
開
発
ビ
ジ
ョ
ン
の
下
、
サ
イ
バ

ー
空

間
の
状

況
把
握

力
や
防
御
力
の
向
上
に
資
す
る
技
術
や
、
セ
キ
ュ
ア
な
デ
ー
タ
流
通
を
支
え
る
暗

号
関

連
技
術

等
に
つ

い
て
も
、
研
究
開
発
を
進
め
て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 「

経
済
安
全
保
障
重
要
技
術
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
、
先
進
的
サ
イ
バ
ー
防
御
機

能
・

分
析
能
力
強
化
を
支
援
対
象
と
し
た
上
で
、
研
究
開
発
構
想
に
基
づ
き
、
実
施
事
業

者
を

決
定
し
、
本
年
度
中
に
本
格
的
に
研
究
開
発
を
開
始
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
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○
[N

o
.1

-1
3
3
] 

A
I
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

A
I
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
（

1
）

 

・
政

府
保

有
デ

ー
タ
の
提
供
・
管
理
の
ス
キ
ー
ム
検
討
・
構
築

、
他
機

関
の
参

考
と

な
る

よ
う

に
安
全

に

生
成
AI
を
扱

う
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
調
達
・
利
用
、
特
に

有
益
な

活
用
可

能
性

の
調

査
、

得
ら
れ

た

知
見

の
共
有

を
進
め
る
。

・
大

規
模

言
語

モ
デ
ル
起
因
リ
ス
ク
対
応
の
研
究
開
発
推
進
、

学
習
用

言
語
デ

ー
タ

の
拡

充
、

LL
M
開

発

者
等

に
対
す

る
デ
ー
タ
提
供
の
開
始
、
少
量
の
学
習
デ
ー
タ

に
よ
り

構
築
可

能
で

省
エ

ネ
な

「
脳
型

A
I」

技
術
の

研
究
開
発
の
推
進
。

・
民

事
判

決
デ

ー
タ
を
学
習
素
材
と
し
て
提
供
す
る
制
度
創
設

に
向
け

た
検
討

、
司

法
分

野
に

お
け
る

AI

の
研

究
開
発

と
利
活
用
の
促
進
。

・
国

立
情

報
学

研
究
所
（
N
II

）
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
の
学
習

・
生
成

機
構
の

解
明

や
、

マ
ル

チ
モ
ー

ダ

ル
モ

デ
ル
の

構
築
等
、
生
成
AI
モ
デ
ル
の
透
明
性
・
信
頼
性

の
確
保

に
向
け

た
研

究
開

発
を

推
進
。

具
体

的
な
目

標
：
 人

材
の
育
成
・
確
保
や
計
算
資
源
等
の
イ
ン
フ

ラ
の

高
度
化

と
と
も

に
、
AI

利
活

用
の

推

進
と
研
究
開
発
力
の
強
化
を
一
体
的
に
官
民
が

連
携

し
て
進

め
て
い

く
。
AI

の
進

化
の

た

め
に
は
デ
ー
タ
が
不
可
欠
で
あ
り
、

AI
関
連

の
政
策

を
デ
ー

タ
戦
略

と
連
携

し
て

実
施

す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.1

-1
3
4
] 

A
I
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

A
I
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
（

2
）

 

・
強

固
な

日
米

連
携
の
も
と
、
世
界
に
先
駆
け
た
科
学
研
究
向

け
A
I基

盤
モ
デ

ル
の

開
発

・
共

用
を
実

現

す
る

た
め
の

取
組
を
加
速
。
ま
た
、
「
富
岳
」
の
次
世
代
と

な
る
優

れ
た
AI
性
能

を
有

す
る

新
た
な

フ

ラ
ッ

グ
シ
ッ

プ
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
整
備
に
着
手
、
日
本
語

コ
ー
パ

ス
の
拡

充
。

・
A
Iを

活
用
し

た
医
療
機
器
の
開
発
・
研
究
に
お
け
る
患
者
デ

ー
タ
利

用
の
環

境
整

備
。

・
官

民
に

よ
る
AI
用
計
算
資
源
の
整
備
を
促
進
し
て
い
く
と
と

も
に
、

計
算
資

源
の

高
度

化
に

向
け
た

研

究
開

発
を
検

討
し
て
い
く
。

・
ポ

ス
ト
5
G事

業
を
活
用
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
等
に
よ
る
生

成
A
I基

盤
モ
デ

ル
開

発
の

促
進

を
行
っ

て

い
く

。

・
フ

ィ
ジ

カ
ル

領
域
基
盤
モ
デ
ル
や
別
領
域
基
盤
モ
デ
ル
と
の

連
携
及

び
透
明

性
の

高
い

基
盤

モ
デ
ル

に

関
す

る
研
究

開
発
を
し
て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 人

材
の
育
成
・
確
保
や
計
算
資
源
等
の
イ
ン
フ

ラ
の

高
度
化

と
と
も

に
、
AI

利
活

用
の

推

進
と
研
究
開
発
力
の
強
化
を
一
体
的
に
官
民
が

連
携

し
て
進

め
て
い

く
。
AI

の
進

化
の

た

め
に

は
デ
ー
タ
が
不
可
欠
で
あ
り
、

AI
関
連
の
政
策
を
デ
ー
タ
戦
略
と
連
携
し
て
実
施
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.1

-1
3
5
] 

A
I
の
安
全
・
安
心
の
確
保
（

1
）

 

・
A
Iセ

ー
フ
テ

ィ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
AI
安
全
性
評
価
手
法
の
確
立
に
向
け
た
検

討
。

・
政

府
等

が
生

成
A
Iの

技
術
を
安
全
か
つ
効
果
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
検
討
。

・
大

規
模

言
語

モ
デ
ル

に
起
因
す
る
リ
ス
ク
対
応
の
研
究
開
発
。

・
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー
ム

事
業
者
の
取
組
の
透
明
性
・
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ

ク
の

推
進
、

人
材
育

成
、
幅
広
い
世
代
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
、
技
術
・
研
究
開
発
の
推
進
、

国
際

的
な
連

携
強
化

な
ど
、
総
合
的
な
対
策
実
施
。

・
作

成
し

た
生

成
A
I活

用
に
係
る
リ
テ
ラ
シ
ー
啓
発
教
材
の
普
及
・
展
開
。

具
体

的
な
目

標
：
 イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
の
た
め
に
も
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
な
る

AI
利
用
の
安
全
・
安
心
を
確

保
す

る
た
め
の
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
我
が
国
は
、
変
化
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
す

る
た

め
、
「

AI
事
業
者
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
事
業
者
等
の
自
発
的
な
取
組
を
基
本

と
し

て
い
る
。
今
後
、
A
Iに

関
す
る
様
々
な
リ
ス
ク
や
、
規
格
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
ソ

フ
ト

ロ
ー
と
法
律
・
基
準
等
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
関
す
る
国
際
的
な
動
向
等
も
踏
ま
え
、
制

度
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.1

-1
3
6
] 

A
I
の
安
全
・
安
心
の
確
保
（

2
）

 

・
国

立
情

報
学

研
究
所

（
N
II

）
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
の
学
習
・
生
成
機
構
の
解
明
や
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ

ル
モ

デ
ル
の

構
築
等

、
生
成

AI
モ
デ
ル
の
透
明
性
・
信
頼
性
の
確
保
に
向
け
た
研
究
開
発
を
推
進
。

・
理

化
学

研
究

所
に
お

い
て
、

AI
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
技
術
の
確
立
に
向
け
た
研
究
開
発
な
ど
を
実
施
。

具
体

的
な
目

標
：
 イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
の
た
め
に
も
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
な
る

AI
利
用
の
安
全
・
安
心
を
確

保
す

る
た
め
の
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
我
が
国
は
、
変
化
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
す

る
た

め
、
「

AI
事
業
者
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
事
業
者
等
の
自
発
的
な
取
組
を
基
本

と
し

て
い
る
。
今
後
、
A
Iに

関
す
る
様
々
な
リ
ス
ク
や
、
規
格
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
ソ
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フ
ト
ロ
ー
と
法
律
・
基
準
等
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
に

関
す

る
国
際

的
な
動

向
等
も

踏
ま

え
、

制

度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.1

-1
3
7
] 
国
際
的
な
連
携
・
協
調
の
推
進

 

・
「

広
島
A
Iプ

ロ
セ
ス
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
作
業
計
画
」
に

基
づ
き

、
広
島

プ
ロ

セ
ス

国
際

指
針
等

へ

の
賛

同
国
増

加
に
向
け
た
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
企
業
等
に
よ
る

広
島
プ

ロ
セ
ス

行
動

規
範

へ
の

支
持
拡

大

及
び

履
行
確

保
に
向
け
た
取
組
を
推
進
。

・
新

設
す

る
GP
AI

専
門
家
支
援
セ
ン
タ
ー
等
を
通
じ
た
、
安
全

、
安
心

で
信
頼

で
き

る
高

度
な

AI
シ
ス

テ

ム
の

国
際
社

会
に
お
け
る
普
及
に
向
け
た
取
組
を
推
進
。

具
体

的
な
目

標
：
 広

島
AI
プ
ロ
セ
ス
等
を
通
じ
て
、
安
全
・
安

心
で
信

頼
で
き

る
A
Iの

実
現
に

向
け

、
国

際

的
な
取
組
を
引
き
続
き
主
導
す
る
と
と
も
に
、

ア
ジ

ア
諸
国

や
グ
ロ

ー
バ
ル

サ
ウ

ス
と

も

協
調
し
な
が
ら
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
を
引

き
続

き
推
進

す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.1

-1
3
8
] 

A
I
の
開
発
力
強
化
と
利
活
用
促
進

 

・
A
I開

発
や
利

活
用
に
不
可
欠
な
計
算
資
源
に
つ
い
て
は
、
今

後
も
需

要
増
が

見
込

ま
れ

る
中

、
引
き

続

き
整

備
を
行

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
計
算
資
源

の
高
効

率
化
に

向
け

た
研

究
開

発
も
進

め

て
い

く
必
要

が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
必
要
な
取
組
の
実
施
や

検
討
を

進
め
て

い
く

。

・
A
Iモ

デ
ル
の

開
発
は
、
国
際
的
に
も
開
発
競
争
が
行
わ
れ
て

い
る
と

こ
ろ
、

我
が

国
と

し
て

も
ス
タ

ー

ト
ア

ッ
プ
等

に
よ
る
AI
モ
デ
ル
開
発
の
促
進
を
引
き
続
き
行

っ
て
い

く
こ
と

は
、

重
要

。
そ

の
た
め

に

必
要

と
な
る

取
組
を
、
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
。

・
グ

ロ
ー

バ
ル

競
争
力
を
持
つ
AI
を
開
発
・
利
活
用
す
る
に
は

、
オ
ー

プ
ン
デ

ー
タ

の
み

な
ら

ず
、
分

野

毎
の

ユ
ニ
ー

ク
か
つ
大
量
の
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
と
と
も
に

、
そ
の

AI
の
活

用
を

通
じ

て
得

ら
れ
る

新

た
な

デ
ー
タ

を
利
用
し
て
性
能
向
上
を
図
る
好
循
環
が
重
要

。
そ
の

た
め
に

必
要

と
な

る
、

デ
ー
タ

整

備
に

関
す
る

取
組
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 A
Iの

開
発
や
利
活
用
に
必
要
な
計
算
資
源
の
国

内
整

備
・
拡

充
に
向

け
た
取

組
を

、
引

き

続
き
行
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
計
算
資
源
の
高

効
率

化
に
向

け
た
研

究
開
発

に
関

す
る

検

討
を
進
め
て
い
く
。
 

引
き

続
き
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
等
に
よ
る
生
成
A
Iモ

デ
ル
開
発
の
促
進
に
必
要
と
な
る
取

組
を

行
っ
て
い
く
。
 

A
Iの

開
発
・
利
活
用
を
促
進
す
る
べ
く
、
分
野
別
の
デ
ー
タ
整
備
に
関
す
る
取
組
に
つ
い

て
、

検
討
を
行
う
。
 

フ
ィ

ジ
カ
ル
領
域
基
盤
モ
デ
ル
や
別
領
域
基
盤
モ
デ
ル
と
の
連
携
及
び
透
明
性
の
高
い
基

盤
モ

デ
ル
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
。

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.1

-1
3
9
] 

A
I
の
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
を
拡
大
し
抜
本
的
な
省
エ
ネ
を
実
現
す
る
「
脳
型

A
I」

技
術
に
関
す
る

研
究
開
発
の
推
進

 

・
生

成
AI

を
含

む
深
層
学
習
を
用
い
た

AI
の
多
く
は
、
学
習
に
多
く
の
デ
ー
タ
と
計
算
を
要
す
る
が
、
僅

か
20
W程

度
で
動

く
と
言
わ
れ
る
ヒ
ト
の
脳
の
情
報
処
理
を
模
倣
す
る
こ
と
で
、
深
層
学
習
を
用
い
た

A
Iに

比
べ
て

学
習
に
必
要
な
デ
ー
タ
量
や
計
算
量
を
抜
本
的
に
低
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

・
こ

の
た

め
、

脳
の
機

能
を
模
倣
し
た
「
脳
型

AI
」
技
術
に
つ
い
て
、
多
く
の
デ
ー
タ
の
用
意
が
困
難
な

ど
の

理
由
で

AI
の
適

用
が
難
し
か
っ
た
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
へ
の
応
用
を
念
頭
に
、
脳
型

AI
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
の

改
善
や

精
度
向

上
の
た
め
の
研
究
開
発
を
推
進
す
る
。

・
計

算
量

が
少

な
く
省

エ
ネ
な
脳
型
AI

を
様
々
な
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
で
活
用
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
の
デ
ジ

タ
ル

競
争
力

を
底
上

げ
し
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
貢
献
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 脳

の
機
能
を
模
倣
し
た
「
脳
型
A
I」

技
術
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
研
究
開

発
を

引
き
続
き
行
い
、
2
02
7
年
度
ま
で
に
「
脳
型
AI
」
改
良
版
モ
デ
ル
の
構
築
及
び
ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア
開
発
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
「
脳
型
AI
」
技
術
の
普
及
展
開
活
動
を
推
進
。

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
4
0
] 
安
全
な
デ
ー
タ
連
携
に
よ
る
最
適
化

A
I
技
術
の
研
究
開
発

 

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
デ
ー

タ
や
機
密
デ
ー
タ
等
を
含
め
、
我
が
国
に
存
在
す
る
デ
ー
タ
を
分
野
の
垣
根
を
越

え
て
AI

学
習

に
活
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
分
野
横
断
的
な
我
が
国
の
社
会
課
題
の
解
決
や
産
業
競

争
力

の
向
上

に
貢
献

す
る
た
め
、
実
空
間
に
存
在
す
る
多
様
な
デ
ー
タ
を
安
全
に
連
携
さ
せ
る
こ
と
を

可
能

と
す
る

分
散
型

機
械
学
習
技
術
を
確
立
す
る
た
め
の
研
究
開
発
を
、
20
23
年
度
か
ら
20
25

年
度
ま

で
の

３
年
計

画
で
実

施
中
。
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・
 

2
02
4
年

度
以

降
、
分
散
型
機
械
学
習
技
術
に
係
る
要
素
技
術

の
更
な

る
研
究

開
発

と
要

素
技

術
を
組

み

合
わ

せ
た
社

会
実
証
を
実
施
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年
度
末
ま
で
に
安
全
な
デ
ー
タ
連
携
に

よ
る
最

適
化
AI

技
術
を

確
立
 

確
立
し
た
安
全
な
デ
ー
タ
連
携
に
よ
る
最
適
化
A
I技

術
を
活

用
し
た

製
品
・

サ
ー

ビ
ス

化

数
：

20
3
0年

度
ま
で
に
５
件
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
1
] 
我
が
国
に
お
け
る
大
規
模
言
語
モ
デ
ル
（

L
L

M
）
の
開
発
力
強
化
に
向
け
た
デ
ー
タ
の
整

備
･
拡
充

 

・
 

国
立

研
究
開

発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
NI
C
T）

に
お
い

て
、
民

間
企
業

等
に

お
け

る
LL
M開

発
に

必
要

と
な
る

大
量
・
高
品
質
で
安
全
性
の
高
い
日
本
語
を
中

心
と
す

る
学
習

用
言

語
デ

ー
タ

を
整
備

・

拡
充

し
、
我

が
国
の
LL
M
開
発
者
等
に
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す

る
た
め

、
2
02
3
年
度

は
共

同
研

究
の
形

で

デ
ー

タ
提
供

を
行
う
た
め
の
検
討
を
実
施
。
 

・
 

2
02
4
年

度
以

降
、
学
習
用
言
語
デ
ー
タ
を
更
に
拡
充
し
つ
つ

、
我
が

国
の
LL
M開

発
者

等
に

対
し
共

同

研
究

の
形
で

デ
ー
タ
提
供
を
開
始
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 N
IC
T
に
お
い
て
整
備
・
拡
充
す
る
学
習
用
言

語
デ
ー

タ
量
：

20
2
4年

度
末
ま

で
に

3.
5T
B

（
20
23

年
時
点
の
10

倍
）
、

20
2
6年

度
末
ま
で

に
６

TB
（
20
23

年
時

点
の
17

倍
）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
2
] 
多
言
語
翻
訳
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
研
究
開
発

 

・
 

世
界

の
「
言

葉
の
壁
」
を
解
消
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
自
由
な

交
流
を

実
現
す

る
た

め
、
2
02
5
年

大
阪

・

関
西

万
博
も

見
据
え
、
多
言
語
翻
訳
技
術
を
現
状
の
逐
次
翻

訳
か
ら

高
度
化

し
、

AI
に

よ
る

実
用
レ

ベ

ル
の

「
同
時

通
訳
」
を
実
現
す
る
た
め
の
研
究
開
発
を
、
20
20

年
度

か
ら
20
24
年

度
ま

で
の

５
年
計

画

で
実

施
中
。
 

・
 

2
02
4
年

度
中

に
万
博
で
の
活
用
も
見
据
え

AI
に
よ
る
実
用
レ

ベ
ル
の

同
時
通

訳
を

実
現

す
る

と
と
も

に
、

そ
の
後

も
多
言
語
翻
訳
技
術
の
更
な
る
高
度
化
に
向
け

た
研
究

開
発
を

実
施

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
度
末
ま
で
に
多
言
語
に
よ
る
同
時
通

訳
技
術

を
確
立
 

確
立
し
た
同
時
通
訳
技
術
を
活
用
し
た
製
品
・

サ
ー

ビ
ス
化

数
：
20
27

年
度

ま
で

に
20

件
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
3
] 

W
e

b
3
.0
の
推
進

/
W

e
b

3
.0
の
環
境
整
備

 

・
 

W
eb
3
.0

と
呼

ば
れ
る
新
技
術
を
活
用
し
た
分
散
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
環
境
下
で
構
築
さ
れ
る
世
界
観
で

は
、

革
新
的

な
サ
ー

ビ
ス
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、

コ
ン
テ

ン
ツ
に

係
る
関
係
者
の
権
利
保
護
及
び
海
外
展
開
支
援
や
W
eb
3
.0
の
健
全
な
発
展
を
担
う

主
体

と
ア
イ

デ
ア
の

裾
野
の
拡
大
を
図
り
つ
つ
、
関
連
す
る
人
材
の
育
成
・
確
保
に
も
取
り
組
む
必
要

が
あ

る
。
 

・
 

同
時

に
、
NF
Tや

DA
O
な
ど
の
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
様
々
な
社
会
課
題
の
解
決
を
図
る
ツ
ー
ル
と
す

る
と

と
も
に

、
W
eb
3
.0

の
健
全
な
発
展
に
向
け
て
、
引
き
続
き
、
安
全
安
心
な
利
用
環
境
整
備
な
ど
の

観
点

を
踏
ま

え
つ
つ

、
様
々
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
不
合
理
な
障
壁
な
く
行
え
る
環
境
整
備
に
取
り
組
む
必

要
が

あ
る
。
 

・
 

相
談

窓
口
の

整
備
、

ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
創
出
、
技
術
開
発
・
人
材
育
成
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
地
方
創
生
な

ど
に

係
る
様

々
な
取

組
を
行
っ
て
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 W
eb
3
.0

の
健
全
な
発
展
を
担
う
主
体
と
ア
イ
デ
ア
の
裾
野
の
拡
大
・
・
・
We
b3
.
0・

ブ
ロ

ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
技
術
が
社
会
実
装
さ
れ
た
件
数
の
増
大
 

相
談

窓
口
 
・
・
・
相
談
対
象
者
の
拡
大

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
4
] 
量
子
暗
号
通
信
の
社
会
実
装
に
向
け
た
取
組
強
化

 

・
 

早
期

実
用
化

が
期
待

さ
れ
て
い
る
量
子
暗
号
通
信
技
術
に
つ
い
て
、
更
な
る
低
コ
ス
ト
化
（
暗
号
鍵
と

デ
ー

タ
伝
送

を
一
体

化
す
る
波
長
多
重
技
術
、
伝
送
距
離
の
長
距
離
化
や
汎
用
的
な
部
品
で
構
成
可
能

な
QK
D技

術
の
確

立
等
）
や
小
型
化
を
実
現
す
る
技
術
の
研
究
開
発
を
重
点
的
に
推
進
す
る
と
と
も

に
、

通
信
事

業
者
や

ク
ラ
ウ
ド
事
業
者
等
と
連
携
し
た
上
で
、
研
究
開
発
の
成
果
を
反
映
し
た
ア
ジ
ャ

イ
ル

ベ
ー
ス

の
実
証

実
験
を
実
施
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
具
体
的
な
絵
姿
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
の
検
討
を

進
め

、
2
03
0
年

度
ま

で
に
量
子
暗
号
通
信
の
社
会
実
装
を
実
現
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
03
0
年

度
ま
で
に
量
子
暗
号
通
信
の
社
会
実
装
を
実
現
 

数
値

目
標
：
検
討
中
。
今
夏
目
途
に
設
定
予
定
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
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○

[N
o

.1
-1

4
5
] 
量
子
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
要
素
技
術
開
発

 

・
 

量
子

状
態
を

維
持
し
た
ま
ま
長
距
離
伝
送
を
可
能
と
す
る
量

子
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

は
、

量
子

コ
ン
ピ

ュ

ー
タ

等
の
相

互
接
続
に
必
要
と
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
と

し
て
期

待
。
量

子
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
の

要

素
技

術
で
あ

る
量
子
中
継
技
術
は
、
量
子
状
態
を
維
持
し
た

ま
ま
中

継
を
可

能
と

す
る

技
術

で
あ
り

、

欧
米

の
大
学

や
研
究
機
関
等
を
中
心
に
、
様
々
な
材
料
を
用

い
た
中

継
技
術

の
研

究
開

発
が

行
わ
れ

て

お
り

、
国
際

競
争
が
激
化
。
 

・
 

こ
の

た
め
、

我
が
国
に
お
け
る
量
子
中
継
技
術
等
を
世
界
ト

ッ
プ
レ

ベ
ル
に

引
き

上
げ

る
た

め
、
量

子

イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
に
関
す
る
要
素
技
術
の
研
究
開
発
を
推
進

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 光

通
信
波
長
帯
へ
の
量
子
波
長
変
換
を
可
能
と

す
る

量
子
も

つ
れ
光

源
・
波

長
変

換
技

術

及
び
ミ
リ
秒
以
上
の
量
子
状
態
の
保
存
を
可
能

と
す

る
量
子

メ
モ
リ

を
開
発

し
、

20
27

年

度
ま
で
に
光
フ
ァ
イ
バ
上
で
３
ノ
ー
ド
計

20
km

以
上

の
量
子

も
つ
れ

ス
ワ
ッ

ピ
ン

グ
を

実

証
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
6
] 
耐
量
子
計
算
機
暗
号
（

P
Q

C
）
等
に
関
す
る
研
究
開
発

 

・
 

大
規

模
量
子

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
実
用
化
に
よ
る
従
来
型
公
開

鍵
暗
号

等
の
危

殆
化

が
懸

念
さ

れ
て
い

る

こ
と

か
ら
、

総
務
省
で
は
、
高
速
化
・
大
容
量
化
が
求
め
ら

れ
る
無

線
通
信

で
の

実
用

に
も

耐
え
る

耐

量
子

計
算
機

暗
号
（
PQ
C
）
等
に
関
す
る
研
究
開
発
を
実
施

し
て
い

る
。
20
24
年

度
は

、
こ

れ
ま
で

に

引
き

続
き
、
PQ
C
へ
の
機
能
付
加
技
術
や
、
共
通
鍵
暗
号
の

性
能
向

上
技
術

に
関

す
る

研
究

開
発
を

実

施
す

る
。
20
25

年
度
以
降
は
、
P
QC

の
性
能
向
上
技
術
や
、

ク
リ
プ

ト
・
ア

ジ
リ

テ
ィ

の
実

現
に
必

要

と
な

る
技
術

に
関
す
る
研
究
開
発
を
実
施
す
る
。
こ
れ
ら
の

取
組
を

通
じ
て

、
大

規
模

量
子

コ
ン
ピ

ュ

ー
タ

の
実
用

化
後
も
十
分
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
可
能
な

技
術
的

基
盤
を

確
立

す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
56

ビ
ッ
ト
の
鍵
長
で
20
0G
b
ps
 
以
上
の
処
理

性
能

を
有
す

る
共
通

鍵
暗
号

ア
ル

ゴ
リ

ズ

ム
の
開
発
（

20
2
4年

度
ま
で
）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
7
] 
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
産
業
化
の
推
進

 

・
 

量
子

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
2
03
0
年
以
降
の
本
格
的
な
産
業
活
用

に
向
け

て
、
量

子
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
開
発

企

業
を

中
心
と

し
た
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
、
大
規

模
か
つ

長
期
的

な
取

組
を

行
う

。
具
体

的

に
は

、
量
子

技
術
の
産
業
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
連
携
の
拠
点
と

し
て
20
23

年
７

月
に

産
総

研
に

設
立
し

た

「
量

子
・
AI

融
合
技
術
ビ
ジ
ネ
ス
開
発
グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
セ

ン
タ
ー

(G
-
Qu
A
T)
」

を
ハ

ブ
と

し
て
、

G-

Q
uA
T
に

整
備

す
る
量
子
・
古
典
計
算
利
用
環
境
の
民
間
企
業
等
に
よ
る
活
用
を
促
進
し
、
ユ
ー
ス
ケ
ー

ス
を

創
出
す

る
と
同

時
に
、
次
世
代
の
大
規
模
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
け
た
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
ミ
ド

ル
ウ

ェ
ア
、

ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
、
デ
バ
イ
ス
、
部
素
材
の
開
発
と
評
価
を
進
め
、
国
際
標
準
化
活
動
や
サ

プ
ラ

イ
チ
ェ

ー
ン
の

構
築
、
国
内
外
の
企
業
・
研
究
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
量
子
産

業
人

材
の
育

成
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
03
0
年

ま
で
に
「
国
内
の
量
子
技
術
の
利
用
者
約
1,
00
0
万
人
」
、
「
量
子
技
術
に
よ
る

生
産

額
を
50

兆
円
規
模
」
、
「
未
来
市
場
を
切
り
拓
く
量
子
ユ
ニ
コ
ー
ン
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
を

創
出
」
を
目
指
す
（
「
量
子
未
来
産
業
創
出
戦
略
（
20
23

年
４
月
 
統
合
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ

ン
戦
略
推
進
会
議
）
」
の
目
標
よ
り
）
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
8
] 
府
省
共
通
研
究
開
発
管
理
シ
ス
テ
ム
（

e
-R

a
d
）
の
機
能
刷
新

 

・
 

国
の

競
争
的

研
究
費

制
度
の
増
加
に
伴
う
全
体
的
な
利
用
者
及
び
申
請
数
の
増
加
に
加
え
、
制
度
改
正

対
応

、
配
分

機
関
の

増
加
へ
の
対
応
等
、
科
学
技
術
政
策
へ
の
足
元
か
ら
の
着
実
な
支
援
の
必
要
性
が

存
在

す
る
。

こ
の
よ

う
な
現
状
に
お
い
て
、
今
後
も
シ
ス
テ
ム
へ
の
運
用
的
、
機
能
的
要
求
が
続
く
こ

と
が

見
込
ま

れ
、
20
24

年
度
に
e
-R
a
dの

あ
る
べ
き
姿
を
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
20
27

年
度

以
降
の

全
面
的

な
更
改
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 競

争
的
研
究
費
の
公
募
・
実
績
報
告
を
担
う

e-
R
ad

の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、

効
果
的
・
効
率
的
な
競
争
的
研
究
費
の
執
行
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
の

安
定

し
た
運
用
を
確
保
す
る
。
 

個
別

の
機
能
強
化
を
超
え
て
、
競
争
的
研
究
費
制
度
に
係
る
抜
本
的
な
D
Xを

実
現
す
べ

く
、

ユ
ー
ザ
ー
の
利
用
動
向
・
利
用
ニ
ー
ズ
等
も
踏
ま
え
た
今
後
の

e-
R
ad

の
あ
る
べ
き

姿
を

予
備
的
調
査
を
通
じ
て
定
義
し
た
上
で
、
最
新
の
不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
の
実
装
を
含

め
た
20
2
7年

度
以
降
の
シ
ス
テ
ム
機
能
刷
新
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

4
9
] 
グ
リ
ー
ン
社
会
に
資
す
る
先
端
光
伝
送
技
術
の
研
究
開
発

 

・
 

オ
ン

ラ
イ
ン

化
・
リ

モ
ー
ト
化
の
進
展
等
に
よ
り
、
我
が
国
の
通
信
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
は
増
加
を
続
け
て
お

り
、

通
信
処

理
の
高

速
大
容
量
化
、
低
消
費
電
力
化
、
高
効
率
化
を
実
現
す
る
技
術
が
必
要
。
こ
の
た

め
、
10

テ
ラ

ビ
ッ
ト
級
光
伝
送
技
術
と
、
大
容
量
・
高
多
重
光
ア
ク
セ
ス
網
伝
送
技
術
に
関
す
る
研
究
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開
発

を
実
施

し
、
20
25

年
度
末
ま
で
に
基
幹
網
1
0T
b
ps

、
ア

ク
セ
ス

網
１
Tb
ps
、

消
費

電
力

従
来
比

10

分
の

１
を
可

能
と
す
る
技
術
を
確
立
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 運

用
単
位
当
た
り
の
通
信
処
理
を
拡
大
す
る
技

術
の

確
立
（

20
2
5年

度
末
ま

で
に

基
幹

網

1
0T
b
ps

、
ア
ク
セ
ス
網
１
Tb
ps

を
可
能
と
す
る

技
術

を
確
立

す
る
）
 

研
究
開
発
成
果
の
製
品
化
（

20
3
0年

度
ま
で
に

２
件

）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

5
0
] 
先
端
的
な
放
射
光
施
設
に
お
け
る
高
解
像
度
か
つ
大
容
量
の
研
究
デ
ー
タ
創
出
及
び
研
究
デ

ー
タ
の
活
用
基
盤
の
整
備

 

・
 

＜
Na
no
T
er
a
su

＞
20
24

年
度
の
運
用
開
始
に
向
け
て
、
ビ
ー

ム
ラ
イ

ン
の
戦

略
的

か
つ

段
階

的
な
DX
が

課
題

と
さ
れ

て
お
り
、
令
和
５
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、

先
端
デ

ー
タ
創

出
機

能
の

強
化

及
び
高

度

デ
ー

タ
処
理

に
向
け
た
基
盤
強
化
に
着
手
。
20
2
4年

度
以
降

も
引
き

続
き
、

ビ
ー

ム
ラ

イ
ン

の
増
設

の

在
り

方
の
検

討
を
含
む
戦
略
的
か
つ
段
階
的
な
D
Xに

よ
り
、

研
究
上

の
課
題

解
決

策
を

提
案

し
て
く

れ

る
研

究
環
境

の
実
現
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
資
す
る
研
究
デ

ー
タ
の

創
出
を

目
指

す
。
 

・
 

＜
SP
ri
n
g-
8
＞
1
99
7
年
の
共
用
開
始
以
降
、
ア
カ
デ
ミ
ア
等

の
画
期

的
な
研

究
開

発
に

大
き

く
貢
献

し

て
き

た
一
方

で
、
近
年
、
老
朽
化
や
性
能
面
で
諸
外
国
に
遅

れ
を
と

っ
て
い

る
。

20
30

年
頃

の
産
業

・

社
会

の
大
き

な
転
機
を
見
据
え
、
新
産
業
・
新
領
域
の
創
出

に
不
可

欠
な
高

解
像

か
つ

大
量

の
デ
ー

タ

の
取

得
を
可

能
と
す
る
、
現
行
の
約
10
0
倍
の
性
能
を
持

つ
世
界

最
高
峰

の
放
射

光
施

設
で

あ
る

S
Pr
i
ng
-
8-
Ⅱ
の
整
備
に
着
手
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ３

Ge
V高

輝
度
放
射
光
施
設
N
an
o
Te
r
as
u
に

つ
い

て
、
安

定
的
な

運
転
時

間
の
確

保
及

び

D
Xを

含
む
利
用
環
境
の
充
実
を
行
い
、
産
学
の

広
範

な
分
野

の
研
究

者
等
の

利
用

に
供

す

る
こ
と
で
、
世
界
を
先
導
す
る
利
用
成
果
の
創

出
等

を
促
進

し
、
我

が
国
の

国
際

競
争

力

の
強
化
に
つ
な
げ
る
。
 

大
型
放
射
光
施
設
SP
ri
n
g-
8
に
つ
い
て
、
第
４

世
代

の
加
速

器
テ
ク

ノ
ロ
ジ

―
や

省
エ

ネ

ル
ギ
ー
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
現
行
の

SP
r
in
g
-8

の
約
10
0
倍

の
最

高
輝
度

を
誇

る

世
界
ト
ッ
プ
の
性
能
を
目
指
す
。
輝
度
が
現
行

の
約

10
0
倍

と
な

る
こ
と

で
、
現

行
で

は

得
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
量
の
デ
ー
タ
創
出
が

可
能

と
な
り

、
デ
ー

タ
ド
リ

ブ
ン

に
よ

る

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
を
実
現
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

5
1
] 
「
富
岳
」
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
開
発
の
た
め
の
計
算
機
イ
ン
フ
ラ
の
運
用
及
び
次
世
代
フ

ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
整
備

 
 

・
 

近
年

、
デ
ー

タ
サ
イ

エ
ン
ス
の
進
展
や
生
成

AI
に
係
る
技
術
革
新
等
に
よ
り
、
研
究
開
発
に
必
要
な
計

算
資

源
の
需

要
が
急

拡
大
・
多
様
化
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
計
算
イ
ン
フ
ラ
の
運
用
・
整
備
が

課
題

と
な
っ

て
い
る

。
 

・
 

そ
の

た
め
、

ス
ー
パ

ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
富
岳
」
を
中
核
と
し
て
、

HP
C
I（

革
新
的
ハ
イ
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス

・
コ
ン

ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
フ
ラ
）
を
着
実
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
ユ
ー
ザ
ー
が
利
用
し

や
す

い
環
境

整
備
を

進
め
る
。
利
用
者
及
び
利
用
分
野
の
裾
野
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
「
富
岳
」
を

活
用

し
た
画

期
的
な

成
果
の
創
出
が
見
込
ま
れ
る
。
 

・
 

ま
た

、
遅
く

と
も
20
30

年
ご
ろ
の
運
転
開
始
を
目
指
し
、
「
富
岳
」
の
次
世
代
と
な
る
優
れ
た
A
I性

能

を
有

す
る
新

た
な
フ

ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
 
開
発
・
整
備
に
着
手
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 H
PC
I
（

革
新
的
ハ
イ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
フ
ラ
）
の
中
核

と
な

る
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
富
岳
」
の
安
定
し
た
運
転
（
年
間
稼
働
率
9
0％

以

上
）
 

H
PC
I
を

利
用
し
た
研
究
成
果
の
創
出
（
集
計
年
度
末
ま
で
に
登
録
さ
れ
た
、
論
文
の
発
表

数
年

間
2
50

件
以
上
）
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.1
-1

5
2
] 
マ
テ
リ
ア
ル

D
X
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
実
現
の
た
め
の
取
組

 

・
 

全
国
25

の
大

学
等
に
お
い
て
、
先
端
設
備
の
全
国
的
な
共
用
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
創
出
さ
れ

た
高

品
質
か

つ
大
量

の
デ
ー
タ
の
収
集
・
蓄
積
・
利
活
用
等
を
進
め
る
こ
と
で
マ
テ
リ
ア
ル
分
野
に
お

け
る

デ
ー
タ

駆
動
型

研
究
を
推
進
す
る
。
デ
ー
タ
駆
動
型
研
究
の
推
進
に
必
要
と
な
る
高
品
質
か
つ
大

量
の

デ
ー
タ

を
創
出

可
能
な
先
端
設
備
に
つ
い
て
、
先
端
技
術
動
向
を
踏
ま
え
た
戦
略
的
な
整
備
・
高

度
化

、
デ
ー

タ
収
集

・
蓄
積
の
加
速
、
A
I解

析
基
盤
の
整
備
等
、
20
25

年
度
か
ら
の
デ
ー
タ
利
活
用
の

本
格

運
用
に

向
け
た

準
備
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年

度
ま
で
に
、
全
国
的
な
先
端
共
用
設
備
提
供
体
制
で
創
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
収

集
・

蓄
積
・
利
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
の
本
格
運
用
を
開
始
す
る
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
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○
[N

o
.1

-1
5
3
] 
人
文
学
・
社
会
科
学
の

D
X
化
に
向
け
た
研
究
開
発
推
進
事
業

・
諸

外
国

で
は

人
文
学
研
究
の
デ
ジ
タ
ル
化
（
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ

ュ
ー
マ

ニ
テ
ィ

ー
ズ

（
DH

）
）

が
積
極

的

に
推

進
さ
れ

て
お
り
、
そ
う
し
た
世
界
的
動
向
へ
の
対
応
や

総
合
知

の
創
出

に
も

資
す

る
観

点
か
ら

、

人
文

学
研
究

の
D
X化

の
た
め
の
基
盤
開
発
が
必
要
。
ま
た
、

総
合
的

・
計
画

的
な

人
文

学
・

社
会
科

学

の
振

興
に
向

け
、
我
が
国
の
同
分
野
の
研
究
動
向
・
成
果
を

把
握
す

る
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

手
法

の
確
立

が

喫
緊

の
課
題

。

・
こ

の
た

め
、
20
2
4～

20
2
6年

度
に
お
い
て
、
国
内
学
術
機
関

に
よ
る

「
D
Hコ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

」
を
構

築

し
、

人
文
系

学
術
資
料
の
デ
ー
タ
規
格
の
モ
デ
ル
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
や

DH
人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
な
ど

人

文
学

研
究
の
DX
化
の
た
め
の
基
盤
開
発
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
人

文
学
・

社
会

科
学

に
係

る
「
書

籍
」

や
多
様

な
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
等
に
つ
い
て
、
我
が
国

の
研
究

動
向
・

成
果

を
可

視
化

す
る
モ

ニ

タ
リ

ン
グ
指

標
の
開
発
に
向
け
た
調
査
・
分
析
を
実
施
す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 国

内
学
術
機
関
で
構
成
す
る
「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
テ

ィ
ー
ズ

・
コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
」
を
2
02
4
年
度
中
に
構
築
し
、
人
文
系
学
術

資
料

の
デ
ー

タ
の
作

成
・
研

究
利

活
用

促

進
の
た
め
の
基
盤
開
発
等
を

20
2
6年

度
ま
で
進

め
、

我
が
国

の
人
文

諸
分
野

の
研

究
DX

を

推
進
す
る
。
ま
た
、

20
2
4年

度
か
ら

20
2
6年

度
ま
で

、
我
が

国
の
人

文
学
・

社
会

科
学

の

研
究
活
動
の
成
果
を
デ
ー
タ
分
析
に
よ
り
可
視

化
す

る
指
標

の
開
発

・
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を

実
施
し
、
同
分
野
の
総
合
的
・
計
画
的
な
振
興

に
資

す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

○
[N

o
.1

-1
5
4
] 
戦
略
的
創
造
研
究
推
進
事
業

 
情
報
通
信
科
学
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
創
出

（
C

R
O

N
O

S
）

 

・
生

成
AI
サ
ー

ビ
ス
の
急
速
な
流
行
や
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
Io
T化

、
サ
イ

バ
ー
攻

撃
の

高
度

化
・
激

化

等
、
IC
T
の

進
展
は
大
き
な
社
会
変
革
を
起
こ
す
鍵
で
あ
り

、
将
来

の
我
が

国
の

帰
趨

を
握

る
革
新

的

な
IC
T技

術
の
創
出
・
進
化
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た

め
、
20
24
年

度
よ

り
、

So
c
ie
t
y

5
.0

以
降

の
未
来
社
会
に
お
け
る
大
き
な
社
会
変
革
を
可
能

と
す
る

革
新
的

な
I
CT

技
術

の
創
出

と
、
革

新
的

な
構
想

力
を
有
し
た
高
度
研
究
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
。

具
体

的
な
目

標
：
 社

会
変
革
を
実
現
可
能
と
す
る
革
新
的
I
CT

技
術

の
創
出

に
向
け

た
研
究

開
発
数

 
18
件
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

○
[N

o
.1

-1
5
5
] 

5
G

H
z
帯
マ
ル
チ
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
気
象
レ
ー
ダ
ー
の
研
究
開
発

 

・
我

が
国

で
は

、
毎
年

数
千
億
円
～
数
兆
円
規
模
の
水
災
害
が
発
生
し
て
お
り
、
急
激
な
河
川
の
増
水
や

道
路

冠
水
等

に
よ
る

甚
大
な
人
的
・
物
的
被
害
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
激
甚
災
害
の
指
定
も
さ
れ
て

い
る

。
こ
れ

ら
の
被

害
を
最
小
限
に
す
る
に
は
、
現
行
の
パ
ラ
ボ
ラ
型
の
気
象
レ
ー
ダ
ー
よ
り
も
短
時

間
で

雲
や
降

雨
状
況

等
を
詳
細
に
観
測
す
る
レ
ー
ダ
ー
技
術
が
必
要
で
あ
る
。

・
こ

れ
ま

で
の

研
究
開

発
の
成
果
の
社
会
実
装
や
研
究
開
発
を
進
め
る
に
当
た
り
、
実
際
の
ユ
ー
ザ
ー
と

な
り

得
る
事

業
者
等

と
レ
ー
ダ
ー
の
使
い
方
や
目
標
と
す
る
レ
ー
ダ
ー
の
ス
ペ
ッ
ク
等
に
つ
い
て
十
分

検
討

を
行
う

。

・
現

行
の

パ
ラ

ボ
ラ
型

の
気
象
レ
ー
ダ
ー
を
代
替
す
る
こ
と
を

目
指
し
、
2
02
9
年
ま
で
に
同
等
の
観
測
距

離
に

お
い
て

短
時
間

で
詳
細
な
観
測
が
可
能
な
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
型
気
象
レ
ー
ダ
ー
の
研
究
開
発
を

実
施

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
9
年

ま
で
に
、
現
行
の
気
象
レ
ー
ダ
ー
と
同
様
の
観
測
距
離
に
お
い
て
、
短
時
間
で
詳

細
な

観
測
が
可
能
な
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
型
気
象
レ
ー
ダ
ー
に
関
す
る
技
術
を
確
立
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.1

-1
5
6
] 
半
導
体
戦
略
の
具
体
化

・
デ

ジ
タ

ル
産

業
や
デ

ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ
、
そ
し
て
そ
の
基
盤
と
な
る
半
導
体
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

を
踏

ま
え
、

20
2
3年

年
6
月
に
取
り
ま
と
め
た
改
定
版
「
半
導
体
・
デ
ジ
タ
ル
産
業
戦
略
」
に
基
づ

き
、

以
下
の

取
組
等

を
推
進
す
る
。

・
引

き
続

き
5G

促
進
法

に
基
づ
く
先
端
半
導
体
の
国
内
に
お
け
る
安
定
的
な
生
産
基
盤
の
確
保
や
、
経
済

安
全

保
障
推

進
法
に

基
づ
く
半
導
体
の
安
定
供
給
確
保
に
向
け
た
取
組
の
ほ
か
、
次
世
代
半
導
体
の
設

計
・

製
造
基

盤
確
立

に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

・
ま

た
、

半
導

体
産
業

が
必
要
と
す
る
ス
キ
ル
を
有
す
る
人
材
の
育
成
・
確
保
の
実
現
に
向
け
た
各
地
域

に
お

け
る
産

学
官
連

携
の
仕
組
み
・
体
制
の
全
国
展
開
や
、

半
導
体
の
設
計
・
製
造
を
担
う
プ
ロ
フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ
ル

・
グ
ロ

ー
バ
ル
人
材
の
育
成
、
研
究
開
発
人
材
の
育
成
に
資
す
る
ア
カ
デ
ミ
ア
の
中
核
と

な
る

拠
点
の

形
成
に

取
り
組
む
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
03
0
年

に
、
国
内
で
半
導
体
を
生
産
す
る
企
業
の
合
計
売
上
高
（
半
導
体
関
連
）
と
し

て
、
15

兆
円
超
を
実
現
し
、
我
が
国
の
半
導
体
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
。

 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
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 ２
．

医
療
・

教
育
・

防
災

・
こ

ど
も

等
の

準
公

共
分

野
の
デ

ジ
タ

ル
化

 

 
○

[N
o

.2
-1

] 
民
間
の

P
H

R
事
業
者
団
体
と
連
携
し
ラ
イ
フ
ロ
グ
デ
ー
タ
の
標
準
化
等
を
通
じ
た

P
H

R
の
利

活
用
促
進

 

・
 

全
て

の
生
活

関
連
産
業
が
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
担
い
手
に
な
り
得

る
と
の

考
え
の

下
、

異
業

種
連

携
を
促

し
、

個
人
の

健
康
状
態
や
嗜
好
に
合
わ
せ
た
個
別
最
適
な
サ

ー
ビ
ス

を
創
出

す
る

た
め

の
基

盤
と
し

て
、
PH
R
サ

ー
ビ
ス
事
業
協
会
等
と
連
携
し
、
デ
ー
タ
標
準

化
・
情

報
取
扱

い
ル

ー
ル

の
整

備
や
PH
Rの

活
用

促
進
を

行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 業

種
横
断
的
な
民
間

PH
R
事
業
者
団
体
で
あ

る
「
PH
Rサ

ー
ビ
ス

事
業
協

会
」
等

と
連

携
し

て
、

20
2
4年

度
を
目
途
と
し
て
、
デ
ー
タ
標

準
化
や

サ
ー
ビ

ス
品
質

の
確
保

に
向

け
た

業

界
自
主
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
フ
ォ
ロ
ー
す

る
。
 

2
02
7
年
度
ま
で
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

AP
I
連

携
事

業
者
数

 
5
0社

 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

] 
医
療
高
度
化
に
資
す
る

P
H

R
デ
ー
タ
流
通
基
盤
の
構
築

 

・
 

昨
今

、
個
人

の
日
々
の
活
動
か
ら
得
ら
れ
る
ラ
イ
フ
ロ
グ
デ

ー
タ
を

含
む
PH
Rデ

ー
タ

を
取

得
・
分

析

し
、

そ
の
人

の
健
康
増
進
等
に
役
立
て
る
サ
ー
ビ
ス
が
一
般

的
に
普

及
し
た

こ
と

で
、

蓄
積

さ
れ
た

信

頼
で

き
る
PH
Rデ

ー
タ
の
利
活
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ

う
な
PH
Rデ

ー
タ

を
利

活
用
す

る
こ

と
で

医
療
の

高
度
化
に
資
す
る
と
の
期
待
が
あ
る
が
、
現
状

、
医
師

が
患
者

の
P
HR

デ
ー

タ
を
入

手
す

る
た

め
の
技

術
的
な
仕
組
み
が
な
い
。
 

・
 

こ
う

し
た
状

況
を
踏
ま
え
、
20
2
3年

度
か
ら

20
2
4年

度
に
か

け
て
、

PH
R
デ

ー
タ

を
医

療
現

場
で
の

診

療
に

活
用
す

べ
く
、
各
種
PH
Rサ

ー
ビ
ス
か
ら
医
師
が
求
め

る
P
HR

デ
ー

タ
を
取

得
す

る
た

め
に
必

要
な

デ
ー

タ
流
通

基
盤
を
構
築
し
、
技
術
的
な
制
約
の
解
消
を
図

る
。
そ

の
上
で

、
実

際
の

診
療

で
P
HR

デ

ー
タ

を
活
用

し
、
PH
Rデ

ー
タ
の
有
用
性
を
医
学
的
に
検
証

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
度
ま
で
に
各
種
P
HR

サ
ー
ビ
ス
か
ら

医
師
が

求
め
る

PH
R
デ

ー
タ

を
取
得

す
る

た
め

に
必
要
な
デ
ー
タ
流
通
基
盤
を
開
発
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

] 
高
度
遠
隔
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
実
用
化
研
究
の
推
進

 

・
 

2
01
9
年

、
厚

生
労
働
省
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
指
針
」
が
改
訂
さ
れ
、
遠
隔
手

術
が

オ
ン
ラ

イ
ン
診

療
の
一
類
型
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
総
務
省
で
は

20
2
0年

度

か
ら

、
遠
隔

手
術
の

実
現
に
必
要
な
通
信
環
境
等
の
条
件
整
理
の
た
め
の
実
証
研
究
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
20
2
1年

度
ま
で

の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
2
02
2
年
６
月
に
「
遠
隔
手
術
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
第
一

版
）

が
日
本

外
科
学

会
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
。
 

・
 

2
02
2
年

度
か

ら
の
３
年
間
は
、
「
遠
隔
手
術
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
第
一
版
）
で
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
、

高
精
細

な
映
像

の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
伝
送
や
、
多
様
な
通
信
環
境
な
ど
、
よ
り
実

際
の
活
用
シ
ー
ン

を
想

定
し
た

実
証
を

行
い
、
「
遠
隔
手
術
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
精
緻
化
に
寄
与
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年

度
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
早
期
に
「
遠
隔
手
術
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
定
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-4

] 
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

A
P

I
接
続
に
よ
る
健
診
等
情
報
の
利
活
用

 

・
 

個
人

に
関
す

る
健
康

・
医
療
・
介
護
等
デ
ー
タ
（
PH
R：

Pe
r
so
n
al
 
He
a
lt
h
 R
e
co
r
d）

に
つ
い
て
、

民
間
PH
R
サ

ー
ビ

ス
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
利
活
用
を
進
め
る
た
め
、
総
務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
経

済
産

業
省
で

は
、
民

間
事
業
者
に
必
要
な
ル
ー
ル
の
在
り
方
等
を
継
続
的
に
検
討
し
て
お
り
、
2
02
1
年

度
に

は
「
民

間
P
HR

事
業
者
に
よ
る
健
診
等
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
指
針
」
を
策
定
し
た

（
20
22

年
４

月
に
一
部
改
訂
）
。
 

・
 

2
02
4
年

度
に

お
い
て
も
、
引
き
続
き
上
記
の
民
間
事
業
者
に
必
要
な
ル
ー
ル
の
在
り
方
等
を
検
討
し
、

P
HR

サ
ー

ビ
ス
の

普
及
展
開
を
図
っ
て
い
く
。
 

・
 

こ
の

よ
う
な

取
組
に

よ
り
、
国
民
の
疾
病
等
の
予
防
、
健
康
づ
く
り
の
推
進
等
に
貢
献
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 「

民
間
P
HR

事
業
者
に
よ
る
健
診
等
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
指
針
」
を
遵
守

し
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
A
PI

連
携
が
認
め
ら
れ
た
事
業
数
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-5

] 
A

I
を
活
用
し
た
救
急
隊
運
用
最
適
化

 

・
 

救
急

自
動
車

に
よ
る

現
場
到
着
所
要
時
間
は
延
伸
傾
向
に
あ
る
た
め
、
A
Iを

活
用
し
た
救
急
隊
運
用
最

適
化

に
よ
る

現
場
到

着
所
要
時
間
の
短
縮
を
図
る
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
る
。

 

・
 

2
02
3
年

度
ま

で
に
、
平
坦
な
地
形
の
消
防
本
部
を
対
象
と
し
た
現
場
到
着
所
要
時
間
の
短
縮
効
果
に
つ

い
て

シ
ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に
、
実
際
に
救
急
隊
を
最
適
配
置
す
る
実
証
実
験
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を
行

っ
た
。
20
2
4年

度
に
汎
用
性
を
高
め
た
手
法
と
す
る
た

め
に
、

山
間
地

等
の

地
形

の
特

徴
が
異

な

る
複

数
の
消

防
本
部
を
対
象
と
し
た
研
究
開
発
を
実
施
予
定

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 A
Iを

活
用
し
た
救
急
隊
運
用
最
適
化
手
法
を

20
2
4年

度
末
ま

で
に
完

成
さ
せ

る
。

 

2
02
5
年
度
以
降
は
、
当
該
手
法
を
他
の
デ
ー

タ
と
組

み
合
わ

せ
る
等

、
よ
り

高
度

化
を

図

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

] 
救
急
時
に
お
け
る
医
療
機
関
へ
の
医
療
情
報
共
有

 

・
 

救
急

医
療
の

現
場
に
お
い
て
、
意
識
障
害
等
に
よ
り
同
意
取

得
が
困

難
な
場

合
に

も
、

救
急

患
者
を

受

け
入

れ
る
医

療
機
関
に
対
し
て
、
ま
ず
は
レ
セ
プ
ト
情
報
を

基
に
し

た
薬
剤

情
報

や
診

療
情

報
等
の

共

有
を

可
能
と

し
、
よ
り
安
全
で
効
果
的
な
医
療
を
提
供
で
き

る
よ
う

に
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
度
中
に
救
急
時
医
療
情
報
閲
覧
を
開

始
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-7

] 
電
子
カ
ル
テ
情
報
の
標
準
化
等

 

・
 

電
子

カ
ル
テ

導
入
済
み
医
療
機
関
の
標
準
規
格
へ
の
対
応
が

十
分
で

な
い
こ

と
及

び
電

子
カ

ル
テ
未

導

入
の

医
科
の

医
療
機
関
が
約
半
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の

取
組
等

を
進
め

る
。

 

・
 

2
02
4
年

３
月

末
よ
り
電
子
カ
ル
テ
導
入
済
み
の
病
院
に
は
、

電
子
カ

ル
テ
の

標
準

規
格

に
対

応
す
る

改

修
等

に
つ
い

て
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
よ
る
補
助
を
行
っ

て
い
る

。
 

・
 

レ
セ

プ
ト
情

報
に
加
え
、
電
子
カ
ル
テ
情
報
の
共
有
を
行
う

た
め
に

オ
ン
ラ

イ
ン

資
格

確
認

等
シ
ス

テ

ム
を

拡
充
し

、
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
を
構
築
す

る
。
20
24

年
度

中
に

先
行

的
な

医
療
機

関

か
ら

順
次
運

用
を
開
始
す
る
。
具
体
的
に
は
、
３
文
書
６
情

報
を
医

療
機
関

等
で

共
有

す
る

こ
と
を

目

指
す

。
 

・
 

電
子

カ
ル
テ

未
導
入
の
医
科
診
療
所
に
対
し
て
は
、
標
準
規

格
に
準

拠
し
た

ク
ラ

ウ
ド

ベ
ー

ス
の
電

子

カ
ル

テ
（
標

準
型
電
子
カ
ル
テ
α
版
）
を

20
24

年
度
中
に
開

発
し
、

一
部
の

医
科

診
療

所
で

の
試
行

的

実
施

を
目
指

す
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 遅

く
と
も
20
30

年
に
は
、
お
お
む
ね
全
て
の
医

療
機

関
に
お

い
て
、

必
要
な

患
者

の
医

療

情
報
を
共
有
す
る
た
め
の
電
子
カ
ル
テ
の
導
入

を
目

指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-8

] 
診
断
書
等
の
電
子
的
な
提
出

 

・
 

現
在

、
医
療

費
助
成

の
手
続
等
の
た
め
に
、
医
療
機
関
で
発
行
し
た
診
断
書
等
を
自
治
体
に
提
出
す
る

機
会

が
多
く

存
在
す

る
。
こ
れ
ら
は
患
者
や
家
族
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
電
子
的
な
提
出
の
実

現
が

望
ま
れ

て
い
る

。
そ
の
た
め
自
治
体
が
実
施
す
る
事
業
に
関
す
る
手
続
を
行
う
際
に
、
提
出
が
必

要
と

な
る
診

断
書
等

に
つ
い
て
、
医
療
機
関
に
お
い
て
電
子
的
に
発
行
し
た
も
の
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

を
活

用
し
て

電
子
的

に
提
出
で
き
る
仕
組
み
の
実
現
を
目
指
す

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 自

治
体
に
提
出
が
必
要
と
な
る
診
断
書
等
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
に
お
い
て
電
子
的
に
発

行
し

た
も
の
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
て
電
子
的
に
提
出
で
き
る
仕
組
み
を

20
24

年

度
中

に
実
現
を
目
指
す
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-9

] 
診
療
報
酬
改
定

D
X

 

・
 

国
と

し
て
初

め
て
共

通
算
定
マ
ス
タ
と
な
る
国
公
費
マ
ス
タ
及
び
地
単
公
費
マ
ス
タ
を
作
成
し
、
20
23

年
度

末
に
公

開
し
、

自
治
体
と
医
療
機
関
等
の
間
に
生
じ
る
情
報
共
有
に
係
る
間
接
コ
ス
ト
の
軽
減
を

図
っ

た
。
医

薬
品
マ

ス
タ
に
つ
い
て
は
2
02
4
年
度
中
に
改
善
し
提
供
す
る
。
 

・
 

共
通

算
定
モ

ジ
ュ
ー

ル
に
つ
い
て
は
、
2
02
4
年
２
月
に
設
計
・
開
発
を
開
始
し
、

20
25

年
度
に
モ
デ
ル

事
業

を
実
施

し
た
上

で
、
20
26

年
度
に
本
格
的
に
提
供
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年

度
末
ま
で
に
共
通
算
定
マ
ス
タ
の
提
供
、
電
子
点
数
表
の
改
善
 

2
02
6
年

度
末
ま
で
に
共
通
算
定
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
本
格
的
な
提
供
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-1

0
] 
次
の
感
染
症
危
機
に
備
え
た
更
な
る
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

電
子

カ
ル
テ

と
発
生

届
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
2
02
3
年
度
か
ら
F
HI
R
規
格
に
対
応
し
た
様
式
の
開
発
等

に
着

手
し
て

お
り
、

20
2
4年

度
か
ら
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
た
要
件
の
整
理
や
仕
組
み
の
検
討
を
行

う
。
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・
感

染
症

の
科

学
的
知
見
や
医
薬
品
等
の
開
発
に
資
す
る
臨
床

研
究
に

必
要
な

情
報

を
迅

速
か

つ
効
率

的

に
実

施
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、
20
2
3年

度
か
ら
必
要
な

仕
組
み

の
開
発

を
行

い
、
2
02
4
年

度
中

に

そ
の

開
発
し

た
仕
組
み
を
一
部
の
FH
IR
対
応
済
み
の
医
療
機

関
に
導

入
す
る

こ
と

を
目

指
す

。

・
各

種
手

続
の

デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
は
、
20
23

年
度
に
業
務

の
負
担

等
に
関

し
て

自
治

体
に

対
し
て

実

態
調

査
を
行

い
、
そ
こ
で
把
握
し
た
課
題
を
も
と
に
、
2
02
4
年

度
か

ら
具
体

的
な

手
法

の
検

討
や
ニ

ー

ズ
の

把
握
を

行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
既
存
シ
ス
テ
ム
と

の
連

携
等
に

お
け
る

課
題
の

把
握

や
実

態

調
査
な
ど
必
要
な
取
組
を
行
う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-1
1
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

 

・
医

療
機

関
へ

の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
は
、
近
年
、
多
様
化
、
巧
妙

化
し
て

き
て
お

り
、

医
療
D
Xの

取
組
を

進

め
て

行
く
上

で
も
、
医
療
機
関
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

を
強
化

し
て
い

く
こ

と
は

重
要

で
あ
る

。

ま
ず

は
病
院

に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
更
な
る

確
保
の

た
め
、

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
と

の

接
続

の
安
全

性
の
検
証
・
検
査
や
、
オ
フ
ラ
イ
ン
・
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ

体
制
の

整
備

等
の

支
援

を
す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 医

療
機
関
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と

し
て

20
2
4年

度
に
外

部
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と

の
接
続
の
安
全
性
の
検
証
・
検
査
や
、
オ
フ
ラ

イ
ン

・
バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
体
制

の
整

備
等

の

支
援
を
実
施
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-1
2
] 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
そ
の
他
の
遠
隔
医
療
の
推
進

 

・
遠

隔
医

療
に

つ
い
て
は
、
近
年
ま
す
ま
す
需
要
が
高
ま
っ
て

い
る
が

、
必
ず

し
も

幅
広

く
普

及
が
進

ん

で
い

る
と
は

言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

・
こ

の
た

め
、
20
2
3年

６
月
に
策
定
し
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

そ
の
他

の
遠
隔

医
療

の
推

進
に

向
け
た

基

本
方

針
」
に

基
づ
き
、
2
02
4
年
３
月
に
日
本
医
学
会
連
合
が

策
定
し

た
「
遠

隔
医

療
の

研
究

に
関
す

る

提
言

」
も
踏

ま
え
、
診
療
領
域
、
患
者
の
特
性
、
地
域
の
特

性
等
の

観
点
で

、
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療
等

の

活
用

が
期
待

さ
れ
る
具
体
的
な
場
面
を
特
定
し
た
上
で
、
オ

ン
ラ
イ

ン
診
療

等
に

関
す

る
課

題
の
整

理
、

エ
ビ
デ

ン
ス
の
収
集
や
構
築
を
行
う
。

・
具

体
的

に
は

、
2
02
4
年
度
に
医
師
と
医
師
（

D 
t
o 
D
）
間
の

遠
隔
医

療
の
調

査
を

行
い

課
題

と
解
決

策

等
の

検
討
を

行
う
と
と
も
に
、
2
02
4
年
度
以
降
、
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療

等
の
標

準
的

な
活

用
方

法
を
既

存

の
診

療
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
位
置
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
臨

床
研
究

を
推
進

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 遠

隔
医
療
設
備
整
備
事
業
で
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
導
入
の
補
助
を
実
施
し
た
件
数
 

（
20
24

年
度
目
標
：

55
件
）
 

遠
隔

診
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
の
算
定
件
数
 

（
参

考
）
 

2
02
3
年

５
月
診
療
分
（
N
DB

デ
ー
タ
）
 

・
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
初
診
料
：

24
,4
7
6回

・
再
診
料
：
3
5,
2
48

回

・
外
来
診
療
料
：

4,
0
82

回

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-1
3
] 

G
-M

IS
の
改
修
等

 

・
医

療
機

関
等

情
報
支

援
シ
ス
テ
ム
（

G-
M
IS

）
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
を
契
機

に
、

医
療
機

関
等
に

お
け
る
空
き
病
床
や
医
療
物
資
の
状
況
に
係
る
情
報
を
迅
速
に
収
集
す
る
べ
く
構

築
さ

れ
た
。

こ
れ
ま

で
G
-M
I
Sは

コ
ロ
ナ
対
応
を
優
先
し
緊
急
的
な
機
能
拡
充
等
を
繰
り
返
し
て
お

り
、

必
ず
し

も
最
適

化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
今
後
は
医
療
機
関
等
を
対
象
と
し
た

調
査

・
報
告

等
を
行

い
、
有
事
も
含
め
て
地
域
に
お
け
る
効
率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
構
築
の

支
援

を
行
う

総
合
的

な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
長
期
的
に
運
用
す
る
た
め
に
、
真
に
必
要
な
機
能

等
の

最
適
化

に
向
け

て
改
修
等
を
行
っ
て
い
く
。
そ

の
際
、
厚
生
労
働
省
の
内
外
の
シ
ス
テ
ム
と
の
連

携
も

想
定
し

つ
つ
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
の
情
報
提
供
・
デ
ー
タ
連
携
の
実
施
な
ど
、
迅
速

に
対

応
可
能

な
シ
ス

テ
ム
連
携
基
盤
へ
と
機
能
を
拡
充
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
に
次
期
G-

MI
S
の
将
来
構
想
に
か
か
る
調
査
を
行
い
、
改
修
等
に
向
け
た
検
討

を
行

う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-1
4
] 

E
M

IS
の
改
修
等

 

・
現

在
、

大
規

模
災
害

発
生
時
に
お
い
て
医
療
機
関
等
の
被
害
状
況
把
握
す
る
た
め
、
広
域
災
害
救
急
医

療
情

報
シ
ス

テ
ム
(
以
下
、
「
現
行
E
MI
S
」
)
を
整
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
行
EM
IS

は
、
機

能
の

改
修
や

追
加
の

た
び
に
大
規
模
な
要
件
定
義
・
改
修
・
保
守
契
約
を
求
め
ら
れ
、
現
場
か
ら
の
要

望
に

柔
軟
に

対
応
で

き
な
い
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。
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・
 

こ
の

よ
う
な

現
状
を
踏
ま
え
、
一
般
的
・
汎
用
的
な
ロ
ー
コ

ー
デ
ィ

ン
グ
ツ

ー
ル

や
ク

ラ
ウ

ド
サ
ー

ビ

ス
等

を
組
み

合
わ
せ
再
構
築
し
た
状
態
で
提
供
で
き
る
E
MI
S
代

替
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
に

向
け

て
、
20
24

年
度

に
構
築

と
試
験
運
用
を
行
い
、
20
2
5年

度
か
ら
の
本
運

用
を
行

う
予
定

で
あ

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年
４
月
ま
で
に
、
1
6,
0
00

名
以
上
い
る
災

害
派

遣
医
療

チ
ー
ム

の
隊
員

と
全

て
の

病

院
・
有
床
診
療
所
に

EM
I
S代

替
サ
ー
ビ
ス
の

ID
を
配

布
し
、

本
運
用

で
き
る

よ
う

に
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-1

5
] 
指
定
難
病
患
者
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
診
療
情
報
を
登
録
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
の
活
用
促
進

  

・
 

2
01
7
年

度
に

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
、

20
19

年
度
か
ら
研

究
者
等

へ
の
デ

ー
タ

提
供

を
開

始
し
た

。

2
02
4
年

度
か

ら
は
民
間
企
業
等
へ
の
デ
ー
タ
提
供
を
可
能
と

し
、
軽

症
者
の

登
録

対
象

を
拡

大
し
た

と

こ
ろ

で
あ
り

、
今
後
も
疾
病
の
研
究
等
に
貢
献
し
て
い
く
。

ま
た
、

医
療
費

助
成

申
請

の
オ

ン
ラ
イ

ン

化
に

向
け
、
20
2
3年

度
に
臨
床
調
査
個
人
票
等
の
オ
ン
ラ
イ

ン
登
録

に
関
す

る
シ

ス
テ

ム
を

改
修
し

、

申
請

の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
に
関
す
る
調
査
研
究
を
開
始
し
た
。

今
後
も

難
病
患

者
等

の
利

便
性

の
向
上

に

資
す

る
オ
ン

ラ
イ
ン
化
の
方
法
を
検
討
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
4
年
度
は

20
2
3年

度
の
調
査
研
究
の
結
果
を

踏
ま

え
、
難

病
患
者

等
の
利

便
性

の
向

上

に
資
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
方
法
を
検
討
す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-1

6
] 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
救
急
業
務
の
迅
速
化
・
円
滑
化

 

・
 

現
状

の
救
急

活
動
に
お
け
る
傷
病
者
の
情
報
聴
取
は
、
主
に

口
頭
に

て
行
わ

れ
て

い
る

が
、

傷
病
者

本

人
が

既
往
歴

や
受
診
し
た
医
療
機
関
名
等
を
失
念
し
て
い
る

こ
と
や

、
家
族

等
関

係
者

が
傷

病
者
の

情

報
を

把
握
し

て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
救
急
隊
が
医
療
機
関

選
定
等

を
行
う

上
で

課
題

と
な

っ
て
い

る
。
 

・
 

そ
の

た
め
、

救
急
隊
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
て

、
オ
ン

ラ
イ
ン

資
格

確
認

等
シ

ス
テ
ム

か

ら
傷

病
者
情

報
を
正
確
か
つ
早
期
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り

、
救
急

活
動
の

迅
速

化
・

円
滑

化
を
図

る
。
 

・
 

2
02
2
年

度
の

実
証
実
験
及
び

20
2
3年

度
の
調
査
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え
、
20
24
年
度
は
6
7消

防
本
部

6
60

隊
の

参
画
を

得
て
全
国

規
模
の
実
証
を
行
う
と
と
も
に
、
救
急
隊
が
使
い
や
す
い
よ
う
シ
ス
テ
ム

改
修

を
行
い

、
2
02
5
年
度
に
全
国
展
開
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
救
急
業
務
の
迅
速
化
・
円
滑
化
に
つ
い
て
、
一
部
の

消
防

本
部
で
先
行
実
施
し
て
い
る
実
証
事
業
の
結
果
を
踏
ま
え
、
20
25

年
度
に
全
国
展
開

を
推

進
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-1

7
] 
予
防
接
種
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

個
人

番
号
カ

ー
ド
を

用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
対
象
者
確
認
や
オ
ン
ラ
イ
ン
費
用
請
求
に
よ
り
、
自
治
体
及

び
医

療
機
関

の
費
用

請
求
・
支
払
事
務
の
効
率
化
を
図
る
な
ど
、
予
防
接
種
事
務
を
デ
ジ
タ
ル
化
す

る
。
 

・
 

情
報

連
携
基

盤
と
な

る
P
ub
l
ic
 
Me
d
ic
a
l 
H
ub
(
PM
H
)の

開
発
を
行
い
、
先
行
自
治
体
に
お
い
て
、
５

月
よ

り
順
次

事
業
を

開
始
し
て
い
る
。
 

・
 

こ
れ

ら
の
取

組
を
踏

ま
え
た
シ
ス
テ
ム
改
善
を
行
い
な
が
ら
、
順
次
、
参
加
す
る
自
治
体
や
医
療
機
関

を
拡

大
し
、

自
治
体

シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
取
組
の
状
況
を
踏
ま
え
、
全
国
展
開
を
し
て
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 今

年
度
の
先
行
実
施
事
業
に
参
加
す
る
自
治
体
及
び
医
療
機
関
数
：
９
自
治
体
以
上
、
5
6

医
療

機
関
以
上
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-1

8
] 
予
防
接
種
記
録
及
び
副
反
応
疑
い
報
告
に
係
る
匿
名
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
並
び
に
予
防
接

種
記
録
の
疫
学
調
査
等
へ
の
活
用
の
検
討

 

・
 

2
02
3
年

度
、

１
自
治
体
に
お
い
て
予
防
接
種
情
報
と
一
部
の
診
療
情
報
を
紐
付
け
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を

作
成

し
、
国

立
感
染

症
研
究
所
に
お
い
て
試
行
的
に
解
析
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
予
防
接
種
の
有
効

性
・

安
全
性

の
評
価

に
お
い
て
、
予
防
接
種
情
報
と
診
療
情
報
を
紐
付
け
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し

て
解

析
す
る

際
の
留

意
点
や
課
題
を
把
握
で
き
た
。

20
2
4年

度
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
解
析
手
法
等

の
開

発
を
進

め
る
。
 

・
 

上
記

評
価
に

必
要
な

予
防
接
種
情
報
及
び
有
害
事
象
の
発
生
に
関
す
る
情
報
は
、
市
町
村
、
保
険
者
等

が
個

別
に
保

有
し
て

お
り
、
連
結
解
析
は
容
易
で
な
い
。
副
反
応
疑
い
報
告
に
つ
い
て
も
、
手
書
き
の

F
AX

報
告

が
多
い

。
こ
の
た
め
、
改
正
予
防
接
種
法
に
基
づ
い
た
予
防
接
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
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向
け

、
予
防

接
種
情
報
、
副
反
応
疑
い
報
告
の
電
子
的
な
収

集
等
に

関
す
る

シ
ス

テ
ム

の
要

件
定
義

を

実
施

し
た
。
20
2
4年

度
に
お
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
要
件
定
義

や
調
達

を
実
施

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 ―

 

※
施
策
名
「
予
防
接
種
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
」

の
進

捗
状
況

に
合
わ

せ
デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の

構
築
を
行
う
予
定
。

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-1
9
] 
医
療
分
野
の
デ
ジ
タ
ル
行
財
政
改
革
事
項

 

・
デ

ジ
タ

ル
の

力
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、
患
者
一
人
一
人
に

よ
り
質

が
高
く

、
効

率
的

な
医

療
を
提

供

で
き

る
よ
う

に
し
て
い
く
た
め
、
電
子
処
方
箋
の
導
入
促
進

等
の
取

組
を
推

進
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 電

子
処
方
箋
の
導
入
促
進
等
の
取
組
を
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-2
0
] 
介
護
分
野
の
デ
ジ
タ
ル
行
財
政
改
革
事
項

 

・
デ

ジ
タ

ル
の

力
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、
介
護
を
必
要
と
す

る
者
に

、
質
の

高
い

介
護

サ
ー

ビ
ス
を

効

率
的

に
提
供

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
た
め
、
介
護
ロ
ボ
ッ

ト
・
IC
T機

器
の
導

入
補

助
、

定
着
支

援

ま
で

含
め
た

伴
走
支
援
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
人
材
育
成
、
協

働
化
・

大
規
模

化
に

向
け

た
支

援
等
の

措

置
、

介
護
報

酬
改
定
に
お
け
る
加
算
の
新
設
、
人
員
配
置
基

準
の
特

例
的
柔

軟
化

等
の

対
応

を
実
施

し

た
。

・
今

後
、
K
PI

に
設
定
し
た
デ
ー
タ
を
定
期
的
に
取
得
し
、
政

策
ダ
ッ

シ
ュ
ボ

ー
ド

等
の

活
用

に
よ
る

「
見

え
る
化

」
に
取
り
組
み
、
事
業
所
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
を
進

め
る
こ

と
で

、
生

産
性

向
上
の

取

組
を

加
速
さ

せ
て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 介

護
現
場
の
生
産
性
向
上
の
取
組
を
加
速

 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-2
1
] 
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
効
果
的
な
情
報
提
供

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
の
利

用
者
が
、
自
身
に
合
っ
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
可
能
と
な
る
よ
う
、
事
業
者

選
択

に
当
た

っ
て
の

支
援
を
目
的
と
し
て
、
事
業
者
に
対
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
係
る
情
報
の

公
表

を
義
務

付
け
る

と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
公
表
す
る
た
め
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム

を
運

用
し
て

い
る
。

こ
れ
ま
で
に
、
利
用
者
・
家
族
向
け
情
報
と
専
門
職
向
け
情
報
に
分
け
て
情
報
公

表
を

行
う
た

め
の
シ

ス
テ
ム
改
修
や
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
場
合
の
総
費
用
の

簡
易

な
試
算

機
能
を

追
加
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
改
修
を
実
施
。

・
引

き
続

き
、

利
用
者

が
使
い
や
す
い
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
へ
の
改
善
に
係
る
改
修

を
実
施
す

る
な

ど
、
利

用
者
等

の
選
択
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
を
充
実
・
追
加
等
す
る
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

情
報

公
表
シ

ス
テ
ム

の
機
能
改
修
に
取
り
組
み
、
利
用
者
で
あ
る
国
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 達

成
時
期
:2
02
7
年
度
末
 

計
画

目
標
:
利
用
者
等
が
適
切
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
た
め
の
情
報
の
充

実
・

追
加
等
に
係
る
機
能
改
修
等
の
実
施

 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-2
2
] 
福
祉
相
談
業
務
の

D
X
の
促
進

 

・
き

め
細

か
な

相
談
支

援
を
行
え
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
都
道
府
県
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮

し
、

デ
ジ
タ

ル
田
園

都
市
国
家
構
想
交
付
金

TY
P
ES

を
活
用
し
て
、
高
齢
者
福
祉
分
野
、
障
害
者
福
祉

分
野

、
こ
ど

も
家
庭

福
祉
分
野
、
生
活
困
窮
者
福
祉
分
野
等
の
相
談
支
援
に
統
一
・
共
通
的
に
使
え

る
、

デ
ジ
タ

ル
技
術

を
活
用
し
た
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
共
同
調
達
や
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
に

お
い

て
多
様

な
関
係

者
間
の
情
報
共
有
を
行
う
た
め
の
相
談
記
録
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
プ
ロ
ト
タ
イ

プ
の

開
発
を

20
2
4年

度
中
に
進
め
る
。

・
そ

の
成

果
も

踏
ま
え

な
が
ら
、
厚
生
労
働
省
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
に
お
け
る
相
談
支
援
業

務
の
DX

の
活

用
を
検
討
す
る
。

・
福

祉
相

談
業

務
の
DX

の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
福
祉
分
野
に
お
い
て
幅
広
く
活
用
で

き
る

よ
う
地

方
公
共

団
体
の
意
見
を
丁
寧
に
聞
き
な
が
ら
進
め
て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 重

層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
に
お
け
る
相
談
記
録
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
開
発
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
、
こ
ど
も
家
庭
庁
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○

[N
o

.2
-2

3
] 
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
導
入

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
教

科
書
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
中
央
教
育
審
議

会
に
お

け
る
議

論
を

踏
ま

え
、

以
下
の

と

お
り

段
階
的

に
導
入
を
開
始
し
て
い
る
。
 

・
 

2
02
4
年

度
か

ら
全
て
の
小
中
学
校
等
を
対
象
に
、
小
学
校
５

年
生
か

ら
中
学

校
３

年
生

に
対

し
て
英

語

の
デ

ジ
タ
ル

教
科
書
を
、
約
５
割
の
小
中
学
校
等
の
小
学
校

５
年
生

か
ら
中

学
校

３
年

生
を

対
象
に

算

数
・

数
学
の

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
提
供
。
 

・
 

そ
の

他
教
科

等
つ
い
て
は
、
活
用
状
況
等
を
踏
ま
え
な
が
ら

段
階
的

に
提
供

。
 

・
 

デ
ジ

タ
ル
教

科
書
を
週
に
１
回
以
上
の
頻
度
で
活
用
（
実
践

的
に
活

用
）
し

て
い

る
割

合
は

20
2
2年

度

時
点

で
４
割

程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
実
証
研
究

事
業
等

を
通
し

て
、

活
用

促
進

を
図
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
教
科
書
を
実
践
的
に
活
用
し
て
い
る

学
校

の
割
合

を
2
02
8
年

度
ま

で
に

10
0%

に

す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

4
] 
教
育
現
場
に
お
け
る

IC
T
利
活
用
環
境
の
強
化
な
ど

G
IG

A
ス
ク
ー
ル
構
想
の
基
盤
整
備

 

・
 

G
IG
A
ス

ク
ー

ル
構
想
に
よ
っ
て
義
務
教
育
段
階
の
１
人
１
台

端
末
環

境
が
整

備
さ

れ
、

学
校

に
お
け

る

本
格

的
な
端

末
の
活
用
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
活
用
状

況
に
は

地
域
間

・
学

校
間

で
ば

ら
つ
き

が

見
ら

れ
る
。

ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
な
が
り
に
く
さ
の

問
題
や

支
援
人

材
の

確
保

な
ど

、
利
活

用

を
進

め
る
に

当
た
っ
て
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
 

・
 

個
々

の
地
方

公
共
団
体
の
課
題
に
応
じ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア

セ
ス
メ

ン
ト
へ

の
支

援
や

国
費

に
よ
る

ア

ド
バ

イ
ザ
ー

派
遣
な
ど
、
引
き
続
き
伴
走
支
援
の
強
化
を
図

っ
て
い

く
。
ま

た
、

ロ
ケ

ー
シ

ョ
ン
フ

リ

ー
で

の
校
務

実
施
等
が
可
能
と
な
る
次
世
代
校
務
DX

の
推
進

に
向
け

た
取
組

を
行

う
。
 

・
 

在
外

教
育
施

設
に
お
い
て
も
、
日
本
国
内
と
同
等
の
教
育
環

境
の
整

備
の
た

め
、

20
23

年
度

か
ら
５

年

程
度

を
か
け

て
端
末
を
計
画
的
に
整
備
・
更
新
す
る
と
と
も

に
、
IC
T支

援
員
の

配
置

を
は

じ
め
と

す

る
伴

走
支
援

を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 １

人
１
台
端
末
を
授
業
で
活
用
し
て
い
る
学
校

の
割

合
の
向

上
（
20
24

年
度

末
ま

で
に

「
週
３
回
以
上
」
を
９
割
）
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

5
] 
学
校
現
場
に
お
け
る

A
I
の
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
と
生
成

A
I
利
活
用
事

例
の
創
出

 

・
 

文
部

科
学
省

に
お
い

て
、
生
成
A
Iの

普
及
を
受
け
て
、
2
02
3
年
7
月
に
「
初
等
中
等
教
育
段
階
に
お
け

る
生

成
A
Iの

利
用
に

関
す
る
暫
定
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

を
踏
ま

え
て
、

学
校
現
場
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
的
な
取
組
や
校
務
で
の
利
活
用
に
関
す
る
取
組

を
実

施
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 生

成
AI

パ
イ
ロ
ッ
ト
校
指
定
校
（
指
定
校

52
校
）
の
取
組
事
例
を
取
り
ま
と
め
、

20
24

年

度
内

に
公
表
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

6
] 
デ
ジ
タ
ル
教
材
の
活
用
促
進
（
デ
ジ
タ
ル
動
画
を
活
用
し
た
運
動
部
活
動
・
地
域
ク
ラ
ブ
活

動
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
構
築
）

 

・
 

地
理

的
・
人

的
要
因

に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
体
験
格
差
の
解
消
を
図
り
、
持
続
可
能
な
形
で
子
供
た
ち
が
多

様
な

ス
ポ
ー

ツ
活
動

に
親
し
む
環
境
を
構
築
す
る
た
め
、
20
24

年
度
中
に
、
主
に
中
学
生
の
主
体
的
な

学
び

に
資
す

る
自
主

学
習
用
の
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
を
掲
載
し
た
特
設
サ
イ
ト
を
ス
ポ
ー
ツ
庁

HP
内
に
開

設
す

る
。
  

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 持

続
可
能
な
形
で
子
供
た
ち
が
多
様
な
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
親
し
む
環
境
構
築
の
た
め
の
自

主
学

習
用
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
特
設
サ
イ
ト
の

20
2
4年

度
中
の
開
設
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

7
] 
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
環
境
を
前
提
と
し
た
次
世
代
校
務

D
X
環
境
へ
の
移
行
①

 

・
 

2
02
6
年

度
か

ら
４
年
間
か
け
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
環
境
を
前
提
と
し
た
次
世
代
校
務
DX
環
境
へ
の

移
行

を
順
次

進
め
る

。
あ
わ
せ
て
都
道
府
県
単
位
で
の
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
共
同
調
達
を
推
進
す
る

こ
と

で
、
コ

ス
ト
削

減
を
図
る
と
と
も
に
、
教
師
の
異
動
に
際
す
る
負
担
の
軽
減
、
自
治
体
に
お
け
る

事
務

負
担
の

軽
減
、

特
に
小
規
模
自
治
体
で
の
安
定
的
な
調
達
を
後
押
し
す
る
。

 

・
 

校
務
DX

の
着

実
な
推
進
の
た
め
、
文
部
科
学
省
は
引
き
続
き
各
教
育
委
員
会
に
よ
る
教
育
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ

ィ
ポ
リ

シ
ー
の

策
定
及
び
見
直
し
を
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
政
策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
等
も
活
用

し
、

全
国
の

校
務
DX

の
実
態
を
把
握
し
な
が
ら
必
要
な
施
策
を

進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 次

世
代
の
校
務
シ
ス
テ
ム
を
導
入
済
み
の
自
治
体
の
割
合
：

20
2
9年

度
1
00
% 
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主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

8
] 
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
環
境
を
前
提
と
し
た
次
世
代
校
務

D
X
環
境
へ
の
移
行
②

 

・
 

次
世

代
型
校

務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
際
し
て
、
県
内
を

異
動
す

る
教
師

の
負

担
軽

減
、

校
務
支

援

シ
ス

テ
ム
の

調
達
費
用
の
削
減
、
及
び
デ
ー
タ
の
引
継
ぎ
の

効
率
化

の
た
め

、
小

中
学

校
等

に
お
け

る

指
導

要
録
、

健
康
診
断
票
、
出
席
簿
、
調
査
書
に
つ
い
て
は

国
又
は

都
道
府

県
単

位
で

共
通

化
や
デ

ー

タ
標

準
化
を

行
い
、
そ
の
他
の
帳
票
も
含
め
て
特
段
の
支
障

が
な
い

限
り
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
（

独
自
仕

様

の
導

入
）
を

行
わ
な
い
よ
う
働
き
か
け
る
。
 

・
 

中
学

校
・
高

校
の
教
師
の
事
務
負
担
に
加
え
、
生
徒
・
保
護

者
に
と

っ
て
も

負
担

と
な

る
高

校
入
試

事

務
手

続
の
デ

ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
た
め
、
技
術
仕
様
の
検

討
を
速

や
か
に

行
い

、
意

欲
あ

る
地
方

公

共
団

体
と
連

携
し
て
実
証
に
取
り
組
む

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 次

世
代
の
校
務
シ
ス
テ
ム
を
導
入
済
み
の
自
治

体
の

割
合
：

20
2
9年

度
 
10
0
% 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
、
デ
ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-2

9
] 
学
校
現
場
に
お
け
る
必
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
の
整
備
・
確
保

 

・
 

2
02
3
年
1
1月

に
全
国
の
公
立
小
・
中
・
高
等
学
校
に
実
施
し

た
簡
易

帯
域
測

定
の

結
果

（
速

報
値
）

を
、

一
定
の

仮
定
の
下
で
推
計
す
る
と
、
「
当
面
の
推
奨
帯

域
」
を

満
た
す

学
校

は
２

割
程

度
に
留

ま

っ
て

い
た
こ

と
か
ら
、
文
部
科
学
省
は
、
GI
GA

第
二
期
の
学

び
の
観

点
か
ら

、
自

治
体

に
必

要
な
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク
速

度
を
定
め
た
上
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
の
実

施
を
促

し
、

20
25

年
度

末
ま
で

に
、

全
て
の

学
校
で
必
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
が
整
備
さ

れ
る
よ

う
措
置

を
講

ず
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年
度
末
ま
で
に
、
全
て
の
学
校
で
必
要

な
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
環
境

が
整
備

さ
れ

る
よ

う

措
置
を
講
ず
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

0
] 

K
P

I・
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
構
築

 

・
 

K
PI

や
政

策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
に
よ
っ
て
政
策
の
進
捗
状
況

を
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
し

、
政

策
の

進
捗
状

況

に
応

じ
て
軌

道
修
正
の
た
め
に
政
策
手
段
を
再
度
検
討
し
、

必
要
な

措
置
を

講
ず

る
。

ま
た

、
必
要

に

応
じ

て
K
PI

の
見
直
し
を
行
う
。

 

 

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
末
を
目
処
に
、
校
務
D
Xに

関
す
る
政
策
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
を
最
新
の
デ
ー
タ
に

基
づ

い
て
更
新
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

1
] 
教
育
デ
ー
タ
の
効
果
的
な
利
活
用
の
推
進
と
そ
れ
に
必
要
な
環
境
整
備
①

 

・
 

教
育

デ
ー
タ

の
利
活

用
を
推
進
す
る
上
で
は
、
官
民
が
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
、
整
合
性
を
持
っ
て

施
策

を
進
め

て
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
行
財
政
改
革
会
議
に
お
け
る
成
果
等
も
踏
ま

え
、

教
育
DX

の
目
指

す
べ
き
姿
と
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
必
要
な
施
策
を
改
め
て
整
理
し
、

20
2
4年

度

内
を

目
途
に

教
育
デ

ー
タ
利
活
用
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
改
定
す
る
。
並
行
し
て
、
自
治
体
内
に
お
け
る
年

次
更

新
を
は

じ
め
と

し
た
校
務
を
効
率
的
に
実
施
し
、
転
校
・
進
学
時
に
必
要
な
指
導
要
録
、
健
康
診

断
票

、
学
習

履
歴
等

の
提
供
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
自
治
体
間
連
携
の
た
め
の
デ
ー
タ
連
携
基
盤
や
、

ア
ー

キ
テ
ク

チ
ャ
・

ID
管
理
の
実
現
方
策
を
検

討
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 教

育
デ
ー
タ
利
活
用
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
改
定
（
2
02
4
年
度
内
を
目
途
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

2
] 
教
育
デ
ー
タ
の
効
果
的
な
利
活
用
の
推
進
と
そ
れ
に
必
要
な
環
境
整
備
②

 

・
 

個
人

情
報
の

適
正
な

取
扱
い
を
確
保
し
な
が
ら
、
教
育
デ
ー
タ
利
活
用
の
基
盤
整
備
の
た
め
、
教
育
デ

ー
タ

の
相
互

互
換
性

を
確
保
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
の
更
な
る
充
実
、
教
育
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
ツ
ー
ル

で
あ

る
「
ME
XC
B
T」

「
E
du
S
ur
v
ey

」
の
整
備
・
活
用
を
進
め
る
。
 

・
 

教
育

デ
ー
タ

の
利
活

用
を
実
効
的
に
広
め
て
い
く
た
め
、
各
自
治
体
に
お
け
る
デ
ー
タ
利
活
用
の
実
証

と
知

見
の
共

有
、
ス

タ
デ
ィ
ロ
グ
を
含
む
様
々
な
デ
ー
タ
利
活
用
の
事
例
の
創
出
や
横
展
開
、
デ
ー
タ

を
正

し
く
理

解
し
活

用
で
き
る
力
（
デ
ー
タ
リ
テ
ラ
シ
ー
）
向
上
に
向
け
た
伴
走
支
援
な
ど
、
自
治
体

へ
の

支
援
を

行
う
。
 

・
 

あ
わ

せ
て
、

エ
ビ
デ

ン
ス
に
基
づ
く
効
果
的
な

対
応
を
推
進
す
る
EB
PM

の
観
点
か
ら
、
公
教
育
デ
ー

タ
・

プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ

ー
ム
の
充
実
な
ど
、
教
育
関
連
デ
ー
タ
の
収
集
・
分
析
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
具

体
的

検
討
を

行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 自

治
体
に
お
け
る
教
育
デ
ー
タ
利
活
用
の
支
援
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
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○

[N
o

.2
-3

3
] 

L
ア
ラ
ー
ト
の
一
層
の
有
効
活
用
の
推
進

 

・
 

災
害

情
報
を

報
道
機
関
等
を
通
じ
て
効
率
的
に
地
域
住
民
に

伝
達
す

る
た
め

の
シ

ス
テ

ム
で

あ
る
Ｌ

ア

ラ
ー

ト
は
、

現
在
は
一
般
財
団
法
人
が
運
営
し
て
お
り
、
そ

の
利
用

は
原
則

と
し

て
自

治
体

等
の
情

報

発
信

者
と
地

域
住
民
に
情
報
を
伝
達
す
る
報
道
機
関
等
に
限

ら
れ
て

い
る
。
 

・
 

今
後

、
政
府

全
体
の
防
災
DX

に
も
寄
与
す
る
た
め
、
内
閣
府

新
総
合

防
災
情

報
シ

ス
テ

ム
（

SO
B
O-

W
EB

）
と

Ｌ
ア
ラ
ー
ト
の
相
互
連
携
の
実
現
に
向
け
た
取
組

を
進
め

る
と
と

も
に

、
国

の
関

与
の
在

り

方
を

含
め
た

必
要
な
Ｌ
ア
ラ
ー
ト
の
見
直
し
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 今

後
、
L
ア
ラ
ー
ト
で
流
通
す
る
情
報
を
国

等
の
災

害
対
応

機
関
の

業
務
目

的
で

も
利

用

で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
災
害
対
応
機

関
間

で
共
有

さ
れ
て

い
る
情

報
の

う
ち

適

切
な
も
の
を
報
道
機
関
等
を
通
じ
て
地
域
住
民

に
伝

達
で
き

る
よ
う

に
す
る

。
 

ま
た
、
L
ア
ラ
ー
ト
の
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性

・
信
頼

性
・
継

続
性
を

一
層
向

上
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

4
] 
消
防
防
災
分
野
に
お
け
る

A
I
の
活
用
も
含
め
た

D
X
の
推
進

 

・
 

緊
急

消
防
援

助
隊
の
DX
推
進
：
緊
急
消
防
援
助
隊
が
災
害
情

報
を
収

集
・
分

析
し

判
断

等
を

行
え
る

よ

う
、
DX
関
連

資
機
材
等
を
整
備
、
指
揮
支
援
体
制
の
強
化
を

図
る
。
 

・
 

消
防

庁
映
像

共
有
シ
ス
テ
ム
：
災
害
時
の
国
・
自
治
体
間
の

映
像
共

有
の
た

め
、

投
稿

型
の

機
能
を

有

し
た

「
消
防

庁
映
像
共
有
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
・
運
用
に
取

り
組
む

。
2
02
3
年
度

に
シ

ス
テ

ム
構
築

、

試
行

運
用
。
20
2
4年

度
に
本
格
運
用
。
 

・
 

消
防

指
令
シ

ス
テ
ム
：
災
害
時
に
お
け
る
消
防
本
部
間
の
連

携
強
化

・
活
動

の
円

滑
化

等
の

た
め
、

消

防
指

令
シ
ス

テ
ム
の
外
部
連
携
を
可
能
と
す
る
な
ど
し
た
シ

ス
テ
ム

改
修
の

標
準

仕
様

書
を

作
成

（
20
23

年
度

）
し
、
消
防
指
令

シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
等
を
目

指
す
。
 

・
 

消
防

防
災
科

学
技
術
研
究
推
進
制
度
：
官
民
連
携
の
消
防
防

災
分
野

の
研
究

を
促

進
す

る
同

制
度
に

お

い
て

、
A
I活

用
も
含
め
た
DX

に
向
け
た
研
究
開
発
を
推
進
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 緊

急
消
防
援
助
隊
の

DX
推
進
：
2
02
3
年
度
か

ら
D
X資

機
材
等

の
活
用

方
法
を

自
治

体
と

議

論
、

20
2
4年

度
に
資
機
材
等
を
整
備
。
 

消
防
庁
映
像
共
有
シ
ス
テ
ム
：
消
防
職
団
員
が

映
像

を
投
稿

す
る
「

消
防
庁

映
像

共
有

シ

ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
、
2
02
4
年
度
中
に
本
格
運

用
を

開
始
し

、
大
規

模
災
害

時
の

映
像

を

国
・
自
治
体
間
で
共
有
す
る
ほ
か
、
平
時
の
火

災
等

で
も
各

消
防
本

部
で
活

用
。

 

消
防
指
令
シ
ス
テ
ム
：
シ
ス
テ
ム
更
新
期
間
等

を
踏

ま
え
、

20
3
5年

度
を
め

ど
に

全
国

の

消
防
本
部
で
消
防
指
令
シ
ス
テ
ム
が
高
度
化
さ

れ
る

よ
う
標

準
仕
様

書
等
を

周
知

。
 

消
防

防
災
科
学
技
術
研
究
推
進
制
度
：
消
防
防
災
科
学
技
術
研
究
推
進
制
度
の
公
募
時
に

D
Xに

関
す
る
研
究
テ
ー
マ
を
１
件
以
上
提
示
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

5
] 
災
害
対
応
機
関
（
消
防
団
含
む
）
の
ド
ロ
ー
ン
活
用
の
推
進

 

・
 

消
防

団
：
大

規
模
災

害
時
に
お
い
て
、
地
域
に
密
着
し
た
消
防
団
の
情
報
収
集
能
力
の
向
上
を
図
る
こ

と
が

必
要
で

あ
る
こ

と
か
ら
、
消
防
団
員
に
対
す
る
ド
ロ
ー
ン
の
操
縦
講
習
等
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、

消
防
団

の
ド
ロ

ー
ン
整
備
に
対
す
る
支
援
を
行
い
、
消
防
団
の
災
害
対
応
能
力
の
高
度
化
を
図

る
。
 

・
 

緊
急

消
防
援

助
隊
：

20
2
1年

夏
の
大
雨
に
よ
る
災
害
対
応
の
教
訓
等
を
踏
ま
え
、

20
22

年
度
か
ら
地
図

画
像

作
成
機

能
を
持

っ
た
ド
ロ
ー
ン
の
仕
様
検
討
を
行
い
、

20
2
3年

度
４
月
に
配
備
を
完
了
。
 

・
 

消
防

本
部
等

：
消
防

本
部
等
が
ド
ロ
ー
ン
を
安
全
か
つ
効
果
的
に
運
用
で
き
る
よ
う
、
よ
り
高
度
な
操

縦
技

術
を
持

つ
人
材

を
育
成
す
る
と
と
も
に

、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度
に
よ
り
全
国
の
消
防
本
部
や

自
治

体
の
操

縦
者
育

成
を
図
る
。
 

・
 

地
方

公
共
団

体
防
災

部
局
：
ド
ロ
ー
ン
整
備
へ
の
財
政
措
置
及
び
人
材
育
成
に
よ
り
大
規
模
災
害
に
備

え
た

体
制
構

築
を
図

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 消

防
団
：
消
防
団
に
お
け
る
ド
ロ
ー
ン
を
整
備
し
、
操
縦
技
術
を
持
つ
人
材
を
育
成
す

る
。
 

緊
急

消
防
援
助
隊
：
災
害
初
期
活
動
時
に
お
け
る
情
報
収
集
体
制
を
強
化
し
、
よ
り
効
率

的
か

つ
効
果
的
な
救
助
活
動
を
可
能
と
す
る
た
め
、
全
国
で
の
訓
練
等
に
お
い
て
、
緊
急

消
防

援
助
隊
に
配
備
し
た
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
ド
ロ
ー
ン
を
活
用
す
る
。
 

消
防

本
部
等
：
消
防
本
部
等
に
お
け
る
ド
ロ
ー
ン
を
整
備
し
、
操
縦
技
術
を
持
つ
人
材
を

育
成

す
る
。
 

地
方

公
共
団
体
防
災
部
局
：
物
資
輸
送
等
の
た
め
の
ド
ロ
ー
ン
を
整
備
し
、
操
縦
技
術
を

持
つ

人
材
を
育
成
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-3

6
] 

J
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る
迅
速
か
つ
確
実
な
情
報
伝
達
の
実
施

 

・
 

国
は

こ
れ
ま

で
も
全

国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
J
ア
ラ
ー
ト
）
に
よ
る
緊
急
情
報
の
発
信
を
実
施
。
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・
J
ア

ラ
ー

ト
に
よ
る
緊
急
情
報
が
配
信
さ
れ
た
際
、
国
か
ら

の
緊
急

速
報
メ

ー
ル

に
よ

る
情

報
伝
達

以

外
で

、
市
区

町
村
が
整
備
し
て
い
る
情
報
伝
達
手
段
（
防
災

行
政
無

線
等
）

に
よ

る
住

民
へ

の
情
報

伝

達
に

支
障
を

き
た
し
て
い
る
団
体
が
見
受
け
ら
れ
る
。

・
引

き
続

き
、
Jア

ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
自
動
起
動
す
る
情
報
伝

達
手
段

の
多
重

化
を

進
め

る
と

と
も
に

、

国
と

地
方
公

共
団
体
が
連
携
し
た
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

を
実
施

す
る
こ

と
で

、
全

て
の

国
民
が

災

害
等

の
緊
急

情
報
を
迅
速
か
つ
確
実
に
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
体

制
を
構

築
。

・
ま

た
、

国
か

ら
発
信
す
る
緊
急
情
報
を
住
民
に
確
実
に
伝
達

す
る
機

能
を
維

持
・

最
適

化
す

る
た
め

、

2
02
4
～
2
02
5
年
度
に

Jア
ラ
ー
ト
の
シ
ス
テ
ム
更
改
を
図
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 全

て
の
市
区
町
村
に
お
い
て
、
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス

テ
ム
（

Jア
ラ

ー
ト

）
と
連

携
す

る

情
報
伝
達
手
段
を
複
数
整
備
す
る
。
 

情
報
伝
達
に
お
け
る
支
障
の
発
見
・
改
善
を
促

す
た

め
、
定

期
的
に

全
国
一

斉
情

報
伝

達

試
験
を
実
施
し
、
す
べ
て
の
市
区
町
村
に
お
け

る
情

報
伝
達

の
支
障

を
解
消

す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.2

-3
7
] 
位
置
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ
「
電
子
基
準
点
」
の
安
定
運
用
及
び
「
国
家
座

標
」
に
基
づ
く
位
置
情
報
の
提
供

 

・
近

年
、

高
精

度
な
位
置
情
報
が
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
り
つ

つ
あ
る

が
、

日
本

列
島

周
辺
の

地

殻
変

動
に
よ

り
生
じ
る
地
図
と
測
位
の
ズ
レ
（
最
大
で
２
ｍ

程
度
）

や
、
業

種
・

分
野

間
で

の
位
置

の

表
し

方
の
違

い
等
の
課
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

課
題
を

解
決
す

る
た

め
に

は
、

位
置
情

報

サ
ー

ビ
ス
を

支
え
る
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
「
電
子
基
準
点
」
を

安
定
的

に
運
用

し
、

位
置

情
報

の
共
通

ル

ー
ル

で
あ
る

「
国
家
座
標
」
に
基
づ
く
位
置
情
報
を
得
る
た

め
の
仕

組
み
を

整
備

す
る

必
要

が
あ
る

。

・
そ

の
た

め
、

電
子
基
準
点
の
耐
災
害
性
を
継
続
的
に
強
化
し

て
い
く

と
と
も

に
、

20
24

年
度

ま
で
に

電

子
基

準
点
に

基
づ
く
新
た
な
標
高
基
準
を
整
備
し
、

20
2
6年

度
ま
で

に
高
さ

に
も

国
家

座
標

に
準
拠

し

た
地

図
と
衛

星
測
位
と
の
ズ
レ
を
補
正
す
る
仕
組
み
を
導
入

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 電

子
基
準
点
の
観
測
デ
ー
タ
の
取
得
率
 
毎

年
度
99
.5
%
以

上
 

補
正
情
報
の
提
供
先
分
野
数

 
2
02
5
年
度
ま

で
に
４

分
野
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.2

-3
8
] 
電
子
国
土
基
本
図
の
整
備
・
更
新
・
３
次
元
化

 

・
デ

ジ
タ

ル
社

会
の
実

現
に
は
、
ベ
ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
で
あ
る
「
電
子
国
土
基
本
図
」
の
３
次
元
化
が

必
要

で
あ
る

が
、
最

新
性
を
確
保
す
る
こ
と
や
機
械
可
読
性
の
向
上
と
い
っ
た
課
題
が
あ
る
。

・
そ

の
た

め
、

20
2
3年

度
に
３
次
元
化
の
方
針
及
び
手
法
を
整
理
し
、

20
2
4年

度
か
ら
３
次
元
化
を
行

い
、
20
2
8年

度
ま
で

に
国
土
全
域
の
３
次
元
地
図
を
整
備
す
る
。

・
あ

わ
せ

て
、

20
2
4年

度
か
ら
３
次
元
地
図
の
可
視
化
に
向
け
た
調
査
検
討
、
提
供
環
境
を
構
築
し
、

2
02
5
年

度
か

ら
整
備
さ
れ
た
３
次
元
地
図
を
順
次
提
供
を
行
う
。

・
こ

れ
に

よ
り

、
官
民

問
わ
ず
幅
広
く
、
各
種
手
続
や
防
災
・
減
災
対
策
等
の
様
々
な
活
動
で
活
用
さ

れ
、

社
会
全

体
の
効

率
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 ベ

ー
ス
・
レ
ジ
ス
ト
リ
で
あ
る
「
電
子
国
土
基
本
図
」
の
デ
ー
タ
の
品
質
を
確
保
し
つ

つ
、
20
2
8年

度
ま
で
に
国
土
全
域
に
お
い
て
３
次
元
化
を
実
施
し
た
電
子
国
土
基
本
図
を

整
備

し
、
順
次
提
供
を
行
う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.2

-3
9
] 
指
定
緊
急
避
難
場
所
情
報
の
迅
速
な
整
備
・
更
新
・
公
開

 

・
近

年
、

激
甚

化
・
頻

発
化
す
る
自
然
災
害
に
お
い
て
、
市
町
村
が
指
定
す
る
指
定
緊
急
避
難
場
所
情
報

は
、

住
民
等

の
円
滑

か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
に
必
要
な
情
報
で
あ
る
。

・
指

定
緊

急
避

難
場
所

デ
ー
タ
を
国
土
地
理
院
の
シ
ス
テ
ム
へ
登
録
す
る
よ
う
市
町
村
に
促
す
と
と
も

に
、

引
き
続

き
指
定

緊
急
避
難
場
所
情
報
を
迅
速
に
整
備
・
更
新
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
公
開

し
、

適
切
な

避
難
を

促
す
多
様
な
災
害
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
に
寄
与
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 市

町
村
か
ら
更
新
の
連
絡
が
あ
っ
た
指
定
緊
急
避
難
場
所
情
報
の
地
理
院
地
図
へ
の
反
映

率
（

毎
年
度

10
0
％
）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.2

-4
0
] 
災
害
リ
ス
ク
情
報
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化

 

・
災

害
リ

ス
ク

情
報
（

洪
水
・
高
潮
、
津
波
、
土
砂
災
害
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
W
eb
G
IS

に
て
提
供
で
き

る
形

式
の
デ

ー
タ
整

備
が
多
く
な
い
の
が
課
題
。

・
2
01
8
年

度
か

ら
国
・
地
方
公
共
団
体
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
や
各
デ
ー
タ
の
形
式
等
に
関
す
る
状
況
把
握

を
進

め
る
と

と
も
に

、
把
握
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
に
向
け
た
デ
ー
タ
形
式
等
の

要
件

を
検
討

し
、
随

時
提
供
を
開
始
。
洪
水
浸
水
想
定
区
域
（
想
定
最
大
規
模
）
、
高
潮
、
津
波
や
土
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砂
災

害
警
戒

区
域
等
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

や
ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
、

ア
プ

リ
ケ

ー
シ
ョ

ン

向
け

に
画
像

デ
ー
タ
形
式
で
配
信
中
。
 

・
デ

ー
タ

の
公

開
に
よ
り
、
地
域
を
横
断
し
た
効
果
的
な
災
害

リ
ス
ク

情
報
の

発
信

が
可

能
に

な
る
等

、

国
民

の
安
全

性
及
び
利
便
性
の
向
上
に
寄
与
。

具
体

的
な
目

標
：
 災

害
リ
ス
ク
情
報
を
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
し
た

箇
所

数
（
又

は
団
体

数
）
 

（
参
考
：
実
績
値
）
 

国
管
理
河
川
 
44

8 

都
道
府
県
管
理
河
川
 
1,

57
8

そ
の
他
河
川
 
3,

19
1 

（
20

24
年
３
月
）
 

※
目
標
：
20
26

年
度
ま
で
に
約
1
7,
0
00
に
拡

充
予
定

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.2

-4
1
] 
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た

T
E

C
-F

O
R

C
E
の
強
化

 

・
T
EC
-
FO
R
CE

の
被
災
状
況
調
査
に
つ
い
て
は
、
現
地
計
測
や

報
告
書

作
成
等

に
係

る
作

業
が

膨
大
で

、

被
害

の
全
容

把
握
に
時
間
を
要
し
て
い
る
。

・
こ

れ
ま

で
、
TE
C
-F
O
RC
E
の
活
動
記
録
（
リ
エ
ゾ
ン
活
動
、

被
災
状

況
調
査

活
動

等
）

を
一

元
管
理

す

る
活

動
支
援

ア
プ
リ
の
開
発
、
画
像
判
読
に
よ
る
被
災
規
模

自
動
計

測
ツ
ー

ル
の

開
発

や
、

ア
プ
リ

等

を
使

っ
た
TE
C-
F
OR
C
E隊

員
の
育
成
（
研
修
、
訓
練
）
等
を

実
施
し

て
お
り

、
2
02
4
年

度
よ

り
、
三

次

元
デ

ー
タ
を

用
い
た
簡
易
的
な
被
害
数
量
算
出
ツ
ー
ル
等
の

TE
C
活

動
支

援
機
能

の
開

発
・

試
行
を

行

う
。

・
こ

れ
ら

に
よ

り
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
、
活
動
等
の
効

率
化
等

を
図
る

『
i
TE
C
』

を
推

進
し
、

被

害
の

全
容
把

握
の
迅
速
化
を
図
り
、
被
災
地
域
の
早
期
復
旧

支
援
の

強
化
を

実
現

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 調

査
の
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
被
災
状
況
の
全

容
把

握
や
情

報
共
有

の
迅
速

化
に

よ
る

早

期
復
旧
へ
の
寄
与
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.2

-4
2
] 
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
整
備
及
び
測
定
デ
ー
タ
連
携
の
推
進

 

・
本

施
策

に
お

い
て
は

、
2
02
2
年
度
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
（
公
開
プ
ロ
セ
ス
）
の
外
部
有
識
者
の
指
摘

（
「

ク
ラ
ウ

ド
の
活

用
等
の
シ
ス
テ
ム
の
更
新
に
つ
い
て
は
国
が
統
一
的
に
進
め
、
経
費
を
削
減
す
る

こ
と

。
」
）

を
踏
ま

え
、
シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ
ウ
ド
化
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。

・
防

災
DX

の
推

進
の
た
め
、
20
24

年
度
に
内
閣
府
が
主
管
す
る
新
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（

SO
B
O-

W
EB

）
へ

原
子
力

規
制
庁
が
収
集
し
た
放
射
線
量
等
の
測
定
デ
ー
タ
を
自
動
連
携
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を

図
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 内

閣
府
が
主
管
す
る
新
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（

SO
B
O-
W
EB

）
へ
放
射
線
量
等
測
定
デ

ー
タ

を
自
動
連
携
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

20
2
4年

度
中
に
行
う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 環

境
省
 

○
[N

o
.2

-4
3
] 
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
防
災
気
象
情
報
の
高
度
化
等
の
推
進

 

・
気

象
庁

は
、

頻
発
す

る
気
象
災
害
、
地
震
・
津
波
・
火
山
災
害
等
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ

ル
庁

を
始
め

と
す
る

関
係
府
省
庁
と
連
携
し
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
等
の
活
用
に
よ
る
防
災
・
減
災
対
策
の

高
度

化
等
を

図
る
必

要
が
あ
る
。

・
交

通
政

策
審

議
会
気

象
分
科
会
に
お
い
て
「

20
3
0年

の
科
学
技
術
を
見
据
え
た
気
象
業
務
の
あ
り
方
」

や
「

次
世
代

気
象
業

務
の
柱
」
と
し
て
示
さ
れ
た
目
標
・
施
策
の
実
現
を
目
指
し
て
、
近
年
甚
大
な
被

害
を

引
き
起

こ
し
て

い
る
線
状
降
水
帯
・
台
風
や
地
震
・
津
波
・
火
山
災
害
等
に
関
す
る
防
災
気
象
情

報
の

改
善
に

資
す
る

よ
う
、
デ
ー
タ
収
集
や
情
報
発
表
に
不
可
欠
な
高
可
用
性
が
求
め
ら
れ
る
基
幹
的

情
報

シ
ス
テ

ム
の
整

備
・
運
用
に
ク
ラ
ウ
ド
技
術
等
の
最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

数
値

予
報
モ

デ
ル
の

高
度
化
等
に
よ
る
予
測
・
解
析
精
度
の
向
上
等
を
図
る
こ
と
で
、
頻
発
す
る
自
然

災
害

か
ら
国

民
の
生

命
・
財
産
を
守
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 線

状
降
水
帯
に
関
す
る
防
災
気
象
情
報
の

20
21

年
度
以
降
に
改
善
を
行
っ
た
件
数
の
累
計

（
20
26

年
度
ま
で
に
５
件
）
 

火
山

活
動
評
価
を
高
度
化
し
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
の
判
定
基
準
に
適
用
し
た
火
山
数

（
20
25

年
度
ま
で
に

12
火
山
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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○
[N

o
.2

-4
4
] 
災
害
時
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
に
関
す
る
横
断
的
な
支
援
体
制
の
構
築

 

・
災

害
時

に
お

い
て
、
被
災
自
治
体
は
、
災
害
時
の
医
療
・
保

健
・
福

祉
等
に

関
す

る
情

報
を

各
分
野

の

個
別

シ
ス
テ

ム
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
情
報
収
集
す
る
必
要
が
あ
り

、
よ
り

効
率
的

で
迅

速
な

情
報

集
約
体

制

を
構

築
す
る

こ
と
が
課
題
。

・
2
02
4
年

度
か

ら
、
災
害
時
保
健
医
療
福
祉
活
動
支
援
シ
ス
テ

ム
（
D2
4H

）
を

運
用

し
、

保
健

・
医
療

・

福
祉

に
関
す

る
個
別
シ
ス
テ
ム
や
新
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ

ム
（
SO
BO
-
WE
B
)等

の
他

府
省

庁
シ
ス

テ

ム
と

情
報
連

携
を
実
施
。
収
集
し
た
情
報
を
分
析
す
る
と
と

も
に
、

こ
れ
ら

の
情

報
を

一
元

的
に
地

図

上
で

可
視
化

し
、
災
害
対
応
関
係
者
（
国
、
自
治
体
等
）
が

必
要
な

情
報
を

迅
速

に
提

供
す

る
こ
と

に

よ
り
、

災
害

対
応
等
に
お
け
る
迅
速
か
つ
効
率
的
な
意
思
決

定
等
を

支
援
。

ま
た

、
マ

ニ
ュ

ア
ル
等

の

整
備

や
各
自

治
体
の
担
当
者
に
対
す
る
研
修
な
ど
、
円
滑
な

運
用
に

向
け
た

取
組

も
実

施
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 各

種
シ
ス
テ
ム
と
の
自
動
連
携
の
完
了
（

20
24

年
度

内
に
５

シ
ス
テ

ム
）
 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

○
[N

o
.2

-4
5
] 
地
球
環
境
デ
ー
タ
統
合
・
解
析
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業

 

・
2
02
3
年

度
に

引
き
続
き
、
地
球
環
境
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
（
観
測

デ
ー
タ

、
予
測

デ
ー

タ
等

）
を

蓄
積
・

統

合
・

解
析
・

提
供
す
る
「
デ
ー
タ
統
合
・
解
析
シ
ス
テ
ム
（

DI
A
S）

」
を
長

期
的

・
安

定
的

に
運
用

す

る
。

・
2
02
3
年

度
か

ら
開
始
し
た
共
同
研
究
課
題
も
含
め
、
地
球
環

境
ビ
ッ

グ
デ
ー

タ
を

利
活

用
し

た
気
候

変

動
、

防
災
等

の
地
球
規
模
課
題
の
解
決
に
貢
献
す
る
研
究
開

発
を
推

進
す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ー
タ
統
合
・
解
析
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
数

19
,
00
0
人

（
20
30

年
度

末
）
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

○
[N

o
.2

-4
6
] 
防
災
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築

 

・
災

害
対

応
に

役
立
つ
情
報
を
集
約
し
、
災
害
対
応
機
関
で
共

有
す
る

防
災
デ

ジ
タ

ル
プ

ラ
ッ

ト
フ
ォ

ー

ム
を
20
2
5年

ま
で
に
構
築
す
る
。
こ
の
た
め
、
中
核
と
な
る

20
2
4年

４
月
に

運
用

開
始

し
た

新
総
合

防

災
情

報
シ
ス

テ
ム
（
SO
B
O-
W
EB

）
へ
の
各
府
省
庁
の
防
災
情

報
関
係

シ
ス
テ

ム
の

自
動

連
携

の
充
実

、

地
方

公
共
団

体
及
び
指
定
公
共
機
関
と
の
連
携
の
充
実
に
取

り
組
む

。
新
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、
効

果

的
な

研
修
や

訓
練
等
を
通
じ
て
操
作
習
熟
と
利
活
用
を
促
す

。
新
シ

ス
テ
ム

の
一

機
能

で
あ

る
防
災

I
oT

イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
お
け
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
映
像

共
有
の

実
装
等

を
進

め
る
 
。

災
害

情
報
の

集
約

等
を
支

援
す
る
IS
U
T（

災
害
時
情
報
集
約
支
援
チ
ー
ム

）
の
強

化
に
取

り
組

む
。

新
シ

ス
テ
ム

と

国
民

向
け
の

デ
ー
タ

連
携
基
盤
と
の
連
携
な
ど
、
防
災
分
野
の
デ
ー
タ
流
通
促
進
に
向
け
た
取
組
を
行

う
。

官
民
の

将
来
予

測
技
術
等
の
開
発
を
後
押
し
し
、
新
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
等
を
検
討
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 防

災
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
2
02
5
年
ま
で
に
構
築
 

防
災
Io
T
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
映
像
共
有
機
能
の
実
装
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.2

-4
7
] 
防
災
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
災
害
対
応
の
実
施
体
制
強
化

 

・
防

災
DX

を
推

進
し
、
的
確
な
災
害
応
急
対
応
を
行
う
た
め
に
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に
加

え
、

デ
ー
タ

入
力
や

利
活
用
を
行
う
適
切
な
実
施
体
制
も
重
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
能
登
半
島
地
震

の
教

訓
も
踏

ま
え
以

下
取
組
を
推
進
す
る
。

・
災

害
時

、
災

害
対
応

機
関
が
多
種
多
様
な
デ
ー
タ
の
収
集
・
加
工
・
入
力
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
民

間
の

人
的
支

援
を
増

強
す
る
と
と
も
に
、
先
進
技
術
の
柔
軟
な
導
入
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
シ
ス
テ
ム

改
善

・
研
修

を
実
施

。

・
被

災
自

治
体

が
物
資

調
達
・
輸
送
調
整
等
支
援
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
迅
速
・
正
確
な
対
応
を
行
え
る

よ
う

、
応
援

協
定
締

結
事
業
者
等
も
参
加
可
能
な
防
災
訓
練
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
応
急
期

の
現

地
研
修

の
仕
組

み
を
構
築
。

・
情

報
シ

ス
テ

ム
を
活

用
し
て
、
組
織
的
に
的
確
な
対
応
方
針
の
検
討
・
判
断
・
共
有
を
行
え
る
よ
う
、

デ
ジ

タ
ル
利

用
を
前

提
と
し
た
実
践
的
な
机
上
演
習
（
T
TX

）
を
実
施
。

具
体

的
な
目

標
：
 新

総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（
S
OB
O
-W
E
B）

へ
の
柔
軟
な
デ
ー
タ
取
り
込
み
機
能
の
実
装

等
 

物
資

調
達
・
輸
送
調
整
等
支
援
シ
ス
テ
ム
の
活
用
訓
練
の
実
施
 

新
総

合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（
S
OB
O
-W
E
B）

を
活
用
し
た
実
践
的
な
机
上
演
習
の
実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.2

-4
8
] 
官
民
の
多
様
な
被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の
相
互
連
携
強
化
等

 

・
被

災
者

支
援

に
お
い

て
、
官
民
の
被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム
（
被
災
者
台
帳
、
避
難
者
名
簿
、
避
難
行
動

要
支

援
者
名

簿
）
、

自
治
体
既
存
シ
ス
テ
ム
（
住
民
基
本
台
帳
、
住
登
外
宛
名
、
家
屋
課
税
台
帳

等
）

、
様
々

な
災
害

対
応
シ
ス
テ
ム
（
避
難
所
受
付
シ
ス
テ
ム
、
住
家
被
害
認
定
調
査
シ
ス
テ
ム
、
福
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祉
シ

ス
テ
ム

等
）
等
、
多
く
の
シ
ス
テ
ム
の
横
の
連
携
が
取

れ
て
い

な
い
（

又
は

取
る

の
に

時
間
と

コ

ス
ト

が
膨
大

に
か
か
る
）
。

・
そ

の
た

め
、

自
治
体
内
で
の
素
早
い
情
報
連
携
等
が
阻
害
さ

れ
て
い

る
。
ま

た
、

被
災

者
支

援
シ
ス

テ

ム
保

有
デ
ー

タ
の
活
用
を
希
望
す
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
も

多
く
存

在
す
る

が
、

デ
ー

タ
の

授
受
に

個

別
対

応
と
な

っ
て
お
り
、
各
種
デ
ー
タ
の
利
活
用
が
進
ん
で

い
な
い

。

・
上

記
課

題
を

解
消
し
相
互
連
携
強
化
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

自
治
体

の
作
業

軽
減

や
各

種
デ

ー
タ
利

活

用
に

つ
な
げ

る
。

具
体

的
な

目
標

：
 
調
査
検
討
に
よ
る
課
題
の
明
確
化
 
20

25
年

８
月

ま
で

に
完

了
 

P
oC

計
画
策
定
 

20
2
5年

11
月
ま
で
に
完
了
 

P
oC

の
実
施

 
20
26

年
３
月
ま
で
に
完
了

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.2

-4
9
] 
防
災
分
野
の
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
構
築

 

・
防

災
分

野
で

は
、
民
間
企
業
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
多
く

の
優
れ

た
ア
プ

リ
・

サ
ー

ビ
ス

等
が
提

供

さ
れ

て
お
り

、
こ
れ
ら
を
最
大
限
に
活
用
し
、
防
災
DX
を
推

進
し
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

・
こ

う
し

た
防

災
ア
プ
リ
等
の
間
で
デ
ー
タ
連
携
を
図
り
、
ワ

ン
ス
オ

ン
リ
ー

を
実

現
す

る
と

と
も
に

、

政
府

の
防
災

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
中
核
と
な
る

新
総
合

防
災
情

報
シ

ス
テ

ム
（

SO
B
O-

W
EB

）
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
防
災
分
野
の
デ
ー
タ

連
携
基

盤
の
構

築
を

推
進

す
る

。

・
デ

ー
タ

連
携

基
盤
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
防
災
DX

官
民
共

創
協
議

会
と
連

携
し

、
防

災
DX
に

関
わ

る

官
民

の
多
様

な
関
係
者
と
意
見
交
換
を
図
り
、
よ
り
良
い
デ

ー
タ
連

携
の
仕

組
み

を
模

索
し

な
が
ら

、

取
組

を
進
め

て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 官

民
共
創
に
よ
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
構
築
（
2
02
4
年

度
プ

ロ
ト
タ

イ
プ
構

築
）

 

防
災
ア
プ
リ
・
サ
ー
ビ
ス
間
で
の
デ
ー
タ
連
携

・
ワ

ン
ス
オ

ン
リ
ー

の
実
現
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.2

-5
0
] 
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
防
災

D
X
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
手
続
の
迅
速
化
・
円
滑
化

 

・
地

方
公

共
団

体
等
が
防
災
DX

を
進
め
て
い
く
上
で
、
社
会
に

提
供
さ

れ
て
い

る
防

災
DX

サ
ー

ビ
ス
・

ア

プ
リ

等
を
俯

瞰
し
、
必
要
な
も
の
を
円
滑
に
検
索
・
調
達
で

き
る
よ

う
に
し

て
い

く
こ

と
が

重
要
で

あ

る
。

・
デ

ジ
タ

ル
庁

で
は
、

民
間
等
の
防
災

DX
サ
ー
ビ
ス
を
公
募
し
、
「
防
災
D
Xサ

ー
ビ
ス
マ
ッ
プ
／
カ
タ
ロ

グ
」

と
し
て

整
理
し

、
W
eb

公
開
し
て
い
る
。

・
ま

た
、

地
方

公
共
団

体
等
が
ベ
ン
ダ
ー
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
回
避
し
つ
つ
、
優
れ
た
サ
ー
ビ
ス
・
ア
プ
リ
を

迅
速

か
つ
円

滑
に
調

達
で
き
る
よ
う
、
「
モ
デ
ル
仕
様
書
」
を
作
成
・
公
表
す
る
取
組
を
推
進
し
て
い

る
。

・
あ

わ
せ

て
、

DM
P
と

の
連
携
を
図
り
、
そ
の
利
活
用
を
促
進
し
て
い
く
た
め
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。

・
こ

れ
ら

の
取

組
を
通

じ
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
防
災

DX
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
手
続
の
迅
速
化
・
円

滑
化

を
進
め

て
い
く

。

具
体

的
な
目

標
：
 防

災
DX

サ
ー
ビ
ス
マ
ッ
プ
／
カ
タ
ロ
グ
の
掲
載
内
容
の
充
実
と
利
活
用
促
進
 

モ
デ

ル
仕
様
書
の
掲
載
内
容
の
充
実
と
利
活
用
促
進

防
災

分
野
に
お
け
る

DM
P
（
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
の
利
活
用
促
進

 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.2

-5
1
] 
災
害
対
応
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
す
る
実
証
事
業

 

・
避

難
所

運
営

等
の
避

難
者
支
援
業
務
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
活
用
や
災
害
時
の
位
置
情
報
の
活

用
等

、
デ
ジ

タ
ル
化

に
よ
り
災
害
対
応
の
高
度
化
・
効
率
化
を
促
進
し
て
い
く
た
め
の
実
証
事
業
を
実

施
し

て
い
る

。

・
能

登
半

島
地

震
で
の

経
験
・
知
見
も
踏
ま
え
、
避
難
所
運
営
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
の
災
害
対
応
業
務
に
つ

い
て

さ
ら
に

検
証
を

深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
モ
デ
ル
仕
様
書
の
充
実
・
更
新
を
図

り
、

そ
れ
に

適
し
た

優
良
な
シ
ス
テ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
促
進
及
び
早
期
社
会
実
装
・
横
展
開
を
、

デ
ジ

タ
ル
田

園
都
市

国
家
構
想
交
付
金
を
活
用
し
、
推
進
し
て
い
く
。

具
体

的
な
目

標
：
 災

害
対
応
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
活
用
等
の
促
進
 

実
証

事
業
の
成
果
を
活
用
し
た
社
会
実
装
・
横
展
開
の
促
進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.2

-5
2
] 
地
方
公
共
団
体
の
災
害
対
応
支
援

 

・
令

和
６

年
能

登
半
島

地
震
で
は
、
防
災
D
X官

民
共
創
協
議
会
等
の
民
間
の
デ
ジ
タ
ル
人
材
が
被
災
地
方

公
共

団
体
の

現
場
に

入
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
場
で
構
築
す
る
な
ど
、
地
方
公
共
団

体
の

災
害
対

応
を
デ

ジ
タ
ル
面
か
ら
支
援
し
た
。
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・
 

こ
う

し
た
経

験
を
踏
ま
え
、
今
後
の
大
規
模
災
害
に
備
え
、

よ
り
効

果
的
な

活
動

が
展

開
さ

れ
る
よ

う
、

民
間
の

デ
ジ
タ
ル
人
材
等
を
派
遣
す
る
仕
組
み
に
つ
い

て
検
討

を
行
い

、
実

現
を

図
る

。
 

・
 

ま
た

、
広
域

避
難
が
生
じ
る
状
況
下
を
想
定
し
た
切
れ
目
の

な
い
被

災
者
支

援
を

展
開

す
る

た
め
、

市

町
村

の
区
域

を
超
え
て
被
災
者
情
報
を
集
約
し
、
共
有
す
る

た
め
の

マ
ス
タ

ー
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の
構

築

や
、

マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
避
難
者
の
状
況
把

握
の
取

組
等
に

つ
い

て
検

討
を

進
め
、

地

方
公

共
団
体

の
災
害
対
応
を
デ
ジ
タ
ル
面
か
ら
支
援
す
る
取

組
を
展

開
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 災

害
派
遣
デ
ジ
タ
ル
支
援
チ
ー
ム
（
仮
称
）
派

遣
制

度
の
創

設
（
20
25

年
度

）
 

地
方
公
共
団
体
の
災
害
対
応
業
務
の
デ
ジ
タ
ル

面
か

ら
の
支

援
の
充

実
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-5

3
] 
保
育
業
務
の
ワ
ン
ス
オ
ン
リ
ー
実
現
に
向
け
た
基
盤
整
備

 

・
 

保
育

所
等
の
IC
T
導
入
や
業
務
支
援
ア
プ
リ
の
活
用
を
推
進

す
る
と

と
も
に

、
デ

ジ
タ

ル
田

園
都
市

国

家
構

想
交
付

金
T
YP
E
Sを

活
用
し
た
試
行
や
保
育
現
場
で
の

DX
推
進

に
向
け

た
調

査
研

究
を

踏
ま
え

、

2
02
5
年

度
ま

で
に
給
付
・
監
査
等
の
様
式
・
通
知
等
の
見
直

し
を
進

め
る
。

ま
た

、
保

育
施

設
や
自

治

体
の

業
務
シ

ス
テ
ム
と
連
携
し
た
施
設
管
理
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
を

整
備
す

る
こ

と
に

よ
り

、
デ
ー

タ

連
携

に
基
づ

く
新
た
な
業
務
の
運
用
を
開
始
し
、
20
26

年
度

以
降
そ

の
全
国

展
開

を
進

め
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 保

育
施
設
に
お
け
る
給
付
・
監
査
等
の
場
面
で

多
く

の
書
類

作
成
等

に
係
る

保
育

士
等

の

事
務
負
担
や
自
治
体
に
お
け
る
多
く
の
書
類
管

理
や

煩
雑
な

審
査
に

係
る
担

当
者

の
事

務

負
担
と
い
っ
た
課
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
保

育
業

務
の
ワ

ン
ス
オ

ン
リ
ー

の
実

現
に

向

け
た
基
盤
を
整
備
し
、
保
育
施
設
・
自
治
体
の

業
務

効
率
化

を
図
る

。
 

2
02
5
年
度
ま
で
に
給
付
・
監
査
等
の
様
式
・

通
知
等

の
見
直

し
を
行

う
。
 

保
育
施
設
や
自
治
体
の
業
務
シ
ス
テ
ム
と
連
携

し
た

施
設
管

理
プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム
を

整

備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ー
タ
連
携
に
基
づ
く

新
た

な
業
務

の
運
用

を
開
始

し
、

20
26

年

度
以
降
そ
の
全
国
展
開
を
進
め
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-5

4
] 
保
活
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
全
国
展
開

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
田

園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
T
YP
E
Sを

活
用
し

た
試
行

や
保
育

現
場
で

の
DX

推
進

に
向
け

た

調
査

研
究
を

踏
ま
え
、
一
連
の
「
保
活
」
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

で
完
結

で
き
る

よ
う

、
「

保
活

」
に
関

わ

る
様

々
な
情

報
を
整
理
し
、
保
活
情
報
連
携
基
盤
（
20
2
5年

度
中
に

「
こ
ど

も
誰

で
も

通
園

制
度
（

仮

称
）

総
合
支

援
シ
ス
テ
ム
」
の
改
修
の
中
で
構
築
予
定
）
を

構
築
す

る
こ
と

で
シ

ス
テ

ム
や

行
政
手

続

間
の

連
携
を

確
保
す

る
と
と
も
に
、
保
育
所
入
所
申
請
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
・
ワ
ン
ス
オ
ン
リ
ー
の
実
現

に
向

け
て
、

申
請
事

務
・
届
出
情
報
の
標
準
化
や
、
再
調
整
・
引
越
し
の
際
の
申
請
手
続
の
簡
素
化
を

進
め

、
2
02
5
年

度
に

所
要
の
通
知
等
の
見
直
し
を
行
い
、
20
26

年
度
の
入
所
申
請
に
向
け
た
「
保
活
」

か
ら

運
用
改

善
を
開

始
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 入

所
申
請
に
あ
た
り
施
設
見
学
予
約
、
窓
口
申
請
等
の
一
連
の
「
保
活
」
に
係
る
保
護
者

の
負

担
や
自
治
体
に
お
け
る
保
育
認
定
、
点
数
計
算
、
施
設
割
振
等
に
係
る
担
当
者
の
事

務
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
、
保
活
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
全
国
展
開
を
図
る
。
 

そ
の

た
め
、
申
請
事
務
・
届
出
情
報
の
標
準
化
や
、
再
調
整
・
引
越
し
の
際
の
申
請
手
続

の
簡

素
化
を
進
め
、

20
2
5年

度
に
所
要
の
通
知
等
の
見
直
し
を
行
う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-5

5
] 
母
子
保
健
分
野
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

 

・
 

母
子

保
健
情

報
等
の

情
報
連
携
基
盤
（
以
下
「
P
MH

」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を

健
診
の

受
診
券

と
し
て
利
用
す
る
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
等
を
活
用
し
て
事
前
に
問
診
票

を
ス

マ
ー
ト

フ
ォ
ン

で
入
力
で
き
る
取
組
等
の
先
行
実
施
に
向
け
て
、
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
で

2
02
3
年

度
か

ら
実
証
事
業
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
。
20
24

年
５
月
中
を
目
途
に
先
行
実
施
を
開
始
し
、

2
02
4
年

度
以

降
、
PM
Hの

機
能
や
導
入
す
る
地
方
公
共
団
体
を
順
次
拡
大
し
、
全
国
展
開
を
し
て
い
く

こ
と

に
よ
り

、
住
民

、
医
療
機
関
、
地
方
公
共
団
体
間
の
母
子
保
健
情
報
の
迅
速
な
共
有
や
業
務
効
率

化
を

進
め
る

。
 

・
 

あ
わ

せ
て
、

電
子
版

母
子
健
康
手
帳
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
2
02
4
年
度
か
ら
課
題
と
対
応
を

整
理

し
た
上

で
、
20
25

年
度
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
発
出
し
、
2
02
6
年
度
以
降
の
電
子
版
母
子
健
康
手

帳
の

普
及
に

つ
な
げ

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 住

民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
自
治
体
や
医
療
機
関
で
の
健
診
等
に
係
る
事

務
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
電
子
版
母
子
健
康
手
帳
の
普
及
を
含
め
、
母
子
保
健

DX
の
全

国
展

開
を
推
進
す
る
。
 

そ
の

一
環
と
し
て
、

20
2
4年

５
月
中
を
目
途
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
等
を
活
用
し
て
事
前

に
問

診
票
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
入
力
で
き
る
取
組
等
の
先
行
実
施
を
開
始
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
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○
[N

o
.2

-5
6
] 
こ
ど
も
デ
ー
タ
連
携
の
取
組
の
推
進

 

・
地

方
公

共
団

体
に
お
い
て
福
祉
部
局
や
教
育
部
局
に
分
散
し

て
保
有

し
て
い

る
こ

ど
も

や
家

庭
の
デ

ー

タ
を

分
野
を

越
え
て
連
携
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
潜
在
的

に
支
援

が
必
要

な
こ

ど
も

や
家

庭
を
把

握

し
、

プ
ッ
シ

ュ
型
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
の
支
援
に
つ
な
げ
る

取
組
。

・
こ

れ
ま

で
の

実
証
事
業
に
お
い
て
、
連
携
す
る
デ
ー
タ
項
目

、
個
人

情
報
の

適
正

な
取

扱
い

、
デ
ー

タ

を
連

携
す
る

シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
、
支
援
へ
の
接
続
の
方
法

な
ど
に

つ
い
て

整
理

の
必

要
性

が
見
え

て

き
て

い
る
た

め
、
実
証
事
業
、
調
査
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え

、
2
02
4
年

度
も

実
証

事
業

を
継

続
し
、

2
02
4
年

度
末

ま
で
に
地
方
公
共
団
体
が
こ
ど
も
デ
ー
タ
連
携

に
取
り

組
む
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
を

策

定
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 こ

ど
も
デ
ー
タ
連
携
の
取
組
を
広
げ
る
た
め
、

地
方

公
共
団

体
が
こ

ど
も
デ

ー
タ

連
携

に

取
り
組
む
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

20
2
4年

度
末
ま

で
に
策

定
し
公

開
す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

○
[N

o
.2

-5
7
] 
こ
ど
も
や
家
庭
に
寄
り
添
っ
た
相
談
業
務
の

D
X
の
促
進

 

・
児

童
相

談
所

に
お
い
て
は
、
一
度
簡
易
的
に
作
成
し
た
記
録

を
再
度

シ
ス
テ

ム
上

に
手

入
力

す
る
業

務

フ
ロ

ー
が
多

く
、
業
務
負
担
が
重
く
な
る
要
因
の
一
つ
と
な

っ
て
い

る
。
ま

た
、

こ
ど

も
家

庭
セ
ン

タ

ー
に

お
い
て

は
、
包
括
的
な
支
援
体
制
を
構
築
す
る
た
め
に

、
母
子

保
健
・

児
童

福
祉

の
分

野
横
断

的

な
相

互
連
携

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

・
こ

ど
も

家
庭

福
祉
分
野
に
お
け
る
職
員
の
業
務
負
担
軽
減
や

、
こ
ど

も
や
家

庭
に

寄
り

添
っ

た
相
談

業

務
を

進
め
る

た
め
、
20
2
4年

度
中
に
、
児
童
相
談
所
や
こ
ど

も
家
庭

セ
ン
タ

ー
に

お
け

る
デ

ジ
タ
ル

技

術
の

活
用
状

況
を
把
握
し
た
上
で
、
業
務
フ
ロ
ー
内
で
デ
ジ

タ
ル
技

術
の
活

用
に

よ
り

効
率

化
が
期

待

さ
れ

る
業
務

プ
ロ
セ
ス
を
整
理
す
る
。
そ
の
結
果
も
踏
ま
え

、
こ
ど

も
家
庭

庁
は

、
他

の
こ

ど
も
・

子

育
て

分
野
等

の
D
Xの

取
組
と
連
動
し
な
が
ら
、
児
童
相
談
所

や
こ
ど

も
家
庭

セ
ン

タ
ー

の
業

務
支
援

ア

プ
リ

の
活
用

を
含
め
た
I
CT

化
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 こ

ど
も
家
庭
福
祉
分
野
に
お
け
る
職
員
の
業
務

負
担

軽
減
や

、
こ
ど

も
や
家

庭
に

寄
り

添

っ
た
相
談
業
務
を
進
め
る
た
め
、
20
24
年
度

中
に
、

児
童
相

談
所
や

こ
ど
も

家
庭

セ
ン

タ

ー
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
状
況
を
把

握
し

た
上
で

、
業
務

フ
ロ
ー

内
で

デ
ジ

タ

ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
効
率
化
が
期
待
さ
れ
る

業
務

プ
ロ
セ

ス
を
整

理
す
る

。

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

○
[N

o
.2

-5
8
] 
必
要
な
情
報
を
最
適
に
届
け
る
仕
組
み
の
構
築

 

・
子

育
て

世
帯

に
と
っ

て
子
育
て
支
援
制
度
を
自
ら
調
べ
て
把
握
す
る
負
担
が
大
き
い
と
い
う
課
題
の
解

決
を

図
る
た

め
、
必

要
な
情
報
を
最
適
に
届
け
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

・
そ

の
た

め
、

20
2
3年

度
に
お
け
る
東
京
都
の
先
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
踏
ま
え
、
2
02
4
年
度
に
全
国
の
子

育
て

支
援
制

度
の
網

羅
的
調
査
を
実
施
し
、
同
年
度
中
に
「
子
育
て
支
援
制
度
レ
ジ
ス
ト
リ
」
を
整
備

す
る

。
子
育

て
支
援

制
度
の
網
羅
的
調
査
や
レ
ジ
ス
ト
リ
情
報
の
継
続
的
な
更
新
に
向
け
て
通
知
を
発

出
し

、
自
治

体
の
協

力
を
要
請
す
る
。
整
備
さ
れ
た
レ
ジ
ス
ト
リ
を
民
間
の
子
育
て
ア
プ
リ
と
連
携
可

能
と

す
る
こ

と
に
よ

り
、
子
育
て
世
帯
が
必
要
な
情
報
を
、
日
常
使
う
子
育
て
ア
プ
リ
に
、
最
適
な
タ

イ
ミ

ン
グ
で

先
回
り

し
て
ス
マ
ー
ト
に
配
信
す
る
仕
組
み
を

20
2
5年

度
以
降
実
現
す
る
。

・
こ

れ
に

よ
り

、
給
付

の
貰
い
そ
び
れ
等
や
健
診
の
受
診
忘
れ
を
防
止
し
、
子
育
て
支
援
制
度
の
利
用
率

の
向

上
を
図

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
中
に
「
子
育
て
支
援
制
度
レ
ジ
ス
ト
リ
」
を
整
備
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.2

-5
9
] 
出
生
届
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

・
対

面
の

必
要

性
や
紙

媒
体
で
の
提
出
が
子
育
て
世
帯
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
課
題
の
解
決
を
図
る
た

め
、

出
生
届

の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
を
推
進
す
る
。

・
全

て
の

自
治

体
に
お

い
て
出
生
届
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
可
能
と
す
る
た
め
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
戸

籍
情

報
連
携

シ
ス
テ

ム
を
介
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
届
出
を
2
02
6
年
度
を
目
途
に
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す

と
と

も
に
、

出
生
証

明
書
に
つ
い
て
は
P
MH

等
を
介
し
て
医
療
機
関
か
ら
自
治
体
に
直
接
提
出
す
る
こ

と
を

可
能
と

す
べ
く

、
検
討
を
進
め
る
。

・
そ

れ
ま

で
の

間
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
出
生
の
届
出
に
お
い
て
添
付
す
る
出
生
証
明
書
に
つ
い
て
医
師
等

の
電

子
署
名

の
付
与

を
不
要
と
す
る
省
令
改
正
を
実
施
し
、

希
望
す
る
市
区
町
村
が
、
試
行
的
に
そ
の

画
像

情
報
に

よ
る
添

付
を
可
能
と
し
た
上
で
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
「
手
続
の
検
索
・
電
子
申
請
」
機

能
を

用
い
た

出
生
届

の
オ
ン
ラ
イ
ン
届
出
を

20
2
4年

８
月
中
を
目
途
に
実
現
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
戸
籍
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム
を
介
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
届
出
を

20
26

年

度
を

目
途
に
実
現
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
、
法
務
省
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○

[N
o

.2
-6

0
] 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

D
X
の
推
進

 

・
 

2
02
4
年

度
中

に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
I
CT

導
入
や
活
用

に
関
す

る
調
査

を
行
い

、
課

題
等

を
把
握

す

る
。

あ
わ
せ

て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
に
対
す
る
IC
T導

入
に
係

る
研
修

を
含
め

IC
T利

活
用
の

好
事
例

の
横

展
開
等

を
行
い
、
利
活
用
支
援
を
行
う
。
 

・
 

ま
た

、
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
DX
の
普
及
促
進
の
た
め
、
保
活

ワ
ン
ス

ト
ッ
プ

シ
ス

テ
ム

も
参

考
に
、

2
02
5
年

度
以

降
に
利
用
手
続
や
事
業
運
営
に
関
す
る

DX
推
進

実
証
事

業
の
実

施
に

向
け

て
検

討
を
進

め

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
ニ
ー
ズ
が
増
大
す
る
中

、
放

課
後
児

童
ク
ラ

ブ
の
利

用
手

続
の

オ

ン
ラ
イ
ン
化
や
事
業
所
に
お
け
る
IC
T導

入
は

十
分

に
進
ん

で
お
ら

ず
、
保

護
者

や
職

員

の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
取
組
が
求
め
ら
れ
て

い
る

。
そ
の

た
め
、

利
用
手

続
や

事
業

運

営
に
関
す
る
業
務
標
準
化
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の

仕
様
検

討
、
好

事
例
の

横
展

開
等

を

目
指
し
、
20
25

年
度
以
降
に

DX
推
進
実
証
事
業

を
実

施
す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

1
] 
就
労
証
明
書
の
様
式
統
一
・
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

2
02
5
年

度
入

所
申
請
に
向
け
て
「
追
加
項
目
」
の
精
査
・
標

準
化
を

行
い
、

20
2
4年

夏
ま
で

に
標
準

化

さ
れ

た
「
追

加
項
目
」
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
上
に
デ
ー
タ
化

す
る
と

と
も
に

、
2
02
6
年

度
の

保
活
ワ

ン

ス
ト

ッ
プ
シ

ス
テ
ム
の
実
装
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
を
可

能
と
す

る
。
就

労
証

明
書

の
内

容
に
つ

い

て
提

出
前
に

確
認
を
し
た
い
と
の
子
育
て
世
帯
の
希
望
も
踏

ま
え
、

子
育
て

世
帯

を
経

由
し

て
自
治

体

に
提

出
さ
れ

る
方
法
を
第
一
と
し
、
保
護
者
、
自
治
体
、
企

業
に
最

も
負
担

が
少

な
く

、
合

理
的
な

方

法
を

検
討
し

、
結
論
を
得
て
20
2
5年

度
中
に
保
活
情
報
連
携

基
盤
の

機
能
を

拡
張

す
る

。
そ

の
際
、

2
02
4
年

夏
以

降
開
催
さ
れ
る
官
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い

て
、
勤

務
先
企

業
を

含
め

た
幅

広
い
ス

テ

ー
ク

ホ
ル
ダ

ー
を
巻
き
込
み
つ
つ
、
議
論
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 入

所
申
請
時
に
必
要
な
就
労
証
明
書
に
つ
い
て

、
国

に
よ
る

様
式
の

統
一
・

法
令

上
の

原

則
化
は
図
っ
た
も
の
の
、
追
加
項
目
と
し
て
、

自
治

体
ご
と

に
異
な

る
情
報

の
記

載
が

求

め
ら
れ
て
い
る
実
態
が
あ
り
、
企
業
側
の
書
類

作
成

負
担
は

軽
減
さ

れ
て
い

な
い

と
の

指

摘
が
あ
る
。
 

2
02
5
年
度
入
所
申
請
に
向
け
て
「
追
加
項
目

」
の
精

査
・
標

準
化
を

行
い
、

20
2
4年

夏
ま

で
に
標
準
化
さ
れ
た
「
追
加
項
目
」
を
マ
イ
ナ

ポ
ー

タ
ル
上

に
デ
ー

タ
化
す

る
と

と
も

に
、

20
2
6年

度
の
保
活
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ス

テ
ム
の

実
装
ま

で
に
オ

ン
ラ
イ

ン
提

出
を

可

能
と
す
る
。
 

就
労
証
明
書
の
内
容
に
つ
い
て
提
出
前
に
確
認

を
し

た
い
と

の
子
育

て
世
帯

の
希

望
も

踏

ま
え
、
子
育
て
世
帯
を
経
由
し
て
自
治
体
に
提

出
さ

れ
る
方

法
を
第

一
と
し

、
保

護
者

、

自
治

体
、
企
業
に
最
も
負
担
が
少
な
く
、
合
理
的
な
方
法
を
検
討
し
、
結
論
を
得
て

20
2
5

年
度

中
に
保
活
情
報
連
携
基
盤
の
機
能
を
拡
張
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

2
] 
保
育
現
場
に
お
け
る

IC
T
環
境
整
備

 

・
 

ま
ず

は
保
育

施
設
等

に
お
け
る
I
CT

導
入
状
況
等
に
関
す
る
調
査
研
究
を
速
や
か
に
実
施
す
る
と
と
も

に
施

設
管
理

プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
や
保
活
情
報
連
携
基
盤
と
デ
ー
タ
連
携
が
可
能
な
保
育
IC
Tシ

ス
テ

ム
の

標
準
仕

様
を
検

討
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
、
段
階
的
・
計
画
的
に
整
備
を
進
め
る
。
 

・
 

睡
眠

中
の
事

故
防
止

対
策
に
必
要
な
機
器
（
午
睡
セ
ン
サ
ー
）
や
こ
ど
も
の
見
守
り
に
必
要
な
機
器

（
AI

見
守
り

カ
メ
ラ
）
な
ど
、
こ
ど
も
の
安
全
対
策
に
資
す
る
設
備
等
の
導
入
を
、
既
に
実
施
し
て
い

る
設

備
に
お

け
る
性

被
害
防
止
対
策
の
支
援
と
あ
わ
せ
、
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年

度
中
に
保
育
施
設
等
に
お
け
る
I
CT

端
末
導
入
率

10
0
%を

目
指
し
環
境
整
備
を
進

め
る

必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
保
育
施
設
等
に
お
け
る

IC
T
導
入
状
況
等
に
関
す
る
調
査
研

究
を

速
や
か
に
実
施
す
る
と
と
も
に
施
設
管
理
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
保
活
情
報
連
携
基

盤
と

デ
ー
タ
連
携
が
可
能
な
保
育
IC
Tシ

ス
テ
ム
の
標
準
仕
様
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
結

果
を

踏
ま
え
、
段
階
的
・
計
画
的
に
整
備
を
進
め
る
。
 

ま
た

、
I
CT

導
入
の
目
的
は
利
便
性
の
向
上
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
ど
も
の
生
命
に
関

わ
る

重
大
事
故
が
依
然
と
し
て
発
生
す
る
現
状
に
あ
っ
て
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
活
用

し
、

一
層
安
全
な
保
育
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
睡
眠
中
の
事
故
防
止
対

策
に

必
要
な
機
器
（
午
睡
セ
ン
サ
ー
）
や
こ
ど
も
の
見
守
り
に
必
要
な
機
器
（
A
I見

守
り

カ
メ

ラ
）
な
ど
、
こ
ど
も
の
安
全
対
策
に
資
す
る
設
備
等
の
導
入
を
、
既
に
実
施
し
て
い

る
設

備
に
お
け
る
性
被
害
防
止
対
策
の
支
援
と
あ
わ
せ
、
推
進
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

3
] 
里
帰
り
す
る
妊
産
婦
へ
の
支
援

 

・
 

里
帰

り
を
す

る
妊
産

婦
に
つ
い
て
、
健
診
情
報
や
伴
走
型
相
談
支
援
の
情
報
が
自
治
体
間
で
十
分
に
共

有
で

き
て
お

ら
ず
切

れ
目
の
な
い
支
援
の
提
供
に
支
障
を
来
す
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
関
連
す
る
事
務

手
続

が
煩
雑

と
な
っ

て
い
る
。

  
 

・
 

こ
れ

ら
の
課

題
の
解

決
を
図
る
た
め
、
里
帰
り
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
里
帰
り
に
係

る
情

報
連
携

の
た
め

の
制
度
改
正
を
行
っ
た
。
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
2
02
4
年
度
に
、
情
報
連

携
基

盤
（
PM
H）

を
活
用
し
た
里
帰
り
妊
産
婦
に
係
る
母
子
保
健
情
報
の
自
治
体
間
連
携
シ
ス
テ
ム
を
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整
備

す
る
と

と
も
に
、
希
望
す
る
自
治
体
に
お
い
て
先
行
的

に
運
用

を
開
始

す
る

。
そ

の
上

で
、
20
26

年
度

以
降
の

全
国
展
開
に
向
け
、
20
25
年
度
に
お
い
て
は
実

施
自
治

体
の
拡

大
を

図
る

。
  
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 里

帰
り
を
す
る
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
里
帰
り
先

自
治

体
と
住

民
票
所

在
地
自

治
体

の
間

で

母
子
保
健
情
報
が
ス
ム
ー
ズ
に
共
有
さ
れ
、
切

れ
目

の
な
い

支
援
を

提
供
可

能
と

す
る

と

と
も
に
、
里
帰
り
し
た
場
合
の
煩
雑
な
手
続
を

改
善

す
る
。
 

そ
の
一
環
と
し
て
、

20
2
4年

度
に
、
情
報
連

携
基
盤

（
P
MH

）
を

活
用
し

た
里
帰

り
妊

産

婦
に
係
る
母
子
保
健
情
報
の
自
治
体
間
連
携
シ

ス
テ

ム
を
整

備
す
る

と
と
も

に
、

希
望

す

る
自
治
体
に
お
い
て
先
行
的
に
運
用
を
開
始
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 こ

ど
も
家
庭
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

4
] 
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
策
定
及
び
そ
の
推
進

 

・
 

自
動

運
転
の

社
会
実
装
に
は
、
車
両
の
初
期
導
入
費
用
や
社

会
的
受

容
性
の

向
上

等
様

々
な

課
題
が

あ

る
。
 

・
 

こ
れ

ら
の
課

題
に
対
応
す
る
た
め
、
「
モ
ビ
リ
テ
ィ
ワ
ー
キ

ン
グ
グ

ル
ー
プ

」
に

お
い

て
、

今
後
の

検

討
体

制
・
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
「
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ
20
24

」
※
と
し

て
取

り
ま

と
め
る

と

と
も

に
、
「
AI
時
代
に
お
け
る
自
動
運
転
車
の
社
会
的
ル
ー

ル
の
在

り
方
検

討
サ

ブ
ワ

ー
キ

ン
グ
グ

ル

ー
プ

」
に
お

い
て
、
自
動
走
行
車
両
を
巡
る
交
通
事
故
等
に

関
す
る

社
会
的

ル
ー

ル
の

在
り

方
に
つ

い

て
、

論
点
の

整
理
及
び
目
指
す
べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
取
り

ま
と
め

た
。
 

・
 

今
後

は
、
20
24

年
度
に
全
都
道
府
県
に
お
い
て
自
動
運
転
に

係
る
事

業
性
確

保
に

必
要

な
初

期
投
資

に

係
る

支
援
を

行
う
と
と
も
に
、
空
間
情
報
基
盤
の
構
築
等
、

モ
ビ
リ

テ
ィ
・

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
関
わ

る

施
策

を
進
め

、
こ
れ
を
毎
年
度
確
認
し
、
自
動
運
転
の
社
会

実
装
を

着
実
に

推
進

し
て

い
く

。
 

・
 

※
モ

ビ
リ
テ

ィ
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
20
24
：
20
24

年
６
月
2
1日

デ
ジ
タ

ル
社
会

推
進

会
議

決
定

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 モ

ビ
リ
テ
ィ
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
2
02
4
※
に
基

づ
い
た

、
自
動

運
転
等

新
た
な

デ
ジ

タ
ル

技

術
を
活
用
し
た
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
の
社
会

実
装
 

※
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
20
24
：
20
24

年
６

月
2
1日

デ
ジ
タ

ル
社
会

推
進

会
議

決

定
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

5
] 
サ
イ
バ
ー
ポ
ー
ト
に
よ
る
港
湾
の

D
X

 

・
 

港
湾

で
は
、

こ
れ
ま

で
も
手
続
の
電
子
化
等
に
向
け
た
取
組
は
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
も
紙
、
電

話
、

メ
ー
ル

等
で
行

わ
れ
て
い
る
手
続
や
紙
の
書
類
が
残
っ
て
い
る
。
 

・
 

サ
イ

バ
ー
ポ

ー
ト
は

、
港
湾
を
取
り
巻
く
全
て
の
情
報
を
電
子
化
し
、
相
互
に
デ
ー
タ
連
携
す
る
こ
と

で
、

世
界
最

高
水
準

の
生
産
性
を
有
す
る
港
湾
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ

り
、

港
湾
物

流
分
野

は
2
02
1
年
度
か
ら
、
港
湾
管
理
分
野
と
港
湾
イ
ン
フ
ラ
分
野
は

20
2
3年

度
か
ら
運

用
を

開
始
し

て
い
る

。
 

・
 

2
02
4
年

度
は

、
港
湾
物
流
分
野
で
は
利
用
者
の
利
便
性
向
上
に
資
す
る
商
流
・
金
流
分
野
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ

ー
ム
と

の
連
携

拡
充
等
、
港
湾
管
理
分
野
で
は
シ
ス
テ
ム
の
機
能
改
善
及
び
港
湾
に
関
す
る
一
般

統
計

調
査
を

オ
ン
ラ

イ
ン
で
実
施
す
る
機
能
の
構
築
へ
の
着
手
、
港
湾
イ
ン
フ
ラ
分
野
で
は
地
方
港
湾

以
上

の
全
港

湾
へ
対

象
港
湾
の
拡
大
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 サ

イ
バ
ー
ポ
ー
ト
（
港
湾
物
流
）
へ
接
続
可
能
な
港
湾
関
係
者
数
（

20
2
5年

度
 
約
6
50

者
）
 

サ
イ

バ
ー
ポ
ー
ト
（
港
湾
管
理
分
野
）
を
利
用
す
る
港
湾
管
理
者
数
（
2
02
8
年
度

 
13
4

者
）
 

イ
ン

フ
ラ
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
サ
イ
バ
ー
ポ
ー
ト
（
港
湾
イ
ン
フ
ラ
分
野
）
に
て
円

滑
な

デ
ー
タ
共
有
を
可
能
と
す
る
港
湾
（

20
24

年
度
 1
0
0％

）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

6
] 

i-
C

o
n

s
tr

u
c
ti

o
n
の
推
進
に
資
す
る
国
土
交
通
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
整
備

 

・
 

国
土

交
通
分

野
の
多

種
多
様
な
産
学
官
の
デ
ー
タ
を

AP
I
で
連
携
し
、
３
次
元
地
図
上
で
表
示
す
る
と

と
も

に
、
横

断
的
に

検
索
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
に
す
る
「
国
土
交
通
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」

に
つ

い
て
、

20
2
0年

４
月
に

ve
r
1.
0
を
公
開
し
た
。
そ
の
後
も
各
種
デ
ー
タ
の
連
携
・
更
新
、
検
索
性

の
高

度
化
や

デ
ー
タ

閲
覧
が
容
易
に
な
る
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
へ
の
改
良
を
実
施
し
、
20
23

年
９

月
に
は

利
用
者

向
け
AP
Iの

提
供
を
開
始
し
た
。
 

・
 

2
02
4
年

度
に

お
い
て
は
、
カ
タ
ロ
グ
機
能
の
強
化
、
提
供
機
能
の
強
化
、
検
索
機
能
の
強
化
に
よ
り
連

携
基

盤
の
高

度
化
を

図
る
。
 

・
 

こ
れ

に
よ
り

、
i
-C
o
ns
t
ru
c
ti
o
nの

さ
ら
な
る
推
進
や
業
務
の
効
率
化
や
施
策
の
高
度
化
、
産
学
官
連

携
に

よ
る
イ

ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
目
指
す
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 国

土
交
通
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
連
携
す
る
デ
ー
タ
数
 

（
20
20

年
度
約
2
2万

件
、
20
25

年
度
約
1
50

万
件
、
2
02
7
年
度
約

30
0
万
件
）
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国
土
交
通
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
連
携

す
る

デ
ー
タ

ベ
ー
ス

数
 

（
20
25

年
度

25
件
、

20
2
7年

度
3
0件

）
 

国
土
交
通
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

AP
Iリ

ク
エ
ス

ト
件
数
 

（
20
25

年
度

10
,
00
0
件
、
20
27

年
度

12
,
00
0
件

）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

7
] 
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

 

・
 

前
回

の
シ
ス

テ
ム
更
改
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
求
人

・
求
職

の
申
込

み
、

求
職

公
開

し
て
い

る

求
職

者
へ
の

求
人
者
か
ら
の
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
等
を
可
能
と

す
る
と

い
っ
た

サ
ー

ビ
ス

の
オ

ン
ラ
イ

ン

化
及

び
支
援

の
充
実
を
図
っ
た
。
 

・
 

こ
れ

ら
の
取

組
に
よ
り
、
以
下
の
目
標
を
実
現
す
る
。
 

・
 

求
職

・
求
人

活
動
一
般
に
つ
い
て
、
自
主
的
な
活
動
を
希
望

す
る
者

が
来
所

を
要

せ
ず

、
オ

ン
ラ
イ

ン

サ
ー

ビ
ス
で

自
主
的
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

・
 

個
々

の
求
職

者
の
状
況
を
踏
ま
え
た
個
別
支
援
や
就
職
後
の

定
着
支

援
を
強

化
し

、
ま

た
、

事
業
所

の

実
態

把
握
を

踏
ま
え
た
求
人
充
足
支
援
を
徹
底
す
る
な
ど
、

「
真
に

支
援
が

必
要

な
利

用
者

」
へ
の

支

援
を

充
実
す

る
。
 

・
 

今
後

、
業
務

の
デ
ジ
タ
ル
化
を
一
層
進
め
る
た
め
、
雇
用
保

険
を
中

心
に
業

務
見

直
し

を
行

っ
て
い

く

こ
と

と
し
て

お
り
、
引
き
続
き
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

の
充
実

及
び
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
シ

ス
テ
ム

の

改
善

を
図
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
機
能
の
追
加

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
求
職
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
利
用
率
（
2
02
4
年

度
）

：
3
5％

 

主
担

当
省
庁

：
 厚

生
労
働
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

8
] 
国
際
的
な
商
流
・
物
流
に
係
る
貿
易
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
す
る
取
組

 

・
 

貿
易

プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
（
PF
）
の
利
活
用
促
進
に
向
け
て

、
2
02
4
年

度
「

貿
易

PF
活

用
に

よ
る
貿

易

手
続

デ
ジ
タ

ル
化
推
進
事
業
費
補
助
金
」
を
通
じ
て
、
①
ユ

ー
ザ
ー

と
貿
易

PF
間

、
②

貿
易
PF

間
の

シ

ス
テ

ム
接
続

に
か
か
る
費
用
を
補
助
す
る
こ
と
に
加
え
、
新

た
に
③
貿

易
PF
活
用

に
よ

る
貿

易
手
続

の

デ
ジ

タ
ル
化

、
貿
易
コ
ス
ト
削
減
の
効
果
検
証
に
か
か
る
費

用
の
補

助
を
行

う
。

 

・
 

加
え

て
、
20
23

年
度
下
半
期
に
開
催
し
た
、
「
貿
易

PF
の
利

活
用
推

進
に
向

け
た

検
討

会
」

の
中
間

報

告
書

に
基
づ

き
、
関
係
府
省
庁
と
と
も
に
、
国
内
に
お
け
る

貿
易
手

続
の
デ

ジ
タ

ル
化

に
向

け
た
ア

ク

シ
ョ

ン
プ
ラ

ン
を
作

成
し
各
府
省
庁
が
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
時
間
軸
と
と
も
に
明
確
化
す
る
た
め
の

検
討

を
行
う

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
8
年

度
ま
で
に
、
貿
易
PF

を
通
じ
て
デ
ー
タ
の
利
活
用
が
で
き
る
形
で
電
子
化
さ
れ
た

貿
易

取
引
の
割
合
を

10
％
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-6

9
] 
社
会
教
育
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
促
進

 

・
 

2
02
3
年

度
に

実
施
し
た
「
社
会
教
育
施
設
の
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
調
査
」
結
果
か
ら
、

社
会

教
育
施

設
（
公

民
館
）
に
お
い
て
は
、
来
館
者
が
利
用
で
き
る

Wi
-
Fi
設
備
の
整
備
や
情
報
発
信

の
た

め
の
デ

ジ
タ
ル

ツ
ー
ル
の
活
用
が
課
題
で
あ
る
。
 

・
 

地
方

公
共
団

体
に
対

す
る
相
談
対
応
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
、
情
報
提
供
等
を
行
う
事
務
局
を
設
置

し
、

デ
ジ
タ

ル
の
効

果
的
な
活
用
に
取
り
組
む
自
治
体
の
伴
走
支
援
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 公

民
館
に
来
館
者
が
利
用
で
き
る
Wi

-F
i
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
自
治
体
の
割
合

（
20
26

年
度
末
5
0%

以
上
）
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-7

0
] 
研
究
デ
ー
タ
の
活
用
・
流
通
・
管
理
を
促
進
す
る
次
世
代
学
術
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

（
S

IN
E

T
）

 

・
 

S
IN
E
Tは

日
本
全

国
の
国
公
私
立
大
学
や
研
究
機
関
等
の
1,
00
0
機
関
以
上
を
超
高
速
回
線
で
結
ぶ
学
術

情
報

基
盤
で

あ
り
、

海
外
学
術
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
も
相
互
接
続
さ
れ
、
国
際
的
な
大
型
共
同
研
究
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
等

も
支
え

る
最
重
要
イ
ン
フ
ラ
。
 

・
 

2
02
2
年

度
に

国
内
回
線
を
40
0G
b
ps

、
20
24

年
度
に
欧
州
回
線
を

40
0
Gb
p
sに

増
強
し
、
世
界
最
高
水
準

の
性

能
を
確

保
。
ま

た
、
オ
ー
プ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
推
進
の
た
め
の
研
究
デ
ー
タ
基
盤
を
2
02
0
年
度
末
に

運
用

開
始
。
 

・
 

利
用

ニ
ー
ズ

に
基
づ

き
2
02
7
年
度
ま
で
に
、

SI
N
ET

回
線
の
増
強
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
充
実
等
を

検
討

す
る
と

と
も
に

、
オ
ー
プ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
推
進
の
た
め
の
研
究
デ
ー
タ
基
盤
の
運
用
を
着
実
に
進

め
、

我
が
国

の
学
術

研
究
の
推
進
に
貢
献
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 欧

州
回
線
の
回
線
稼
働
率
：

99
% 

セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
対
策
（
自
動

DD
o
S緩

和
機
能
）
：
参
加
機
関
数
 
10
/
年
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主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-7

1
] 
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ
ス
の
定
着

/
企
業
間
決
済
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

 

・
 

請
求

分
野
に

つ
い
て
は
、
国
内
外
の
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ

バ
イ
ダ

ー
が
Pe
pp
o
l（

JP
 
PI
N
T）

に
対

応
し

た
サ
ー

ビ
ス
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
展
開
し
て
い
る
。
国
内

取
引
の

み
な
ら

ず
、

ク
ロ

ス
ボ

ー
ダ
ー

取

引
に

お
い
て

も
P
ep
p
ol
 
e-
i
nv
o
ic
e
が
デ
フ
ァ
ク
ト
ス
タ
ン

ダ
ー
ド

と
な
る

よ
う

、
引

き
続

き
、
必

要

な
取

組
を
行

う
。
 

・
 

手
形

・
小
切

手
の
電
子
化
な
ど
を
通
じ
、
企
業
間
決
済
の
デ

ジ
タ
ル

化
の
着

実
な

進
展

を
図

り
つ
つ

、

請
求

分
野
と

の
デ
ー
タ
連
携
や
D
I-
Z
ED
I
を
含
む
全
銀
ED
I・

金
融
GI
Fの

利
活
用

を
通

じ
た

企
業
間

取

引
の

デ
ジ
タ

ル
完
結
と
デ
ー
タ
相
互
運
用
性
の
確
保
を
目
指

し
た
関

係
事
業

者
に

よ
る

取
組

を
引
き

続

き
後

押
し
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 P
ep
p
ol
 
e-
i
nv
o
ic
e
 (
J
P 
P
IN
T
)の

標
準
仕
様

の
管

理
・
運

用
 

企
業
間
取
引
の
デ
ジ
タ
ル
完
結
と
デ
ー
タ
相
互

運
用

性
の
確

保
を
目

指
し
た

関
係

事
業

者

に
よ
る
取
組
の
継
続
的
な
後
押
し
 

手
形
・
小
切
手
の
全
面
電
子
化
に
向
け
た
フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ
プ

（
2
02
1
年

７
月

、
「

手
形

・

小
切
手
機
能
の
『
全
面
的
な
電
子
化
』
に
関
す

る
検

討
会
」

（
事
務

局
：
一

般
社

団
法

人
 

全
国
銀
行
協
会
）
が
策
定
し
た
自
主
行
動
計
画

（
20
24

年
３

月
改
定

）
を
踏

ま
え

、
20
2
6

年
度
末
ま
で
に
電
子
交
換
所
に
お
け
る
手
形
・

小
切

手
の
交

換
枚
数

を
ゼ
ロ

に
す

る
こ

と

を
目
指
す
。
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.2
-7

2
] 
デ
ー
タ
ス
ペ
ー
ス
の
構
築

 

・
 

国
際

的
な
デ

ー
タ
連
携
が
進
む
中
、
欧
州
等
の
動
向
も
注
視

し
つ
つ

デ
ー
タ

ス
ペ

ー
ス

構
築

に
向
け

て

取
り

組
む
。
 

・
 

2
02
2
～
2
3年

度
の
「
企
業
間
取
引
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
検
討
会
」

を
ふ
ま

え
、
蓄

電
池

や
鉄

鋼
の

サ
プ
ラ

イ

チ
ェ

ー
ン
等

の
産
業
の
現
場
で
実
証
を
行
い
な
が
ら
、
I
PA

と
も

連
携
し

つ
つ
海

外
と

の
相

互
運
用

性

を
確

保
で
き

る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
を
構
築
し
、
我
が
国
独
自

の
デ
ー

タ
ス
ペ

ー
ス

エ
コ

ノ
ミ

ー
を
実

現

す
る

。
 

・
 

代
表

的
な
業

界
に
お
け
る
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
の
継
続
的
な
創
出

や
、
ア

ー
キ
テ

ク
チ

ャ
に

基
づ

く
シ
ス

テ

ム
の

導
入
・

利
用
の
促
進
、
公
益
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
運

営
事
業

者
の

認
定

制
度

な
ど
、

デ

ー
タ

利
活
用

を
促
進
す
る
施
策
に
も
活
用
し
な
が
ら
、
企
業

や
業
界

、
国
境

を
ま

た
い

だ
我

が
国
の

デ

ー
タ

連
携
に

関
す
る

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
で
あ
る
ウ
ラ
ノ
ス
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
や
分
野
間
デ
ー
タ
連
携
基

盤
の

構
築
を

推
進
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ア

ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
設
計
と
デ
ジ
タ
ル
基
盤
に
関
す
る
新
規
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始

し
た

領
域
数
：
５
以
上
 

国
で

普
及
を
進
め
る
標
準
的
な
デ
ー
タ
連
携
ツ
ー
ル
等
を
実
装
し
て
い
る
領
域
数
：
３
以

上
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
、
経
済
産
業
省
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 ３
．

デ
ジ
タ

ル
化
に

よ
る

地
域

の
活

性
化

 

 
○

[N
o

.3
-1

] 
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
の
実
現

 

・
 

「
デ

ジ
タ
ル

田
園
都
市
国
家
構
想
総
合
戦
略
（
2
02
3
改
訂
版

）
」
（

20
2
3年

12
月

26
日

閣
議

決
定
。

）

に
基

づ
き
施

策
を
着
実
に
実
行
し
、
地
方
の
社
会
課
題
解
決

や
魅
力

向
上
の

取
組

の
加

速
化

・
深
化

を

図
る

と
と
も

に
、
デ
ジ
タ
ル
実
装
の
基
礎
条
件
整
備
を
推
進

す
る
た

め
の
取

組
に

重
点

的
に

取
り
組

み

つ
つ

、
実
施

事
業
や
執
行
状
況
に
係
る
調
査
に
よ
り
明
ら
か

と
な
っ

た
課
題

等
は

今
後

の
制

度
設
計

等

に
反

映
す
る

。
 

・
 

ま
た

、
サ
ー

ビ
ス
や
シ
ス
テ
ム
の
「
作
る
」
か
ら
「
使
う
」

へ
の
転

換
を
図

る
た

め
、

デ
ジ

タ
ル
実

装

の
優

良
事
例

を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ス
テ
ム
を
カ
タ
ロ
グ

に
ま
と

め
、
調

達
に

資
す

る
モ

デ
ル
仕

様

書
を

公
表
す

る
な
ど
に
よ
り
、
自
治
体
に
お
い
て
「
作
る
」

こ
と
の

負
担
を

軽
減

し
、

シ
ス

テ
ム
の

普

及
や

実
装
と

い
っ
た
「
使
う
」
こ
と
に
注
力
で
き
る
よ
う
支

援
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 カ

タ
ロ
グ
掲
載
の
サ
ー
ビ
ス

/シ
ス
テ
ム
数

：
2
00

件
（

20
2
5年

度
末
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-2

] 
デ
ジ
タ
ル
実
装
を
支
え
る
優
良
事
例
の
カ
タ
ロ
グ
の
改
定
及
び
横
展
開
の
加
速
化
等

  

・
 

デ
ジ

タ
ル
化

横
展
開
推
進
協
議
会
と
の
連
携
を
含
め
、
民
間

企
業
の

意
見
を

聴
取

し
た

上
で

カ
タ
ロ

グ

の
改

定
に
反

映
し
、
導
入
・
普
及
を
支
援
す
る
環
境
を
整
備

す
る
。

ま
た
、

新
規

性
の

高
い

マ
イ
ナ

ン

バ
ー

カ
ー
ド

の
用
途
開
拓
に
資
す
る
取
組
や
高
度
に
AI
を
活

用
し
た

取
組
に

つ
い

て
先

行
事

例
を
創

出

す
る

。
加
え

て
、
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
と
の
連

携
を
図

り
、
自

治
体

の
デ

ジ
タ

ル
サ
ー

ビ

ス
導

入
の
更

な
る
迅
速
化
・
円
滑
化
を
図
る
。
 

・
 

さ
ら

に
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
窓
口
業
務
の
効
率
化
を

実
現
す

る
「
書

か
な

い
ワ

ン
ス

ト
ッ
プ

窓

口
」

の
横
展

開
を
推
進
す
る
た
め
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド

上
で
の

「
窓
口

DX
S
aa
S
」

の
提

供
や
「

窓

口
BP
Rア

ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
派
遣
等
を
通
じ
て
、
窓
口
改
革

の
根
幹

で
あ
る

バ
ッ

ク
ヤ

ー
ド

改
革
や

推

進
体

制
づ
く

り
を
含
む
優
良
事
例
の
横
展
開
を
促
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 カ

タ
ロ
グ
の
参
照
数
（
年
間
月
別
掲
載
サ
イ
ト
P
V数

平
均
）

：
8
,0
0
0P
V
（
2
02
5
年

度

末
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-3

] 
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
共
同
利
用
の
促
進

 

・
 

同
一

機
能
を

有
し
た

基
盤
へ
の
重
複
投
資
を
避
け
つ
つ
、
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す
る
よ
う
複
数
サ
ー

ビ
ス

（
分
野

）
間
の

デ
ー
タ
連
携
を
推
進
す
る
た
め
、
既
存
の
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
複
数
団
体
で
の
利

用
を

促
進
す

る
。
国

は
、
各
自
治
体
に
お
け
る
運
用
実
態
の
把
握
等
を
行
い
、
互
運
用
性
の
高
い
仕
様

等
に

つ
い
て

検
討
・

情
報
提
供
を
行
う
な
ど
の
支
援
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
支
援
の
下
、
都
道
府
県
に
お

い
て

は
、
デ

ー
タ
連

携
基
盤
の
共
同
利
用
や
今
後
の
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
活
用
の
方
針
等
に
係
る
ビ
ジ

ョ
ン

を
策
定

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 共

同
利
用
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
数
（
都
道
府
県
ご
と
）
：
4
7件

（
2
02
4
年
度
末
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-4

] 
地
域
幸
福
度
（

W
e

ll
-B

e
in

g
）
指
標
の
更
な
る
推
進

  

・
 

地
域

ご
と
の

課
題
や

特
徴
の
把
握
、
目
指
す
べ
き
地
域
の
在
り
方
を
検
討
す
る
た
め
に
有
用
な
地
域
幸

福
度

（
W
el
l
-b
e
in
g
）
指
標
の
活
用
促
進
を
強
化
す
る
。
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金

T
YP
E
2/
3
等

の
採

択
団
体
を
始
め
と
す
る
意
欲
あ
る
自
治
体
に
お
い
て
、
指
標
を
用
い
た
住
民
の
幸
福

度
の

評
価
・

分
析
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
指
標
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
社
会
的
課
題
を
解
決
す
る
た

め
の

施
策
の

特
定
に

結
び
つ
け
る
作
業
に
つ
い
て
、
ポ
イ
ン
ト
付
与
等
行
動
変
容
計
測
ア
プ
リ
等
の
ツ

ー
ル

提
供
に

よ
り
支

援
す
る
。
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
、
地
域
へ
の
投
資
を
呼
び
込
む
仕
組
み
等
に

つ
な

げ
る
こ

と
に
よ

り
、
域
内
外
の
住
民

を
巻
き
込
ん
だ
ま
ち
づ
く
り
の
取
組
の
活
性
化
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 地

域
幸
福
度
（
W
el
l
-B
e
in
g
）
指
標
の
活
用
自
治
体
数
：
11
6件

（
2
02
5
年
度
末
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-5

] 
地
域
課
題
解
決
の
た
め
の
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
推
進
事
業

 

・
 

総
務

省
に
お

い
て
、

20
1
7年

度
か
ら

20
2
3年

度
に
お
い
て
、
計
4
7件

の
事
業
に
対
し
て
補
助
を
行
い
、

先
進

的
モ
デ

ル
を
構

築
し
た
が
、
現
状
の
構
築
数
で
は
ま
だ
十
分
と
は
言
え
ず
、
全
国
共
通
的
な
地
域

課
題

の
解
決

に
向
け

て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
住
民
の
利
便
性
の
向
上
に
つ
い
て
引
き
続
き

取
り

組
む
必

要
が
あ

る
。
な
お
、
政
府
全
体
と
し
て
は
2
02
3
年
度
時
点
で
73
地
域
に
都
市
OS
整
備
済
で

あ
る

。
 

・
 

「
ス

マ
ー
ト

シ
テ
ィ

官
民
連
携
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
な
ど
の
枠
組
み
を
活
用
し
、
政
府
一
体
と
な
っ

て
、

先
進
的

モ
デ
ル

構
築
の
支
援
を
行
う
。
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・
上

記
の

取
組

に
よ
り
、
人
口
減
少
（
少
子
高
齢
化
）
、
過
疎

化
、
災

害
な
ど

多
く

の
地

域
で

共
通
と

な

っ
て

い
る
課

題
の
解
決
等
に
貢
献
。

具
体

的
な
目

標
：
 総

務
省
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
事
業
に
よ
る
補
助
事

業
数

（
1
2件

/年
）
 

都
市

OS
導
入
地
域
数
（
2
02
5
年
ま
で
に
政
府
全

体
で

10
0
地

域
目

標
）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.3

-6
] 
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
施
策
の
推
進

 

・
A
Iや

Io
T
な

ど
の
未
来
技
術
や
官
民
デ
ー
タ
等
を
地
域
づ
く

り
・
ま

ち
づ
く

り
に

取
り

入
れ

、
住
民

目

線
で

、
都
市

・
地
域
課
題
の
解
決
を
図
り
、
新
し
い
価
値
を

創
出
す

る
ス
マ

ー
ト

シ
テ

ィ
を

実
装
す

る

取
組

を
推
進

す
る
。

・
2
02
4
 年

３
月
に
作
成
し
た
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
施
策
の
ロ
ー

ド
マ
ッ

プ
に
基

づ
い

た
取

組
を

進
め
、

ス

マ
ー

ト
シ
テ

ィ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（
ホ
ワ
イ

ト
ペ
ー

パ
ー
）

や
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ
ガ

イ

ド
ブ

ッ
ク
等

の
充
実
も
図
る
。
ま
た
、
関
係
府
省
連
携
の
下

、
合
同

審
査
会

を
実

施
し

、
ス

マ
ー
ト

シ

テ
ィ

関
連
事

業
を
選
定
す
る
ほ
か
、
官
民
連
携
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム

の
枠
組

み
も

活
用

し
、

人
材
・

拠

点
・

取
組
の

連
携
等
の
先
行
事
例
の
横
展
開
を
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
実
装
に
取
り
組
む
地
方
公
共
団
体
数

（
20
27

年
度

ま
で
に

1,
5
00

団
体

）
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.3

-7
] 
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
等
に
お
け
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
運
用
に
関
す
る
助
言
及
び
利
活
用
の
促
進

 

・
ス

ー
パ

ー
シ

テ
ィ
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構

想
の
先

導
役
と

し
て

、
規

制
・

制
度
改

革

や
デ

ー
タ
連

携
基
盤
を
活
用
し
た
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
等
の
実

装
に
向

け
て
、

取
組

を
よ

り
一

層
加
速

化

し
、

そ
の
成

果
を
横
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
こ

れ
を

受
け

、
2
02
4
年
度
か
ら
、
伴
走
型
支
援
に
よ
り
ス
ー

パ
ー
シ

テ
ィ
の

デ
ー

タ
連

携
基

盤
に
提

供

さ
れ

る
デ
ー

タ
の
拡
充
や
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
先
端
的
サ
ー

ビ
ス
の

具
体
化

等
に

向
け

た
検

討
を
順

次

進
め

る
と
と

も
に
、
デ
ー
タ
連
携
基
盤
を
活
用
し
た
取
組
が

一
層
安

全
か
つ

円
滑

に
進

め
ら

れ
る
よ

う
、

相
互
運

用
性
の
確
保
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
等
の

観
点
か

ら
、

引
き

続
き

取
組
を

進

め
る

。

・
ま

た
、

こ
れ

ら
の
取
組
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
つ
い
て

、
関
係

府
省
庁

連
携

の
下

、
他

の
ス
マ

ー

ト
シ

テ
ィ
へ

の
情
報
提
供
等
を
通
じ
て
早
期
の
横
展
開
を
図

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 ス

ー
パ
ー
シ
テ
ィ
に
お
け
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
を
活
用
し
た
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
早
期
実

装
（

デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
利
活
用
に
よ
る
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
実
装
等
の
推
進
に
関
す
る
調

査
検

討
業
務
等
の
継
続
実
施
）
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.3

-8
] 
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
郵
便
局
に
よ
る
地
域
連
携

 

・
郵

便
局

や
自

治
体
等

の
地
域
の
公
的
基
盤
が
連
携
し
、
全
国
約
2
4,
0
00

局
の
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

デ
ジ

タ
ル
技

術
を
活

用
し
た
地
域
課
題
解
決
の
取
組
は
有
用
で
あ
る
が
、
実
施
地
域
は
一
部
に
と
ど
ま

る
。

・
2
02
4
年

度
は

、
自
治
体
の
郵
便
局
型
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
利
用
端
末
設
置
に
対
す
る
財
政
措
置
に
加

え
、

郵
便
局

で
の
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
や
郵
便
車
両
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
水
道
検
針
等
、
郵
便
局
と
地

域
の

公
的
基

盤
が
連

携
し
た
課
題
解
決
の
た
め
の
実
証
事
業
を
行
い
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
全
国
展
開
を

推
進

す
る
。

ま
た
、

郵
便
局
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
窓
口
等
と
し
て
の
活
用
促
進
や
、
一
部
地
域
で
実
装
済

の
ス

マ
ー
ト

ス
ピ
ー

カ
ー
等
を
活
用
し
た
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
な
ど
郵
便
局
を
活
用
し
た
地
域
課
題
解
決

モ
デ

ル
の
普

及
展
開

を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
拠

点
の

集
約
化

・
サ
ー

ビ
ス
の
一
元
化
を
進
め
、
地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ブ
と
し
て
の
郵
便
局
を
通

じ
た

地
域
連

携
に
よ

り
、
自
治
体
等
の
業
務
効
率
化
と
国
民
の
利
便
性
向
上
に
貢
献
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 「

郵
便
局
等
の
公
的
地
域
基
盤
連
携
推
進
事
業
」
（

20
2
4年

度
当
初
予
算
）
に
お
け
る
実

証
件

数
 

郵
便

局
と
地
方
公
共
団
体
等
の
地
域
の
公
的
基
盤
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
課
題
解
決
の
推

進
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.3

-9
] 
観
光

D
X
の
推
進

 

・
観

光
地

・
観

光
産
業

は
、
低
い
生
産
性
・
低
い
収
益
性
・
低
い
賃
金
水
準
か
つ
人
手
不
足
等
の
課
題
か

ら
脱

却
し
、

観
光
DX

の
推
進
に
よ
る
地
域
活
性
化
・
持
続
可
能
な
経
済
社
会
を
実
現
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。

・
こ

れ
ら

の
課

題
解
決

に
向
け
て
、
20
21
年
度
か
ら
先
進
モ
デ
ル
の
構
築
に
向
け
た
実
証
事
業
を
行
う
と

と
も

に
、
20
22

年
度

は
有
識
者
に
よ
る
検
討
会
を
設
置
し
、
課
題
と
解
決
の
方
向
性
等
を
取
り
ま
と
め

た
。
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・
 

2
02
4
年

度
は

、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
強
化
に
よ
る
稼
げ
る
観
光

地
の
創

出
や
デ

ー
タ

活
用

に
向

け
た
研

修
、

旅
行
者

の
体
験
価
値
を
抜
本
的
に
向
上
さ
せ
る
先
進
的

な
観
光

地
の
創

出
、

標
準

仕
様

の
策
定

等

を
通

じ
て
、

全
国
の
観
光
地
・
観
光
産
業
の
観
光
DX

を
強
力

に
推
進

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 観

光
地
経
営
の
高
度
化
を
図
る
た
め
、
旅
行
者

の
来

訪
状
況

、
属
性

、
消
費

額
等

の
デ

ー

タ
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た

 D
X
 戦

略
を
有
す

る
観

光
地
域

づ
く
り

法
人
（

DM
O
）

（
20
27

年
度
末
：
90

法
人
）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

0
] 
革
新
的
情
報
通
信
技
術
（

B
e

y
o

n
d

 5
G
（

6
G
）
）
基
金
事
業

 

・
 

2
03
0
年

代
の

導
入
が
見
込
ま
れ
る
次
世
代
情
報
通
信
イ
ン
フ

ラ
B
ey
o
nd
 
5G

（
6G
）

に
つ

い
て
、

国
際

的
な

開
発
競

争
の
激
化
等
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
国
際
競
争

力
の
強

化
や
経

済
安

全
保

障
の

確
保
の

観

点
か

ら
対
応

が
急
務
。
 

・
 

2
02
2
年

６
月

に
情
報
通
信
審
議
会
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「

Be
y
on
d
 5
G
 に

向
け

た
情

報
通

信
技
術

戦

略
の

在
り
方

」
中
間
答
申
等
に
基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法

人
情
報

通
信
研

究
機

構
（
N
IC
T
）

に
造

成

し
た

情
報
通

信
研
究
開
発
基
金
を
活
用
し
、
我
が
国
が
強
み

を
有
す

る
技
術

分
野

を
中

心
と

し
て
、

社

会
実

装
・
海

外
展
開
を
目
指
し
た
研
究
開
発
・
国
際
標
準
化

を
戦
略

的
に
支

援
す

る
。
 

・
 

我
が

国
発
の

技
術
を
確
立
し
、
社
会
実
装
・
海
外
展
開
を
実

現
す
る

と
と
も

に
、

超
高

速
・

超
低
遅

延
・

省
電
力

や
通
信
カ
バ
レ
ッ
ジ
拡
張
等
を
可
能
と
す
る
次

世
代
の

通
信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

実
現
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
03
0
年
代
の
導
入
が
見
込
ま
れ
る
次
世
代
情

報
通
信

イ
ン
フ

ラ
B
ey
o
nd
 
5G

（
6G

）
の
早

期
実
現
に
向
け
、
オ
ー
ル
光
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等

の
技

術
に
係

る
研
究

開
発
を

戦
略

的
に

推

進
。
 

情
報
通
信
審
議
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
2
02
4
年

夏
頃

を
目
途

に
、
具

体
的

な
戦

略
・
行
動
計
画
を
策
定
す
る
と
共
に
、
2
02
5
年

以
降

順
次
の

社
会
実

装
を
目

指
す

。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

1
] 
光
フ
ァ
イ
バ
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
・

Io
T
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
推
進

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
田

園
都
市
国
家
イ
ン
フ
ラ
整
備
計
画
（
20
23

年
４

月
改
訂

）
等
に

基
づ

き
、

以
下

の
と
お

り

取
り

組
む
。
 

・
 

＜
光

フ
ァ
イ

バ
整
備

＞
政
策
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
引
き
続
き
条
件
不
利
地
域
に
お
け
る
光
フ
ァ
イ

バ
整

備
を
推

進
。
公

設
光
フ
ァ
イ
バ
の
民
設
移
行
に
つ
い
て
、
2
02
4
年
度
中
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
訂

し
、

早
期
か

つ
円
滑

に
推
進
。
 

・
 

＜
ワ

イ
ヤ
レ

ス
・
Io
Tイ

ン
フ
ラ
整
備
＞
政
策
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
引
き
続
き
条
件
不
利
地
域
に

お
け

る
5
Gイ

ン
フ
ラ

の
整
備
を
推
進
。
「

5G
な
ら
で
は
」
の
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
に
向
け
た
整
備
目

標
の

新
規
設

定
を
検

討
中
。
夏
頃
を
目
途
に
取
り
ま
と
め
を
行
い
、
今
後
新
た
な
整
備
目
標

も
踏
ま
え

イ
ン

フ
ラ
整

備
を
推

進
。
非
常
時
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
事
業
者
間
ロ
ー
ミ
ン
グ
を

20
2
5年

度
内
に
実

現
。

デ
ジ
タ

ル
基
盤

整
備
と
先
進
的
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
実
装
を
一
体
的
に
推
進
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ＜

光
フ
ァ
イ
バ
整
備
＞
2
02
7
年
度
末
世
帯
カ
バ
ー
率

99
.
9%

（
未
整
備
５
万
世
帯
）
 

＜
ワ

イ
ヤ
レ
ス
・
Io
Tイ

ン
フ
ラ
整
備
＞

20
25

年
度
末
の
5G

人
口
カ
バ
ー
率
目
標

97
%の

達

成
、

デ
ジ
タ
ル
活
用
の
好
事
例
を
20
25
年
度
末
ま
で
に
1
00

件
創
出
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

2
] 
電
波
有
効
利
用
の
た
め
の
高
周
波
数
帯
に
お
け
る
条
件
付
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
導
入

 

・
 

電
波

の
有
効

利
用
を

図
る
た
め
、
5G

向
け
の
高
い
周
波
数
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
導
入
及
び

さ
ら

な
る
5G

用
周
波

数
等
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 

2
02
3
年

１
月

か
ら
「

5G
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
開
催
し
、
新
た
な
割
当
方
式

と
し

て
の
「

条
件
付

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
2
02
3
年
７
月
に
報
告
書

を
取

り
ま
と

め
た
。
 

・
 

高
い

周
波
数

に
お
け

る
条
件
付
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
を
2
02
5
年
度
末
ま
で
に
導
入
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ

る
収

入
も
活

用
し
つ

つ
、
周
波
数
の
移
行
・
再
編
・
共
用
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 5
Gに

不
可
欠
な
周
波
数
確
保
と
そ
の
能
率
的
利
用
の
た
め
に
、
2
02
5
年
度
末
ま
で
に

5G
向

け
高

周
波
数
を
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
割
当
て
る
と
と
も
に
そ
の
収
入
を
既
存
免
許
人
の

移
行

な
ど
電
波
の
有
効
利
用
施
策
に
充
て
る
た
め
の
所
要
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
、
関
連

法
案

を
早
期
に
国
会
に
提
出
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

3
] 
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
分
散
立
地

/
国
際
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
多
ル
ー
ト
化
の
推
進

 

・
 

動
画

ト
ラ
ヒ

ッ
ク
の

急
増
や

AI
化
の
進
展
等
に
伴
い
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
需
要
は
世
界
的
に
増
加
。

地
方

に
お
け

る
デ
ジ

タ
ル
実
装
な
ど
今
後
の
デ
ー
タ
需
要
の
高
ま
り
と
あ
い
ま
っ
て
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ

ー
の

重
要
性

は
今
後

一
層
増
大
。
我
が
国
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
は
、
６
割
程
度
が
東
京
圏
に
集
中
。
国
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際
海

底
ケ
ー

ブ
ル
の
陸
揚
局
は
房
総
半
島
や
志
摩
半
島
に
集

中
。
こ

れ
ら
が

被
災

し
た

場
合

、
我
が

国

全
体

に
重
大

な
影
響
が
生
じ
得
る
。
 

・
 

デ
ジ

タ
ル
田

園
都
市
国
家
イ
ン
フ
ラ
整
備
計
画
に
基
づ
き
、

5G
等
の

新
技
術

に
よ

る
計

算
資

源
へ
の

需

要
増

や
電
力

使
用
量
増
加
へ
の
対
応
を
踏
ま
え
、
デ
ー
タ
セ

ン
タ
ー

の
分
散

立
地

を
支

援
す

る
と
と

も

に
、

我
が
国
の
国
際
的
な
デ
ー
タ
流
通
の
ハ
ブ
と
し
て
の
地

位
を
確

立
し
、

自
律

的
な

デ
ジ

タ
ル
イ

ン

フ
ラ

の
構
築

を
図
る
た
め
、
国
際
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
多
ル
ー

ト
化
を

支
援
。

国
際

海
底

ケ
ー

ブ
ル
や

陸

揚
局

の
安
全

対
策
も
強
化
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
分
散
立
地
（
20
22
年
度

以
降
に

着
工
し

20
2
5年

度
末
ま

で
に

整
備

さ

れ
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
サ
ー
バ
ル
ー
ム
面
積

の
う

ち
東
京

圏
以
外

の
も
の

が
占

め
る

割

合
：

20
2
5年

度
時
点
で
3
3.
3
％
）
 

国
際
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
多
ル
ー
ト
化
（
2
02
4
年

度
以

降
に
新

規
で
房

総
半
島

・
志

摩
半

島

以
外
に
陸
揚
げ
さ
れ
る
国
際
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の

数
：

20
2
8年

度
時
点

で
１
本

）
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
、
経
済
産
業
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

4
] 
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進

 

・
 

民
間

で
は
コ

ロ
ナ
禍
を
経
て
普
及
が
進
ん
だ
が
、
導
入
効
果

の
周
知

や
導
入

し
に

く
い

業
態

に
対
す

る

支
援

不
足
等

が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
都
市
部
は
減
少
局
面

で
あ
る

他
、
地

方
部

は
ま

だ
低

水
準
。
 

・
 

周
知

等
に
よ

り
普
及
定
着
を
図
る
他
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用

す
る
こ

と
に
よ

る
「

転
職

な
き

移
住
」

を

実
現

し
、
地

方
へ
の
新
た
な
人
の
流
れ
を
創
出
す
る
。
 

・
 

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
対
策
の
考
え
方
や
対
策
例
を
示
し
た
「
テ
レ

ワ
ー
ク

セ
キ
ュ

リ
テ

ィ
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

」

等
を

策
定
・

更
新
す
る
と
と
も
に
、
周
知
啓
発
等
を
実
施
す

る
。
 

・
 

国
家

公
務
員

に
つ
い
て
は
「
国
家
公
務
員
テ
レ
ワ
ー
ク
・
ロ

ー
ド
マ

ッ
プ
」

等
に

基
づ

き
環

境
整
備

を

進
め

、
引
き

続
き
テ
レ
ワ
ー
ク
の
定
着
を
図
る
。
当
該
ロ
ー

ド
マ
ッ

プ
に
基

づ
く

実
態

調
査

等
は
、

そ

の
実

施
が
著

し
く
困
難
と
な
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
等
に

お
い
て

、
そ
の

技
術

的
課

題
及

び
解
決

策

の
検

討
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ＜

民
間
の
テ
レ
ワ
ー
ク
＞
20
25

年
度
に
は
、
テ

レ
ワ

ー
ク
導

入
企
業

の
割
合

に
つ

い
て

、

南
関
東
・
近
畿
・
東
海
を
除
く
地
域
で
は
、

20
2
1年

度
の
35
.4
%
か

ら
10

ポ
イ
ン

ト
の

引

き
上
げ
と
な
る
4
5.
4
％
を
目
指
す
。
ま
た
、

南
関
東

・
近
畿

・
東
海

地
域
に

お
い

て
は

2
02
1
年
度
の

60
.
2％

を
維
持
し
、
こ
れ
ら
に
よ

り
全

国
で
は

55
.
2％

を
目
指

す
。

テ
レ

ワ

ー
ク
制
度
等
に
基
づ
く
雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー

の
割

合
に
つ

い
て
は

、
2
5.
0
％
を

目
指

す
。
ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
済
み
企
業
に
お

け
る

「
テ
レ

ワ
ー
ク

セ
キ
ュ

リ
テ

ィ
ガ

イ

ド
ラ
イ
ン
」
の
認
知
状
況
を

50
%
以
上
に
す
る

こ
と

を
目
指

す
。
 

＜
国

家
公
務
員
の
テ
レ
ワ
ー
ク
＞
20
25
年
度
ま
で
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
こ
と

で
、

「
新
し
い
日
常
」
に
対
応
し
、
い
か
な
る
環
境
下
に
お
い
て
も
必
要
な
公
務
サ
ー
ビ

ス
を

提
供
で
き
る
体
制
を
整
備
。
非
常
時
に
お
け
る
事
業
継
続
性
の
確
保
、
職
員
の
ワ
ー

ク
ラ

イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
応
じ
た
多
様
な
働
き
方
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
効
果
的
な
テ
レ

ワ
ー

ク
を
推
進
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

5
] 
自
動
運
転
の
審
査
に
必
要
な
手
続
の
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
の
取
り
ま

と
め

 

・
 

自
動

運
転
レ

ベ
ル
４

の
事
業
化
加
速
に
向
け
、
道
路
交
通
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
走
行
に

係
る

審
査
に

必
要
な

手
続
の
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保
し
、
自
動
運
転
事
業
へ
の
新
規
参
入
の
促
進
や

拡
大

等
を
通

じ
て
、

社
会
的
受
容
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
審
査
内
容
や
手
続
等
の
明
確
化
や
、
国
土

交
通

本
省
及

び
警
察

庁
の
主
導
に
よ
る
審
査
の
効
率
化
・
迅
速
化
（
過
去
の
審
査
事
例
や
デ
ジ
タ
ル
技

術
の

活
用
の

徹
底
に

よ
る
審
査
期
間
の
短
縮
）
、
各
都
道
府
県
に
設
置
す
る
「
レ
ベ
ル
４
モ
ビ
リ
テ

ィ
・

地
域
コ

ミ
ッ
テ

ィ
」
等
に
よ
る
伴
走
型
の
支
援
等
の
取
組
を
、
関
係
府
省
庁
が
連
携
し
て
2
02
4
年

６
月

に
文
書

と
し
て

取
り
ま
と
め
、
そ
の
文
書
の
普
及

を
図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
く
取
組
を
実

行
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 自

動
運
転
事
業
へ
の
新
規
参
入
の
促
進
等
に
よ
る
各
地
域
に
お
け
る
自
動
運
転
事
業
の
拡

大
、

社
会
的
受
容
性
の
向
上
や
事
業
化
促
進
 

主
担

当
省
庁

：
 警

察
庁
、
国
土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

6
] 
ド
ロ
ー
ン
利
活
用
の
推
進

 

・
 

2
02
4
年

４
月

の
「
小
型
無
人
機
に
係
る
環
境
整
備
に
向
け
た
官
民
協
議
会
」
の
議
論
を
踏
ま
え
、
ド
ロ

ー
ン

の
社
会

実
装
を

一
層
推
進
す
る
。
 

・
 

2
02
3
年
1
2月

の
レ
ベ

ル
3
.5

飛
行
制
度
の
新
設
や
20
24

年
１
月
の
能
登
半
島
地
震
を
踏
ま
え
、
ド
ロ
ー

ン
物

流
事
業

化
の
拡

大
や
災
害
時
の
ド
ロ
ー
ン
活
用
促
進
を
は
じ
め
、
様
々
な
分
野
で
の
レ
ベ
ル

3
.5

、
レ

ベ
ル
４

飛
行
等
の
活
用
を
含
む
ド
ロ
ー
ン
の
利
活
用
拡
大
に
向
け
た
支
援
等
を
行
う
。
 

・
 

2
02
4
年

度
内

に
許
可
・
承
認
手
続
の

DX
化
（
シ
ス
テ
ム
の
大
幅
改
修
）
等
を
実
施
し
、
手
続
期
間
の
大

幅
な

短
縮
を

目
指
す

と
と
も
に
、
型
式
認
証
に
係
る
審
査
方
法
の
周
知
や
規
定
の
英
語
版
作
成

等
に
よ

り
認

証
取
得

機
を
増

加
さ
せ
、
許
可
・
承
認
手
続
を
不
要
化
す
る
。
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・
 

2
02
3
年
1
2月

に
設
置
し
た
「
無
人
航
空
機
の
事
業
化
に
向
け

た
ア
ド

バ
イ
ザ

リ
ー

ボ
ー

ド
」

の
意
見

等

を
踏

ま
え
、

制
度
の
見
直
し
を
継
続
的
に
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 「

デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
全
国
総
合
整
備
計

画
」

に
基
づ

く
ド
ロ

ー
ン
航

路
（

20
33

年

度
に
、
全
国
の
河
川
上
空
で
１
万
km

、
送
電

網
上
空

で
４
万

km
を
整

備
）
を

は
じ

め
と

し

て
、
平
時
及
び
災
害
時
（
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
）

の
ド

ロ
ー
ン

活
用
を

着
実
に

推
進

 

2
02
4
年
度
内
に
航
空
法
に
基
づ
く
無
人
航
空

機
の
飛

行
許
可

・
承
認

手
続
期

間
に

つ
い

て
、
１
日
を
目
指
す
。
 

型
式
認
証
の
取
得
を
促
進
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

7
] 
次
世
代
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
開
発
・
改
良
・
実
用
化

 

・
 

高
齢

化
等
に

よ
る
担
い
手
不
足
が
深
刻
化
す
る
中
、
我
が
国

の
農
業

の
成
長

産
業

化
に

向
け

て
は
、

ロ

ボ
ッ

ト
技
術

や
A
I、

Io
T
等
の
先
端
技
術
を
活
用
し
た
「
ス

マ
ー
ト

農
業
」

の
実

現
に

よ
り

、
生
産

性

向
上

や
労
働

力
不
足
の
解
消
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

人
口

減
少
下

に
お
い
て
も
生
産
力
を
維
持
で
き
る
生
産
性
の

高
い
農

業
を
実

現
す

る
た

め
、

生
産
現

場

に
お

け
る
技

術
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
生
産
性
の
飛
躍
的

向
上
に

資
す
る

ス
マ

ー
ト

農
業

技
術
の

開

発
・

改
良
・

実
用
化
を
推
進
。
 

・
 

こ
れ

に
よ
り

、
ス
マ
ー
ト
農
業
が
広
く
定
着
し
、
ほ
ぼ
全
て

の
農
業

の
担
い

手
が

デ
ー

タ
を

活
用
し

た

農
業

を
実
践

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 生

産
性
の
飛
躍
的
向
上
に
資
す
る
ス
マ
ー
ト
農

業
の

技
術
開

発
・
改

良
・
栽

培
体

系
へ

の

転
換
に
つ
い
て
、
実
用
化
が
有
望
な
技
術
を
８

以
上

開
発
（

20
2
6年

度
ま
で

）
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

8
] 

D
X
推
進
に
よ
る
水
産
資
源
管
理
の
業
務
の
効
率
化

 

・
 

改
正

漁
業
法

に
よ
り
、
漁
業
者
は
大
臣
許
可
漁
業
だ
け
で
な

く
、
知

事
許
可

及
び

漁
業

権
漁

業
に
つ

い

て
も

漁
獲
報

告
・
操
業
状
況
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
、
漁
業

現
場
の

報
告
負

担
が

増
え

て
い

る
現
状

に

あ
る

。
 

・
 

現
場

の
漁
獲

報
告
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
報
告
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
。
特
に
操

業
状

況
に
つ

い
て
は

、
2
02
7
年
度
ま
で
に

AI
等
の
技
術
を
利
用
し
て
自
動
的
に
操
業
状
況
を
収
集
及
び

報
告

す
る
方

法
の
検

討
開
発
、
制
度
運
用
の
検
討
・
改
善
を
図
る
。
 

・
 

ま
た

、
2
02
6
年

度
ま

で
に
漁
獲
情
報
の
ワ
ン
ス
オ
ン
リ
ー
を
実
現
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
利
活
用
や
収
集

体
制

を
検
討

す
る
。
 

・
 

ま
た

、
デ
ー

タ
収
集

・
管
理
を
行
う
水
産
庁
行
政
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
20
25
年
度
ま
で
に
漁
船
・
許

可
情

報
の
一

元
管
理

シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
20
27

年
度
ま
で
に
新
た
な
資
源
評
価
シ
ス
テ

ム
を

構
築
し

、
資
源

管
理
業
務
の
効
率
化
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 A
I等

の
技
術
を
利
用
し
た
報
告
方
法
の
検
討
・
開
発
、
制
度
運
用
(2
02
7
年
度
末

) 

漁
獲

情
報
の
ワ
ン
ス
オ
ン
リ
ー
に
向
け
た
デ
ー
タ
利
活
用
・
収
集
体
制
の
検
討
(
20
2
6年

度
末
) 

漁
船

・
許
可
情
報
の
一
元
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
(2
02
5
年
度
末

) 

資
源

評
価
の
た
め
の
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
(
20
2
7年

度
末
) 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-1

9
] 
水
産
流
通
適
正
化
制
度
に
お
け
る
電
子
化
推
進
対
策

 

・
 

水
産

物
の
流

通
に
関

し
て
は
、
資
源
管
理
の
徹
底
や
、
I
UU

（
違
法
、
無
報
告
、
無
規
制
）
漁
業
の
撲

滅
等

の
観
点

か
ら
、

違
法
漁
獲
物
の
流
通
防
止
対
策
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
 

・
 

こ
の

た
め
、

漁
業
者

等
の
届
出
、
漁
獲
番
号
等
の
情
報
の
伝
達
及
び
取
引
記
録
の
作
成
・
保
存
等
が
義

務
付

け
ら
れ

る
特
定

水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第

79

号
）

が
2
02
0
年
1
2月

に
成
立
し
、
20
22
年
12

月
に
施
行
。
 

・
 

同
制

度
の
円

滑
な
運

用
に
向
け
、
引
き
続
き
、
関
係
す
る
漁
業
者
、
漁
業
協
同
組
合
、
流
通
業
者
等
の

負
担

軽
減
を

図
る
た

め
電
子
シ
ス
テ
ム
の
整
備
・
運
用
等
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 電

子
署
名
に
も
対
応
で
き
る
汎
用
性
の
高
い
シ
ス
テ
ム
の
構
築
（
20
27

年
度
末
）

 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-2

0
] 
農
林
水
産
省
共
通
申
請
サ
ー
ビ
ス
（

e
M

A
F

F
）
に
よ
る

D
X
の
促
進

 

・
 

行
政

手
続
に

係
る
農

林
漁
業
者
等
の
負
担
を
大
幅
に
軽
減
し
、
経
営
に
集
中
で
き
る
よ
う
、
農
林
水
産

省
共

通
申
請

サ
ー
ビ

ス
（
eM
AF
F
）
を
構
築
し
た
と
こ
ろ
。
ユ
ー
ザ
ー
数
の
拡
大
に
向
け
て
、
2
02
4
年
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度
か

ら
地
方

に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
を
推
進
す
る
た
め

の
体
制

を
強
化

す
る

と
と

も
に

、
審
査

機

関
や

農
林
漁

業
者
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
踏
ま
え
、
UI
/U
X
の

改
善

を
実
施

す
る

。
 

・
ま

た
、
e
MA
F
Fの

利
用
を
進
め
な
が
ら
、
デ
ジ
タ
ル
地
図
を

活
用
し

て
、
農

地
関

連
業

務
の

抜
本
的

な

効
率

化
・
省

力
化
等
を
図
る
た
め
「
農
林
水
産
省
地
理
情
報

共
通
管

理
シ
ス

テ
ム

（
eM
A
FF

地
図

）
」

の
開

発
・
運

用
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
。
さ
ら
な
る
利
便
性

向
上
の

た
め
、

20
2
4年

度
も
引

き
続
き

、

農
地

台
帳
、
⽔
⽥
台
帳
等
の
現
場
の
農
地
情
報
の
紐
付
け
作

業
を
全

国
的
に

進
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
5
 年

度
末
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
率

 6
0
％
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

○
[N

o
.3

-2
1
] 
農
林
水
産
省
地
理
情
報
共
通
管
理
シ
ス
テ
ム
（

e
M

A
F

F
地
図
）
に
よ
る
農
地
情
報
の
一
元
化

に
資
す
る
農
業
委
員
会
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用

 

・
新

規
参

入
や

農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
検
討
し
て
い
る
農
業

者
等
が

農
地
を

探
す

際
、

農
地

情
報
の

収

集
が

大
き
な

負
担
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
20
15

年
４
月
か
ら

、
農
地

情
報
公

開
シ

ス
テ

ム
（

現
：
農

業

委
員

会
サ
ポ

ー
ト
シ
ス
テ
ム
）
に
て
、
農
地
の
所
在
や
面
積

等
を
全

国
一
元

的
に

提
供

。

・
し

か
し

、
農

地
台
帳
の
デ
ー
タ
更
新
等
を
全
く
行
っ
て
い
な

い
農
業

委
員
会

が
一

定
数

あ
る

旨
の
指

摘

が
会

計
検
査

院
か
ら
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ
更
新
作
業

等
の
省

力
化
や

、
「

デ
ジ

タ
ル

地
図
」

に

よ
る

農
地
情

報
の
一
元
化
を
進
め
る
こ
と
で
状
況
の
改
善
を

図
っ
た

。

・
さ

ら
に

農
業

経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
目
標
地
図
の

素
案
作

成
等
を

可
能

と
す

る
シ

ス
テ
ム

改

修
を

行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
最
新
の
情
報
を

反
映
し

た
農
地

情
報

の
整

備
・

公
表
な

ど

シ
ス

テ
ム
の

適
切
な
運
用
を
行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 農

業
委
員
会
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
農

地
台

帳
を
最

新
の
情

報
に
更

新
し

て
い

る

農
業
委
員
会
の
割
合
（
1
00
%
）
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

○
[N

o
.3

-2
2
] 
林
業
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
の
推
進

 

・
林

業
の

生
産

性
を
向
上
さ
せ
る
に
は
、
新
技
術
を
活
用
し
た

「
林
業

イ
ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
を

推
進
し

、

林
業

現
場
へ

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
導
入
・
定
着
を
図
る
こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

・
そ

の
よ

う
な

中
、
航
空
レ
ー
ザ
計
測
に
よ
る
森
林
資
源
情
報

の
高
精

度
化
が

一
定

程
度

進
む

な
ど
、

デ

ジ
タ

ル
技
術

の
活
用
基
盤
は
着
実
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
。

・
一

方
で

、
林

業
で
の

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
は
、
一
部
の
者
や
分
断
的
な
利
用
に
と
ど
ま
る
た
め
、
地

域
一

体
で
林

業
活
動

に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
フ
ル
活
用
す
る
「
デ
ジ
タ
ル
林
業
」
の
実
践
・
定
着
が
重
要

で
あ

り
、
20
23

年
度

よ
り
「
デ
ジ
タ
ル
林
業
戦
略
拠
点
」
の
構
築
に
向
け
た
取
組
を
開
始
し
た
。

・
今

後
も

、
航

空
レ
ー
ザ
計
測
に
よ
る
森
林
資
源
情
報
の
整
備
や
デ
ジ
タ
ル
林
業
戦
略
拠
点
の
構
築
に
向

け
た

取
組
な

ど
、
林

業
の
生
産
性
向
上
に
資
す
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
活
用
を
推
進
す
る
た
め
の
環
境

整
備

を
継
続

す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 航

空
レ
ー
ザ
計
測
を
実
施
し
た
民
有
林
面
積
の
割
合
：
2
02
6
年
度
末
ま
で
に

80
％
 

デ
ジ

タ
ル
林
業
戦
略
拠
点
構
築
に
向
け
た
取
組
を
実
施
す
る
都
道
府
県
数
：

20
2
7年

度
ま

で
に
47

都
道
府
県
 

主
担

当
省
庁

：
 農

林
水
産
省
 

○
[N

o
.3

-2
3
] 
地
域
デ
ジ
タ
ル
基
盤
活
用
推
進
事
業

 

・
自

動
運

転
や

ス
マ
ー

ト
農
業
等
を
始
め
と
す
る
地
域
産
業
の
振
興
や
社
会
課
題
解
決
の
取
組
を
加
速
化

す
る

た
め
、

情
報
通

信
イ
ン
フ
ラ
と
デ
ー
タ
連
携
基
盤
や
AI
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
新
た
な
「
デ
ジ
タ

ル
基

盤
」
の

実
装
・

活
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
デ
ジ
タ
ル
化
を
支
え
る
人
材
確
保
や
体
制
構

築
な

ど
、
活

力
あ
る

多
様
な
地
域
社
会
の
実
現
に
向
け
て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。

・
デ

ジ
タ

ル
ラ

イ
フ
ラ

イ
ン
全
国
総
合
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
遠
隔
監
視
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
安
全
か
つ

効
率

的
な
自

動
運
転

の
た
め
に
必
要
な
通
信
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
確
保
等
に
関
す
る
検
証
を
実
施
し
、

2
02
4
年

度
中

を
目
途
に
、
自
動
運
転
の
導
入
を
検
討
す
る
地
域
が
参
照
可
能
な
モ
デ
ル
集
を
策
定
す

る
。

同
モ
デ

ル
集
に

即
し
て
、
自
動
運
転
の
実
装
に
当
た
っ
て
通
信
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
確
保
等
に
必

要
と

な
る
地

域
の
情

報
通
信
環
境
の
整
備
を
支
援
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
活
用
の
好
事
例
を

20
2
5年

度
末
ま
で
に
10
0件

創
出
 

2
02
4
年

度
中
に
自
動
運
転
の
導
入
を
検
討
す
る
地
域
が
参
照
可
能
な
モ
デ
ル
集
を
策
定
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.3

-2
4
] 

3
D
都
市
モ
デ
ル
の
整
備
・
活
用
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
の
推
進
及
び
建
築
・
都
市
の

D
X
の

推
進

 

・
ま

ち
づ

く
り

DX
の
基

盤
と
な
る
3
D都

市
モ
デ
ル
の
整
備
・
活
用
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
PL
AT
E
AU

）
を

推
進
す
る
。
引
き
続
き
、
補
助
制
度
の
活
用
等
を
通
じ
て
整
備
を
進
め
る
ほ
か
、

2
02
4
年

度
は

地
域
課
題
の
解
決
や
社
会
価
値
創
出
の
実
装
を
目
指
し
、
標
準
仕
様
の
更
新
・
普
及
、
都



99
 

市
や

防
災
な

ど
多
様
な
分
野
で
の
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
の
開
発
・

汎
用
化

、
地
方

公
共

団
体

の
デ

ジ
タ
ル

ス

キ
ル

ア
ッ
プ

、
P
LA
T
EA
U
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
よ
る
産
学
官

連
携
等

に
取
り

組
む

。

・
ま

た
、

土
地

・
建
物
の
情
報
連
携
キ
ー
で
あ
る
不
動
産
I
Dを

含
む
ベ

ー
ス
・

レ
ジ

ス
ト

リ
の

整
備
と

、

建
築
BI
M
や
P
LA
T
EA
U
等
の
取
組

を
一
体
的
に
推
進
す
る
「
建

築
・
都

市
の
DX
」
に

よ
っ

て
、

建
築
・

都

市
分

野
の
多

様
な
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
、
行
政
に
お
け
る
EB
PM

の
推

進
や
民

間
領

域
に

お
け

る
新
サ

ー

ビ
ス

の
創
出

に
繋
げ
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 3
D都

市
モ
デ
ル
の
整
備
都
市
数
：
50
0都

市
（

～
20
27

年
度

）
 

2
02
4
年
度
ま
で
に
、
屋
内
外
シ
ー
ム
レ
ス
な

デ
ジ
タ

ル
ツ
イ

ン
を
一

部
エ
リ

ア
に

お
い

て

先
行
的
に
構
築
、
都
市
分
野
の
デ
ー
タ
や
地
理

空
間

情
報
を

不
動
産

ID
で
結

合
す

る
プ

ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
す
る
た
め
の
取
組
に
着

手
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.3

-2
5
] 
デ
ジ
タ
ル
と
リ
ア
ル
が
融
合
し
た
地
域
生
活
圏
の
形
成
推
進

 

・
人

口
減

少
社

会
に
お
い
て
は
、
地
域
の
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供

の
在
り

方
と
し

て
、

分
野

ご
と

、
地
方

自

治
体

ご
と
で

の
個
別
最
適
を
図
る
対
応
だ
け
で
は
持
続
性
に

限
界
が

生
じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

。

・
国

土
形

成
計

画
を
踏
ま
え
、
「
共
」
の
視
点
か
ら
の
地
域
経

営
を
実

現
す
る

観
点

か
ら

、
デ

ジ
タ
ル

を

活
用

し
な
が

ら
、
①

官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
「
主

体
の
連

携
」
、

②
分

野
の

垣
根

を
越
え

た

「
事

業
の
連

携
」
、
③
市
町
村
界
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
地
域

の
連
携

」
に
重

点
を

置
き

、
地

域
公
共

交

通
や

買
い
物

、
医
療
・
福
祉
・
介
護
、
教
育
等
の
暮
ら
し
に

必
要
な

サ
ー
ビ

ス
が

持
続

的
に

提
供
さ

れ

る
「

地
域
生

活
圏
」
の
形
成
を
推
進
す
る
。

・
こ

う
し

た
地

域
生
活
圏
の
実
現
に
向
け
、
地
域
公
共
交
通
の

リ
・
デ

ザ
イ
ン

、
建

築
・

都
市

の
D
X等

の

ほ
か

、
人
中

心
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
多
世
代
交
流
ま
ち
づ
く
り

や
二
地

域
居
住

の
推

進
等

と
い

っ
た
取

組

を
、

関
係
府

省
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 地

域
の
文
化
的
・
自
然
的
一
体
性
を
踏
ま
え
つ

つ
、

生
活
・

経
済
の

実
態
に

即
し

、
市

町

村
界
に
と
ら
わ
れ
ず
、
官
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ

に
よ
り

、
デ
ジ

タ
ル
を

徹
底

活
用

し

な
が
ら
、
「
地
域
生
活
圏
」
を
形
成
し
地
域
課

題
の

解
決
を

図
る
と

と
も
に

、
地

域
固

有

の
自
然
や
風
土
・
景
観
、
文
化
等
を
含
め
た
地

域
資

源
を
い

か
し
、

人
々
を

惹
き

つ
け

る

ゆ
と
り
あ
る
豊
か
で
美
し
い
地
域
の
魅
力
向
上

を
図

り
、
未

曽
有
の

人
口
減

少
、

少
子

高

齢
化
等
に
よ
る
危
機
的
な
状
況
に
直
面
す
る
地

方
に

お
け
る

暮
ら
し

の
利
便

性
を

維
持

・

向
上
さ
せ
、
持
続
可
能
で
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
を

目
指
す

。
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.3

-2
6
] 
地
盤
情
報
の
公
開
促
進

 

・
ボ

ー
リ

ン
グ

柱
状
図

や
土
質
調
査
結
果
な
ど
の
地
盤
情
報
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
一
部
の
機
関

で
の

公
開
に

と
ど
ま

っ
て
お
り
、
機
械
判
読
性
の
低
い
デ
ー
タ
形
式
で
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ

る
。

・
国

土
交

通
省

で
は
、

公
共
工
事
等
で
得
ら
れ
た
地
盤
情
報
を
「
国
土
地
盤
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
通

じ
て

標
準
的

な
形
式

で
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

・
引

き
続

き
、

公
共
工

事
や
民
間
の
建
築
工
事
で
得
ら
れ
た
地
盤
情
報
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
提
供
を
推
進

し
、

効
率
的

な
地
盤

調
査
の
実
施
や
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
精
緻
化
な
ど
に
寄
与
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 地

盤
情
報
の
公
開
数
（
2
02
6
年
度
に

60
万
本
）
 

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 

○
[N

o
.3

-2
7
] 
歩
行
空
間
に
お
け
る
移
動
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
・
高
度
化

 

・
歩

行
空

間
に

お
け
る

段
差
等
の
バ
リ
ア
情
報
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
設
の
情
報
を
「
歩
行
空
間
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

デ
ー
タ

」
と
し

て
蓄
積
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
し
、
バ
リ
ア
を
避
け
た
最
短
ル
ー
ト
の
ナ
ビ
ゲ
ー

シ
ョ

ン
の
普

及
・
高

度
化
な
ど
を
通
じ
て
、
全
て
の
人
や
ロ
ボ
ッ
ト
が
ス
ト
レ
ス
な
く
移
動
で
き
る
ユ

ニ
バ

ー
サ
ル

社
会
の

実
現
を
推
進
し
て
い
る
。
歩
行
空
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
デ
ー
タ
の
整
備
に
つ
い
て
は

一
定

程
度
の

進
捗
が

見
ら
れ
る
が
、
デ
ー
タ
の
整
備
、
更
新
に
当
た
っ
て
は
詳
細
な
現
地
調
査
等
を
伴

う
事

か
ら
、

そ
の
効

率
性
等
に
課
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
2
02
3
年
６
月
に
二
つ
の
W
Gを

立
ち
上
げ
、
現
地

実
証

の
結
果

等
を
踏

ま
え
た
デ
ー
タ
整
備

PF
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
構
築
や
デ
ー
タ
整
備
仕
様
の
改
定
に
つ

い
て

検
討
を

行
っ
て

き
た
。

20
2
4年

度
以
降
は
、
WG

も
交
え
な
が
ら
運
用
実
証
等
を
踏
ま
え
、
普
及
促

進
に

向
け
た

デ
ー
タ

整
備
PF

の
高
度
化
や
デ
ー
タ
整
備
仕
様
の
改
定
を
行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 歩

行
空
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
デ
ー
タ
、
施
設
デ
ー
タ
等
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

数
（

年
間
で

2,
0
00

件
以
上
）
 

オ
ー

プ
ン
デ
ー
タ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
数
の
増
加
（
2
02
4
年
度
末
時
点
で
累
計
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

数
80
,0
0
0件

を
達
成
す
る
。
）

主
担

当
省
庁

：
 国

土
交
通
省
 



10
0
 

○
[N

o
.3

-2
8
] 
地
域
経
済
分
析
シ
ス
テ
ム
（

R
E

S
A

S
）
等
に
よ
る
地
方
版
総
合
戦
略
支
援
事
業

 

・
地

域
経

済
分

析
シ
ス
テ
ム
（
RE
S
AS

）
で
は
、
地
域
経
済
に

関
す
る

官
民
の

様
々

な
デ

ー
タ

を
地
図

や

グ
ラ

フ
等
で

表
示
し
、
分
か
り
や
す
く
「
見
え
る
化
」
す
る

機
能
を

提
供
し

て
お

り
、

こ
れ

ま
で
、

R
ES
A
S等

を
活
用
し
た
地
域
経
済
デ
ー
タ
の
分
析
等
の
取
組

が
行
わ

れ
て
き

た
。

・
地

方
公

共
団

体
の
規
模
や
地
域
課
題
等
の
現
場
実
態
に
応
じ

て
オ
ー

プ
ン
デ

ー
タ

の
利

活
用

を
促
進

す

る
た

め
、
RE
SA
S
等
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
「
デ

ー
タ
を

読
む
・

説
明

す
る

・
扱

う
力
」

を

育
成

す
る
教

育
コ
ン
テ
ン
ツ
を
提
供
す
る
ほ
か
、
RE
SA
S
の

利
活

用
に
関

す
る
情

報
や

外
部

連
携
機

能

（
RE
SA
S
-A
P
I）

の
提
供
を
行
う
オ
ー
プ
ン
デ

ー
タ
利
活
用

促
進
ウ

ェ
ブ
サ

イ
ト

（
RE
S
AS
-
Po
r
ta
l
）

の
運

用
・
保

守
を
行
う
。

・
こ

れ
に

よ
り

、
地
域
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ
シ
ー
を
向

上
さ
せ

、
デ
ー

タ
に

基
づ

く
政

策
立
案

や

経
営

判
断
な

ど
を
行
う
、
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
で
き
る
地
方
創

生
の
担

い
手
と

な
る

人
材

の
育

成
・
確

保

に
繋

げ
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 R
ES
A
S普

及
の
た
め
の
研
修
等
の
開
催
件
数
：
2
02
4
年

度
 2
50

件
 

（
参
考
：
20
23

年
度

 2
1
2件

）
 

R
ES
A
S等

を
活
用
し
た
政
策
ア
イ
デ
ア
創
出
の

た
め

の
コ
ン

テ
ス
ト

の
応
募

件
数

:2
02
4
年

度
1,
50
0
件
（
参
考
：
20
23

年
度

 1
,
51
0
件

）
 

・
RE
SA
S
 P
o
rt
a
lの

PV
数
：

20
2
4年

度
1
26
,
69
6
（

参
考

：
2
02
3
年

度
13
0,
7
74
件

）

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.3

-2
9
] 
デ
ジ
タ
ル
実
装
状
況
の
可
視
化
に
よ
る
情
報
支
援
事
業

 

・
デ

ー
タ

に
よ

り
地
域
課
題
を
捉
え
、
分
析
・
考
察
す
る
こ
と

を
サ
ポ

ー
ト
し

、
施

策
目

標
の

達
成
を

後

押
し

す
る
目

的
で
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
デ
ー
タ

分
析
評

価
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

（
RA
ID
A
）

を
整
備
す
る
。

・
こ

れ
ま

で
「

感
染
症
回
復
：
旅
行
」
、
「
物
価
高
騰
・
円
安

」
、
「

デ
ジ
タ

ル
実

装
」

の
三

つ
の
政

策

課
題

別
の
デ

ー
タ
を
可
視
化
し
て
公
開
し
て
お
り
、
地
域
の

足
元
の

デ
ー
タ

に
基

づ
く

議
論

を
促
し

、

効
果

的
な
施

策
立
案
を
促
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
。

・
引

き
続

き
デ

ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
総
合
戦
略
を
踏
ま

え
た
、

地
方
公

共
団

体
に

お
け

る
地
方

版

総
合

戦
略
策

定
・
改
訂
の
動
き
を
踏
ま
え
、
デ
ー
タ
分
析
や

EB
P
Mの

取
り
組

み
を

支
援

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 オ

ー
プ
ン
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
E
BP
M
に
取
り

組
む
地

方
公
共

団
体
の

割
合
 2
02
7
年

度
：

3
0％

 

R
AI
D
Aを

デ
ー
タ
分
析
・
施
策
検
討
業
務
に
利
用
し
た
自
治
体
の
割
合
：
20
24
年
度
：

3
0％

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
 

○
[N

o
.3

-3
0
] 
地
域
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
推
進

 

・
限

ら
れ

た
デ

ジ
タ
ル

人
材
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
地
域
間
で
デ
ジ
タ
ル
人
材
を
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
す

る
こ
と

が
有
効

で
あ
る
と
こ
ろ
、
地
域
へ
の
人
材
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
ス
キ
ー
ム
は
そ
の
対
象
、
期

間
、

目
的
等

が
異
な

る
も
の
が
並
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
求
め
に
応
じ
て
人
材
の
シ
ェ
ア
リ

ン
グ

を
行
う

「
人
材

の
ハ
ブ
機
能
」
を
果
た
す
枠
組
を
設
置
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
人
材
の
円
滑
な
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.3

-3
1
] 
公
共
サ
ー
ビ
ス
メ
ッ
シ
ュ
の
整
備
等
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
基
づ
く
機
関
間
の
情
報
連

携
）

 

・
公

共
サ

ー
ビ

ス
メ
ッ

シ
ュ
は
、
行
政
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
を
安
全
・
円
滑
に
連
携
で
き
る
よ
う
、
機
関

間
の

情
報
連

携
・
地

方
公
共
団
体
内
の
情
報
活
用
・
民
間
と
の
対
外
接
続
を
一
貫
し
た
設
計
で
実
現
す

る
。

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制
度

に
基
づ
く
機
関
間
の
情
報
連
携
は
、
大
量
の
情
報
連
携
や
通
知
に
対
応
す
る
処
理

能
力

向
上
、

コ
ス
ト

効
率
化
等
を
実
現
す
る
た
め
、
現
行
の
中
間
サ
ー
バ
等
に
相
当
す
る
共
通
機
能
の

提
供

や
情
報

提
供
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
刷
新
を
行
う
。

・
2
02
3
年

度
の

要
件
定
義
等
の
検
討
を
踏
ま
え
、
2
02
4
年
度
か
ら
設
計
開
発
を
推
進
し
、
2
02
5
年
度
中
に

共
通

機
能
を

整
備
。

・
同

年
度

以
降

、
連
携

を
開
始
す
る
府
省
庁

等
は
原
則
当
該
機
能
を
利
用
、
現
在
連
携
を
実
施
中
の
府
省

庁
等

は
シ
ス

テ
ム
更

改
等
を
踏
ま
え
移
行
を
検
討
、
地
方
公
共
団
体
は
国
の
取
組
を
踏
ま
え
検
討
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
8
年

度
ま
で
に
接
続
す
る
シ
ス
テ
ム
数

 
10

シ
ス
テ
ム
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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1
 

 

 
○

[N
o

.3
-3

2
] 
公
共
サ
ー
ビ
ス
メ
ッ
シ
ュ
の
整
備
等
（
地
方
公
共
団
体
内
の
情
報
活
用
）

 

・
 

プ
ッ

シ
ュ
型

サ
ー
ビ
ス
を
職
員
の
事
務
負
担
を
軽
減
し
つ
つ

実
現
す

る
た
め

、
必

要
な

住
民

情
報
の

業

務
・

シ
ス
テ

ム
横
断
的
な
抽
出
・
加
工
・
連
携
を
円
滑
に
実

現
す
る

。
 

・
 

標
準

準
拠
シ

ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
要
件
・
連
携
要
件
と
の
整
合

性
も
確

保
し
な

が
ら

、
20
2
3年

度
の
調

査

研
究

を
踏
ま

え
、
20
24

年
度
は
給
付
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
活
用

例
と
し

て
検
証

し
、

20
25

年
度

よ
り
順

次
、

地
方
公

共
団
体
が
必
要
な
機
能
を
実
証
的
に
利
用
可
能

と
す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 実

証
的
利
用
自
治
体
数
（
実
証
検
証
を
踏
ま
え

て
20
25

年
度

に
策
定

予
定
）

 
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.3
-3

3
] 
地
方
公
共
団
体
の
基
幹
業
務
等
シ
ス
テ
ム
の
統
一
・
標
準
化

 

・
 

地
方

公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
統
一
・
標
準
化
の
取
組
は

、
地
方

公
共
団

体
が

情
報

シ
ス

テ
ム
を

個

別
に

開
発
す

る
こ
と
に
よ
る
人
的
・
財
政
的
負
担
を
軽
減
し

、
地
域

の
実
情

に
応

じ
た

住
民

サ
ー
ビ

ス

の
向

上
に
注

力
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
サ

ー
ビ
ス

の
迅
速

な
展

開
を

可
能

と
す
る

こ

と
を

目
指
す

も
の
で
あ
る
。
 

・
 

2
02
5
年

度
に

向
け
て
、
制
度
改
正
等
が
移
行
作
業
に
与
え
る

影
響
を

地
方
公

共
団

体
や

事
業

者
を
通

じ

て
丁

寧
に
把

握
し
、
取
組
の
推
進
の
た
め
必
要
な
対
応
の
う

ち
基
本

的
な
事

項
は

、
今

後
、

地
方
公

共

団
体

情
報
シ

ス
テ
ム
標
準
化
基
本
方
針
に
お
い
て
定
め
る
。
 

・
 

標
準

準
拠
シ

ス
テ
ム
へ
の
移
行
の
難
易
度
が
極
め
て
高
い
と

考
え
ら

れ
る
シ

ス
テ

ム
（

移
行

困
難
シ

ス

テ
ム

）
に
つ

い
て
、
適
切
な
移
行
期
限
を
設
定
す
る
と
と
も

に
、
移

行
困
難

シ
ス

テ
ム

を
含

む
基
幹

業

務
シ

ス
テ
ム

の
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
円
滑
か
つ
安
全
な

移
行
に

向
け
て

積
極

的
に

支
援

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 基

幹
業
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
全
て
の
地
方

公
共

団
体
が

、
原
則

20
2
5年

度
ま

で
に

、

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
上
に
構
築
さ
れ
た
標
準

準
拠

シ
ス
テ

ム
へ
円

滑
か
つ

安
全

に
移

行

で
き
る
よ
う
、
そ
の
環
境
を
整
備
す
る
。

 

標
準
化
対
象
事
務
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の

運
用

経
費
等

に
つ
い

て
は
、

標
準

準
拠

シ

ス
テ
ム
へ
の
移
行
完
了
後
に
、
2
01
8
年
度
比

で
少
な

く
と
も

３
割
の

削
減
を

目
指

す
こ

と

と
し
、
国
は
、
デ
ジ
タ
ル
３
原
則
に
基
づ
く

BP
R
・

最
適

化
を
含

め
た
業

務
全
体

の
運

用

費
用
の
適
正
化
の
た
め
、
継
続
的
・
横
断
的
な

分
析

を
行
い

、
当
該

目
標
の

実
現

に
向

け

た
環
境
を
整
備
す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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 ４
．

誰
一
人

取
り
残

さ
れ

な
い

デ
ジ

タ
ル

社
会

 

 
○

[N
o

.4
-1

] 
デ
ジ
タ
ル
活
用
支
援
推
進
事
業

 

・
 

内
閣

府
の
世

論
調
査
に
よ
れ
ば
、
70

代
以
上
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
等

の
利
用

率
が

低
く

な
っ

て
お
り

、

高
齢

者
等
が

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
い
こ
な
せ
な
い
こ
と
に

よ
っ
て

、
オ
ン

ラ
イ

ン
行

政
手

続
・
行

政

サ
ー

ビ
ス
と

い
っ
た
公
助
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
 

・
 

こ
の

た
め
、
20
2
1年

度
か
ら
、
民
間
企
業
や
地
方
公
共
団
体

等
と
連

携
し
、

高
齢

者
等

の
デ

ジ
タ
ル

活

用
の

不
安
の

解
消
に
向
け
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し

た
オ
ン

ラ
イ
ン

行
政

手
続

等
に

対
す
る

助

言
・

相
談
等

を
行
う
デ
ジ
タ
ル
活
用
支
援
の
講
習
会
を
実
施

し
て
お

り
、
20
25
年

度
に

か
け

て
、
携

帯

電
話

シ
ョ
ッ

プ
が
な
い
地
域
も
含
め
、
全
国
に
お
け
る
講
習

会
の
実

施
を
強

力
に

推
進

す
る

。
 

・
 

上
記

の
取
組

に
よ
り
、
高
齢
者
等
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
活

用
し
、

社
会
全

体
の

デ
ジ

タ
ル

化
の
恩

恵

を
受

け
、
生

き
生
き
と
よ
り
豊
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
環

境
を
整

備
す

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
活
用
支
援
の
講
習
会
を
20
25
年
度

ま
で
に

全
国
で

実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-2

] 
利
用
者
視
点
に
よ
る
品
質
向
上
に
向
け
た
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備

及
び
行
政
機
関
へ
の
浸
透
（
利
用
者
視
点
：
サ
ー
ビ
ス
受
益
者
の
み
な
ら
ず
、
提
供
者
の
視
点
も
含
む
）

 

・
 

「
誰

一
人
取

り
残
さ
れ
な
い
」
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、

デ
ジ
タ

ル
機

器
・

サ
ー

ビ
ス
に

係

る
ア

ク
セ
シ

ビ
リ
テ
ィ
環
境
の
整
備
を
促
進
。
 

・
 

総
務

省
と
連

携
し
、
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
自
己
評
価
様

式
の
普

及
促
進

に
取

り
組

む
。
 

・
 

W
CA
G
 2
.
2等

の
最
新
の
技
術
動
向
を
踏
ま
え
、
適
宜
初
学
者

の
行
政

官
や
事

業
者

向
け

の
ウ

ェ
ブ
ア

ク

セ
シ

ビ
リ
テ

ィ
導
入
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
改
定
を
図
る
。
 

・
 

行
政

機
関
の

情
報
提
供
や
手
続
を
目
的
と
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
ー

ビ
ス
等

に
お
い

て
、

利
用

者
の

誤
解
や

操

作
ミ

ス
を
防

ぎ
利
便
性
を
高
め
る
た
め
、
デ
ザ
イ
ン
シ
ス
テ

ム
や
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

の
拡

充
を

行
い
、

関

係
府

省
庁
や

地
方
自
治
体
へ
の
展
開
を
推
進
。
 

・
 

情
報

シ
ス
テ

ム
の
画
面
表
示
や
操
作
に
供
す
べ
き
要
件
を
特

定
し
、

ウ
ェ
ブ

サ
ー

ビ
ス

等
の

UI
を
開

発

す
る

際
に
参

照
す
べ
き
簡
易
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
ユ
ー
ザ
ー

評
価
取

得
の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

を
拡
充

、

改
善

に
繋
げ

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 サ

ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
（
ク
オ
リ
テ
ィ
サ
ポ
ー
ト

を
含

む
）
の

年
間
導

入
数
が

５
件

以
上
 

デ
ジ
タ
ル
庁
所
管
の
住
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
領
域

の
サ

ー
ビ
ス

に
お
け

る
ウ
ェ

ブ
ア

ク
セ

シ

ビ
リ
テ
ィ
試
験
の
導
入
率
10
0%
 

ア
ク

セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
自
己
評
価
様
式
に
関
す
る
標
準
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
載
の
更
新
 

サ
ー

ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
 

デ
ザ

イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
デ
ジ
タ
ル
庁
サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ト
で
公
開
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-3

] 
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
体
制
の
強
化
及
び
行
政
機
関
へ
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
の
浸
透

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

に
お
い

て
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
体
制
を
強
化
し
、
行
政
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
プ

ロ
セ

ス
の
標

準
化
、

研
修
や
学
習
機
会
の
提
供
、
組
織
文
化
の
醸
成
を
推
進
す
る
。
 

・
 

サ
ー

ビ
ス
デ

ザ
イ
ン

プ
ロ
セ
ス
の
標
準
、
先
行
事
例
、
外
部
委
託
仕
様
書
の
作
成
方
法
等
を
公
開
し
、

各
府

省
庁
や

地
方
自

治
体
等
の
行
政
機
関
に
展
開
を
図
る
。
 

・
 

国
内

外
の
有

識
者
や

デ
ザ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
連
携
を
行
い
、
行
政
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ

ン
活

動
を
国

内
外
に

発
信
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 統

一
研
修
等
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
人
数
1
,0
0
0人

 

サ
ー

ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
行
政
機
関
向
け
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
提
供
開
始
 

実
務

者
/
有
識
者
と
の
意
見
交
換
会
の
実
施
（
３
回
以
上
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-4

] 
e

-G
o

v
の
利
用
促
進

 

・
 

e
-G
o
vは

、
事
業

者
等
の
法
人
（
個
人
事
業
主
を
含
む
。
）
や
団
体
が
社
会
経
済
活
動
を
行
う
た
め
の

申
請

・
届
出

等
を
中

心
に
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
受
け
付
け
て
お
り
、
利
用
が
拡
大
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

e
-G
o
vの

安
定
運

用
を
確
保
し
つ
つ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
始
め
と
し
た
e-
Go
v
の
提
供
サ
ー
ビ
ス
の
更

な
る

利
便
性

を
向
上

す
る
た
め
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
機
能
改
修
を
継
続
的
に
行
う
。
 

・
 

ま
た

、
国
の

行
政
手

続
の
原
則
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
加
え
、
地
方
公
共
団
体
等
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化

に
お
い

て
も
e-

Go
v
を
利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
e-
Go
v
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
や
行
政
機
関
等
が

利
用

す
る
審

査
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る

利
便
性
向
上
に
資
す
る
追
加
機
能
を
整
備
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 e
-G
o
vを

活
用
し
た
電
子
申
請
件
数
（
20
24

年
度
：
3
,5
7
8万

件
）
 

e
-G
o
vで

電
子
申
請
可
能
な
行
政
手
続
数
（

20
2
4年

度
：
6,
30
0
件
）
 

e
-G
o
vの

利
用
登
録
者
数
（
2
02
4
年
度
：

90
0,
0
00

件
）
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主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-5

] 
デ
ジ
タ
ル
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
満
足
度
や
浸
透
度
に
関
す
る
調
査
事
業

 

・
 

イ
ン

ク
ル
ー

シ
ブ
な
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
、

デ
ジ
タ

ル
を
活

用
し

た
具

体
的

な
課
題

解

決
に

よ
っ
て

良
質
な
体
験
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、

全
て
の

ユ
ー
ザ

ー
が

デ
ジ

タ
ル

か
ら
排

除

さ
れ

る
こ
と

な
く
、
結
果
と
し
て
｢
デ
ジ
タ
ル
化
」
が
「
当

た
り
前

｣と
な

っ
て

い
く

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。

本
事
業

は
、
国
民
、
企
業
、
行
政
職
員
に
お
け
る
デ
ジ

タ
ル
行

政
サ
ー

ビ
ス

に
対

す
る

満
足
度

や

各
サ

ー
ビ
ス

の
浸
透
度
を
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
整
備
の
た
め
の

重
要
な

指
標
と

捉
え

、
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト

調
査

等
を
通

じ
て
毎
年
調
査
し
、
公
表
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 最

低
毎
年
１
回
の
調
査
を
実
施
し
、
調
査
結
果

の
分

析
や
公

表
を
行

う
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-6

] 
デ
ジ
タ
ル
推
進
委
員
の
取
組

 

・
 

誰
一

人
取
り

残
さ
れ
な
い
た
め
の
取
組
の
推
進
に
は
、
高
齢

者
や
障

害
者
を

始
め

、
デ

ジ
タ

ル
機
器

や

サ
ー

ビ
ス
に

不
慣
れ
な
方
の
不
安
解
消
が
必
要
。
 

・
 

そ
こ

で
、
関

係
府
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
・
関
連
団
体
の
デ

ジ
タ
ル

リ
テ
ラ

シ
ー

向
上

や
デ

ジ
タ
ル

格

差
解

消
に
向

け
た
取
組
等
と
連
携
し
、
国
民
運
動
と
し
て
の

「
デ
ジ

タ
ル
推

進
委

員
」

の
取

組
を
開

始

し
、
20
2
4 

年
３
月
末
時
点
で
、
当
初
目
的
で
あ
っ
た
 
50
,
00
0
 人

の
任
命

を
達

成
。
 

・
 

今
後

は
、
任

命
人
数
の
増
加
に
加
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
健

康
保
険

証
利

用
の

登
録

・
利
用

促

進
や

電
子
証

明
書
の
ス
マ
ホ
搭
載
促
進
な
ど
、
政
策
的
に
意

義
の
高

い
分
野

の
サ

ポ
ー

ト
を

強
化
す

る

た
め

の
コ
ン

テ
ン
ツ
の
充
実
や
、
新
た
な
担
い
手
を
育
成
す

る
観
点

か
ら
、

学
生

等
の

デ
ジ

タ
ル
推

進

委
員

の
活
動

を
促
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
の

登
録

・
利
用

促
進
や

電
子
証

明
書

の
ス

マ

ホ
搭
載
促
進
な
ど
、
政
策
的
に
意
義
の
高
い
分

野
の

サ
ポ
ー

ト
数
 

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
等
：
10
0箇

所
以
上

 
ス

マ
ホ

搭
載
：

20
0
箇

所
以

上
 

学
生
の
任
命
増
加
率

 
２
倍
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-7

] 
政
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
発
信
力
の
向
上
支
援

 

・
 

2
02
3
年

度
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
共
有
し
た
課
題
の
う
ち
、
サ
イ
ト
の
リ
ン
ク
切
れ
検
証
、
ユ
ー
ザ
ー
か

ら
の

フ
ィ
ー

ド
バ
ッ

ク
を
得
る
仕
組
の
導
入
に
つ
い
て
、
20
24

年
度
中
に
試
験
的
な
対
応
を
行
う
。
 

・
 

リ
フ

ァ
レ
ン

ス
と
し

て
の
共
通
C
MS

の
機
能
拡
充
を
実
施
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 政

府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
加
府
省
庁
数
（

20
府
省
庁
）
 

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ミ
ー
ト
ア
ッ
プ
等
の
開
催
回
数
（
10
回
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-8

] 
地
方
公
共
団
体
等
の
声
を
直
接
聴
く
仕
組
み
の
更
な
る
活
用

 

・
 

徹
底

し
た
国

民
目
線

で
行
政
の
施
策
を
進
め
国
民
参
加
型
の
オ
ー
プ
ン
ガ
バ
メ
ン
ト
を
目
指
す
た
め
、

国
民

、
事
業

者
及
び

地
方
公
共
団
体
の
声
を
集
め
て
政
策
に
反
映
す
る
。
 

・
 

特
に

、
国
民

に
よ
り

近
い
、
全
国
の
地
方
公
共
団
体
職
員
と
対
等
に
議
論
す
る
場
と
し
て
立
ち
上
げ
た

「
デ

ジ
タ
ル

改
革
共

創
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
活
用
。
 

・
 

マ
イ

ナ
ン
バ

ー
カ
ー

ド
の
普
及
・
利
活
用
の
加
速
等
の
施
策
に
お
い
て
、
現
場
を
持
つ
地
方
公
共
団
体

職
員

と
の
共

創
を
強

化
す
る
。
 

・
 

並
行

し
て
、

デ
ジ
タ

ル
庁
幹
部
と
地
方
公
共
団
体
の

DX
推
進
担
当
者
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
整
備
し

た
「

デ
ジ
タ

ル
政
策

相
談
窓
口
」
を
用
い
継
続
的
な
連
携
を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
改
革
共
創
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
稼
働
率
：

10
0
％
 

デ
ジ

タ
ル
改
革
共
創
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
月
間
ユ
ー
ザ
ー
数
：
20
24

年
度
末
 
10
,
00
0

人
 

デ
ジ

タ
ル
政
策
相
談
窓
口
会
議
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
の
会
議
後
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
け
る

取
組

満
足
度
：
７
割
以
上
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 



10
4
 

○
[N

o
.4

-9
] 
通
信
・
放
送
分
野
に
お
け
る
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
促
進
支
援
等

/
公
的
機
関
や
企
業
の
情
報
ア
ク

セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
対
応
の
促
進
等

/
字
幕
番
組
、
解
説
番
組
、
手
話
番
組
等
の
制
作
促
進

 

・
障

害
者

等
の

利
便
増
進
に
資
す
る
IC
T機

器
等
の
研
究
開
発

の
推
進

及
び
そ

の
普

及
を

図
る

。

・
障

害
者

等
の

ニ
ー
ズ
と
I
CT

機
器
等
の
開
発
企
業
等
の
シ
ー

ズ
の
マ

ッ
チ
ン

グ
及

び
障

害
者

向
け
IC
T機

器
等

に
関
す

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
及
び
利
用
促
進
を
図

る
。

・
企

業
等

が
開

発
す
る
IC
T
機
器
等
に
つ
い
て
、
情
報
ア
ク
セ

シ
ビ
リ

テ
ィ
基

準
へ

の
対

応
状

況
を
自

己

評
価

す
る
様

式
の
普
及
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
政
府
情
報

シ
ス
テ

ム
調
達

に
当

該
様

式
を

用
い
て

、

障
害

の
種
類

や
程
度
を
考
慮
し
た
確
認
を
求
め
る
。

・
公

的
機

関
の

ウ
ェ
ブ
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
取
組
を

強
化
す

る
。

・
放

送
事

業
者

等
に
対
し
、
字
幕
番
組
、
解
説
番
組
、
手
話
番

組
等
の

制
作
費

や
生

放
送

番
組

に
対
す

る

字
幕

付
与
設

備
の
整
備
費
の
一
部
に
つ
い
て
助
成
す
る
こ
と

に
よ
り

、
視
聴

覚
障

害
者

等
向

け
テ
レ

ビ

ジ
ョ

ン
放
送

の
充
実
を
図
り
、
放
送
を
通
じ
た
情
報
ア
ク
セ

ス
機
会

の
均
等

化
を

実
現

す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 研

究
開
発
助
成
事
業
の
事
業
化
率
50

％
以
上

：
2
02
5
年

度
50
% 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
閲
覧
し
て
助
成
事
業
に
応
募

し
た

事
業
者

数
：
20
26

年
度
80
% 

情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
自
己
評
価
様
式
の
作

成
件

数
：
20
26

年
度
10
0
件
 

総
務
省
「
自
治
体
DX

・
情
報
化
推
進
概
要
」

に
よ
る

地
方
公

共
団
体

の
J
IS

へ
の

準
拠

率
：

20
2
7年

度
8
4.
5
% 

在
京
キ
ー
５
局
に
お
け
る
字
幕
番
組
、
解
説
番

組
、

手
話
番

組
の
目

標
：
 

字
幕
付
与
可
能
な
全
て
の
放
送
番
組
に
対
す
る

字
幕

付
与
率

：
2
02
7
年

度
ま

で
に

10
0％

 

解
説
を
付
す
こ
と
が
で
き
な
い
放
送
番
組
を
除

く
全

て
の
放

送
番
組

に
対
す

る
解

説
付

与

率
：

20
2
7年

度
ま
で
に
1
5％

以
上
 

手
話
付
与
時
間
：
20
27

年
度
ま
で
に
１
週
間

当
た
り

平
均
15

分
以
上
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
、
総
務
省
 

○
[N

o
.4

-1
0
] 
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
光
化
等
に
よ
る
耐
災
害
性
強
化
事
業
／
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
強
靱
化
に
向
け
た
支
援
事
業

 

・
地

域
生

活
に

必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
は

、
全
国

の
世
帯

数
の

52
.4

％
に

あ
た
る

約

3
,1
6
0万

世
帯
に
普
及
し
て
い
る
。
 
近
年
相
次
ぐ
激
甚
災
害

の
発
生

を
踏
ま

え
る

と
、

国
民

の
安
心

・

安
全

の
確
保

に
結
び
つ
く
地
域
情
報
の
提
供
を
担
う
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ

ビ
の
耐

災
害

性
強

化
が

求
め
ら

れ

て
い

る
と
こ

ろ
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
伝
送
路
方
式
に
は
、

旧
方
式

の
H
FC

方
式

（
銅

線
と

光
フ
ァ

イ

バ
ケ

ー
ブ
ル

を
併
用

）
と
新
方
式
の

FT
T
H方

式
（
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
の
み
）
が
存
在
し
て
お
り
、

旧
方

式
は
豪

雨
災
害

・
停
電
等
に
弱
く
、
光
化
に
よ
る
耐
災
害
性
強
化
の
推
進
が
必
要
と
な
っ
て
い

る
。
 

・
災

害
時

の
住

民
の
安

全
確
保
に
は
、
災
害
関
連
情
報
の
伝
達
が
重
要
。
自
然
災
害
が
頻
発
す
る
中
、
テ

レ
ビ

等
の
停

波
に
よ

る
生
命
・
財
産
の
確
保
に
必
要
な
情
報
の
遮
断
を
回
避
す
る

た
め
、
放
送
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
の
強

靱
化
が

課
題
。

具
体

的
な
目

標
：
 ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
光
化
等
よ
る
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
靱
化
を
図

り
、

年
度
末
を
目
途
に
光
化
率
5
0％

程
度
の
水
準
を
目
標
 

地
上

基
幹
放
送
等
に
よ
る
災
害
時
に
お
け
る
国
民
の
生
命
・
財
産
の
確
保
に
必
要
な
情
報

提
供

の
確
保
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.4

-1
1
] 
無
線

L
A

N
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

 

・
無

線
LA
N
を

活
用

す
る
際
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
、
利
用
者
・
提
供
者
双
方
に

お
け

る
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
対
策
状
況
の
実
態
を
踏
ま
え
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
策
定
・
更
新
す
る
と
と
も

に
、

周
知
啓

発
等
を

実
施
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
7
年

度
末
ま
で
に
、
無
線

LA
N
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
認
知

状
況

を
5
0%

以
上
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.4

-1
2
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確
保

 

・
デ

ジ
タ

ル
改

革
を
進

め
る
に
当
た
っ
て
、
政
府
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
の
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
国

民
目

線
に
立

っ
た
利

便
性
の
向
上
の
徹
底
と
、
国
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
を
安
定
し
て
安
全
に
提
供

す
る

と
い
っ

た
観
点

を
含
め
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
と
の
両
立
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、

国
家
安

全
保
障

戦
略
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
に
基
づ
き
、
政
府
全
体
と
し
て
、
こ
れ

ら
戦

略
を
踏

ま
え
た

施
策
を
着
実
に
講
じ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
強
化
に

努
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 ―

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 



10
5
 

○
[N

o
.4

-1
3
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確
保

(リ
ア
ル
タ
イ
ム
監
視

) 

・
デ

ジ
タ

ル
庁

と
N
IS
C
は
、
20
23

年
度
に
運
用
実
証
事
業
の
中

で
、
シ

ス
テ
ム

を
運

用
す

る
上

で
の
課

題

等
を

整
理
し

、
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
た
要
件
定
義
を
実
施

し
た
。

20
2
4年

度
中

に
CR
S
Aシ

ス
テ
ム

の

構
築

を
行
い

、
2
02
5
年
4
月
か
ら
の
運
用
開
始
を
目
指
す
。

ま
た
、

本
シ
ス

テ
ム

の
利

用
府

省
庁
を

段

階
的

に
拡
大

し
、
20
28

年
度
ま
で
に

20
機
関
の
利
用
を
目
指

す
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
度
中
に
常
時
リ
ス
ク
診
断
・
対
処
（

CR
S
A）

シ
ス
テ

ム
の
整

備
を
行

い
、

20
25

年

４
月
か
ら
の
運
用
開
始
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
、
内
閣
官
房
（

NI
S
C）

 

○
[N

o
.4

-1
4
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確
保

(利
便
性
と
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確

保
の
両
立

) 

・
利

便
性

向
上

及
び
安
心
・
安
全
な
シ
ス
テ
ム
提
供
を
両
立
す

べ
く
、

デ
ジ
タ

ル
庁

は
NI
S
Cと

連
携
し

「
政

府
情
報

シ
ス
テ
ム
の
管
理
等
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

に
つ
い

て
の

基
本

的
な

方
針
」

に

基
づ

き
政
府

情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
・
運
用
を
実
施
す
る
。

同
方
針

に
基
づ

き
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ
対

策

の
強

化
・
水

準
向
上
の
た
め
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
バ
イ
・
デ
ザ

イ
ン
を

前
提
と

し
た

シ
ス

テ
ム

構
築
、

一

層
の

ク
ラ
ウ

ド
サ
ー
ビ
ス
活
用
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
で
の

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
応

、
ゼ

ロ
・

ト
ラ
ス

ト
・

ア
ー
キ

テ
ク
チ
ャ
へ
の
取
組
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野
に

お
け
る

標
準
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

必
要
な

見

直
し

を
進
め

る
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
庁
が
整
備
・
運
用
す
る

シ
ス
テ

ム
を
中

心
と

し
た

安
定

・
継
続

的

な
稼

働
の
確

保
の
観
点
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
専
門
家
チ
ー

ム
及
び

デ
ジ
タ

ル
庁

の
依

頼
に

応
じ
情

報

処
理

推
進
機

構
（
IP
A）

に
よ
る
必
要
な
検
証
・
監
査
・
脆

弱
性
診

断
を
着

実
に

進
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
国
際
標
準

の
改

訂
等
を

踏
ま
え

、
セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

分

野
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
標
準
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
の
改

定
を
行

う
。
 

デ
ジ
タ
ル
庁
が
整
備
・
運
用
す
る
政
府
情
報
シ

ス
テ

ム
等
に

対
す
る

検
証
・

監
査

の
実

施

等
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
安
定
・
継
続
的
な
稼

働
等

を
確
保

す
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.4

-1
5
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

 

・
さ

ら
に

、
NI
SC

は
、
情
報
収
集
・
分
析
か
ら
、
調
査
・
評
価

、
注
意

喚
起
の

実
施

及
び

対
処

と
、
そ

の

後
の

再
発
防

止
等
の
政
策
立
案
・
措
置
に
至
る
ま
で
の
一
連

の
取
組

を
一
体

的
に

推
進

す
る

た
め
の

総

合
的

な
調
整

を
担
う
機
能
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ー
ト
の

枠
組
み

強
化
に

向
け

た
取

組
を

進
め
つ

つ
、

デ
ジ
タ

ル
庁
が

整
備
・
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
を
含
め
て
国
の
行
政
機
関
等
の
シ
ス
テ
ム
に
関
し
、

必
要

な
注
意

喚
起
の

実
施
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
監
査
、
再
発
防
止
等
の
政
策
立
案
・
措
置
等
を
行
う
こ
と

で
、

政
府
全

体
の
シ

ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
を
進
め
る
。
 

・
さ

ら
に

、
デ

ジ
タ
ル

庁
等
と
連
携
を
図
り
、
利
用
府
省
庁
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
情
報
収
集
対
象
の
府
省

庁
を

拡
大
し

、
収
集

す
る
情
報
を
増
や
す
こ
と
で
、
更
な
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
脅
威
情
勢
分
析

能
力

の
強
化

及
び
政

府
機
関
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
強
化
（

GS
O
Cと

の
連
携
を
含
む
。
）
に
取

り
組

む
。

具
体

的
な
目

標
：
 ―

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.4

-1
6
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
に
基
づ
く
施
策
の
推
進

 

・
デ

ー
タ

戦
略

を
推
進

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
も
重
要
と
な
る
。

・
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ
戦
略
（
20
21
年
９
月
2
8日

閣
議
決
定
）
で
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
バ
イ
・
デ

ザ
イ

ン
の
考

え
方
に

基
づ
き
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
と
併
せ
て
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に
向
け

た
取

組
を
同

時
に
推

進
す
る
こ
と
（

“
D
X 
w
it
h
 C
y
be
r
se
c
ur
i
ty
”
）
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

ま
た
、

「
情
報

の
自
由
な
流
通
の
確
保
」
の
原
則
を
踏
ま
え
、
安
全
・
安
心
な
サ
イ
バ
ー
空
間
の

利
用

環
境
の

構
築
に

向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
新

た
な

価
値
創

出
を
支

え
る
デ

ー
タ
流
通
等
の
信
頼
性
確
保
に
向
け
た
基
盤
づ
く
り
や
、
D
FF
T
を
促
進
す

る
観

点
か
ら

サ
イ
バ

ー
空
間
に
お
け
る
ル
ー
ル
形
成
等
を
推
進
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 ―

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.4

-1
7
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
安
全
・
安
心
の
確
保

(I
S

M
A

P
) 

・
I
SM
A
P制

度
創
設

以
降
、
「
I
SM
A
P等

ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
リ
ス
ト
」
へ
の
登
録
数
は
順
調
に
増
加
し
て

い
る

も
の
の

、
制
度

運
用
を
通
じ
た
各
種
課
題
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

・
こ

の
た

め
、

IS
M
AP

の
信
頼
性
・
安
定
性
の
保
持
を
前
提
に
制
度
運
用
を
合
理
化
す
る
た
め
、
「
IS
MA
P

の
制

度
改
善

」
（
外

部
監
査
の
負
担
軽
減
、
審
査
の
迅
速
化
・
明
確
化
及
び

IS
M
AP

利
用
層
の
拡
大

等
）

の
取
組

を
実
施

す
る
こ
と
を
通
じ
、
変
化
の
早
い
ク
ラ
ウ
ド
分
野
へ
対
応
し
て
い
く
。
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具
体

的
な
目

標
：
 「

IS
MA
P
等
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
リ
ス
ト
」

の
サ
ー

ビ
ス
登

録
数
を

増
加
さ

せ
る

こ
と

に

よ
り
、
政
府
機
関
等
に
お
い
て
I
SM
A
Pが

定
め

る
安

全
性
が

評
価
さ

れ
た
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー

ビ
ス
の
利
用
を
促
進
し
、
ク
ラ
ウ
ド
・
バ
イ
・

デ
フ

ォ
ル
ト

の
更
な

る
推
進

を
図

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
、
総
務
省
、
経
済
産

業
省
 

○
[N

o
.4

-1
8
] 
重
要
イ
ン
フ
ラ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
を
図
る
た
め
の
演
習
の
実
施

 

・
「

重
要

イ
ン

フ
ラ
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
行
動

計
画
」

に
基
づ

き
、

重
要

イ
ン

フ
ラ
事

業

者
等

の
障
害

対
応
体
制
の
有
効
性
検
証
等
を
目
的
に
、
所
管

省
庁
と

連
携
し

て
「

分
野

横
断

的
演
習

」

を
毎

年
度
実

施
し
て
い
る
。

・
2
02
3
年

度
は

過
去
最
多
の
組
織
・
個
人
が
参
加
す
る
な
ど
、

「
分
野

横
断
的

演
習

」
を

通
じ

た
重
要

イ

ン
フ

ラ
の
強

靱
性
の
確
保
が
図
ら
れ
て
き
た
が
、
自
組
織
の

被
害
発

生
へ
の

対
処

の
確

認
に

重
点
を

置

い
て

い
る
た

め
、
大
規
模
サ
イ
バ
ー
攻
撃
発
生
時
等
に
お
け

る
複
数

組
織
で

の
被

害
発

生
へ

の
対
処

や

官
民

間
で
の

情
報
共
有
の
実
践
・
確
認
が
課
題
。

・
そ

の
た

め
、

従
来
の
演
習
に
加
え
、
大
規
模
サ
イ
バ
ー
攻
撃

を
想
定

し
、
重

要
イ

ン
フ

ラ
分

野
間
で

発

生
し

得
る
相

互
依
存
性
の
あ
る
リ
ス
ク
を
把
握
す
る
た
め
、

重
要
イ

ン
フ
ラ

サ
ー

ビ
ス

の
途

絶
等
の

状

況
を

盛
り
込

ん
だ
官
民
間
の
連
携
の
実
践
に
重
点
を
置
い
た

演
習
（

官
民
連

携
演

習
）

を
実

施
す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 ・

重
要
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
等
の
障
害
対
応
体
制

の
継

続
的
改

善
 

・
複
数
組
織
に
影
響
を
与
え
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト

へ
の

対
処
能

力
の
向

上

・
官
民
間
の
情
報
共
有
体
制
の
強
化

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.4

-1
9
] 
政
府
機
関
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
戦
略
的
推
進

 

・
NI
SC
は

20
24
年

度
か
ら
政
府
機
関
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ

確
保

を
こ

れ
ま

で
以

上
に

戦
略

的
に

進
め

る
た

め
、

PD
CA

サ
イ
ク
ル
に
よ
る
継
続
的
な
政
策
改
善

※
１
と
OO
DA
ル

ー
プ

に
よ

る
機

動
的

な
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

強
化
※
２
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が

、
デ

ジ
タ

ル
庁

な
ど

の
関

係
省

庁
の

諸
施

策

及
び

各
府

省
庁

が
自
主
的
に
行
う
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対

策
は

、
「

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

・
バ

イ
・

デ

ザ
イ

ン
」

や
“

DX
 w
it

h 
Cy

be
rs

ec
ur

it
y”

と
い
っ
た

考
え

方
を

踏
ま

え
つ

つ
、

こ
れ

ら
と

一
体

的

に
実

施
す

る
。

・
※

１
、

２
：

前
者
と
し
て
は
レ
ッ
ド
チ
ー
ム
テ
ス
ト
 の

実
施

に
向

け
た

検
討

と
い

っ
た

取
組

を
、

後

者
と

し
て

は
横

断
的
な
ア
タ
ッ
ク
サ
ー
フ
ェ
ス
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
脆

弱
性

把
握

や
プ

ロ
テ

ク
テ

ィ

ブ
DN
Sに

よ
る

情
報
収
集
を
20

24
年
度
か
ら
新
た
に
開
始

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 「

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
バ
イ
・
デ
ザ
イ
ン
」
や

“
D
X 
w
it
h
 C
y
be
r
se
c
ur
i
ty
”
と
い
っ
た

考
え

方
が
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
政
府
全
体
と
し
て
の
サ
イ
バ
ー

セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
確
保
を
推
進
す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.4

-2
0
] 
総
合
的
な
運
用
監
視
に
よ
る
強
靭
な
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
実
現

・
2
02
3
年

度
に

定
め
た
総
合
運
用
監
視
に
関
す
る
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
2
02
4
年
度
に
総
合
運
用
・
監
視

シ
ス

テ
ム
（

CO
S
MO
S
）
の
構
築
と
体
制
の
整
備
を
行
い
、
同
年
度
中
に
総
合
的
な
運
用
監
視
を
開
始
す

る
。
20
2
5年

度
か
ら

は
、
本
格
的
に
総
合
的
な
運
用
監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
機
能
の
拡
充
を

図
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年

度
に
総
合
運
用
・
監
視
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
体
制
の
整
備
を
行
い
、
同
年
度
中
に

総
合

的
な
運
用
監
視
を
開
始
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

○
[N

o
.4

-2
1
] 
ト
ラ
ス
ト
及
び
デ
ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
③

 

・
行

政
に

お
け

る
デ
ジ

タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え

方
を

示
し
て

い
る
本

人
確
認
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
政
府
の
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
の
拡
大
、
マ
イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー

ド
の
急

速
な
普
及
な
ど
、
昨
今
の
最
新
情
勢
に
応
じ
た
内
容
へ
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る

こ
と

か
ら
、

今
後
公

開
予
定
の
米
国
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
NI
ST

：
SP
80
0
－
6
3－

４
）
の
内
容
を
含
め

た
国

際
的
な

相
互
運

用
性
の
観
点
も
留
意
し
つ
つ
、

20
2
5年

中
に
改
定
版
の
作
成
を
行
う
。

・
電

子
委

任
状

法
附
則

に
基
づ
き
2
02
3
年
に
行
っ
た
「
電
子
委
任
状
法
施
行
状
況
検
討
会
」
の
報
告
書
を

踏
ま

え
、
電

子
委
任

状
の
主
要
な
ユ
ー
ス

ケ
ー
ス
で
あ
る
電
子
契
約
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、
電
子
契

約
に

お
い
て

電
子
委

任
状
を
利
用
す
る
際
に
参
照
で
き
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

20
2
4年

を
目
途
に
作
成
す

る
と

と
も
に

代
理
申

請
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
の
諸
課
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 本

人
確
認
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
 

電
子

委
任
状
の
普
及
促
進
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 



10
7
 

 

 
○

[N
o

.4
-2

2
] 
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
①

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

は
、
国
・
地
方
公
共
団
体
・
独
立
行
政
法
人
等

の
情
報

シ
ス
テ

ム
の

整
備

及
び

管
理
に

つ

い
て

、
情
報

シ
ス
テ
ム
整
備
方
針
を
策
定
し
、
情
報
シ
ス
テ

ム
整
備

等
の
基

本
的

な
考

え
方

等
を
提

示

し
て

い
る
。

ま
た
、
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理

に
関
す

る
共
通

ル
ー

ル
で

あ
る

「
デ
ジ

タ

ル
・

ガ
バ
メ

ン
ト
推
進
標
準
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
に
つ
い
て

、
技
術

進
展
等

を
踏

ま
え

、
今

後
も
必

要

な
改

定
等
を

行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
庁
は
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
等

を
図

る
た
め

、
政
府

情
報
シ

ス
テ

ム
の

統

括
・
監
理
等
に
よ
り
、
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の

統
合

・
共
通

化
を
促

進
し
、

民
間

サ
ー

ビ

ス
と
の
連
携
を
容
易
に
し
つ
つ
、
利
用
者
目
線

で
の

行
政
サ

ー
ビ
ス

の
改
革

と
情

報
シ

ス

テ
ム
の
改
革
を
一
体
的
に
推
進
す
る
。
こ
の
た

め
、

デ
ジ
タ

ル
庁
は

、
各
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

が
、
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
方
針
等
に
基
づ
い
て

い
る

か
と
い

う
観
点

か
ら
、

各
府

省
庁

P
MO

と
連
携
し
、
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元

的
な

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

監
理
を

実
施

す
る

。
 

各
府
省
庁
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
方
針
等
を

踏
ま

え
、
デ

ジ
タ
ル

庁
主
導

の
下

、
業

務

改
革
（
B
PR

）
の
推
進
、
共
通
機
能
の
活

用
の

徹
底

、
シ
ス

テ
ム
の

統
合
・

集
約

等
に

よ

り
、
固
定
的
と
な
っ
て
い
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の

運
用

等
経
費

及
び
整

備
経
費

の
う

ち
シ

ス

テ
ム
改
修
に
係
る
経
費
の
抑
制
を
図
る
。
政
府

全
体

と
し
て

、
2
02
0
年

度
時

点
で

の
政

府

情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
等
経
費
及
び
整
備
経
費

の
う

ち
の
シ

ス
テ
ム

改
修
に

係
る

経
費

計

約
5,
40
0
億
円
を
、
2
02
5
年
度
ま
で
に
３
割

削
減
す

る
こ
と

を
目
指

す
。
 

ま
た
、
各
府
省
庁
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
経
費

抑
制

だ
け
で

な
く
、

利
用
者

の
利

便
性

向

上
、
行
政
の
効
率
化
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
や
事

業
機

会
創
出

に
よ
る

経
済
効

果
な

ど
デ

ジ

タ
ル
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
果
が
、
関
連
す

る
情

報
シ
ス

テ
ム
の

ラ
イ
フ

サ
イ

ク
ル

に

お
い
て
要
す
る
整
備
経
費
及
び
運
用
等
経
費
に

見
合

う
か
検

証
し
、

全
体
と

し
て

費
用

対

効
果
を
最
大
化
し
、
生
産
性
の
向
上
に
不
断
に

取
り

組
む
と

と
も
に

、
こ
れ

ら
の

取
組

の

可
視
化
を
図
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-2

3
] 
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
②

 

・
 

各
府

省
庁
は

、
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
方
針
、
標
準
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
、

中
長
期

的
な

計
画

等
を

踏
ま
え

、

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
ご
と
に
取
組
を
具
体
化
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

計
画
書

を
作
成

し
、

当
該

計
画

書
に
沿

っ

て
、

業
務
改

革
（
BP
R）

・
シ
ス
テ
ム
改
革
を
推
進
す
る
と

と
も
に

、
随
時

、
当

該
計

画
書

の
進
捗

状

況
を

把
握
し

、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
。
特
に
、
情
報
シ
ス

テ
ム
部

門
だ
け

で
な

く
、

制
度

所
管
部

門

及
び

業
務
実

施
部
門
と
連
携
し
、
利
用
者
の
満
足
度
や
ニ
ー

ズ
、
利

用
状
況

及
び

現
場

の
業

務
や
情

報

シ
ス

テ
ム
の

コ
ス
ト
構
造
を
詳
細
に
把
握
・
分
析
し
た
上
で

、
事
業

者
等
の

提
案

を
精

査
し

、
シ
ス

テ

ム
構

造
の
最

適
化
等
に
取
り
組
む
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 [
No
.
4-
2
2 

政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
①
]
の
具
体

的
な

目
標
に
同
じ
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-2

4
] 
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
③

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

は
、
一

元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
と
し
て
、
年
間
を
通
じ
て
、
予
算
要
求
段
階
、
執
行

段
階

の
プ
ロ

セ
ス
に

お
い
て
、
各
府
省
庁
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
各
フ
ェ
ー
ズ
に
応
じ
た
レ
ビ
ュ
ー
を
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

計
画
書

等
を
用
い
て
行
い
、
こ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
次
の
段
階
に

進
め

る
こ
と

の
是
非

を
判
断
す
る
。
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
等
を
予
算
要
求
や
執
行
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る

た
め

、
デ
ジ

タ
ル
庁

が
情
報
シ
ス
テ
ム
関
係
予
算
を
段
階
的
に
一
括
計
上
し
、
こ
れ
を
監
理
し
て
い

く
。
 

・
 

ま
た

、
各
府

省
庁
の

情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
情
報
（
契
約
額
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
等
）
を
集
約

し
、

デ
ー
タ

の
分
析

・
利
活
用
を
行
い
、
政
府
情
報

シ
ス
テ
ム
の
統
括
・
監
理
の
実
効
性
の
確
保
を
図

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 [
No
.
4-
2
2 

政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
①
]
の
具
体

的
な

目
標
に
同
じ
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-2

5
] 
政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
④

 

・
 

内
容

の
精
査

が
不
十

分
な
新
規
投
資
や
後
年
度
の
運
用
等
経
費
の
増
大
等
に
よ
り
、
コ
ス
ト
構
造
が
不

適
切

な
も
の

と
な
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
は
財
務
省
と
連
携
し
、
情
報
シ
ス
テ
ム
関
係
経

費
の

費
用
及

び
効
果

（
利
用
者
の
利
便
性
向
上
、
行
政
の
効
率
化
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
経
費
抑
制
、
新

た
な

サ
ー
ビ

ス
や
事

業
機
会
創
出
に
よ
る
経
済
効
果
等
）
を
精
査
す
る
。
な
お
、
精
査
の
際
は
、
過
去

の
実

績
に
と

ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
各
府
省
庁
を
横
断
し
た
配
分
・
情
報
シ
ス
テ
ム
関
係
経
費
の
柔
軟

な
要

求
・
執

行
を
実

現
す
る
。
ま
た
、
各
府
省
庁
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て

要
す

る
整
備

経
費
及

び
運
用
等
経
費
の
総
額
に
つ
い
て
、
予
算
要
求
だ
け
で
な
く
執
行
段
階
に
お
け
る

決
算

額
と
そ

の
効
果

を
精
査
し
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
、
新
た

な
情

報
シ
ス

テ
ム
を

整
備
す
る
際
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
で
費
用
対
効
果
を
可
視
化
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 [
No
.
4-
2
2 

政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
元
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
等
①
]
の
具
体

的
な

目
標
に
同
じ
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主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-2

6
] 

O
D

R
の
推
進

 

・
 

時
間

や
場
所

の
制
約
を
受
け
ず
、
誰
も
が
公
正
か
つ
適
正
な

紛
争
解

決
の
場

で
あ

る
AD
R
に

ア
ク

セ
ス

で
き

る
O
DR

の
推
進
の
た
め
、
20
22

年
３
月
に
策
定
し
た
「

OD
R
の

推
進

に
関
す

る
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
国

民
へ
の

周
知
・
広
報
、
相
談
機
関
と
OD
R機

関
と
の

連
携
促

進
等
の

各
種
取

組
を

実
施

し
て
き

た
。
 

・
 

O
DR

を
実

施
す
る
認
証
AD
R事

業
者
は
増
加
し
て
い
る
が
、
利

便
性
の

高
い
OD
Rの

実
装

は
充

分
で
な

く
、
OD
R
の

認
知
度
も
高
い
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
 

・
 

2
02
4
年

度
は

こ
れ
ま
で
の
周
知
・
広
報
等
の
効
果
検
証
を
し

、
よ
り

効
果
的

な
取

組
を

実
施

す
る
と

と

も
に

、
2
02
3
年
度
に
実
施
し
た
O
DR

実
証
実
験
の
結
果
を
踏

ま
え
、

OD
R
実

装
上

の
課

題
へ

の
対
応

策
に

つ
い

て
検
討

す
る
な
ど
し
て
、
O
DR

へ
の
参
入
支
援
を
実
施

す
る
予

定
で
あ

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 O
DR

対
応
の
認
証

AD
R
事
業
者
数
：
20
25
年
度

ま
で
に

全
認
証

AD
R
事

業
者

の
4
0％

 

O
DR

利
用
件
数
：

20
2
8年

度
ま
で
に
年
間

80
0件

（
処
理

件
数
で

カ
ウ
ン

ト
）
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.4
-2

7
] 
遺
言
制
度
の
デ
ジ
タ
ル
化

 

・
 

現
行

の
自
筆

証
書
遺
言
で
は
、
全
文
、
日
付
及
び
氏
名
の
自

書
並
び

に
押
印

が
要

件
と

さ
れ

、
パ
ソ

コ

ン
等

を
使
用

し
て
作
成
さ
れ
た
遺
言
書
や
録
音
・
録
画
に
よ

る
遺
言

に
つ
い

て
は

自
書

の
要

件
を
欠

き
、

無
効
で

あ
る
と
解
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
す
る
対
応

が
今
後

の
課
題

で
あ

る
。
 

・
 

規
制

改
革
実

施
計
画
（
2
02
2
年
６
月
７
日
閣
議
決
定
）
に
基

づ
き
、

遺
言
制

度
を

国
民

に
と

っ
て
よ

り

一
層

利
用
し

や
す
い
も
の
と
す
る
観
点
か
ら
、
遺
言
者
が
デ

ジ
タ
ル

技
術
を

用
い

て
作

成
す

る
こ
と

の

で
き

る
新
た

な
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
規
律
を
整
備
す
る
こ

と
を
中

心
と
し

て
、

遺
言

制
度

の
見
直

し

に
向

け
た
検

討
を
行
っ
て
き
た
。
20
24
年
２
月
に
は
、
法
務

大
臣
か

ら
、
法

制
審

議
会

に
対

し
、
遺

言

制
度

の
見
直

し
に
関
す
る
諮
問
が
さ
れ
、
法
制
審
議
会
民
法

（
遺
言

関
係
）

部
会

が
新

設
さ

れ
、
同

年

４
月

以
降
、

同
部
会
に
お
い
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 遺

言
制
度
を
国
民
に
と
っ
て
よ
り
一
層
利
用
し

や
す

い
も
の

と
す
る

観
点
か

ら
、

現
行

の

自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
に
加
え
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
を

活
用
し

た
新
た

な
遺
言

の
方

式
に

関

す
る
規
律
を
整
備
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、

遺
言

制
度
の

見
直
し

を
検
討

す
る

。
 

主
担

当
省
庁

：
 法

務
省
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 ５
．

デ
ジ
タ

ル
人
材

の
育

成
・

確
保

 

 
○

[N
o

.5
-1

] 
政
府
デ
ジ
タ
ル
人
材
（
部
内
育
成
の
専
門
人
材
）
の
確
保
・
育
成

 

・
 

政
府

デ
ジ
タ

ル
人
材
の
確
保
・
育
成
に
当
た
り
、
総
合
職
試

験
の
「

デ
ジ
タ

ル
区

分
」

等
が

創
設
さ

れ
、

各
府
省

庁
は
広
報
、
採
用
等
を
実
施
し
て
い
る
が
、
更

に
確
保

を
進
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

・
 

各
府

省
庁
は

積
極
的
な
広
報
の
ほ
か
、
「
デ
ジ
タ
ル
人
材
確

保
・
育

成
計
画

」
に

お
い

て
、

ス
キ
ル

認

定
等

に
係
る

具
体
的
な
目
標
、
高
位
の
ポ
ス
ト
ま
で
を
見
据

え
た
人

事
ル
ー

ト
例

等
を

設
定

し
、
計

画

的
か

つ
適
切

な
育
成
を
行
う
。
 

・
 

官
民

間
の
ス

キ
ル
を
比
較
で
き
る
よ
う
、
資
格
試
験
等
に
合

格
し
、

ス
キ
ル

認
定

を
受

け
た

者
へ
の

処

遇
の

確
保
を

進
め
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

手
当

等
を
活

用
し
、
一
定
の
給
与
上
の
評
価
を
行
う
取
組
の

拡
大
を

図
り
、

政
府

デ
ジ

タ
ル

人
材
の

育

成
を

加
速
す

る
。
 

・
 

管
理

職
向
け

研
修
等
の
更
な
る
充
実
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 

管
理

職
が
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
適
切
に
発
揮
で
き
る
取
組
の

ほ
か
、

AI
の
活

用
、

業
務

改
革

（
BP
R）

、
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
な
ど
最
新
の
取
組
に
係
る

研
修
等

も
推
進

す
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 各

府
省
庁
の
ス
キ
ル
認
定
者
数
 

各
府
省
庁
の
ス
キ
ル
認
定
者
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル

化
へ

の
貢
献

等
の
効

果
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.5
-2

] 
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
（
外
部
か
ら
登
用
す
る
高
度
な
専
門
人
材
）
の
確
保
・
協
働

 

・
 

各
府

省
庁
に

お
い
て
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
業
務
の
効

率
化
や

抜
本
的

な
業

務
改

革
の

た
め
高

度

な
IT
ス

キ
ル

と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
洗
練
化
・
巧
妙

化
を
踏

ま
え
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ
ィ

に

係
る

高
度
な

ス
キ
ル
な
ど
を
持
つ
専
門
人
材
の
活
用
が
引
き

続
き
課

題
で
あ

る
。

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

や
N
IS
C
に
お
い
て
は
、
高
度
専
門
人
材
の
登
用

を
行
い

、
各
府

省
庁

に
対

す
る

支
援
・

助

言
を

実
施
し

、
利
害
関
係
や
職
務
執
行
へ
の
支
障
に
配
慮
し

つ
つ
兼

業
・
副

業
も

可
能

な
非

常
勤
職

員

で
の

採
用
や

、
I
Tス

キ
ル
に
関
す
る
民
間
の
評
価
基
準
を
活

用
す
る

等
の
工

夫
を

含
め

た
外

部
の
高

度

専
門

人
材
を

活
用
す
る
場
合
の
採
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
の

検
討
を

進
め
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 高

度
専
門
人
材
の
活
用
の
効
果
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.5
-3

] 
政
府
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
・
育
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等

 

・
 

各
府

省
庁
に

お
け
る

デ
ジ
タ
ル
人
材
の
不
足
に
伴
い
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て
デ
ジ
タ
ル
改
革
に
必
要
な

人
材

の
確
保

・
育
成

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

デ
ジ

タ
ル
人

材
の
確

保
・
育
成
に
向
け
た
各
府
省
庁
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進

会
議

副
幹
事

会
及
び

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
推
進
専
任
審
議
官
等
会
議
に
お
い
て
引
き
続
き
共

有
を

図
り
、

独
立
行

政
法
人
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
業
務
の
特
性
等
に
鑑
み
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確

保
・

育
成
に

向
け
必

要
に
応
じ
た
取
組
を
行
い
、
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
、
各
府
省
庁
は
そ
の
取
組

状
況

等
に
つ

い
て
確

認
等
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 各

府
省
庁
の
ス
キ
ル
認
定
者
数
 

各
府

省
庁
の
ス
キ
ル
認
定
者
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
貢
献
等
の
効
果
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.5
-4

] 
ク
ラ
ウ
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
始
め
と
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
育
成
及
び
多
様
性
確
保

事
業

 

・
 

ク
ラ

ウ
ド
エ

ン
ジ
ニ

ア
を
始
め
と
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
不
足
や
地
理
的
な
偏
在
、
ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア
エ

ン
ジ
ニ

ア
の
取
り
扱
え
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
偏
り
に
よ
っ
て
活
用
し
た
い
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー

ビ
ス
を

活
用
で

き
な
い
事
態
や
、
新
た
な
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
が
停
滞
す
る
事
態
を
避
け

る
必

要
が
あ

る
。
こ

の
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
、
総
務
省
、
経
済
産
業
省
、
厚
生
労
働
省
は
連
携
し
て
ソ

フ
ト

ウ
ェ
ア

エ
ン
ジ

ニ
ア
育
成
と
多
様
性
確
保
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 2
02
5
年

度
ま
で
に
既
存
の
支
援
制
度
の
対
象
と
な
る
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
育
成

や
多

様
性
確
保
に
資
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
講
座
数
の
拡
大
を
図
る
 

関
係

業
界
や
地
方
公
共
団
体
等
と
も
連
携
し
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
育
成
に
係
る

プ
ロ

グ
ラ
ム
の
利
用
機
会
及
び
利
用
人
員
の
拡
充
を
図
る
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.5
-5

] 
地
域
情
報
化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度

 

・
 

2
02
3
年

度
ま

で
、
地
域
情
報
化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
に
よ
り
、
デ
ー
タ
利
活
用
の
専
門
家
を
地
方

公
共

団
体
等

に
派
遣

し
、
講
演
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
助
言
等
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
課
題
に
取

り
組

む
人
材

の
育
成

を
支
援
。
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・
2
02
4
年

度
に

つ
い
て
は
、
４
月
2
2日

に
地
域
情
報
化
ア
ド
バ

イ
ザ
ー

の
派
遣

申
請

の
受

付
を

開
始
し

、

2
02
5
年

３
月

ま
で
順
次
派
遣
を
実
施
す
る
予
定
。

・
こ

れ
に

よ
り

、
地
域
の
デ
ー
タ
利
活
用
推
進
の
た
め
の
地
域

人
材
の

育
成
を

支
援

。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
度
地
域
情
報
化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

団
体
数

40
0
箇

所
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.5

-6
] 
地
方
自
治
体
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
・
育
成
の
促
進

 

・
総

務
省

は
、

市
町
村
に
お
け
る
C
IO

補
佐
官
等
の
任
用
等
、

都
道
府

県
に
よ

る
市

町
村

支
援

の
た
め

の

デ
ジ

タ
ル
人

材
の
確
保
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
DX
推
進

リ
ー
ダ

ー
の
育

成
に

つ
い

て
地

方
財
政

措

置
を

講
じ
、

そ
の
取
組
を
促
す
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
計

画
的
に

デ
ジ
タ

ル
人

材
の

確
保

育
成
に

取

り
組

め
る
よ

う
伴
走
支
援
や
ノ
ウ
ハ
ウ
・
優
良
事
例
等
の
横

展
開
に

も
取
り

組
む

。

具
体

的
な
目

標
：
 D
X・

情
報
関
係
業
務
を
担
当
す
る
職
員
が
１
人

以
下

で
あ
る

団
体
（

い
わ
ゆ

る
「

１
人

情

シ
ス
」
状
態
）
を
20
25

年
度
中
に
半
減
さ
せ

る
。

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.5

-7
] 
都
道
府
県
と
市
町
村
が
連
携
し
た
推
進
体
制
の
構
築

 

・
都

道
府

県
と

市
町
村
が
連
携
し
た
自
治
体
DX

の
推
進
体
制
も

広
が
っ

て
お
り

、
様

々
な

取
組

が
進
め

ら

れ
て

い
る
が

、
今
後
の
人
口
減
少
を
乗
り
切
る
た
め
に
全
国

的
な
デ

ジ
タ
ル

化
が

急
務

で
あ

る
こ
と

を

踏
ま

え
る
と

、
独
自
に
デ
ジ
タ
ル
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
の

難
し
い

小
規
模

自
治

体
も

含
め

全
て
の

国

民
が

行
政
サ

ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
持
続
可
能
な
体
制
を
維

持
す
る

た
め
に

は
、

都
道

府
県

と
市
町

村

が
連

携
し
た

推
進
体
制
の
充
実
強
化
を
一
層
促
進
す
る
と
と

も
に
、

国
の
支

援
策

を
拡

充
し

、
既
存

施

策
も

含
め
て

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
で
、
デ
ジ
タ
ル
人
材

の
確
保

・
育
成

や
シ

ス
テ

ム
や

ツ
ー
ル

の

共
同

調
達
・

共
同
利
用
、
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化
、

共
通
Sa
aS

化
、

デ
ジ

タ
ル

完
結

等
の
取

組

を
強

力
に
支

援
す
る
体
制
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
総
務
省
及

び
デ
ジ

タ
ル
庁

は
関

係
府

省
庁

と
連
携

し
、

自
治
体

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
や

専
門
人

材
の
派

遣
な

ど
の

支
援

を
加
速

す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
5
年
度
中
に
全
て
の
都
道
府
県
で
市
町
村

と
連
携

し
た
推

進
体
制

（
デ
ジ

タ
ル

人
材

プ

ー
ル
機
能
を
含
む
）
が
構
築
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.5

-8
] 
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成

 

・
企

業
DX

を
推

進
す
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
に
必
要
と
な
る
役
割
や
ス
キ
ル
を
見
え
る
化
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
ス

キ
ル

標
準
」

の
策
定

・
生
成

AI
対
応
、
民
間
企
業
等
の
教
育
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ス
キ
ル
標
準
に
紐
付
け
て

一
元

的
に
提

示
す
る

デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
マ
ナ
ビ
DX
）
等
を
通
じ
て
学
び
の
機

会
を

拡
大
し

て
い
く

。

・
個

人
が

持
つ

デ
ジ
タ

ル
ス
キ
ル
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
状
況
、
試
験
に
よ
る
ス
キ
ル
評
価
に
関
す
る
デ
ー
タ

を
蓄

積
・
可

視
化
し

、
活
用
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
検
討
、
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
抜
本
的
見
直
し

等
を

通
じ
て

、
生
成

AI
時
代
に
対
応
す
る
継
続
的
な
学
び
を
可
能
に
す
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
の
エ
コ

シ
ス

テ
ム
を

実
現
す

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
ス
キ
ル
標
準
の
継
続
的
な
見
直
し
の
検
討
 

デ
ジ

タ
ル
人
材
育
成
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
情
報
処
理
技
術
者
試
験
等
を
通
じ
て

20
26

年

度
末

ま
で
に
政
府
全
体
で
デ
ジ
タ
ル
推
進
人
材
を
23
0万

育
成
す
る
と
い
う
目
標
に
貢
献
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
 

○
[N

o
.5

-9
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
育
成

 

・
I
PA

は
、

「
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
キ
ャ
ン
プ
」
の
拡
充
の
検
討
や
、
「
中
核
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
受

講
者

の
拡
大

に
向
け

た
模
擬
プ
ラ
ン
ト
の
新
た
な
整
備
や
更
新
等
を
進
め
る
。
加
え
て
、
人
材
の
不
足

状
況

を
解
消

す
る
た

め
、
ユ
ー
ザ
ー
企
業
に
お
け
る
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
（
登
録
セ
キ
ス
ペ
）

の
活

用
促
進

に
向
け

て
、
補
助
金
等
に
お
け
る
登
録
セ
キ
ス
ペ
配
置
又
は
活
用
の
要
件
化
な
ど
を
検
討

す
る

と
と
も

に
、
高

額
な
登
録
維
持
コ
ス
ト
と
い
っ
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
維
持
コ
ス
ト
削
減
に

向
け

た
制
度

の
見
直

し
も
検
討
す
る
。
ま
た
、
地
方
ベ
ン
ダ
ー
や
中
堅
企
業
・
中
小
企
業
の
ユ
ー
ザ
ー

の
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ
担

当
者
な
ど
の
専
門
人
材
向
け
に
、

基
礎
知
識
・
ス
キ
ル
習
得
で
き
る
よ
う
な
環
境

整
備

を
進
め

る
。

具
体

的
な
目

標
：
 中

核
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
者
の
拡
大
に
向
け
て
新
た
な
模
擬
プ
ラ
ン
ト
を
整
備

す
る

。
 

地
方

ベ
ン
ダ
ー
や
中
堅
企
業
・
中
小
企
業
の
ユ
ー
ザ
ー
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
担
当
者
な
ど
の

専
門

人
材
向
け
に
、
基
礎
知
識
・
ス
キ
ル
習
得
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
を
進
め
る
。
 

20
30
年
度
ま
で
に
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
（
登
録
セ
キ
ス
ペ
）
の
登
録
者
数
を
５

万
人

に
増
加
さ
せ
る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 経

済
産
業
省
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○
[N

o
.5

-1
0
] 
実
践
的
サ
イ
バ
ー
防
御
演
習
「

C
Y

D
E

R
」
に
よ
る
組
織
内
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
の
育
成

 

・
我

が
国

で
は

サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
巧
妙
化
・
複
雑
化
す
る
一
方

で
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
人

材
は

不
足

し
て
お

り
、

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
人
材
の
育
成
を
通
じ
た
組
織
の
対
処
能

力
の
構

築
・
強

化
が

急
務

で
あ

る
。
総

務

省
で

は
2
01
7
年
度
か
ら
、
NI
CT

ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
バ
ー
ト
レ

ー
ニ
ン

グ
セ
ン

タ
ー

を
通

じ
て

、
国
の

機

関
、

地
方
公

共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
及
び
重
要
イ
ン
フ
ラ

事
業
者

等
を
対

象
と

し
た

実
践

的
サ
イ

バ

ー
防

御
演
習

「
C
YD
E
R」

を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、

集
合
形

式
の
演

習
を

年
間
1
00

回
、
3,
0
00

名
規

模
で
実

施
し
て
き
て
お
り
、
20
24
年
度
以
降
も
こ
れ
を

同
規
模

で
継
続

す
る

と
と

も
に

、
2
02
4
年

度
か

ら
オ
ン

ラ
イ
ン
形
式
で
基
礎
的
内
容
を
習
得
可
能
な
プ

レ
C
YD
E
Rを

本
格
展

開
し

、
組

織
内
の

セ

キ
ュ

リ
テ
ィ

人
材
の
育
成
を
通
じ
て
社
会
全
体
の
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

の
確

保
を

図
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 集

合
演
習
の
開
催
回
数
（
20
24

年
度

10
0
回

）
 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
の
育
成
数
（
20
24
年
度

3,
0
00

人
）

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.5

-1
1
] 
数
理
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
・

A
I
教
育
の
推
進

 

・
「

AI
戦

略
20
19

」
に
お
い
て
は
、
20
25
年
度
末
ま
で
に
、
文

理
を
問

わ
ず
全

て
の

大
学

生
・

高
専
生

が

初
級

レ
ベ
ル

の
数
理
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
・
A
Iを

習
得
す

る
こ
と

、
一
定

規
模

の
大

学
・

高
専
生

25

万
人

が
自
ら

の
専
門
分
野
へ
の
応
用
基
礎
力
を
習
得
す
る
こ

と
が
目

標
の
一

つ
と

し
て

掲
げ

ら
れ
て

お

り
、

こ
の
人

材
育
成
目
標
の
実
現
に
向
け
、
20
2
1年

度
よ
り

リ
テ
ラ

シ
ー
レ

ベ
ル

、
20
2
2年

度
よ
り

応

用
基

礎
レ
ベ

ル
の
認
定
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き

モ
デ
ル

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の

継
続

的
な
見

直

し
、

教
材
等

の
作
成
・
公
開
等
、
数
理
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン

ス
・
AI
教

育
の

普
及

・
展

開
を

推
進
す

る
。

・
大

学
院

に
お

け
る
人
文
・
社
会
科
学
系
等
の
分
野
と
情
報
系

の
分
野

を
掛
け

合
わ

せ
た

学
位

プ
ロ
グ

ラ

ム
の

構
築
・

実
施
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
（
20
22

年
度

に
選
定

し
た
６

大
学

に
加

え
、

20
2
4年

度

に
新

た
な
取

組
を
選
定
予
定
）
。

具
体

的
な
目

標
：
 「

数
理
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
・
AI

教
育
プ

ロ
グ
ラ

ム
認
定

制
度
」

に
お
い

て
、

認
定

を

受
け
た
大
学
等
に
お
け
る
１
学
年
当
た
り
の
育

成
可

能
規
模

（
2
02
5
年

度
末

ま
で

に
リ

テ

ラ
シ
ー
レ
ベ
ル
で
約
50

万
人
／
年
、
応
用
基
礎

レ
ベ

ル
で
約

25
万
人

／
年
の

規
模

の
大

学

等
が
認
定
を
受
け
る
こ
と
を
目
指
す
）

大
学
院
に
お
け
る
人
文
・
社
会
科
学
系
等
の
分

野
に

情
報
系

の
分
野

を
掛
け

合
わ

せ
た

学

位
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
数
及
び
構
築
し
た
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
修

了
し

た
学

生
数

（
20

24
年
８
月
以
降
に
具
体
的
目
標
を
設
定
予

定
）

 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

○
[N

o
.5

-1
2
] 
統
計
エ
キ
ス
パ
ー
ト
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 

・
デ

ー
タ

サ
イ

エ
ン
ス

系
学
部
・
学
科
を
新
設
す
る
大
学
が
急
増
す
る
中
、
欧
米
や
中
国
・
韓
国
な
ど
に

数
多

く
存
在

す
る
統

計
学
部
・
学
科
が
欠
落
し
て
き
た
日
本
で
は
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
の
中
核
を
成

す
統

計
学
の

専
門
教

員
の
不
足
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
統
計
数
理

研
究

所
が
中

核
と
な

り
、
全
国
の
大
学
等
が
参
画
す
る
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
形
成
。
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

に
お

い
て
、

全
国
の

大
学
等
の
若
手
研
究
者
を
統
計
学
の
専
門
教
員
に
育
成
し
、
育
成
さ
れ
た
教
員
が

全
国

の
大
学

等
の
大

学
院
生
を
、
統
計
を
駆
使
し
て
学
術
研
究
や
産
業
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
の
で
き

る
統

計
エ
キ

ス
パ
ー

ト
に
育
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
取
組
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
人

材
育

成
の
好

循
環
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 大

学
統
計
教
員
の
育
成
（
20
25

年
度
末
 
計
3
0人

）
 

大
学

院
で
の
統
計
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
育
成
（

20
3
0年

度
末
 
計
50
0人

）
 

コ
ン

ソ
―
シ
ム
の
す
そ
野
拡
大
（
20
25
年
度
末
 
25

参
画
機
関
）

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

○
[N

o
.5

-1
3
] 
情
報
教
育
の
強
化
・
充
実

・
学

習
指

導
要

領
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
「
情
報
活
用
能
力
」
の
育
成
に
向
け
て
、
情
報
教
育
の
強
化
・
充

実
を

図
る
必

要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
、
小
・
中
・
高
等
学
校
を
通
じ
た
情
報
教
育
の
強

化
・

充
実
を

図
る
た

め
の
調
査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。

・
ま

た
、

情
報

モ
ラ
ル

教
育
に
関
す
る
教
員
（
指
導
者
）
向
け
セ
ミ
ナ
ー
や
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
コ

ン
テ

ン
ツ
の

充
実
を

図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
こ

れ
ら

の
取

組
を
通

じ
て
、
学
習
の
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力
で
あ
る
「
情
報
活
用
能
力
（
情
報
モ
ラ

ル
を

含
む
）

」
を
確

実
に
教
育
課
程
全
体
で
育
む
こ
と
を
推
進
す
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 情

報
活
用
能
力
レ
ベ
ル
向
上
（
小
：
レ
ベ
ル
３
以
下
の
減
少
、
中
：
レ
ベ
ル
５
以
下
の
減

少
（
※

）
）
 

（
※
）

情
報
活
用
能
力
を
９
段
階
に
分
け
て
、
児
童
生
徒
の
情
報
活
用
能
力
の
育
成
状
況

に
つ

い
て
調
べ
る
文
科
省
調
査
に
よ
る
。

20
21

年
度
調
査
で
は
、
小
：
レ
ベ
ル
３
以
下
は

4
9.
9
％

、
中
：
レ
ベ
ル
５
以
下
は
57
.1
％
）
 

情
報

モ
ラ
ル
指
導
者
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
の
増
加
（
前
年
度
比

30
％
増
）
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
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2
 

 

 
○

[N
o

.5
-1

4
] 
デ
ジ
タ
ル
等
成
長
分
野
を
支
え
る
人
材
育
成
の
抜
本
的
強
化

 

・
 

＜
高

校
＞
大

学
段
階
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
等
成
長
分
野
へ
の

学
部
転

換
の
取

組
が

進
む

中
、

高
校
段

階

に
お

い
て
理

系
学
部
進
学
率
を
向
上
さ
せ
、
デ
ジ
タ
ル
等
の

成
長
分

野
を
支

え
る

人
材

育
成

の
抜
本

的

強
化

を
行
う

た
め
、
情
報
、
数
学
等
の
教
育
を
重
視
す
る
カ

リ
キ
ュ

ラ
ム
を

実
施

す
る

と
と

も
に
、

I
CT

を
活

用
し
た
文
理
横
断
的
・
探
究
的
な
学
び
を
強
化
す

る
学
校

な
ど
に

対
し

て
、

そ
の

た
め
に

必

要
な

環
境
整

備
の
経
費
を
支
援
す
る
。
 

・
 

2
02
3
年

度
補

正
予
算
に
よ
っ
て
高
等
学
校
等
の
環
境
整
備
を

支
援
す

る
と
と

も
に

、
各

高
校

に
お
け

る

ニ
ー

ズ
の
把

握
等
を
行
い
、
高
校
段
階
で
の
デ
ジ
タ
ル
等
人

材
育
成

の
更
な

る
推

進
に

向
け

、
必
要

な

取
組

を
検
討

。
 

・
 

＜
専

修
学
校

＞
最
新
の
知
識
・
技
能
を
習
得
で
き
る
リ
カ
レ

ン
ト
教

育
コ
ン

テ
ン

ツ
を

作
成

、
D
X人

材

育
成

の
た
め

の
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
、
学
科
の
カ

リ
キ
ュ

ラ
ム
高

度
化

、
理

系
分

野
へ
の

転

換
・

新
設
を

推
進
し
、
専
修
学
校
に
お
け
る
人
材
育
成
を
図

る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ＜

高
校
＞
採
択
校
に
お
け
る
情
報
Ⅱ

等
の
履

修
率
の

向
上
（

目
標
50

％
以
上

）
、

採
択

校

の
大
学
理
系
学
部
進
学
率
向
上
（
約

10
％
増

）
 

＜
専
修
学
校
＞
専
門
学
校
が
輩
出
す
る
I
T人

材
の
増

加
（
20
30

年
度

末
1
5％

以
上

）
 

主
担

当
省
庁

：
 文

部
科
学
省
 

 

 

 
○

[N
o

.5
-1

5
] 
女
性
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
の
推
進

 

・
 

女
性

の
就
労

支
援
や
女
性
の
経
済
的
自
立
、
デ
ジ
タ
ル
分
野

に
お
け

る
ジ
ェ

ン
ダ

ー
ギ

ャ
ッ

プ
解
消

の

た
め

、
就
労

に
直
結
す
る
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ル
の
習
得
支
援
及

び
デ
ジ

タ
ル
分

野
へ

の
就

労
支

援
を
推

進

し
て

い
る
。
 

・
 

2
02
4
年

度
ま

で
の
３
年
間
、
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
「

女
性
デ

ジ
タ
ル

人
材

育
成

プ
ラ

ン
」
に

つ

い
て

は
、
20
24

年
度
末
を
目
途
に
主
要
な
取
組
実
績
の
把
握

な
ど
も

行
い
つ

つ
、

プ
ラ

ン
の

施
策
の

在

り
方

に
つ
い

て
、
必
要
な
見
直
し
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

地
方

公
共
団

体
が
関
係
団
体
と
連
携
し
て
行
う
、
女
性
の
デ

ジ
タ
ル

ス
キ
ル

取
得

・
向

上
の

た
め
の

学

び
直

し
・
教

育
訓
練
や
就
労
支
援
等
の
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
取
組

を
引
き

続
き

後
押

し
す

る
。
 

・
 

地
方

公
共
団

体
や
企
業
等
の
優
良
事
例
を
ま
と
め
た
事
例
集

に
つ
い

て
、
引

き
続

き
全

国
各

地
域
へ

取

組
の

横
展
開

を
図
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ―

 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
府
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 ６
．
D
F
F
T
の

推
進

を
始

め
と

す
る

国
際

戦
略

  
○

[N
o

.6
-1

] 
信
頼
性
の
あ
る
個
人
デ
ー
タ
流
通
の
観
点
か
ら
個
人
情
報
を
安
全
・
円
滑
に
越
境
移
転
で
き
る

環
境
の
構
築

 

・
 

2
01
9
年

発
効

の
日
EU

間
の
相
互
認
証
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、

20
2
1年

の
個
人

情
報

保
護

法
改

正
を
踏

ま

え
、
20
2
3年

度
か
ら
日
本
に
対
す
る

EU
の
十
分
性
認
定
の
範

囲
を
学

術
研
究

分
野

及
び

公
的

部
門
に

拡

大
す

る
協
議

を
進
め
て
お
り
、
2
02
4
年
度
中
の
妥
結
を
目
指

す
。
そ

の
後
、

日
英

間
の

拡
大

協
議
及

び

新
た

な
国
・

地
域
と
の
相
互
認
証
に
向
け
た
協
議
を
開
始
す

る
。
 

・
 

2
02
2
年

に
設

立
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル

CB
P
Rフ

ォ
ー
ラ
ム
に
つ

い
て
、

米
国
等

と
共

同
開

催
す

る
ワ
ー

ク

シ
ョ

ッ
プ
等

の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
、
認
証
基
準
の
見
直
し

等
を
通

じ
て
、

関
係

各
国

及
び

地
域
並

び

に
企

業
の
よ

り
一
層
の
参
加
拡
大
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る

。
 

・
 

2
02
4
年

度
は

有
志
国
・
地
域
と
の
共
同
調
査
を
開
始
す
る
等

、
段
階

を
踏
み

な
が

ら
グ

ロ
ー

バ
ル
規

模

で
の

モ
デ
ル

契
約
条
項
の
相
互
運
用
性
の
実
現
に
向
け
た
取

組
を
進

め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 相

互
認
証
の
枠
組
み
の
更
な
る
発
展
（
2
02
4
年

度
中

に
日
EU

間
拡
大

協
議
の

終
了

）
 

国
際
的
な
企
業
認
証
制
度
の
普
及
促
進
（

20
24

年
度

中
グ
ロ

ー
バ
ル

CB
P
R認

証
企

業
数
7
5

社
）
 

グ
ロ
ー
バ
ル
な
モ
デ
ル
契
約
条
項
の
導
入
を
目

指
す

（
2
02
4
年

度
中

に
有
志

国
・

地
域

と

の
共
同
調
査
開
始
）
 

主
担

当
省
庁

：
 個

人
情
報
保
護
委
員
会
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-2

] 
D

F
F

T
の
具
体
化
推
進
に
向
け
た
国
際
連
携

/I
A

P
の
設
立
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

 

・
 

社
会

の
デ
ジ

タ
ル
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
デ
ー
タ
に

よ
る
新

た
な
価

値
の

創
出

に
向

け
て
グ

ロ

ー
バ

ル
な
競

争
が
加
速
す
る
一
方
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
上
の

懸
念

、
情

報
の

極
端
な

偏

在
、

競
争
上

の
課
題
な
ど
が
世
界
的
に
顕
在
化
。
 

・
 

2
02
3
年
1
2月

に
G
7広

島
サ
ミ
ッ
ト
及
び
G
7群

馬
高
崎
デ
ジ
タ

ル
・
技

術
大
臣

会
合

の
合

意
を

踏
ま
え

、

O
EC
D
の

下
で

DF
F
Tの

具
体
化
の
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
（

In
s
ti
t
ut
i
on
a
l 
A
rr
a
ng
e
me
n
t 
f
or
 

P
ar
t
ne
r
sh
i
p 
:
 I
A
P）

を
設
立
。
I
AP
に
お
い
て
、
各
国
の

デ
ー
タ

規
制
に

関
す

る
透

明
性

向
上
に

資

す
る

レ
ポ
ジ

ト
リ
の
構
築
、

PE
T
s（

Pr
i
va
c
y-
E
nh
a
nc
i
ng
 
Te
c
hn
o
lo
g
ie
s
）
等

の
テ

ク
ノ

ロ
ジ
ー

に

よ
る

デ
ー
タ

流
通
推
進
へ
の
取
組
等
、
デ
ー
タ
の
越
境
移
転

時
に
直

面
す
る

課
題

解
決

に
つ

な
が
る

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
国
際
的
な
デ
ー
タ
ガ

バ
ナ
ン

ス
に
お

け
る

日
本

の
リ

ー
ダ
ー

シ

ッ
プ

を
発
揮

し
、
DF
FT

の
一
層
の
具
体
的
推
進
に
資
す
る
成

果
の
創

出
に
向

け
て

取
り

組
む

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 透

明
性
の
向
上
や
PE
Ts

等
に
関
す
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-3

] 
D

F
F

T
の
具
体
化
推
進
に
向
け
た
少
数
国
間
連
携

 

・
 

「
経

済
成
長

・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
や
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
な
ど
と
の
バ
ラ
ン

ス
の

取
れ
た

国
際
ル

ー
ル
・
制
度
形
成
を
主
導
し
、

DF
F
Tを

具
体
化
推
進
す
る
た
め
に
は
、
有
志
国
と

の
連

携
を
図

る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 

デ
ジ

タ
ル
庁

を
含
め

関
係
府
省
庁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
分
野
に
お
い
て
取
組
を
進
め
る
中
で
、
IA
P

等
国

際
的
な

議
論
を

リ
ー
ド
し
て
い
く
こ
と
を
見
据
え
、
米
国
、
EU
、
英
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
と

の
連

携
に
加

え
、
ア

ジ
ア
地
域
を
中
心
と
し
た
新
興
国
や
デ
ジ
タ
ル
政
策
に
関
わ
る
機
関
等
と
連
携

し
、

信
頼
を

基
盤
と

し
た
国
際
協
力
を
推
進
し
て
い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 有

志
国
と
の
共
同
調
査
に
よ
る
D
FF
T
具
体
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
創
出
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-4

] 
e
シ
ー
ル
及
び
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
利
活
用
拡
大
の
推
進

 

・
 

＜
e
シ
ー

ル
＞
20
23

年
度
に
e
シ
ー
ル
の
⺠
間
サ
ー
ビ
ス
の
信
頼
性
を
評
価
す
る
基
準
策
定
及
び
適
合
性

評
価

の
実
現

に
向
け

て
「
e
シ
ー
ル
に
係
る
検
討
会
」
を
開
催
し
、
国
に
よ
る
e
シ
ー
ル
に
係
る
認
定
制

度
の

創
設
等

を
含
む

「
最
終
取
り
ま
と
め
」
を
公
表
し
た
。
本
取
り
ま
と
め
に
基
づ
き
、
20
24

年
度
中

に
関

係
規
程

を
整
備

し
た
上
で
、
国
に
よ
る

eシ
ー
ル
に
係
る
認
定
制
度
を
創
設
す
る
。
 

・
 

＜
タ

イ
ム
ス

タ
ン
プ

＞
2
02
1
年
度
よ
り
制
度
を
開
始
し
た
国
に
よ
る
時
刻
認
証
業
務
に
係
る
認
定
制
度

に
つ

い
て
は

、
引
き

続
き
的
確
な
制
度
運
用
を
行
い
な
が
ら
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
普
及
啓
発
に
取
り

組
む

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 ＜

e
シ
ー
ル
＞
国
に
よ
る

eシ
ー
ル
に
係
る
認
定
制
度
の
創
設
（
2
02
4
年
中
）
 

＜
タ

イ
ム
ス
タ
ン
プ
＞
的
確
な
制
度
運
用
の
実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
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○

[N
o

.6
-5

] 
政
府
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
国
際
動
向
等
の
調
査

 

・
 

我
が

国
の
IT

ベ
ン
ダ
や
S
aa
S
事
業
者
の
国
際
競
争
力
強
化
に

向
け
て

、
諸
外

国
の

政
府

シ
ス

テ
ム
整

備

に
つ

い
て
、

共
通
化
の
在
り
方
、
ク
ラ
ウ
ド
の
活
用
、
国
と

地
方
自

治
体
の

連
携

と
い

っ
た

点
か
ら

最

新
の

動
向
を

把
握
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
独
自
の
シ
ス
テ

ム
整
備

モ
デ
ル

の
優

位
性

に
つ

い
て
検

証

す
る

必
要
が

あ
る
。
 

・
 

こ
の

た
め
、
20
2
5年

度
に
政
府
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る

国
際
動

向
等
の

調
査

を
実

施
し

、
デ
ジ

タ

ル
庁

に
お
け

る
シ
ス
テ
ム
整
備
の
在
り
方
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な

政
府
シ

ス
テ
ム

整
備

の
潮

流
と

も
調
和

し

た
か

た
ち
に

進
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
整
備
モ
デ

ル
の
海

外
展
開

可
能

性
の

検
討

を
行
い

、

デ
ジ

タ
ル
庁

に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
整
備
の
取
組
を
日
本
の
IT

産
業
の

競
争
力

向
上

に
裨

益
す

る
も
の

に

す
る

こ
と
を

目
指
す
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 政

府
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
国
際
動
向
の

把
握

と
我
が

国
の
整

備
モ
デ

ル
の

海
外

展

開
可
能
性
の
検
討
（

20
2
5年

度
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-6

] 
簡
易
な
送
金
決
済
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
と
国
際
的
な
実
証

 

・
 

任
意

の
共
通
ID
と
認
証
の
仕
組
み
を
適
用
す
る
こ
と
で
簡
易

な
送
金

・
決
済

サ
ー

ビ
ス

を
実

現
す
る

イ

ン
フ

ラ
の
構

築
に
向
け
、
必
要
な
実
証
や
検
討
を
進
め
る
と

と
も
に

、
そ
の

国
際

的
な

相
互

運
用
性

等

の
確

保
に
つ

い
て
、
国
境
を
越
え
た
実
証
事
業
も
含
め
、
そ

の
具
体

化
を
進

め
る

。
 

 
具

体
的

な
目

標
：
 来

年
度
以
降
本
格
的
な
事
業
化
の
開
始
を
目
指

す
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-7

] 
諸
外
国
の
デ
ジ
タ
ル
政
策
に
関
わ
る
機
関
と
の
連
携
強
化

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
分

野
に
お
け
る
協
力
関
係
構
築
の
具
体
化
に
向
け

て
、
関

係
府
省

庁
が

そ
れ

ぞ
れ

の
政
策

分

野
に

お
い
て

、
米
国
、
E
U、

英
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
・

地
域
等

と
の
間

で
、

二
国

間
の

関
係
強

化

に
向

け
た
取

組
を
進
め
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
分
野
に
お
け
る
二
国
間
等
の
会
合
の

実
施

（
四
半

期
に
一

度
以
上

）
 

国
際
会
議
等
の
場
を
活
用
し
た
連
携
（
四
半
期

に
一

度
以
上

）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 
○

[N
o

.6
-8

] 
諸
外
国
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
に
関
わ
る
機
関
と
の
連
携
強
化

 

・
 

諸
外

国
の
サ

イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
に
関
わ
る
機
関
と
の
連
携
強
化
 

・
 

サ
イ

バ
ー
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ
分
野
に
お
け
る
協
力
関
係
構
築
の
具
体
化
に
向
け
て
、
関
係
府
省
庁
が
そ
れ

ぞ
れ

の
政
策

分
野
に

お
い
て
、
米
国
、
E
U、

英
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
・
地
域
等
と
の
間
で
、
二
国

間
の

関
係
強

化
に
向

け
た
取
組
を
進
め
る
。
 

・
 

2
02
3
年

度
10

月
に
セ

キ
ュ
ア
バ
イ
デ
ザ
イ
ン
・
デ
フ
ォ
ル
ト
原
則
に
関
す
る
文
書
へ
の
共
同
署
名
を
実

施
し

た
と
こ

ろ
、
海

外
当
局
に
よ
る
同
原
則
の
取
組
に
関
す
る
情
報
の
収
集
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

我
が

国
に
お

け
る
同

原
則
の
普
及
に
係
る
取
組
を
実
施
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 米

国
、
E
U、

英
国
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
当
局
と
の
二
国
間
・
多
国
間
協
議
を
通

じ
た

関
係
構
築
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-9

] 
他
国
へ
の
支
援
・
協
力
等
を
通
じ
た
我
が
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
向
上

 

・
 

我
が

国
に
お

け
る
デ

ジ
タ
ル
化
の
取
組
は
、
防
災
・
減
災
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
の
利
活
用
、
高
齢
化
社

会
に

向
け
た

取
組
な

ど
、
国
際
的
に
注
目
を
集
め
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
特
に
、
デ
ジ
タ
ル

化
の

意
欲
が

強
い
新

興
国
に
対
し
て
、
関
係
府
省
庁
で
は
従
来
か
ら
研
修
等
を
通
じ
た
支
援
を
行
っ
て

き
て

い
る
。
 

・
 

デ
ジ

タ
ル
分

野
に
お

け
る
我
が
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
向
上
の
た
め
、
研
修
に
よ
る
情
報
提
供
か
ら
更
な

る
協

力
関
係

に
発
展

さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、
国
際
機
関
と
の
連
携
協
力
を
推
進
す
る
と
と

も
に

、
国
際

会
議
等

の
場
を
活
用
し
て
我
が
国
の
取
組
に
関
す
る
情
報
発
信
を
行
う
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 国

際
会
議
等
の
場
を
活
用
し
た
情
報
発
信
（
四
半
期
に
一
度
以
上
の
専
門
家
の
派
遣
）
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-1

0
] 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野
に
お
け
る
他
国
へ
の
支
援
・
協
力
等
を
通
じ
た
我
が
国
の
プ

レ
ゼ
ン
ス
の
向
上

 

・
 

対
象

国
の
重

要
イ
ン

フ
ラ
等
に
依
存
す
る
在
留
邦
人
の
生
活
や
日
本
企
業
の
活
動
の
安
定
を
確
保
し
、

当
該

国
の
健

全
な
サ

イ
バ
ー
空
間
の
利
用
の
進
展
を
促
す
の
み
な
ら
ず
、
サ
イ
バ
ー
空
間
全
体
の
安
全

の
確

保
と
直

結
す
る

た
め
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野
の
能
力
構
築
支
援
は
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
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・
2
02
1
年
1
2月

に
改
定
し
た
「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野

に
お
け

る
開
発

途
上

国
に

対
す

る
能
力

構

築
支

援
に
係

る
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
、
関
係
省
庁
間
及
び

官
民
に

よ
る
連

携
を

緊
密

化
し

、
サ
イ

バ

ー
空

間
に
お

け
る
新
た
な
脅
威
や
各
国
の
ニ
ー
ズ
を
特
定
し

た
上
で

、
日
本

の
強

み
を

い
か

す
形
で

支

援
を

行
う
。

具
体

的
な
目

標
：
 サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野
に
お
け
る
開
発

途
上

国
に
対

す
る
能

力
構
築

支
援

に
係

る

基
本
方
針
に
基
づ
い
た
日
AS
EA
N
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ

リ
テ
ィ

政
策
会

議
等
を

通
じ

た
サ

イ

バ
ー
空
間
に
お
け
る
法
の
支
配
の
推
進
 

主
担

当
省
庁

：
 内

閣
官
房
 

○
[N

o
.6

-1
1
] 
民
主
的
な
「
メ
タ
バ
ー
ス
」
の
実
現

 

・
G
7
群

馬
高

崎
デ
ジ
タ
ル
・
技
術
大
臣
会
合
に
お
い
て
、
メ

タ
バ

ー
ス

な
ど

の
没

入
型

技
術

が
民

主
的

価
値

に
基

づ
く

も
の
で
あ
る
事
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た

と
こ

ろ
、

20
24

年
夏

頃
を

目
途

と
し

て
メ

タ
バ

ー
ス

の
原

則
を
策
定
す
る
。

・
20
24
年

度
か

ら
、
OE

CD
等
の
マ
ル
チ
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る

継
続

的
な

議
論

に
貢

献
す

る
べ

く
取

り

組
ん

で
い

く
。

具
体

的
な
目

標
：
 メ

タ
バ
ー
ス
の
原
則
の
策
定
 

O
EC
D
等
の
マ
ル
チ
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
継

続
的
な

議
論
へ

の
貢
献
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.6

-1
2
] 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
連
携
と
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
連
携

の
強
化

 

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
IG
F
: 
I
nt
e
rn
e
t 
G
ov
e
rn
a
nc
e
 F
o
ru
m
）
 
は

、

イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
に
関
す
る
様
々
な
公
共
政
策
課
題
に
つ
い

て
対
話

を
行
う

た
め

の
国

際
的

な
フ
ォ

ー

ラ
ム

で
あ
る

。

・
2
02
3
年
1
0月

、
我
が
国
が
ホ
ス
ト
国
と
し
て
、
国
立
京
都
国

際
会
館

（
京
都

府
京

都
市

）
に

お
い
て

、

第
18
回

会
合

を
開
催
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
重
要
性
に
つ

い
て
強

調
す
る

と
と

も
に

、
「

マ
ル
チ

ス

テ
ー

ク
ホ
ル

ダ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
の
議
論
」
を
支
持
・
コ
ミ
ッ

ト
す
る

こ
と
を

力
強

く
表

明
し

た
。

・
ー

本
年
1
2月

に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
開
催
さ
れ
る
第

19
回
IG
F等

の
国
際

的
な
フ

ォ
ー

ラ
ム

に
お
い

て
、

マ
ル
チ

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ガ
バ
ナ

ン
ス
の

重
要

性
を

国
際

社
会
に

示

し
、
20
2
5年

の
I
GF

見
直
し
に
向
け
て
IG
F体

制
の
維
持
・
改

善
に
貢

献
す
る

。

具
体

的
な
目

標
：
 2
02
4
年
1
2月

に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
開
催
さ
れ
る
IG
F2
0
24

等
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
機

会
を

積
極
的
に
活
用
し
、
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス

の
重
要
性
を
国
際
社
会
に
示
し
、
2
02
5
年
の
IG
F見

直
し
に
向
け
て

IG
F
体
制
の
維

持
・

改
善
に
貢
献
す
る
。

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.6

-1
3
] 
民
主
主
義
的
な
価
値
に
基
づ
い
た
人
間
中
心
の

A
I
原
則
の
実
践
の
支
援

 

・
我

が
国

は
、

20
2
3年

の
G
7議

長
国
と
し
て
、
「
広
島

AI
プ
ロ
セ
ス
」
の
立
ち
上
げ
を
主
導
し
、
同
年

12

月
に

は
生
成

AI
が
社

会
や
経
済
に
も
た
ら
す
様
々
な
影
響
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
た
世
界
初
の
国
際
的

な
包

括
的
政

策
枠
組

み
に
合
意
し
た
。
2
02
4
年
以
降
、
G
7で

合
意
し
た
作
業
計
画
に
基
づ
き
、
広
島

AI

プ
ロ

セ
ス
の

成
果
を

G7
を
超
え
る
国
や
企
業
に
対
し
て
拡
大
す
る
等
、
広
島

AI
プ
ロ
セ
ス
の
更
な
る
前

進
を

図
る
。

・
2
02
3
年
1
2月

に
イ
ン

ド
で
開
催
さ
れ
た
G
PA
I
サ
ミ
ッ
ト
2
02
3
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
ア
ジ
ア
地

域
初

の
G
PA
I
東

京
専

門
家
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
が
承
認
さ
れ
た
。
本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
等
を
通
じ

て
、

生
成
AI

に
関
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ベ
ー
ス
の
国
際
的
な
協
力
を
推
進
し
、
国
際
社
会
に
お
け
る
広

島
プ

ロ
セ
ス

国
際
指

針
等
の
実
践
の
進
展
を
図
る
。

具
体

的
な
目

標
：
 G
7で

合
意
し
た
「
広
島
A
Iプ

ロ
セ
ス
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
作
業
計
画
」
に
基
づ
き
、
広

島
AI
プ

ロ
セ
ス
の
成
果
を
G7

を
超
え
る
国
や
企
業
に
対
し
て
拡
大
す
る
等
、
広
島

AI
プ
ロ

セ
ス

の
更
な
る
前
進
を
図
る

G
PA
I
東

京
専
門
家
支
援
セ
ン
タ
ー
等
を
通
じ
て
、
広
島
A
Iプ

ロ
セ
ス
の
成
果
の
実
践
に
資

す
る

偽
情
報
対
策
技
術
の
評
価
・
実
証
な
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ベ
ー
ス
の
取
組
を
支
援
す

る
。
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

○
[N

o
.6

-1
4
] 
日

A
S

E
A

N
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
能
力
構
築
セ
ン
タ
ー

(A
JC

C
B

C
)プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
及
び

大
洋
州
島
嶼
国
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
能
力
構
築
支
援

 

・
国

境
を

越
え

て
利
用

さ
れ
る
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
国
際
連
携
の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
、
地

理
的

に
重
要

な
A
SE
A
Nや

大
洋
州
島
嶼
国
に
つ
い
て
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
人
材
不

足
や

能
力
の

向
上
が

課
題
。
そ
の
た
め
、
我
が
国
か
ら
能
力
構
築
支
援
を
実
施
す
る
。

・
具

体
的

に
は

、
A
SE
A
N地

域
に
つ
い
て
は
、
日
A
SE
A
Nサ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
能
力
構
築
セ
ン
タ
ー

(
AJ
C
CB
C
)を

通
じ
て

、
政
府
関
係
者
や
重
要
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
を
対
象
と
し
て
、
情
報
通
信
研
究
機
構
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が
開

発
し
た

実
践
的
サ
イ
バ
ー
防
御
演
習
（
CY
D
ER
)
も
活
用

し
た
演

習
を
行

う
と

と
も

に
、

大
洋
州

島

嶼
国

の
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
能
力
構
築
支
援
で
は
、
AJ
CC
B
Cの

取
組
で

得
た

知
見

を
基

に
、
各

国

の
状

況
に
合

わ
せ
て
基
礎
知
識
の
習
得
も
含
め
た
演
習
を
実

施
し
て

い
く
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 自

由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
（

FO
I
P）

の
実
現

の
た
め

、
ま
た

世
界
全

体
の

サ
イ

バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
等
の

観
点

か
ら
、

以
下
の

目
標
を

掲
げ

て
、

地

理
的
に
重
要
な
A
SE
A
Nや

大
洋
州
島
嶼
国
の
サ

イ
バ

ー
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
の
向

上
を

図
る

。
 

A
SE
A
N向

け
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
演
習
へ

の
参

加
者
数

：
2
02
4
年

度
に

10
0
人

程
度
 

大
洋
州
島
嶼
国
向
け
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

演
習

へ
の
参

加
国
数

：
2
02
4
年
度

に
10

か

国
程
度
 

主
担

当
省
庁

：
 総

務
省
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-1

5
] 
ト
ラ
ス
ト
及
び
デ
ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
①
/利

用
者
本
位
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実
現

に
向
け
た
国
際
協
力
関
係
の
構
築

 

・
 

2
02
4
年

４
月

に
署
名
し
た
日

EU
デ
ジ
タ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
お

け
る
デ

ジ
タ

ル
・

ア
イ

デ
ン
テ

ィ

テ
ィ

に
関
す

る
協
力
覚
書
（
Mo
C
）
に
基
づ
き
、
デ
ジ
タ
ル

・
ア
イ

デ
ン
テ

ィ
テ

ィ
の

相
互

運
用
ユ

ー

ス
ケ

ー
ス
（

事
業
活
動
・
学
生
の
国
際
交
流
等
）
に
関
す
る

実
証
を

行
う
な

ど
、

DF
FT

の
具

体
化
に

も

資
す

る
国
際

連
携
を
推
進
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
互
運
用

ユ
ー

ス
ケ
ー

ス
を
検

討
し
、

20
2
5年

度
ま

で
に
実
証
開
始
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-1

6
] 
行
政
機
関
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
に
向
け
た
国
際
協
力

 

・
 

デ
ジ

タ
ル
人

材
の
枠
組
み
（
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
）
に
基
づ
き

、
必
要

と
さ
れ

る
人

材
の

ス
キ

ル
等
を

明

確
に

す
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
政

府
機
関

等
が
提

供
し

て
い

る
諸

外
国
と

の

協
力

関
係
を

構
築
し
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
の
た
め
の
枠
組

み
や
研

修
に
つ

い
て

協
力

を
得

る
と
と

も

に
、

我
が
国

か
ら
も
有
益
で
あ
る
分
野
に
つ
い
て
情
報
提
供

等
を
行

う
。
ま

た
、

人
材

交
流

や
ワ
ー

ク

シ
ョ

ッ
プ
の

共
催
な
ど
、
短
期
的
に
も
外
部
の
知
見
を
獲
得

し
、
国

内
に
活

用
で

き
る

よ
う

な
取
組

を

推
進

す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 デ

ジ
タ
ル
人
材
育
成
に
向
け
た
専
門
家
会
合
の

実
施
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
 

 

 

 
○

[N
o

.6
-1

7
] 
国
際
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
委
員
会

/産
業
デ
ー
タ
の
国
際
的
な
デ
ー
タ
ガ
バ

ナ
ン
ス

 

・
 

国
内

外
一
体

的
な
デ

ー
タ
経
済
圏
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
の
形
成
、
ひ
い
て
は
日
本
の
デ
ジ
タ
ル
経
済
成

長
に

向
け
、

国
際
デ

ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
し
て
、
「
国
際
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
委

員
会

」
や
「

国
際
デ

ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
検
討
会
」
等
の
会
議
体
を
通
じ
て
、
「
A
I時

代
の
官
民
デ
ー
タ

の
整

備
・
連

携
に
向

け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
な
ど
国
内
の
デ
ー
タ
戦
略
や
そ
の
他
デ
ー
タ
保
護
・

利
活

用
に
関

連
す
る

規
制
・
政
策
措
置
、
産
業
政
策
な
ど
と
連
動
し
な
が
ら
、
産
学
官
の
共
通
課
題
と

し
て

取
り
組

む
。
 

・
 

「
国

際
デ
ー

タ
ガ
バ

ナ
ン
ス
検
討
会
」
の
下
、
産
業
デ
ー
タ
の
国
際
的
な
越
境
流
通
の
促
進
に
向
け

て
、

デ
ー
タ

の
国
際

的
な
共
有
・
利

活
用
や
越
境
移
転
に
伴
う
リ
ス
ク
と
対
応
策
を
整
理
す
る
。

 

 
具

体
的

な
目

標
：
 各

会
議
を
通
じ
て
、

IA
P
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
す
る
課
題
創
出
 

関
連

す
る
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
組
成
 

主
担

当
省
庁

：
 デ

ジ
タ
ル
庁
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第５ オンライン化を実施する行政手続の一覧等 

Ⅰ 行政手続のデジタル化 

デジタル手続法では、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させ

るために不可欠なデジタル３原則（①原則として、個々の手続・サービスが一貫してデジ

タルで完結する（デジタルファースト）、②一度提出した情報は、二度提出することを不

要とする（ワンスオンリー）及び③民間サービスを含め、複数の手続・サービスがどこか

らでも／一か所で実現する（コネクテッド・ワンストップ）。）を基本原則として明確化

するとともに、国の行政手続のオンライン化を原則とした。同法を踏まえ、以下のとおり、

行政手続のデジタル化に向けた方針を示す。 

各府省庁は、この方針に従って、ⅡからⅣまでに記載する対象行政手続について、必要

な情報システム整備等を行い、オンライン化等を順次実施する。その他の手続についても、

順次、オンライン化等の検討を行い、その内容を具体化していくこととする。 

１． 情報システムの整備に関する基本的な考え方 

（1）利用者中心の行政サービスの実現等

利用者中心の行政サービスの実現並びに行政運営の簡素化及び効率化に向け、デジタル

化の前提として業務改革（BPR）や制度そのものの見直しの実施をデジタル化の前提とする。

サービス設計 12箇条に基づき、利用者のニーズを把握・分析した上で、利用者の多い手続

など国民の利便性の向上につながる行政手続から優先的に、オンライン化、行政機関間の

情報連携等による添付書類の省略及び既存の情報システムにおける利便性向上に必要な情

報システムの整備を行う。「すぐ使えて」、「簡単」で、「便利」な行政サービスの実現を

目指す。 

（2）費用対効果の精査

費用の適正化と行政サービスの向上を両立させるため、国の行政機関等の情報システム

整備等に要する費用とこれにより生じる効果（利用者の利便性向上、行政の効率化、情報

システムの経費抑制、新たなサービスや事業機会創出による経済効果など）を勘案し、費

用対効果の精査を十分に行う。 

（3）クラウドサービスの利用

クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、クラウドサービスの利用を第一候補として

検討する。共通的に必要とされる機能については、機能ごとに細分化された共通部品を組

み合わせる設計思想に基づき、迅速かつ柔軟な整備を推進する。 
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２． 情報システムの整備に当たり講ずべき施策 

（1）業務改革（BPR）の実施

ア. 行政サービス全体のプロセスの可視化

オンライン化自体が目的とならないように、行政サービスの利用者の利便性向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化に立ち返った業務改革（BPR）に取り組むことはデジタル化の

前提であるが、その際、プロセス全体を可視化する。 

利用者から見たエンドツーエンドで事実を詳細に把握し、行政手続の利用者と行政機関

間のフロント部分のデジタル化だけでなく、行政機関内のバックオフィスを含めたプロセ

ス全体を可視化する。

イ. 行政手続で必要となる添付書類の不要化等

そもそも当該行政手続で個々の情報（添付書類又は申請書等の記載事項）をなぜ求めて

いるか精査し、添付書類の不要化及び申請書等の記載事項の最小化を図る。 

ウ. 行政手続の利便性向上等

可視化されたプロセスを基に、例えば、利用者が申請を行う前に必要となる作業や利用

者が審査結果を受領した後に必要となる作業等の各プロセスにおいて、発生している問題

点を把握・分析し、行政手続の廃止、他の行政手続との統合、行政手続の利便性向上のた

めの施策を実施する。 

（2）情報システムの共用の推進

効率的な情報システムの整備のため、可能な限り個別に新規のオンラインシステムを整

備することは避け、既存の情報システムや、政府全体で共通的に利用するクラウドサービ

スやデジタルインフラの活用等を実施する。

（3）データの標準化・APIの整備

ア. データの標準化

行政のみならず民間事業者等における業務の効率化やデータ活用を促進するため、標準

ガイドライン群に定める政府相互運用性フレームワーク（GIF）、実践ガイドブック（文字、

マスターデータ等）に基づき、行政分野におけるデータの標準化に取り組み、データ連携

の環境を整備する。 

イ. 外部連携機能（API）の整備

API導入実践ガイドブック等を参照し、開発者・利用者にとって利便性の高い形での API

の整備及び分かりやすい形での仕様に関する情報を提供する。 

（4）情報セキュリティ対策・個人情報の適正な取扱い等

ネットワークへのアクセス制御、通信の暗号化及び情報システムにおけるログの保全等の

技術革新等に対応した情報セキュリティ対策、個人情報の適正な取扱い、業務継続の確保

といった業務及び情報システムの安全性及び信頼性を確保するための措置を講ずる。
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（5）デジタルデバイドの是正

高齢者や障害者等を含む誰もがデジタル化の恩恵を受けられるように、オンライン申請

等に関するアドバイザーによる支援、デジタル技術に関する特別の知識や複雑な操作を要

しないシンプルな設計による情報システムの整備、ヘルプデスク等の利用者サポート機能

の充実等、デジタルデバイドの是正の取組を継続的に行う。 

経済的な理由等によりオンライン申請を行えない利用者が、行政機関等の窓口で職員に

操作方法等の支援を受けながら、オンライン申請を行えるようにする施策や外国人利用者

のためにウェブサイトにおける外国語表記や自動翻訳サービスの実装などの外国語対応等

を行う。 

３． Ⅱ～Ⅳに記載する対象行政手続について 

3.1行政手続のオンライン化の原則に係る情報システム整備（Ⅱについて） 

Ⅱに掲げる手続について、以下の方針に基づき、整備する。 

（1）国の行政手続の原則オンライン化

法令に基づく国に対する申請等及び申請等に基づく処分通知等については、オンライン

化することが適当でない手続又は費用対効果が見合わない手続を除き、添付書類の提出、

本人確認及び手数料納付も含む手続全体をオンラインで実施できるようにすることを原則

とし、速やかに実現に取り組む。 

手数料納付が必要な行政手続については、行政手続のオンライン化による窓口対応や行

政内部の事務処理の効率化など事務処理コストの低減を前提に、利用者がオンラインによ

り手続を行った場合の手数料等の減額の検討や適切な手数料等の設定を行う。 

（2）地方公共団体等の行政手続のオンライン化に必要な情報システムの国による統一
的な整備 

法令等に基づいて地方公共団体等が行う行政手続についても、国の行政機関等が行う行

政手続と併せてオンライン化を行うのが合理的である場合等には、国が情報システムを整

備して、オンラインで利用できるようにするなど、地方公共団体等の意見を十分に聞きな

がら、可能な限り地方公共団体等の負担にならない仕組みを構築する。また、オンライン

化の障壁となる制度についても、必要に応じて見直しを行う。 

3.2 添付書類の省略に係る情報システム整備（Ⅲについて） 

既に行政機関が保有している情報について、行政手続において添付書類として提出を求

めている場合は、その必要性の精査を行った上で、行政機関間の情報連携等によって添付

書類を省略する必要がある。情報連携等による省略が困難な添付書類についても、少なく

とも申請者がオンラインで提出することを可能とするなど、可能な限り一連の手続がデジ

タルで完結するように取り組む。

特に、以下のアからカまでの添付書類については、次のとおり取組を進める。

ア. 登記事項証明書

登記事項証明書（商業法人及び不動産）の添付を求めている手続については、登記情報

連携を利用した添付省略を進めており、添付省略の実現に至っていない手続については、
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引き続き、法務省はデジタル庁と連携して利用促進の働きかけを行い、各府省庁は添付省

略の実現に向けて取り組む。また、一部の地方公共団体を対象として登記情報連携の先行

運用を開始しており、法務省とデジタル庁は、添付省略を更に推進するための支援を行う

とともに、登記情報連携の利用対象団体の拡大を行う。さらに、公用請求の代替として登

記情報連携の利用の検討を進め、地方公共団体での試行を拡大する。 

加えて、デジタル庁は、法務省と連携し、登記由来の情報を公的基礎情報データベース

（ベース・レジストリ）として整備・改善することにより、添付省略の更なる推進を図る。 

このほか、各府省庁は、法人番号公表サイトや商業登記電子証明書を利用して情報を確

認すること、登記情報提供サービスを利用して登記情報（商業法人及び不動産）を確認す

ることにより、添付省略が可能である。 

イ. 戸籍謄本等

法務省において、行政機関等が電子的に戸籍記録事項の証明情報を確認できる戸籍電子

証明書を発行することで、戸籍情報を必要とする行政機関等のニーズを踏まえた戸籍情報

連携の仕組みも整備したところ。2025年３月にはオンライン手続での利用も開始する。引

き続き、法務省は、デジタル庁と連携し、戸籍電子証明書の仕組みの活用等により戸籍謄

抄本の添付省略を検討する各府省庁に対し、必要な協力を行い、対象となる行政手続の拡

大に取り組む。 

ウ. 住民票の写し等

住民票の写し等の添付を求めている手続のうち、申請書に記載された氏名、住所、生年

月日及び性別（基本４情報）を確認している場合、マイナンバーカードの券面提示、マイ

ナンバーカードの公的個人認証機能の活用や、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）

に規定されている事務では、住民基本台帳ネットワ―クシステムを用いて本人確認情報の

提供を受けることで、添付書類の省略が可能である。また、住民票の写し等で申請書に記

載された者が同一世帯の者であることや申請書に記載された者の続柄を確認している場合、

マイナンバー法に規定されている事務では、マイナンバー制度における情報連携により情

報を取得して確認することで、省略が可能である。このような方法による添付資料の省略

に向けて必要な情報システムの整備等に取り組む。 

エ. 印鑑証明書

印鑑証明書（個人）は、文書の真正性等を証明することを目的として発行されているが、

マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用等によって本人確認を行うことで、添付書

類の省略が可能である。印鑑証明書（法人）についても、商業登記電子証明書の送信を受

けて情報を確認することで、添付書類の省略が可能である。このような方法による添付書

類の省略に向けて必要な情報システムの整備等に取り組む。 

オ. 所得証明書・納税証明書等

国税関係情報（納税額、所得金額、未納の税額がないこと等）に関する証明書について

は、電子納税証明書としてデジタル化が実現しており、行政機関間の情報連携による添付

書類の省略が可能となる手続を拡大する。 
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地方税関係情報（住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報）に関する証明

書については、マイナンバー法に規定されている事務では、マイナンバー制度における情

報連携により情報を取得して確認することで、添付書類の省略が可能となっている。この

ような方法による所得証明書・納税証明書等の提出の不要化に取り組む。 

カ. 定款等

定款、決算書又は各種資格証明書等の提出については、スキャン等によるイメージデー

タ等の提出を可能としている手続があるほか、ウェブサイトでの確認の方法による添付書

類の省略を予定している手続があり、各府省庁は、このような方法による提出の不要化又

はデジタル化に取り組む。 

3.3 行政手続の更なる利便性の向上に係る情報システム整備（Ⅳについて） 

各府省庁は、新たにオンライン化を実現する行政手続だけでなく、既にオンライン化を

実現している行政手続においても、利用者視点に基づいた現状の把握と分析を行った上で、

オンラインによる申請時の添付書類の省略を始め、以下のアからシまでに掲げる観点等か

らオンライン利用を促進する方策を検討し、利用者の利便性向上に取り組む。

このうち、Ⅳに掲げる行政手続等について、必要な情報システムの整備等を進める。

ア. スマートフォン等を利用したオンライン手続における利便性向上

イ. 原則 24時間 365日対応を可能とする受付時間等の拡充

ウ. 行政手続におけるオンラインによる本人確認手法の見直し

エ. 代理申請の容易化

オ. オンライン手続時の初期設定の簡易化

カ. Q＆A対応機能等による入力の簡易化等

キ. 申請画面等のマルチブラウザ対応

ク. 申請画面等の多言語化

ケ. オンライン申請時のデータ容量の制限緩和

コ. 標準的なデータ形式への対応やイメージデータでの提出を可能とする等の申請時に送

信するデータ形式の柔軟化

サ. オンライン手続に係る事務処理の効率化と標準処理期間の短縮

シ. オンライン手続における手数料の減額、手続を処理する際の優先的取扱い等のオンラ

イン手続における優遇措置

5



※Ⅱ～Ⅳについて 

１ 各項目の掲載順について 

原則として、整備・改修するシステムごとに手続等の項目を立て、オンライン化等を実施する時期が

決まっている項目とそれ以外の項目をそれぞれ分け、各府省庁の建制順に掲載している。 

２ Ⅱ及びⅣの小分類について 

以下の整理に基づき小分類を作成し、該当する項目を掲載している。 

Ⅱ 

１ 国民等、民間事業者等と国等との間の手続 

手続の主体又は受け手に「国」又は「独立行政法人等」が含まれる項目を掲載。 

２ 国民等、民間事業者等と地方公共団体等との間の手続 

手続の主体又は受け手が「地方公共団体」のみである項目を掲載。 

３ その他 

上記のほか、行政機関間等において行われる手続に係る項目を掲載。 

Ⅳ 

１ オンライン化の共通基盤

複数の行政機関においてオンライン化の共通基盤と位置付けられる項目を掲載。 

２～４ 

Ⅱ １～３と同様。 

３ Ⅱ及びⅢの各項目内の対象手続一覧について 

2021年度の行政手続等の棚卸調査結果（2022年７月１日公表、同年７月11日更新）等に基づき、オ

ンライン化等を行う手続の一覧を表形式で列挙している。表の各列の項目の記載については以下のと

おり。なお、一部、棚卸調査結果を修正している箇所がある。 

（１）手続名 

手続の名称について、手続類型ごとに法律・政令・省令に分けて、それぞれ、手続の根拠法令の法

令番号順、法令の条項順に記載している。ただし、関連する法令がある場合は続けて記載しているも

のもある。 

（２）根拠法令 

手続が規定されている法令について記載している。なお、法令に基づかない手続には、「-」を記載

している。 

（３）手続類型 

次の手続類型のうち該当するものを記載している。 

（ア）申請等 

申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知 

（イ）申請等に基づく処分通知等 

申請等に基づき、処分の通知その他の法令の規定により行政機関等が行う通知 

（ウ）申請等に基づかない処分通知等 

申請等に基づかない処分の通知その他の法令の規定により行政機関等が行う通知 
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（４）手続主体、手続の受け手 

手続を行う主体又は手続を受ける者を記載している。なお、独立行政法人等とは、独立行政法人、

特殊法人、認可法人、指定法人等のことをいう。また、括弧で経由先を記載しているものは、法令上、

当該経由先を経由して手続を行うことが規定されていることを示す。 

（５）手続 ID 

行政手続等の棚卸結果等において、各手続に付している番号を記載している。なお、棚卸結果に登

載されていない手続には「-」を記載している。 

４ 各項目の記載内容について 

Ⅱには、オンライン化の実施内容に加えて、対象手続等について、添付書類の省略やオンライン化

済み手続に係る利便性向上を実施する場合は、これらの内容についても記載している。
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Ⅱ オンライン化を実施する行政手続等

１．国民等、民間事業者等と国等との間の手続

8



（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

有価証券届出書等の提出者等に対する報
告又は資料の提出命令

金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
第26条第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 5740

公務所又は公私の団体への報告命令 同法第26条第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 5741

有価証券届出書等の提出者等（会社以外
の発行者）に対する報告又は資料の提出
命令等

同法第27条
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 -

公開買付者等に対する報告の徴取及び検
査

同法第27条の22第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

5742

意見表明報告書の提出者等に対する報告
の徴取及び検査

同法第27条の22第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 5743

公務所又は公私の団体に対する報告の徴
取

同法第27条の22第３項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 111891

公開買付者等に対する報告の徴取及び検
査

同法第27条の22の２第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

5744

大量保有報告書の提出者等に対する報告
の徴取及び検査

同法第27条の30第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

5745

大量保有報告書に係る株券等の発行者等
に対する報告又は資料の提出命令

同法第27条の30第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

5746

公務所又は公私の団体に対する報告の徴
取

同法第27条の30第３項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 5747

特定情報の提供者等に対する報告の徴取
及び検査

同法第27条の35第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 5748

公務所又は公私の団体への報告命令 同法第27条の35第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 111922

公表者等に対する報告の徴取及び検査 同法第27条の37第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 -

公務所又は公私の団体への報告命令 同法第27条の37第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 -

報告徴取及び立入検査 同法第56条の２
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 5411

適格機関投資家等特例業務届出者への報
告の徴取及び検査

同法第63条の６
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 7318

事件関係人又は参考人に対する報告又は
資料の提出命令

同法第177条第１項第１号
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 119998

公務所又は公私の団体への報告命令 同法第177条第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 119999

行政機関等に対する課徴金納付命令執行
のための照会

同法第185条の15第３項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

3642

関係人又は参考人に対する報告又は資料
の提出命令

同法第187条第１項第１号
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 120000

公務所又は公私の団体への報告命令 同法第187条第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国 民間事業者等 120001

1．金融機関に対する預貯金等の照会・回答（◎デジタル庁、警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働
省）
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犯則事件の調査に関する資料提供 同法第210条第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-

捜査に関する資料提供等
刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第
197条第２項

申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

要保護者等に関する資料提供等
生活保護法（昭和25年法律第144号）第
29条第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

46459

道府県民税に関する質問検査権
地方税法（昭和25年法律第226号）第26
条第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

事業税に関する質問検査権 同法第72条の７第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

不動産取得税に関する質問検査権 同法第73条の８第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

道府県たばこ税に関する質問検査権 同法第74条の７第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

ゴルフ場利用税に関する質問検査権 同法第77条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

軽油引取税に関する質問検査権 同法第144条の11第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

自動車税に関する質問検査権 同法第151条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

鉱区税に関する質問検査権 同法第188条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

道府県法定外普通税に関する質問検査権 同法第264条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

市町村民税に関する質問検査権 同法第298条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

固定資産税に関する質問検査権 同法第353条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

軽自動車税に関する質問検査権 同法第448条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

市町村たばこ税に関する質問検査権 同法第470条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

鉱産税に関する質問検査権 同法第525条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

特別土地保有税に関する質問検査権 同法第588条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

市町村法定外普通税に関する質問検査権 同法第674条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

狩猟税に関する質問検査権 同法第700条の59第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

入湯税に関する質問検査権 同法第701条の５第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

事業所税に関する質問検査権 同法第701条の35第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

水利地益税等に関する質問検査権 同法第707条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-
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法定外目的税に関する質問検査権 同法第733条の４第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

税理士調査に関する資料提供等 税理士法(昭和26年法律第237号）第56条
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-

被保険者等に関する資料提供等
厚生年金保険法（昭和29年法律第 115
号）第89条

申請等に基づか
ない処分通知等

独立行政法人等
国民等、民間事
業者等

-

被保険者等に関する資料提供等 同法第100条の２第５項
申請等に基づか
ない処分通知等

独立行政法人等
国民等、民間事
業者等

-

被保険者等に関する資料提供等
国民健康保険法（昭和33年法律第 192
号）第113条の２第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

被保険者等に関する資料提供等
国民年金法（昭和34年法律第141号）第
95条

申請等に基づか
ない処分通知等

独立行政法人等
国民等、民間事
業者等

-

被保険者等に関する資料提供等 同法第108条第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

独立行政法人等
国民等、民間事
業者等

-

滞納処分に関する質問検査権
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第
141条

申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-

所得税等に関する質問検査権
国税通則法（昭和37年法律第66号）第74
条の２第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59094

法人税又は地方法人税に関する質問検査
権

同上
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59095

消費税に関する質問検査権 同上
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59096

相続税若しくは贈与税に関する質問検査
権

同法第74条の３第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59097

酒税に関する質問検査権 同法第74条の４第３項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-

たばこ税に関する質問検査権 同法第74条の５第１号
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59105

揮発油税又は地方揮発油税に関する質問
検査権

同法第74条の５第２号
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59106

石油ガス税に関する質問検査権 同法第74条の５第３号
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59107

石油石炭税に関する質問検査権 同法第74条の５第４号
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59108

国際観光旅客税に関する質問検査権 同法第74条の５第５号
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-

航空機燃料税に関する質問検査権 同法第74条の６第１項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

59110

電源開発促進税に関する質問検査権 同上
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

5911

犯則事件の調査に関する資料提供等 同法第131条第２項
申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-

被保険者等に関する資料提供等
介護保険法（平成９年法律第123号）第
203条第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

地方等
国民等、民間事
業者等

-

たばこ特別税に関する質問検査権

一般会計における債務の承継等に伴い必
要な財源の確保に係る特別措置に関する
法律（平成10年法律第137号）第19条第
１項

申請等に基づか
ない処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

-
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（２）取組内容
（１）に記載した67手続を始めとする金融機関への預貯金等の取引状況に係る照会・回答業務について、その多くは
書面により行われている。2019年11月に金融機関×行政機関の情報連携検討会（事務局：内閣官房情報通信技術（Ｉ
Ｔ）総合戦略室、金融庁）において公表した「金融機関×行政機関のデジタル化に向けた取組の方向性とりまとめ」
を踏まえ、当該照会・回答事務のデジタル化に向けて、具体的なデータ項目や本人確認の粒度等について検討した。
今後、デジタル化の実現に向けた課題を解消し、行政機関と金融機関が足並みを揃えながら、取組を推進していくこ
とが重要である。行政機関は、積極的にデジタル化を先導し、金融機関はシステムの整備計画等を踏まえながら、段
階的にデジタル化を推進することで、更に技術的・実務的な検討を協働して進め、書面を前提とした照会・回答内容
や業務フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る。
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（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

行政書士の登録
行政書士法(昭和26年法律第４号）第6条
の2第1項

申請等 国民等 民間事業者等 -

作業環境測定士の登録申請
作業環境測定法（昭和50年法律第28号）
第９条第１項

申請等 国民等
国又は独立行政
法人等

49644

作業環境測定士試験の受験申請 同法第14条 申請等 国民等
国又は独立行政
法人等

-

労働安全衛生法に基づく免許証の申請手
続

労働安全衛生規則（昭和47年省令第32
号）第66条の３

申請等 国民等 国 50230

労働安全衛生法に基づく免許試験の受験
手続

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
第75条第５項

申請等 国民等
国又は独立行政
法人等

50222

臨床工学技士の免許の申請
臨床工学技士法（昭和62年法律第60号）
第３条

申請等 国民等 国 48065

義肢装具士の免許の申請
義肢装具士法（昭和62年法律第61号）第
３条

申請等 国民等 国 47488

職業訓練指導員免許の申請
職業能力開発促進法（昭和44年法律第64
号）第28条第３項

申請等 国民等 地方等 45575

キャリアコンサルタント試験の受験申請 同法第30条の４ 申請等 国民等 民間事業者等 -

キャリアコンサルタントの登録の申請 同法第30条の19第１項 申請等 国民等 民間事業者等 45628

保険医等の登録の申請
健康保険法（大正11年法律第70号）第71
条

申請等 民間事業者等 国 48667

登録の申請
社会保険労務士法（昭和43年法律第89
号）第14条の５

申請等 国民等 民間事業者等 50008

紛争解決手続代理業務の付記の申請 同法第14条の11の２ 申請等 国民等 民間事業者等 120646

紛争解決手続代理業務試験の受験の申込
み

社会保険労務士法施行規則（昭和43年厚
生省・労働省令第１号）第９条の５

申請等 国民等 民間事業者等 -

衛生管理者試験
船員法（昭和22年法律第100号）第82条
の２第３項第１号

申請等 国民等 国 32649

製菓衛生師試験の受験の申請
製菓衛生師法（昭和41年法律第115号）
第４条

申請等 国民等 地方等 -

介護支援専門員の登録申請
介護保険法（平成９年法律第123号）第
69条の２第１項

申請等 国民等 地方等 110243

介護支援専門員実務研修受講試験の手続 同上 申請等 国民等 地方等 -

登録販売者試験の受験申請
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律（昭和35年
法律第145号）第36条の８第１項

申請等 国民等 地方等 50925

販売従事登録の申請 同法第36条の８第２項 申請等 国民等 地方等 51022

薬剤師免許の申請
薬剤師法（昭和35年法律第146号）第７
条

申請等 国民等 国 51178

調理師試験の受験申請
調理師法（昭和33年法律第147号）第３
条第２項

申請等 国民等 地方等 -

免許状授与の申請
教育職員免許法（昭和24年法律第 147
号）第５条の２第１項

申請等 国民等 地方等 14839

海技士の免許申請
船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26
年法律第149号）第４条第１項

申請等 国民等 国 32445

小型船舶操縦士の免許申請
船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26
年法律第149号）第23条の２第１項

申請等 国民等 国 32460

建築基準適合判定資格者の登録
建築基準法（昭和25年法律第201号）第
77条の58

申請等 国民等 国 31469

構造計算適合判定資格者の登録
建築基準法（昭和25年法律第201号）第
77条の66

申請等 国民等 国 36266

二級建築士又は木造建築士の免許
建築士法（昭和25年法律第202号）第４
条

申請等 国民等 地方等 31279

一級建築士の免許
建築士法（昭和25年法律第202号）第４
条

申請等 国民等
国又は独立行政
法人等

36258

一級建築士試験の受験申込
建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第15条

申請等 国民等 国 36260

全国通訳案内士登録の申請
通訳案内士法（昭和24年法律第210号）
第20条

申請等 国民等 地方等 36323

2．国家資格証のデジタル化（◎デジタル庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国
土交通省、内閣府、こども家庭庁）
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地域通訳案内士登録の申請
通訳案内士法（昭和24年法律第210号）
第57条

申請等 国民等 地方等 -

登録の申請
税理士法（昭和26年法律第237号）第21
条第１項

申請等 国民等 民間事業者等 58692

保育士の登録申請
児童福祉法施行令（昭和23年政令第74
号）第16条

申請等 国民等 地方等 51380

国家戦略特別区域限定保育士の登録申請
国家戦略特別区域法施行令（平成26年政
令第99号）第９条

申請等 国民等 地方等 119171

臨床検査技師の免許の申請
臨床検査技師等に関する法律施行令（昭
和33年政令第226号）第１条

申請等 国民等 国 48046

衛生検査技師免許の再交付 同令第６条第２項 申請等 国民等 国 109320

歯科技工士の免許の申請
歯科技工士法施行令（昭和30年政令第
228号）第１条の２

申請等 国民等 国 47689

栄養士免許の申請
栄養士法施行令（昭和28年政令第 231
号）第１条第１項

申請等 国民等 地方等 109682

管理栄養士免許の申請 同令第１条第２項 申請等 国民等 国 48820

視能訓練士の免許の申請
視能訓練士法施行令（昭和46年政令第
246号）第１条

申請等 国民等 国 47642

調理師免許の申請
調理師法施行令（昭和33年政令第 303
号）第１条

申請等 国民等 地方等 49093

理学療法士又は作業療法士の免許の申請
理学療法士及び作業療法士法施行令（昭
和40年政令第327号）第１条

申請等 国民等 国 48036

建築基準適合判定資格者検定の受験申込
建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第８条の２

申請等 国民等 地方等 31468

構造計算適合判定資格者検定の受験申込
建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第８条の５

申請等 国民等 地方等 -

死体解剖資格認定の申請
死体解剖保存法施行令（昭和28年政令第
381号）第１条第１項

申請等 国民等 国 119036

医師少数区域経験認定の申請
医療法施行令（昭和23年政令第326号）
第１条

申請等 国民等 国 -

医師免許の申請
医師法施行令（昭和28年政令第382号）
第３条

申請等 国民等 国 47344

歯科医師の免許の申請
歯科医師法施行令（昭和28年政令第383
号）第３条

申請等 国民等 国 47660

歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験
予備試験の手続

同令第13条 申請等 国民等 国 47661

診療放射線技師の免許の申請
診療放射線技師法施行令（昭和28年政令
第385号）第１条の２

申請等 国民等 国 47822

保健師、助産師、看護師の免許の申請
保健師助産師看護師法施行令（昭和28年
政令第386号）第１条の３第１項

申請等 国民等 国 47970

准看護師免許の申請 同令第１条の３第２項 申請等 国民等 地方等 47792

製菓衛生師免許の申請
製菓衛生師法施行令（昭和41年政令第
387号）第１条

申請等 国民等 地方等 47057

建築物環境衛生管理技術者免状の交付の
申請

建築物における衛生的環境の確保に関す
る法律施行規則（昭和46年厚生省令第２
号）第９条第１項

申請等 国民等 国 46860

建築物環境衛生管理技術者試験の受験の
申請

同規則第18条 申請等 国民等 独立行政法人等 47294

管理栄養士国家試験の受験申請
栄養士法施行規則（昭和23年厚生省令第
２号）第18条第１項

申請等 国民等 国 48810

労働安全コンサルタント試験の受験申請
労働安全コンサルタント及び労働衛生コ
ンサルタント規則（昭和48年労働省令第
３号）第７条

申請等 国民等
国又は独立行政
法人等

50205

労働衛生コンサルタント試験の受験申請 同規則第15条 申請等 国民等
国又は独立行政
法人等

50237

指定登録機関に対する労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントの登
録の申請

同規則第20条の３ 申請等 国民等 独立行政法人等 49737

公認心理師の登録申請
公認心理師法施行規則（平成29年文部科
学省・厚生労働省令第３号）第13条

申請等 国民等 独立行政法人等 217090

理容師免許の申請
理容師法施行規則（平成10年厚生省令第
４号）第１条

申請等 国民等 独立行政法人等 47295

理容師試験の受験の申請 同規則第15条 申請等 国民等 独立行政法人等 -

薬剤師国家試験の受験申請
薬剤師法施行規則（昭和36年厚生省令第
５号）第10条

申請等 国民等 国 51171

美容師免許の申請
美容師法施行規則（平成10年厚生省令第
７号）第１条

申請等 国民等 独立行政法人等 47296
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美容師試験の受験の申請 同規則第15条 申請等 国民等 独立行政法人等 -

精神保健福祉士の登録申請
精神保健福祉士法施行規則（平成10年厚
生省令第11号）第11条

申請等 国民等 独立行政法人等 46076

指定医の指定の申請
児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令
第11号）第７条の11第１項

申請等 国民等 地方等 48949

あん摩マツサージ指圧師、はり師又はき
ゆう師免許の申請

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律施行規則（平成２年
厚生省令第19号）第１条の３

申請等 国民等 国 47325

あん摩マツサージ指圧師、はり師又はき
ゆう師試験の受験の手続

同規則第17条 申請等 国民等 独立行政法人等 47320

臨床工学技士試験の受験の申請
臨床工学技士法施行規則（昭和63年厚生
省令第19号）第12条

申請等 国民等 独立行政法人等 48069

義肢装具士試験の受験の申請
義肢装具士法施行規則（昭和63年厚生省
令第20号）第12条

申請等 国民等 独立行政法人等 47491

歯科技工士試験の受験の手続
歯科技工士法施行規則（昭和30年厚生省
令第23号）第７条

申請等 国民等 独立行政法人等 48146

職業訓練指導員試験受験申請書の提出
職業能力開発促進法施行規則（昭和44年
労働省令第24号）第47条

申請等 国民等 地方等 45572

技能検定の受検の申請 同規則第66条第１項 申請等 国民等 地方等 45540

臨床検査技師の国家試験の手続
臨床検査技師等に関する法律施行規則
（昭和33年厚生省令第24号）第６条

申請等 国民等 国 48045

視能訓練士の試験の手続
視能訓練士法施行規則（昭和46年省令第
28号）第10条

申請等 国民等 国 47640

診療放射線技師の試験の手続
診療放射線技師法施行規則（昭和26年厚
生省令第33号）第11条

申請等 国民等 国 47821

保健師の国家試験の手続
保健師助産師看護師法施行規則（昭和26
年厚生省令第34号）第24条

申請等 国民等 国 48171

助産師の国家試験の手続 同規則第25条 申請等 国民等 国 48172

看護師の国家試験の手続 同規則第26条 申請等 国民等 国 48173

准看護師の試験の手続 同規則第27条 申請等 国民等 地方等 -

クリーニング師試験の受験の申請
クリーニング業法施行規則（昭和25年厚
生省令第35号）第３条

申請等 国民等 地方等 46790

クリーニング師免許の申請 同規則第４条 申請等 国民等 地方等 46792

建築設備検査員資格者証の交付の申請
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令
第40号）第６条の22

申請等 国民等 国 114781

昇降機等検査員資格者証の交付の申請
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令
第40号）第６条の26

申請等 国民等 国 114784

特定建築物調査員資格者証の交付の申請
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令
第40号）第６条の17

申請等 国民等 国 114794

防火設備検査員資格者証の交付の申請
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令
第40号）第６条の24

申請等 国民等 国 114799

海事代理士の登録の申請
海事代理士法施行規則（昭和26年運輸省
令第42号）第１条の２第１項

申請等 国民等 国 37905

衛生管理者資格の認定申請
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関
する省令（昭和37年運輸省令第43号第13
条）

申請等 国民等 国 37132

救急救命士免許の申請
救急救命士法施行規則（平成３年厚生省
令第44号）第１条の３

申請等 国民等 独立行政法人等 47518

救急救命士試験の受験の手続 同規則第12条 申請等 国民等 独立行政法人等 47513

給水装置工事主任技術者免状の交付申請
水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45
号）第24条

申請等 国民等 国 46837

給水装置工事主任技術者試験の受験の申
請

水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45
号）第32条

申請等 国民等 独立行政法人等 46953

歯科衛生士免許の申請
歯科衛生士法施行規則（平成元年厚生省
令第46号）第１条の３

申請等 国民等 国 47681

歯科衛生士試験の受験の手続 同規則第13条 申請等 国民等 独立行政法人等 47678

技術審査の受験申請
調理師法施行規則（昭和33年厚生省令第
46号）第19条

申請等 国民等 国 48831

救命艇手試験の受験申請
救命艇手規則（昭和37年運輸省令第47
号）第５条

申請等 国民等 国 32644

救命艇手資格の認定申請
救命艇手規則（昭和37年運輸省令第47
号）第８条

申請等 国民等 国 38075

医師国家試験及び医師国家試験予備試験
の手続

医師法施行規則（昭和23年厚生省令第47
号）第13条及び第15条

申請等 国民等 国 47342
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理学療法士及び作業療法士の国家試験の
手続

理学療法士及び作業療法士法施行規則
（昭和40年厚生省令第47号）第10条

申請等 国民等 国 48034

社会福祉士の登録申請
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
（昭和62年厚生省令第49号）第10条

申請等 国民等 独立行政法人等 46246

介護福祉士の登録申請 同規則第26条において準用する第10条 申請等 国民等 独立行政法人等 46102

税理士試験受験願書
税理士法施行規則（昭和26年大蔵省令第
55号）第２条の４第１項

申請等 国民等 国 57215

自動車整備士技能検定の申請
自動車整備士技能検定規則（昭和26年運
輸省令第71号）第20条第１項

申請等 国民等 国 114506

言語聴覚士免許の申請
言語聴覚士法施行規則（平成10年厚生省
令第74号）第１条の３第１項

申請等 国民等 国 119039

言語聴覚士試験の受験の手続 同規則第12条 申請等 国民等 独立行政法人等 47559

司法試験の出願手続
司法試験法施行規則（平成17年法務省令
第84号）第５条第１項

申請等 国民等 国 13047

司法試験予備試験の出願手続
司法試験法施行規則（平成17年法務省令
第84号）第５条第４項

申請等 国民等 国 13048

情報処理安全確保支援士の登録申請
情報処理の促進に関する法律施行規則
（平成28年経済産業省令第102号）第18
条

申請等 国民等 独立行政法人等 110894

歯科医師臨床研修修了証の申請
歯科医師法第十六条の二第一項に規定す
る臨床研修に関する省令（平成17年厚生
労働省令第103号）第21条

申請等 国民等 国 119010

マンション管理士試験の受験申込
マンションの管理の適正化の推進に関す
る法律施行規則（平成13年国土交通省令
第110号）第18条

申請等 国民等 独立行政法人等 30767

指定医の指定の申請
難病の患者に対する医療等に関する法律
施行規則（平成26年厚生労働省令第121
号）第16条第１項

申請等 国民等 地方等 48948

医師に係る臨床研修修了登録証の交付
医師法第16条の２第１項に規定する臨床
研修に関する省令（平成14年厚生労働省
令第158号）第19条第２項

申請等 国民等 国 119013

柔道整復師免許の申請
柔道整復師法施行規則（平成２年厚生省
令第20号）第１条の３

申請等 国民等 国 109521

柔道整復師試験の受験の手続 同規則第12条 申請等 国民等 独立行政法人等 47776

二級建築士試験及び木造建築士試験の受
験申込

その他 申請等 国民等 地方等 -

精神保健指定医の指定の申請
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律施行令（昭和25年政令第155号）第２
条の２

申請等 国民等 国 46055

（２）取組内容
（１）に記載した118手続については、現状、主に書面で行われているが、2023年度までに、国家資格等管理者が共同
利用できる国家資格等情報連携・活用システムの開発・構築を行い、2024年度以降、可能なものから順次オンライン
化を開始する。さらに、住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバーによる情報連携等により、住民票の写し
や戸籍謄本等、手続における添付書類の省略を実現する。また、資格所持者が当該資格を所持していることを、マイ
ナポータルの機能等によりマイナンバーカードの電子証明書等を活用して証明、提示できるようにすることで、国家
資格証の提示等を求める行政・民間手続において、オンラインでの資格の確認が可能となる。
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3．恩給関係請求手続（◎総務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

恩給の失権時給与金の請求
恩給法（大正12年法律第48号）第10条ノ
２第２項

申請等 国民等 国 11992

扶助料請求（転給）<普通扶助料>
恩給給与規則（大正12年勅令第369号）
第６条

申請等 国民等 国 11994

扶助料請求（転給）<公務関係扶助料> 同上 申請等 国民等 国 11995

恩給受給者の改氏名届 同規則第38条 申請等 国民等 国 11997

 

（２）取組内容
（１）に記載した４手続については、現状、オンラインで受け付けるための情報システムはない。添付書類が不要で
ある「恩給受給者の失権届」、「恩給受給者の住所変更届」、「恩給証書再交付の申請」については、2020年12月か
ら電子メールでの受付を可能とした。
恩給関係請求手続のオンライン化については、恩給受給者数を踏まえ、マイナポータルの汎用電子申請サービスの活
用を前提に2025年末までに、オンライン化を目指すとともに、戸籍謄本等の添付省略の実現を図る。
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4．電波法、電気通信事業法及び放送法に係る申請等（◎総務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

高周波利用設備の設置許可の申請
電波法（昭和25年法律第131号）第100条
第１項

申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112221

高周波利用設備の承継の届出 同条第４項 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112222

高周波利用設備の廃止の届出 同上 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112224

高周波利用設備の設置許可の変更等の手
続

同法第100条第５項 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112228

高周波利用設備の許可状の訂正の申請 同上 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112226

一般放送の業務の登録
放送法（昭和25年法律第132号）第126条
第１項

申請等 民間事業者等 国 10927

一般放送の業務の開始の届出 同法第129条第１項 申請等 民間事業者等 国 ―

登録一般放送業務休止変更届出書 同法第129条第２項 申請等 民間事業者等 国 ―

登録一般放送の業務の休廃止の届出 同上 申請等 民間事業者等 国 107918

登録一般放送の業務の登録事項の変更登
録

同法第130条第１項 申請等 民間事業者等 国 10928

登録一般放送の業務の登録事項の変更届
出書

同法第130条第４項 申請等 民間事業者等 国 ―

一般放送の業務の開始の届出 同法第133条第１項 申請等 民間事業者等 国 10930

一般放送の設置及び業務開始届 同上 申請等 民間事業者等 国 ―

有線設置届を要さない一般放送業務開始
届

同上 申請等 民間事業者等 国 ―

一般放送の設備設置及び業務開始届変更
届

同法第133条第２項 申請等 民間事業者等 国 ―

一般放送の業務の開始届出書記載事項の
変更の届出

同上 申請等 民間事業者等 国 10931

一般放送事業者の地位の承継の届出 同法第134条第２項 申請等 民間事業者等 国 10932

一般放送の業務の廃止の届出 同法第135条第１項 申請等 民間事業者等 国 10933

一般放送の設備及び業務廃止届 同上 申請等 民間事業者等 国 ―

一般放送事業者たる法人の合併以外の事
由による解散の届出

同法第135条第２項 申請等 民間事業者等 国 10934

有線電気通信設備の設置の届出
有線電気通信法（昭和28年法律第96号）
第３条第１項

申請等 民間事業者等 国 11659

有線電気通信設備の設置の変更の届出 同法第３条第３項 申請等 民間事業者等 国 11661

電気通信番号使用計画の認定の申請
電気通信事業法（昭和59年法律第86号）
第50条の２第１項

申請等 民間事業者等 国 ―

電気通信番号使用計画の変更認定の申請 同法第50条の６第１項 申請等 民間事業者等 国 ―

電気通信番号使用計画の変更の届出 同法第50条の６第３項 申請等 民間事業者等 国 ―

電気通信番号を使用しない電気通信事業
者になった旨の届出

同上 申請等 民間事業者等 国 ―

電気通信事業の登録 同法第９条 申請等 民間事業者等 国 11619

電気通信事業の登録の更新 同法第12条の２第１項 申請等 民間事業者等 国 11620

電気通信事業の変更の登録 同法第13条第１項 申請等 民間事業者等 国 11621

電気通信事業の変更の届出 同法第13条第５項 申請等 民間事業者等 国 11665

電気通信事業の届出 同法第16条第１項 申請等 民間事業者等 国 11719

届出電気通信事業者の氏名等の変更の届
出

同法第16条第３項 申請等 民間事業者等 国 11720

電気通信事業の変更の届出 同法第16条第４項 申請等 民間事業者等 国 11721

電気通信事業者の地位の承継の届出 同法第17条第２項 申請等 民間事業者等 国 11666

電気通信事業の休止又は廃止の届出 同法第18条第１項 申請等 民間事業者等 国 11667

電気通信事業者たる法人の解散の届出 同法第18条第２項 申請等 民間事業者等 国 11668

認定電気通信事業の開始の届出 同法第120条第４項 申請等 民間事業者等 国 11673

営利を目的としない電気通信事業を行う
地方公共団体の届出

同法第165条第１項 申請等 地方等 国 11685

電気通信役務・役員の変更の報告 同法第166条第１項 申請等 民間事業者等 国 11687

再放送の役務の提供条件に関する契約約
款届出書

放送法施行規則（昭和25年電波監理委員
会規則第10号）164条

申請等 民間事業者等 国 ―

再放送の役務の提供条件に関する契約約
款変更届出書

同規則第164条 申請等 民間事業者等 国 ―

一般放送事業者の事業計画書の変更届出 同規則第170条第１項 申請等 民間事業者等 国 10938
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高周波利用設備の現状を示す証明書類の
申請

電波法施行規則（昭和25年電波監理委員
会規則第14号）第45条の３第２項

申請等
国民等又は民間
事業者等

国 ―

高周波利用設備の型式の指定の申請 同規則第46条第１項 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112231

高周波利用設備の型式の設計の変更の承
認の申請

同規則第46条の３第１項 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 ―

高周波利用設備の型式の指定を受けた者
の変更の届出

同規則第46条の３第４項 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112235

高周波利用設備の型式確認の届出 同規則第46条の８第１項 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112242

高周波利用設備の許可状の再交付の申請
無線局免許手続規則（昭和25年電波監理
委員会規則第15号）第28条の２第１項

申請等
国民等又は民間
事業者等

国 112227

有線電気通信設備の廃止の届出
有線電気通信法施行規則（昭和28年郵政
省令第36号）第５条

申請等 民間事業者等 国 11633

電気通信主任技術者資格者証の交付の申
請

電気通信主任技術者規則（昭和60年郵政
省令第27号）第39条

申請等 国民等 国 ―

電気通信主任技術者資格者証の再交付の
申請

同規則第42条第１項 申請等 国民等 国 ―

工事担任者資格者証の交付の申請
工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28
号）第37条

申請等 国民等 国 ―

工事担任者資格者証の再交付の申請 同規則第40条第１項 申請等 国民等 国 ―

無線従事者免許証の交付の申請
無線従事者規則（平成２年郵政省令第18
号）第46条第１項

申請等 国民等 国 ―

無線従事者免許証の再交付の申請 同規則第50条 申請等 国民等 国 ―

（２）取組内容
（１）に記載した電波法（無線従事者免許証及び高周波利用設備に限る。）、電気通信事業法（電気通信資格者証、
電気通信番号、電気通信事業者に限る。）及び放送法（有線一般放送に限る。）に係る55手続については、2023年度
に電気通信行政情報システムの改修に着手し、手数料納付が必要な手続を除き、e-Govを窓口とするオンラインによる
手続に対応したところである。今後も申請者等の利便性向上及び行政事務の効率化を目標に、e-Govの機能を活用しつ
つ引き続き、システム改修を実施していく。
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5．在留資格に関する手続（◎法務省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

住居地以外の記載事項の変更届出
出入国管理及び難民認定法（昭和26年政
令第319号）第19条の10第１項

申請等 国民等 国 12943

在留カードの有効期間の更新申請 同法第19条の11第１項 申請等 国民等 国 12945

紛失等による在留カードの再交付申請 同法第19条の12第１項 申請等 国民等 国 12948

汚損等による在留カードの再交付申請 同法第19条の13第１項 申請等 国民等 国 12950

永住許可の申請 同法第22条第１項 申請等 国民等 国 13127

永住者の在留資格の取得許可の申請 同法第22条の２第４項 申請等 国民等 国 13129

（２）取組内容
在留期間更新許可の申請（手続ID：13126）、資格外活動許可の申請（手続ID：12980）、再入国許可の申請（手続
ID：13130）、在留資格認定証明書の交付申請（手続ID：12979）、就労資格証明書の交付申請（手続ID：12981）、在
留資格変更許可の申請（手続ID：13125）及び在留資格取得許可の申請（手続ID：13128）の７手続については、2019
年度以降、順次在留申請オンラインシステムの運用を開始し、2022年３月16日には外国人を雇用している所属機関の
職員等のみならず、マイナンバーカードの公的個人認証を活用することで、外国人本人が在留申請オンラインシステ
ムを利用してオンラインによる在留手続を可能とした。
今後、（１）記載の６手続についても同様にオンラインによる在留手続を可能とした上、既にオンラインによる在留
手続を可能としている７手続を含めて、オンラインで手数料を納付することについても必要な検討を行う。
また、オンラインによる在留手続について、申請率の向上を図るため、定期的に実施する利用者アンケートを始めと
する関係者から寄せられる改善要望等を参考にするなどして、UI・UXの改善を含む利便性の向上に向けたシステムの
改修や検討を進めていく。
さらに、オンラインによる在留手続時において、利用者がマイナポータル上の自己情報を取得・利用できる仕組みが
2024年３月に運用開始したことから、今後は、関係省庁と連携し取得対象の拡大の検討を行う。
以上により、利用者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
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6．登録支援機関関係手続（◎法務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

登録支援機関の登録（更新）申請
出入国管理及び難民認定法第19条の24第
１項

申請等 民間事業者等 国 108246

登録支援機関の登録（更新）の通知 同法第19条の25第２項
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者等 108247

登録支援機関の登録（更新）の拒否の通
知

同法第19条の26第２項
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者等 108248

（２）取組内容
（１）に記載した登録支援機関の登録（更新）申請及び当該申請に係る結果通知については、現状、書面のみで行わ
れているが、電子化に向けた受入機関データベースシステムの必要な改修を行うべく、2025年度末までに、当該シス
テムに係る利用者の利便性向上及び行政手続の効率化を検討する。
また、オンラインで手数料を納付することについても必要な検討を行う。
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7．裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律関連手続のデジタル化（◎法務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

民間紛争解決手続の業務の認証申請
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す
る法律（平成16年法律第151号）第８条
第１項

申請等 民間事業者等 国 13014

（２）取組内容
民間紛争解決手続の業務の認証申請（手続ID：13014）等については、現状、一部書面で行われているが、2024年６月
までに、手数料納付に係る定めのない変更届出書等の提出をオンライン上で可能にする。
また、手数料納付等を含めた申請をオンライン上で可能とするため、電子納付機能のREPS連携が新たに設けられるe-
Govを活用することで検討を進めているところであり、ADR認証業務処理システムの改修とあわせて、申請者の利便性
向上及び行政事務の効率化を検討する。
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8．在外公館等における証明申請（◎外務省、デジタル庁、法務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

遺言の公証（２号）の申請 民法（明治29年法律第89号）第984条 申請等 国民等 国 14253

戸籍・国籍届の受理（不受理）証明
（19号）の申請

戸籍法（昭和22年法律第224号）第48条
及び外務省設置法（平成11年法律第94
号）第４条第１項第11号

申請等 国民等 国 14277

原産地証明（15号）の申請 関税法（昭和29年法律第61号）第68条 申請等 国民等 国 14270

国籍証明（８号）の申請
外務省設置法（平成11年法律第94号）第
４条第１項第11号

申請等 国民等 国 14254

在留証明（９号）（形式１）の申請 同上 申請等 国民等 国 14255

在留証明（９号）（形式２）の申請 同上 申請等 国民等 国 14256

身分上の事項に関する証明（10号）
の申請

同上 申請等 国民等 国 14257

職業証明（11号）の申請 同上 申請等 国民等 国 14258

翻訳証明（12号）の申請 同上 申請等 国民等 国 14259

公文書上の印章(又は署名）の証明
（13号イ又はロ）の申請

同上 申請等 国民等 国 14260

自動車運転免許証抜粋証明（19号）
の申請

同上 申請等 国民等 国 14272

旅券所持証明（19号）の申請 同上 申請等 国民等 国 14273

在留（転出）届出済証明（19号）の
申請

同上 申請等 国民等 国 14274

居住証明（19号）の申請 同上 申請等 国民等 国 14275

その他19号の証明の申請 同上 申請等 国民等 国 14278

一般人（在留邦人）の署名（及び拇
印）証明（13号ロ）（形式１）

同上 申請等 国民等 国 14261

一般人（在留邦人）の署名（及び拇
印）証明（13号ロ）（形式２及び
３）

同上 申請等 国民等 国 14262

一般人（在留邦人）の印鑑証明（13
号ロ）

同上 申請等 国民等 国 14263

遺骨（遺体）証明（14号）の申請 同上 申請等 国民等 国 14269

犯罪履歴証明（警察証明・通常発
給）の申請

同上 申請等 国民等 国 14279

犯罪履歴証明（警察証明・特別発
給）の申請

同上 申請等 国民等 国 14280

一般人（在留邦人）の印鑑登録 同上 作成・保存等 国民等 国 14264

一般人（在留邦人）の印鑑登録の廃
止

同上 作成・保存等 国民等 国 14265

一般人（在留邦人）の印鑑登録の改
姓の届出による抹消・再登録

同上 作成・保存等 国民等 国 14266

一般人（在留邦人）の印鑑登録の登
録印鑑の変更による抹消・再登録

同上 作成・保存等 国民等 国 14267

一般人（在留邦人）の印鑑登録の管
轄区域内への転居による住所変更

同上 作成・保存等 国民等 国 14268

輸入陸揚証明（日本品の外国輸入証
明）（16号）の申請

外務省設置法第４条第１項第11号等 申請等 国民等 国 14271

採捕（加工）証明（19号）の申請 関税定率法基本通達11節第14条の３ 申請等 国民等 国 14276

（２）取組内容
2023年度、領事業務情報システムが導入されている全ての在外公館に証明オンライン申請システムを追加し、在留邦
人（申請者）はオンラインによる申請及び手数料のクレジットカード納付が可能となった。2024年度には証明書の電
子交付（e-証明書）の機能を追加し、申請から受け取りまでの手続きを完全オンライン化することで更なる利便性の
向上を図る。
また、申請の際に戸籍謄（抄）本の添付を求めている証明（国籍証明及び身分上の事項に関する証明等）について
は、法務省が構築した戸籍情報連携システムにより提供される戸籍電子証明書を利用することによって、2024年度ま
でに添付省略の実現を図る。
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9．在外公館における査証申請・交付（◎外務省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

在外公館における査証の発給の申請 外務省設置法第４条第13項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 14329

IC旅券事前登録制度による旅券の登録の
申請

同上 申請等 国民等 国 14331

在外公館における査証・交付 同上
申請等に基づく
処分通知等

国
国民等、民間事
業者等

14330

IC旅券事前登録制度による査証免除登録
証の交付

同上
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 14332

（２）取組内容
2023年３月27日、一部の国・地域を対象に観光目的の短期滞在査証（一次）について次世代査証発給システムを導入
し、在英国公館及び在シンガポール大使館においては、オンライン査証申請に係る査証手数料のクレジットカード納
付も導入した。
2023年度、次世代査証発給システムの導入は17か国・地域、査証手数料のクレジットカード納付は11か国・地域まで
拡大した。また、渡航認証管理システムについては、対象をインドネシア国籍者に加え、カタール国籍者とした。
2024年度以降、次世代査証発給システムを導入する国・地域をさらに拡大し、且つ査証種別においては観光目的の短
期滞在査証（一次）以外も対応可能となるよう機能拡充を目指す。
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10．旅券の発給申請等（◎外務省、デジタル庁、 法務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

一般旅券の発給の申請（外務大臣又
は領事官に申請する場合）

旅券法（昭和26年法律第267号）第３
条第１項

申請等 国民等 国 14207

一般旅券の発給の申請（都道府県知
事に申請する場合）

同上 申請等 国民等 地方等 14243

一般旅券の紛失又は焼失の届出（外
務大臣又は領事官に届出する場合）

同法第17条第１項 申請等 国民等 国 14247

一般旅券の紛失又は焼失の届出（都
道府県知事に届出する場合）

同上 申請等 国民等 地方等 14248

公用旅券の紛失又は焼失の届出（外
務大臣又は領事官に届出する場合）

同法第17条第５項 申請等 国民等 国 14249

（２）取組内容
2022年度、（１）に記載した５つの手続についてオンライン化を実現し、2023年度以降はオンライン申請の利用拡大
を目指しているところである。
旅券のオンライン申請（新規）の際に戸籍謄本の添付を求めているが、法務省が構築した戸籍情報連携システムによ
り提供される戸籍電子証明書を利用することによって、2024年度までに戸籍の添付省略の実現を図る。（これによ
り、オンライン申請においては旅券の切替申請時に加え、戸籍謄本の提出が必要な新規旅券発給申請等についても原
則として申請時の出頭や謄本の郵送が不要となる。）
また、2022年度に導入した旅券発給に係る手数料のクレジットカード納付について、対象とする都道府県の順次拡大
を図る。
さらに、2024年度までにオンライン申請と書面申請との手数料の差別化を行う。
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11．APEC・ビジネス・トラベル・カード申請交付等（◎外務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

APEC・ビジネストラベルカード交付申請
手続

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて
運用されている商用渡航カードに関する
省令（平成15年外務省令第７号）第３条
１項

申請等 国民等 国 14242

APEC・ビジネストラベルカード交付手続 同省令第６条第１項
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 112600

（２）取組内容
APEC・ビジネス・トラベル・カード交付申請（手続ID：14242）については、2024年４月に省令改正を行い、同月から
オンライン申請の導入を開始した。APEC・ビジネス・トラベル・カード交付（手続ID：112600）については、2024年
４月に省令改正を行い、同月からスマートフォン等の端末上のアプリケーションでの交付を開始した。ABTC申請に係
る手数料のオンライン納付についても、早期の実現に向けて検討を進める。
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12．本省におけるアポスティーユ、公印確認の申請（◎外務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

本省におけるアポスティーユの申請 外務省設置法第４条第１項第11号 申請等 国民等 国 14281

本省における公印確認の申請 同上 申請等 国民等 国 14282

アポスティーユの真正性確認 同上
申請等に基づく
処分通知等

国民等、民間事
業者等

国 -

（２）取組内容
●外務本省におけるアポスティーユ・公印確認の申請
外務省の認証（アポスティーユ及び公印確認）を受けるため、申請者は申請書に必要事項を手書き又はタイプ打ちし
たものを、認証が必要な公文書とともに提出しているところ、今後は本手続きをオンライン上で行えるよう、2025年
度に「公印確認・アポスティーユ申請システム」の導入を検討する。

●アポスティーユ真正性確認システム
アポスティーユ認証は、外務省のほか、一部の都道府県公証役場で交付している。アポスティーユ認証を貼付した書
類の提出先である外国関係機関によっては、アポスティーユの真正性（交付の事実）も確認しているが、現在は提出
先から在外公館を通じて発行元（外務省又は公証役場）に発行の確認を求められ、個別に対応しているところであ
る。今後は提出先が真正性確認をオンライン上で行えるよう、2025年度に「アポスティーユ真正性確認システム」
（e-Register）の導入を検討する。
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13．死亡等に関する事項の税務署長への通知（◎財務省、総務省、法務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

死亡等に関する事項の税務署長への通知
相続税法（昭和25年法律第73号）第58条
第１項

申請等に基づか
ない処分通知等

地方等 国 58571

（２）取組内容
（１）に記載した手続については、従前、市町村から税務署に書面のみで行われていたが、法務省の戸籍情報連携シ
ステムから政府共通ネットワークを介して、国税庁の国税総合管理システムにオンラインで連携する仕組みを整備す
ることにより、2024年度以降、市町村から税務署への死亡等に関する事項の通知を廃止し、行政事務の効率化を図っ
た。
また、死亡等に関する事項と併せて通知されていた固定資産課税台帳の情報については、税務システム標準化の取組
と並行して検討を進め、オンラインで連携する仕組みを整備し、一部の市町村でオンライン連携に対応することで、
行政事務の効率化を図った。この固定資産課税台帳のオンライン連携については、今後、対応する市町村の拡大を図
る。
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14．国税関係法令に基づく処分通知等の電子交付の拡充（◎財務省）
（１）取組内容
現状、電子交付が可能な国税関係法令に基づく処分通知等は９通知に留まるところ、行政手続のエンドツーエンドで
のデジタル完結により納税者利便の向上及び行政事務の効率化を図るため、令和６年度税制改正において、国税関係
法令に基づく処分通知等の電子交付を拡充する省令改正を実現したところであり、2024年から、本法令改正に対応す
るシステム開発に着手し、2026年９月からの運用開始を予定している。
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15．中学校卒業程度認定試験及び高等学校卒業程度認定試験関係手続（◎文部科学省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

中学校卒業程度認定試験の受験手続
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度
認定規則（昭和41年文部省令第36号）第
９条

申請等 国 国 14700

中学校卒業程度認定試験の証書の授与 同規則第11条
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 14701

中学校卒業程度認定試験の認定証明書の
交付

同規則第12条
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 14702

高等学校卒業程度認定試験の受験手続
高等学校卒業程度認定試験規則（平成17
年文部科学省令第１号）

申請等 国 国 14696

高等学校卒業程度認定試験の合格証書の
授与

同規則第９条第１項
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 14697

高等学校卒業程度認定試験の証明書の交
付

同規則第10条
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 14698

（２）取組内容
（１）に記載した６手続については、現在、出願情報・過去の合格者情報等の管理機能や採点処理機能等を備えた高
等学校卒業程度認定試験システムを活用して事務処理を行いつつ、受験手続、証明書等の交付申請手続及び合格証書
等の授与等について書面のみで対応している。
これについて、高等学校卒業程度認定試験システムを改修し、将来的にオンラインによる受験手続、証明書等の交付
申請及び合格証書等の授与を可能とすることで、利用者の利便性を向上させるとともに行政事務を効率化することを
検討する。

30



16．技能検定の受検の申請及び合格通知等（◎厚生労働省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

技能検定の合格証書の交付
職業能力開発促進法（昭和44年法律第64
号）第49条

申請等に基づか
ない処分通知等

独立行政法人等
又は地方等

国民等 45605

技能検定の受検の申請
職業能力開発促進法施行規則（昭和44年
労働省令第24号）第66条第１項

申請等 国民等 地方等 45540

指定試験機関が行う技能検定の受検の申
請

同上 申請等 国民等
独立行政法人等
又は地方等

45548

技能検定の合格証書の再交付の申請 同規則第69条第２項 申請等 国民等
独立行政法人等
又は地方等

45539

技能検定の試験の合格通知 同規則第70条
申請等に基づか
ない処分通知等

独立行政法人等
又は地方等

国民等 45606

（２）取組内容
（１）に記載した５手続については、2025年度以降、オンラインによる技能検定の受検申請等及び合格証書等通知書
の交付を可能とすることで、受検者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
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17．肥料登録申請等（◎農林水産省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

肥料登録申請
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和
25年法律第127号）第４条

申請等 民間事業者等 国又は地方等 18680

肥料仮登録申請 同法第５条 申請等 民間事業者等 国 18681

公定規格が定められている普通肥料の登
録期間の更新の申請

同法第12条第４項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 15700

肥料仮登録有効期間更新申請 同上 申請等 民間事業者等 国又は地方等 18684

外国生産肥料の登録（仮登録）申請 同法第33条の２第１項 申請等 民間事業者等 国 18692

外国生産肥料登録有効期間更新申請 同法第33条の２第６項 申請等 民間事業者等 国 18695

外国生産肥料仮登録有効期間更新申請 同上 申請等 民間事業者等 国 18696

（２）取組内容
（１）に記載した７手続については、2023年度より、eMAFFを介した手数料の電子納付を開始し、オンライン化を達成
した。引き続きKPIの達成を目指し、肥料情報システムの更なる利便性向上を図る。
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18．農林水産省所管行政手続のオンライン化（◎農林水産省）
（１）オンライン化対象手続
農林水産省が所管する3,000を超える行政手続

（２）取組内容
農林漁業者等に係る農林水産省が所管する3,000を超える行政手続（補助金等の申請を含む。）について、農林漁業者
等の利便性向上及び行政事務の効率化を図るため、オンラインによる申請等を受け付ける農林水産省共通申請サービ
ス（eMAFF）の整備を進めている。eMAFFの基盤を強化しつつ、業務見直しが完了した行政手続から順次オンライン化
を進め、2023年３月末現在で約3,300の手続についてオンライン申請を可能とした。引き続き、新制度の創設等により
新設された手続について、順次オンライン申請を可能とする。
オンラインによる申請等における本人確認の方法については、GビズIDを活用して、ID・パスワード方式による本人確
認を実施する既存の方法に加え、2021年度にはマイナンバーカードを利用して本人確認を実施する機能を実装した。
申請等の際に手数料を求めている手続について、2022年度に歳入金電子納付システム（REPS）との連携を完了した。
2023年度から順次オンラインによる納付を可能とするとともに、オンラインで申請等する場合の手数料の減額を検討
する。
申請等の際に添付を求めている登記事項証明書（商業・法人）を省略するため、2023年度も引き続き、eMAFFと登記情
報連携システムとの連携に向けた対応を進め、可能なものから順次対応する。
eMAFF の利用を進めながら、デジタル地図を活用して、農地関連業務の抜本的な効率化・省力化等を図るため「農林
水産省地理情報共通管理システム（eMAFF地図）」の開発・運用を進めている。また、2022年度からは、農地台帳、水
田台帳等の現場の農地情報の紐付け作業を全国的に進めるとともに、農地の利用状況等の現地確認業務を効率化でき
る現地確認アプリ等の運用を開始している。
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19．家畜伝染病予防法等に基づく報告、通報等（◎農林水産省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

飼養衛生管理基準の定期の報告
家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166
号）第12条の４第１項

申請等
国民等、民間事
業者等

地方等 16531

患畜等の届出を受けた旨の市町村長及び
関係都道府県知事への通報・農林水産大
臣への報告

同法第13条第４項 申請等 地方等 国又は地方等 114029

届出伝染病の届出があった旨の市町村長
への通報・農林水産大臣への報告

同法第４条第４項 申請等 地方等 国又は地方等 114015

家畜の伝染性疾病判明の農林水産大臣へ
の報告・市町村長への通報

同法第４条の２第４項 申請等 地方等 国又は地方等 114017

（２）取組内容
(１)に記載した４手続は2023年度にシステム設計・開発を行い、オンライン化を達成したところ。KPIの達成を目指
し、飼養衛生管理支援システムの現場への浸透を図っていく。
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20．揮発油販売業者の登録申請等（◎経済産業省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

揮発油特定加工業者の登録
揮発油等の品質の確保等に関する法律
（昭和51年法律第88号）第12条の２

申請等 民間事業者等 国 25846

揮発油特定加工業者の変更登録 同法第12条の６第１項 申請等 民間事業者等 国 25847

揮発油特定加工業者の登録事項の変更の
届出

同法第12条の６第３項 申請等 民間事業者等 国 25848

揮発油特定加工業者の地位の承継の届出 同法第12条の８ 申請等 民間事業者等 国 25849

揮発油特定加工業者の廃止の届出 同法第12条の８ 申請等 民間事業者等 国 25850

軽油特定加工業者の登録 同法第12条の９ 申請等 民間事業者等 国 25851

軽油特定加工業者の変更登録 同法第12条の13第１項 申請等 民間事業者等 国 25852

軽油特定加工業者の登録事項の変更の届
出

同法第12条の13第３項 申請等 民間事業者等 国 25853

軽油特定加工業者の地位の承継の届出 同法第12条の15 申請等 民間事業者等 国 25854

軽油特定加工業者の廃止の届出 同法第12条の15 申請等 国民等 国 25855

登録分析機関に揮発油の分析を委託した
旨の届出

同法第16条の２第２項 申請等 民間事業者等 国 25858

登録分析機関に揮発油の分析の委託契約
が失効した旨の届出

同法第16条の２第２項 申請等 民間事業者等 国 25858

登録分析機関の登録 同法第17条の13第１項 申請等 民間事業者等 国 25827

登録分析機関の登録の更新 同法第17条の16第２項 申請等 民間事業者等 国 25827

業務規程の登録の届出 同法第17条の18第１項 申請等 民間事業者等 国 25828

業務規程の変更の届出 同法第17条の18第１項 申請等 民間事業者等 国 25828

分析業務廃止（全部休止・一部休止）の
届出

同法第17条の21 申請等 民間事業者等 国 25829

揮発油試験研究計画の認定の申請
揮発油等の品質の確保等に関する法律施
行規則（昭和52年通商産業省令第24号）
第10条の３第１項

申請等 民間事業者等 国 25859

揮発油試験研究計画の変更の認定の申請 同規則第10条の５第１項 申請等 民間事業者等 国 25860

揮発油試験研究計画から予見されない事
態が生じた際の報告

同規則第10条の６第２項 申請等 民間事業者等 国 25861

揮発油試験研究計画中間報告書の提出 同規則第10条の６第３項 申請等 民間事業者等 国 25862

揮発油試験研究計画最終報告書の提出 同規則第10条の６第４項 申請等 民間事業者等 国 25863

生産（確認）揮発油品質維持計画の認定
の申請

同規則第14条の２第６項 申請等 民間事業者等 国 25864

生産（確認）揮発油品質維持計画の変更
の届出

同規則第14条の６第２項 申請等 民間事業者等 国 25865

生産（確認）発揮油品質維持計画終了日
の変更の認定の申請

同規則第14条の７第２項 申請等 民間事業者等 国 25866

揮発油特定加工品質確認計画の認定の申
請

同規則第17条の２第４項 申請等 民間事業者等 国 25867

揮発油規格適合確認の届出 同規則第17条の３第２項 申請等 民間事業者等 国 25868

揮発油特定加工品質確認計画の変更の認
定の申請

同規則第17条の５第２項 申請等 民間事業者等 国 25869

揮発油特定加工品質確認計画の変更の届
出

同規則第17条の６第２項 申請等 民間事業者等 国 25870

揮発油特定加工品質確認計画終了日の変
更の認定の申請

同規則第17条の７第２項 申請等 民間事業者等 国 25871

軽油試験研究計画の認定の申請 同規則第22条の３第１項 申請等 民間事業者等 国 25872

軽油試験研究計画の変更の認定の申請 同規則第22条の５第１項 申請等 民間事業者等 国 25873

軽油試験研究計画から予見されない事態
が生じた際の報告

同規則第22条の６第２項 申請等 民間事業者等 国 25874

軽油試験研究計画中間報告書の提出 同規則第22条の６第３項 申請等 民間事業者等 国 25875

軽油試験研究計画最終報告書の提出 同規則第22条の６第４項 申請等 民間事業者等 国 25876

軽油特定加工品質確認計画の認定の申請 同規則第25条の２第４項 申請等 民間事業者等 国 25877

軽油規格適合確認の届出 同規則第25条の３第２項 申請等 民間事業者等 国 25878

軽油特定加工品質確認計画の変更の認定
の申請

同規則第25条の５第２項 申請等 民間事業者等 国 25879

軽油特定加工品質確認計画の変更の届出 同規則第25条の６第２項 申請等 民間事業者等 国 25880

軽油特定加工品質確認計画終了日の変更
の認定の申請

同規則第25条の７第２項 申請等 民間事業者等 国 25881
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（２）取組内容
上記（１）に記載した40手続については、現状、書面のみで行われているが、予算が確保できれば石油流通システム
を整備し、オンラインによる申請等を可能とすることで、揮発油販売業者等の利便性向上及び行政事務の効率化を図
る。揮発油販売業者の登録（手続ID:25841）等７手続について、2021年４月から試験的にオンラインによる申請を実
施中。
懸案であった「データ連携」については、2023年度に対応済み。
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21．経済産業省所管行政手続のオンライン化（◎経済産業省）
（１）取組内容
経済産業省が所管する行政手続のうち、中・小規模の申請件数（年間手続件数が数千件程度まで）で、簡易な業務フ
ローの手続等を中心に、対応可能なものについてはローコードツールを活用した「Gビズフォーム」によるオンライン
化を進めており、2024年３月末時点で280の手続についてGビズフォームによるオンライン申請を可能とした。引き続
き、大規模の申請件数のある手続にも対応できる個別システムやGビズフォーム等でのオンライン化を進め、2025年末
までに国民・事業者等から行政機関等への申請等手続のオンライン化率100%を目指すとともに、オンライン利用率の
引上げを進める。
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22．電気・ガス事業者による申請・届出等（◎経済産業省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

一般ガス導管事業許可申請
ガス事業法（昭和29年法律第51号）第36
条第１項

申請等 民間事業者等 国 111124

事業開始届出 同法第39条第４項 申請等 民間事業者等 国 111129

供給区域変更許可申請 同法第40条第１項 申請等 民間事業者等 国 111130

ガス工作物変更届出 同法第41条第１項 申請等 民間事業者等 国 111135

事業譲渡譲受認可申請 同法第42条第１項 申請等 民間事業者等 国 111139

合併認可申請 同法第42条第２項 申請等 民間事業者等 国 111141

分割認可申請 同上 申請等 民間事業者等 国 111142

事業休止（廃止）許可申請 同法第44条第１項 申請等 民間事業者等 国 111144

解散認可申請 同法第44条第２項 申請等 民間事業者等 国 111146

供給計画届出 同法第56条第１項 申請等 民間事業者等 国 111187

供給計画変更届出 同法第56条第２項 申請等 民間事業者等 国 111188

小売電気事業登録申請
電気事業法（昭和39年法律第170号）第
２条の３第１項

申請等 民間事業者等 国 26308

小売電気事業休止（廃止）届出 同法第２条の８第１項 申請等 民間事業者等 国 26312

解散届出 同法第２条の８第２項 申請等 民間事業者等 国 26313

ガス事業生産動態統計調査 統計法（平成19年法律第53号）第13条 申請等 民間事業者等 国 26102

（２）取組内容
（１）に記載した手続は、現状、主として書面での手続きとなっているが、重点的にオンライン化を検討するもので
あるため、引き続き、「（既に構築している）電気・ガス事業オンライン申請・届出システム」上に、オンラインに
よる申請・届出等を可能とする機能を実装するなどのオンライン化を経て、事業者の利便性向上及び行政事務の効率
化を図る。
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23．経営革新計画の承認手続（◎経済産業省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

経営革新計画の承認手続 中小企業等経営強化法第15条第1項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 26559

（２）取組内容
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の申請及び承認手続については、既に運営を開始している経営革新計画
電子申請システムを活用することで申請事業者及び承認行政庁である都道府県の負担軽減に取り組んでいるところ。
2024年年度も引き続き、事業者及び都道府県の意見を調査し、利便性の向上を図った上で、当該システムを導入する
自治体の増加及び行政事務の効率化を図る。
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24．産業保安・製品安全法令に基づく手続の利用率向上（◎経済産業省）
（１）取組内容
産業保安・製品安全法令（電気、LPガス、都市ガス、火薬類、鉱山及び製品安全関係）に基づく約50の手続（手続
ID：24367等）について、2021年１月から順次、産業保安システム（保安ネット）によるオンライン届出等を開始して
いる。今後、地方公共団体の自治事務になっている申請・届出手続を含めて、残りの約1,000の手続についても保安
ネット等を通じてオンライン上で効率的に行えるようにするため、2024年４月にシステム更改に合わせてガバメント
クラウドへの移行を実施した。
引き続き、行政機関への申請等手続きのオンライン化に必要な機能の実装・充実を図り、オンライン利用を促進する
環境整備を進める。

40



25．技術検定試験受検申請（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

技術検定試験受検申請（土木・管工事・
電気通信工事・造園）

施工技術検定規則（昭和35年建設省令第
17号）第７条第１項

申請等 国民等 民間事業者等 29121

技術検定試験受検申請（建築・電気工
事）

同上 申請等 国民等 民間事業者等 29122

技術検定試験受検申請（建設機械施工） 同上 申請等 国民等 民間事業者等 29123

（２）取組内容
技術検定試験受検申請については、試験的にオンライン申請を実施している再受検等一部の申請手続を除き、現状、
書面で行われているが、今後、全ての受検申請において手数料納付及び本人確認も含めたオンラインによる申請の実
現を2025年度中に目指す。
また、業務の効率化のみでなく、試験種目間における実務経験の重複申請の防止等を図るため、各指定試験機関のシ
ステムを相互に連携させ、受検者のデータの照会や突合等を可能にする仕組みの在り方を2023年度に検討したとこ
ろ、個人情報の取扱い等の課題があるため、引き続き、2024年度においても検討を行う。
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26．航空従事者技能証明の申請等（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

航空従事者技能証明の申請
航空法（昭和27年法律第231号）第22条
第１項

申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

技能証明の限定の変更申請 同法第29条の２第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

航空機の操縦練習許可申請 同法第35条第３項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

航空英語能力証明の申請
航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56
号）第63条第１項

申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

計器飛行証明及び操縦教育証明の申請 同規則第64条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

技能証明書等の再交付申請 同規則第71条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

特定操縦技能の審査結果等の提出 同規則第162条の15第２項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

運航管理者技能検定の申請 同規則第168条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 ―

（２）取組内容
（１）に記載した８手続については、現状、書面で行われているが、特定操縦技能の審査結果等の提出を除く７手続
については、航空従事者管理システムを改修中であり、2024年度以降に、順次、オンラインによる申請等を開始し、
特定操縦技能の審査結果等の提出についても、今後、オンラインによる申請等を可能とすることで、申請者等の利便
性向上及び行政事務の効率化を図る。
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27．航空法に基づく申請等（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

耐空証明申請 航空法第10条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 32927

型式証明申請 同法第12条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 111619

航空機の型式設計変更承認申請 同法第13条第１項 申請等 民間事業者等 国 32928

追加型式設計承認書申請 航空法施行規則第23条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115072

航空機の追加型式設計変更承認申請 同法第13条の２第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 32929

修理改造検査申請 同法第17条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 111617

事業場の認定申請 同法第20条第１項 申請等 民間事業者等 国 32930

操縦練習飛行等の許可申請 同規則第198条の３第1項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 32910

物件投下の届出 同法第89条第1項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 114827

飛行場以外の場所の離着陸の許可の申請 同規則第172条の２第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 32908

最低安全高度以下の区域の飛行許可の申
請

同規則第175条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 114826

飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の
許可の申請

同規則第239条の２第２項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 114830

飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の
通報

同規則第239条の３第２項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 －

（２）取組内容
（１）に記載した13手続については、現状、書面のみで行われているが、2024年10月以降、順次オンラインによる申
請を可能とすることで、行政事務の効率化等を図る。

43



28．自動車保有関係手続等（◎国土交通省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

検査対象外軽自動車の届出済証の記載事
項の変更届出

道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸
省令第74号）第63条の５第１項

申請等 国民等 国 35781

検査対象外軽自動車の使用の届出
道路運送車両法（昭和26年法律第 185
号）第97条の３第１項

申請等 国民等 国 35788

検査対象外軽自動車の届出済証返納証明
書の交付

道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸
省令第74号）第63条の６第３項

申請等 国民等 国 35789

（２）取組内容
（１）に記載した手続については、現状、書面で行われているが、自動車保有関係手続のワンストップサービスシス
テムの改修により、2025年度までにオンラインによる申請を可能とすることで、申請者の利便性向上及び行政事務の
効率化を図る。
自動車の新規登録（手続ID:33625）等の23手続については、既に自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）
によりオンライン化されているが、申請者の利便性の向上のため、2024年10月（予定）より法務省の登記情報連携シ
ステムとの連携による添付書類の省略等を図る。
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29．住宅建設瑕疵担保保証金等の供託等の届出（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に
関する法律（平成19年法律第66号）第４
条第１項

申請等 民間事業者等 国又は地方等 30839

住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出 同法第12条第１項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 30843

（２）取組内容
（１）に記載した２手続については、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく新築住宅の資力確
保措置に係る届出の電子化システムを整備し、2023年度よりオンラインによる届出を本格始動しているところ、オ
ンライン申請の利用拡大を検討し、届出を行う建設業者等の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
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30．宅地建物取引業免許等関係手続（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

宅地建物取引業の免許の申請
宅地建物取引業法（昭和27年法律第176
号）第４条第１項

申請等 民間事業者等 国又は地方等
28821
36634

宅地建物取引業の免許の更新の申請 同上 申請等 民間事業者等 国又は地方等
28822
36635

免許申請事項の変更の届出 同法第９条 申請等 民間事業者等 国又は地方等
28823
36636

廃業等の届出 同法第11条 申請等 民間事業者等 国又は地方等
28824
36637

営業保証金供託済の届出 同法第25条第４項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28829

事務所新設の場合の営業保証金供託済の
届出

同法第26条第２項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28830

営業保証金の不足額の供託の届出 同法第28条第２項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28831

所在地の届出 同法第50条第２項 申請等 民間事業者等 国又は地方等
28825
29091
36638

免許証の書換え交付の申請
宅地建物取引業法施行規則（昭和32年建
設省令第12号）第４条の２第１項

申請等 民間事業者等 国又は地方等 28826

免許証の再交付（亡失、滅失の場合）の
申請

同規則第４条の３第１項 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28827

免許証の再交付（汚損、破損の場合）の
申請

同上 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28828

営業保証金の保管替え等の届出 同規則第15条の４ 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28832

営業保証金の変換の届出 同規則第15条の４の２ 申請等 民間事業者等 国又は地方等 28833

宅地建物取引士の登録の申請 同法第19条第１項 申請等 国民等 地方等 28837

宅地建物取引士登録の移転の申請 同法第19条の２ 申請等 国民等 地方等 28838

宅地建物取引士登録の変更の登録の申請 同法第20条 申請等 国民等 地方等 28839

宅地建物取引士の死亡等の届出 同法第21条 申請等 国民等 地方等 28840

宅地建物取引士の登録の消除の申請 同法第22条第１号 申請等 国民等 地方等 28841

宅地建物取引士証の交付の申請 同法第22条の２第１項 申請等 国民等 地方等 28842

宅地建物取引士証の書換え交付の申請 同規則第14条の13第１項 申請等 国民等 地方等 28846

宅地建物取引士証の再交付の申請（亡
失、滅失の場合）

同規則第14条の15第１項 申請等 国民等 地方等 28847

宅地建物取引士証の再交付の申請（汚
損、破損の場合）

同上 申請等 国民等 地方等 28848

宅地建物取引業者名簿等の閲覧の申請 同法第10条 申請等 国民等 国又は地方等 36571

（２）取組内容
（１）に記載した23手続については、現状、書面で行われているが、電子申請システム（受付機能）の整備を図り、
2024年度以降オンラインによる申請等を順次可能とするとともに、閲覧の対象となる申請書類を電子化しデータベー
スに保持することで、申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
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31．特定車両停留施設における停留許可関係手続（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

特定車両停留施設における停留の許可の
申請

道路法（令和２年法律第31号）第48条の
32 第２項

申請等 民間事業者等
国、独立行政法
人等又は地方等

―

特定車両停留施設における停留の許可の
変更

同法第48条の32第３項 申請等 民間事業者等
国、独立行政法
人等又は地方等

―

（２）取組内容
（１）に記載した２手続については、民間事業者等が特定車両停留施設に車両を停留させるために行うものであり、
2023年度までにオンライン申請システムのプロトタイプの開発及びテスト運用を実施した。2024年度は実運用に向
け、追加的な機能の開発および実運用体制の検討を実施する。
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32．汎用受付システムで実施する国土交通省関係手続（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

工事・作業許可申請
港則法（昭和23年法律第174号）第31条
第１項

申請等
国民等又は民間
事業者等

国 33520

測量士又は測量士補の登録申請
測量法（昭和24年法律第188号）第49条
第１項

申請等 国民等 国 33588

一般旅客自動車運送事業の事業計画の変
更の届出

道路運送法（昭和26年法律第183号）第
15条

申請等 民間事業者等 国 35941

航空機の航行の安全を確保するための装
置の不装備の許可

航空法第60条
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者 36221

航空機の航行の安全を確保するための装
置の不装備の許可

同上 申請等 民間事業者 国 111382

航空機の運航の状況を記録するための措
置の不装備の許可

同法第61条第１項
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者 36222

航空機の運航の状況を記録するための措
置の不装備の許可

同上 申請等 民間事業者 国 111383

特別な方式による航行の許可 同法第83条の２
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者 36223

特別な方式による航行の許可 同上 申請等 民間事業者 国 111379

運航管理施設等の検査 同法第102条第１項
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者 33072

運航管理施設等の検査 同上 申請等 民間事業者 国 111376

安全管理規程の届出又は変更の届出 同法第103条の２第１項 申請等 民間事業者等 国 33073

安全統括管理者の選任又は解任の届出 同法第103条の２第５項 申請等 民間事業者等 国 33074

運航規程及び整備規程の認可及び変更認
可

同法第104条第１項
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者 33075

運航規程及び整備規程の認可及び変更認
可

同上 申請等 民間事業者 国 111377

航空機の運航又は整備に関する業務の管
理の受委託の許可

同法第113条の２第１項
申請等に基づく
処分通知等

国 民間事業者 33087

航空機の運航又は整備に関する業務の管
理の受委託の許可

同上 申請等 民間事業者 国 111378

不動産鑑定士の登録
不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38
年法律第152号）第17条第１項

申請等 国民等 国 29035

不動産鑑定士の変更の登録 同法第18条 申請等 国民等 国 29036

不動産鑑定士の死亡等の届出 同法第19条 申請等 国民等 国 29037

不動産鑑定士の登録の消除 同法第20条 申請等 国民等 国 29038

不動産鑑定業者の登録 同法第22条第１項 申請等 民間事業者等 国 29039

不動産鑑定業者の更新の登録 同法第22条第３項 申請等 民間事業者等 国 29040

不動産鑑定業者の登録換えの登録 同法第26条第１項 申請等 民間事業者等 国 29041

不動産鑑定業者の変更の登録 同法第27条第１項 申請等 民間事業者等 国 29042

不動産鑑定業者の廃業等の届出 同法第29条 申請等 民間事業者等 国 29043

流水の占用の許可 河川法（昭和39年法律第167号）第23条 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 34977

流水の占用の登録 同法第23条の２ 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 34978

土地の占用の許可 同法第24条 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 34979

土石等の採取の許可 同法第25条 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 34980

工作物の新築等の許可 同法第26条 申請等
国民等又は民間
事業者等

国 34981

土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定
の申請

土砂等を運搬する大型自動車による交通
事故の防止等に関する特別措置法（昭和
42年法律第131号）第３条第１項

申請等 民間事業者等 国 33825

土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定
の申請

同法第３条第２項 申請等 民間事業者等 国 33826

届出事項の変更届出に伴う表示番号の指
定の申請

同法第３条第３項 申請等 民間事業者等 国 33827

使用廃止の届出 同法第５条 申請等 民間事業者等 国 33828

採取計画の認可
砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16
条

申請等 民間事業者等 国 35467

採取計画の変更の認可等 同法第20条 申請等 民間事業者等 国 35468

採取計画認可の届出事項の軽微な変更の
届出

同上 申請等 民間事業者等 国 35469

採取計画認可時の届出事項の変更の届出 同上 申請等 民間事業者等 国 35470
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一般貨物自動車運送事業の許可の申請
貨物自動車運送事業法（平成元年法律第
83号）第３条

申請等 民間事業者等 国 33802

一般貨物自動車運送事業の事業計画の変
更の認可の申請

同法第９条第１項 申請等 民間事業者等 国 33803

一般貨物自動車運送事業の事業計画の変
更の届出

同法第９条第３項 申請等 民間事業者等 国 33804

一般貨物自動車運送事業の運行管理者の
選任又は解任の届出

同法第18条第３項 申請等 民間事業者等 国 33749

運行管理者資格者証の交付の申請 同法第19条第１項 申請等 国民等 国 33750

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲
受けの認可の申請

同法第30条第１項 申請等 民間事業者等 国 33807

一般貨物自動車運送事業の休止及び廃止
の届出

同法第32条 申請等 民間事業者等 国 33810

貨物軽自動車運送事業の経営の届出 同法第36条第１項 申請等 民間事業者等 国 33815

貨物軽自動車運送事業の届出事項の変更
の届出

同上 申請等 民間事業者等 国 33816

貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡及び
承継の届出

同法第36条第３項 申請等 民間事業者等 国 33817

特定事業者の国土交通大臣に対する自動
車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関す
る計画の提出

自動車から排出される窒素酸化物及び粒
子状物質の特定地域における総量の削減
等に関する特別措置法（平成４年法律第
70号）第33条

申請等 民間事業者等 地方等 33770

特定事業者の国土交通大臣に対する自動
車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関す
る定期の報告

同法第34条 申請等 民間事業者等 地方等 33771

周辺地域内自動車を使用する事業者の国
土交通大臣に対する自動車排出窒素酸化
物等の排出の抑制に関する計画の提出

同法第36条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 36437

周辺地域内事業者の国土交通大臣に対す
る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制
に関する定期の報告

同法第37条 申請等 民間事業者等 国 36438

測量士・測量士補の登録通知
測量法施行令（昭和24年政令第322号）
第12条第２項

申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 33594

測量士・測量士補名簿の記載事項の変更
の届出

同令第13条 申請等 国民等 国 33592

測量士・測量士補の死亡等の届出 同令第16条 申請等 国民等 国 33593

測量士試験の受験願書の提出 同令第22条 申請等 国民等 国 33590

測量士補試験の受験願書の提出 同上 申請等 国民等 国 33591

測量士試験・測量士補試験の合格証書の
交付

同令第24条
申請等に基づく
処分通知等

国 国民等 36219

一般貸切旅客自動車運送事業者の補助者
の選任又は解任の届出

旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年
運輸省令第44号）第68条第１項第５号

申請等 民間事業者等 国 36414

特定改造自動車のエネルギー消費効率相
当値の算定の申請

自動車のエネルギー消費効率の算定等に
関する省令（昭和54年通商産業省・運輸
省令第３号）附則第２項

申請等 民間事業者等 国 36445

一般貨物自動車運送事業者等による届出
貨物自動車運送事業法施行規則（平成２
年運輸省令第21号）第44条第１項

申請等 民間事業者等 国 33823

事業報告書及び事業実績報告書の提出
貨物自動車運送事業報告規則（平成２年
運輸省令第33号）第２条第１項

申請等 民間事業者等 国 33845

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動
車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の
運賃及び料金の届出

同規則第２条の２ 申請等 民間事業者等 国 33824

（２）取組内容
（１）に記載した手続について、e-Gov審査支援サービスの活用を含め検討していく。
また、現状ではe-Gov審査支援サービスで実装が確定していない機能を必要とする国土交通省特有の行政手続を対象と
して、申請等の受付や審査、データベース入力・管理を一貫して行うことができるシステムの導入を進める。
そのほか、添付書類の省略等、業務改善（BPR）等を行いながら、より一層の申請者の利便性の向上や行政事務の効率
化を図る。
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33．PSカード申請手続（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

電子情報処理組織による個人識別情報の
照合を受ける者の届出

港湾法施行規則（昭和26年運輸省令第98
号）第15条の７第２項

申請等 民間事業者等 国 ‐

電子情報処理組織による個人識別情報の
照合を受ける者の変更の届出

同規則第15条の７第３項 申請等 民間事業者等 国 ‐

電子情報処理組織による個人識別情報の
照合を受ける者の廃止の届出

同上 申請等 民間事業者等 国 ‐

（２）取組内容
（１）に記載した手続は、出入管理情報システムに使用するPort Securityカード（PSカード）の新規（変更）登録・
更新・廃止申請を指す。本手続は、書面のみで行われていたが、PSカードの電子申請システムを開発し、2021年度
に、廃止申請以外はオンラインによる申請を可能とすることで、利用者の利便性向上及び申請書のシステムへの打込
作業の削減による行政事務の効率化を図った。また、申請の際に添付を求めていた証明写真について、2021年度に、
オンラインによる提出を可能にした。申請の際に添付を求めている雇用保険の写しについては、今後オンラインによ
る提出を可能とすることを検討する。また、廃止申請についてもオンラインによる申請を可能とすることを検討す
る。請求に係る手数料については、ペイジー（ネットバンキング）、ペイジー（銀行ATM）を活用して、既にオンライ
ン納付を可能としている。
オンラインによる申請における本人確認の方法については、あらかじめ登録されている事業所番号を活用する。
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34．賃貸住宅管理業登録関係手続の利便性向上（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

賃貸住宅管理業者の登録手続における登
録免許税領収証書の提出

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する
法律（令和２年法律第60号）第３条第１
項

申請等 民間事業者等 国 ー

賃貸住宅管理業者の更新手続における収
入印紙の提出

同法第３条第２項 申請等 民間事業者等 国 ー

（２）取組内容
賃貸住宅管理業者登録申請書の提出について、登録免許税領収証書の提出については、現状、郵送のみで行われてい
るが、既存の賃貸住宅管理業登録等電子申請システムと登録免許税領収証書等の電子化を可能とするシステムを連携
してオンライン納付を可能とすることにより、利用者の利便性向上及び審査事務の効率化を検討する。
2024年度において、オンライン納付を可能とするための賃貸住宅管理業登録等電子申請システムとの連携先につい
て、歳入金電子納付システム（REPS）、国土交通省手続業務一貫処理システム（eMLIT）又はその他の登録免許税領収
証書等の電子化を可能とするシステムのいずれと連携することが効率的か、システム連携に必要な仕様の検討や概算
費用の調査を行うことを想定している。2025年度において、2024年度において検討した内容をもとに改修（システム
連携）の仕様を決定し、2026年度において、当該改修（システム連携）を実行することを検討している。
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35．マンション管理業登録等関係手続（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

マンション管理業の登録の申請
マンションの管理の適正化の推進に関す
る法律（平成12年法律第149号）第45条
第１項

申請等 民間事業者等 国 29095

マンション管理業の登録事項の変更の届
出

同法第48条第１項 申請等 民間事業者等 国 29096

マンション管理業の廃業等の届出 同法第50条第１項 申請等 民間事業者等 国 29097

管理業務主任者証の交付の申請 同法第60条第１項 申請等 国民等 国 36478

管理業務主任者証の有効期間の更新の申
請

同法第61条第１項 申請等 国民等 国 36483

管理業務主任者の登録事項の変更の届出 同法第62条第１項 申請等 国民等 国 36484

管理業務主任者の登録の申請
マンションの管理の適正化の推進に関す
る法律施行規則（平成13年国土交通省令
第110号）第70条第１項

申請等 国民等 国 36474

管理業務主任者証の再交付の申請 同規則第77条第１項 申請等 国民等 国 36488

管理業務主任者の死亡等の届出 同規則第80条 申請等 国民等 国 36499

（２）取組内容
（１）に記載した９手続については、現状、書面で行われているが、国土交通省手続業務一貫処理システム（eMLIT）
とマンション管理業登録処理システムの連携等による電子申請機能の整備を検討し、オンラインによる申請等を可能
とすることで、申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を目指す。
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36．外来生物法に基づく各種手続等（◎環境省、農林水産省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

特定外来生物飼養等許可申請
特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律（平成16年法律第78
号）第５条第２項

申請等
国民等、民間事
業者等

国 43962

特定外来生物の放出等に係る許可申請 同法第９条の２第２項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 43965

特定外来生物の防除の確認又は認定申請 同法第17条の４、第18条 申請等
国民等、民間事
業者等

国 43963

未判定外来生物の輸入届出 同法第21条 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115252

未判定外来生物の本邦への輸出届出 同法第24条第２項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115253

特定外来生物飼養等許可証の再交付申請

特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律施行規則（平成17年
農林水産省・環境省令第２号）第４条第
５項

申請等
国民等、民間事
業者等

国 43972

特定外来生物飼養等許可に係る住所等の
変更又は主たる飼養等取扱者の住所等の
変更届出

同規則第４条第７項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 43969

特定外来生物飼養等許可証亡失届出 同規則第４条第８項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 43973

特定外来生物飼養等許可証の写しの交付
申請

同規則第４条第９項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 43970

特定外来生物飼養等許可の失効届出 同規則第10条 申請等
国民等、民間事
業者等

国 43971

特定外来生物放出等許可証の再交付申請
書

同規則第11条の２第３項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115257

特定外来生物放出等許可に係る住所等の
変更又は主たる放出等実施者の住所等の
変更届出

同規則第11条の２第５項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115256

特定外来生物放出等許可証亡失届出 同規則第11条の２第６項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115255

特定外来生物放出等許可の失効届出 同規則第11条の５ 申請等
国民等、民間事
業者等

国 115254

（２）取組内容
（１）に記載した14手続については、現状、原則書面で行われているが、2022年度に「外来生物飼養等情報データ
ベースシステム」の改修に着手し、2024年度中にオンラインによる手続を可能とすることで、手続者の利便性向上及
び行政事務の効率化を図る。
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37．環境法令に基づく各種届出等（◎環境省）
（１）オンライン化対象手続
環境省所管　　893手続

（２）取組内容
環境省が所管する国民・民間事業者から国・地方等への申請手続のうち、独自システムでのオンライン化を実現また
は予定している手続以外の手続を対象に、BPRに取り組みつつ、デジタル庁が提供するe-Gov電子申請サービス／e-Gov
審査支援サービスや電子メール等の手段を活用して手続オンライン化を実現する。
上記手続には、地方公共団体を受け手とするものが多数あるため、e-Gov審査支援サービスの自治体向け機能強化等の
スケジュールを考慮しつつ積極的に進める。
また、e-Govの利用に当たっては、開発効率化のためのツールや雛形画面等の整備を行う。
なお、手続件数が少ない等の理由により電子メールによるオンライン化を予定する手続については、中長期計画等の
中で管理し、確実なオンライン化を推進する。
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38．中央調達業務の総合評価落札方式に係る手続（◎防衛省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

総合評価落札方式が適用される契約に係
る入札手続

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第
165号）第91条第２項

申請等
国民等、民間事
業者等

国 111674

（２）取組内容
（１）に記載した手続については、原則、オンライン化されているが、提案資料の提出等に関しては対応できていな
いため、2024年度中に、中央調達システムを更改し、更なるオンライン化を進めることで、民間事業者等の利便性向
上及び行政事務の効率化を図る。
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39．陸海空自衛隊で実施する調達の入札に係る手続（◎防衛省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

陸海空自衛隊で実施する調達の入札に係
る手続

会計法（昭和22年法律第35号）第29条の
５第１項及び同法第49条の３第１項

申請等
国民等、民間事
業者等

国

（２）取組内容
府省共通の電子調達システム（GEPS）の適用除外としている陸海空自衛隊で実施する入札に係る業務について、民間
事業者等の利便性向上及び行政事務の簡素化を目的に、電子入札等を導入する。
この際、経費の効率化を図るため2024年度更改予定の次期中央調達システムに実装する電子入札・開札業務機能を活
用し、オンライン化を図る。
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Ⅱ オンライン化を実施する行政手続等

２．国民等、民間事業者等と地方公共団体等との間の手続
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40．特定非営利活動促進法関係手続（◎内閣府）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

特定非営利活動法人の設立の認証の申請
特定非営利活動促進法（平成10年法律第
７号）第10条第１項

申請等 民間事業者等 地方等 40051

特定非営利活動法人の設立の認証の申請
に係る縦覧

同法第10条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 40129

特定非営利活動法人の設立の認証及び不
認証に係る通知

同法第12条第３項
申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40711

特定非営利活動法人の設立に係る登記の
届出

同法第13条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 40052

特定非営利活動法人の役員の変更等の届
出

同法第23条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 40053

特定非営利活動法人の定款変更の認証の
申請

同法第25条第３項 申請等 民間事業者等 地方等 40054

特定非営利活動法人の定款変更の認証の
申請に係る縦覧

同法第25条第５項において準用する第10
条第２項

申請等 民間事業者等 地方等 40713

特定非営利活動法人の定款変更の認証及
び不認証に係る通知

同法第25条第５項において準用する第12
条第３項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40714

特定非営利活動法人の定款変更の届出 同法第25条第６項 申請等 民間事業者等 地方等 40055

特定非営利活動法人の定款変更に係る登
記事項証明書の提出

同法第25条第７項 申請等 民間事業者等 地方等 40065

特定非営利活動法人の事業報告書等の提
出

同法第29条 申請等 民間事業者等 地方等 40056

特定非営利活動法人の事業報告書等の閲
覧

同法第30条 申請等 民間事業者等 地方等 40718

特定非営利活動法人の解散の認定の申請 同法第31条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 40057

特定非営利活動法人の合併の認証の申請
同法第34条第３項及び第34条第５項で準
用する第10条第１項

申請等 民間事業者等 地方等 40060

特定非営利活動法人の合併の認証の申請
に係る縦覧

同法第34条第５項において準用する第10
条第２項

申請等 民間事業者等 地方等 40719

特定非営利活動法人の合併の認証及び不
認証に係る通知

同法第34条第５項において準用する第12
条第３項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40720

特定非営利活動法人の合併に係る登記の
届出

同法第39条第２項において準用する第13
条第２項

申請等 民間事業者等 地方等 40061

特定非営利活動法人の認証の取消しに係
る聴聞の公開請求に対する審理非公開理
由を記載した書面の交付

同法第43条第４項
申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40130

認定特定非営利活動法人の認定の申請 同法第44条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 40067

認定特定非営利活動法人の認定及び不認
定に係る通知

同法第49条第１項
申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40723

認定に係る申請書等の所轄庁以外の関係
知事への提出

同法第49条第４項 申請等 民間事業者等 地方等 40068

認定の有効期間の更新の申請
同法第51条第５項で準用する第44条第２
項

申請等 民間事業者等 地方等 40069

認定の有効期間の更新及び不更新に係る
通知

同法第51条第５項において準用する第49
条第１項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40725

認定の有効期間の更新に係る申請書等の
所轄庁以外の関係知事への提出

同法第51条第５項において準用する第49
条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 40726

認定特定非営利活動法人の定款変更に係
る変更後の定款等の所轄庁以外の関係知
事への提出

同法第52条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 40070

認定特定非営利活動法人の事務所の新設
に係る申請書等の所轄庁以外の関係知事
への提出

同法第53条第４項 申請等 民間事業者等 地方等 40072

認定特定非営利活動法人の役員報酬規程
等の提出

同法第55条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 40073

認定特定非営利活動法人の助成金支給に
係る書類の提出

同法第55条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 40074

認定特定非営利活動法人の役員報酬規程
等の閲覧

同法第56条 申請等 民間事業者等 地方等 40734

特例認定特定非営利活動法人の特例認定
の申請

同法第58条第２項で準用する第44条第２
項

申請等 民間事業者等 地方等 40075

特例認定特定非営利活動法人の特例認定
及び不認定に係る通知

同法第62条において準用する第49条第１
項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40736

特例認定に係る申請書等の所轄庁以外の
関係知事への提出

同法第62条において準用する第49条第４
項

申請等 民間事業者等 地方等 40076
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特例認定特定非営利活動法人の定款変更
に係る変更後の定款等の所轄庁以外の関
係知事への提出

同法第62条において準用する第52条第２
項

申請等 民間事業者等 地方等 40077

特例認定特定非営利活動法人の事務所の
新設に係る申請書等の所轄庁以外の関係
知事への提出

同法第62条において準用する第53条第４
項

申請等 民間事業者等 地方等 40079

特例認定特定非営利活動法人の役員報酬
規程等の提出

同法第62条において準用する第55条第１
項

申請等 民間事業者等 地方等 40744

特例認定特定非営利活動法人の助成金支
給に係る書類の提出

同法第62条において準用する第55条第２
項

申請等 民間事業者等 地方等 40745

特例認定特定非営利活動法人の役員報酬
規程等の閲覧

同法第62条において準用する第56条 申請等 民間事業者等 地方等 40746

認定特定非営利活動法人と認定特定非営
利活動法人ではない特定非営利活動法人
の合併の認定の申請

同法第63条第５項で準用する第44条第２
項

申請等 民間事業者等 地方等 40081

特例認定特定非営利活動法人と特例認定
特定非営利活動法人ではない特定非営利
活動法人の合併の認定の申請

同法第63条第５項で準用する第58条第２
項で準用する第44条第２項

申請等 民間事業者等 地方等 40082

認定特定非営利活動法人と認定特定非営
利活動法人ではない特定非営利活動法人
の合併の認定及び不認定に係る通知

同法第63条第５項において準用する第49
条第１項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40750

認定特定非営利活動法人と認定特定非営
利活動法人ではない特定非営利活動法人
の合併の認定に係る申請書等の所轄庁以
外の関係知事への提出

同法第63条第５項において準用する第49
条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 40083

特例認定特定非営利活動法人と特例認定
特定非営利活動法人ではない特定非営利
活動法人の合併の認定及び不認定に係る
通知

同法第63条第５項において準用する第62
条において準用する第49条第１項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40753

特例認定特定非営利活動法人と特例認定
特定非営利活動法人ではない特定非営利
活動法人の合併の認定に係る申請書等の
所轄庁以外の関係知事への提出

同法第63条第５項において準用する第62
条において準用する第49条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 40754

認定の取消しに係る聴聞の公開請求に対
する審理非公開理由を記載した書面の交
付

同法第67条第４項において準用する第43
条第４項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40138

認定の取消しに係る通知
同法第67条第４項において準用する第49
条第１項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40756

特例認定の取消しに係る聴聞の公開請求
に対する審理非公開理由を記載した書面
の交付

同法第67条第４項において準用する第43
条第４項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40139

特例認定の取消しに係る通知
同法第67条第４項において準用する第49
条第１項

申請等に基づく
処分通知等

民間事業者等 地方等 40757

（２）取組内容
特定非営利活動促進法では、特定非営利活動法人が所轄庁（都道府県及び政令市）に提出すべき書類等や、閲覧に備
え置くべき書類等を規定している。同時に、書面提出を原則としつつ、条例で定める場合には電磁的に提出したり、
電磁的に閲覧に供することを可能とする規定を設けている。
一方、これまで提出書類を電子メール等でやり取りしている特定非営利活動法人や所轄庁は極めて限定されていた。
（１）に掲げる手続において特定非営利活動法人が所轄庁に提出する書類について、NPO情報管理・公開システムを改
修することで、ウェブサイトを通じてオンラインで入力し、所轄庁もオンラインで事務を行うことが可能となるシス
テムの運用を、2023年３月に開始した。
所轄庁及びNPO法人に対する十分な周知や、必要に応じてユーザーの利便性を図るためのシステム改良を図ることによ
り、所轄庁及びNPO法人の本システムへの円滑な移行を促進する。
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41．遺失物関係手続（◎警察庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

特例施設占有者の物件に関する事項の届
出

遺失物法（平成18年法律第73号）第17条
申請等 民間事業者等 地方等 1953

特例施設占有者の物件売却時の届出
同法第20条第３項 申請等 民間事業者等 地方等 1954

特例施設占有者の物件処分時の届出
同法第21条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 1955

遺失した旨の届出
遺失物法施行規則（平成19年国家公安委
員会規則第６号）第５条第１項 申請等

国民等、民間事
業者等

地方等 2058

施設占有者からの物件の提出の際の提出
書の提出

同規則第26条 申請等 民間事業者等 地方等 2073

（２）取組内容
（１）に記載した５手続については、現状、主に書面で行われているが、多くの都道府県においてオンラインによる
申請を可能とすべく、警察共通基盤上に遺失物管理システムを整備し、2023年３月から10府県警察において運用を開
始（2024年３月時点で20府県警察で運用）し、その後2026年度末までに全国に拡大していく予定である。
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42．消防法令における申請・届出等（◎総務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開
始（廃止）の届出

消防法（昭和23年法律第186号）第９条
の３

申請等 民間事業者等 地方等 12598

製造所等の仮貯蔵・仮取扱の承認 同法第10条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 12599

製造所等の設置の許可申請 同法第11条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 12600

製造所等の変更の許可申請 同上 申請等 民間事業者等 地方等 12601

製造所等の仮使用の承認 同法第11条第５項 申請等 民間事業者等 地方等 12602

製造所等の完成検査前検査 同法第11条の２第１項 申請等 民間事業者等 地方等 12605

製造所等の譲渡、引渡の届出 同法第11条第６項 申請等 民間事業者等 地方等 12606

製造所等の危険物の品名・数量または指
定数量の倍数の変更の届出

同法第11条の４第１項 申請等 民間事業者等 地方等 12607

製造所等の用途廃止の届出 同法第12条の６ 申請等 民間事業者等 地方等 12608

危険物保安統括管理者選任の届出 同法第12条の７第２項 申請等 民間事業者等 地方等 12610

危険物保安統括管理者解任の届出 同上 申請等 民間事業者等 地方等 12611

危険物保安監督者選任の届出 同法第13条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 12612

危険物保安監督者解任の届出 同上 申請等 民間事業者等 地方等 12613

予防規程の認可申請 同法第14条の２第１項 申請等 民間事業者等 地方等 12619

予防規程の変更の認可申請 同上 申請等 民間事業者等 地方等 12620

屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安
検査

同法第14条の３ 申請等 民間事業者等 地方等 12622

完成検査済証の再交付申請
危険物の規制に関する政令（昭和34年政
令第306号） 第８条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 12604

移送の経路等に関する書面の提出 同令第30条の２第５号 申請等 民間事業者等 地方等 12609

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期の
延長申請

同令第８条の４第２項第１号 申請等 民間事業者等 地方等 12621

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の
保安検査時期の変更の承認

同令第８条の４第２項 申請等 民間事業者等 地方等 12623

新基準適合届出
同令附則（平成６年７月１日政令第214
号）第２項第２号

申請等 民間事業者等 地方等 －

第一段階基準適合届出
同令附則（平成６年７月１日政令第214
号）第３項第２号

申請等 民間事業者等 地方等 －

既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の
休止確認申請

同令附則（平成23年12月21日政令第405
号）第10条第２項

申請等 民間事業者等 地方等 －

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期の
延長内部点検時期の延長の届出

危険物の規制に関する規則（昭和34年総
理府令第55号）同規則第62条の５

申請等 民間事業者等 地方等 12626

休止中の地下貯蔵タンク及び二重殻タン
クの外殻の漏れの点検期間延長申請

同規則第62条の５の２第３項 申請等 民間事業者等 地方等 －

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間
延長申請

同規則第62条の５の３第３項 申請等 民間事業者等 地方等 －

休止中の旧基準の特定・準特定屋外タン
ク貯蔵所の再開届出

同規則附則（平成21年10月16日総務省令
第98号）第３条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 －

休止中の旧浮き屋根の特定屋外タンク貯
蔵所の再開届出

同規則附則（平成21年10月16日総務省令
第98号）第３条第７項及び第３条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 －

旧基準の特定・準特定屋外タンク貯蔵所
の休止確認に係る変更届出

同規則附則（平成21年10月16日総務省令
第98号）第３条第５項

申請等 民間事業者等 地方等 －

旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の休
止確認に係る変更届出

同規則附則（平成21年10月16日総務省令
第98号）第３条第７項及び第３条第５項

申請等 民間事業者等 地方等 －

休止中の既設の浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所の再開届出

同規則附則（平成23年12月21日総務省令
第165号）第９条第４項

申請等 民間事業者等 地方等 －

既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の
休止確認に係る変更届出

同規則附則（平成23年12月21日総務省令
第165号）第９条第５項

申請等 民間事業者等 地方等 －

特定防災施設等の設置の届出
石油コンビナート等災害防止法（昭和50
年法律第84号）第15条第２項

申請等 民間事業者等 地方等 12644

自衛防災組織の防災要員及び防災資機材
等の現況の届出

同法第16条第５項 申請等 民間事業者等 地方等 12645

防災管理者又は副防災管理者の選任・解
任の届出

同法第17条第６項 申請等 民間事業者等 地方等 12646

自衛防災組織に係る防災規程の届出 同法第18条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 12647

共同防災組織設置に係る防災要員の数、
防災資機材等の種類、共同防災規程等の
届出

同法第19条第３項 申請等 民間事業者等 地方等 12648

広域共同防災組織設置に伴う届出 同法第19条の２第４項 申請等 民間事業者等 地方等 12654

防災業務の実施状況に係る報告 同法第20条の２ 申請等 民間事業者等 地方等 12655
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（２）取組内容
（１）に記載した39手続について、申請窓口の一元化や申請様式の標準化など更なる利用者の利便性向上及び行政
事務の効率化の観点から、デジタル庁が提供するe-Gov電子申請サービス/審査支援サービスを利用して手続きのオ
ンライン化を実現する。
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43．指定難病等の医療費支給認定の申請（◎厚生労働省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

支給認定の申請
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第
19条の３第１項

申請等 国民等 地方等 48981

支給認定の申請
難病の患者に対する医療等に関する法律
（平成26年法律第50号）第６条第１項

申請等 国民等 地方等 48980

（２）取組内容
（１）に記載した２手続については、申請時に添付を必要としている臨床調査個人票等の省略に向けて、2023年度に
指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースを改修し、指定医による臨床調査個人票等のオ
ンライン登録を可能とした。また、支給認定の申請のオンライン化に向けて、申請のオンライン化に関する調査研究
を開始した。
引き続き、難病患者等の利便性の向上に資するオンライン化の具体的な方法を検討する。
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Ⅲ 添付書類の省略を実施する行政手続

１．登記事項証明書の添付省略
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1.(1)．法人及び不動産の登記情報に係る情報連携の仕組みの構築（◎法務省、デジタル庁）
ア 取組内容
登記情報システムを改修して整備された登記情報連携システムにより、2020年10月以降、国の行政機関に登記情報を
オンライン（共通APIやGUI機能）で提供することが可能となっている。2023年２月からは、一部の地方公共団体を対
象に登記情報連携の先行運用を実施しているところ、2024年度は、登記情報連携の利用対象団体を更に拡大する。
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Ⅲ 添付書類の省略を実施する行政手続

１．登記事項証明書の添付省略

（２）登記事項証明書を省略する手続
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44．供託の申請、供託物の払渡請求等の手続（◎法務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

供託の申請、供託物の払渡請求
供託法（明治32年法律第15号）第２条、
第８条

申請等
国民等、民間事
業者等

国 13153

代供託・附属供託の請求
供託規則（昭和34年法務省令第２号）第
21条第１項

申請等
国民等、民間事
業者等

国 13542

供託金の保管替えの請求 同規則第21条の３第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 13544

供託金利息の払渡請求 同規則第35条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 13545

供託有価証券の利札の払渡請求 同規則第36条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 13546

供託に関する書類の閲覧請求 同規則第48条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 13548

供託に関する事項の証明請求 同規則第49条第１項 申請等
国民等、民間事
業者等

国 13549

（２）取組内容
（１）に記載した７手続について、供託システムを改修して登記情報を取得することにより、2022年９月１日から利
用者による登記事項証明書の添付省略を実現しているが、2024年度中に供託システムを更に改修して登記情報連携シ
ステムとAPI連携することにより、一連の業務処理を行う中で会社法人等の登記情報の取得を容易にすることで行政事
務の効率化を図る。
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45．食品衛生営業許可申請等（◎厚生労働省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

合併による営業許可の承継の届出
食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令
第23号）第69条第１項

申請等 民間事業者等 地方等 46878

分割による営業許可の承継の届出 同規則第70条第１項 申請等 民間事業者等 地方等 47205

（２）取組内容
上記２手続きについて、地方公共団体における登記情報連携が可能となれば、（１）の仕組みによるAPI等を活用した
法人の登記情報の取得を可能とすることで、利用者による登記事項証明書（商業法人）の添付を省略することを検討
する。
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46．農林水産省共通申請サービス（eMAFF）を活用する手続（◎農林水産省）
（１）オンライン化対象手続
eMAFFを活用する手続のうち、登記事項証明書（商業法人）の添付を求めている手続

（２）取組内容
（１）に記載した手続について、eMAFFにおいて、「（１）オンライン化対象手続き」の仕組みによるAPIを活用した
法人の登記情報の取得を可能とすることで、利用者による登記事項証明書（商業法人）の添付の省略を図る。
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47．経営革新等支援機関等の認定等申請手続（◎経済産業省、デジタル庁）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

経営革新等支援機関の認定申請
中小企業等経営強化法（平成11年法律第
18号）第31条第１項

申請等 民間事業者等 国 26557

経営革新等支援機関の更新申請 同法第33条第１項 申請等 民間事業者等 国 26860

（２）取組内容
（１）に記載した２手続については、登記情報連携システムによる登記情報のオンライン提供対象手続が拡大され登
記情報の取得が可能となった場合において、認定経営革新等支援機関電子申請システムを改修し登記事項証明書（商
業法人）の添付省略の実現を図る。
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48．建設関連業者の登録申請における利便性向上（◎国土交通省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

測量業者の新規登録申請（法人） 測量法第55条第１項 申請等 民間事業者等 国 28428

測量業者の更新登録申請 同法第55条第３項 申請等 民間事業者等 国 28430

測量業者の変更等の届出 同法第55条の７第１項 申請等 民間事業者等 国 28431

測量業者の登録簿等の閲覧 同法第55条の12第１項 縦覧等
国民等、民間事
業者等

国 －

建設コンサルタントの新規登録申請（法
人）

建設コンサルタント登録規程（昭和52年
建設省告示第717号）第２条第１項

申請等 民間事業者等 国 －

建設コンサルタントの更新登録申請
建設コンサルタント登録規程（昭和52年
建設省告示第717号）第２条第３項

申請等 民間事業者等 国 －

建設コンサルタントの変更等の届出
建設コンサルタント登録規程（昭和52年
建設省告示第717号）第８条第１項及び
第３項

申請等 民間事業者等 国 －

建設コンサルタントの登録簿等の閲覧
建設コンサルタント登録規程（昭和52年
建設省告示第717号）第16条第１項及び
第２項

縦覧等
国民等、民間事
業者等

国 －

地質調査業者の新規登録申請（法人）
地質調査業者登録規程（昭和52年建設省
告示第718号）第２条第１項

申請等 民間事業者等 国 －

地質調査業者の更新登録申請
地質調査業者登録規程（昭和52年建設省
告示第718号）第２条第１項

申請等 民間事業者等 国 －

地質調査業者の変更等の届出
地質調査業者登録規程（昭和52年建設省
告示第718号）第８条第１項及び第３項

申請等 民間事業者等 国 －

地質調査業者の登録簿等の閲覧
地質調査業者登録規程（昭和52年建設省
告示第718号）第15条第１項及び第２項

縦覧等
国民等、民間事
業者等

国 －

補償コンサルタントの新規登録申請（法
人）

補償コンサルタント登録規程（昭和59年
建設省告示第1341号）第２条第１項

申請等 民間事業者等 国 －

補償コンサルタントの更新登録申請
補償コンサルタント登録規程（昭和59年
建設省告示第1341号）第２条第３項

申請等 民間事業者等 国 －

補償コンサルタントの変更等の届出
補償コンサルタント登録規程（昭和59年
建設省告示第1341号）第８条第１項及び
第３項

申請等 民間事業者等 国 －

補償コンサルタントの登録簿等の閲覧
補償コンサルタント登録規程（昭和59年
建設省告示第1341号）第14条第１項及び
第２項

縦覧等
国民等、民間事
業者等

国 －

（２）取組内容
建設関連業者（測量業、建設コンサルタント、地質調査業及び補償コンサルタント）の登録申請に係る各種手続は、
建設関連業者登録システムの改修と併せて、e-Govを活用したオンライン申請環境の整備を行い、令和４年11月１日に
運用開始した。
現在、申請の際に添付を求めている登記事項証明書（商業法人）については、2020年10月から法務省が運用開始し
た、登記情報を連携する仕組みを利用することによって、省略が可能となるよう検討を行っており、このうち測量業
においては2024年２月１日から登記事項証明書の添付を省略した。今後も引き続き、関連するシステムとの情報連携
による添付省略の実現を図る。
また、現状、登録情報の閲覧については書面による閲覧を実施しているが、オンラインで閲覧可能な環境を整備し、
閲覧者の利便性向上を図る。
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Ⅲ 添付書類の省略を実施する行政手続

２．戸籍謄本等の添付省略
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２.(1)．情報連携等の仕組みの構築（◎法務省）
ア　取組内容
2023年度末に運用を開始した戸籍情報連携システムを活用し、マイナンバー法に基づく戸籍に関する情報の連携の照
会件数の増加にも対応するとともに、行政機関等が電子的な戸籍記録事項の証明情報（戸籍電子証明書）を参照する
ために必要となる戸籍電子証明書提供用識別符号を市区町村が発行し、当該符号の提出を受けた行政機関等が当該符
号に対応する戸籍電子証明書を参照することを可能とする仕組について、オンラインでの行政手続との連携や当該符
号のオンライン発行を可能とする。
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Ⅲ 添付書類の省略を実施する行政手続

３．住民票の写し等の添付省略
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49．電気通信サービスを取り扱う販売代理店による報告（◎総務省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

媒介等の業務の届出
電気通信事業法（昭和59年法律第86号）
第73条の２第１項

申請等 民間事業者等 国 112187

媒介等の業務の変更届出 同法第73条の２第２項 申請等 民間事業者等 国 112188

媒介等の業務の承継届出 同法第73条の２第３項 申請等 民間事業者等 国 112189

媒介等の業務の廃止届出 同法第73条の２第４項 申請等 民間事業者等 国 112190

媒介等の業務の解散届出 同法第73条の２第５項 申請等 民間事業者等 国 112191

（２）取組内容
媒介等の業務に係る各種届出については、2021年度までは書面のみで行われていたが、販売代理店電子届出システム
の改修を行い、2022年度からオンラインによる届出を可能とすることで、販売代理店の利便性向上及び行政事務の効
率化を図った。
また、申請の際に添付を求めている登記事項証明書（商業法人）については、2020年10月から法務省が運用開始し
た、登記情報を連携する仕組みを利用することによって、2021年９月から添付の省略を実現した。
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Ⅲ 添付書類の省略を実施する行政手続

４．その他の書類の添付省略
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50．輸出証明書の発行申請（◎農林水産省、厚生労働省）
（１）オンライン化対象手続

手続名 根拠法令  手続類型 手続主体 手続の受け手 手続ID

輸出証明書の発行申請（国）
農林水産物及び食品の輸出の促進に関す
る法律（令和元年法律第57号）第15条第
１項

申請等 民間事業者等 国 ―

輸出証明書の発行申請（都道府県知事
等）

同法第15条第２項 申請等 民間事業者等 地方等 ―

（２）取組内容
（１）に記載した２手続について、食品衛生法に基づく営業許可証等の取得情報を、2030年度から利用者による営業
許可証の添付を省略可能とするための運用方法について検討する。
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Ⅳ 更なる利便性の向上を図る行政手続等

１．オンライン化の共通基盤
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51．e-Govを活用した行政手続オンライン化への対応（◎デジタル庁）
（１）取組内容
e-Govは、事業者等の法人（個人事業主を含む。）や団体が社会経済活動を行うための申請・届出等を中心にオンライ
ン申請を受け付けており、利用が拡大しているところ。e-Govの安定運用を確保しつつ、オンライン申請をはじめとし
たe-Govの提供サービスの更なる利便性を向上するため、ニーズに応じた機能改修を継続的に行う。
また、国の行政手続の原則オンライン化に加え、地方公共団体等の行政手続のオンライン化においてもe-Govを利用し
やすくなるよう、e-Gov電子申請サービスや行政機関等が利用する審査支援サービスの更なる利便性向上のために必要
となる追加機能を整備する。なお、整備に当たっては、e-Govの利用者等のニーズを踏まえた上で、様々な申請・届出
等で共用可能となるよう留意する。
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52．法人向けの行政手続のデジタル化（◎デジタル庁）
（１）取組内容
行政手続のオンライン化等を推進するため、以下の情報システム等を整備し、政府全体での活用を推進することで、
申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
・GビズID
一つのID及びパスワードで複数の行政手続システムにアクセスできる認証システムであるGビズIDについて、アカウン
ト管理機能の強化やアカウント申請フローのオンライン化改善を行うことでGビズIDの利便性を向上させる。
また、中小企業の手続負担軽減のための取組として、2025年度を目途にほぼ全ての法人が取得する環境を目指し、中
小企業施策のデジタル化に貢献する。
・Jグランツ（補助金申請システム）
補助金の申請や状況確認等を行うことができる汎用的な補助金申請システムであるJグランツについて、事業者・事務
局双方のさらなる負担軽減を目指して、システムアーキテクチャ及びUIの刷新を行う。また、代理申請機能や口座登
録機能の整備を行うことで、全体的なシステムの利便性向上などに寄与する。
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Ⅳ 更なる利便性の向上を図る行政手続等

２．国民等、民間事業者と国等との間の手続
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53．府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の機能強化（◎内閣府）
（１）取組内容
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)は、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受
付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化するとともに、不合理な重複の排除や過度の集中を避
け、研究開発管理業務の効率化を図るシステムとして運用している。今後、e-Rad の機能を拡張することにより、研
究開発管理の効果的・効率的な実施やEBPMを推進し、デジタル・ガバメントの一層の推進に貢献する。
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54．独占禁止法等に基づく手続（◎公正取引委員会）
（１）取組内容
企業結合審査に係る手続(手続ID:1008等)、独占禁止法違反事件審査に係る手続(手続ID:1018等)、下請法違反事件に
係る手続等については、申請者等の利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、2022年度に実施した公正取引委
員会ホームページシステムの更改に合わせて、オンラインによる受付機能の拡充等を図ったところであり、更改後
も、利用者の利便性向上等のため受付システムのUI･UXの改善を進めてきた。
引き続き、オンライン申請等が可能であることを周知徹底するとともに、利用者の意見、要望等を踏まえシステム改
修を実施し、利便性向上に努める（2024年度予定）。
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55．自動車安全運転センターによる各種証明書発行サービスの利便性向上（◎警察庁）
（１）取組内容
交通事故証明書の交付（手続ID:2665）について、損害保険会社における業務の効率化及び交通事故の当事者への迅速
な保険金支払等を可能とするため、オンライン申請を実施する損害保険会社の拡大を図るとともに、損害保険会社と
の専用回線によるオンライン交付を可能とするシステムを整備し（2023年６月から運用開始）、申請者の利便性の向
上を図った。
また、運転経歴に係る証明書の交付（手続ID:2666）については、ウェブサイトからダウンロードが可能となっている
企業一括申請に係る申請書及び委任状の様式の利用拡大を図り、一括申請を行う企業等の事務負担が軽減されるよう
努める。
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56．政府調達手続の利便性の向上（◎デジタル庁）
（１）取組内容
公共事業を除く政府調達における競争参加資格申請や入札・契約の手続（手続ID:38967）については、既にオンライ
ン化されているが、今後、2024年度に少額随意契約手続のシステム化対応として、マーケットプレイスモデルを導入
し、利用者の利便性向上を図る。また、各府省庁等に対する電子調達システムの運用研修等の充実化を図ることによ
り電子入札・契約数の向上を図る。
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57．令和６年全国家計構造調査のオンライン回答の利便性向上（◎総務省）
（１）取組内容
全国家計構造調査のオンラインによる回答(手続ID:11879)については、2019年調査の実施結果等を踏まえ、全ての調
査世帯が迷いなく、簡単に回答できる、ユーザビリティ等を考慮したシステムへの改修を2023年度から2024年度にか
けて行うことにより、インターネット回答を推進する。
また、統計局、都道府県及び市区町村の職員が一元的に調査世帯のインターネット回答状況等を把握可能な調査状況
管理システムの改善を2024年度から導入することにより、回答者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。

86



58．無線局開設手続等に係る行政サービスの更なるデジタル化（◎総務省、デジタル庁）
（１）取組内容
無線局開設手続（手続ID:11187）等における行政サービスの向上を図るため、システム刷新に向けた方針・スケ
ジュール等を2020年度中に策定し、視認性の高い画面構成や入力支援機能の充実等、利用者視点でのシステム構築を
2023年度に開始した。刷新後のシステムによるサービスを2024年度以降に可能とする。
また、個人免許人が主に使用する「電波利用電子申請・届出システムLite」とマイナポータルとのシングルサインオ
ン機能について、引き続き普及啓発を図る。
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59．令和７年国勢調査のオンライン回答の利便性向上（◎総務省）
（１）取組内容
国勢調査のオンラインによる回答（手続ID:11929）については、全ての国民が迷いなく、簡単に回答できる、ユーザ
ビリティ等を考慮したシステムへの改修を行うことにより、インターネット回答の推進を図るとともに、地方公共団
体で行う調査の運用や回答の審査事務等（手続ID：11880）についても、令和２年国勢調査の実施結果等を踏まえた見
直しにより、回答者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
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60．政治資金関係申請等の利便性向上（◎総務省）
（１）取組内容
政治資金団体の届出（手続ID:8946）などの手続については、既にオンラインによる申請を可能としているが、引き
続き、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用の周知徹底を行うとともに、現状分析を踏まえたUI/UXの
改善も含め、利用者の利便性向上等を検討する。
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61．調査票情報の二次的利用の円滑化や利便性向上（◎総務省）
（１）取組内容
調査票情報の提供（手続ID：212506、212664）、調査票情報の提供に係る申出（手続ID：212659、212665）、調査票
情報の提供に係る申出の訂正等の要求（手続ID：212660、212666）、調査票情報の提供を行う旨の通知（手続ID：
212661、212667）、調査票情報の提供を行う際の依頼書の提出（手続ID：212662、212668）、調査票情報を利用して作
成した統計等の提出（手続ID：212663、212669）、作成した統計又は行った統計的研究の成果の提出（33条）（手続
ID：221484）、作成した統計又は行った統計的研究の成果の提出（33条の２）（手続ID：221485）の14手続について
は、現状、電子メールを介して行われているが、学術研究の発展及びEBPMの推進を図る観点から、調査票情報の円滑
な二次的利用を確保するため、2024年度中に「政府統計共同利用システム」を改修し、同システムを通じたオンライ
ン手続や進行管理等を可能とする。また、統計法第33条第１項に基づく調査票情報の提供（手続ID：212506）につい
て、研究者による調査票情報の一層の柔軟な利活用を可能とし、かつ個々の調査票情報の安全性を確保する観点か
ら、新たにリモートアクセス方式による提供を可能とする。
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62．国税関係手続における自己情報のオンライン確認（◎財務省、デジタル庁）
（１）取組内容
国税電子申告・納税システム（e-Tax）においては、2023年１月より納税者等が自己の情報をオンラインにより確認で
きる仕組みを実現した。
今後、2025年度に税務代理人が関与先の情報を確認可能とするとともに、納税者の特例適用状況など一部の情報に限
られている表示項目を2027年度以降に順次拡充するよう機能の充実に向けて検討する。
加えて、税務署からの通知等についても、最大限デジタル化を推進するとともに、その実効性を高めるため適切な情
報管理の対策を講じた上で、通知等があったことを納税者が的確に把握できる手段を検討する。
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63．高等学校等就学支援金の受給資格認定申請等（◎文部科学省、デジタル庁）
（１）取組内容
就学支援金受給資格認定の申請（手続ID:14929）、保護者等収入状況の届出（手続ID:14935）、授業料減免の届出
（手続ID:14941）について、2019年４月から、スマートフォンによるものを含めオンラインによる申請等を実施して
おり、本人確認の方法についてはID・パスワード方式による本人確認を実施し、また、就学支援金の支給額の早期確
定・支給及び都道府県や学校の事務負担軽減を推進するため、マイナポータルと連携した保護者等の所得情報の確認
を実施しているところ。引き続き、申請者等の意見を踏まえた改善等を行うことで、申請者等の利便性向上及び行政
事務の効率化を図る。
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（１）取組内容
「帰国者・接触者外来等の受診者数の報告」及び「感染症指定医療機関等における病床の状況及び人工呼吸器等の保
有状況・稼働状況の報告」について、当初、都道府県が管下の医療機関から電話やFAX等で収集した情報をエクセル帳
票に取りまとめ、国にメール送信することによって行われていたが、2020年５月に、新型コロナウイルス感染症医療
機関等情報支援システム（G-MIS）を整備し、同システム上での報告を可能とすることで、利用者の利便性向上及び行
政事務の効率化を図った。2020年度中にインターフェースやデータ可視化、他の情報システムとの連携等、G-MISの改
修を行い、医療機関や地方公共団体等における更なる利便性向上を検討し、ワクチン接種記録システム（VRS）とのID
連携を可能とした。
今後も、引き続き、医療機関を対象とした調査を行うプラットフォームとして、様々な調査が同一システムで実施で
きるよう、利便性向上のための改修を行う。さらに、収集した情報を、地方公共団体等と迅速な情報共有を行うツー
ルとして、新型コロナウイルス感染症対策以外においても、長期的に活用する。

64．「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム」を利用した手続の利便性の向上（◎厚生労働省）
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65．労働基準関係法令に基づく届出等の利便性向上（◎厚生労働省）
（１）取組内容
①労働基準法の関連手続について
2022年度においては、入力チェック機能の拡充を実施したほか、e-Gov上で受理印を付した様式を返送可能な手続を、
時間外労働・休日労働に関する協定届（手続ID:49798）、１年単位の変形労働時間制に関する協定届（手続
ID:49212）、就業規則（変更）届以外にも拡充し、届出の様式だけでなく、添付資料についても受理印を付して返送
可能な機能を設けた。2023年度においては、2024年４月１日に労働時間の上限規制が適用となる、適用猶予業種・業
務に対する時間外・休日労働に関する協定届の手続を追加するシステム改修を行ったほか、専門・企画型裁量労働制
の様式変更に伴い、新様式を追加した。2024年度においては、既存の労働条件ポータルサイト（確かめよう労働条
件）内にある申請様式作成支援ツールについて、e-GovとのAPI連携により当該ポータルサイトから電子申請ができる
よう改修を行う予定。

②労災保険法関連手続について
特別遺族年金の請求（手続ID:50083）について、請求人の希望により、マイナポータル経由で公金口座情報を取得す
ることで、請求書への口座情報入力の省略を可能とする（2024年度に実施予定）。

③労働安全衛生法の関連手続について
労働者死傷病報告（死亡及び休業４日以上）（手続ID:50263）等の電子申請について、電子署名不要設定（2021年度
実施済）、届出・申請等帳票印刷に係る入力支援システムの改修（当該システムから直接電子申請できるようにする
改修（2023年度実施済））等を実施した。

④未払賃金立替払制度の関連手続について
未払賃金立替払制度に基づく調査の結果、労働基準監督署が把握・保有する立替払額の情報について、支払事務を行
う労働者健康安全機構とシステムを通じて情報連携できるよう、システム改修を実施し、利便性向上に努める（2025
年度後半予定）。
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66．医薬品等製造業等の許可申請等（◎厚生労働省）
（１）取組内容
医薬品等製造業等の許可申請等の36手続（※）について、医薬品医療機器申請・審査システム及び申請電子データシ
ステムの改修を行い、申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を図るため、2022年度からオンラインによる手続を
可能としている。
また、既にオンライン化が実現している化粧品製造販売届出について、同システムの改修を行い、変更事項ごとの届
出を可能とすることで提出する届書の件数削減を図り、さらなる申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を目指す
ことを2026年度以降に検討する。
加えて、申請の際の手数料納付手続についても、オンラインによる手法の選定及びその費用対効果に関する検証を実
施し、その結果を踏まえた必要な措置について2025年度以降に実施することを検討する。

※対象となる手続ID
50769,50773,50771,120581,120582,50350,50351,50355,120588,120589,50797,50371,51038,50783,50784,50393,50394
,50386,50390,50387,50770,50774,50772,50636,50637,50639,50649,109651,50650,50378,50380,50379,50551,50558,5
0557,50556
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67．国民生活基礎調査の調査票の提出（◎厚生労働省）
（１）取組内容
国民生活基礎調査のオンラインによる回答(手続ID:120776)については、2022年調査の実施結果等を踏まえ、電子調査
票や調査用品を改善すること及びコールセンターにおける照会対応を充実させることで、調査対象者がインターネッ
ト回答しやすい環境を整えることにより、オンライン回答を推進するとともに、保健所及び福祉事務所の職員が調査
世帯のインターネット回答状況を把握する際に使用するツールの改善や、調査員が直接回答状況を把握できる仕組み
を導入することにより、回答者の利便性向上及び行政事務の効率化、自治体の負担軽減を図る。
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68．品種登録オンライン出願の利便性向上等（◎農林水産省）
（１）取組内容
植物品種保護制度の国際条約であるUPOV条約の加盟国においては、複数国同時出願に向けて、UPOV事務局が提供する
電子申請システムであるUPOV-PRISMAと自国のシステムとの連携を進めている。
我が国においても、当省が所有する品種登録業務関連システムとUPOV-PRISMAをオンラインで接続するための改修を実
施しているところであり、2022年度～2023年度においては、一部の出願情報に限定した試行的な接続を整備したとこ
ろである。2024年度においては、UPOV-PRISMAを活用した複数国同時出願システムの確立に向けて、出願情報の連携
（マッピング）を完成させる。
また、2024年度に、品種登録簿や各種申請の電子化を完成させることで、品種登録簿の安全な管理と申請者の利便性
の向上を図る。

97



69．家畜人工授精所の運営状況報告手続（◎農林水産省）
（１）取組内容
家畜改良増殖法第34条第3項に基づく家畜人工授精所の運営状況報告の手続（手続ID：124168）については、2021年度
分から、精液等情報システムを用いたオンラインによる報告を可能とすることで、申請者等の利便性向上を図る。
オンラインによる申請における本人確認の方法については、ID・パスワード方式による本人確認を実施しているが、
今後、GビズIDの活用を図る。
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70．外為法に基づく許可承認等手続のオンライン利用拡大（◎経済産業省）
（１）取組内容
外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）に基づく規制対象貨物の輸出許可の申請（手続 ID:22718）等の手
続については、既にオンライン化されているが、手続関係者における業務の効率化及び入力誤り等の未然防止を図る
ため、2025年にかけて申請者UI改善などの技術的対策や制度自体の見直しを実施するとともに、申請者に対して丁寧
に周知広報していくことでオンライン利用の拡大に向けた検討を実施する。
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71．経営力向上計画の認定申請の利便性向上（◎経済産業省、デジタル庁）
（１）取組内容
経営力向上計画の認定申請手続については、2020年度からオンラインによる申請を可能とした。今後も、事業者・行
政双方の生産性を向上させるとともに、申請情報を利活用可能なデータとして蓄積し、行政サービスの見える化や政
策の効果検証・立案へとつなげるため、以下の取組を実施する。

・経営力向上計画申請プラットフォーム
経営力向上計画の認定申請手続については、現状、経営力向上計画申請プラットフォームを整備し、オンラインによ
る申請が可能となっている。今後は、エラーチェックや自動計算機能などの申請サポート機能による中小企業者等の
申請作業負担の軽減、エラーの軽減による経済産業局等の審査の効率化・迅速化、及び審査状況の見える化といった
オンライン申請のメリットを一層広く行き渡らせ、中小企業者等へのオンライン申請の普及促進を図る。また、2024
年度中に蓄積した申請情報を活用して、政策の効果検証等を行い、今後の政策立案につなげる。
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（１）取組内容
一部の地方等において2023年４月から国が構築した中小企業者認定・融資電子申請システム（SNポータル）によるオ
ンライン申請の受付を開始した。2023年度以降は、手続の受け手となる地方等に当該システムの活用を促進するため
の説明会の開催を実施するほか、システム利用者の意見を反映するためのシステム改修を実施し利便性の向上を図
る。

72．中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者の認定申請の利便性向上（◎経済産業省、デジタル庁）
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73．特許庁におけるオンライン発送制度の見直し（◎経済産業省）
（１）取組内容
特許庁では、特許庁からの通知等の発送書類について、従来よりオンライン発送を実施しているが、現在の運用で
は、出願人等がインターネット出願ソフト（以下、「出願ソフト」という。）上で受け取らないと、送達の効力が発
生しない。また、オンライン発送書類を一定期間受け取らない出願人等に対しては、送達の効力発生のため紙媒体で
発送しているが、リモートワークのため紙発送を受け取れない場合も生じている。
このため、出願ソフトを用いて受取可能となった日から一定期間を経過した時に効力を発生させる「オンライン発送
制度の見直し」を行うとともに、出願ソフトを始めとする所要のシステム改造を実施することにより、オンライン発
送の効力発生時期に関する不安定さを解消し、書面による発送のコスト削減や簡易・迅速な手続の実現を通じたユー
ザの利便性向上を図ることを目的とする。
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74．道路占用許可申請手続の利便性向上（◎国土交通省）
（１）取組内容
道路の占用許可（企業占用）（手続ID:33952）については既にオンライン化されているが、2024年度も引き続き、一
部の地域において道路の地下埋設占用物件の位置情報を三次元化すること等により、工事の際の事業者間の調整の円
滑化など申請者の負担軽減を可能とするための方策を検討し、更なる利便性の向上等を図る。
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75．特殊車両通行手続の利便性向上（◎国土交通省）
（１）取組内容
特殊車両通行許可申請（手続ID:33956）については、既にオンライン化されているが、オンラインで即時に通行可能
な経路を回答する特殊車両の新たな通行制度を2022年４月から運用開始したところであり、引き続き対象となる道路
に係る情報の電子データ化等を進め、制度の利用拡大を推進する。
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76．建築設備及び昇降機等の定期検査における報告の利便性向上（◎国土交通省）
（１）取組内容
建築設備及び昇降機等の定期検査の報告（手続ID: 31204、31262）については、2020年度に電子メールを活用したオ
ンラインによる報告が可能となるよう措置した。
今後は、電子メールによる報告の活用状況や課題等を踏まえ、特定行政庁内でのデータとしての活用のしやすさや、
様式の標準化について留意しつつ、他のデジタル化手法（入力システム等）を検討し、必要な措置を講ずる。
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77．無人航空機関係手続（◎国土交通省）
（１）取組内容
無人航空機の登録等、航空法に基づく無人航空機関係の手続については、ドローン情報基盤システムにより、本人確
認や手数料納付を含め、オンライン化がなされている。
無人航空機の飛行の安全性向上及びシステムの利便性向上を図るため、ドローン情報基盤システムについて、無人航
空機運航者が登録した飛行計画等を踏まえたリスク判定を行い注意喚起を行う機能の追加等を2023年度に実施した。
引き続き2024年度も利用者視点に立ったシステム改修を実施する。
手続ID=32911（無人航空機の飛行の許可・承認の申請）
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（１）取組内容
地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）に基づく温室効果ガス算定排出量の報告（手続
ID:222200）は、既にオンライン化されているが、温室効果ガス排出量集計・公表システムに代えて、2022年から順
次、関連する制度やシステムとの統合・機能連携や、温室効果ガス排出状況の公表・分析機能等を備えた省エネ法・
温対法・フロン法電子報告システム（EEGS：Energy Efficiency and Global Warming Countermeasures online 
reporting System）を後継システムとして整備し、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化を図る。

78．温室効果ガス排出者の温室効果ガス排出量の一元的な管理の実現による、利用者の利便性向上（◎環境省）
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Ⅳ 更なる利便性の向上を図る行政手続等

３．国民等、民間事業者と地方公共団体等との間の手続
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79．警察における行政手続の利便性向上（◎警察庁）
（１）取組内容
警察における行政手続のオンライン化は、これまで各都道府県警察において取り組んできたが、警察庁では、定型的
な道路使用許可の申請（手続ID：2850）等を始めとする一部の手続について、メールによる簡易な方法で申請等の手
続ができるよう、試行的なウェブサイトとして「警察行政手続サイト」を構築しており、2021年６月から運用を開始
した。さらに、2022年１月、2023年１月及び2024年１月にも対象手続を追加し、現在は24手続が対象となっている。
また、警察庁では、政府全体で利用する情報システム、基盤、機能等の実装状況を踏まえつつ、今後より多くの手続
を対象とし、より利便性高く手続を行うことができるよう、添付書類の合理化等の手続自体の見直しも含めた検討を
行い、2025年中の運用開始を目指して警察行政手続オンライン化システムの構築を進めている。
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80．食品衛生営業許可申請等の利便性向上（◎厚生労働省、デジタル庁）
（１）取組内容
営業許可の申請について、地方公共団体における行政手続（申請）の手数料納付のオンライン化は「規制改革実施計
画」に基づいた全体的な推進状況を踏まえつつ、オンライン納付を可能とすることを検討する。
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Ⅳ 更なる利便性の向上を図る行政手続等

４．その他
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81．国家公務員の人事管理情報のデジタル化（◎内閣官房、デジタル庁、人事院）
（１）取組内容
国家公務員の人事管理分野におけるシステムについては、人事・給与関係業務情報システム（以下「人給システム」
という。）を統一的に利用する仕組みを除き府省等共通の仕組みがなく、事務手続全体の電子化や府省等共通の仕組
みの構築、各種システム間の連携を通じたデジタル化による業務の効率化の余地は大きいと考えられる。また、職員
のモチベーションを向上させ、その能力を引き出すためには、職員の働き方やキャリアの希望等に配慮した人事管理
が重要となってきており、そのためには、これらの人事管理情報をシステムで蓄積・管理することが有効であり、こ
うした時代の要請に即した人事管理を実現するための基盤を整備していく必要がある。
これらを踏まえ、各府省等が共通的に使用する機能（職員情報管理、勤務時間管理等）の共通システム化の範囲やス
ケジュールを始め、人事管理業務に係るシステム化全体の将来設計を2024年度中に整理し、機能ごとに段階的に実装
を進める。中でも、
・職員情報管理機能については共通システムとして整備・運用することとし、人給システムの既存機能を拡張した上
で活用することも含め最適な在り方を検討する。
・勤務時間管理機能については各府省等の勤務時間管理を一層効率化するシステムとして再構築し、共通システム化
することとし、具体的な内容を検討する。

112



82．港湾行政手続（港湾関係手続）の電子化（◎国土交通省）
（１）取組内容
港湾管理者は、船舶の入出港に係る手続や港湾施設の使用申請等、多様な行政手続を取り扱っている。これらの手続
のうち、入出港手続・係留施設使用許可申請等の一部の手続については、1999年より港湾EDIシステム（2008年に
NACCSに統合）によりオンラインでの受付が可能となり、その他の港湾関係手続(手続ID：32837, 32841, 32842, 
32843, 111430)は、2024年2月から運用開始した「サイバーポート（港湾管理分野（手続））」によってオンラインで
の申請・許可を可能にしている。
2024年度も引き続き、システム利用者の意見等を踏まえた機能改善を行うことで、利用者の拡大を進め、申請者・港
湾管理者双方の業務効率化を図るとともに、港湾施設の利用状況を一元管理することで、当該施設の効率的なアセッ
トマネジメントに寄与する。
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Ⅴ 地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続 

デジタル庁及び総務省は、次に掲げる手続について、地方公共団体が優先的に、かつ、

早急に進めることができるよう、関係府省庁と連携しガイドラインの作成等により支援す

る。 

 

a)処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や業務の効率化効果

が高いと考えられる手続 

１） 図書館の図書貸出予約等 

２） 文化・スポーツ施設等の利用予約 

３） 研修・講習・各種イベント等の申込 

４） 地方税申告手続（eLTAX） 

５） 自動車税環境性能割の申告納付 

６） 自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告 

７） 自動車税住所変更届 

８） 水道使用開始届等 

９） 港湾関係手続 

１０） 道路占用許可申請等 

１１） 道路使用許可の申請 

１２） 駐車の許可の申請 

１３） 建築確認 

１４） 粗大ごみ収集の申込 

１５） 産業廃棄物の処理、運搬の実績報告 

１６） 犬の登録申請、死亡届 

１７） 感染症調査報告 

１８） 職員採用試験申込 

１９） 入札参加資格審査申請等 

２０） 入札 

２１） 衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 

２２） 消防法令における申請・届出等 

 

 

b)住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うために必要と考

えられる手続 

ア.子育て関係 

１） 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 

２） 児童手当等の額の改定の請求及び届出 

３） 氏名変更／住所変更等の届出 

４） 受給事由消滅の届出 
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５） 未支払の児童手当等の請求 

６） 児童手当等に係る寄附の申出 

７） 児童手当に係る寄附変更等の申出 

８） 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 

９） 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 

１０） 児童手当等の現況届 

１１） 支給認定の申請 

１２） 保育施設等の利用申込 

１３） 保育施設等の現況届 

１４） 児童扶養手当の現況届の事前送信 

１５） 妊娠の届出 

イ.介護関係 

１）  要介護・要支援認定の申請 

２） 要介護・要支援更新認定の申請 

３） 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 

４） 居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 

５） 介護保険負担割合証の再交付申請 

６） 被保険者証の再交付申請 

７） 高額介護（予防）サービス費の支給申請 

８） 介護保険負担限度額認定申請 

９） 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 

１０） 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請 

１１） 住所移転後の要介護・要支援認定申請 

ウ.被災者支援関係 

１） 罹
り

災証明書の発行申請 

２） 応急仮設住宅の入居申請 

３） 応急修理の実施申請 

４） 障害物除去の実施申請 

５） 災害弔慰金の支給申請 

６） 災害障害見舞金の支給申請 

７） 災害援護資金の貸付申請 

８） 被災者生活再建支援金の支給申請 

エ.転出・転入手続関係  

１） 転出届 

２） 転入予定市区町村への来庁予定の連絡 
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第６ 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針 

 

１．国・地方デジタル共通基盤の整備・運用の基本的考え方 

（１）国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を通じて目指す行政の姿 

 

① 国及び地方公共団体が共有すべき問題意識 

・ 我が国は急激な人口減少社会に突入しており、行政サービスも含め、担い手不足が急

速に深刻化する。あらゆる分野で人的資源の制約が顕在化する中にあっても、質の高い

公共サービスを維持し、更に国民の生活様式やニーズの多様化により柔軟に対応するた

めには、セキュリティを確保しつつ、デジタル技術を活用して公共サービスの供給の効

率化と利便性向上を図ることが不可欠である。 

・ 第一に、これまでよりも少ない人数で我が国の社会・経済を担っていくためには、国

民一人一人が持つ「時間」という有限の資源を更に効果的・効率的に使えるようにしな

ければならない。国と地方公共団体は、緊密に連携・協力をして、デジタル・トランス

フォーメーション（DX）を推進することによって、住民の公共サービスの提供等に係る

負担を軽減するとともに、国及び地方公共団体等で働く行政職員の負担も軽減する必要

がある。 

・ 第二に、デジタル化そのものを目的化せず「利用者起点」でのサービス改革を進める

ことが何より重要である。誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を実現してい

くためにも、国も地方公共団体も、多様化する住民ニーズをしっかりと捉え公共サービ

スの利便性を向上できているのか、常に問う必要がある。その実現に当たっては、住民

や事業者だけでなく、公共サービスを提供する職員を含め関係する主体全体にとって利

用しやすいサービスデザインが重要となる。 

・ 第三に、デジタル技術は、サービスの規模を拡大するための追加的な費用が比較的低

廉である、規模の拡大によって付加価値を高めやすい、ネットワークを介して様々なサ

ービスを異なる地点で同時に提供できる、といった特質を有しており、こうした特質を

いかすことで、国・地方通じた公共サービス提供のトータルコストの低減を図ることが

重要である。具体的には、デジタル化をそれぞれの主体がバラバラに進めるのではなく、

必要な基盤の整備やシステムの共通化の促進など、デジタル投資そのものを効率化して

いく必要がある。 

・ こうしたデジタル技術の活用は、一朝一夕で実現できるものではなく、公共サービス

の担い手不足が深刻化してから着手するのでは間に合わないおそれがある。国も地方公

共団体も、双方が上記の基本的な価値を共有し、双方が連携・協力して、現時点からデ

ジタル基盤の効率的な整備・運用を行い、重複投資を回避しつつ全体的な最適化を図る

必要がある。 
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② 国及び地方公共団体が連携・協力して進める DX  

・ 国及び地方公共団体は、次の観点で連携・協力して公共サービスの DX を進める必要

がある。 

 

ⅰ）各府省庁による所管分野の BPRとデジタル原則の徹底（タテの改革） 

・ 公共サービスの DXを進めるためには、まず国も地方公共団体も、業務の実態を把握

し、デジタルを前提とした業務改革（BPR）1を徹底することが前提である。 

・ デジタル技術の進展の結果、国も地方公共団体も、その事務の執行に係るアウトプッ

トやアウトカムをデータで把握できる領域が広がっている。また、政策の効果を考える

上で、デジタルツールを介したユーザー体験そのものの巧拙が、政策効果を左右する時

代になっている。 

・ しかしながら、現状では、特に、国の制度において地方公共団体が執行することとさ

れている事務について、各府省庁が地方公共団体における具体の業務執行の実態を必

ずしも把握できておらず、制度の企画立案の段階でその効率的な業務プロセスを設計

できていないケースや、データを使った政策体系の見直しや執行方法の改善を行うこ

とができていないケースも多いと考えられる。 

・ その背景としては、各府省庁の政策実施過程に対する相対的な関心度の低さに加え、

人的リソースの縮減、地方分権への配慮から業務執行に関して必要な関与をも手控え

る傾向などが複合的に存在しているものと思われる。 

・ 各府省庁は、制度を所管する責任を有する主体として、国が自ら執行する業務だけで

なく、地方公共団体が執行する業務に関しても、制度の実施が効率的・円滑に行われる

ことに責任を負っているとの自覚の下、制度の企画立案段階で、具体の業務執行におい

てもデジタル技術を有効に活用することを前提とした制度設計を行うとともに、現場

のサービスの質の向上と提供効率の向上に向けて BPR を徹底して実行していくことが

重要である。 

 

ⅱ）DPIの整備・利活用と共通 SaaS 利用の推進（ヨコの改革） 

・ 上記「タテの改革」により各事務の BPRを進める際には、国及び地方公共団体が共通

して利用するデジタル公共インフラ（DPI）2を積極的に組み込むことが欠かせない。 

・ DPIは、オンラインを前提として様々な社会活動が行われる中で、官民を通じて共通

的に活用していくことで、行政、民間双方のデジタルサービスの提供におけるコストを

低減し、利用体験を改善する役割を果たす。個人の認証に用いられるマイナンバーカー

ドを活用した公的個人認証や、事業者の認証に用いられる G ビズ ID、現在整備を進め

ている住所・所在地情報、法人基本情報、不動産基本情報等のベース・レジストリなど

 

1 Business Process Reengineering の略 

2 Digital Public Infrastructure の略。国連においてデジタル公共インフラは、「公益のために構築される

ネットワーク化されたオープンテクノロジ標準」と定義される。 
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は DPI に当たり、これまで主に国が主導して整備しつつあるが、今後ともその利活用

を拡大するとともに、不足するものについては、積極的に整備していく必要がある。 

・ さらに、各府省庁の間で共通性の高い事務についてアプリケーションを共同して利

用していくことや、地方公共団体の間で業務の共通性の高いアプリケーションについ

ては、広域又は全国的な規模で共同して利用していく必要がある。人口減少社会を前提

とすれば、各府省庁が個別にアプリケーションを整備することや、約 1,800 の地方公

共団体がそれぞれ個別にアプリケーションを整備していくことは必ずしも持続可能と

は言えず、システムを所有から利用へと転換する SaaS3利用を前提とし、その利点を最

大限にいかすため、できる限りその利用規模を拡大していくことが求められる。 

 

③ 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用 

・ 上記「タテの改革」と「ヨコの改革」を進めることによって、「国・地方デジタル共

通基盤」の整備・運用を推進していく。 

・ 「国・地方デジタル共通基盤」とは、国及び地方公共団体の一方又は双方が利用する、

デジタル化を進めていく上での共通の基盤であり、マイナンバーカード等の国及び地方

公共団体が共通して利用する DPI、官民でデータを連携するために国又は地方公共団体

が整備するデータ連携基盤を活用して国又は地方公共団体が共通して利用できる SaaS

（共通 SaaS）、クラウドやネットワーク等の物理／仮想基盤等により構成されるもので

あり、利用者にとって最適なものとなるよう、相互の関係性（将来の国・地方のシステ

ムに関するアーキテクチャ・データ連携のあり方等）も整理しながら整備・運用してい

く必要がある。その際、国・地方デジタル共通基盤におけるセキュリティ上の脅威に対

し、国及び地方公共団体が連携して適切に対処していくことも必要である。 

 

④ 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用により目指す行政の姿 

・ 以上の基本的な考え方の下、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を推進していく

ことにより、目指す行政の姿は次のとおりである。 

 

ⅰ）急激な人口減少社会に対応するため、システムは共通化、政策は地方公共団体の創

意工夫という最適化された行政 

・ タテの改革及びヨコの改革により、国・地方デジタル共通基盤を整備・運用するこ

とで、業務の効率化を実現し、それにより生じた人員や予算を、より質の高い公共サ

ービスの提供に投資することができる。 

・ とりわけ、地方公共団体は、システムの共通化による効率化で生じたリソースを、

これまで手の届かなかった地域特有の課題への対処や住民へのよりきめ細かなサービ

スの提供など地域の実情に応じて振り向けることで創意工夫しながら政策を進めるこ

 

3 Software as a Service の略。利用者に、特定の業務系のアプリケーション、コミュニケーション等の機

能、運用管理系の機能、開発系の機能、セキュリティ系の機能等がサービスとして提供されるもの。 
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とができる。 

 

ⅱ）即時的なデータ取得により社会・経済の変化や国民の生活様式の多様化に柔軟に対

応するとともに、有事の際に状況把握や給付などの支援を迅速に行うことができる強

靱な行政 

・ 国及び地方公共団体が連携・協力して進める DXにより、これまで以上にデータ取得

の即時性が向上し、施策の企画及び実施段階において、対策の必要性がある箇所を的

確に把握し、効果的な施策を打つことが可能となり、社会・経済の変化や国民の生活

様式の多様化により柔軟に対応することができる。 

・ さらに、共通 SaaSの利用推進は、災害などの有事や、急激な経済動向の変化により

緊急的に生活支援が必要となった場合にも、迅速な給付や状況把握を可能とし、クラ

ウド上での公共サービスの継続提供と相まって、危機時に国民をしっかり支えること

ができる。 

 

ⅲ）規模の経済やコストの可視化及び調達の共同化を通じた負担の軽減により、国・地

方を通じ、トータルコストが最小化された行政 

・ 情報システムの整備に当たっては、当該情報システムに係る整備及び運用等に要す

る費用と、これにより生じる利用者側の効果、行政機関側の効果、業務改革（BPR）に

よる効果等を勘案し、投資対効果の精査を十分に行うこととされている。 

・ この点、これまで地方公共団体の情報システムは、それぞれの団体が個別に開発・

運用してきているが、これは我が国全体でみれば、同じ制度等に関する業務について

最大で 1,800 近い形でシステムの調達と整備・運用が行われ、その総体としての行政

コストが必要となっているといえる。 

・ また、個々の地方公共団体からみても、各府省庁等との調整が必要となるような業

務改革まで行うことは困難であり、自らシステム共通化を進めるのも容易ではない中

で、個々の地方公共団体による行政コスト低減の取組に限界もある。加えて、一部で

はデジタル化の格差といった状況も生じてきているとの声もある。 

・ 人口減少下で公共サービスを維持・強化するためには、今後ますます、デジタル投

資を多くの地方公共団体で効率的に行っていくことが重要になってくるが、その実現

のためには、こうした従来のやり方では限界があり、国と地方が協力してシステムの

整備・運用に関する投資の最適化を行い、国・地方通じたトータルコストを最小化し

ていくことが不可欠である。 

・ そのため、国が地方公共団体と協議の上、コスト構造を可視化していくことにより

国民にその成果を実感してもらうとともに、国全体での業務の見直しやシステムの共

通化等を推進していくことを通じて国・地方全体でみたトータルコストを最小化する

ことができると考えられる。 

 

・ なお、行政の側がこうした姿へと積極的に転換していくことにより、公共部門向けに
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サービスを展開してきた民間事業者の側においても、従来のように地方公共団体毎に情

報システムを設置し運用するオンプレミス中心のサービス形態から、SaaS を中心とし

たサービス形態への転換が進むことが期待される。その際、これらの民間事業者におい

て、サービス提供コストの合理化や、新たなサービス形態に必要な人材育成を積極的に

進めることで、データを活用したサービスの高度化や、AI など新たな技術を活用した

サービスの開発・展開に経営資源を振り向けることも期待される。このため、行政側の

今後の取組方針について、地域の IT サービス事業者を含め透明性ある形で幅広く情報

提供していくことも重要になる。 

 

（２）国・地方デジタル共通基盤の整備・運用における国と地方公共団体の役割分担 

・ 2000 年に行われた地方分権改革は、国と地方公共団体の役割分担の明確化等によっ

て地方公共団体の自主性・自立性を高め、地域や住民ニーズの多様性に即応したきめ細

かな行政サービスの実現を目指すものであった。そしてほぼ同時期から、効率的な行政

サービスの実現に向けて、国及び地方公共団体におけるデジタル化も進められてきてい

る。 

・ 国・地方デジタル共通基盤の整備は、地方公共団体の事務に関するシステムに関して

更に共通化や標準化を進めるものであることから、地方公共団体の多様性や自主性を高

めることを主旨とする地方分権との関係を整理することが求められる。 

・ まず、国・地方デジタル共通基盤の整備は、地方分権改革前の国と地方公共団体の関

係を復活させるものではない。国による共通化や標準化の支援は、地方分権改革により

明確化された国と地方公共団体との役割分担の下で、地方公共団体の事務を技術的に下

支えし、負担が軽減された分、これまで手の届かなかった地域特有の課題への対処や住

民へのよりきめ細かなサービスの提供などを可能とするものである。地方公共団体にお

いては一層自主的で自律的な施策が展開され、地方分権改革の成果を住民が実感できる

ようになることが期待される。 

・ 同時に、システムの共通化や標準化によって、国は地方公共団体の業務で用いられて

いるデータを、その性質等に配慮しつつ、権限に基づいて効率的に取得し、現場の実情

をよりタイムリーに把握することが容易になる。これによって、地方公共団体の実態に

即した国の政策立案がより実効的に行われることが期待される。これらは地方公共団体

の事務が自治事務か法定受託事務かを問わず、地方公共団体の事務について共通するも

のである。 

・ 今後、共通化や標準化を進め、国・地方デジタル共通基盤を整備・運用していくため

には、国と地方公共団体が、これまで以上に密接に課題・目標・進度等を共有・協議し、

協力しながら、それぞれの役割を果たしていくことが重要である。地方公共団体の実態

にそぐわないプラットフォーム等の提供によって、現場に混乱をもたらすことは避ける

べきであり、また、国が必要な基準を示さないために、共通化や標準化が進展しない事

態があってはならない。こうした国と地方公共団体の関わり方こそが、地方分権の下に

おけるデジタル改革の推進にふさわしい役割分担と考えられる。 
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２．取組の方向性 

（１）本基本方針の射程 

・ 国が処理することとされている事務に関する、国・地方デジタル共通基盤の整備・運

用に関する取組の方向性については、情報システムの整備及び管理の基本的な方針（令

和３年（2021年）12月 24日デジタル大臣決定）に準拠することとする。 

・ 本基本方針では、地方公共団体が執行することとされている事務に関する、国・地方

デジタル共通基盤の整備・運用に関する取組の方向性について、次のとおり定めるもの

とする。 

 

（２）共通化の推進 

① これまでの地方公共団体の情報システム 

・ 地方公共団体においては、個々の地方公共団体が、自ら創意工夫して情報システムの

利用を開始したが、その後、地方公共団体が共同して事務処理する形式で総合行政ネッ

トワーク（LGWAN）が整備され、都道府県が主導して市町村のシステムの共同調達を進

める地域もあった。加えて、都道府県と域内市町村が共同してシステムを利用する取組

等も見られる。さらに、マイナンバー制度の導入に当たっては地方共同法人として設立

された地方公共団体情報システム機構（J-LIS）がマイナンバーカードの発行など国と

地方が共通して利用する基盤を整備する上で中核的な役割を担うこととなった。 

・ 令和３年５月には標準化法4が成立し、地方公共団体の情報システムのうち全国的に

事務の処理の仕方が共通している事務について標準化に取り組むこととなった。 

・ さらに、新型コロナウイルス感染症への対応として国が一括で整備し地方公共団体

が利用した VRS5や、窓口 DXSaaS6など、国・地方デジタル共通基盤の萌芽として、デジ

タル庁・各府省庁と地方公共団体との協力の下で、共通化の取組が見られ始めている。 

 

② 個別開発、標準化、共通化の違い 

・ これまでの地方公共団体のシステムは、地方公共団体が事業者と開発・運用・保守契

約を締結し、地方公共団体が所有する「個別開発」が主流であった。個別開発により、

パッケージシステムであっても地方公共団体ごとの個別ニーズに応じたカスタマイズ

を行うことが可能であり、理論的には業務ごとに最大で約 1,800 のシステムができる

ことになる。一方で、地方公共団体が仕様書作成から調達・開発・運用まで全てを行わ

 

4 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和 3 年法律第 40 号）。 

5 Vaccination Record System（ワクチン接種記録システム）の略。 

6 窓口 DXSaaS については、全国的に展開するための標準仕様書の策定やベンダーの選定等を行う前段

階として、特定の地方公共団体において、BPR 及びシステム開発がセットで行われていた。同様の方式

を他分野においても実施する場合、初期段階における業務の標準化を含む実証、システム開発等が必要

になる。 
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なければならず、業務負担が大きいことや、データ連携が困難でベンダーロックイン7

等が生じやすい等のデメリットがあげられる。 

・ 「標準化」は、国が主導して地方公共団体の意見を聴きながら標準仕様書を作成し、

事業者が当該標準仕様書に沿ったシステムを開発・提供することにより、共通の機能の

提供やデータの標準化を進める方法である。そのことにより、地方公共団体には、シス

テムの調達に係る業務負担が小さくなるとともに、データ要件等の標準化により、他シ

ステムへの乗り換えや他システムとの連携が容易になることでベンダーロックインの

防止などのメリットがある。一方で、狭義の意味では、標準化はシステムの所有や調達

方法については中立的であり、地方公共団体によっては、事業者から標準化されたパッ

ケージを個別調達し、システムを保有することも考えられる。 

・ 「共通化」は、標準化等の取組による機能面のカスタマイズの抑制やデータの標準化

を進めることを前提に、国が主導して地方公共団体の意見を聴きながら作成する仕様

書に沿ったシステムを原則ガバメントクラウドに構築し、ソフトウェアサービスとし

て提供することで、地方公共団体はシステムを所有するのではなく、複数の団体と同じ

システムを利用する形でサービス提供を受けるもの（いわゆる共通 SaaS）である。 

・ 標準化法に基づく 20業務に係る情報システムの標準化については、一部のシステム

については移行の安全性の確保やランニングコストの観点等から、短期的には狭義の

標準化にとどまる場合もあるが、共通 SaaS利用を目指し、その実現のための前提とな

る基盤を整備している取組といえよう。 

・ VRSのように、国が１つのシステムを調達・構築し、地方公共団体の調達を不要とす

る方法もある（共通化パターン A）。地方公共団体はシステムを利用するだけでよいの

で全国展開を迅速に行うことができる一方、国の開発運用体制の確保に課題があるこ

とや、一社のシステムとなるため競争による改善が働かないというデメリットもある

ため、主に緊急時対応等を想定した方法である。 

・ 窓口 DX SaaS のように、初期段階における業務の標準化を含む実証、システム開発

等を経た上で、国が標準仕様書を策定し、複数の事業者が、当該標準仕様書に沿ったシ

ステムをガバメントクラウドに構築することにより、地方公共団体が複数のシステム

の中から選択し、当該システムを提供する事業者と利用契約を結ぶ共通化の方法もあ

る（共通化パターン B）。共通化パターン B は事業者にシステム開発等を委ねる形とな

るため、未開拓市場においては新規参入を促す仕組みが必要となるものの、複数社の参

入による継続的な改善が図られる等の観点を踏まえると、共通化の基本形とするべき

であると考えられる。 

・ 共通化パターン B においては、特定の事業者が事業継続困難になった場合でも代替

可能なサービスが存在することができるよう、共通的な機能を提供する複数の事業者

 

7 ソフトウェアの機能改修やバージョンアップ、ハードウェアのメンテナンス等、情報システムを使い

続けるために必要な作業を、それを導入した事業者以外が実施することができないために、特定のシス

テムベンダーを利用し続けなくてはならない状態のことをいう。 



   

 

8 

 

が競争できる環境を整備する必要がある。そのため、同じ業務に関する SaaS間の比較

を容易にし、各地方公共団体の調達プロセスを簡素化するために、デジタルマーケット

プレイス（DMP）8を活用することが考えられる。 

 

③ 共通化すべき業務・システムの基準を作成する意義 

・ 原則、令和７年度（2025年度）末を期限として進められている、20業務に係る情報

システムの標準化については、これを最優先に取り組むこととし、国は継続して必要な

支援を行う必要がある。 

・ その上で、20 業務に係る情報システムの標準化やガバメントクラウドの移行の取組

においては、取組の効果を事前に見えるようにすることや現場が実感できるようにす

ることが重要であること、一定のスピード感は必要であるが、期限ありきでは安全安心

で確実な移行が難しくなること、デジタル化が目的化しないようにすべきであること

等、地方公共団体から様々な指摘がなされている。 

・ 共通化を進めるに当たっては、こうした指摘も踏まえ、共通化自体が目的とならない

よう、国と地方公共団体が、共通化する意義・目的について共通認識をもって取組を進

めるべきである。 

・ 国と地方が協議して定める基本方針で定める枠組みの下で、個別の業務・システムの

実態等も踏まえつつ、共通化を進めるものとし、原則として地方公共団体に義務付けを

行うものでなく、地方公共団体の主体的な判断により行われるものである。 

・ 今後、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を進めていくに当たっては、①喫緊の

課題である 20業務に係る情報システムの標準化に引き続き注力し、②共通化すべき業

務・システムの基準に合致するか検討を行った上で、基準に合致するものは、共通化を

進めるとともに、③基準に合致しないものであっても、都道府県の共同調達による横展

開の推進等に取り組んでいく。 

 

（３）共通化すべき業務・システムの基準 

① 国民・住民のニーズ（利用者起点）に即しているか 

・ 共通化の取組を進める上では、国も地方公共団体も、多くのリソースを割くことにな

る。その過程では解決すべき課題が様々に生じ得る。それらを国と地方公共団体が協力

して解決していくためには、共通化の取組の目的が「利用者起点」である必要がある。

すなわち、共通化によって、具体的に公共サービスがどのように改善されるか、そのこ

とによって、サービスを受ける住民がメリットとして何を享受するのかを共有する必

要がある。 

・ そのような観点から、共通化は、地方公共団体の業務やシステムのうち、住民のニー

 

8 事業者がデジタル庁と基本契約を締結した上で、カタログサイトにソフトウェア・サービスを登録

し、行政機関がその検索を通じ絞り込み、調達を行う新しい調達方式。令和５年（2023 年）11 月に

は、α版実証サイトをオープン（https://www.dmp.digital.go.jp/）。 

https://www.dmp.digital.go.jp/
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ズの高いサービスに係る業務やシステムを中心として進めることが適当である。 

・ 住民のニーズの高いサービスに係る業務やシステムとは、a)住民の利便性の向上に

つながるものや、b)効率化による国民負担の軽減につながるものであり、例えば、次に

掲げるものが考えられる。 

ⅰ）地方公共団体の区域をまたがる活動を行う個人や法人が不便と感じている手続等 

ⅱ）多くの添付書類を求められる手続等 

ⅲ）申請してから処分や賦課、給付まで相当期間を要する手続等 

・ その際、地方公共団体の業務の効率化や業務改善にも十分に配慮する必要がある。具

体的には、a)執行方法が各地方公共団体で共通的であると考えられるものであること

や、b)デジタル技術の活用による効果が高いと考えられるものを前提とする必要があ

る。b)については、例えば、次に掲げるものが考えられる。 

ⅰ）職員による二重入力が発生している業務 

ⅱ）国への報告に際し、単に取りまとめのために都道府県等を経由させる業務 

ⅲ）関係者の情報共有を紙で行っている業務 

ⅳ）各府省庁から地方公共団体に対して、業務の報告等を行うための専用回線・専用端

末の設置等を求めている業務 

ⅴ）データの発生源から集計するまでに時間を要し、データに基づく行政をタイムリー

に行うことができていない業務 

・ 他方で、この取組を推進するための国及び地方における官民のリソースの状況も踏

まえると、上記の観点から共通化の対象となり得る全ての業務・システムを一度に推進

するのではなく、効果が高く、ニーズの高いものから順次取り組み、共通化に関するノ

ウハウを蓄積しながら取組の精度を高めていく必要がある。 

・ 効果が高く、ニーズが高い取組対象の候補を絞り込むためには、上記の観点を前提に、

当面の具体的視点として、次の３つの視点から検討を行うこととする。なお、検討に当

たって、地方分権改革に関する提案募集方式とも必要に応じて連携し、地方公共団体か

らの提案のうちこれらの視点に合致する提案についても参考とする。 

ⅰ）新しい課題に対する業務・システムで導入団体が現状では少ないが、全国的に展開

することが有意義なもの 

ⅱ）制度改正に対応するための業務負担が大きい、又は大きな制度改正がある業務・シ

ステム 

ⅲ）データに基づく行政をタイムリーに行う必要がある業務・システムで、国への報告

に手間を要しているもの 

 

② 効果の見込みがあるか 

・ 20業務に係る情報システムの標準化やガバメントクラウドへの移行の取組において、

地方公共団体から、取組の効果を事前に見えるようにすることや現場が実感できるよ

うにすることが重要であるとの指摘が挙がっていることも踏まえると、共通化の取組

を進めるかどうかの意思決定の前に、効果の見立てを事前に行い、地方公共団体とも十
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分に認識を共有する必要がある。 

・ 上記①の視点で、共通化すべき業務システムの候補となり得る分野を見定めた上で、

共通化の効果として、次の３点について検討する。 

ⅰ）共通化後の効果の大きさ 

・ 既存の業務・システムの場合は、共通化後のシステム運用の効果が、現行のシステ

ム運用の効果を上回るかどうか。新規の業務・システムの場合は、共通化後のシステ

ム運用の効果が、共通化せずに導入したと仮定した場合におけるシステム運用の効果

を上回るか、システムを導入しなかった場合と比較して住民の利便性向上や行政の効

率化が実現するかどうか。 

・ 効果を考える上では、運用経費の削減効果だけでなく、BPR に伴う効率化効果も勘

案する必要がある。そのほか、住民にとっての便益についても評価する必要がある。

例えば、個人や法人が手続等に要する時間の削減などを定量的に評価するとともに、

これまでにない新たな利用者の体験の向上等利便性が向上することも便益として考

慮する必要がある。 

・ また、一部の都道府県が市町村と連携して取り組んでいる共同調達等が存在する場

合には、その効果等を把握することが有用であると考えられる。 

 

ⅱ）共通化を進めるための調整コストの大きさ 

・ 地方公共団体のシステムの現状がどうなっているか。例えば、都道府県が共同調達

をしているシステムかどうか、標準化対象である 20 業務のシステムに密接に関連す

るシステムかどうか、大多数の地方公共団体において導入されシステムを提供するベ

ンダーの数が少ないものかどうか、既存システムがある場合にはその更新時期がどう

なっているか等がある。 

・ 業務やシステムの現状や性質を踏まえ、執行方法やデータのばらつきを標準化する

ために必要な調整コストや、団体の規模別に必要な共通システムの数等が、どれくら

いになるか。 

・ これらのコストは上記ⅰ)の効果と比較して妥当なものか。また、何年で回収できる

か。 

・ なお、効果の見立てに当たっては、既存システムの置き換えが必要になるものと不

要なものでは、地方公共団体の負担が大きく異なることや、既に共通化し、地方公共

団体が共同してコスト負担をしている場合もあることにも留意する必要がある。 

 

 ⅲ）国・地方を通じたトータルコストの最小化 

・ 上記ⅰ）及びⅱ）を踏まえ、共通化を行うことで、情報システムに係る整備及び運

用等に要する費用と、これにより生じる利用者側の効果、行政機関側の効果、業務改

革（BPR）による効果等を勘案し、国・地方を通じたトータルコストの最小化が実現可

能と確認できるかどうか。 
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③ 実現可能性があるか 

・ ②により効果の見込みがあるものについて、更に「実現可能性調査」としてⅰ）現

場実態の抽出調査、ⅱ）一部地域における先行実施、ⅲ）セキュリティ上のリスク検

証等を行う。特に、地方公共団体の事務は個人情報を取り扱うものも多いことから、

システムの共通化を進める際には、システムやネットワークのセキュリティ確保や個

人情報保護の方策について検討が必要である。共通化を進めるか、条件を整備して進

めるか、他の方法を検討するか（例:都道府県による共同調達等）等、共通化の是非を

判断することとする。 

・ 実現可能性調査の結果、大規模の団体と小規模の団体で必要となる機能が大きく異

なると見込まれるときは、地方公共団体の規模に応じた SaaS の提供を前提とした共

通化の方法も考えられる。 

・ また、例えば、既に多くの都道府県が市町村と共同調達を進めている業務システム

や、RPA やビジネスチャットツール等の共通業務ツールなど、実質的に共通化が進ん

でいるものについては、都道府県による共同調達を推進することが考えられる。 

 

（４）国・地方を通じたトータルコストの最小化を見据えた国と地方公共団体の費用負担の

基本的考え方 

・ 国・地方デジタル共通基盤に係る費用負担については、国・地方デジタル共通基盤の

整備・運用が、国・地方双方に効果をもたらすことから、「地方公共団体の事務を行う

ために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する」という原則を

踏まえつつ、一定の場合に国が補助することを検討する必要がある9。 

・ その上で、情報システムについて国・地方を通じた負担を縮小するためには、国のみ

又は個々の地方公共団体の努力のみでは実現せず、国が地方公共団体と協議の上、国全

体での業務の見直しや情報システムの整備について方向性を示した上でそのために必

要な地方公共団体への支援を行う等、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を推進す

るとともに、地方公共団体は、主体的に国・地方デジタル共通基盤を利活用していく必

要がある。 

・ 今後、国・地方デジタル共通基盤の整備運用について以下の費用負担に係る考え方の

下、国と地方公共団体が協議を進め、国と地方を通じたトータルコストの最小化の実現

を目指す。 

 

ⅰ）共通 SaaS 

・ 共通 SaaSの整備・普及が図られることにより、国・地方を通じたトータルコストの

最小化が期待される一方、共通 SaaS の特性上、利用団体が少ない時期には一団体当

たりのコストが高くなり、利用料金も割高となる可能性があると考えられることを踏

 

9 国と地方の費用負担については、地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第 9 条、10 条、16 条等

を参照。 
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まえれば、早期に利用開始した団体は負担が重くなり、後発団体は、これら早期利用

団体の負担の下に低廉な利用料を享受できる関係となることも考えられる。この場合、

早期に利用を開始するインセンティブが働かないため、共通 SaaS の普及の阻害要因

になるおそれがある。また、国の実証・初期開発・仕様作成段階において、できるだ

け簡素なものとし、最初は団体規模別に小さくスタートしつつ、早期利用団体の実態

も踏まえ、改善・改良をして横展開させていくなど、小さく生んで大きく育てる視点

も必要である。こうした点を踏まえ、共通 SaaS については、地方公共団体が利用す

る場合には、利用料、移行経費は地方公共団体が負担することを原則としつつ、国・

地方を通じたトータルコストの最小化が図られることも踏まえ、特に早期利用団体に

おいて費用低減効果やシステムの改善・改良などの安定的な利用の環境が整うよう、

共通化に関する調査、初期段階における業務の標準化やシステム開発のための実証に

要する費用、標準的な仕様書の作成等に要する費用は原則として国が負担し、共通

SaaS の利用のための初期経費を期限を設けて国が支援することも検討する必要があ

る（共通化パターン B）。 

・ また、法令に基づく事務を処理する情報システムのうち、各府省庁の補助金により

個別団体で整備されているものについては、個別に開発する特段の事情がない限りは、

基本的には上記の考え方に沿って共通 SaaS への移行を段階的に行うべきである。こ

の際、各府省庁は個々の地方公共団体に実装を委ねるのではなく、デジタル庁の支援

を得つつ、上記の考え方に沿った共通 SaaSへの移行を検討することが必要である。 

・ 地方公共団体に対する国の支援については、現在、各府省庁の補助金やデジタル田

園都市国家構想交付金を通じ、個別のサービス・システムの導入を支援しているが、

重複投資を回避しつつ全体的な最適化を図るため、共通 SaaS の実装に一層重点化し

た支援を含め、効果的な支援の在り方を検討することが必要である。 

・ 他方、緊急性の高いものや、有事において国が利用することが想定されるものなど、

国の関与の必要性が特に高いものについては、例外的に、国が開発・運用・保守に係

る費用を負担することも考えられる（共通化パターン A）。 

・ なお、既に多くの地方公共団体がシステムを利用している場合、移行に関しては、

システムの更改が５年程度で行われることも踏まえ、その更新時期に合わせて、地方

公共団体が円滑に移行する環境を整えるなど、地方公共団体の多様性や自主性を尊重

しつつ、無理のない移行とすることで移行経費を合理的なものとする必要がある。 

 

ⅱ）デジタル公共インフラ（DPI） 

・ オンラインの社会活動を前提とした際に、官民サービスの社会基盤として必要とな

る DPIは、共通のものとして整備することが社会コストの低減やユーザーの利便性に

資するものである。共通 SaaS利用の前提として、DPIであるマイナンバーカードによ

る個人認証、Gビズ ID等の認証基盤、不動産や法人基本情報等のベース・レジストリ

等は原則として、国が主導して開発・運用・保守を行うことが適当である。 

・ DPI については多くの主体によって利用されてはじめてその効果が最大化されるも
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のであり、各府省庁による利用の徹底は必須とし、また、地方公共団体においてもそ

の利用に努める必要がある。 

 

ⅲ）物理／仮想基盤（クラウド、ネットワーク） 

・ ガバメントクラウドやネットワークなどの物理／仮想基盤は、様々な業務の基盤と

なるものであり、可用性やセキュリティの確保が求められることから、関係する主体

がどの範囲の可用性とセキュリティを実現するのか責任分界点を明確化した上で、基

本的には管理責任者（国の物理／仮想基盤であれば国、地方公共団体の物理／仮想基

盤であれば地方公共団体）がその構築・運用・保守の責任を一貫して有する必要があ

る（例えば、ガバメントクラウドの地方利用については、基盤サービス提供者、デジ

タル庁（国）、利用システム（地方公共団体）のうち、デジタル庁がその全体の整合

性と総合的な実現策を整理し、基盤サービス提供者に契約や技術仕様で責任を求め、

かつ、利用システムにもデジタル庁から必要な対策や運用をガイドしつつ利用システ

ム自らが責任を持つ必要がある。）。このため、原則としてその費用は管理責任者が負

担することが適当であり、国においてはデジタル庁において国の利用者に係る利用料

等を一括計上し、地方公共団体において国の基盤を利用する場合には、その利用者は、

運用・保守費用等について利用料等により応分の負担を行うことが適当である。 

・ 国の基盤（ガバメントクラウド、ネットワーク等）については、原則として国の各

機関が利用することを前提として、これを地方公共団体と共用していくことの可否の

検討が必要である。例えば、国の各機関が利用することを前提に、地方公共団体との

共用を進めていくこととされているガバメントクラウドの利用料については、大口割

引（ボリュームディスカウント）や長期継続割引の導入等により、低廉化を図る取組

が実施されているが、地方公共団体からは利用料を含めたランニングコストの増に対

する懸念が示されており、このような観点からも、クラウドサービス間の競争環境の

確保等の更なるコスト削減の取組を行うとともに、クラウドサービスの有識者や地方

公共団体からも意見を聴取しつつ、低廉化を図るための継続的な検討を行うことが重

要である。 

・ さらに、地方ネットワークについては、境界型防御のみに依拠した「三層の対策」

を見直し、ゼロトラストアーキテクチャ10の考え方を導入することとしているが、国

と地方公共団体の間の情報連携が今後より一層進んでいくことも踏まえれば、一の地

方公共団体におけるセキュリティ対策の不備等が当該団体にとどまらず、全体に影響

 

10 「ゼロトラスト」とは、境界の内部が侵害されることも想定したうえで、情報システムおよびサービ

スの要求ごとに適切かつ必要最小の権限でのアクセス制御を行う際に、不確実性を最小限に抑えるよう

に設計された概念。 

 「ゼロトラストアーキテクチャ」とは、ゼロトラストの概念を利用し、クラウド活用や働き方の多様

化に対応しながら、政府情報システムのセキュリティリスクを最小化するための論理的構造的な考え

方。 
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を及ぼすため、国として、一定のセキュリティ対策水準を確保するための方策の調査・

実証などは主体的に取り組む必要がある。加えて、ネットワークやセキュリティを支

える人材育成・確保も重要である。 

・ また、ガバメントクラウドの利用料の負担方法について、地方公共団体が利用に応

じて国に支払い、国は、国及び地方公共団体等の利用料を一括して事業者に支払う仕

組みを検討しているところ、利用料の負担と支払いを円滑に行うために必要な環境整

備を併せて行う必要がある。 

 

ⅳ）準公共分野を中心としたデータ連携基盤等 

・ 公共サービスには、各地方公共団体の内部システムに加え、学校や医療機関、交通、

介護の現場や防災の避難所など、外部のシステムを活用して提供される準公共分野の

サービスも含まれる。 

・ こうした準公共サービス同士の間や行政機関内部のシステムとの連携を図るデータ

連携基盤については、多様なサービス間のデータ連携を円滑にすることで各サービス

の利便性の向上やコスト低減を図ることができることから、積極的にその整備を後押

しする必要がある。 

・ ただし、こうしたデータ連携基盤が、無駄に複数開発されることのないよう、各都

道府県が域内市区町村のデータ連携基盤の共同利用の促進に向け、主導的な役割を担

うことが重要である。このことから、現在、国から各都道府県に対し、その共通化等

を進めるための指針の策定を依頼しているところであり、こうした取組は、上記の共

通化の取組と軌を一にするものである。 

・ このため、こうした都道府県単位での整備や調整の効果が全国で発揮されるよう、

国は、デジタル田園都市国家構想交付金などを通じ、引き続き、合理的な指針の策定

とそれに即したデータ連携基盤の整備を支援していくことが重要である。 

 

（５）国・地方デジタル共通基盤の整備・運用のための人材確保 

① 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に当たっての人材面での課題 

・ 地方公共団体におけるデジタル人材の不足はより深刻なものとなりつつあり、令和５

年４月１日時点で DX・情報関係業務の担当職員が３名以下の地方公共団体は全体の

49％（850団体）にのぼり、１名以下の地方公共団体は 12％（213団体）となっている。 

・ これらの情報システム担当職員について外部人材を採用しようとしても、特に小規模

の地方公共団体においては、そもそもデジタル人材が周辺にいない（地域偏在）、デジ

タル人材の採用・定着ノウハウが不足しているといった課題があり、十分な確保ができ

ていない。また、地方公共団体におけるデジタル人材のキャリアパスが十分に見通せず、

それが人材確保を更に困難にしている。 

・ これまでも、人材育成・確保基本方針策定指針の提示や地方財政措置等によるデジタ

ル人材確保・育成への支援等が進められている他、都道府県においてデジタル人材を確

保し、基礎自治体に派遣する取組等も広がっているものの課題の解消には至っていな
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い。 

・ このような状況を踏まえれば、共通 SaaS の活用などにより個々の地方公共団体にお

いて情報システムの開発や調達に多くの人材を要する状況を改善し、限られたデジタル

人材を効率的に活用できる環境を構築していくことが必要である。こうした環境構築の

ための人材確保については、国・都道府県・市町村がこれまで以上に緊密に連携して対

応していくことが必要である。 

 

② デジタル人材確保に向けた取組 

ⅰ）国における共通 SaaS・DPIの整備・活用のための体制の強化 

・ 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用として、共通 SaaS や DPI の整備を加速化

するため、国において、デジタル庁を中心に、共通 SaaSに関する調査、初期段階での

業務の標準化を含む実証やシステム設計・開発・導入、標準仕様書の作成、普及策の

具体化等を行うとともに、DPIを含めて国が開発・運用を担うシステムに関して設計・

開発（拡充）・運用等に取り組むに当たり、これらを担う専門人材の採用や、各府省庁

と地方公共団体との調整を行う行政人材の配置を進めていく。また、ガバメントクラ

ウド上に構築・運営される共通 SaaS や DPI については、その在り方や技術方針等に

ついて、ガバメントクラウドとの密なる連携、調整を行うものとする。 

・ 特に各府省庁が所管する制度・手続等のシステム化においては、各府省庁が重要な

役割を果たす必要がある一方、府省庁によってデジタルリテラシーに差があり、実質

的にこれをリードする人材が不足していることが考えられる。これを踏まえ、各府省

庁においても DX推進組織を置き、自らの府省庁システムの DXのみならず、各府省庁

所管の制度において地方公共団体が処理することとされている事務に係る情報シス

テムの共通化を推進していく体制を整備するとともに、必要に応じてデジタル庁がこ

れを支援していく。 

・ また、上記により開発された共通 SaaS等が地方公共団体において活用されるよう、

地方公共団体と円滑なコミュニケーションを図り、現場の課題やニーズを把握しつつ

共通 SaaSの普及拡大等を担う地方公共団体の支援窓口となる体制や、共通 SaaS導入

の前提となる BPR支援等を行う体制を強化していく。 

・ 加えて、地方公共団体の情報システムのガバメントクラウド移行に関しては、多く

の地方公共団体にとって初めての試みであり、まずは、国においてランニングコスト

の増加など地方公共団体が有する様々な懸念に適切に対応することが必要である。そ

の上で、クラウド技術やネットワークの構築・運用に精通した人材が必要となること

から、こうした人材を国において確保・育成する等、地方公共団体への支援・体制を

強化する。 

 

ⅱ）都道府県と市町村が連携した DX推進体制等の地方公共団体における人材確保 

・ ⅰ）の国における体制強化と並行して、共通 SaaSの導入を始め、地方公共団体にお

ける DX推進体制を強化していく必要がある。 
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・ その際、特に小規模の市町村等において、DX推進を担う人材確保が困難であること

を背景に、都道府県を中心に都道府県と市町村が連携した地域 DX 推進体制の構築が

進みつつある。この中では、例えば、デジタル人材を共同して採用し、県内の市町村

にデジタル人材派遣を行う取組や、県が音頭を取ることで、市町村情報システムの共

同調達を進める取組等により、課題の解決を図ろうとしている。 

・ こうした取組を更に加速化し、令和７年度中に、各都道府県の実情を踏まえつつ、

全ての都道府県で推進体制を構築し、その中で、市町村が求める DX 支援のための人

材プール機能を確保できるよう、総務省において、都道府県間の連携も促進しながら、

デジタル庁と連携し、支援の取組を進める。これにより、国・地方デジタル共通基盤

の整備・運用において、都道府県の担う市町村の DX 推進の支援を充実させるととも

に、国が整備を進める共通 SaaSの活用を推進していく。 

・ また、こうした仕組みを通じて各市町村の優秀なデジタル人材の知見やスキルを広

域的な課題解決にも活用することが期待できるとともに、地域における行政デジタル

人材のキャリアパスを確立し、地域の持続可能なデジタル化につなげることも重要で

ある。さらにこれまで地場のベンダーとして地方公共団体のデジタル化をサポートし

てきた人材や、市民の立場からシビックテックとして地域のデジタル化をサポートし

てきた人材のナレッジも結集していくことが考えられる。 

・ こうした取組と並行して、地方公共団体の DX 推進に必要なスキルを有するデジタ

ル人材の確保・育成方策、セキュリティ人材を育成するための共通的な演習プログラ

ムの提供、デジタル人材確保に係る財政措置、アドバイザー派遣など、総務省による

支援を強化する。 

・ 加えて、地方公共団体においては、デジタル人材の採用（ジョブディスクリプショ

ンを明確化することを含む。）・管理（専門人材に特化した人事管理等）等について十

分な知見がないことが、人材確保の障壁となっている。これも踏まえ、デジタル庁が

総務省と連携して、ⅰ）の国における共通 SaaS・DPIの整備・活用のための民間専門

人材等に係る体制強化に加えて、必要に応じて地方公共団体における採用等を支援す

る体制を整備する。 

 

３．今後の推進体制 

（１）国と地方公共団体の連携の枠組み及び国側の推進体制の整備 

・ 本基本方針に基づき、共通化を国と地方公共団体が連携して取り組むために、①国と

地方公共団体間で連絡協議を行う会議体と②国・地方デジタル共通基盤に係る各府省庁

の取組を含む国側の DXを総合的に推進するための体制を整える。 

・ また、本基本方針を着実に推進するため、デジタル庁の体制整備にも取り組む。 

 

① 「国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会」の開催 

・ 共通化を推進するための国と地方公共団体間の連絡協議を行うための合議体として

国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会を令和６年夏を目途に開催する。 
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・ 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局が事務局となり、国側からはデジタル庁、総

務省自治行政局、地方側からは地方三団体の代表者によって構成する。 

・ 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会は、３．（２）を踏まえ、共通化の対象候補

を選定することや、制度所管府省庁が策定する共通化を推進するための方針（以下「共

通化推進方針」という。）の案への同意を行うこと等を主な任務とし、運営に必要な事

項は、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会開催要綱に記載する。 

 

② 国側の推進体制の整備 

・ 各府省庁は、人口減少下にあっても国民に対する行政サービスを維持・強化する観点

から、各所管行政分野における DX にこれまで以上に積極的に取り組む必要がある。そ

の際には、国が直接執行する業務だけではなく、政策の実施を担う地方公共団体等の業

務実態も把握した上で、政策プロセス全体を俯瞰し、業務、制度、システムからアプロ

ーチしていくことが重要となる。 

・ 本格的な人口減少社会が既に到来しており、可及的速やかに行政サービスの持続可能

性を確保する必要があることから、今後５年間を DXの「集中取組期間」とし、「各府省

庁 DX推進連絡会議」（仮称）を新たに開催し、国民（政策の実施に当たる国及び地方公

共団体の職員等を含む。）の利用者体験の向上に資する DX の取組を「国・地方重点 DX

プロジェクト」として指定し、デジタル庁及び総務省の機能11を活用しつつ、国・地方

デジタル共通基盤に係る各府省庁の取組を支援する。なお、「業務の抜本見直し推進チ

ーム」（座長：内閣官房副長官補）は発展的に改組することとする。 

・ 「国・地方重点 DX プロジェクト」が目指す国民の利用者体験の改善の実現には中長

期的な取組が必要となる。利用者起点でサービス改善の効果を KGI/KPIとして具体的に

特定した上で、効果発現経路をロジックモデルとして整理し、「見える化」により可能

な限り国と地方公共団体の間で進捗状況を共有し、柔軟に手段を見直しながら持続的に

政策効果を高めるため、「サービスロードマップ」12や「政策ダッシュボード13」等の活

 

11 デジタル庁（DPI を含むデジタル基盤の活用等に関する助言、デジタル庁が採用するデジタル人材に

よる実証・設計・開発等の支援、「政策ダッシュボード」の開発・運用に係る技術的協力）、総務省行政

評価局（実現可能性調査や BPR の前提となる現場の実態把握・課題発掘のための調査の支援）及び行

政管理局（独立行政法人の DX の取組に関する実務協力）等。また、総務省、内閣人事局、デジタル庁

は連携してこれらの取組を支える人材育成、研修等を実施。 

12 国民の利用者体験がどう向上するのかを分かりやすく説明し、そのためにいつ、どのようなプロダ

クト・サービスをリリースするのかを示した工程表で、利用者起点でサービスの将来像※を念頭に置く

ことで、供給側の縦割りの壁を超え、制度、プロダクト、サービス、業務を一体としてデザインするこ

とに資する。（※「スマートフォンで 60 秒で手続が完結」「書かないワンストップ窓口」など） 

13 政策等の進捗を数値で可視化し、データダッシュボード等の分かりやすいフォーマットで国民等の関

係者に共有するもの。利用者体験向上のため、デジタル庁が作成する「データダッシュボードガイドブ
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用を促進するとともに、「政策改善対話」等によって各プロジェクトの不断の改善を支

援する。また、これらの取組状況を踏まえて「集中取組期間」の延長の要否を検討する。 

・ デジタル行財政改革会議事務局は、「各府省庁 DX推進連絡会議」の事務局機能を担う

とともに、各府省庁所管業務 DX、各府省庁共通業務 DXを推進する「デジタル社会推進

会議幹事会」（議長：デジタル監）と連携し、各種支援措置を効果的かつ効率的に活用し

つつ、各府省庁の DXの取組を促進する。 

・ また、デジタル庁を始めとする各府省庁の DX推進体制を強化するため、「国・地方重

点 DX プロジェクト」に係るものを中心に、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用等

に関する各府省庁の機構・定員要求のうち、特に効果が高い取組については、内閣人事

局に対して、「集中取組期間」における必要な措置を採るよう求めることとする。 

・ この枠組みを有効に機能させるため、デジタル庁が持つ総合調整機能を機動的かつ柔

軟に発揮する。 

 

（２）連携・協議すべき事項やその進め方 

・ 共通化は、地方公共団体の意見を丁寧に聴きながら、行政サービスを受ける住民のニ

ーズに即していることを前提に、国及び地方公共団体の業務の効率化や業務改善、トー

タルコストの最小化に十分配慮した上で、共通化の効果が見込まれる対象について、地

方公共団体の業務・システムの実情等を踏まえた実現可能性調査を実施した上で、国及

び地方公共団体の合意を得て選定を行うことを基本とする。 

・ 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会（以下「本連絡協議会」という。）は、地方

分権改革に関する提案を必要に応じて参考としつつ、住民の利便性の向上や効率化によ

る国民負担の低減の観点から住民のニーズに即していると考えられる対象候補を選定

する。この際、各制度所管府省庁は、利用者起点で共通化すべき業務・システムがある

と考えられるものは、本連絡協議会に提案することができる。 

・ 本連絡協議会は、共通化による効果と導入に係る国・地方を通じたトータルコスト面

の比較から取組の成果が上がる見込みのあるものに関する協議を行い、その結果選定さ

れたものについて、制度所管府省庁に対して実現可能性調査を実施するよう依頼する。

特に重要な案件については、本連絡協議会は、「各府省庁 DX推進連絡会議」に対して検

討を依頼することができる。 

・ 各制度所管府省庁は、共通化の是非を判断するため、実現可能性調査を行い、併せて、

支援のあり方について検討し、関係機関と協議を行った上で、その結果を本連絡協議会

に報告する。   

・ 各制度所管府省庁は、実現可能性調査の結果、実現可能性があるものは原則として実

施することとして、共通化推進方針の案を作成し、本連絡協議会に対して協議を求める

こととし、同意が得られたものについては、共通化推進方針に基づき、国と地方が協力

 

ック」等を参照するとともに、機械判読性や再利用性が高いフォーマットを活用するなど効率的なデー

タの取得・保持が望ましい。https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/ 
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して取組を推進することとする。ただし、災害等の緊急時等については同意を省略する

ことができるものとする。 

  ・ 実現可能性調査の結果、実現するには条件整備が必要と判断されたもの、共通化以外

の方法の検討が妥当とされたもの（例：都道府県による共同調達等）、課題が多く実施

は見送った方がよいとされたものについては、その結果を本連絡協議会に報告するこ

ととする。本連絡協議会は、報告内容について疑義がある場合は、同調査の内容に関し

て各府省庁との個別協議を要請することができる。 

・ 共通化推進方針に基づく国及び地方公共団体における取組については、制度所管府省

庁から定期的に本連絡協議会に対し、進捗報告を行うこととし、本連絡協議会の判断に

より、当該府省庁や国側の推進体制に対して必要な措置を講じるよう依頼することがで

きる。 

・ また、国・地方デジタル共通基盤は、国と地方公共団体双方の取組が進むことで成果

を得られるものであることから、デジタル庁及び各府省庁においては、国が整備するシ

ステムや基盤について、その利用状況等を定期的に本連絡協議会に報告し、地方公共団

体との情報共有を図るものとする。 

 

 

おわりに 

・ 今後、本基本方針に沿って、国と地方公共団体が緊密に連携・協力をし、目指す行政

の姿を実現するため必要となる取組を着実に進めていくことになる。その点、各種の施

策を具体化する中で、新たな課題が出てくることも十分に考えられるが、その際にも、

本基本方針で示された基本的な考え方に立ち返りつつ、その実現方策や工程などについ

ては、国と地方公共団体が知恵を出し合って必要な見直しを行うことでデジタル時代に

ふさわしい公共サービスの改革を確実に進めることが重要である。 
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